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■　国際ロータリー定款及び細則

■　ロータリー・クラブ定款及び推奨細則

■　語彙（ロータリー慣用語）
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　国際ロータリー定款及び細則並にロータリー・クラブの標準定款

に規定せられた，ロータリーの基本法則を解説又は補足する方針や

手続は，国際ロータリー加盟クラブにより，国際ロータリー大会に

参集したその代議員を通じ，又国際ロータリー理事会によって時々

制定せられている。

　此の要覧は，ロータリーの管理，習慣，その他に関する一般の資・

料で補足されたそれらの方針及び手続等を収集したものである。モ

の資料は，国際ロータリー大会の報告，国際ロータリー理事会の議

事録，国際ロータリー定款及び細則，その他から収録したものであ

る。

　本要覧は又，国際ロータリーの定款及び細則，並に国際ロータリ

ー大会によって採択された標準クラブ定款，国際ロータリー理事会

で推奨せられたクラブ細則，及びロータリーにおいて用いられてい

る言葉及び語句の語彙をも含む。
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国際ロータリーの出版物・・・・・・・・・・・・・・・・・？・・・・・・・・●・・●●●・・・・・・・・・・・・・・・●・・・・・・・・・151-157

広報●●●●●●●●●●●

地域大会●●●●●●●●●●●●●●

救済事業●●●●●●●●●●●●●●●●

会議運営手続規則･･

青少年への奉仕…･･
区域限界●●●●●●●●●●●

ロータリー財団．．．．．．．．．．．

　職業奉仕●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

第二部

国際ロータリーの

国際t2－タリーの細則･

ロータリー●クラブの定款●●●●●●●●●●●

ロータリー●クラブの糸田丿利・・・・・・・・・・．・．．．．．．．．．．．

□wタリｰ慣用語●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　307ﾐ331

　本書は1968年10月版の改訂版である。従って本書中には新規又は改訂字句を挿

入した個所が多々あるので，読者が容易にこれらの個所を見出し得るように下線が付

してある。又付録中の定款及び細則にも同様に新規又は改訂条項及び字句に下線を付

し，且つ1970年アトランタ国際大会において改正された旨脚注をも付してある。
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国際ロータリーの管理

(Administration of Rotary lnternational)

国際ロータリーの会員組織

　　　　　　(Membership of R.I.)

　国際ロータリーは会員たるロータリー・ク

ラブを以て構成される。クラブの数は14,364

　　　　　　　　　　　-で，所属ロータリー会員は，およそ680,000

　　　　　　　　　　　-名である(1970年７月)。これら個々のロータ

リアンはそれぞれのロータリー・クラブの会

員であり，ロータリー・クラブは国際ロータ

リーの会員である。国際ロータリーは世界中

のロータリー・クラブの連合体である。

国際ロータリーの基本方針

(Basic Policy of Rotary lnternational)

　国際ロータリー理事会（1962－63年）は国

際ロータリーの基本方針に関する声明を次の

如く採択した。

　1.　第一に重要なことは，個人ロータリア

ンによるロータリーの綱領の推進である。

　2.　国際ロータリーの管理は，加盟クラプ

及び個人ロータリアンによる奉仕の理想の適

用によりロータリーの綱領を推進することが

最も重要である○　　　　　　　　　　　　　　　■�

　3.　国際口｡―タリーの管理を基礎づける根

本原則は，加盟ロータリー・クラブの実質的

な自治性にある。

　4.　管理に関する定款及び手続上の制限

は，ロータリーの根本的且つ類のない特徴を

保持するために最少限度にとどめられて,い

る。其の制限規定内にあっては，特に地方的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

実状に於て国際ロータリーの方針を解釈し実

行するにあたり最大の融通性を認めるもので

ある。

　5.ロータリーを通じて国際理解，親善及

び平和の理想の進展は，国家及び地域的クラ

プ集団に依存することなく，国際ロータリー

を主体とする加盟クラプ間の直接関係と共通

責任感に基くものとして全世界の加盟クラブ

の国際的友好を保持し且つ促進することが極

めて重要なことを一般に認識せしむるを要

す。

国際大会（Convention）、

国際ロータリーの国際大会は，毎年５月或

は６月に，理事会の決

於て開催される。但し

定する日時及び場所に

の

が変更することがある。

　国際ロータリー加盟クラブの

ロータリアンは大会に参

－の役員を選挙し，且つ

には理事会

である

して国際ロータリ

会に正式に提出さ

れる立法案を審議する。

　各クラブには会員50名及びその過半数毎に

１名の代議員（Delegate）を出す権利が与え

られている。各クラブは少くとも1名の代議

員を出す権利を有する。クラブは委任状によ

る代理者（Proxy）によって代表されてもよ

い。国際ロータリーの各役員及び現在も尚ロ

ータリー・クラブの正会員,シニア･アクチブ

会員又はバスト・サービス会員の資格を有す

る国際ロータリーの元会長（Past Presideht）

は特別代議員（Delegate-at-large）である。

７－
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規定審議会（Council on Legislation）

規定審議会は国際ロータリーの立法機関を

なすもので，毎

て，理事会の決

年の国際大会の一部とし

定する，大会 催に先立つ

期及び大会開催地又はその付近の場所におい

て開催される。

　審議会は正規の手続きによって提出された

すべての制定案並に決議案の審議及び決定に

る。その
一
によるク

定は，国際ロータリー細則の規

ブの投票に従う場合を除き，す

べて国際大会の決定としての効力を有する。

　審議会はロータリーのある各地方よりの代

表者約鮭9名を以て構成される。その構成員

は，議決権を有するものとして，各地区のク

ラブにより選挙された代表者各１名，地区に

属さないクラブよりの代表者，特別代議員，

元会長５名，及び審議会議長，並に議決権を

有しないその他の者若干名からなる。

国際ロータリー理事会

　　　(Board of Directors of R.I.)

　国際ロータリーの管理主体は次の14名1)よ

り成る理事会である。

一会長(理事会の議長となる)。

一会長エレクト。

-アメリカ合衆国，バーミュダ及びプエル

　　トリコよりの理事５名。

カナダよりの理事１名。

の を17名一会長

1972 ７月１日までに

会長エレクト及び15名の

四

-イペロアメリカよりの理事１名。

一一上記に含まれない加盟クラブよりの理事

　　１名。

　各理事は，それぞれの地帯，地理的集団或

は地域のクラブによって指名されるのである

が，大会に於てすべてのクラブにより選挙さ

れるものである，斯くしてロータリーの管理

に金クラブを代表しているという責任が，各

理事にかかってくるわけである。

　理事会は国際ロータリーの管理主体であ

り，定款及び細則の規定に従い，国際ロータ

リーの業務と資金の支配及び管理にあたる。

理事会は，国際ロータリーのすべての役員及

び委員会を全般的に統御管理する。理事会は

ロータリーの目的の推進及びロータリーの綱

領の達成に対し，必要と思われるあらゆる方

策を講じる任務をもっている。理事会の決定

は，国際ロータリー大会へ提訴できることを

条件として，最終的なものとする。

　執行委員会：理事会は，３名乃至５名の限

度内で理事を執行委員に任命し，その執行委

員に対し理事会の会合のない開，理事会に代

って既に国際ロータリーの方針が確立されい

る，執行又は管理に関する事項を決定する権

限を委任する事が出来る。

管理上の単位（Administrative units）

　国際ロータリー定款（第７条）は，クラブ

の管理は理事会の総括的管理の下にあるもの

とし，次に示す直接管理の諸形式の中いずれ

かの形式を併せ用いるものとすると規定して

いる。

　（ｲ）理事会によるクラブの直接管理。

　これは現在地区に属さない111クラブのた
　　　　　　　　　　　　　ｰ

８－

めに規定された管理の形式である。

（ﾛ）所定地区のガバナーによるクラブの直

接管理○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀

ｔ

ｊ
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　　　　　　　　一

　釧　地区ガバナーの管理に加えて，理事会

　が適切と考え且つ国際大会によって承認さ

　れた方法を以てする，地理的に隣接する二

　つ又はそれ以上の地区から或る地域内のク

　ラブの管理。

　（ﾆ）管理上の単位地域たる，グレート・ブ

　リテン及びアイルランド内・国際ロータリ

　ーによる，グレート・ブリテン，アイルラ

　ンド，チャンネル諸島及びマン島所在のロ

　ータリー・クラブの直接管理。グレート・

　ブリテン及びアイルランド内・国際ロータ

　リーの権限，目的及び職務は，国際ロータ

　リー大会によって承認されたグレート・ブ

　リテン及びアイルランド内・国際ロータリ

　ーの定款の条項及び国際ロータリーの定款

　及び細則に定められている所に従うものと

　する。

　理事会は国際ロータリーの管理機構につい

て次のような説明を行なっている。

　（ｲ）地区及び地域組織を最小限度にとど

め，管理目的のための国際ロータリー代表と

しての地区ガバナーの任務を強化することが

最もロータリーのためになるものである。

　（ﾛ）今日の国際･ロータリーが一つの進化の

産物であることを思えば，現在の機構は，国

際的にその機能を発揮する上に良く立案ざれ

たものであり，又，問題が起る場合には国際

ロータリー定款及び細則によって権限を与え

られている人々がその問題をロータリーのた

め最も有料に解決できることなどが考えられ

る。（理46－47）

クラブの地域的又は地方的集団

(Regional or SectionaI Groupings of

　　　　　　　　　　　　Clubs)

　国際理解，親善及び平和の理想の増進は国

際ロータリーに対する加盟クラブの直接関係

と共通責任に基盤がおかれている。理事会は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

管理，一般的

統一された世界的組織としての国際ロータリ

ーの縮小に向かう流れ又は傾向の如何なる出

現をも心配して見守っている。

　理事会は，その目的の如何にかかわらず，

クラブの地域的又は地方的非公式集団の発展

は，組織統一の縮小の可能性を持つ最初の基

盤となるものと考える，それ故に理事会によ

り注意さるべき事柄及びとらるべき可能な行

為は，斯様な集団におけるクラブ及び地区ガ

バナーの機能及び活動が地域又は地方に問す

る問題或は斯様な集団の強化を計画した活動

を過度に強調し且つこれに集中することによ

って限界が定められるようなことのないよう

に気を付けることである。理事会の意見によ

れば，かような限界を定めた機能及び活動は

広く世界にわたるクラブの交際を通じての理

解と親善を増進する多くの機会に，クラブ及

び地区ガバナーの参加の意義がうすらぐ結果

となるようである。（理61－62）

　理事会は１国内の２以上の地区又は全地区

を包括する一つの機関乃至そのような組織又

は管理部門の設置には好意を寄せない。（理

69－70）
一一

管理事務（Administrative Service）

　理事会はロータリーの管理上の事務に関し

て次の如き一般方針を採用している：

　１．　国際ロータリーの管理上の事務は，世

界中のすべてのガバナー及びクラブに対し出

来得る限り公平に処理されることになってい

る。

　2.この事務は中央事務局におる各国人か

ら成る局員によって取扱われることになって

いる。広く世界にわたって出来る丈最善の事

務をとるために中央事務局に変更すべき事柄

があれば，之れを随時理事会に報告すること

は，事務総長の任務とされている。

　3.　航空機による世界的な通信機関の絶え

９－

一一英国及びアイルランドよりの理事１名。

一一欧州大陸，北アフリカ及び東地中海地域

　　よりの理事2名。

一一アジアよりの理事１名。

1）1970年国際大会において

施の予定で，国際ロータリー定款第５条筈１節を･理事

理事-とすることに改正。



ざる進歩は，クラブと中央事務局間の連絡を

益々急速なものにしている。従って事務総長

は通信及び物品の送付に航空便を使用する権

限が与えられている。このため事務総長は航

空便の費用に関し定期的に調査を行ない，財

務委員会が理事会に推奨する予算の作成中に

同委員会に対し，この種の費用について考慮

せしめるようにしなければならない。

　4.　交通通信の便が常に改善されて行くの

で，極めて特別な国情，そしてそれが出来る

だけ広い範囲の国際事務に供える目的のため

である場合を除いては，別に事務局の支局を

置く必要はないと考えられている。

　5.　中央事務局から極めて遠距離の地域，

特に戦災地域に於ては，一時的に特別の事務

を必要とする場合があるかもしれない。従っ

て，事務総長は，理事会がこれらの必要に応

じ最善の方法を決定することができるよう，

随時理事会にその特殊な必要事項についで報

告するよう要請されている。

　6.　国家の財政状態が保証される処には，

事務総長は，銀行勘定を託する財務代行者の

制度を設ける権限が与えられている。この場

合は財務委員会及び理事会に対しその旨報告

しなければならない。

　7.通信及び文献は出来得るかぎりこれを

受取る者が容易に理解出来る言語で書かれて

いなければならない。従って事務総長は，口

一タリーの伝統であるこの種事務の増加に関

する情報について財務委員会及び理事会の考

慮を促がさなければならない。（理47－48,55

－56,61－62）

国際ロータリーの役員

　　　　　　　　(Omcers of R.I.)

国際ロータリーの役員は，会長，第１副会

長，第２副会長，第３副会長,その他の理事，

事務総長，財務長，地区ガバナー，グレート・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

プリテン及びアイルランド(R.I.B.I.)内。国

際ロータリー会長，直前会長，副会長及び名

誉会計である。

　会長：会長は此の組織の最高執行者であ

り，国際ロータリーの仕事及び活動を監督す

る。会長は理事会の一員であると共に議長で

あり，理事会を主宰する。常任委員及び特別

委員はすべて会長によって任命される。会長

は，会長指名委員会を除くすべての委員会の

職権による委員である。

会長は又，国際ロータリー大会及び地域大
　　　　－
会の議長となる

ー
○

　大会に先だつ数カ月前，会長候補者１名が

会長指名委員会によって指名される。会長指

名委員会によってなされた指名の他に，いず

れのクラブも会長技指名者１名を推薦するこ

とができる。会長は大会に於て全クラブの選

挙人によって選挙される。

　1966年（デンバー）大会は，国際ロータリ

，会長は，如何なる国からも，連続２年を超

えて選出せらるべきではないことを規定した

決議66－34を採択した。

　理事会は，得られる最も有能な人物を指名

することが委員会の責任であることを認める

が，毎年の国際ロータリー会長指名委員会

に，会長を選ぶに当り，ロータリーの国際性

にかんがみ，同一の国から２年連続して会長

を選出しないことが望ましいという意見を慎

重に考慮するよう求めた。（理67－68）

　副会長：大会終了直後に開かれる暫定会合

において次期会計年度の理事会の会員は彼等

の会員中より第1，第２及び第３の各副会長

を互選する。＼

　副会長の欠員は残余の副会長の順序に従づ

て充当される。即ち，第！副会長の欠員は第
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２副会長をもって，第２副会長の欠員は第３

副会長をもって充当される。第３副会長の欠

員は理事会が理事の中より選んで充当するこ

とになる。

　理事：理事は，大会に於て選挙され，その

任期は２ヵ年とする。その任務と責任とは，

理事会の会員たることに起因する一切を含む

ものとする。

　理事に選挙された時期と任期の第１年目を

る時との開に理

その理 を

に欠 が生じた場

名したソーン，地理的

は，
一
又は

地域内のクラブの決定によってその欠員を補

た場

る。理事の欠員

了の時とその任

合は，残余の理

がその理事の就

期満了の時との

が

任第１年

に生じ

存任期中空 を埋

める理事を選挙するものとする。

タワー細則第４条第８節）
-

ロー

　事務総長：事務総長は，会長の監督と理事

会の統率の下に実務を執行する，国際ロータ

リーの常務役員である。事務総長は直接理事

会に報告を行ない，その年次報告は理事会の

承認を経て大会に提出される。次期理事会

は，事務総長の任期が終了する暦年中の暫定

会合に於て，任期を５年以内として事務総長

を選挙する。事務総長の任期は翌年１月１日

に始まる。

　約250名の人員が事務総長と共に国際ロー

タリー事務局を形成し，アメリカ合衆国イリ

ノイ州エバンストン，及びスイス国チューリ

ッヒに事務所を置いている。

　財務長：財務長は理事会の指示する方法に

従って国際ロータリー資金の支払を行ない且

つ理事会によって代行を委任されるこどある

べき，財務長の職に附随するその他の任務を

行なう。財務長は，理事会の要求することあ

るべき報告を理事会に行ない，又大会に対し

て年次報告を提出する。財務長は，毎年理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

管理，一般的

会に於て選挙する。任期は1年とし，次年度

の７月１日に始まる。

11.1-

地区ガバナー：地区ガバナーの数は314名

(1970年７月)である。各ガバナーは理事会の
一

総括的管理の下に，自己の地区内クラブを直

接管理する。その上国際ロータリーの綱領を

推進し，クラブの結成を監督し，地区内の各

クラブ間，及びこれらのクラブと国際ロータ

リーとの間の友好関係を推進するのがガバナ

ーの任務である。ガバナーは地区協議会及び

地区大会を主宰する。

　ガバナーは地区大会に於て地区のクラブに

よって指名されるが，例外的な場合には，郵

便による投票を行なうこともある。ガバナー

は国際大会に出席し且つ投票する選挙人によ

って選挙される。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける19地区の地区ガバナーの任務は，その地

域の伝統的慣行に従い，R.I.B.I.理事会の指

示の下にR.I.B.I.の定款並に細則に基いて遂

行される。グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドにおける各地区ガバナーは，国際ロータ

リー細則並にR,.I.B.L定款の規定により自己

の地区の管理につき国際ロータリー理事会及

びR.I.B.I.理事会に対して責任を有するもの

とする。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける地区ガバナーは，その地区のクラブによ

って被指名者として選ばれ，R.I.B.I.年次大

会において指名され，国際ロータリー国際大

会において出席投票する選挙人によって選挙

される。　　　　　　　　　　　　　　＼

　R.I.B.I.の選挙権を有する役員:IR.I.B.I。

の選挙権を有する役員は，会長,直前会長,副

会長及び名誉会計である。会長，副会長及び

名誉会計はR.I.B.L大会によって指名され，



国際大会に出席し且つ投票する選挙人によっ

て選挙される。

　役員の任期：国際ロータリーめ各役員の任

期は，会長及び事務総長1)を除き，その選挙

された国際大会終了直後の７月１日に始ま

る。会長の職務上の任期はその選挙された翌

年７月１日に始まる。但し，彼はその選挙さ

れた直後の７月１日に会長エレクトとして理

事の職につくものとする。

　異例の事情のもとにおいては，理事会はガ

バナーの任期を７月１日以後に始まることを

承認する権限が与えられておるが，10月１日

以後とすることはできない。

　役員は，大会に於て選出される理事を除き

すべて任期１ヵ年である。理事の任期は２ヵ

年間となっている。会長も理事としての任期

は２ヵ年－1年は会長エレクトとして，次の

　1年は会長としてである。

国際協議会（lnternational Assembly）

　国際協議会は毎年普通国際大会の開かれる

直前に開催される。

　協議会は，会長，副会長，及びその他の理

事，もしあれば会長被指名者，及び理事被指

名者，事務総長，財務長，国際ロータリー地

区ガバナー被指名者，R.I.B.I.被指名役員，

国際ロータリー各委員長及びその他理事会が

指定する者から成る。

　この協議会の目的どする処は，これらの役

員及び委員長が会合し国際ロータリー及び各

クラブの次年度の事業活動を協力して計画

し，且つロータリーに関する教育と管理上の

任務に開する教育を行ない，出席者間の親睦

をはかる機会を与えることである。

　国際協議会に参加する者に配布される文献

1）事務総長は理事会において選挙され任期は５年以内と

　し当選後の１月１日に就任する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

または他の資料は，国際ロータリーに依り出

版され或は配付されたもの及び他の者による

配布が許可されていない文献及び資料に限ら

れている。

国際ロータリーの委員会

　　　　　　　(Committees of R.I.)

　細則（第14条）は七つの常任委員会を規定

している。即ち，

　定款・細則

　国際大会

　地区編成

　財務

　企画

　広報

　出版物

　常任委員は会長によって任命されるが，会

長は又自己或は理事会の判断に於て必要と認

められる特別委員を任命することができる。

会長は自己の任命した委員会の委員長を定

め，委員に欠員を生じた時はこれを補充する

権限を有する。

　理事会は地域諮問委員会（国際ロータリー

細則第14条第４節）を認可することができ

る。同委員会は理事会によって承認された手

続に従って諮問機関としての機能を果す。

　会長指名委員会を除き，すべての委員会の

決定は理事会の承認を受けなければならな

い。

元会長審議会

　　　ｽﾞCouncil of Past Presidents）

　国際ロータリー細則（第18条）は職権上の

議員としての会長と共に，元会長でその所属

クラブにおいて正会員，シニア・アクチブ会

員又はバスト・サービス会員の籍を有するも
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のを以て元会長審議会を常置することを規定

している。

　審議会は通信にて，会長又は理事会により

付記された事項を考察し，そして理事会に対

し進言且つ勧告することができる。

　然し，国際大会に出席するそれらの会議員

の非公式会合がその国際大会に於て開催され

る場合，会長又は理事会は会議を招集するこ

とがある。

地区協議会（District Assembly）

　ロータリーの教育及び知識を提供し，且つ

地区活動の調整をなす目的を以て，各地区内

全クラブの次年度会長及び幹事，次年度地区

ガバナー並に理事会が選定するその他の者の

協議会を毎年４月，５月又は６月に開く。次

年度の各クラブ会長及び幹事はこれに出席す

るものとする。

地区大会（District Conference）

　地区大会は，各地区において毎年，地区協

議会，国際協議会，又は国際大会と同時でな

い条件の下に，地区ガバナー及び地区内過半

数のクラブ会長の一致した意見の下に決定し

た時期と場所において開催される。

　地区ガバナー・ノミニーが地区によって選

出され，国際ロータリー事務総長にこれが証

明されたならば，そのガバナー・ノミニーが

ガバ -を

らかじめ

る 度のその地区の大会はあ

することができ，その開催地

は，そのガバナー・ノミ二－と地区内ク

のその
ｰ
よって 定

にお1 る会長の過半数との

ることができる。

ブ

に

　地区大会の目的は，親睦，感激的挨拶及び

地区の仕事並に国際ロータリーに問する問題

を全般的に討論することによってロータリー

管理，一般的

の綱領を推進するにある。地区大会は国際ロ

ータリー理事会から大会に提案される特殊な

事項或は地区内に発生した問題を審議する。

地区大会は規定審議機関ではない。地区大会

は，国際大会の審議を求めるため，時として

大会の討議から自然に発生した制定案を採択

することもある。大会は又，次年度ガバナー

を指名する。場合により地区大会は同一ガバ

ナーを２年連続して指名することもできる。

(理56－57)

地域大会（Regional Conferenees）

　地域大会は理事会の決定する日時及び場所

に於て理事会によって招集される。

　地域大会の目的は，地域内クラブの会員を

集めて相互間の面識と理解を推進すること;

又意見の交換及びロータリーの綱領に含まれ

る議題を討議するための公開討論の場を提供

するにある。大会は理事会の採択した運営手

続に従って運営される。大会は規定審議機関

ではないが，理事会に対する勧告として決議

を採択することができる。（160－164頁参照）

ロータリー・クラブの構成

　　　　(Structureof Rotary Club)

　1922年ロスアンゼルス大会に於て,1922年

大会以後に国際ロータリーに加盟するクラブ

は標準クラブ定款を採用すべしというように

国際ロータリー細則が改正された。命令的で

はなかったが,1922年６月以前に加盟した多

くのクラブも，その定款を改正して標準クラ

ブ定款に合うように変えている。従って，ロ

ータリー・クラブの組織は標準クラブ定款に

基づいていると考えてよいであろう。

¬13－



無地区クラブの管理

（Administration of Non-Districted

　　　　　　　　　　　　　　Clubs）

　理事会は，地区を構成するには数の足りな

い無地区クラブの集団が理事会の直接管理の

下に存在する場合において，その年度中名誉

職である管理顧問として集団内の各クラブに

奉仕するため，集団内（特殊の事情がある場

合は集団外）のクラブの会員1名を随時指名

する権限を会長に付与することにより無地区

クラブ管理手続を設定することに原則的に同

意した。

　管理顧問の資格で奉仕するロータリアンの

機能と任務は次の通りとする：

　（ｲ）集団内各クラブの管理と進展の状況並

-

に当該地域におけるロータリーの拡大に関し

中央事務局を通じて理事会に報告する。

　（ﾛ）集団内の各クラブに対し管理その他の

問題につき助言を与える。　　　　　　………

　㈲　毎年１回各クラブを訪問し，会長，理

事会および各委員長と会談し又彼等の相談に

応じ，個別的にもクラプ役員たちと相談し，

例会においてロータリーのプログラムを主題

として会員に話をする。

　管理顧問が職務の遂行に関して支払った妥

当かつ必要な事務費並に旅費は国際ロータリ

ーにより補償されるものとする。

　上記事項を遂行する前提として理事会は，

会長自身の決定に従って管理顧問を指名する

ための基盤としての無地区クラブの集団を設

定したのである。（理67－68）
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地.い域管理

(AreaAdministration)

　オステンドにおける1927年国際大会におい

て採択され，その後シカゴにおいて1930年，

デトロイトにおいて1934年に改正せられた規

定は，地理的に隣接する二つ以上の地区から

或る地域内のクラブの管理形態を設けるよう

立案されたものである。（定款第7条第２節㈲

項，及び細則第11条第２節）。地域管理に関

するこれらの規定の下では何等の管理単位も

殷殷されなかった。

　1948－49年に，国際ロータリーの理事会は

地域管理は拡張すべからずという意見を発表

した。

グレート・ブリテン及びアイルランド

　　　　(Great Britain and lreland)

　1913－14年に，グレート・ブリテン及びア

イルランド内・国際ロータリーの加盟クラブ

は英国ロータリー・クラブ連合会を組織し

た。此の連合会は1914年の国際ロータリー大

会において承認された。 1922年国際ロータリ

ーがその定款及び細則を改正した際，国又は

地域別単位に国際ロータリーの加盟クラブの

管理に関する規定を設けた。此の規定の下

に，グレート・ブリテン及びアイルランドに

おけるクラブは，国際ロータリー1922年大会

によってその定款及び細則の定めるところに

よって承認された地方連合会を組織した。

　1927年オステンド国際大会は地域管理の規

定を採択した際に，グレート・ブリテン及び

アイルランドの連合会存続を承認する非常規

定を設けて，国又は地域単位による管理を廃

止した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　i966年（デンバー）の国際大会は，決議66

－53「地域単位，グレート・ブリテン及びア

イルランド内・国際ロータリーに関する件」

を採択した。これは国際ロータリーとその

加盟クラプどの間の或る種の関係を確認し，

そしてグレート・ブリテン及びアイルランド

内・国際ロータリーの定款は，常に国際ロー

タリーの定款及び細則に合致すべきものであ

り，又，地域単位の内部的管理に関する特別

規定を含むべきことを規定したものである。

この決議は又，国際ロータリーの理事会及び

R.I.B.I.の理事会が遅滞なく，この決議の趣

旨を効果的ならしめるに必要な行動を，国際

ロータリーやR.I.B.I.の定款を適宜改正す

ることを含めて，始めるよう指示している。

　この指示に従う基礎として，地域単位R.I.

B.I.に関する委員会が国際ロータリー理事会

によって設置され，決議66－53によって確

認され確立された原則を明確且つ効果的なら

しめるに必要な行動，並に，それらの原則を

遂行するに必要な，又は好ましい，手続その

他の行動について，理事会に勧告することに

なった。　　　　　　　ダ

　地域単位R.I.B.I.に関する委員会は，理

事会に勧告を行なうという目的をもって仕事

を引受けた。この勧告は,もし採用されれば，

地域単位の地位，権限，及び義務を，より

明らかに定義し且つ保有するよう，国際ロー

タリー及びR.I.B.I.の定款の規定を明白に

し,且つ調和させることによって,決議6←53

の趣旨を成就するものである。理事会に対す

るこの委員会の報告に従って，国際ロータリ

ー対R.I.B.I.関係に関する規定についての委

員会が設けられた。この委員会は国際ロータ
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リー理事２名とR.I.B.I.理事会員２名により

構成された。この第二委員会の目的は，地域

単位R.I.B.I.に関する前の委員会の報告を検

討し，その報告に基いて，R.I.B.I.年次大会

及び国際ロータリー国際大会に提出する必要

のある立法案について，国際ロータリー理事

会及びR.I.B.I.理事会に,勧告するにあった。

この委員会は全会一致で国際ロータリー理事

会及びR.I.B.I.理事会に，国際ロータリーの

定款及び細則並にR.I.B.I.の定款及び細則の

改正に関する勧告を提出した。

　1968年国際大会（メキシコ）では，国際口

―タリー理事会が提出した規則制定68－39及

びR.I.B.I.の年次大会が提出した決議68－71

が採択された。規則制定6←39の採択は，国

際ロータリーの定款を次のように改正した。

イ）グレート・ブリテン，アイルランド，

　チャンネル諸島及びマン島におけるロー

　タワー・クラブをして「グレート・ブリ

　テン及びアイルランド内・国際ロータリ

　ー」として知らるべき国際ロータリーの

　管理上の地域単位を作らせるための特別

　規定，並に，管理上の地域単位による，

　グレート・ブリテン，アイルランド，チ

　ャンネル諸島及びマン島におけるロータ

　リー・クラブの直接管理のための特別規

　定を含む。これらロータリー・クラブの

　権限，目的及び機能は，R.I.B.I.の定款

　及び国際ロータリーの定款及び細則の定

　める通りとする。

ロ）地域単位の定款を常に国際ロータリー

　の定款及び細則の精神及び規定に合致さ

　せておく。

ハ）R.I.B.I.の定款及び細則は，国際ロー

　タリー国際大会で承認された通りの地域

　単位の内部管理に関する特別規定を含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

ものとし，この地域単位の内部管理は，

かかる特別規定に従い且つその範囲内

で，行なわれることを規定する。

二）その権限，目的及び機能を実行するに

　ついての地域単位の内部管理を述べてい

　るR.I｡B.I.の定款の規定は，国際ロータ

　リーの国際大会の承認を得て，R.I.B.I.

　の年次大会の決議によってのみ，改正し

　うるものとすることを規定する。

ホ）国際ロータリー国際大会が国際ロータ

　リーの定款及び細則を改正するときは，

　R.I.B.I.は，その内部管理に関すること

　以外のすべての事項において，R.I.B.I.

　の定款を国際ロータリーの定款及び細則

　に合致させるのに必要な改正をその定款

　に加えることを規定する。

へ）その定款又は国際ロータリーの定款及

　び細則と矛盾しない地域単位の細則の改

　正は，地域単位によって，その定款の規

　定に従って，行なわれうるものとする特

　別の規定を含む。

　決議68T71の採択はRJ.B.I.の定款を下の

通り改正した。

イ）R.I.B.I.を国際ロータリーの管理上の

　地域単位として記述する。

ロ）各クラブが，国際ロータリーの細則に

　明記してある通りの人頭分担金を，国際

　ロータリーのロ座に払込むよう規定す

　る。

ハ）国際ロータリー加盟認証状を授与され

　たグレート・ブリテン及びアイルランド

　のクラブは，同認証状を受けたことによ

　って，すべての点において，R.I.B.I｡並
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に国際ロータリーの定款及び細則によっ

て，拘束されることを，特に規定する。

ニ）現在R.I.B.I.定款に含められているよ

　うなクラブ会員に関する規定を削除し，

　クラブ会員資格は国際ロータリーの定款

　及び細則の規定に一致すべきものとする

　ことを規定する。

ホ）R.I.B.I.の定款及び細則の全般を通じ

　「国際ロータリー代表者」又は「国際口

　－タリー代表者達」の字句を廃し，代っ

　て「地区ガバナー」又は「地区ガバナー

　達」の字句を用いる。

へ）R.I.B.I.が採択した通りのグレート・

　ブリテン及びアイルランド内のロータリ

　ー・クラブのための標準クラブ定款及び

　細則は，国際ロータリーの定款及び細則

　に違反しないことを規定する。

ト）その内部管理に影響を及ぼすR.I.B.I.

　の定款及び細則の改正は，同連合会の年

　次大会においてのみなしうべきこと，及
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地域管理

　び，かかる定款の改正は，国際ロータリ

　ーの国際大会によ･って承認された時の

　み，その効力を生ずべきことを規定す

　る。

チ）R.I.B.I.の定款に対する改正は，すべ

　て，国際ロータリーの定款及び細則の精

　神と規定に合致すべきこと，及び，国際

　ロータリー国際大会が国際ロータリーの

　定款及び細則を改正するときは，その内

　部管理に関すること以外のすべての点に

　おいて，R.I.B.I.の定款を，国際ロータ

　リーの定款及び細則に合致せしめおくに

　必要な改正を，事実上，R.I.B.I.の定款

　及び細則に加えることを規定する。

リ）R.I.B.I.の理事会は，同連合会（R.I.

　B.I.）のすべての委員会,地区協議会,役

　員連に対する統御と管理を行なうべきこ

　と，而して同理事会の各個々のメンバー

　は，（グレート・ブリテン及びアイルラ

　ンド選出の国際ロータリー理事を除き），

　同地域内のロータリーの管理に関するす

　べての事項について，適宜の処置を取り

　うべきことを規定する。



クラプ例会への出'席

(Attendance at Club Meetings)

　国際ロータリー細則（第18条第１節）によ

れば，加盟クラブは毎月最終例会の直後にク

ラプ例会の出席報告をガバナーに，ガバナー

のない場合は国際ロータリー事務総長に提出

するものとする。

出席競争（Attendance Contest）

　出席競争規定（1922年大会に於て初めて採

択されその後改正せられた）は次の通りであ

る：（ダラス大会決議29－12,第１条,第９節）

出席競争規定

　　　　(Attendance Contest Ru16s)

　国際ロータリー理事会により随時決定さる

べき国乃至地理的地域にあるクラブは出席競

争に参加しているものとみなされるものとす

る。

　（ｨ）地区及びクラブの出席率を公表するに

当っては，国際ロータリー事務総長は，期日

までに受理した地区ガバナーの出席率報告を

使用する。

　（ﾛ）出席競争は７月１日に始まり翌年６月

30日に終る１箇年を単位として行なうものと

する。

　国際ロータリーに属するすべてのクラブ

は，次の区分に従って，自己のクラブとほぼ

同じ位の大きさのクラブとのみ出席競争を行

なう資格を有するものとする。

　Ａ区分-400名又はそれ以上の会員を有

　　　　　　するクラブ

　Ｂ区分一一300乃至399名の会員を有する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

　　　　　クラプ

Ｃ区分-200乃至299名の会員を有する

　　　　　クラブ

Ｄ区分一一100乃至199名の会員を有する

　　　　　クラプ

Ｅ区分一一-50乃至99名の会員を有するク

　　　　　ラプ

Ｆ区分-25乃至49名の会員を有するク

　　　　　ラプ

Ｇ区分一一一一25名以下の会員を有するクラ

　　　　　ブ

クラブの守るべき規定

　1.クラブのすべての会員（名誉会員，及

びバスト・サービス会員又はシニア・アクチ

ブ会員にして標準クラブ定款第８条第５節㈲

項及び（ﾆ）項の規定によって理事会の承認を得

たる者を除く）は例会に於て必ず「出席」又

は「欠席」と記録せられなければならない。

出席とは以下の規定に従って，会員の所属ク

ラブ又は他のロータリー・クラブ又は仮ロー

タリー・クラブの例会に，その所定時間の少

くとも60％列席した事実をいう。
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(注：賜暇中又は理事会により例会に欠席

の承認を与えられているすべての会員〔名

誉会員及びバスト・サービス会員又はシニ

ア・アクチブ会員にして標準クラブ定款第

８条第５節㈲項及び(ﾆ)項の規定によって理

事会の承認を得たる者を除く〕は次に規定

される通り，他クラブの例会に出席して補

填しない限り，欠席と記録される。かかる

欠席の承認乃至賜暇は単にその会員個人

を，定款の「欠席による身分終結」の条項

に該当せしめないというに過ぎない。この

規定中「例会」というのはクラブが公式に

毎週定期的に開く会合を指し，クラブの理

事会，ラウンドテーブル会合その他の非公

式会合の如きものはクラブの例会とは認め

られない｡）

　2.　すべて欠席した会員＼(名誉会員，及び

バスト・サービス会員又はシニア・アクチプ

会員にして標準クラプ定款第８条第５節㈲項

及び(=牛)項の規定によって理事会の承認を得た

る者を除く↑)は誰でも欠席した日の直前６

日間のうちのどの日か，欠席した当日又はそ

の直後６日間のうちのどの日かに，他のどこ

かのロータリー・クラプ又は仮ロータリー・

クラブの例会に出席することによってその欠

席を補填して，所属クラブにおける出席とし

て完全に認められることができる。かかる出

席については，その出席したクラブの幹事よ

り報告される必要がある。若しその報告がな

されない時には，本人が電信又は書面により

これをなす。

　会員が，出席の目的を以て，他クラブの例

会場に定刻におもむいたところ，その週間の

例会が休会，延期又は時刻変更により目的を

達しえなかった場合には，その例会が開催さ

れたものとして，訪問された筈のクラブの幹

事よりその旨の通知を受けるか，それなき場

合｡は会員自身の通知により，欠席補填め効力

が与えられる。

　3.クラブの会員（名誉会員を除く）で，

国際ロータリーの役員，又は国際ロータリー

の委員会委員,或は地区ガバナーの特別代表，

或は国際ロータリーの従業員として奉仕して

いる者が，ロータリーの用務のため所属クラ

ブの例会を欠席した場合は，当該用務に従事

している間に出席できなかった例会に出席し

たと同様の効力を与えられる。かかる欠席

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

出 席

は，本人より書面を以て所属クラプ幹事に報

告することを要する。

　4.　如何なる正，シニア・アクチプ，文は

バスト・サービス会員も，国際大会，国際協

議会，国際ロータリー元及び現役員のための

ロータリー・インスティチウト,＼ロータリー

地域大会，国際ロー:･タリー委員会会合，ロー

タリー地区大会，ロータリー地区協議会,‘国

際ロータリー理事会の指示のもとに開催され

る地区会合，或は正式に公表されたロータリ

ー・クラプ都市連合会出席のため適切な直行

日程を以てする往復の途次，その所属クラブ

の例会に欠席した場合，本人よりその旨通知

すれば，当該例会に出席したと同様の資格を

認められるものとする。　　　　　　　　犬

　如何なる正，シニア・アクチプ，又はバス

ト・サービス会員も，国際大会，国際協議会，

国際ロごlタリー元及び現役員のためのロータ

リー・インスティチウト，ロータリー地城大

会，国際ロータリニ委員会会合，ロータリー

地区大会，ロータリー地区協議会，国際ロー

タリー理事会の指示のもとに開催される地区，

会合，又は正式に公表されたロータリー・ク

ラブの都市連合会へ，その所属クラブの例会

に欠席した日の直前６日間，その当日，又は

欠席･した日の直後‘6日間のうちのどめ白'かに

出席し，本人よりその旨その所属ク弓プに通

知があれば，所属クラブの当該例会に出席し

たと同様の資格を認められるものとする。

　5.　翌月10日夜半までに出席報告がガバナ

ーの手許に到達したクラブのみが出席競争に

算入される。ガバナーの集計報告はその月の

17日夜半までに国際ロータリー中央事務局に

到達することを要する。

　6.　例会日が法定休日に当る場合，もしく

はクラプ会長の死去又は全地域社会に亘る流

行病又は災害の故を以て例会が取消された場
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合は,クラプ出席記録の計算より除外される。

　7.　出席競争の進行中，その区分中の上10

位又は下５位に何度入ったかを示す小型数字

がクラブ名の前に付けられる。上10位又は

下５位より外れたクラブが，次の月又はその

位置に戻った場合は，最後の数字より１点多

い数字が冠せられる。

　8.　出席競争進行中，その地区が上10位

に入った度数を示す小型数字が，地区番号の

前に付けられる。地区は毎月その出席率によ

って順位が決められる。

(注：国際ロータリーに新たに加盟を承認

されたクラブはその承認がその月の１日よ

り後の場合は翌月まで出席競争に加えない

ものとする｡)

出席競争規定の解釈は地区ガバナーの判断

に任されてある。（出席競争規定了）

地区出席競争

　　(District Attendance Contests)

　理事会は各地区ガバナーに対し，その地区

内のクラブ間に出席競争を行なわしめるよ

う，而して，その地区内クラブが地区ガバナ

ーに提出する月例出席報告に基き，その月信

において，かかる競争の結果を公表するよ

う，要請している。（理67－68）

出席報告の締切

　　　　　(Time Limit for Reports)

　ガバナー宛の出席報告はその月の10日の夜

半第１回目の配達のものまでが前月の出席統

計に含まれるものとする。（理29－30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

陪審員の職務その他による欠席

　(Absence for Jury Service，Etc.)

　陪審員としての職務：陪審員としての任務

を果すために例会に欠席した場合といえども

欠席は欠席であるから，出席競争の罰点は免

れることは出来ない。理事会は陪審員として

の義務履行のためクラブ例会への欠席を出席

と認める規定を作ることを適当と認めない。

(理23－24; 65－66)

　州議会：州議会において出席を強制せられ

たため例会を欠席した場合と雖も，その欠席

を出席競争に課せらるべき罰点から除外する

ことはできない。（理52－53）

　非公式の会合：船上，避暑地，同業者大会

等で開かれる非公式なロータリアンの会合に

関しては，定款，細則，出席競争規定のいず

れにもこれを出席と認める条項はない。理事

会は，船上におけるロータリアンの非公式会

合を出席の単位にするような規定を作っては

ならないというととを決定した。（理5←

57; 69－70）

　他の奉仕クラブの会合：ロータリーの求め

る目的は如何なるクラブの会合にでも出席す

ればよいというのではなく，ロータリー・ク

ラブに出席することから得られる利益にある

が故に他の奉仕クラブの例会に出席してもロ

ータリーの会合に出席したと同じ効果がある

とは考えられない。（理26－27）

Ｒｏｓａｎｏｆｒ出席トロフィー

　　　(RosanofrAttendance Trophy)
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Rosanofr出席トロフィーというのは欧州
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大陸，北アフリカ及び東地中海地域のクラブ

の出席競争の賞品として与えられるトロフィ

ーである。これは上述の地域に於てその年の

最高出席率を得たクラブに贈られるものであ

り，毎年優勝クラブ名がトロフィーに彫込ま

れそのクラブがそれを１年間保管し，翌年の

優勝クラブヘ譲渡する。斯くしてトロフィー

はクラブからクラブヘと渡され，決して一ク

ラブの永久所有物とならない。

　このRosanofrトロフィーを目指して競争

するクラブは，その出席率を１ヵ年52回の

例会を開くものとして計算しなければならな

い。但し法定休日等は例外とする。

錫　暇（Leave of Absence）

　会員が例会に欠席する時は前以て賜暇を求

めなくてはならないという規定を設けること

は実際的ではない。（理25－26）

来訪ロータリアン（visiting Rotarians）

　クラブ例会に他のクラブからの来訪ロータ

リアンが出席した場合，クラブの幹事はその

ビジターの所属するクラブの幹事に早速その

皆を通知しなければならない。もし本人から

要求があれば電話又は電報によって通知しな

ければならない。勿論この場合の費用は来訪

ロータリアン自身の負担である。

出 席

　ガバナーは，地区内のロータリアン同士

の，(ｨ)他国及び(ﾛ)その他の地域のクラブヘの

出席競争を手配することが出来る。この競争

で好成績を得たものに対しては地区大会で適

当に表彰することが望ましい。(理3←37)

　クラブを訪問するロータリアンは，そのク

ラブで個人的に知られていない場合にはロー

タリー会員カードを提示することによって自

己紹介をすべきである。

　クラブ或は会員に招待された場合を除き，

来訪ロータリアンはロータリーの定まった習

慣に従い食券を自分で買わなければならな

い。（ダラス大会決議，29－12）

詐欺師（lmpostors）

　他の町から来たロータリアンだと称する男

がクラブや会員個人を訪れることがよくあ

る。彼等は必ず尤もらしい不幸な出来事の

話をして金を要求するのである。された方で

は仲間のロータリアンを助けるのだと思って

金品を与えたり何か世話したりするのである

が，大抵後で｢にせ者｣だったということがわ

かる。未知のロータリアンと称する来訪者か

ら援助を求められた場合には，彼が所属する

と称するクラブに電話か電報で問い合わせる

のが一番良い。本当のロータリアンであった

らこのような照会に異存はない筈である。

４
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国際･ロータリー理事会

（Board of Directors of R.I.）

　国際ロータリーの管理主体は14名1)の理事

から成る理事会である。理事会の構成及び任

務は定款第５条及び細則第４条及び第10条に

掲げてある。

執行委員会（Executive Committee）

　理事会は，細則第４条第６節の規定によ

り，３名乃至５名の理事より成る執行委員会

を任命し，これに理事会の会合なき間，理事

会に代って執行又は管理に関する事項を決定

する権限を委任する。但しこの権限の行使は

国際ロータリーの方針が確立されているもの

に限る。 1968－69年度理事会は，執行委員会

を任命し且つ次に示す職務規定を表示した。

執行委員会は：

　　１　理事会の方針が確立されているもの，

或は緊急の事態が発生した場合に，その執行

又は管理に関する事項を決定する。

　　２　理事会によって割当が行なわれている

費用の支出に関し必要な決定を行ない,且つ，

理事会の決定を実行するに必要な費用の緊急

割当を行なう。

　３　非常用予備金から，緊急に必要ありと

認められる金額の追加割当を行なう。

４　理事会の処理を必要とする事項を調査

1）1970 国際 において 1972年７月１日までに実

施の予定で，国際ロータリー定款第５条第１節を，理事

会の員数を17名一会長，会長エレクト及び15名の

理事-とすることに改正。

-

し， これに関し理事会に勧告をする。

５　事務

べての

局職員の任免並に慣行に関するす

について理事会並に事務総長に勧

告と助言を行なう，理事会の人事委員会とし

て行動する。

　６　委員会の報告を検討し，必要に応じ，

本規定(1)に従い，報告中に含まれる事項に閲

し措置する。

　７　国際協議会のプログラムを準備し，地

区大会，地区協議会，及び部分的地区協議会

に対してプログラムを提案する。

　執行委員の内１人でも，執行委員会が考慮

した問題に対し文書を以て反対の意を表する

ときは，同問題は理事会の決定に委ねるもの

とする。

　執行委員会に於て決議された事項はすべて

次回の理事会に報告すべきものとする。（理

7←71）

郵便による投票（Ballots-by-Mail）

　理事会の郵便による投票は，次の会合まで

延ばすことのできない緊急な案件で，新しい

方針の設定を含まないものに限定すべきであ

る。（理32－33）

　郵便投票により執行委員会の行なう決定は

執行委員会全員一致の投票でなければならな

い。執行委員会に付託された事項に関し郵便
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投票の結果，全員一致の結果が得られなかっ

た場合には，その問題は理事会に付議しこれ

を決定するものとする。（理47－48）

立法議案に関する理事会の方針

　　(Policy of Board re Proposed

　　　　　　　　　　　　　　Legislation)

　立法議案に対する理事会の見解に関して，

国際ロータリー理事会は次の各項を承諾し且

つ再確認した。

イ）国際ロータリーの立法議案の

し，これを

に

果的に指導するのは国際ロ

－タリー理事会の

かかる責
-
理事会が

任であり，理事会は

任を果すべきである。

規定審議会の審議に1

しかし，

合は，上述の指導的

ロータリーの管理主

職務に調和するよう

とする;

一

□ 理事会は，理

加する場

立場に即して，国際

体たる理事会本来の

最小限に止めるもの

出の立 議 を除

き，その他の未決議案に対して理事会と

して賛成乃至反

り，或は理事会

て
ー

い

対の見解を
ｰ
員をして理

会に対し意

のとする;

ハ）原則として，理

を

会

らかにした
ｰ
灸を代表し

明させたりしな

の審議会の審議

への参加は，理事会代表としてではな

Ｗ

Ｗ ｓ ＝ －

く， 人の資格で な ものとする;

理事会は，国際ロータリーの極めて重

な利益にかかわる重大事と考える問

に関しては，理事会の

し効
-
を記

を

カ 会に対

つよう，理事会としての

録に取るか はその見解を表明した

決議を採択し，その写しを規定審議会議

長及び
る;

-

議員に酉 するものとす

-

ホ）理事会

へ

の立法

R.1.理　事　会

については，理

事会は審議会における当該議案の審議促

進を計るものと

）理事会が国際

する

る;

の指示に基づいて

に関しては，理事会はその提

出理由を明らかにするよう

する。 理70－71）

めるものと

会長及び理事の旅行

　　(Travel of President and Members

　　　　　　　　　　　　of the Board)

　理事会は次のことに同意した：

イ）理事がクラブ又は地区を繰り返し訪問

　すること，又は他の理事とかち合った訪

　問をすることを回避すべきこと;

ロ）理事が個々のクラブの講演依頼を受理

　することは，実行できる場合は，出来る

　だけ多くのクラブやロータリアンを招待

　するため都市連合集会を準備しているク

　ラブに限らるべきこと;

ハ）クラブ集会での講演依頼に関する理事

　の旅費及び雑費は，かかる依頼をした者

　の負担とすべきこと。（理67－68，68－

　69）

国際ロータリー会長の指名

　(Nomination for President of R.I.)

　　　国際ロータリー会長の指名は，会長指名委

　　員会，クラブ若しくはその両者によって行な

　　われる。

　　　会長指名委員会は11名の委員より成り，毎

　　年７月31日までに設置される。委員会はその

　　会合に於て委員の１名を委員長に選挙する。

　　　委員会は各クラブに対し，会長指名に関し

23－



委員会の考慮を求める提案を出すよう招請状

を出す。各クラブからの提案は12月31日まで

に中央事務局に到達しなければならない。

　指名委員或は国際ロータリー理事は，指名

委員会によって会長に指名される資格を有し

ない。

　指名委員会の会合は毎年１月31日までに開

かれる。この会合に於て委員会は会長ノミニ

ーを選ぶ。

　全クラブ宛の委員会の報告は，委員会会議

後10日以内に委員長から事務総長に証明され

る。事務総長は，本報告受領後10日以内に，

その写しを，各クラブに送付すべきものとす

る。

　委員会による指名に加えて，各クラブは，

クラブの指名決議書を３月15日までに事務総

長に提出することによって，国際大会におけ

る会長選挙のため提出されるべき会長ノミニ

ーを選ぶことができる。

　３月15日迄にクラブによる指名が提出され

ていない時は，会長は指名委員会の指名する

者を会長ノミニーと宣言する。会長ノミ二－

が唯１名である場合は，大会に於ける選挙人

は口頭投票によって，そのノミニーに全会一

致の投票を行なうよう事務総長に指示するこ

とが出来る。

　しかしながら，３月15日迄にクラブからの

ノミニーが提出されており，且つその指名が

　３月25日迄有効である場合は，会長ノミニ

ーは全部大会に於て投票に付されるものとす

る。

　指名委員会の構成及び会長指名の手続は，

国際ロータリー細則第10条第１節及び第２節

に詳細に掲げられている。

　細則第10条第２節の「補欠委員が委員会委

員を代行した場合は，その補欠委員は委員会

の残存任期中その役をつとめるものとする」

という規定は，本来の委員に代って代理者が

指名委員となった場合は，本来の委員はその

年度は委員でなくなるという意味である。

　（理41－42）

　理事会は，国際ロータリー会長ノミニーの

選択は，もっぱら会長指名委員会の責任に於

てであることを認め，此の件に関する委員会

の決定に直接又は間接に影響を及ぼす如何な

る外部からの努力にも好意を寄せないのであ

る。（理62－63）

　会長ノミニーが大会に於て投票に付される

場合は，順次投票用紙による。各ノミニーに

ついては次の事項を投票に先だって大会日報

に掲載しなければならない。即ち，

　　ノミニーの氏名及び所属クラブ名

　　ノミニーを推薦したクラブ名

　　　或は

　　指名機関の名称

　　ノミニーの職業分類（若し職業分類によ

　　らない会員の場合には会員の種類）

　　所属商社名

　　商社に於ける地位

　　ロータリアンとしての年数

　　ロータリーに於ける現在の地位

　　ロータリーに於ける過去の地位（理52－

　　53，54－55）

理事ノミニーの選択方法（Methods for

　　Selectionof DirectorsNominee）

　国際ロータリーの細則は，1962年（ロスア

ンゼルス）国際大会で，指定されたソーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニーを選

択する四つの方法，即ち，1）EⅢ祭大会にお

いてクラブの選挙人による投票，2）クラブ

による郵便投票，3）指名委員会手続，4）国

際ロータリー理事会による指名の方法を規定

することによって改正された。

　改正された細則は，各ゾーン，地理的集団

又は地域におけるクラブのために，そのソー

ン，地理的な集団又は地域における理事ノミ

ニー選択にこれら四つの方法の内何れによる
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べきかを郵便投票によって決定すべきことを

規定している。

　理事ノミニーの選択方法は各ソーン，地理

的集団又は地域におけるクラブによって決定

されるものである。斯様な方法は細則第10条

第３節の規定に従い改正ざれざる限り効力を

もつ。

大会に於ける選挙人会合の招集者

　　(Conveners for Meetings of Electors

　　　　　　　　　　at Convention)

　国際大会においてクラブよりの選挙人によ

る投票によって理事ノミニーの選択をなすこ

とに関し，細則は，斯様な理事ノミニー選択

方法が適用されるソーン，地理的集団又は地

域に所在するクラブよりの選挙人は，国際大

会期間中に理事候補推薦の目的のために集合

すべきことを規定している。

　国際ロータリー会長は，理事ノミニーの選

択手続が国際大会における投票によって行な

われるソーン，地理的集団又は地域からの選

挙人の会合の招集者として，そのソーン，地

理的集団乃至地域に居住する国際ロータリー

理事を指名する。もし斯様な理事がその任を

遂行し得ない場合には，会長はそのソーン，

地理的集団乃至地域に居住する現在又は元国

際ロータリー役員を招集者に指名する。（理

64－65）

理事選挙の票決の方法

　　　　　(Balloting for Directors)

　国際ロータリー細則は，その理事への候補

者の数が２名よりも多い場合には単一移譲投

票の方法によるべきことを規定している。

(53頁の解釈文参照)

　理事会は，一つの役職に対して２名又はそ

れ以上の候補者がある場合には，順に投票に

R.I.理　事　会

付すべきことを決定した。（理5←55）

カナダ及びアメリカ合衆国に会員を有

するクラブの投票(voting of Club with

Members in Canada and united States)

　その区域がカナダ及びアメリカ合衆国の国

境に跨り，カナダ及びアメリカ合衆国に会員

を有するクラブは，両国のクラブ会員に関係

する事柄に対し投票する資格を有する。従っ

て国際ロータリー理事の指名投票に於てもこ

のようなクラブはカナダからの理事の指名に

投票すると共に，又クラブの所在するアメリ

カ合衆国のソーンからの理事の指名にも投票

することができる。各クラブの行使し得る投

票の数は細則に定められてあるが，これはか

ようなクラブがすべての投票において行使す

る数を考慮したものである。（理41－42）

国際ロータリーの役職候補者に関する

宣伝（Publicity Re Candidates for omce

　　　　　in Rotary lnternational）

　理事会は，国際ロータリー理事候補者の如

何なる宣伝活動にも不賛成である。かかる活

動は，その役職の権威を損じ，不当な出費を

もたらしがちである。（理41－42，57－58）

　あるゾーン，地理的集団又は地域の理事を

指名する委員会委員の選択は，ロータリーの

原則に基調して厳正且つ責任ある方法を以て

行なわれるべきである。理事指名委員会委員

候補者を支持する行動は，委員会の重要な役

目と合致すべきものであり，且つその関係ゾ

ーン，地理的集団又は地域からの理事ノミニ

ーと見倣される個人に関連して，暗示又は他

の行動を以て候補者を拘束すべきではない。

関係クラブヘ送付のため事務総長より提供さ

れる，正規に届出のあった理事指名委員候補

者全員を列記した投票用紙以外に，候補者に
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関する如何なる印刷物も発行又は配布すべき

ではない。（理64－65，65－66）

　国際ロータリーの細則に従って，事務総長

は，理事指名委員会委員候補として正規に届

出られた者の氏名を列記した投票用紙を用意

し，且つ関係クラブに郵送するものとする。

細則は，投票用紙には候補者各人の写真及び

経歴書を添付すべきこと，並に，かかる経歴

書は，記載事項を統一し，提唱クラブの提出

した情報に基いて作成され，個人的なパンフ

レットに代えて発表さるべきことを，規定し

ている。（R.I.細則第10条第３節参照）。

　国際ロータリー理事の選択はロータリーの

原則に基調して厳正且つ責任ある方法を以て

行なわれるべきである。ソーン，地理的集団

乃至地域の理事候補者として理事指名委員会

へ推薦されたロータリアンを支持する行動

は，推薦するクラブが被推薦者の写真並に経

歴書を添付して公式推薦書を提出することに

のみ限定されるべきである。

　理事指名委員会の指針として，理事会は次

の如き意見を述べている：理事指名委員会の

判断で，もし推薦された候補者の支援活動が

厳正且つ責任ある候補者推薦の規準を逸脱す

ると考える場合，斯様な推薦候補者の中出を

無視することは委員会の特権事項に属するこ

ととする。（理65－66）

　理事会は，国際ロータリー細則に定められ

ている理事ノミニー選択のための指名委員会

手続は，関係ソーン，地理的集ヽ乃至地域の

゜－タリー・クラブ並にロータリ ンが理

会の設定せる指針に添って，斯　な手続を適

正に守ると信ずるが故に，効果的且つ公正に

遂行されうると考えている。（理68－69）
一

理事会は ロータリー理

はもっぱら理事指名委 会

ノミニーの

責任である

ことを認め，この件に関する委員会の決定に

又は間接に影響を及ぼす外 からの

なる努力にも好意を示さないのである。（理

69－70）
一

他の団体においての役職名の利用

　(Use of Title in other organizations)

　国際ロータリーの如何なる役員と雖も，国

際ロータリー理事会の同意なしには他の団体

における彼の役職又は会員資格に関連してロ

ータリーの役職名を公表することは許されな

い。（ダラス国際大会決議29－12）
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職　業　分　類

(Classmcatiohs)

　ロータリー・クラブは標準クラプ定款第５

条に規定された原則に違反しない限り，出来

るだけ所在地域社会に認められたすべての職

業又は団体からそれぞれ１名の会員を持つよ

うにしなければならない。

　ロータリーではこれ等の認められた事業活

動を簡単明瞭に示すため或る種の用語を使用

し，これを職業分類（Classincations）と称し

ている。

　標準クラブ定款（第５条第３節）には次の

通り規定してある。

　（ｨ）本クラブの各正会員はその職業に従っ

て分類されるものとする。

　（ﾛ）各正会員の職業分類は彼の所属する商

社，会社又は団体の主要，且つ一般世間がそ

のように認めている事業活動を示すものでな

ければならない。又，もし彼が独自に実業又

は専門職業にたずさわっている場合ならば，

その職業分類は彼の主たる且つ一般世間がそ

のように認めている職業活動を示すものでな

ければならない。

　会社又は商社の社会に対する主要なる活動

又は奉仕は，その会社又は商社が現に行なっ

ている事業であり，従づてロータリーの職業

分類の目的にかなうものである。

　科学的に準備された職業分類表一一充当さ

れたものもあり，空席のものもあるｰはク

ラブ発展の理論的基礎である。この表はクラ

ブ所在地の徹底的な職業分類調査を行なうこ

とによってのみ出来るものである。その理由

はこの表は又クラブの区域限界内の職業活動

の正確なる指標でなければならないからで

ある。

国際亡|―タリー職業分類指針

　　(Rotary lnternational Guide to

　　　　　　　　　　　Classifications)

　理事会は，ロータリーの会員身分に関する

方式の適用に関する次の原則を発表し，クラ

ブが職業分類の指針を使用することを承認し

た：

職業分類の指針

　　　　　(Guide to Classincations)

　ロータリー・クラブにおける職業分類に対

する本指針は各ロータリー・クラブが職業分

類表を作成する上に役立つ用具として，且つ

クラプ定款に定められたロータリー・クラブ

における会員組織の目的と精神にそうように

職業分類を決定するための推奨基準として準

備されたものである0　　　　　　　　　　　｡●

用語の説明（Tips on Terminology）

　職業分類とは，商社，会社，公共団体又

は，独立の実業乃至専門職業の主要且つ一般

世間がそのように認めている活動を表現した

言葉又は慣用句である。クラブは，この定義

の範囲内で，区域内の実業及び専門職業活動

を表わす適切な職業分類を設定すべきであ

　　　　　　　　　　　一る。
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活動又は奉仕で地位ではない

　(Activity or Service－Not Position)

　職業分類は，特定個人の保有する地位によ

って定められるのではなく，むしろその活動

即ち社会に対する奉仕によって定められるの

であるということをはっきり理解せねばなら

ない。換言すれば，銀行の頭取の場合，彼の

職業分類は，「銀行頭取」（Bank President）

ではなく「銀行業」（Banking）である。

　実業又は専門職業の事業場に所属している

有資格者に対して設定され，かつ貸与される

べき職業分類を決定するものは，斯様な事業

場の主要かつ一般世間がそのように認めてい

る活動である。例えば，鉄道会社,鉱業会社，

製造会社，病院，診療所等の常任電気技師，

保険清算人，業務支配人等は，その人が直接

担当している特定の仕事の代表者としてでは

なく，その人が，専門的な業務に専念してい

る商社，会社又は団体の代表者としての会員

身分が考慮されるものである。個人経営の専

門職業の場合は，その職業活動が一般公衆を

相手にしている場合においてのみ，それに対

する職業分類が考慮されうるのみである。

　産業の区分：大抵の産業は，お互いに他の

業務とは明らかに異なった四つの部門に分け

ることができる。即ち

　生産（又は製造）Producing

　　　　　　　　　　（or Manufacturing）

　配布　　　　　　Distributing

　小売　　　　　　　　Retailing

　サービス　　　　Servicing

　これら四つのグループの総てをロータリ

ー・クラプにおくことは可能である。

　配布：用語を簡単にし，かつ統一するため

に，本指針に於ては，次に掲げる市場活動の

総てを示す言葉として「配布」（Distributing）

という語を使用している。即ち，卸売，仲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

買，委託販売，ブローカー，輸出，輸入を含

むのである。如何なる場合に，上記の言葉の

一つを職業分類用語の｢配布｣という言葉に入

れ替えるかは，各ロータリー・クラブの職業

分類委員会の賢明な判断によって決定せらる

べきものである。

職業分類の調査（Classification Sむvey）

　各ロータリー・クラブはその職業分類委員

会を通じ，職業別電話帳，その他の事業別名

簿を用いて，毎年おそくも８月31日までに，

その地域社会の職業分類調査を行ない，それ

によって充填及び未充填職業分類表を作成す

るよう勧告されている。分類表には又，たと

えクラブの区域内である職業分類の業務が行

なわれていない場合でも，それを貸与されて

いる会員がクラブの区域限界内に居住してい

る場合にはその職業分類をも記載すべきであ

る。

企業内の独立部門（Separate and

　Distinct Divisions of one Concern）

　国際ロータリー定款及び細則，標準クラブ

定款に於て使用されている｢実業｣(Business)

｢専門職業｣(Profession)｢業務｣(Occupa-

tion)｢商社｣(Concern)或は｢会社｣(Estab-

lishment)等の用語を明確にするため，国際

ロータリー理事会は次のように解釈してい

る：即ち

　ロータリー・クラブでは，職業分類表を設

定するに当って，

　　(ｲ)商業的活動

　　(ﾛ)工業的活動

　　(ﾊ)専門職業活動

　　(==)団体活動

の何れをも，常に業務がそれ自身各個に，社
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会に対して完全な奉仕を行なうものならば，

たとえ二つまたはそれ以上の斯様な業務の財

政的管理及び財辿方針の最終的決定権が，一

つの法人または個人所有に属しておっても，

全般的な方針の決定並に責任遂行上完全に独

立している場合，それぞれ「実業」「専門職

業」「業務」「商社」「会社」等として認めるこ

とが出来る。

　例えば大規模の大学内に，明らかに互いに

独立した三学部が存在して，各学部毎に学部

長と教授団があり，各学部が独自の全般的方

針の決定及び，責任遂行上完全に独立してい

る場合は，クラブは，充填，未充填職業分類

表に各独立学部の各々の主要かつ一般世間が

そのように認めている活動を包含する次の如

き職業分類を設定すべきである。

教育

教育

医学部

工学部

一

職　業　分　類

均衡のとれた会員組織の維持

　　(Toward Balanced Membership)

　ロータリー・クラブは何れの実業又は専門

職業にも偏らない，よく均衡のとれた会員組

織を維持することが肝要である。

　その職業分類が相関連するか又は同類の事

業である場合，或は同一の法人組織又は他の

事業主の所有又は管理に属する事業である場

合には，アディショナル正会員を含めた正会

員数は当該クラブの正会員及びアディショナ

ル正会員の総数の10％を超えないことが望ま

しい。

　クラブが所在する区域限界内の特別な事情

により10％以上が正当と認められる場合もあ

ろうが，よく均衡のとれた会員組織の原則は

維持されるべきである。

　充填されている現存職業分類が不均衡な古

いクラブの場合は，よく均衡のとれたクラブ

会員組織の原則を実行するため，他の職業分

類の正会員及びアディショナル正会員の数を

増加するよう努力さるべきである。

新クラブ結成（New Clubs）

　ロータリー・クラブを結成するに当って

は，種々異なった分野からの会員を網羅する

ことが重要である。従って，関連する職業分

類の各グループから，別個な職業分類一つだ

けを充填することが望ましい。しかし事情に

よっては，これらの別個な職業分類の中，二

つ又はそれ以上を充填しなければならないこ

ともあり得るかもしれないが，クラブ会員の

職業分類の均衡維持に注意することが肝要で

ある。
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　　教育－一法学部

　大規模の大学内の明らかに独立している各

学部の職業分類を設定する際に守られる原則

は，また，大規模な法人における別個の，明

らかに独立している部門の職業分類の設定に

関しても適用される。

職業分類の貸与

　　　　　(Loaning Classincations)

　各ロータリー・クラブは，ある一定の職業

分類の下において会員となる資格を有する者

は，その商業，工業，専門職業又は団体活動

の少くとも60％を，彼の職業分類が示す活動

(実業,専門職業,業務，商社又は会社)に捧げ

ており，且つその地域において，彼が主とし

て当該実業又は専門職業活動に従事している

ことが一般に認められていなければならない

という規定を採用するよう推奨されている。



新クラブ結成に最少限必要な職業分類

数（Minimum Number of

　　　Classificationsfor New Club）

　将来新たにクラブを結成しようという地方

では，ロータリーの職業分類の原則の上に常

時少くとも20名の会員を維持出来るよう，

最少限40の職業分類を有していなけれぱな

らない。（理48－49，57－58，61－62）

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た後も，相当発展の余地を残しておくため

に,その地方の職業分類を創立会員(Charter

Members)で全部埋めないようにした方がよ

い。(理42-一一43)

職業分類の原則固守

　(Adherence to Classincation Principle)

　理事会は，職業分類の原則に反しないこと

が，最も重要であるとする意見に一致してい

る。故に，職業分類設定の手続きは，それぞ

れ異なった，明確な，独立した，完全な，公

共に対する奉仕活動を基礎とすること，又ロ

ータリー・クラブがその会員を分類する手続

きは，商社又は団体内における会員個人の仕

事とか，地位によって分類するのではなく，

会員が関係している商社，会社，団体等の主

要且つ一般世間がそのように認めている活動

に基づくものであることを理事会は再確認し

ている。

　ある地方で，一人一業の職業分類の原則の

下では，ロータリー・クラブの結成又は維持

が困難又は不可能と見えるような事実を，こ

の原則の厳守から逸脱の理由にしてはならな

い。

その地域社会に奉仕する，はっきりした別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

別の奉仕活動即ち仕事があっても，主要な事

業を独占している一つ或は極く限られた数の

会社が，それらの仕事を統制しているような

ところでは，国際ロータリー定款，細則及び

標準クラプ定款に使われている「実業」，「専

門職業」，「業務」，「商社」，「会社」等に関し

て，理事会が国際ロータリー職業分類指針の

内「企業内の独立部門」と題する章に記述し

ている如き解釈及び説明に基づいて，職業分

類を新設することができる。（本書28頁のそ

の項参照）（理52－53，62－63）

会社合併（Merged Companies）

　会社の合併に関連して起る職業分類の問題

を処理するための指針として，理事会は次の

事項を採択している：

　職業分類：（ｨ）許容され得る場合：職業分

類は会員が属している商社，会社或は団体等

の主要且つ一般世間がそのように認めている

活動によるのであるが，これらの事業所が一

り又はそれ以上の合併された会社から成り，

資本は一つであってもそれぞれ独立した製造

工場と販売所を経営している場合は，（正会

員及びアディショナル正会員を選ぶために）

既にクラブの職業分類表に載っている職業分

類とは明らかに異なる奉仕を社会に提供して

いる，合併された会社の各合併部門に適合し

た職業分類を，クラブの職業分類表に新たに

加えることができる。

　（ﾛ）許容され得ぬ場合：一合併された会

社が，一つの経営管理の下で一個の製造工場

及び販売所に統合された場合は，職業分類は

只一つだけしか設けることはできない。而し

て，この職業分類は合併された一つ一つの会

社の業務でなく，合併されて出来た会社全体

の業務を表わすものでなければならない。
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　（り）この指針は新1,日会員に適用できる：

一上述の指針は新しく会員になる者に対し

てのみ有効なのではなく，合併されたそれぞ

れの会社の主要な業務を表わす職業分類の下

で既に以前から会員である人列こも適用され

るものである。

（ﾆ）職業分類は重複してはならない：一一一一

-

職　業　分　類

この原則は上述の如く許容された職業分類が

クラブ内に存在する他の職業分類と事実上重

複しない場合にのみ適用されるのである。

　（ﾎ）これ等の勧告によって既に会員である

者が無理にその会員身分を剥奪されることは

ない。（理37－38）
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ク　ラ　ブ　の　管　理

(Club Administration)

クラブ会長の資格と任務（Duties and

　Qualifications of the Club President）

　国際ロータリー理事会は，次に掲げるクラ

ブ会長の資格と任務に関する説明を承認し，

ブ役員の選挙に先だって，この説明

クラブ会長及びガバナーに送付する

ロータリー事務総長に要請してい
SI宙ﾑ?４喘.叡知４句九や･の屑閤,?'-

　　　　………手続要覧の修正

　手続要覧32頁にクラブ会長の資格と任務

に関する説明の一部修正をなし「資格」の項

の第三項を次の様に修正されました。

　　「地区協議会へ出席するものとし、クラブ

　　事務を執るに必要な時間と労力を猷げ得

　　るもの」

同じく32頁（クラブ会長の資格）座下より

走行目……又は一つ以上の主要な委員会の

第257頁［R、］:、細則第13条第４節、

　（ﾛ）項選挙人）言上の２行目…地区大会の開

　催される月の前の月の最終日現在

第201頁（ロータリー財団一特別補助金）

　左上の第２と第３パラグラフに間に下記文

　言追加：「新計画に対する提案或は推薦案

　には、予算の明細貫首にその明瞭な説明書

　及びロータリアンの活動参加範囲等を含か

　詳細な資料を添付しなければならない。

　１回以上地区大会に出席したことがある

者。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　自己のクラブの定款及び細則，或は国際ロ

ータリーの綱領について実際的知識を有する

者。

　(なお出来得れば，就任前に少くとも１回

は国際大会に出席した経験を有する者である

ことが望ましい)。

任務（Duties）

?ラプ会長は：

｜　＿　　ﾐ･　．一之･.●
クラブの諸会合に於て議長となること。

｜各会合が注意深く計画され，且つ開会及び

会が時間通り行なわれるよう注意するこ

。（少くとも月１回開催される）定例理事会

議長となること。

割当てた仕事を遂行する能力のある各種委

及び委員長を任命すること。

各委員会がそれぞれ明確な目標を持ち且つ

にその機能を発揮していることを確かめる

と。

各委員の任命後，出来るだけ早い機会に第

回のクラブ協議会（Club Assembly）を開

し，以後定例的にこれを開催すること。

地区大会（District Conference）に附席す

こと。

次期会長として地区協議会（District

ssembly）に出席すること。

クラブ内及び地区内のロータリーの諸問題

間し地区ガバナーと協力し，且つ諸通信を

かに処理すること。

例年の会計検査は勿論，クラブ予算の編成

及び会計事務の完全な履行を監督すること。

　地区ガバナーの公式訪問に際し，各委員長
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より文書による報告が提出されるよう注意す

ること。

　国際ロータリー事務局から得られる情報及

び有益な示唆を利用すること。

　「国際ロータリー・ニュース」（“R.I.

News”）「地区ガバナー月信」（Gevernor’s

Monthly Letter）その他国際ロータリー事務

局，地区ガバナーからの通信，刊行物等から

得られる重要な情報が確実に各会員に伝達さ

れるよう注意すること。

　地区大会及び国際ロータリー大会に，クラ

ブから適正な代表者が出ているよう注意する

こと。

　１月にはロータリー年度第２半期の各委員

会の活動とその目標の検討会を指導するこ

と。

　６月にはクラブの財政状態及び当該年度の

クラブの目標達成状況について，総括的な報

告をクラブに提出すること。

　退任前に次期会長と会談すること。

　クラブの新しい管理を上手に発足させるた

め，又同時にクラブ管理の継続性を保つた

め，新旧理事の合同会合を開催すること。

（理46－47，50－51，62－63）

クラブ役員の選び方

　　　　(Selectionof Club omcers)

　役員が無期限に留任しないように，会長及

び幹事の職はもとより，理事，委員長も会員

が代るがわる就任するという原則を，かなり

の程度まで守ることが出来れば，クラブのた

めにもこの上なく役立つであろう。（理35－

36，50－51）

クラブ役員は，全般的な方針として，２ヵ

年間続いて同一の職に就くことは奨励すべき

ことでないし期待すべきでもない。しかし，

クラブの事情によっては，役員を留任させた

り，又暫定的に前役員を再選する方がクラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

クラブ管理

に有利な場合もあるであろう。（理42－43，

62－63）

　クラブは会員の潜在的指導能力を慎重に調

査し，かつ会員たちを委員に任命するのみで

なく，時には例会の司会をさせたりして，大

いに会員の能力を発揮させることに努めるよ

う示唆されている。（理39－40）

　理事会はクラブに対し，会長の責務を果す

た の が 二分になされるように，次期

会長の選出はおそくも就 の満１ヵ年前に

なうこととする会長選挙手続の1

るよう勧めている。（理66－67）

ク

を

ラブ・プログラム(Club Programs)

す

　単なる興味本位，娯楽本位のプログラムを

つくるよりは，ロータリーの問題についての

プログラムを準備することを奨励するよう，

はっきりした努力をしなければならない。か

くすることによって，ロータリー・クラブが

単なる昼食クラブとなる傾向を是正すること

が出来るからである。（理,32－33）

　各ロータリー・クラブは，その細則中に友

好並に講演その他の特別プログラムに対する

特別規定を付記した，一定のクラブ例会議事

順序を規定することが重要である。（理62－

63）

　記念日の儀式　各ロータリー・クラブはそ

の最も近い例会日に，2月23日のロータリー

創立記念日の適当な儀式を取り行なうように

勧奨されている。（ダラス大会決議29－12）

講演者への謝礼

　　(Paying Expensesof Speakers)
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国際ロータリーでは国際ロータリーの元役

｜

｜



員及び現役員を各クラブに派遣しその費用を

国際ロータリーが負担しているが，もし，こ

れ以外に各クラブが国際ロータリーの現又は
　　　　　　　　　　　　　　一
元役員或は他のロータリアンを招く場合は，

そのグラブが費用を負担しなければならな

い。招かれた講演者の方から，費用の支払を

請求しなければならないような羽目に陥れて

彼を当惑させてはならない。このような費用

の支弁に疑問の点があれば中央事務局は喜ん

で相談に乗るであろう。

クラブ例会における祈祷

　　(lnvocation at Club Meetings)

　世界中のロータリー・クラブには，色々な

宗数的信仰或は理想を持った会員がいる。

又，ロータリアンは自己の宗数的信条に忠実

であると共に，他人の信仰に対しても誠実で

寛容な，変らない尊敬をはっきり示すよう期

待されている。各ロータリー９クラブは自治

的なものであるから，自己の良き判断に基づ

いて，会員全部の宗数的信念を尊重するが如

き方法で例会を行なうべきである。（理40－

41）

例会場（Meeting Places）

　例会場の決定は各クラブの自治に任すべき

であることを国際ロータリー理事会は認め

る。しかし，各クラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員，或はバスト・サービス会員は，

いずれも他のロータリー・クラブの例会に出

席する権利があるから，各クラブは，世界中

のどのクラブのどの会員でも出席出来るよう

な場所で例会を開くことが期待されている。

(理46－47)

-

ｆ

例会の取消し

　(Cancellation of Weekly Meetings)

理事会は，ロータリー・クラブは標準クラ

ブ定款に定められている場合を除き季節的又

は祭日の理由により例会を取消すべきでない

ことを決定したのである。（理55－56，62－

63）

クラブが他の団体に加入すること（Club

　Membership in･ Other; Organizations）

　国際ロータリーの地方単位として，クラブ

は他の如何なる団体にも加入すべきでなく，

又，他団体の会員としての義務を負うべきも

のでもない。クラブの役員及び委員が他の団

体の役員や委員と会議を開くことはよいし，

又，そうせねばならぬ場合もあろうが,ごしか

し，クラブを束縛する権限はない。（ダラス

大会決議29－12，第２条第１節）

他のサービス・クラブとの連合会

　(Joint Meetings of Service Clubs)

　ロータリー・クラブが他のサービス・クラ

ブと合同して会合を開くことは，ロータリー

のプログラム及び活動を最もよく発展させる

所以ではない。従って，ロータリー・クラブ

が他のサービス・クラブと合同して毎週の例

会を開くことには国際ロータリー理事会は反

対である。しかし，ある特別な場合に，ロー

タリー･･･クラブが他のサービス・クラブと合

同して会合を開くことには必ずしも反対する

ものではない。（理42－43）
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例会に於ける酒類飲用の可否

　　(Alcoholic Drinks at Meetings)

　ロータリーの会合に於て酒類を供すること

が正しいことであるかどうかは，各クラブに

於て決定すべき問題である。

　何年か以前のことであるが，ロータリニの

会合に於て酒類を供することをどう考えるか

値めるため，各クラブに質問書を廻したこと

がある。この解答を表にして見ると，大多数

のクラブに於てはクラブ昼食会或は夕食会に

は酒を出さない習慣であり，又，会員個人も

その会の間は酒を注文しない習慣であること

がわかった。国際大会におけるクラブ会長の

会合で，この問題が討議されたことがある

が，出席者の大部分は，昼食会或は夕食会に

酒類を供するのは望ましくないという意見で

あった。

　その後間もなく国際ロータリー理事会は，

アメリカ合衆国のクラブではロータリーの昼

食会や夕食会に於て酒類を供することに反対

の考えが一般的であるという意見を表明ﾌﾞし

た。

　この問題に関してロータリーは何等公式の

方針を持っていないと言われるかも知れない

が，長い間の経験と多くのロータリアンが表

明した意見によって，少くとも，酒類を食事

の一部として供する習慣のない国に於ては，

ロータリーの会合では酒類を供しない方が口

―タリー運動のために良いであろうと言うこ

とが出来る。

富くじ類による資金募集（Raising

　　Money by Lotteriesor Rames）

　ロータリー・クラブの活動は，会長及び会

員でない者の双方にロータリーに対する十分

な尊敬の念を持たせる如きものでなければな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

クラブ管理

らないとされている。従って，如何なるクラ

ブも，富くじ等によって資金を集めること

は，そのような行為に全面的な好意が示され

ていない国に於ては，避けるべきである。

(理48－49)

クラブの定例理事会

　(Regular Meetings of Club Board)

　クラブ理事会は少くとも毎月１回定期的に

開催すべきである。（理41－42）

ロータリー情報（Rotary l�ormation）

　各例会の始めの３分乃至５分間，会員にロ

ータリーに関し真剣に考察をさせ，彼等のロ

ータリーに対する知識と理解を拡げること

が，如何にクラブの為になるかという点につ

いてクラブの注意を喚起すべきである。クラ

ブのロータリー情報委員会は,すべての会員，

特に新会員のロータリーに対する正しい理解

と，ロータリー会員としての特典と責任を納

得させるようにするため，同委員会の活動を

増強すべきである。年間を通じ少くとも毎月

１回，奉仕の四つの部門のそれぞれについ

て，ロータリアン個人の知識を増すようなプ

ログラムを提供しなければならない。（理･35

－36，52－53）’

　新しく入会した会員は，種々の委員会は勿

論，屡々，クラブ協議会，クラブ理事会，炉

辺会合（Fireside Meetings），都市連合会

（lntercity Meetings），及び地区大会

（District Conference）にも極力出席するよ

う奨励されなければならない。（理35－36）

　国際ロータリー事務総長は，地区ガバナー

が更に多くのロータリー教育の必要性を強調

し，そしてこれに関する有益な示唆を常に中

央事務局から入手することが可能であること

に各クラブの注意を喚起するよう，絶えず提
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示し続けるよう要請されている。（理44－45）

　何処にあるクラブでも，会員の中に，その

地元の新聞社が十分代表されていることが奨

励されている。（理35－36）

　クラブのロータリー情報委員会は，広範且

つ重要な，調整の責任と全クラブ会員にロー

タリー情報を提供すべき継続的責任とを持つ

極めて重要な地位に置かれるべきであり又求

め得る最適格者をクラブのロータリー情報委

員に任命することを強調するよう推奨されて

いる。又クラブは，一年を通じて定期的にク

ラブの業務及び活動並にクラブの問題を討論

するだけの例会を開催することも推奨されて

いる。（理62－63）

クラブの会 強委
会は，ロータリーに

　　　　　　　■■■㎜㎜㎜J

　精通し且つ積極的に参加協力する会員の育成

が必ず実現されるように，他の委員会と協力

して全会員に十分なロータリー情報を

されている。 理69－70

クラプ資金の取扱いぺ

　　　　　　(Handling Club Funds)

す

　ロータリー・クラブは主として実業家から

成り立っているのであるから，クラブ財政の

取扱いも事務的に行なうべきである。クラプ

資金を事務的に取扱うとなると，小切手の支

払には副署を要することとしなければならな

いし，又，毎年会計検査を行なわなくてはな

らない。（理41－42）

クラブのバナー（Club Banners）

　世界を通じてロータリー・クラブ及びロー

タリアンによるロータリー・クラブのバナ

ー，フラグ及びペナント等々の盛り上がる人

気及びその使用の普及から生ずる問題を考慮

する時，理事会はクラブ間の斯様な記念品の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

嘱

交換により果される良いそして有益な目的を

認識しているが，然しその慣例の誤用及び濫

用に対し憂慮の念を深めている。

　又，理事会は或る場合には斯様な記念品交

換の慣例の誤用及び濫用は，不必要な財政的

負担をロータリー・クラブにかけるものであ

り，そして他の場合にはクラブの基本的活動

を妨げるばかりかしばしば阻害し，斯様な交

換の真の目的が消滅される傾向があるという

意見を持っている。

　理事会は，斯様な記念品の交換に参加する

総てのロータリー・クラブ及びロータリアン

が斯様な交換を準備するに当っては，思慮，

中庸そして慎重なる判断を用ゆることを勧告

している。

　理事会はまた，斯様な交換をなすロータリ

ー・クラブは，バナー，フラグ，ペナント等

を，その所属する地域社会，国又は地域を明

瞭に，適切に，強く表現するものとするよう

に，そのデザインを入念に研究することによ

って，この交換プログラムの効果を高めるこ

とに貢献しうる機会を持っていると考える。

(理58－59)

ロータリアンに対する事業上の援助と

助言（Business Advice and

　　　　　Assistance to Rotarians）

　ロータリーの親睦に確実な効果を与え，会

員に有益な援助を与える機会を提供する手段

としてクラブは次のことを行なうべきであ

る。

　（ｲ）事業上の助言や援助を必要とするロー

タリアンに内密に而も親身な援助を与えるた

め,色々異なった職業分類（Classincation）を

代表する会員数名を以て委員会をつくる。

　（ﾛ）広く会員の利益のために，主として経

済的な問題について討議するため,“CIinics”

（企業診断）或ぱForums”（討論会）を開

いて会員の利益をはかる。（理42一13）
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国際ロータリーの委員会

（Committees of R.I.）

委員会（Committee Meetings）

　細則或は理事会の特別な決定一一例えば委

員会の付託条件或は管理手続一一ぺこ別の規定

がある場合を除き，国際ロータリーの各委員

会は，予定の会合に割当てられた予算を正し

く考慮して，会長が承認し且つ指定した日時

及び場所に於て開くものとする。しかしなが

ら，特別な事情がない限り，委員会はその過

半数が出席するという保証が得られなければ

会長は委員会の会合を開くことを認めてはな

らない。（理46－47）

　例外的な事情の下に於て会長が他の場所で

委員会を開くことを認めることもあるが，通

例，国際ロータリーの委員会はエバンストン

の中央事務局に於て開くものとする。（理45

－46）

通信による投票

　　　　(voting by Communicatioll)

　細則，或は大会又は理事会による特別の決

議に基き規定された場合を除き委員会は郵

便，電信，無線電信，電話によって事務を処

理することができる。（第14条第17節）その場

合如何なる提案に対する投票も，委員の過半

数の投票が返送された場合には30日目を以て

締切るものとする。但し，委員過半数が賛成

又は反対の投票を終えた場合には30日以前で

も締切ってよい。（理52－53）

-

委員会の規模と機能

　(Sizeand Functioning of Committees)

　理事会は，国際ロータリーの委員会を経済

的且つ能率的に管理するため，次の各項がの

ぞましいとする財政委員会の勧告に対し原則

的に同意している。即ちｙ

　（ｲ）委員会の数は最小限にとどめる;

　（ﾛ）各委員会の規模は委員会に課せられた

責任を果しうる限りに於て出来るだけ小さく

する;

　㈲各委員会の会合は最小限に止め，成る

べく１回がのぞましい;

　（=ﾆ）委員会の会合は，時間を短かくして２

度３度と招集する必要を生ぜしめるよりは，

寧ろ１回の時間を長くして十分客観的に考え

又研究する時間を与え，以て委員会を能率的

に運営するようにする;

　（ﾎ）委員会の任務が管理的な性質のもので

あり，仕事の準備が中央事務局でなし得るよ

うな場合は，委員の任命は経費節約をも考慮

し，成るべく中央事務局に近い人という点か

らなすべきである。（理49－50，65－66）

委員会報告（Committee Reports）

　理事会はその執行委員会に，理事会の会合

のない間理事会に代って諸委員会の報告を閲

覧し，もし必要があれば理事会の定める執行

委員会の任務規定の範囲内に於て，報告書の

事項に閲し決定を行なう権限を委譲してい
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る。

●

緊急を要する委員会の勧告に対する

措置（Action on urgent

　Recommendations of Committees）

　理事会は，現在の制度が，国際ロータリー

委員会の行なう緊急を要する勧告に開し，効

果的な措置を取るのを妨げているとは考えな

い。しかし，現在の方針の許す範囲内に於て

会長及び事務総長は委員会の行なう緊急を要

する勧告に対して，理事会に代って何等かの

措置を行なう権限を有することを承認する。

但し，これは委員会が開かれた後，かなりの

間理事会或はその執行委員会が開かれない場

合に限られる。（理45－46）

委員の代理

　(SubstituteMembers of Committees)

　正式に任命された委員がその委員会の会合

に出席できないときは，会長はこれが代理を

おくことができる。但し代理として任命され

た委員はその会合の間だけ委員であるものと

する。この代理として任命された委員は自分

が代理する委員の見解を代表するように努力

するものとする。然しすべての点に於て委員

会の開かれている間は自分の代理する委員と

同じ権利と責任をもつ委員である。（理37－

38）

委員会に関する検討

　　　　　(Review of Committees)

細則の規定は，アドタホック委員会を除く

すべての特別委員会の任期はその任命せられ

たロータリー年度の終りに終了するものと定

めている。アド・ホック委員会の任期は，そ

の委員が任命された特定の目的が達成された

時，又は理事会がこれを解任した時に終るも

のとする。

　理事会は，慣例上毎年ロータリー年度後半

の会合に於て現存の特別及びアド・ホック委

員会全部について検討し，之れらに関し理事

会として次期の会長及び理事に如何なる勧告

を行なうべきかを決定する。

　会長及び理事会によって任命される特別及

びアド・ホック委員会は，特別の目的を果す

ために設置されるものであるから，如何なる

特別委員会も，その目的を果すに必要な期間

以上に存続することを避けるため，各委員会

の目的は，毎年之れを検討するよう絶えず注

意を払うべきである。

　会長及び事務総長は各常任委員会に対し，

その設置された本来の目的に関係のある事項

を付託するよう常に注意を払うべきである。

特別委員会は単に特殊の事情ある場合に限り

設置すぺきものである。

　事務総長は毎年，退任せんとする会長及び

就任せんとする会長に対し，1943年７月の理

事会において記録された次の示唆事項に対

し，特別の考慮を払うよう注意を喚起しなけ

ればならない。即ち，「退任せんとする会長

に対する次期会長の次期委員候補者リストの

要請」は，「次期会長はそのリストを,退任す

る会長が在職中の経験と交際に基づいて作成

した参考案として受理するのであって，次期

委員の人選の際これに束縛されるものではな

い｡」との了解のもとに行なうのである。

（理46－47）
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社　　会 奉　　仕

(Community Service)

　ロータリーは，個人個人を啓発することに

務め，この啓発を通じてその人が社会に於け

る自己の立場を見出し，その立場に於て奉仕

を行なうことができるように;又,その人が，

世界，国家及び社会との関係に於て自己の市

民たる身分を考え;且つ自己の職業を奉仕へ

の途と考えさせるように努力している。

社会奉仕活動に対する方針（Policy

　Toward CommunityService Activities）

　社会奉仕に対するロータリーの方針は｡

1923年国際大会に於て採択され，その後の国

際大会に於て改訂された決議23－34に述べ

られている。

決議23－34の本文

　　　(Text of Resolution 23－34)

　ロータリーに於て社会奉仕とは，ロータリ

アンすべてがその個人生活，職業生活，及び

社会生活に奉仕の理想を適用することを鼓吹

且つ育成するにある。

　この奉仕の理想の適用を遂行するに当っ

て，会員に奉仕の機会を与えるため，種々の

社会奉仕活動を展開しているクラブが沢山あ

る。ロータリアン及びロータリー・クラブの

指針とするために，又，社会奉仕活動に対す

るロータリーの方針を設定するために，次の

諸原則が合理的であり，又管理に便利である

と認められ且つ受入れられている。

　1.　根本問題として，ロータリーは，自己

のために利益を得ようとする欲望と，他人に

奉仕しようとする義務態と，それに伴う衝動

との問に常に起る争いを和解させようとする

人生の哲学である。この哲学は奉仕即ち「超

我の奉仕」の哲学であり,「最も良く務めるも

のは最も多く報いらる」という実践倫理の原

理に基づいている。

　2.元来，ロータリー・クラブは，ロータ

リーの奉仕の哲学を受入れ，次の四つの事項

を実行することを目ざしている代表的な実業

人及び専門職業人の集りである。即ち，第一

は，職業及び人生に於ける成功と幸福の真の

基礎として奉仕の理論を全体的に研究するこ

と，第二は，その理論をロータリアン自身及

びロータリアンの属する社会に対して一団と

して実証すること，第三は，その理論を，個

人として各自の職業及び日常生活に於て実践

に移すこと，第四は,個人的に又一団として，

現実的な教訓と実例によって，ロータリー会

員は勿論，ロータリー会員でない人をも，理

論･的にも実際的にもこれを受け入れるよう鼓

舞することである。

　3.　国際ロータリーは，（1）奉仕の理想を擁

護し，推進し，世界中に普及するために，（2）

ロータリー・クラブを設立し，奨励し，援助

し，且つ運営上の監督を行うために，（3）各ク

ラブの問題の研究のため，又，強制ではなく

有益な示唆を与えてクラブの運営を標準に合

せ，且つ社会奉仕活動の内，既に多くのクラ

ブによって良いということが証明され，そし

て国際ロータリーの定款に定められたロータ

リーの綱領から逸脱せず且つこれを不明瞭に

することのないような社会奉仕の活動を標準

化するための，一種の情報交換所として存在

－39－
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する団体である。

　4.　奉仕するものは活動しなければならな

いのであるから，ロータリーは単なる心の持

ち方のみでなく，文，ロータリーの哲学も単

に主観的なものではなくて，実際的な行動に

移さなければならない。従って，個々のロー

タリー会員もロータリー・クラブも，奉仕の

理論を実践しなければならないのである。

　それ故に，ロータリー・クラブの団体的活

動は次の条件の下に推奨されている。各ロー

タリー・クラブはなるべく毎年異なったそし

てその会計年度内に完了出来るような主要な

社会奉仕活動を各会計年度に提唱することが

望ましい。此の活動は地域社会が事実必要と

することに基くものとしクラブ全会員の集団

的協力を要請すべきである。これは，そのク

ラブ会員が地域社会における個人的社会奉仕

活動を行なうよう奨励するクラブの継続した

プログラムに加えられるべきである。

　5.個々のロータリー・クラブは，クラブ

にとって魅力のある又その所属地域社会にも

適した社会奉仕活動を選ぶに当って，絶対的

な自主権を有している。しかし，如何なるク

ラブも｡，ロータリーの綱領を不明瞭にした

り，ロータリー・クラブが組織されている本

来の目的を危くするような社会奉仕活動を行

なってはならない。また，国際ロータリー

は，全般的活動を研究し，標準化し,推進し，

且つそれらについて有益な示唆を与えること

はできるが，特定のクラブに対し，特定の社

会奉仕活動を命令したり禁止したりすること

は絶対にすべきではない。

　6.個々のロータリー・クラブが，その社

会奉仕活動を選定することについては，別に

規定はないが，指針として次の規則が示唆さ

れている：

　（ｲ）ロータリーの会員数は限られているの

であるから，他に都市全体のために代弁し，

行動する適当な市民団体などが存在しない都

市に於てのみ，ロータリー・クラブは，全市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

民の支持がなければ成功しないような全般的

な社会奉仕活動を行なうべきである。又，商

業会議所が存在する場合には，ロータリー・

クラブはその役割に立ち入ったり，横取りし

たりしてはならない。　しかしロータリアン

は，奉仕の原理の実行を誓約し且つ訓練され

ている個人として商業会議所の会員としても

活発に活動すべきであり，又，市民として他

の善良なる市民と共にあらゆる一般的な社会

奉仕活動に関心を持つべきであると共に各自

の能力の許す限り，金銭上及び実際行動にお

いてその分を尽くすべきである。

　（ﾛ）一般論として,ロータリー・クラブは，

どんなに立派な計画であっても，クラブがそ

の成功の責任の全部又は一部を執る用意と気

持があるのでなければ，これを是認すべきで

はない。

　㈲　ロータリー・クラブがその活動を選ぶ

に当って広報を第一目標としてはならないが

ロータリーの影響を拡大する手段として，価

値あるクラブ計画が完全に実行されたものに

ついては適当に広報がなされるべきである。

　（ﾆ）ロータリー・クラブは，その努力の重

複を避けるべきであり原則として他の機関に

よって既に立派に行なわれている事業に従事

すべきでない。

　（ﾎ）ロータリー・クラブはその活動に於

て，むしろ現存の機関と協力すべきである

が，現存の機関の設備では不十分であってそ

の目的が遂げられない場合には，必要に応じ

新しい機関を設けてもよい。

　ロータリー・クラブにとっては，新たに重

複する機関をつくるよりも現存の機関を改善

する方がよいであろう。

　（へ）ロータリー・クラブはその全活動の中

で，宣伝者として最もよく行動し，最も成功

している。ロータリー・クラブは･，その活動

を必要とする事態を発見はするが，その責任

が全都市の責任である場合には，単独でそれ

を救済することを求めず，他の人々をして
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その救済の必要に目ざめさせるように努力し

その責任をロータリーだけにおかず，本来そ

の責任を負うべき都市全体におくよう，都市

全体がその責任を自覚するようにすべきであ

る。ロータリーは，或る事業を始めそれを指

導してもよいが，関心を持たなければならな

い他の団体全部の協力を確保するよう努力す

べきであり，ロータリー・クラブ自体の当然

の功績をば最小限度に減じても，その協力者

に全功績が与えられるようにすべきである。

　（ﾄ）全ロータリー会員の個人的努力を求め

る活動は概してクラブの集団行動だけを必要

とする活動よりも，ロータリーの精神に一層

多く合致するものである。なぜならばロータ

リー・クラブの社会奉仕活動は，ロータリー

・クラブの会員を，奉仕という点で訓練しよ

うとする実験としてのみ考慮せらるべきであ

るからである。（セント・ルイス大会決議23

－34,デンバー大会決議26－6によって改訂;

アトランティックシティー大会決議36－15，

及びアトランティックシティー大会制定51－

　9，トロント大会決議64－43,デンバー大会

決議66－49）

「奉仕活動」への参加奨励（Participation

　in“Service Activities” Encouraged）

　ロータリー・クラプ及びロータリアンは，

更に活発に社会奉仕活動に従事すべきであ

り，又，地域社会におけるロータリアンが社

会奉仕として何をやっているかに関し，新聞

その他を通じて，公衆に知らせることを嫌っ

てはならない。（理41－42）

　或る地域社会の必要に応じ政府及び民間機

関が活動するにも拘らず，地域社会に於て効

果的に又重複せざる奉仕をなし得る多様な取

組むべき機会がロータリー・クラブ及びロー

タリアンに残されている。

　効果的な社会奉仕活動をなすための基本と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

社　会　奉　仕

してクラブは次の諸事項を実行するよう勧奨

されている。

　（ｲ）社会奉仕委員会によりその関係する地

方の特殊事情の徹底的調査と分析によって地

域社会の必要とすることを確認すること。

　（ﾛ）地域社会が必要とすることを見出すた

めに，個人的並びに職業的見地からクラブ地

域を研究することにより斯る調査と分析を補

足し又強化するよう各クラブ会員を奨励する

こと。

　（ﾊ）会合が可能であり，必要とされ且つ設

定した方針と調和して実行できる場合には意

見の検討と交換の目的を以て他の社会奉仕団

体と集会をもつこと。

　（ﾆ）有望な会員候補者として考慮する場合

の要件として地域社会の必要なことに積極的

な関心をもち，又，精通している事実を実証

できることを含めるごと。（理63－64）

　ロータリアンはすべて，不満と無秩序をも

たらす多種多様の要因を自ら認識し，かよう

な要因を軽減する方法について各自が夫々に

評価すべきである。そして援助を必要として

いる貧しい地域社会において行なわれる，無

知と
ｰ
養惣

の状 を緩和し且つ教育，保健，栄

の基本的事項の推進に することを目

標としている地方的活動を，指導し激励する

ことに絶えず努 すべきである。 理69－70

社会奉仕会議の運営手続規則

　(Rulesof Procedure for a Community

　　　　　　　　　　ServiceCouncil)

　都市内の色々な奉仕クラブ或は他の団体の

役員が，それぞれの団体の社会奉仕に関し，

討議を行ない，且つ意見を交換するため，時

時会合する必要を認める場合には，ロータリ

ー・クラブの代表者は，次の運営手続に従っ

てこれに出席することができる。

　会議は，それぞれの団体によって実行され

ているか或は考慮されている社会奉仕に関す
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る問題について，討論を行なってもよいがレ

それぞれの団体が独立の団体としての行動の

自由を失うことを意味する決定は行なわない

ものとする。

　問題の如何を問わず会議がとるべき措置

は，出席者の意見の表明と会議の意見を各所

属団体に報告することを出席者が承諾するこ

とだけにとどむべきである。

　会議は，その代表者が会議に参加している

団体を，如何なる点に於ても拘束するような

意見を表明する資格も権限も与えられていな

い。但し，各団体自体が前以てそれぞれその

問題を考慮し，且つその問題に対する態度を

決め，その代表者に対し会議においてこの立

場を示し他の代表者と同調することを指示

し，且つ委任した場合はこの限りでない。

　都市内の団体全部の共同行動を必要とする

と考えられる問題がある場合には，各団体の

とるべき措置に問する決定は先ず各団体自体

に於てなされるべきである。その決定ができ

た後に，その問題を特別に考慮するため会議

を特に招集すべきである。そしてこの会合に

は，各団体は，自己の団体のために代弁し，

且つ加入に意見が一致した共同行動の責任を

負う権限を正式に与えられた代表者を派遣す

べきである。

　ロータリー・クラブが自己の態度をはっき

りさせる前に，会議に対する意見を新聞その

他に発表することは，もしそれが，会議に代

表を送っている種々の団体がその意見によっ

て束縛されることを意味するのであれば，な

すべきでない。

　これらの運営手続の目的とする処は，この

ような会議に於て各自の考えを自由に交換

し，意見の展開を育成することであり，又，

同時に，会議に代表を送っている諸団体の地

位，特に団体相互間，或はそれぞれの団体か

らなる大団体或は都市全体に関連しての地位

を，決して害することがないことを確実にす

ることである。（理32－33）

地元市民行事に国際ロータリーの参加

　(Participation of R.I. in Local Civic

　　　　　　　　　　　Events)

　国際ロータリーは，都合上及び慣例上，行

列その他の地元市民行事に対しては，それｶぃ

如何に立派なものであっても，これに参加す

るために経費を支出することはできない。

（理41－42）

　国際ロータリーの資金は，全くそれ自身の

目的のためにその加盟クラブによって提供せ

られたものである。従って，他の組織の事業

に寄付することはできない。同時に，国際ロ

ータリーは，その加盟クラブを通して，各個

人ロータリアンがその地域社会における立派

な参仕事業を支持し且つ個人的に参与するこ

とを奨励している。（ロータリーと他の団体

に関する方針の声明，146頁参照）

　国際ロータリーは特別の決議によりその承

認事項を積極的に推進することが出来るもの

でなければ如何なる企圃や運動も承認しない

であろう。（ダラス国際大会決議29－12）

ロータリーと商業会議所（Rotary

　and the Chamber of Commerce）

　商工会議所が存在する所においては，ロー

タリー・クラブは，その役割に立入ったり，

横取りしたりしてはならない。しかし個人と

して奉仕の原理を実行し，且つ訓練されてい

るロータリー会員は，商業会議所の会員とし

ても活発に活動すべきであり，又良き市民と

して，あらゆる一般的な社会奉仕活動に関心

を持ち，能力の許すかぎりこれに貢献すべき

である。
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身体障害児童の救済事業

　　　　　(CrippledChildren Work)

　国際ロータリーは，世界各国の身体障害児

童問題が重要であることを認め，各ロータリ

ー・クラブの各会員が何らかの形で身体障害

児童救済の事業に関係することを喜ぷであろ

う。しかし，国際ロータリーは，気のりのし

ないロータリアンにこの種の事業に関係する

ことを強制することは望ましくないと信じて

いる。国際ロータリーは又，ロータリー・ク

ラブやロータリー会員が，身体障害児童救済

事業のような立派な仕事でも，これに全く夢

中になったために，ロータリフ・クラブの真

の役割が忘却され，ロータリーの基本的で特

色ある目的が見失われ又は忘れられるなら

ば，それは望ましいことではないし，又ロー

タリー福祉の為にもならないものと考えてい

る。（理22－23）

　国際ロータリーは加盟クラブに対し，それ

ぞれの都市に於て人道的奉仕を行なう機会を

与えるものとして，身体障害児童にして治療

を必要とするものに対して整形，外科治療及

び教育を施す事業を行なうよう薦めている。

（ダラス大会決議29－12，第２条第５節）

交通安全（Tramc Safety）

　各クラブは，社会奉仕委員会の小委員会と

して交通安全委員会を任命し，交通安全の問

題を研究すると共に都市の交通安全委員会

と，できる限り協力するよう考慮すべきであ

る。（理46－47）

成人無学套（Adult lmteracy）

成人無学者の問題は依然として世界各国に

社会奉仕

於て主要な問題とされている。成人の読み書

き出来る能力の育成に当っている政府並びに

他の機関と競争することは賢明なことではな

いが各ロータリークラブによりなし得ること

は多いのである。このためには，ロータリア

ンは現実に存在する必要事項に応ずるため，

何が完成されつつあるかを十分に認識すべき

である。斯くしてこそ，全会員が此の分野の

奉仕面で可能な活動又は計画を展開するため

の基礎として成人無学者問題の本質と旋回に

就いて理解することができるのである。

農村都市関係振興

　(Rural-Urban Relations Promotion)

　全世界の都市及び農村の住民の間に一層良

い友好関係を促進することは，クラブにとっ

ては国際ロータリーの目的を達成する一助に

もなる立派な運動である。との問題に対して

はクラブの側に十分な関心があれば，中央事

務局はこれをクラブの確立した活動と認め，

且つその問題に関する情報交換所としての，

役割を果すことに十分な関心を持っている。

(理25－26，55－56)

募金運動への参加（Participation in

　　　　　Fund Raising Activities）

　募金計画或は他の運動に参加又は提携する

場合，クラブは，クラブの威信や強化向上に

貢献しないような品位のないやり方に陥らな

いよう常に注意を払うべきである。（理46－

47）

　ロータリー・クラブの活動は，ロータリア

ン及びロータリアンでない人の双方に，ロー

タリーに対して最高の敬意を起させるような

活動でなければならないと考えられる。従っ

て，富くじ等が全く好意を以て見られていな
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い国に於ては，いかなるロータリー・クラブ

もこの種の方法によって金を集めない方が良

いとされている。（理48－49）

事務総長は，クラブ所在都市に既にロータ

●

㎜

リーの道路標識を設置，或は設置しつつある

クラブ全部に対し，それらの道路標識を完全

な状態に整備しておくことの必要について，

注意を与えるよう指示されている。貧弱な道

路標識はクラブのみならずその都市自体の不

名誉になると信ずるからである｡(理35－36)
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定款に関する事項

(Constitutiona1 Matters)

　国際ロータリー組織上の規定である国際ロ

ータリー定款及び細則は1910年の大会で採

択され，五回結句疫改正乃至修正されて来た

ものである。定款及び細則の本文は215→271

頁に掲載してある。

　国際ロータリー定款及び細則によれば，規

定審議会に付議すべき改正案は，規定審議会

の開催されるロータリー年度の８月１日まで

に国際ロータリー事務総長へ送付され，且つ

その写しが同審議会が議案を審議尨乙決定す

るロータリー年度の11月１日までに事務総長

によって各クラブ幹事宛に郵送されなければ

ならない。

　正式に提出された改正案の本文は，斯様な

提案を審議尨丿火定すべき規定審議会の開催

されるロータリー年度の８月１日又はそれ以

前に国際ロータリー中央 事務総長の手

許になければならない。

　1922年改正定款第４条第４節は「国際ロー

タリー加盟認証を与えられ，これを受理した

ロータリー・クラブは，すべて，それによっ

て国際ロータリーの定款及び細則並にその改

正規定を受諾し，承認し，そして，法律に反

しない限り，万事これによって拘束され，そ

れらの規定を忠実に遵守することを承諾する

ものとする」と規定している。

クラブ定款（Club Constitution）

　国際ロータリー細則（第１条第２節）は次

の事を規定する：

　（ｲ）標準クラブ定款;

　（ﾛ）1922年６月６目より後に加盟を承認さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

れたクラブは，すべて標準クラブ定款を採択

すること;

　㈲　1922年６月６日より前に加盟を承認さ

れたクラブは，標準クラブ定款及びその改訂

に順応させるため以外にはその条文を変更し

ないこと;

　（===）標準クラブ定款を改正するには規定審

議会又は国際ロータリー大会の決議によるこ

と;

　（ﾎ）かくの如き改訂はすべて自動的に，標

準クラブ定款を採択したクラブの定款の一部

となること。

　国際ロータリー細則に於ける以上の規定

は，基本的な規定を各クラブ間に於て同一に

することを目的としたものである。

　標準クラブ定款の本文は275－297頁に掲

載してある。　　　　　　　　　’

　又，国際ロータリー細則第１条第２節（⇒

には異常の状況下において,或は国,州,又は

省の法律及び慣習に従うなめに必要な場合，

理事会は随時その会合において出席理事の３

分の２の多数を以て，標準クラブ定款及びそ

の改訂と合致しないクラブ定款の規定を，国

際ロータリー定款及び細則に背反しない限り

承認することができると規定してある。

　国の法律が，ロータリー・クラブの定款に

資金募集及び不動産の所持の権限を規定する

ことを要求する場合，斯様な権限を欲するク

ラブは国際ロータリー細則第１条第２節（ﾆ）の

規定の下に，地方的要求に適合するよう定款

を改訂するため理事会の承認を求めなければ

ならない。（理57－58）

　第１条（名称）及び第２条（区域の限界）

は，それぞれのクラブによって異なるもので
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あるから標準クラブ定款では空欄として残さ

れている。この２箇条はクラブが国際ロータ

リーに加盟を許された後，国際ロータリー理

事会の承認を得てクラブが記入するものであ

る。同様に，この２箇条を以後改訂せんとす

る場合にも国原ロータリー理事会の承認を受

けねばならない。

　国際ロータリー国際大会で承認された，

R｡I.B.I.の定款は，グレート･ブリテン，アイ

ルランド，チャンネル諸島及びマン島におけ

るロータリー・クラブのための標準定款を，

伺連合会が採択し規定するよう規定してい

る。この標準クラブ定款は，国際ロータリー

の定款及び細則に背反せず，又，R.I.B.I.定

款の改正に関する規定に従って改正されるも

のとする。

クラブ細則（Club By-Laws）

　クラブの細則は，クラブの決議によって採

択し，且つ改正することができる。国際ロー

タリー理事会は細則を推奨している。この本

文は,289－297頁に掲載してある。この細則

は，採択前に於ても採択後に於ても，クラブ

定款及び国際ロータリー定款並に細則に矛盾

七ない限り各クラブによってそのクラブの事

情に適合するよう変更することができる。但

し，もし変更に疑義がある場合には，これを

匡I際ロータリー事務総長に提出して国際ロー

タリー理事会の審議を受けるようにすべきで

ある。グレート・ブリテン及びアイルランド

においては，R.I.B.I.審議会が，当地域別単

位内のクラブが用うべき標準クラブ細則を規

定している。

単一標準クラブ定款（Only One

　　　Standard Club Constitution）

　1.現行の国際ロータリー細則（第１条第

２節）は，後に1加盟を許されるクラブはすべ

て標準クラブ定款を採択すべきこと，及び現

行国際ロータリー細則採択当時存在せるクラ

ブ定款は新しい標準クラブ定款と，･致させる

場合を除き変更してはならないことを規定し

ている。

　2.以前には如何なる“標準”クラブ定款

があったにせよ，現在に於ては標準クラブ定

款は只一つであり，ロスアンゼルスで採択さ

れたものがそれである。 1921年，1920年，19

19年，或いはそれ以前にせよ，当時“標準”

とされていたクラブ定款の下に活動している

クラブは，同定款の下に活動しているもの

で，標準クラブ定款の下に活動しているもの

と考えてはならない。言葉をかえて言えば，

このようなクラブは，現行の標準クラブ定款

に関連しては，以前に採択された定款の下で

活動している他のクラブと全く同一の位置に

いるわけである。

　3.標準クラブ定款の下に活動するクラブ

は，その改正の規定によらざる限り定款を変

更することはできない。他の定款の下に活動

するクラブは国際ロータリー理事会の承認の

下にその定款を変更することができる｡但し，

その変更が，理事会によって，そのクラブ定

款を標準クラブ定款に一致させることになる

と考えられた場合に限る。そして理事会は，

この種の変更が全面的なものでなくとも，ク

ラブ定款を一歩でも標準クラブ定款に近づけ

ることになる改正には好意を示すであろう。

（理22＝23）

1－1922年６月６日より後
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ロータリー・クラブの法人化

　　(lncorporation of Rotary Clubs)

１ 理事会は，ロータリー・クラブを法人

化することは，地方事情に照してクラブの決

定すべき問題であるという意見を持ってい

る。理事会は，クラブが法人の条文の中に現

行及び今後改正されることのあるべき国際ロ

ータリーの定款及び細則に忠誠と服従を誓う

文句を挿入する限り，ロータリー・クラブを

法人化することに反対はしない。

　2.理事会は，法人としての条項に対し次

の如き一般的な規定を承認している。

　　本法人の名称は，

　　法人_(州)＿二(市)ロータリー・クラ

　ブとする。

　本法人は利益の追求を目的としない法人と

　する。その目的とする処は慈善と仁愛にあ

　り，且つ，国際ロータリーの組頭を，鼓吹

　推進し拡大すると共に，国際ロータリーの

　加盟クラブとしての関係を保持するにあ

　る。

　本法人が組織された処の_州の法律の規

　定の許す限りに於て，本法人は国際ロータ

　リーの管轄に属するものとする。

　本法人は，前項に列挙せる目的と矛盾せず

　又，本法人がその規定の下に組織されてい

る 州の法律とも矛盾しないような細則

定款に関する事項

5.　ここに示唆された規定は，法人化され

たクラブがあらゆる点において国際ロータリ

ーの加盟クラブであるべきものとするとの明

示された目的に矛盾せざる限り変更してもよ

いものである。

　6.既存クラブがこれらの条件に従って法

人化された場合，同クラブは，国際ロータリ

ーとの関係に於ては何等変化なく，以前のク

ラブの継続にすぎないものと認められるもの

とする。

　7.事務総長は，理事会に代って，すべて

の法人化申込に対し裁決を下し，更に方針を

明らかにする必要のある特殊な状況の場合に

は，これを執行委員会に付議するよう要請さ

れている。（理40－41; 57－58）

クラブ活動の法人化

　(lncorporation of Club Activity)

理事会は，ロータリー・クラブがクラブに法

律上の負担のかかるような特殊な活動をなす

場合には，クラブそのものを法人化するより

りも，寧ろその活動を法人化した方が良いと

いう意見をもっている。（理57－58）

国際ロータリーの印章

　　　　　（Corporate Seal of R.I.）

　事務総長は国際ロータリーの印章を保管す

るものとする。事務総長は理事会によって正

式に承認された国際ロータリーの加盟認証状

全部に対し，又，その他国際ロータリーの正

規役員の署名ある書類で捺印を必要とするす

べてのものに対し印章を押す権限を有する。

事務総長は，国際ロータリー会長の承認を得

て，本決議中に規定されている権限の一部又

は全部を文書によって随時事務次長に，或は

文書を以て彼の指名した事務次長代理或は事

－47－

　を採用する権限を有するものとする。

　3.新しく組織された法人を国際ロータリ

ーと調和のとれたものとするために，その細

則として，国際ロータリーが加盟クラブのた

めに設けた標準クラブ定款及び推奨クラブ細

則のあらゆる関係規定を採用すべきである。

　4.法人設立に関する条項には勿論，その

規定の下に本法人が組織された州の法律の要

求するその他の中立陳述等を含まねばならな

い。
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務補佐に委任する権限が明白に与えられてい

る。（理32－33，39－40，59－60）

クラブ定款の権限の限界（Limits of

Constitutional Authority of Clubs）

　事務総長は，国際ロータリー定款及び細則

或は国際大会の決定によって明確に禁ぜられ

ていないという理由で，ロータリー・クラブ

はその会員の他団体へめ加入を認めさせたり

或は加入することを義務づける特権を持つと

信じている或るクラブの事態を提起した。そ

して

　事務総長は，「クラブがこのような行為を

なさざるために一々禁止条項を設けなければ

ならないか,」という質問を理事会に発した。

依って，

・ロータリー・クラブはその行動の範囲につ

いて，クラブ定款及び細則の規定により，

-

又／国際ロータリー定款及び細則の規定によ

り，更に，クラブ及び国際ロータリーの定款

及び細則に調和する国際大会及び国際ロータ

リー理事会の決定並に判定によって制限を受

けるということに意見が一致した。換言すれ

ば，ロータリー・クラブは之等の文書から，

ロータリー・クラブとしての行動をなす権限

を得るのであり，これらの文書によって，直

接，間接にクラブに与えられる権限のみを有

している。従ってクラブは，これらの文書或

はその解釈の中に見出されない行動をなす権

限はないのである。更に，ロータリー・クラ

ブの定款及び細則が会員の義務に関する規定

を有する以上，それ以外の義務を会員に課す

ることは，このような付加義務の負担を許す

ことができるように，前以てその定款及び細

則の改訂を行なわない限り，たとえ過半数の

投票によっても，できないのである。（理24

－25）

48－

国　際　大　会

(Convention)

　国際ロータリーの大会は毎年５月又は６月

に，理事会の決定する時と場所において開催

さるべきものとする。但し十分な理由があれ

ば理事会はこれを変更することができる。

(国際ロータリー定款第８条，細則第７条)

　国際大会は次の如き決議を採択している:

　1929年５月テキサス州ダラスに於て開催さ

れた第20回国際ロータリー大会は，1931年又

は1932年の国際大会をアメリカ合衆国外に

於て開催し，爾後は少くとも４布目に１回は

国際大会をアメリカ合衆国外で開催すること

を決議したことに基き，

　この決議事項は，1939－1945年にわたる戦

争及びその結果によって実行されなかった

1943－1947年間を除きその後実行されておる

ことに基き，

　国際ロータリー会員が125ヵ国に11,500

以上のクラプ数を以て構成され成長した事実

の認識に基き，

　フメリカ合衆国外の国際ロータリーの成長

が今やアメリカ合衆国内の発展を凌いでいる

事実を同じく認識することに基き，又

　国際ロータリーは，1965年の国際大会開催

地をアメリカ合衆国，ニュージャージー州，

アトランテックシテー;1966年はアメリカ合

衆国コロラド州，デンバー，1967年はフラン

ス･｡ニース，1968年はメキシコ，メキシコシ

テー及び1969年はアメリカ合衆国,ハワイ州，

ホノルルに決定したことに基き，

　国際ロータリー第55回年次国際大会に於

て1929年テキサス州ダラスに於ける，上記の

決議を茲に改正し下記の如く新たな規定を採

択することを決議した：

　国際ロータリー第55回年次国際大会は，

1970年に開催される年次国際大会後は同一国

に於て３年連続して国際大会を開催すること

は出来ないものと決議する。（トロント大会

決議64－42）

大会の招致

　(lnvitations to Hold Convention)

　その所在都市に於て国際ロータリー大会を

開催することを希望するクラブは，先ず事務

総長より大会招致申込書を手に入れなければ

ならない。

　理事会は国際大会を招致せんとするクラプ

からの委員とか代表を受入れることはしない

が，事務総長に郵送された文書による国際大

会招致申込書を受取った後に，もし必要と考

える場合には招致希望のあった都市を調査す

るために誰かを派遣する。（理24－25）

準備手続（PI’oced2e for Preliminary

　　　　　　　　　Arrangements）

理事会が国際大会の開催される都市を決定

後，出来るだけ早く，国際大会事務局長はそ

の都市に赴き,開催地クラブの協力を得つつ，

国際ロータリーに代って，集会場に関して市

当局或は私的団体と契約を進め，同時に，推

定出席者全部を収容しうる適当なホテルと交

渉するものとする。

，もし理事会が／国際大会開催都市を決定し

たときに大会の日時を明示しなかった場合に

は，執行委員会が日時を決定する権限を有す

－49－



る。

　国際大会事務局長は開催地クラブ理事会と

会合し，共に国際大会組織計画を全部検討

し，そしてこの国際大会に開してはその前年

に行なわれる国際大会の終了までは宣伝を避

けることの重要性を強調するものとする。

　大会事務局長は，開催地クラブから，当ク

ラブは開催地クラブとして積極的に奉仕する

こと，国際ロータリーに協力して来訪ロータ

リアン及び来賓を歓迎すること，且つ国際大

会の成功を確保するために開催地クラブと国

際ロータリー大会委員会との間で，相互的に

同意をえた色々な方法で援助することがうた

われている，正式にクラブによって採択され

署名された決議文の写しを取得するものとす

る。　　　　　　　　　　　　　　一

この手続は,最後まで有効とするも,執行委

員会により,又,緊急の場合は状況に応じ，会

長により変更されるものとする。（理46－47）

会　場（MeetihgyPlaces）

　国際ロータリーは，開催地の都市が国際ロ

ータリーに費用をかけることなしに，国際大

会の総会に適当且つ便利な講堂及び他の色々

な会合に必要な集会場を提供することを期待

している。

　それは国際口－タリーが使用する国際大会

会場の賃貸料はその都市のクラブが支払わね

ばならないというのではなく，その都市が一

地方団体としてそのような設備を提供する

か，或は,J市役所，商業会議所，観光協会ま

たは類似の実業家とかホテル業者等の団体

が，必要ならば，会場用の資金を出すべきで

あるというのである。　　　　　　･。

　この決定は国際ロータリ,－が大会会場の賃

貸料を支払ったり，或は臨時に必要な費用の

負担を承諾することを妨げるものではない。

(理32－33,こ47÷48)'－　　ヅケ　　　レ……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

国際大会運営事務

　(Convention operationa1 Functions)

　理事会は次の如き方針を表明している。

｢国際ロータリー理事会は国際大会に閲する

全般的な方針を決定し，国際大会委員会はそ

の担当する特定の国際大会の公式のプログラ

ムを作成し，且つ明確な方針を決定する。事

務総長は，理事会及び国際大会委員会の決定

に対しその細目にわたる推進の責任と大会事

務の組織運営に対する責任を負うものとす

る。

国際ロータリー細則第14条第８節

50-

国

会の宣伝に関し委員会及び理事会に対し第一

の責任を有する。

　運営及び接待費　事務総長は，過去の経験

及びこの大会の特殊事情をもとにして国際大

会の運営及び接待に要する費用の算出及びそ

の後の財政的監督に関して，委員会及び理事

会に対し第一の責任を有する。接待費の算出

は，大会委員会の勧告にもとづいて理事会の

承認する予定登録数及び登録料によって左右

されるであろう。

　国際大会会場の選択と設備　プログラム上

の必要条件,国際大会委員会の勧告,及び国際

ロータリー大会正規の必要条件に合致せしめ

る大会会場及びその他必要な集会場の選択，

設備及び契約に関し，事務総長は委員会及び

理事会に対して第一の責任を有する。大会会

場には下記のものを含む。

　大会総会場

　交歓の家

　　若い人々の交歓の家

　特別集会場

　　規定審議会場

　　代議員会合場

　特別協議会場

　討議会場

　　事務所及び仮設場

　　　会長室,会長エレクト室,事務総長室，

　　　本部，理事会室，大会委員会室，大会

　　　マネジャー室，規定審議会事務室，ロ

　　　一タリアン誌室，レピスタ・ロータリ

　　　ア誌室，新聞記者室

　出席の勧誘　事務総長は，大会委員会より

示唆や勧告を受けつつ，出席奨励の予定表を

作成且つ実行することに関して，委員会及び

理事会に対し第一の責任を有する。

　登　　録　事務総長は,登録委員会に対し，

必要とする援助を与えることによって，その

仕事を容易ならしめることに関し，委員会及

び理事会に対し第一の責任を有するものとす

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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　その他の事項　事務総長は;大会の準備に

関連するその他すべての運営事務に関し，委

員会及び理事会に対し第一の責任を有する。

即ち開催地クラブの国際大会体制の開設に関

して同クラブに協力，開催地クラブの任命す

る諸種委員会を監督，大会日報及び大会説明

書等の準備，信任状の監督，通訳及び翻訳者

等の確保等々である。

　結　　論　以上の事務分担によると，結局

国際大会委員会はその任命された特定国際大

会の準備に関係ある面のみを行ない，毎年の

国際大会に共通な細かい事柄は事務総長に任

す。斯くして，中央事務局の専任職員の経験

の集積と責任の委譲は，運営上の無駄を省き

且つ委員に対する要求事項を最小限に止める

結果となる。（理47－48，48－49）　　∧万

国際大会の輸送手配（Convention

　　Transportation Arrangements）

　1.　理事会が，国際大会開催地の地域以外

のロータリアンの輸送手配を国際ロータリー

が引き受ける必要のあるような処に国際大会

開催地を考慮する場合には（例えば北アメリ

カ以外で開催される国際大会に北アメリカの

ロータリアンをそこに運ぶごとき），理事会

はその関係する輸送機関の調査を事務総長に

請求しなければならない。この調査報告は国

際大会開催市を選定する時までに理事会に提

出されねばならない。

　2.理事会がその開催地を選ぶ場合には，

単に必要な会合場所，ホテルその他が，その

市内において必要な手配を完了したというこ

と許りでなく，理事会が決定するような特別

輸送手配が国際ロータリーによってとられ完

了するという条件の下においてのみその決定

を行なわなければならない。

3.　斯様な手配を援助するために，理事会

は会長に輸送委員会（例えば四年一国際大

石1－

際大会委員会一一一一は国際大会準備事務の或る

種の事項について特に次の如く述べている：

国際大会委員会は，任命を受けた国際大会の

実施についての準備を行なう責任を有するも

のとする。ここに言う準備とは，本細則又は

理事会によって役員又は他の委員会に特定し

て委任されていない，当該国際大会に関連す

るあらゆる事項を含むものとする。

　公式のプログラム及び議事日程の起草を除

き,以上の事務は,委員会及び理事会に対して

責任を有する事務総長によって行なわれる。

これらの事務の細目に関して注釈すると次の

如くである。　　　　　　　　上

　公式プログラム及び議事日程　国際大会委

員会は全般的なプログラムの作成，国際大会

の主題(もしあれば)の決定，討論会，余興，

交歓の家，次第書，合唱指揮者の選択，招待

すべき地元の来賓の選定に関して開催地クラ

ブとの協力，観光旅行，等々の準備に対して

第一の責任を待っている。

　事務総長は，上述の各項に関し国際大会委

員会と協力し，同委員会の決定を遂行するに

当っては細目的にこれを推進する。

　宣　　伝　事務総長は，国際大会委員会及

び開催地クラブとの協力を続けつつ，国際大



会の北アメリカ輸送委員会の如き）を任命す

る権限を与えなければならない。斯様な委員

会はなるべくなら団体旅行の手配に知識と経

験を有する委員長１名と，２名の委員を以て

構成し，国際大会後，最終報告書を提出し，

理事会によって解嘱せられるまでその任務に

当るものとする。

　4.輸送委員会は，汽船会社，航空会社，

旅行代理店，その他輸送及び観光旅行の計画

をたてるに必要な機関と交渉に入り，理事会

に対して，その輸送及び観光の取扱い方及び

その目的達成のために取りきめるべき協定に

ついて勧告をしなければならない。事務総長

は，理事会によって委任せられた斯様な契約

及び協定を実行しなければならない。

　5.事務聡長は，理事会及び輸送委員会の

決定事項を推進する責任を有し，且つ輸送事

務について輸送委員会及び理事会に対し主要

責任を持つものとする。（理57－58）

国際大会に於けるクラブの代表

(Club Representation at Convention)

　国際大会に於けるクラブの代表に関する規

定は，国際ロータリー定款第８条及び細則第

７条にある。

各クラブは国際大会毎にその代議員を出席

せしめて投票に参加するか，或は資格のある

ものに委任状を与えて代行せしめる義務があ

る。

　各クラブは国際大会に代議員を送るよう勧

告されているが，それが不可能な場合には，

四つか五つの小クラブが財政的に協力して１

名の代議員を送り，その代朧員は所属クラプ

以外のクラブのオブザーバーとして，国際大

会の模様を後でそれらのクラブに伝えるよう

にしても良い。（理35－36）　　　　　‥

各代議員（及び補欠者及び委任状による代

理人ｙの資格は信任状によって証明されなけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

ればならない。クラブが国際大会に出席する

ことを公式に認めさせるために，その代議員

は信任状を大会開催地の信任状委員会に提出

し，その投票カードに査証して貰わなければ

ならない。如何なる代議員も，その登録料が

支払われてあるか或は支払われる迄，そして

その信任状が信任状委員会によって承認され

る迄は投票することを許されない。

　信任状の用紙は，代議員の出発前に記入署

名を終えて本人に渡すことができるよう，十

分の余裕を見て各クラブの幹事宛郵送せられ

る。

　特別代議員の信任状は，国際ロータリー事

務総長によって信任状委員会に提出せられ

る。

投票準備委員会

　(BallotingArrangements Committee)

　各国際大会に於て会長は,選挙人の中から，

会長の決定した５名より少からざる選挙人か

ら或る，投票準備委員会を任命する。この委

員会はすべての投票の準備，投票用紙の印刷

と配布及び投票の集計の任にあたる。この任

務は他の必要な投票はいうまでもなく，国際

大会で投票が必要になった場合にも適用され

る。

国際大会1 こ於ける投票

(voting at Convention)

　正当な信任状を持つ代議員，委任状保持

者，及び特別代議員が国際大会の選挙体を構

成するものとしこれを選挙人と称する。投票

は国際ロータリーの細則の定むる処に従って

行なわれるものとする。（R.I.定款第8条第５

節）

52－
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役　票　手　続

　国際大会における投票は，役員の指名又は

選挙について本細則に別段の定めある場合及

び次に示す場合を除き，口頭によるものとす

る:

（1）選挙人が要求するか，もしくは議長が指

　図した場合は，投票は起立投票によるもの

　とし，起立する各選挙人を１票に数えるも

　のとする。

（2）国際ロータリーの方針を左右するような

　制定案又は決議案，もしくはそのような制

　定案又は決議案に対する修正案について

　は，次に示す各項の状態の中いずれかが存

　在する時は，投票は投票用紙記入によって

　行なうものとする：

　　（イイ）理事会の多数意見が，その意見

　　の重要性を認めてこの投票方式による必

　　要を宣言した場合又は出席選挙人の過半

　　数がそのように宣言した場合;

　　（ロロ）会長又は司会する議長が口頭投

　　票又は起立投票を観察した結果，その裁

　　量によって，投票用紙による投票が望ま

　　しいと宣言した場合;

　　（ハハ）選挙人が，その名前と所属クラ

　　ブを明らかにした上で，投票用紙による

　　投票を要求し，且つ，上述の条件のいず

　　れによっても投票用紙による投票を必要

　　とする状態にはないことを告げられ，そ

　　の要求が当然なものであるか否かについ

　　ての議長の意見を聞かされて後もなおそ

　　の要求を主張し，更にその主張が，20以

　　上の異なったクラブに属する少くとも20

人の他の選挙人 その人達は，名前と

-

国　際　大　会

遅滞なく行なわれ，申出での機会を与えられ

て20名に達する選挙人が，その要求に同調し

ない限り，その宣言は最終決定とする。

　制定案又は決議案又はそれに対する修正案

についての投票用紙による投票の命令には，

当該制定案又は決議案及びそれに関する未決

定の修正案全部が含まれるものとする。投票

用紙は，制定案又は決議案及びそれに対する

未決定の修正案を最終的に処理できるよう

に，必要な場合には複数案件を含めて，構成

され述べられていなければならない。

　投票用紙による投票及び役員の指名並に選

挙については，選挙人はその保持する代議員

証明書及び委任代理権の数だけの票を投ずる

ものとする。但し特別代議員は，特別代議員

としての資格においては，唯国際大会全体に

対して提出された案件についてのみ投票する

ことができる。(国際ロータリー細則第8条第

１節岡及び(ﾎ))

　すべての役員の選挙は無記名投票によるも

のとし，３名以上の候補者がある場合は単一

移譲式投票の方法によるものとする。但し，

一つの投に対してノミニーが唯１名の場合

は，選挙人は口頭によって，事務総長をして

そのノミニーに対する選挙人の統一投票を行

なわしめることができる。(国際ロータリー

細則第10条第８節(ﾛ)項)

単一移譲式投票

　　　(Single Transferable Ballot)

　大会に於て選挙せられるべき理事或はその

他の役員に，２名以上の候補者がある場合に

は，これらの候補者に対する投票には，単一

移譲式投票が用いられる。斯様な候補者名は

投票用紙に記載されなければならない。（理

54－55）

単一移譲式投票の実施方法

　２名以上の候補者がある場合,各選挙人は１

53－

　　所属クラブを名のる機会を与えられてそ

　　の身分を明らかにして，その要求の共同

　　主張者になる一一一によって支持された場

　　合。

　会長又は議長は，実際に数を数えることを

要しないで起立投票の結果を宣言する権限を

持つものとする。そして実数を数える要求が



票の投票権を有する。その投票は次のように

「ふりかえ」られる仕組になっている。

　（ｲ）選挙人は，投票用紙に記載された候補

者の氏名に隣接する空欄に１という数字を記

入する。この欄に１という数字が書かれた票

が「第１選択投票」である。

　（ﾛ）同選挙人は，前項に認められた１とい

う数字の外に，彼が二番目に選挙したいと思

う候補者の氏名に隣接する空欄に２という数

字を記入し，第三番目に選挙したいと思う候

補者の氏名に隣接する空欄に３と書く。以下

同様に，自分の最も希望する候補者が落選し

た場合，選びたいと思う順序に従い候補者に

番号を付して行くのである。従って選挙人は

候補者の数と同数だけ自分の選択希望を表明

することができるわけである。

　いずれの候補者も過半数の票を得られない

場合には，第２選択投票以下の選択票を加算

して過半数得票の候補者を，当選として発表

する。

　投票の数え方の一例を挙げれば次の如くで

ある。

　Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄと４名の候補者があり，その

内１名が選挙されることになっている。第一

選択投票をＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの四つに分けて数

える。この第１回の計算に於ては誰も総投票

数の過半数に達しない。Ｃの得票が一番少い

のでＣを除外する。Ｃの得票で，数字２が付

されている候補者のそれぞれの得票に，その

票を加えて行く。

　しかし，このように票を移譲しても，残り

３名の候補者の得票がいずれも過半数に達し

ない。そこで，第２回目の計算で最下位にな

ったＢを除外する。従ってＢの得票を投票者

の示す選択数字に従ってＡとＤの得票にそれ

ぞれくり入れる。Ｃ候補は既に除外されてい

るからこの場合は無視し，次にＡとＤとどち

らを選択しているかを見る。この移譲即ち第

３回の計算の結果Ｄが明らかに多数を得た。

　全部の選択を示していない投票は，記され

た選択の分だけ数えることにし，それ以外の

ものは移譲できないから無視することにす

る。

　“×”は第１選択の表示と看傲される。一

つの投票用紙に“１”又ぱ×”を二つ以上

の氏名に付してあるものは無効とする。

　得票が同数になった場合。何回目の計算に

せよ，得票が同数になった場合には，選択票

の数とその相対的価値によって結果を求める

ことになる。即ち，第２回目の計算に於ては

第１選択の数の一番少い候補者，第３回目の

計算に於ては第１及び第２選択の数の一番少

い候補者という順序で除外して行けばよい。

登録料（Registration Fee）

　国際ロータリー細則の規定によれば，大会

に出席する16歳以上の者は必ず登録の上,登

録料を支払うことになづている。登録料は国

際ロータリー理事会によってその都度定めら

れる。選挙人は，登録料を支払わざる限り投

票することができない。

　理事会は，毎年開催する国際大会の計画に

関連して国際大会登録者が国際大会に関係す

る地元の交通乃至その他の特別活動に関して

支払うべき追徴金を国際大会登録料に加算す

べきものか，または除外すべきものかを，決

定すべきである。

ホテルの割当（Hote1 Assignments）

　事務総長，事務次長又は事務次長代理は，

国際ロータリーに代り，又は，国際ロータリ

ーの名に於て，会長或は副会長が行なうのと

同じ効力を以て，国際大会に関連して理事会

から委任された，ホテルの予約その他ホテル

に関する事項につき契約，書類作成，或はそ

の他の取決めを行なう権限を有する。（理36
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元役員の座席

　(Reserved Seats for Past omers)

　毎年次国際大会に於て，国際ロータリーの

元役員，元理事及び元地区ガバナー，及び国

際ロータリーの国又は領土単位の元会長及び

元地区委員長（但し現在でも加盟クラブの会

員）には，各自の前職を示すバッジを与え，

それによって，会場内の代議員専用の席に着

席できるようにし，且つ議場内の特権を行使

できるようにしなければならない。以上は第

18回年次大会に於ける国際ロータリーの決議

である。（オステンド大会決議27－16）

懇親宴会（Fellowship Dinners）

　理事会は，事情が許し正当な理由があれば

年次国際大会において懇親的宴会の開催に対

する準備をなすことに同意した。すべて斯様

な国際大会における懇親宴会は，その規模に

おいて国際的でなければならない。理事会は

事務総長に対し，大会委員会及び国際懇親宴

会の準備責任者と協力し，且つ国際ロータリ

ーヘの出費を最小限度に留めるよう必要な手

段を講ずることを指示した。（理61－62）

元国際ロータリー役員の会合

　　(Meetings of Past R.I. 0mcers)

　国際大会委員会は,毎年次国際大会の都度，

バスト・ガバナー或はその他の国際ロータリ

ーの元役員全員を招いてレセプション，グル

ープ会合，昼食会その他の社交的な催しを計

画するよう示唆されている。但し，これに要

する費用は参加者個人が負担すべきもので，

４
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国際ロータリーが支払うものでないというこ

とを了解しておくべきである。このような会

合を開く目的は，かつて国際ロータリーのた

めに働いた人々が，公式の資格で旧交を暖

め，再会の機会を作ることである。もし十分

の人数が出席している場合には，年度別に会

合を開くのもよい。さもなければ数年度分ず

つまとめ，或は全部いっしょに会合してもよ

い。（理41－42）

特別協議会（Special A.ssemblies）

　理事会は，理事会で許可した場合，国際大

会において特別協議会が国際ロータリー細則

第８条第２節の規定に従い開催せらるべきこ

とに同意した。（理60－61）

国際大会議事録

　　　　　(Convention Proceedings)

　第31回国際ロータリー年次大会は,国際口

一タリー理事会の監督の下に国際ロータリー

の各国際大会の議事録を作成すること，又，

この記録は国際大会議事の逐語的記録である

必要はないが，すべての改正された条文，役

員の選挙，その他国際大会の事務的決定事項

に関しては事実で正確な記録でなければなら

ないことを決議した。

　更に，この記録は理事会監督の下に正しく

編集，印刷製本されるべきこと，又，その場

合理事会は自己の判断に基づいてこの記録の

中に(1)国際大会プログラム，講演，討論，

報告等加盟クラブが興味を感ずると思われる

事項を組入れ，そして(2)国際ロータリーの

方針及び行前にふさわしくないと理事会が判

断した講演，議論，討論又はその一部を記録

より除外すること，更に。

　この印刷製本された国際大会議事録を一部
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宛無料で各加盟クラブ及び理事会の決定する

国際ロータリーの役員及びその他の人々に送

付すること，但し，この無料配布する議事録

とは別に，理事会の定める価格を以て理事会

の指定する人々に販売するために余分の冊数

を用意することが出来ることを決議した。

(ハバナ大会決議40－11)

　編集：理事会は事務総長に対して，国際大

会議事録の中に次の各項を掲載するよう明示

している：即ち，国際大会の簡単な説明，す

べての制定案と決議案の原文及びそれらに関

する決定，国際大会に於ける事務的事項，及/

び国際ロータリー事務総長及び会計の年次報

告，並にロータリー財団管理委員会報告。以

上各項の内容は決議40－41に合致していなけ

ればならない。（理53－54，54－55,59－60，

63－64，66－67）

　版権：国際大会議事録は，営利会社が複製

することがないよう版権所有とし国際ロータ

リーを保護しなければならない。（理27－28）

印刷及び配布：国際大会の議事録は各加盟

クラブヘ無料送付，及び事務総長が必要とす

る人々に贈呈するに足る部数を印刷しなけれ

ばならない。売却すべきものは，議事録印刷

に要した実費をつぐなうに足るよう，事務総

長によって決定された価格で配布すべきであ

る。（理50－51）
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国際ロータリーの国際大会

　　一　　　　　　（Conventions of R.I.）

年度

1910シ

場　　所

　　カ

　　　月　日

ゴ（イリノイ州）

　８月15日～17日

1911ポートランド（オレゴン州）

　　　　　　　　　８月21日～23日

1912 ア　ュ
W ル　ス（ミネツタ州）

　　　８月６日～9日

出席者数

60

149

598

1913バ　ッ　フ　ア　ロ･（ニューヨーク州）

　　　　　　　　　　　８月18日～21日　　　930

1914ヒューストン（テキサス州）

　　　　　　　　　　　６月22日～26日　　1,288

1915サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　　７月18日～23日　　1,98S

1916シンシナティ（オハイオ州）

　　　　　　　　　　　７月16日～20日　　3,591

1917７　ト　ラ　ン　タ（ジョージア州）

　　　　　　　　　　　６月17日～21日　　2, 583

1918カンサスシティー（ミズーリ州）

　　　　　　　　　　　６月24日～28日　　4,145

1919　じ‾ぶごト　V‾こ（こ=1-jター州）

　　　　　　　　　　　６月16日～20日　　3,038

国　際　大　会

1928ミネアポリス（ミネソタ州）

　　　　　　　　　　　６月18日～22日

1929ダ　　　ラ　　　ス（テキサス州）

　　　　　　　　　　　５月27日～31日

1930シ　　　カ　　　ゴ（イリノイ州）

9,428

9,508

　　　　　　　　　　　６月23日～27日　11,008

1931ウ　ィ　ー　ン（オーストリア）

　　　　　　　　　　　６月22日～26日　　4,296

1932シ　ア　　ト　　ル（ワシントン州）

　　　　　　　　　　　６月20日～24日　　5,182

1933ボ　ス　　ト　　ン（マサチュセッツ州）

　　　　　　　　　　　６月26日～30日　　8,430

1934デ　ト　ロ　イ　ト（ミシガン州）

　　　　　　　　　　　６月25日～29日　　7,377

1935メキシコシティー（メキシコ）

　　　　　　　　　　　６月17日～21日　　5,330

1936 7：トダﾂ胞こ（ニュージャージー州）

　　　　　　　　　　　６月22日～26日　　9,907

1937ニ　　　ー　　ス（フランス）

　　　　　　　　　　　６月６日～11日　　5,790

1938サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　　６月19日～24日　10,432

1939クリーブランド（オハイオ州）

　　　　　　　　　　　６月19日～23日　　9,241

1940ハ　　　バ　　　ナ（キューバ）

　　　　　　　　　　　６月９日～14日　　3,713

1941デ　ン　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　６月15日～20日　　8,9421920でトケティfッこ（ニュージャージー州）

　　　　　　　　　　　６月21日～25日　　7,213　1942ト　ロ　ン　ト

1921ニディンバラ（スコットランド）

　　　　　　　　　　　６月13日～16日　　2,523　1943セントルイス

1922 ”スアンゼルス（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　　　６月５日～9日

1923セントルイス（ミズーリ州）

6,096　1944シ

　　　　　　　　　　　　６月18日～22日　　6,779　　1945シ

1924ト　　ロ　ン　　ト（カナダオンタリオ州）

カ

カ

（カナダオンタリオ州）

６月21日～25日　　6,599

（ミズーリ州）

　５月17日～20日

ゴ（イリノイ州）

　５月18日～22日

ゴ（イリノイ州）

3,851

403

５月31日，６月　　　　141

5日－12日－19日
　　　　　　　　　　　６月16日～20日　　9,173

1925クリーブランド（オハイオ州）

　　　　　　　　　　　６月15日～19日　10,216

1926デ　ン　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　　　６月14日～18日　　8,888

1927オ　ス　テ　ン　ド（ベルギー）

　　　　　　　　　　　６月５日～10日　　6.412

1946でトケツツこ（ニュージャージー州）

　　　　　　　　　　６月2～6日　　　10,958

1947サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　６月８日～12日　　14,678

1948リオデジャネイロ（ブラジル）

　　　　　　　　　　５月16日～20日　　7,511

－57－
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1949 W
W - ューヨーク（ニューヨーク州）

　　　　　　６月12日～16日　15, 961

1950デ　ト　ロ　イ　ト（ミシガン州）

　　　　　　　　　　　６月18日～22日　　6, 949

1951でト緊ツッこ（ニュージャージー州）

1961東 京（日　本）

５月28日～6月１日　23,366

1962ロスアンゼルス（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　６月３日～7日　　22,302

1963セントルイス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　　６月９日～13日　　10, 779

　　　　　　　　　　　　５月27日‾31日　　8’453　　1964ト　ロ　ン　ト

1952メキシコシティー（メキシコ）

　　　　　　　　　　　５月25日～29日　　6,804

1953パ　　　　　　リ（フランス）

　　　　　　　　　　　５月24日～28日　10,107

1954シ　ア　　ト″ル（ワシントン州）

　　　　　　　　　　　６月６日～10日　　8,015

1955シ　　　カ　　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　　５月29日～6月２日　14,312

1956フィラデルフィア（ペンシル八二ア州）

　　　　　　　　　　　６月３日～7日　　10,003

1957ル　サ　ー　ン（スイス）

　　　　　　　　　　　５月19日～23日　　9,702

1958ダ　　　ラ　　　ス（テキサス州）

　　　　　　　　　　　６月１日～5日　　14,035

1959ニューヨーク（ニューヨーク州）

　　　　　　　　　　　６月７日～11日　　15,475

1960てｲｲｱてﾑﾌ（ブフリダ州）

　　　　　　　　　　５月29日～6月２日　11,345

(カナダ)

６月７日～11日　　14,661

1965ごトダツグこ（ニュージャージー州）

　　　　　　　　　５月30日～6月30日　9,368

1966デ　ン　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　　６月12日～16日　12,929

1967ニ　　　ー　　　ス（フランス）

　　　　　　　　　　５月21日～25日　19, 362

1968メキシコシティー（メキシコ）

　　　　　　　　　　　５月12日～16日　11,840

1969ホ　　ノ　　ル　ル（ハワイ州）

５月25日～29日　14,684

1970７　ト　ラ　ン　タ（ジョージア州）

　　　　　　　　　　５月31日～6月４日　10,803

1971シ　ド
W

W 一 心
- (オーストラリ

５月16日～20日開催の予定

1972ヒューストン テキサス州）

６月11日～15日開催の予定

－58－

地　区　の　管　理

(District Administration)

地区編成に関する方針

(Policy Governing Creation of District)

　理事会は管理の効果を一層上げるために加

盟クラブを集めて地区(District)を設ける権

限を有する。地区の編成に関する方針は次の

通りである。

　次に示すことは，国際ロータリー理事会の

判断と決定である;

　1.管理の効果を一層上げるために，加盟

クラブは究極的には全部地区に所属せらるべ

きである。

　2.国際ロータリーの管理は理事会の責任

であり，地区は管理の一部面であるから，地

区編成の発議権は理事会が執るべきである。

　3.地区は，その編成が国際ロータリー及

びその地区内に入るロータリー・クラブの最

大の利益となりうると思われる場合において

のみ，編成せらるべきものとする。

　4.地区の構成は一定数のクラブ又は一定

の広さの地域によるものではないが，新しい

地区は次に示す事情を考慮して，慎重な調査

の上においてのみ創設しなければならない。

　　(ｲ)地域の広さ(平方マイル);

　　(ﾛ)現存クラブ数及びその地域内に将来

　　　出来る可能性あるクラブ数;

　　㈲　その地域内の交通及び通信機関の利

　　　征と施設，旅行の場合その見地から地

　　　域管理の可能性;

　　(ﾆ)地域の住民を特徴づける，人種及び

　　　国家的要素;

　　(浙　地域の政治及び経済的状態;

（へ）住民の言語;

（ﾄ）地域の結集力;

（ﾁﾞ）若しありとすれば一朗連合，県連

　合，又は国際地区編成の機会;

（ﾘ）その地区の分割又はその地区のクラ

　ブ群の再編成による他地区の編入の可

　能性;

（ﾇ）その地域にあるクラブと現存する地

　区のクラブとの関係;

㈲　機能を果しているロータリー管理単

　位としての現存クラブの記録;

（ｦ）財政的考慮。（理27－28; 34－35:

　51－52; 57－58）

地区の編成（Districting）

　理事会は新しく地区を編成し，又現存地区

の境界を変更する権限を有する。（国際ロー

ター細則第13条第１節）但し，地区境界の変

更はそれによって影響を受ける地区の過半数

のクラブの反対を冒して行なわれてはならな

い。

　国際ロータリー細則の規定（第14条第９

節）によると,常任地区編成委員会（Standing

Districting Committee）は細則第13条第１

節に規定する地区の境界とその編成並に発表

について理事会及び会長を助けることになっ

ている。

　地区編成委員会は理事会の採択した地区編

成の方針に従って次の如く行動する。

　1.国際ロータリーの地区編成委員会は，

国際ロータリー会長が必要と認めたならば，

１月に行なわれる理事会の会合に先立ち，成
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るべく10月又は11月中に開催するものとす

る。

　2.地区編成委員会はその会合において，

予測しうる将来に地区編成を要すると思われ

る世界中の地区の事情を検討しなければなら

ない。斯様な検討は，当該地区に関連して確

保した事実の情報の上に行なうものとする。

この検討を基礎として委員会は，特別の研究

を要すると思われる地区を選び，次回の国際

協議会会期中，それらの地区のガバナー・ノ

ミニーに対し地区編成委員会と協議するよう

勧誘しなければならない。斯様なガバナー・

ノミニーには，それぞれの地区内における地

区編成に開する事柄について，予め準備する

よう要請しておくべきである。

　3.地区編成委員会は国際協議会会期中に

会合し，地区ガバナー・ノミニーとそれぞれ

の地区内における地区編成問題に関連して協

議できるようにしておかなければならない。

選ばれた地区のガバナー・ノミ二－との協議

のため特別な準備をなし，出来うれば，その

人達に予めその会合の時と場所を通知するも

のとする。

　4.次期地区ガバナーは，国際協議会から

その地区に帰った時に，地区内クラブの組み

替えに関する計画遂行に関連して，地区内の

クラブ会長その他適当なロータリアンと協議

すべきである。必要と認められた場合には，

彼は地区内に地区編成委員会を設けて，クラ

ブの組み替えに開する明確な計画をたてる責

任を持たせても良い。

　5.地区ガバナーは，クラブ公式訪問の際

とかその地区内のクラブ又はロータリアンと

の接触の際に，簡単に地区編成の問題を話し

合うべきである。地域編成に開する斯様な接

触の目的は，その地区に関係する地区編成問

題について，クラブとかロータリアンに良く

知って貰い，その結果これらクラブで受入れ

ることのできるクラブ組み替えの計画を，国

際ロータリー地区委員会に提出することを容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

易且つ連やかにするためである。

　6.或る範囲のクラプ組み替えが２又はそ

れ以上の地区に影響する場合には，関係地区

ガバナーは会合して，その範囲に入るクラブ

の組み替え計画をたてるため必要ならば，そ

れらの地区からの代表で連合委員会を設置す

べきである。

　7.　地区ガバナーは，現在の地区を運営し

て行く上の諸問題を述べ，次に拳げる諸点を

明確に示して，国際ロータリー地区編成委員

会に，地区としての計画を提出すべきであ

る。

　　（ｲ）関係範囲と提案地区の境界を示す地

　　　図;　　７

　　（ﾛ）現在のクラプ敷,各クラブの会員数，

　　　及び各提案地区における拡大の可能

　　　性;

　　㈲　各提案地区における地区大会開催都

　　　市に関する情報;

　　（==）各提案地区内の交通機関;

　　團　政治及び経済事情;

　8.国際ロータリー地区編成委員会は，地

区ガバナーよりの提出計画を成るべく10月又

は11月開催の委員会において，或は通信によ

って研究し，審議してもらうためその勧告案

を理事会に報告しなければならない。

　9.若し国際ロータリー理事会が，審議中

の一地区又は敷地区内のクラブの組み替えを

決定したならば，国際ロータリー細則第13条

第１節の規定により,国際ロータリー会長は，

その関係地区のクラブにその決定された事柄

について通知するものとする。

　10.影響を受ける当該地区内クラブの過半

数が，国際ロータリー理事会の示す期間内に

異議を申立てない場合には，国際ロータリー

事務総長は，その端区ガバナー及びクラブ

に，理事会の決定は確定したことを通知する

ものとする。（理54－55）

　理事会は，ロータリー・クラブの運営能率

を一層向上させる目的を以て，地区編成委員

60－

会が理事会に与えた勧告を基にして，理事会

が唱導した処の地区編成に関する一般原則

を，国際ロータリーの全役員及び地区大会に

おける国際ロータリー会長の全代理が，支持

することを期待している。（理48－49）

　地区編成に関して統一ある実施方法を確立

するため，地区間の境界の修正が効力を発生

する日は，１月１日及び７月１日の内,臨機都

合の良い方を選ぶものとする。（理42－43，

62－63）

　理事会は新たに編成された地区の境界が決

定発表されてから１ヵ年間は，同地区の境界

の修正を考慮しないものとする。（理48－49）

　或る新しいクラブが，現存の地区外の土地

で，国際ロータリーヘの加盟を許されたとき

は，それを地区に編入すべきか，それとも，

地区無所属クラブ群の中に入れるべきかにつ

いて，決定が行なわれるものとする。効果的

な運営を行なうために，全ロータリー・クラ

ブは，究極において，地区に所属せらるべき

ものとするという既定方針に従って，地区無

所属クラブ群は，できる限りすみやかに，地

区に編入さるべきものとする。（理67－68）

地区内のクラブ数

　(Number of Clubs in a District)

　地区を構成するクラブ数の最大限及び地区

の地理的な面積に関しては厳格な規定はあり

得ない。地区は国際ロータリーに対して財政

的に不当な負担をかけるような大きさであっ

てはならないし，又，地区が大きすぎてガバ

ナーがその任務を正しく遂行するのに過労と

なってもいけないというのが原則である。と

れらの両極端の中間に於て，地方地方の事情

がそれぞれ決定要素となるであろう。（理31

－32）

国家間【こ跨る地区

地　区　管　理

(lnternationa1 Districts)

　言語，風習及び距離が許す場合に，国家間

に跨る地区を新たに編成することは原則とし

て望ましいことである。しかし現存の地区の

境界を改編して２以上の地区或は地区の一部

を結合し国際的な地区を編成することは，関

係クラブにとっても，又，国際ロータリーの

全般的運営にとっても望ましいことではな

い。かくの如き国家間に跨る地区の編成は慎

重な考慮を以て行なわれねばならない。（理

4←47）

地区ガバナー（District Governor）

　編成された地区における地区ガバナーの直

接監督下でのクラブの管理は，健全な手続で

あり且つ継続さるべきものである。地区ガバ

ナーの職務の管理に関する国際ロータリーの

現在の方針及び手続は満足すべきものであ

る。

　その地区における国際ロータリーの役員と

して地区ガバナーの職に選ばれたロータリア

ンは，その任務及び責任について精通してお

り，注意深く選ばれ，健康上その轜でその任

務及び責任を喜んで果しうるということが，

地区ガバナー制度の効果的運営に必須であ

る。地区ガバナー・ノミニーの選択に当って

は，地区ガバナー職の資格及び必要条件が明

らかに理解さ九且つ十分に考慮されることが

必要である。（理61－62）

　地区は，地区ガバナー・ノミニーの選出

を，就任する前々年中に行なうよう奨励され

ている。（理66－67）

　理事会は次のことを勧告する。

　地区ガバナー・ノミニーが，その就任２年

－61－



前に選出された地区においては，彼はその就

任の前年中に，

　1.地区ガバナーから，その地区の各種委

員会又は地区組織に関し，特別の責任を与え

られること，

　2.参加者として別に指示されていないす

べての地区集会に，オブザーバーとして出席

するよう,地区ガバナーから招待されること。

　3.地区大会のプログラムに参加すべき責

務を地区ガバナーによって考慮されること。

(理66－67)

　理事会は地区ガバナーに対し，次期地区が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
バナーの適応

意欲を

教育，及び職務に対する

することに，より多くの時 をあ

てるよう，そしてそのために元地区ガバナー

及び地域的ロータリーj

するよう奨励している。

究会 の集会を利

理69－70）

　理事会は，国際ロータリー定款の職業分類

及び会員資格の規定に従って，彼を会員に選

挙したそのロータリー・クラブでの会員資格

に，完全に該当しない人を，地区が，地区ガ

バナー・ノミニーとして選ぶ行為に，重大な

関心を持っている。（理61－62）

　地区内め全クラブが行なう地区ガバナー・

ノミニーの選択は，ロータリーの原則に調和

した厳粛な，信頼のできる方法で実施さるべ

きものである。地区ガバナー候補者の支援活

動は，地区ガバナーの重要さ及びその重大な

任務内容と一致すべきものである。地区ガバ

ナー候補者支持の文書の内容は，写真及び彼

のロータリー活動，市民としての，そして実

業又は専門職業活動の説明に限定さるべきで

ある。そして彼の立候補を助成推進する如何

なる処置も講ぜらるべきではない。（理64－

65）

理 は地区に対し，

地理的地域の間で

幾多のクラブ群乃至

に行なわれている

区ガバナーの輪番指名制度の影響を受けない

手続によって，地区ガバ

を探し出し

“として の

指名するよう勧奨する。

(理69－70)

　地区ガバナーは指名を受ける時点において

一つ又は幾つかのロータリー・クラブで通算

５年以上会 であった でな1

という

ればならない

際ロータリー細則第13条第５節(ﾛ)

項にある資格条件に関して，理事会は，「指

名を受ける時点において」という語句は当該

ロータリ ンが所 区より地区ガバナー・

ノミニーとして選出された或は公表された

を すものであることに同意する。（理69－

70）
-
　理事会は次の事項に同意した。

　（ｲ）地区ガバナーの制度は望ましく又実際

的であることが経験によって証明されてい

る。何か改良することが必要であるならば，

この制度の運用方法の範囲内に於て改善を行

なうべきである。

　（ﾛ）地区ガバナーの職につくべき最良の候

補者を確保するため，地区ガバナーは毎年，

所管地区内のクラブに対し入手できる資料の

調査を要請し，且つ適当なガバナー候補者を

推薦せしめるよう，勧告されている。

　㈲　地区ガバナーは，地区大会（District

Conference）に先だって所管地区内の各クラ

ブに対し，ガバナー候補者としての被推薦者

の履歴及び資格について伝達しなければなら

ない。

　（==）毎年，地区ガバナーの身分，資格及び

任務についての説明書を用意し，これを各ク

ラブに配布して，地区ガバナー被指名者とし

て推薦された者或は推薦しようとするものが

ガバナーの任務について知ることができるよ

うにすべきである。（理29－30，39－40）

　上述のことに関し次の如き説明書が準備さ

れている。

身分（Status）

地区ガバナーは　　　　　レ　ャ

国際ロータリーの役員である;

地区内のクラブによって指名され，国際ロー

タリー大会によって選挙される。
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７月１日に就任し，１ヵ年間或は後任者が選

挙せられ，資格が確定するまでその任にある

ものとする。

資　格（Q聊,lifications）

地区ガバナーは

指名を受ける地区内のクラブの瑕疵なき正会

員，シニア・アクチプ会員又はバスト・サー

ビス会員であることを要する;

会員規定の厳格な適用に照して，完全に会員

資格を有するものでなければならない。そし

て彼の職業分類の正当性は疑問の余地のない

ものでなければならない;

彼が地区ガバナー・ノミニーの候補者として

推薦される年の前の会計年度の最終日におい

て，国際ロータリーに対して負債残高を持た

ない，瑕疵なき，義務機能を果しているロー

タリー・クラブの有資格会員でなければなら

ない;　　ぃ

指名を受ける時点において１又はそれ以上の

ロータリー・クラブで通算５年以上会員であ

った者でなければならない;

クラブの会長又は幹事を務めたことのある者

でなければならない;

ここに規定する地区ガバナーの任務と責任を

果す意思があり，身体的にもその他の意味に

おいてもこれを果すことができる者でなけれ

ばならない;

ガバナーに選挙される直前の国際協議会に全

期間を通し出席し，国際協議会直後の７月１

日までに自分の地区に戻らなければならな

1八。　　　　ダゾ　　　　　　　　　･’

国際大会への出席は大いに望ましい;

所属クラブの尊敬と信頼を得ていなければな

らない;

その人自身の実業又は職業の経営において発

揮した実行力を持づ職業上令名ある男子でな

ければならない;

ロータリーの仕事を遂行するのに必要な時間

が得られるように自己の実業又は職業の業務

をうまく＼編成しなけれぱな･らない;
　｡-　　　㎜　。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

地　区　管　理

本人並にその近親者の品行が申し分のないも

のでなければならない;

ロータリーとその目的，綱領及び規則をよく

心得ており，国際ロータリーに対して忠実で

あることを認められたロータリー会員でなけ

ればならない;

信服させ得る方法で，ロータリーの如何なる

面についても論ずることが出来，自己の所信

を私的にも，公的にも簡単，直截，且つ真剣

な言葉で表現出来なければならない。必ずし

も雄弁家である必要はない。

任　務（Duties）

地区ガバナーは

理事会の全般的統御と監督の下に機能を行な

う，その地区における国際ロータリーの役員

である。担当地区のクラブに対する直接監督

の責任を果すについて地区ガバナーは国際ロ

ータリーの綱領を推進する特別の任務を課せ

られており，身を以て次の諸項を行なわなけ

ればならない：

担当地区内の新クラブ結成を指導監督するこ

と;

担当地区内既存のクラブの強化助成;

担当地区内クラブ相互間の友好関係及びクラ

ブと国際ロータリー間の友好関係の増進;

担当地区の地区大会と地区協議会を計画し，

軌道に乗せ，これらの会合を主宰すること;

できるだけ年度の始めに担当地区内金クラス

を公式訪問すること;（この訪問は急いでは

ならない。ガバナーが有意義な協議会を間い

て協議し又ロータリーに関する包括的な講演

が行なえるよう十分な時間をかけるべきであ

る）;

担当地区内各クラブの会長及び幹事に対して

マンスリー・レターを発行すること;

会長又は理事会の要請があれば遅滞なく国際

ロータリーに報告を提出すること;

後任ガバナーに対して，地区内クラブの状況

について詳細な情報を提供し，併せてクラブ

強化策の勧告案を提供すること;
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代々相伝の地区記録を後継者に引継ぐこと;

地区における国際ロータリー役員として，当

然彼の責任に帰属する他の任務を遂行するこ

と。

　しかしながら，グレート・ブリテン及びア

イルランドにおいては，地区ガバナーの任務

は最高審議会の指図の下に,そしてグレート・

ブリテン及びアイルランド内・国際ロータ

リーの定款及び細則と一致する，この地域の

伝統的慣行に従って執行さるべきものとす

る。彼もまた会長又は理事会の要請があれば

遅滞なく国際ロータリーに報告を提出しなけ

ればならない。そして地区における国際ロー

タリー役員として，当然彼の責任に帰属する

他の任務を遂行しなければならない。

　ガバナーの実行が期待されているその他の

事項には以下の如きものがある;

　常にクラブ間相互の健全な状態を推進する

ことに努力しながらクラブの問題については

これを援助する;

ロータリアン誌(或はレビスタ・ｂ－タリ

ア),国際ロータリー･ニュース(R.I. News)，

事務総長書翰，その他国際ロータリー中央事

務局からのすべての公報，文献類，及び地区

内クラブの出版物等に目を通す;

各クラブに対し，少くとも毎年一回は都市連

合会(lnter-city meeting)に参加するよう

奨励する;

地区内に更にロータリー・クラブを結成する

よう斡旋し且つこれを監督する;

地区内のロータリー会員の大会開催の準備を

する;

国際ロータリー大会への出席を勧奨する;

必要があればクラブ会長及び(又は)幹事の特

別会合を開催する;

毎月地区内のクラブの出席報告の摘要を作成

し，この地区報告を国際ロータリー事務総長

に送付する。

理事会は，国際ロー-タリーの細則に定めら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

れている地区ガバナーの任務中，特に，地区

における国際ロータリーの役員としての責任

上生ずべき義務は自ら遂行するものとすると

の規定は，会長や理事会によって定められて

いるプログラムや活動を実行する責任をも含

むことに同意した。（理67－68）

指名に必要な資格の取得（Qualifying for

　Nomination）

　地区ガバナーのノミ二－として資格条件を

認められるためには，その職に指名された候

補者は，細則に定められている地区ガバナー

の資格条件，任務及び責任を詳らかにした上

で，事務総長の手を通して国際ロータリーに

対して，細則に列記された地区ガバナーの資

格条件，任務及び責任を明確に理解している，

こと及び彼が地区ガバナーとして資格条件を

備えており，ガバナーの任務と責任を引受

け，これを忠実に果す意思があり，それがで

きる状態にある旨の声明書を，署名して提出

しなければならない。

　国際ロータリー細則は，同細則に規定され

た資格並に必要条件に欠ける地区ガバナー｡･

ノミ二－の指名は拒否さるべきものとし，事

務総長はこれを選挙のため国際大会に提出し

ないものとすると規定している。

もしも， の規定の通り地区ガバナー・
ノミニーから署名ある声明書を

ー一一
理したに

らず，そのノミニーが細則に定める任務と

任を十分に果すことができないであろうと，

理事会が信ずる理由があれば，理事会はその

指名を一時停止することができる。このよう

な一時停止が行なわれたならば，地区ガバナ

－とそめノミニーとはその旨通知されるもの
一 　 　 　 － 　 　 　 　 　 －

一

とする．そしてそのノミニーは，地区ガバ･

　　　　　　㎜㎜㎜㎜■㎜■㎜　㎜　■

一及び事務総長を経由して，地区ガバナーと

ｰ　　　　㎜■■㎜㎜■■■㎜

しての任務と責任を取り，忠実にこれを遂行

-－

することができることについて･の再度の中立
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てを理
会に提出する機会を与えられるもの

　　　　　　　　　　　　　　　一

とする。かかる申立てを含め，すべての関連

　　　　　　　　　　　　　　　-一一

事情を審議した上で，理事会は３分の２の投

票を以て
ｰ
或は＝時

そのノミニーの指名を拒丿

止を撤回するものとする。

するか

もし上述の規定のいずれかに基いて地区が

バナー・ノミニーの 名が拒否された場

は，事務総長は関係地区の地区ガバナーにそ

地区管理

候補者全部及び地区内の全クラブに対し，ガ

バナー・ノミニーが地区ガバナーとしての必

要な用意をなすため国際協議会に出席するこ

との必要性と，候補者が国際協議会にその全

期間出席でき且つ実際出席するのでなければ

指名が受諾されないということを強調するよ

う要請している。

　如何なる理由の下においても，地区ガバナ

ー・ノミニーが国際協議会に出席することが

出来ないとすれば，その人自身及びその地区

のクラブに対し公平に考えて，且つ世界を通

じての国際ロータリーの最善の利益のため

に，その人は他に，国際協議会に全期間出席

出来且つ事実出席する被指名者の選択が出来

るように，直ちにその指名を辞退することが

期待されている。

経　費

　　(Expenses of District Goverμo､r)

　国際ロータリーは各ガバナー・ノミ早－に

対し国際協議会に出席するための必要且つ適

正な費用を弁償することになっている。地区

ガバナーで再び指名された場合には２回目の

国際協議会に出席することができるが，その

人の２回以上の出席に対する費用は国際口，

タリーにおいて弁済しない。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける19名の地区ガバナーを除き，国際ロータ

リーは，又，各ガバナーに対し地区内の各ク

ラブに対し１回ずつ公式訪問を行なうに要す

る旅費，通信費，各クラブ役員へ送付するマ

ンスリー・レターの発行費，地区大会及び地

区協議会への旅費等の費用を一括計上した金

額を割当てている。国際ロータリーはこのよ

うな出費に対し，単にこの割当の範囲内で各

ガバナーに弁済する。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

いては，地区ガバナーがその任務遂行上生じ
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の拒否とその理由を通告しなければならな

い。そして地区ガバナーはこれを当該ノミニ

ーに通告しなければならない。そこで，時間

が許すならば，その地区は細則の規定に従っ

て，地区ガバナー指導のもとに地区大会或は

郵便投票の何れかにより，地区ガバナーのノ

ミニーをもう１名選ぱなければならない。地

区が，受け容れ得る，資格条件の備わった地

区ガバナー・ノミニーを選出することができ

なかった場合は，ノミニーは国際ロータリー

細則第13条第５節(ﾁ)項の規定に従って選出

さるべきものとする。

国際協議会へ地区ガバナー・ノミニー

の出席(Attendance of DistrictGovernor

Nominee at lnternational Assembly)

　長い経験に基づき，且つ既定の方針と手続

とに基調して，理事会は，地区ガバナー・ノ

ミ二－が国際協議会に出席することは，地区

水準における国際ロータリーの効果的管理上

最も重要であると考えている。

　更に，理事会は，各地区ガバナーが，その

地区における国際ロータリーの代表者として

効果的に行動し，且つ国際ロータリーの役員

としての地区ガバナーに期待されている所管

地区内クラブの指導，指揮及び助言をなさん

とするには，国際協議会に参加することから

得られる基本的経験と訓練を受けなけれぱな

らないものであることを不動の信念として堅

持している0　　　　.　　　d　●　JI　｡　・　　　　■

　理事会は，各地区ガバナーが地区ガバナー



た費用は，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内・国際ロータリー加盟クラブが国際ロ

ータリーに納入した人頭分担金からR.I.B.I.

に割当てられ且つ:R.I.B.I.が保有する資金に

よごり地域単位R.I.B.･I.によって，支払われ

る。■　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜■

地区ガバナーの職務管理に関する方針

　'(Pt)licyon Administration of omce

　　　　of Governor)

　理事会は，地区ガバナーの職務管理につい

ての次の方針を採択している。

　理事会は，地区ガバ,ナーの職務管理に関す

るこの方針の一部として，国際ロータリーの

定款並に細則が次の通り規定することを承認

する：

　イ）理事会は，管理を一層効果的にする目

的のために，クラブが所在する地域を地区に

分割する権限を持っている。

　ロ）クラブの管理は，理事会の総括的管理

の下に，所定地区においては地区ガバナーの

直接管理の下に行なわれるo’

　ハ）地区ガバナーは，理事会の全般的統御

と監督の下に機能を行なう，その地区におけ

る国際ロータリー役員である。地区内のクラ

ブを直接監督する責任を遂行するに当り，地

区ガバナーは，国際ロータリーの綱領を推進

する特別任務を負わされており，身を以て次

の諸項を行なわなければならない:・

　　1）地区内の新クラプ結成を監督する;

　　2）地区内の既存クラブの強化を援助す

　　　る;

　　3）地区内のクラプ相互間並にそれらク

　　　ラプと国際ロータリー間に友好的な関

　　　係を増進する;

　4）担当地区の地区大会並に地区協議会

　　　を立案，実施，かつ主宰する;

　5）出来るだけ年度の始めに地区内全ク

　　　ラプを公式訪問する;

6）地区内の各クラブ会長並に幹事にマ

　ンスリー・レターを発送する;
ｊ７

　会長または理事会の要求事項は速や

かに国際ロータリーに報告する;

　8）後任ガバナーに地区内のクラブの状

　　況に関する完全なる情報と一緒に，ク

　　ラブ強化のための勧告案を提供する;

　9）後任のガバナーに代々相伝の地区記

　　録を引き継ぐ;

10）地区に於ける国際ロータリーの役員

　　としての責任に伴っている他の任務を

　　遂行する。

しかしながら，グレート・ブリテン及びア

イルランドにおいては，地区ガバナーの任務

は，理事会の の下に，そしてグレート・

ブリテン及びアイルランド内国

の足款及
-
的慣行に

ロータリー

び細則と一致する，この地域の伝統

って執行さるべきものとする。

も又，会長又は理事会の要請があれば遅
く

際ロータリーに報告を提出しなければな

らない。そして地区における

役員として，当 の責任に帰

務を遂行しなければならない。

ロータワー
-
する他の任

　理事会は，地区制管理方式が満足すべきも

ので，かつ効果的なものであることが証明さ

れたこと，従って存続さるべきものであるこ

とを再確認する。

　地区ガバナーの職務管理関係者に対する情

報と指針として，理事会は，この方針の一部

として次の声明を記録に留める。

　（ｲ）地区ガバナーは，地区内の各クラブの

会長並に幹事に，小型印刷または謄写印刷回

覧用マンスリー・レターを毎月15日又はその

前後に発送するよう期待されている。このマ

ンスリー・レターの内容は，地区内クラブが

特に関心をもつ記事，例えば，新クラブの結

成，地区協議会，地区大会，国際大会，地区

内クラブの異例の成果について，及び多くの

クラブの注意を喚起するような諸問題を載せ

るぺきである。
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　（ﾛ）地区ガバナーは，地区内に於て認めら

れている国際ロータリーの唯一の管理役員で

はあるが，地区内のクラブ数及び，地区の地

理的範囲に応じて地区内の隣接している数ク

ラブずつを２乃至それ以上の地域に区分し

て，各地域にガバナー代理として適格なロー

タリアン（直前クラブ会長を優先的に）を任

命すべきである。斯様な代理は，日常の管理

事務についてガバナーを補佐し，その地区内

のクラブ及び地区ガバナーに対し非公式の助

言者として行動するものである。地区ガバナ

ーは，又レその監督の下に，地区内のロータ

リー計画を推進する地区諮問委員を１名乃至

数名任命することが出来る。

　㈲　次に示す解説は，分区代理又は地区諮

問委員会を設けんとするガバナーの参考に供

するものである:

　1）ガバナーの分区代理：

　何か：地区内に於て予め決定した分区にあ

　るクラブの運営を援助するための非公式な

　ガバナー代理。

　これらの代理は，その分区内のクラブ会長

　とガバナー間の連絡員で，何等の権限も有

　しない。

　ガバナーは，これらの分区代理に彼の職務

　の何ものも委任しない。

　誰か：元会長;所属クラブに於て，その管

　理者として，特に成功した人々。

　何時：大抵のガバナーは，公式訪問を終っ

　て地区内の諸問題に精通するまで待機する

　が，あるガバナーは就任早列こ任命するも

　のもある。

　如何に：地区は，その地理的状態及びその

　広さにより，最少３クラブ，最高７クラブ

　の基準で区分される。

　代理の一般的任務：分区内のクラブに，年

　２同か３同位非公式の訪問をする。これら

　のクラブ内の進展状況をガバナーに知らせ

　る。分区内の都市連合会を計画準備する。

　分区内又は他の分区との出席競争を準備す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

地　区　管　理

る。非常事態の発生した場合は，特別訪問

を行なう。講演者の斡旋その他有用な援助

をクラブ役員に与える。地区ガバナーの要

請事項や勧告事項の実行を推進するようク

ラブを督励する。クラブの充填未充填職業

分類表作成に助力する。クラブが会員数を

徐々に確実に増加するためには上手に立案

されたプログラムを作成することがグラブ

にとって大切なことを役員並に，必要ある

場合は，会員にも理解させるのに協力す

る。地区大会のプログラム委員会の一員と

して活躍する。

経費：クラブ間の距離が接近しているた

め，経費は普通あまりかからないので，通

常各代理は自己負担とする。

長所：未来のガバナーを養成できる。ガバ

ナーの資格で出席することが好ましくない

ような場合に，非公式に援助できる。分区

代理のいない場合よりも多く都市連合会を

開催できる。出席率を高めるご分区内のク

ラブの一般的管理が改善される。地域社会

に於ける有益な一般に認められた実業並に

専門職業活動の真の横断面をクラブ内に実

現するために上手に立案され，かつ管理さ

れる計画の利点を分析検討するようクラブ

を督励できる。ガバナーに援助と，同情

と，感激を与え，かつ地区内に健全な道徳

を樹立するのを助ける。

2）地区諮問委員会：

此の委員会は，ガバナーの直接監督と指導

の下に行動し，委員のうち，１名は地区に

於けるクラブ奉仕，１名は職業奉仕，１名

は社会奉仕，そして１名は国際奉仕とそれ

ぞれ奉仕促進の任務に当る。可能な場合に

は，青少年奉仕促進の任に当る委員を１名

追加する。　もし希望があれば，クラブ奉

仕，職業奉仕，社会奉仕，国際奉仕，青少

年への奉仕に開する諮問委員会またはその

他の諮問委員会が同一の目的のために任命

されても差支えない。
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　3）一　般

　ガバナーは，単に１ヵ年間だけ地区を管理

　する役員であるから，こうして任命された

　分区代理または地区諮問委員も，その人達

　を任命するガバナーの任期中のみその任務

　につくものとする。ガバナーは，その地区

　内クラブに間する何等の権限及び責任をも

　軽減されることはない。彼は，分区代理ま

　たは地区諮問委員会が存在しない場合の如

　く，各クラブを訪問し，クラブの報告を受

　ける等々のことをしなければならない。国

　際ロータリーは，分区代理または地区諮問

委員会の仕事に付随する経費の請求には応

　じない。理事会は，地区ガバナー自身によ

　るクラブの直接監督と言う一般に認められ

　た方針を乱すような副ガバナー，代理ガバ

　ナー，地区幹事，或は他の如何なる組織の

　設定をも承認しない。

　事情が許せば，ガバナーは，地区内の弱体

　クラブを強化するため慎重に選考された補

　佐（元国際ロータリー役員その他）の奉仕を

　話用すべきである。分区代理または地区諮

　問委員会が既に任命されている場合は，弱

　体クラブの強化に当ってガバナーを援助す

　る補佐を上記の分区代理または地区諮問委

　員会委員中より任命されても差支えない。

　国際ロータリー理事会により随時特に勧告

　され，そしてその示された方法により構成

　された委員会を除き，次期ガバナーの権限

　または責任を如何なる方法でも弱める結果

　となるような，継続的役員，組織，または

　委員会の如きものを地区内に作ってはなら

　ない。

　（=こ）国際ロータリーの年間予算には地区ガ

バナーが，地区内に於てその責任と任務を遂

行する際負担する妥当かつ必要経費を報償す

るための支出金が計上されている。その支出

金の総額は，次の経費承認諸項目を賄う割当

相当額とする。

　　1）必要な場合の事務並に速記のパー

　　　ト・タイマー;

　　2）小型印刷または謄写印刷したマンス

　　　リー・レターの発行および地区内各ク

　　　ラブ会長並に幹事宛郵送費;

　　3）必要な一般通信費;

　　4）ガバナーに，国際ロータリーよりの

　　　支給品以外の文具や事務用必要品;

　　5）必要な場合の電話並に電報料;

　　6）地区内の各クラブヘの公式訪問一

　　　回，地区大会の準備と，それの指導，

　　　次期地区ガバナーとして並に地区ガバ

　　　ナーとして地区協議会への出席準備

　　　と，開催準備のための旅行についての

　　　既定方針に基づく旅費及び日当。

　地区ガバナーは，その地区内の弱体クラブ

を２回以上訪問するよう勧奨されている。も

しかかる追加訪問が必要でしかも地区ガバナ

ーの予算内で実施できない場合，又は，最初

の予算に計上されていないインターアクトや

その他のロータリーのプログラムのため，追

加予算が必要な場合には，かかる追加経費は

支弁されるものとする。但し，かかる追加予

算の請求は，地区ガバナーによって，事務総

長を経て理事会へ提出され，且つ，かかる経

費の支出以前に，承認された場合に限るもの

とする。

　新クラブ結成と認証状伝達に関連して，ガ

バナーが必要とする旅費の報償は，ガバナー

予算の前期割当額には含まれていないので別

に，国際ロータリーより支給される。新クラ

ブ結成並に認証状伝達に関連して，加盟金の

半額を越える経費を必要とする場合，ガバナ

ーは，その経費が得られるか否かを確めるた

めに，事務総長と協議すべきである。（理65

－66）

　国際ロータリーの資金は，地区委員会に関

係する如何なる経費にも使用してはならな

い。（理46－47）
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地区組織（District organization）

　如何なる地区においても，恒久的地区組織

を設け恒久的地区幹事をおくことは賢明なこ

とではない。適切な広さの地区は，１人のガ

バナーにて管理できるものである。援助を要

するときには，ガバナーは何時たりとも，非

公式に元ガバナーや他のロータリアンの助力

を乞う特典を持っている。（理25－26; 37－

38）

　地区内において運営される公式の地区機関

とか組織は，口－タリー世界を通じて何処で

も推奨すべきものでなく又効果的なものでも

ない。（理57－58）

　理事会は，種々の地区委員会の委員長の人

選に際し地区ガバナーは，経験豊かなロータ

リアンを任命すべきこと，又地区委員会組織

は，地区ガバナーが地区におけるロータリー

・プログラムの効果的推進に必要と考える場

合にのみ拡大さるべきであるということを決

定した。（理66－67）

地区ガバ －は次の
うべきである：

　　　　一

について直接責fEf

D二即刻彩絵丘岫回kび指導し
2）クラブ亘次式詰

・
号
／

マンスリー・レター発行;
一一

地区大会の立案菰話指息

際ロータリー会長，国際ロータリー

理事会及び座右 務局との関

ロータリー・クラブの結

の承認。

〃

以上６

地の調査

を除く職務については，地区組織

を通じて委任することが認められ且つ

れている。 理69－70

理事会は次の各煩型尨にﾕよ上

イ）地区ガバナーは地区組織に

励さ

性の規

定を設けるよう勧奨されるべきこと

ロ）地区ガバ -は， 区 理の 並に

-

その 用を絶えず

パ）地区ガバ

は地区の必

地　区　管　理

励されるべきこと;

一に対し，地区 図試案

項，プログラム及び地

　　　　　　　　　一一一一

に応じて修正しうるように立

る，弾 的プランである

　１;
　一
二）地区ガバ

委員会との連

－を 脅し

を強

されてい
〃
調するこ

－に対し， と諸種の地区

絡係として次期地区ガバで

用するよう示唆すること;

地区ガバナーに対し，その就任前に，

ロータリーに通暁し且つ地区集

も豊富なロータリ乙ど包』ぽ

会の経験

会の準

備，適切な書簡処理，諸種の記録保存等

の日常の管理事務の面でガバナーを助け

てガバナーをそのような仕事から解放で

　‥きる者を地区幹事に任命或は再任による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･----/●jFS　　大八ゝ

ﾄﾞ･　　ｊ

勾’をyひ邁･目陵正

嘴

元ガバナーの利用

　(UtilizingServices of Past Governors)

　元ガバナーの奉仕は可能なときには如何な

る場合でも利用すべきである。例えば，地区

協議会，地区大会及び拡大の仕事において元

ガバナーを利用すべきである。（理26－27）

　ガバナーはその地区に於ける国際ロータリ

ーの公式の代表である。ガバナーの任務或は

管理上の権限を幾分なりとも元ガバナー又は

その他に譲ることは賢明でない｡（理39－40）

　クラブに元ガバナー或は他の国際ロータリ
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　　一元役員が居るような時には，彼等のロータ

　　リーの仕事に対する経験と能力との故に，ク

　　ラブの難問題，或はクラブ会長がクラブの機

　　能発揮に困難を生じたような場合には，彼等

　　を利用する可能性のあることについて各クラ

　　ブ会長の注意が喚起されている。（理41－42）

　　地区の元ガバナーは，利用できる才能と経

　験の一大貯蔵所であるという事実に，ガバナ

　ーの注意が喚起されている。ガバナーは，成

　しとげにくい仕事に遭遇した場合，これらの

　元ガバナーを利用して自己の努力を補うのが

　よい。地区ガバナーは，弱体クラブの強化を

　計る際に，補佐（元国際ロータリー役員及び

　その他）の任務を注意深く選定し，かつ賢明

　に活用するよう奨められている。その補佐に

　は，地区内の弱体クラブを訪問して，プログ

に　スムや材料を提供したり，財政について彼等

（51こ助言を与えたり，委員会の設置及びクラブ

　の正規の機能を果す上に，援助して責ったり

　することを依頼してもよいい又,ガバナーは，

　クラブに対して元ガバナーに訪問して貰うこ

　とを要請するよう示唆してもよく，或は，ク

　ラブに対し，元ガバナーの訪問を歓迎するか

　どうかを問い合せてもよい。（理41－42; 62

　－63）

　　理事会は，地区ガバナーが，地区の元国際

　ロータリー役員を，諮問委員会やロータリー

　の特殊部面関係のその他の委員会に関連し

　て，大いに利用することに賛意を表し,且つ，

　「ガバナー諮問機関」「ガバナー諮問委員会」

　「顧問審議会」其他類似の元地区ガバナー遠の

　グループが，ロータリー・プログラム及び地

　区ガバナーの援助に大きな貢献をなしうるこ

　とを認めている。但し，かかる元国際ロータ

　リー役員の公的な祖織は，地区ガバナーの指

　揮監督の下にあるべく，且つ，如何なる面に

　おいても，地区ガバナーの権限又は責任を軽

　派しないものとする。（理67－68）

ガバナーの記録及び書類

　(Records and Files of Governor)

　退任するガバナーはその後任者に対し，そ

の地区に於て最もロータリーの為になるよう

に，その任務を遂行するのに参考になると思

われる情報は，すべてこれを引継ぐよう要請

されている。

　ガバナーは，地区内の各クラブに関する洋

紬な情報，及び資料を記した記録を保持する

義務はないが，地区内におけるクラブの状況

に関し，成るべく完全な情報を，最も便宜な

形式で編集して持っていなければならない。

（理46－47）

　地区ガバナーは代々相伝の地区記録を金鼓

後継者に引継ぐべきものとする。（国際ロー

タリー細則）

理事会は地区ガバ

乃至要覧の

一に対し，地区の

成に当っては，ガバナーが就任

のための準備と，地区の問題の処理やその他

ｔ

バナーの綴込みに入れるものである。

　第２回，即ち６月１日付の最後の報告は，

国際ロータリーに提出されるもので，地区の

一般状況，及び地区内の特殊な活動及び事態

について記載し，且つ一般的な批判，観察及

び示唆を提供する。此の報告の１通は国際台

－タリー事務総長に送り，１通は次期ガバナ

ーに送り，１通は地区ガバナーの綴込みに入

れて保管するのである。

ガバナーのマンスリー・レター

　　　(Governor's Monthly Letter)

　ガバナーのマンスリー・レターを個々の口

一タリー会員に送るためには国際ロータリー

の資金は十分でない。地区の費用でガバナー

のマンスリー・レターを個々のロータリー会

員に送ることにするかどうかは，各地区に於

て決定すべきことである。（理33－34）

　ガバナーのマンスリー・レターは，各クラ

ブの会長，幹事だけでなぐ金会員がこの書翰

に書かれている地区の活動とその他の重要な

情報を得られるよう，毎月クラブ理事会でこ

れを読むこと又，或る部分をクラブ例会でも

読むようにすることを金クラブに対し提案す

る。（理34－35）

　理事会は，地区ガバナーがそのマンスリー

・レターで，クラブ会員数の増減を報告する

ときは，前月の報告との比較増減の代りに√

或はそれに加えて，当該ロータリー年度７月

１日以降の会員の増減を示す数字を入れるよ

う勧奨する。（理67－68）

　理事会は地区ガバナーに対し，それが適切

と思われるならば，彼のマンスリー・レター

第１号に所管地区のロータリアンが一般に使

うている言語版で入手可能なロータリー文献

に関する記1

(理68－69)

を せるよう要請している。

一

地　区　管　理

ガバナーのクラブ訪問

　　　　(Governor's visit to Club)

　ガバナーは自己の地区内金クラブを公式訪

問するよう期待されている。この訪問は急い

で行なうべきではない。効果的なクラブ協議

会を催し，そしてクラブに対し広範囲にわた

る，ロータリーに関しての講演を行なった

り，或は又，クラブ内にロータリーに関する

知識を普及強化する目的でクラブ・フォーラ

ムを問くことによって，クラブと協議する機

会が持てるように，十分な時間をかけるべき

である。（理46－47，49－50）

　直前ガバナーが，その任期の最後の３ヵ月

に加盟した新クラブを訪問することには異議

はない。但し，之れは先ず以てガバナーの承

認を受けた場合のことである。（理44－45）

　ガバナーが所管地区内の外国に法律上入国

できない地区に於ては，国際ロータリー会長

は，ガバナーと相談の上，理事或は他の適当

なロータリー会員をしてガバナーに代ってこ

れらの国のクラブを訪問させる権限を待って

いる。（理49－50）

地区出席競争

　　(District Attendance Contests)

　理事会は，各地区ガバナーがその地区内の

クラブ間に出席競争を行なわしめること，及

び，クラブよりガバナーに提出される月例の

出席報告に基づき，そのマンスリー・レター

において，かかる競争の結果を発表すること

を要求する。（理67－68）
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の責務の遂行に際し役立つ情報を

することを 励している。 かかる書

に付記

はが
バナーが常に最新の状態に整備し，後任地区

　　　　　　　　　　　　一

ガバナーに引継ぐべきものである。（理68－

69）

一

地区ガバナーの半期報告（Semiannual

　　Reports of DistrictGovernor）

　地区ガバナーは年２回報告書を提出する。

第１回報告は，7月１目より12月31目の期暦

にわたるもので，ガバナーはその中で，地区

内のロータリー管理に関しての批判，観察及

び示唆を提示して，国際ロータリー会長に提

出する。此の報告は３通作成し，１通は国原

ロータリー会長事務所に，１通はガバナーに

関係深い事務局に送り，そして１通は地区が

－70－



活動の同格部門三点（Three Point

　　Co-EquaI Avenues of Activity）

　　ロータリーが最も広い影響を与えることが

　できるようにするために，ガバナーは自己の

　地区に於て次に示す活動の同格部門である三

　点を実行すべき責任に重点をおくべきであ

る。

　（ｨ）何処であろうとクラブが成功裡に維持

　され得る見込のある，あらゆる都市にロータ

　リー・クラブを結成。

　（ﾛ）各クラブが職業分類をできるだけ多く

充填。その場合最良の候補者を確保すること

に重点をおく。一つの職業分類に於て総ての

条件が同一である場合には，若い方の候補者

を選ぶ，斯くしてクラブの平均年齢を下げ

る。

　㈲　国際ロータリーの計画及びロータリー

の綱領に関してロータリアン各自を啓発する

ことを強調。（理45－46）

地区協議会（District Assembly）

　ロータリー教育及び情報の提供と地区活動

の調整の目的を以て，地区内の全次期クラブ

会長及び幹事，次期地区ガバナー及び理事会

が指名するその他のロータリアンから成る協

議会が，毎年４月，５月又は６月中にガバナ

ーの決定する時と場所において開催されなけ

ればならない。特別の事情の下に,理事会は，

(ｲ)茲に定められた日付以外に開催することを

認め，或は(ﾛ)斯様な協議会をやめさせること

ができる。

　ロータリーは考案することも実践すること

も年と共に急速に進歩する。国際協議会はこ

の考案と実践を最新のものとするために計画

されたものである。従って国際協議会に出席

したガバナーが地区協議会を統制すべきであ

る。地区協議会に於て発表する時ガバナーを

補佐する人々を選考するに当って，地区ガバ

ナーは地区内の最も適格なロータリアンを選

ぶものと期待されている。そして彼等が割り

当てられた各主題に関し最新の情報を得てい

るかどうかを確かめるため，地区協議会に先

き立って各個人と会談するものとする。（理

54－55）

　地区ガバナーは，地区協議会のプログラム

から娯楽及びレクリエイションをすべて除外

するよう勧告されている。（理52－53）

　次年度会長及び幹事に決定した会員が所属

する各クラブは，彼等に対し就任前に地区協

議会に必ず出席する旨を誓約するよう要求す

べきである。その費用はクラブ又は地区が支

払うよう勧告されている。（理63－64）

　ガバナーは，次年度のクラブ会長及び幹事

が地区協議会に出席することの重要性を，特

に強調しなければならない。又，クラブ役員

にロータリーの計画に関する知識を与えて，

感激と決意をもってクラブに帰るようにさ

せ，そして，個々のロータリー会員に関する

限り，クラブ協議会を通じて，ロータリーの

計画が一層効果的なものとなるようにさせる

ことに特に努力を払わなければならない。

（理48－49）

　次期会長並に幹事の地区協議会出席を奨励

すること並に彼等が必ず出席するようクラブ

の役員選挙を早目に行なうことをクラブに勧

告するのは地区ガバナーの責任である。（理

57－58）

地区大会（District Conference）

　各地区のロータリー会員の大会は毎年，地

区協議会，国際協議会又は国際大会に選ばれ

た日以外で，ガバナー及び地区内過半数のク

ラブ会長が賛成した時と場所に於て開催され

－72－

｀ １

参

ｌ

ることになっている。

　地区は，次の地区大会を開催する期日の少

くとも１年前，地区大会が非常に早期に行な

われるよう計画されていない限り，或るべ

く，前地区大会において次の大会日と場所を

選ぶよう奨励されている。

　地区ガバナー・ノミニーが地区によって選

出され， 際ロータリー事務総長にこれが証

明されたならば，そのガバナ¬・ノ

ガバナーを める年度のその地区の

ミニーが

会はあ

らかじめ計画することができ，その開催地

は，そのガバ －・ノミニーと地区内クラブ

のその時点における会長の過半数との

　　　　　　　　　　　　　　　■■㎜■■■･Ｊ

よって決定することができる。

　　　　　　　　　　　■■■J

意に

　ある種の地区大会委員会は，出来るだけ早

期にガバナー・ノミニーによって設置される

よう示唆されている。然しながら，諸計画の

最終的決定は国際協議会の終了後まで保留す

べきである。（理56－57）

理事会は地区に対し，地区ガバ

区大会の成功を 実にするという

一が，地

の基本的

任の遂行に必要な時間を十分に取ることが

　　　　　　　　　　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

できるよう，できうれば，地区大会開催期日

を，ロータリー年度内のガバナーのクラブ公

式訪問完了後（大抵は年度後

ことを勧奨する。（理69－70

）に予定する

　連合地区大会の開催：国際ロータリー細則

は国際ロータリー理事会が二つ又はそれ以上

の地区の連合地区大会の開催を認めることが

出来ると規定している。

　可能な場合二つ又はそれ以上の地区の連合

大会の開催が奨励されている。（理63－64）

　2箇年間続けて地区大会を連合で開くこと

は望ましくない。（理43－44,56－57,61－62）

　大会プログラム：大会の期間は２日より少

くないようにすべきである。大会のプログラ

ムを準備するに当ってガバナーは，ロータリ

ーの話題が主どなるようにし，ロータリアン

でない講演者がプログラムに出る場合には，

彼等の話の主題をロータリーの目的に直接開

-
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連させるよう努力しなければならない。（理

42－43，58－59）

　地区ガバナーは地区大会を計画するに当

り，地区内のロータリアン並に来賓が経済的

理由から大会出席を思い止まることのないよ

う経費を最小限にとどめることが得策である

ことを考慮に入れるよう奨励されている。

（理63－64）

　只１日限りの大会プログラムをガバナーに

提供してはならない。もしガバナーから１日

だけのプログラムが要求された場合には，事

務総長はそのようなプログラムを作成するこ

とについてガバナーを援助するであろう。し

かし，事務総長はガバナーに対し，１日だけ

の大会では，ロータリーのプログラムを満足

に遂行することはできない，というのが理事

会の意見であるということを伝えるよう命ぜ

られている。（理47--48，48－49）

理事会は，地区大会の会

すべきこと，そして最大

　　　　　　　　　■■一

を最少限２日と

は，理事会の提

する３日間とするよう強く推

区ガバナーに対し，地区

案に当って昼食，

９時間を本会

るよう勧

し，且つ地

会プログラムの立

会及び娯楽を除いて総計

並にグループ

する。（理46－47;

論会に充当す

68－69; 69－

70）

　大会のプログラムの立案と実行は，ガバナ

ーの責任であり，又，ガバナーだけがプログ

ラムの完全な統制を掌握すべきである。（理

48－49）

　大会の出席率を良くし，最大の効果をあげ

るため，ガバナーは次の如く行動すべきであ

る。

　（1）新たに結成されたクラブ全部の全会員

　が大会に出席するよう特に努力する。

　（2）地区のほぼ中心に位置する都市で大会

　を開催するよう努力する。

　（3）クラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕，国

　際奉仕の各協議会を開くよう準備する。

　（4）大会プログラムの立案に当っては，不

73－
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必要な娯楽的接待及び競技類をやめ，主題

を厳格にロータリーの議事日程に限るよう

にする。

（5）婦人及びその他すべての大会参加者

が，本会議の全部に出席するよう強調し，

婦人達に対する接待も本会議出席をさまた

げないような時間に於てのみ行なうよう準

備する。（理42－43，47－48，48－49）

理事会は地区ガバナーに対し，地区大会の

会場に展示場を準備して，地区内金クラブに

少くとも一つのクラブ企画を展示するよう

請し，そのうちの秀れた企画を表彰すること

を勧奨する。 せて地区レベルの企画も

展示するよう奨める。（理68－69）

　会長代理の地区に対する挨拶は，最も重要

なものである。従ってこの挨拶はプログラム

中最も重要な地位を与えられるべきである。

しかしながら，会長代理の挨拶を大会プログ

ラムに組み入れる前に，ガバナーはプログラ，

ムヘの参加に開し会長代理の意向を質すべき

である。（理48－49）

　ガバナーは，大会番組の一つとして少くと

も1回ロータリーに開する討論会或はタウン

ミーティングを開催すべきである。（理49－

50）

　可能な場合地区内に居住する国際ロータリ

ーの元役員であるロータリアン及びその夫人

達のために，何等かの社交的な集い，宴会，

昼食会／或はレセプションの如きものを開く

のがよいと思われる。このような集いは親睦

と社交の為のみに限るべきでぢって，ガバナ

ー或は他の国際ロータリー元役員が地区大会

の仕事や方策を組織化したり支配したりして

はならない。（理41－42）

　国際大会の立法：ガバナーは，国際ロータ

リーの立法案を地区大会に於て正しく発表す

るよう準備しなければならない。立法案に関

して地区の考えを纏め又これが審議会に公正

に代表されるようにするため，ガバナーは，

もし可能ならば地区大会において，規定審議

会（Council on Legislation）への地区代表

者と，地区内クラブの代表者との接触をはか

るべきである。（理38－39）

理 会は各地区ガバナーに対し,1）国際ロ

－タリー牟次大会で審議されるべき立法案を

理 に理解させ，2）

クラブの に立法案の

定審議会への地区内

各条項に対するクラ

プの見解に関する地区の総意をまとめるため

に，立法年度には地区内

集して地 会を

理事会は，規定

クラブの代表を招

催することを 励する。

会への地区代表及び国

際大会へのクラブ代議員（ 当 がいる場合）

が審議会や国際大会に参加し，且つ立法案に

対する地区即ち地区内クラブの総意のみなら

ず 会及び国際大会における 議をも考慮

の上で，各自の最善の判断に従って投票でき

るということは国際ロータリーにとって最大

の利益になるものと信ずる。故に理事会は，
　　㎜㎜■㎜■㎜㎜■■■■■㎜㎜■㎜㎜■■㎜■㎜㎜㎜■■

規定審議会の地区代表並に国際大会のクラグ

代議員（該当者がいる場 が，拘束

示によって，立法案に対する

投票の行使権を束

うことに

ある

成乃至反対

されるべきではないとい

の一致を見た。（理69－70）

会長の代理(President's Representative)

　その地区に於ける，国際ロータリーの代表

者であるガバナーは常にそれとして認めら

れ，強調されねばならない。従って，各地区

大会に於ける国際ロータリーの代表者は地区

ガバナーその人であるべきである。そして，

現在「国際ロータリー代表者」として知られ

ているものは「会長の代理」と呼ばれなけれ

ばならない。

　会長の代理は，地区大会への会長の個人的

代理として，会長によって選ばれるべきもの

であり，その資格に於て彼は，有用な示曖々

事実を載せたハンドブックと共に会長から与

えられるべき細かい指示や要綱を基としてつ

－74－

くった挨拶を述べることによって会長を代理

すべきである。

　会長の代理は，彼のロータリーに開する知

識並に彼が効果的に会長を代理し，ロータリ

ー，その計画，その活動，その機会，その世

界的な責任及びロータリ｀―会員各自のそれに

開しての重要性を強調する演説によって，大

会出席者に感銘を与える才能によってのみ選

ばれるべきである。地区大会に於ける会長代

理の効果は，彼がロータリーの計画を発表す

ると共に，会長を代理してロータリーの方針

を説明且つ解釈し，聴衆の心に自分はロータ

リー会員であるという誇りと責任の観念を起

させる力にある。従って，ある人が単に之れ

まで会長の代理を数回つとめたどいうだけの

理由で彼が今後何年もこの役をつとめること

を決して妨げてはならない。その上，現在又

は過去の国際ロータリー役員であるという事

実が必ずしも会長代理の資格を与えるもので

あると考えてはならない。（理4←47）

　理事会は，如何なる事情があっても地区大

会に於て会長代理に対し金銭を贈ってはなら

ないという見解をとっている。（理46－47）

　地区大会が会長代理にとって外国で開かれ

る場合には，可能な限り，大会の直前又は直

後に同地区内の数クラブを訪問できるよう計

画すべきである。但し，会長代理がその地区

のロータリアンの使用する言語を知っている

ことが必要であり，又，訪問するクラブはガ

バナーが選択すべきである。（理48－49）

　理事会は，地区大会へ派遣する会長代理の

任命は会長の決定事項であることを認めると

共に，会長代理を他国の地区大会へ派遣し代

理の資格で特別講演を行なわせたいとの要望

があっても経済上の理由又はそのことの適否

を考慮して斯様な任命や講演の取決めが実現

出来ぬこともあることを認めている。（理60

－61）

　理事会は，国際ロータリー細則に従って地

区大会がその地区における重要な事柄につい

地　区　管　理

ての勧告を採択することを承認する。但し斯

様な勧告は国際ロータリー定款及び細則と一

致し，且つロータリーの精神と本質に同調す

るものでなければならない。従って地区大会

で採択された決議は国際ロータリーの規則と

国際ロータリー理事会の決定を反映ずる国際

ロータリーの既定方針に調和しなければなら

ないのである。（理58－59）

地区集会の日程

　(Scheduling of District Meetings)

地区大会及び地区協議会は，各々特定の目

－75－

的のためにあるのであるから，夫々の集会は

夫々別個に，関連なしに，開かれるものとす

る。

　然しながら止むを得ぬ事情によりもし地区

大会がロータリー年度の最後の３ヵ月中に開

かれるならば，地区協議会と地区大会とを継

続した集会として開くよう考慮されてよいで

あろう。但し，このように集会を継続して開

くときは，地区大会を第二番目の集会としして
〃　　　●･
開くこと，又，各集会は別個の集会として各

集会に必要な時間を削減することなしに,又，

各集会の本質的特色を充分に重んじて，開く

よう考慮さるべきである。（理68－69）

　地区の面積が非常に広大で旅行の都合上単

一の協議会にクラブの代表が全部出席できな

い場合には，ガバナーは，必要とする数のグ

ループ，或は部分的協議会を開くよう奨めら

れている。（理42－43）

数地区合同会議

　　　　　(Multi-district Meetings)

　ロータリーのプログラムを推進するため

に，２乃至それ以上の地区の合同提唱による

数地区合同会議にはなんら反対するものでは



ない。但し，斯様な会合は地区大会或は地区

協議会とは別個のものに限る。（理65－66）

地区におけるロータリーの後援する諸

活動（DistrictRotary-Sponsored

　　　　　　　　　　　Activities）

　理事会は，地区ガバナー並にクラブの指導

のために，地区におけるロータリーの後援す

る諸活動という課題について，次の声明を採

択している：

　１又はそれ以上の地区内の全クラブが参加

するロータリーの後援する諸活動及び計画

は，下記条件の下に，奨励されるものとする

　イ）かかる活動又は計画の性質及び規模

　　は，地区内のクラブ及びロータリアン

　　が，クラブ・レベルでロータリーのプロ

　　グラムを発展せしめようとするクラブ活

　　動の規模及び有効性を妨げ，又は毀損す

　　ることなし比，これを成功裡に遂行する

　　能力の範囲内にあるべきこと;

　ロ）その活動又は計画は，地区内クラブの

　　過半数によって承認された時のみ実施さ

　　るべく，又１年をこえて，財政上其他の

　　義務又は誓約を一切負わないものとする

　　こと;

　ハ）この活動又は計画は，財政的援助より

　　も（又はそれに加えて），ロータリアン

　　並にクラブに，個別的参加の機会を提供

　　するものであること：

　二）ロータリー・クラブ並に（又は）各個々

　　のロータリアンが，かかる活動や計画に

　　参加することは,自発的に行なわるべく，

　　又，その参加の費用は最少限度に止めら

　　るべきこと;

　ホ）その活動又は計画に対するクラブ又は

　　ロータリアン個人の財政的援助は，自発

　　的に行なわるべく，暗黙裡にせよ直接的

　　にせよ，人頭分担税又は割当其他クラブ

　　又はロータリアンに強制力をもつ形の義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　務とならないものとすること。

　へ）活動又は計画に対する寄付の要請は，

　　この寄付が自発的なものであり，如何な

　　る意味においても公認の徴税又は割当で

　　ないことを明瞭に示すような形式で行な

　　われるべきこと;

　ト）１又はそれ以上の地区のクラブの参加

　　する活動又は計画の監督，並にかかる活

　　動又は計画のため寄付せられ又は募集さ

　　れたすべての資金の保管は，たとえ関係

　　地区内のロータリアンの中より委員会が

　　設置され，かかる活動，計画並に関係資

　　金の管理を行なうとしても，地区ガバナ

　　ー，又は関係地区ガバナー達の責任とす

　　ること;

　チ）4をこゆる地区のクラブが参加する活

　　動又は計画は，関係地区ガバナー達が前

　　もって，この声明の規定に従って，その

　　活動又は計画を実施すべしという，理事

　　会の特別の認可を得たのでなければ，共

　　同の活動又は計画としては実施されない

　　ものとすること。

　共同の活動又は計画において2以上の地区

内のクラブの参加が望ましく且つ必要と思わ

れるときは，その活動又は計画並にクラブの

参加は，関係地区ガバナーの直接の監督下に

おくという規定を含めて，その活動又は計画

を適当な限度内に止めおくように，留意さる

べきである。かかる活動又は計画は，扱いき

れないほどに大きく，又は関係地区並にクラ

ブがロータリー・プログラムを推進しようと

する通常の活動並に努力を直接又は間接に妨

げるほどに大きくあってはならない。かかる

活動や計画に関しては，事前に，関係地区ガ

バナーの承認を得るのでなければ，クラブは

回章を廻わすことを一切行なわないものとす

る。（理66－67）
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地区資金（Distriet Funds）

　地区内に於て集め，管理さるべき資金に問

しては，定款，細則の何れにも規定されてい

ない。地区によっては，会員の人頭割寄付に

よって地区資金を集めるというやり方をして

いる処もある。

　地区資金をつくるという問題は，専ら地区

各個の問題であり，地区資金の分担は，自発

的なものでなければならず，人頭分担税の形

において会員個人或はクラブに強制してはな

らないこと，及びロータリーにおける会員の

費用は最低限度に保たれなければならないと

いうことになっている。以上の理由で，理事

会は，ロータリーの適切な管理と発展に，地

区資金が必要と思われる地区に於ては，次の

ような方法をとるのが望ましい，と勧告して

いる。

　地区管理に必要な経費を調査研究する，３

名から或る委員会を設置することを地区が決

定したならば，ガバナーは１名を任期１年，

１名を任期２年，１名を任期３年の委員に指

名する。その後は，毎年任期中のガバナーが

１名を任期３年の委員に指名して空席を埋め

るようにする。この委員会はガバナーに協力

して地区経費の予算を作成し，これを地区協

議会の際，次期会長の会合に提出する。地区

資金の如何なる分担要求も出席の次期会長４

分の３以上の承認があって後，初めて行なう

べきである。（理29－30，41－42）

　理事会は更に，地区資金への如何なる分担

要求も，絶対に公認の会費ではないというこ

とが明確に了解される形式によって行なうべ

きであると勧告する。ガバナーはその任期

中，地区資金の管理者となり，会計検査済み

の計算書を後任者に引継ぎ，同時にその写し

を国際ロータリー事務総長に送付すべきもの

とする。（理29－30，41－42）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

地　区　管　理

　理事会は，地区資金を有する地区の各ガバ

ナーに対し地区資金は地区の財産であり，特

定のロータリー会員の個人的財産でないこと

を明記した銀行預金として保管し，その会員

が死去した場合などに地区を保護することが

できるように，考慮を払うよう示唆する。

(理44－45)
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するよう示唆してい



ｒ

‐
1
1
１
１
Ｌ
１
１
‘
Ｊ
‘
ｉ
…
…
…
…
…

名誉ガバナー及び後援者

　(Honorary Governors and Patrons)

　名誉ガバナーの称号を授与したり，その国

に於けるロータリー運動の後援者を指名する

希望を有する地区に於ては，このような称号

の授与は，政府の行政長官及び王室の人々の

ために留保しておくものとする｡(理37－38)

地区の出版物（District Publications）

　1.地区の出版物は，アメリカ合衆国及び

カナダ以外の地区に於てのみ必要，或は望ま

しいものである。

　2.全地区を通じて，ロータリーの名称を

付した如何なる出版物も必ず，国際ロータリ

ーの支配下にあるのであり，且つその地区に

於ける国際ロータリー代表であるガバナーの

直接の監督を受けなければならない。

　3.ガバナーが地区出版物を出版する立場

におらず，しかも地区内のクラブが地区出版

物を欲している場合には，ガバナーの直接監

督の下に刊行するごとめできるロータリアン

個人に，国際ロータリーから出版許可を与え

るもめとする。

　4.既に公認されているもの以外に，かく

の如き出版物を出す場合には，それに対して

許可が与えられる以前に，地区内の全クラブ

で投票を行ない，地区出版物を持つことを過

半数の会員が欲しているかどうか，如何なる

種類の雑誌が望まれているか，そして財政を

どうするか等を調査すべきである。（理22－

23）
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ロータリーの拡大

(Extension of Rotary)

　国際ロータリー理事会は世界各地に於ける

ロータリーの拡大に必要な事項をすべて遂行

する義務を負うている。

　各地区ガバナーは，国際ロータリー理事会

の全般的監督の下に自己の地区内に於ける新

クラブの結成を監督する特別な任務を託され

ている。

　地区ガバナーは，拡大に関連する諸事項に

ついての補佐役として地区内に住む元地区ガ

バナーまたはその他適格なロータリアンを任

命するよう要請されている。

地区拡大委員会

　　(District Extension Committees)

　もし地区ガバナーが有益と考えた場合に

は，自己のロータリー拡大の仕事を手伝わせ

るために，地区拡大委員会を任命してもよ

い。地区ガバナーは，地区拡大委員会の継続

性を何かの形で規定することが得策であるこ

とに注意を払うよう要請せられている。（理

50－51）

　理事会は

イ）地区ガバ

□

－に対し，地区拡大委員長

として，なるべく地区に精通している最

近の元地区ガバ

している;

－を するよう勧奨

地区ガバナー並に地区拡大委員長に対

し･世界中にロータリーを するため

に，国際ロータリー拡大委員会と協

て旅

69）
-

し

するよう要請している。（理68－

新クラプ結成の方針声明書

　　(Statement of Policy for

　　　　　　　　organizing a Club)

　1927－28年度国際ロータリー理事会はロー

タリー・クラブの結成に当っての方針声明書

を採択した。 1935－36年に於て理事会は事務

総長に対し，この声明書を改訂すること並に

理事会の既定の諸方針乃至は今後設定される

ことあるべき方針に反せざる限り将来に於て

もこれに変更を加える権限を与えた。理事会

及び事務総長の改訂した方針は次の如きもの

である。

一般方針（GeneraI Policy）

　ロータリー・クラブは，ロータリーの計画

を推進し且つその綱領を達成するための仲介

者である。従ってロータリーが最も大きな感

化力を発揮し得るようにするためには，ロー

タリー・クラブが結成されれば必ず成功する

と思われる処に，世界中何処にでも又何時で

も，新しいロータリー・クラブを漸次に結成

して行くべきである。

　如何なる処でも，ロータリーの基本的原則

が自由に守られる処であればロータリー・ク

ラブを結成することができる。それには次の

ことが理解されていなければならない。（ｲ）

ロータリー・クラブのない国家又は地理的地

域へのロータリー拡大は，理事会の判然とし

た承認の下に行なわれること;（ﾛ）ロータリ

ー・クラブは単に，その会員組織が主として

その土地土着の職業人又は，当該地域社会に

おいて永久的に居住しているか或は基礎の出

来ている職業活動を代表する人々からなって

－79－



おること;及び　㈲　新クラブは，クラブ及

びその会員がその組織に容易に同化出来るよ

うな位置と会員組織でなければならないこ

と。

クラブの区域（Territory of a Club）

　クラブは或る一定の“Locality”「地方」（1）

に結成され存在しなくてはならない。国際ロ

ータリーは，社会への奉仕に活発に従事して

おり，且つその事業場又は住居がお互に接近

していて，ロータリー・クラブとしての機能

を発揮できるような，十分な数の実業人及び

専門職業人が存在する適当な広さの地域をこ

のような地方と認めるであろう。このような

地方にクラブを結成するに当っては，国際ロ

ータリーに於てクラブの区域の限界を定めこ

れを定款に記載し，その後は，国際ロータリ

ーとクラブ双方の同意がなければ変更出来な

いようにするのである。クラブは，国際ロー

タリーの同意を得て，新たに別のクラブを結

成するためにその地域を割譲することが出来

る。

　ロータリー・クラブの区域内には十分な数

の実業及び専門 業の があることが

待されている。かくて，新クラブの会

を， くともその50パーセントは

域内に事業場を有する会

る。

成

ラブの区

とすることができ

は，要求に応じて，その関係資料を提供し，

スポンサー・クラブの区域譲渡計画の立案に

助力し,手引してくれるであろう。（理67－68）

　（理事会は，クラブの区域限界が，その地

方の行政上の限界と一致すると記されると

き，かかる地方の行政上の限界が拡大される

場合には，クラブの区域は，これに応じて自

動的には拡大せず，ロータリー・クラブの区

域限界の修正に関する国際ロータリー定款の

規定に従って，クラブ手続を取る時まで，変

更されることなく存続することに，同意して

いる｡）（理67－68）

将来クラブを結成するのに有望な地方

　（Prospective Localities for Clubs）

　未だクラブが結成されておらないところ

で，有益な一般に認められた実業又は専門職

業の持主，共同経営者，法人役員又は支配人

であって善良な男子が多数居り，ロータリー

の職業分類の原則の下に少くとも20人の会員

を以て立派なロータリー・クラブを永く持続

し得る可能性を確保するために，最少限40の

職業分類を有する場所は，（住民数の如何に

拘らず）すべてクラブの結成に有望な地方で

あると考えてよいであろう。

　ある地方が，クラブをうまく持続して行く

ことが出来そうだと考えられる場合，早くク

ラブを結成すればする程，クラブのためにも

又その地方のためにもよいのである。その地

方がロータリーを欲しているという気持を外

に示すまで持つという考えは正しくない。あ

る地方にロータリーを欲する気持をつくり出

すのがロータリアンの義務である。ロータリ

アンは，与える為にロータリーを拡大するの

であって，それによって自分が得ると言うの

ではない。ロータリーをつくらないように控

えるよりは，つくってみてうまくゆくかどう

か試みる方が良いのである。

　しかしながら，或る孤立した地方にクラブ

を結成せんとする時には。その地方の人々か

－80－

らはっきりとクラブの欲求が示されるまで試

みないようにすべきである。

　二つ又はそれ以上の極めて近接した地域社

会を抱く地方に仮クラブ(Provisional Club)

が結成され，国際ロータリーの加盟を申込ん

だ場合には，国際ロータリーの規定に合致し

ている限り加盟は承認されるが，かくの如き

申請は個々の場合によって考慮されることに

なっている。

調査（Surveys）

　地区ガバナーは，出来るだけ早く，なるべ

く前半の６ヵ月間にその地方にクラブを結成

すればうまく行くかどうか，又その土地のた

めになるかどうかを決定するために，人口千

人以上であって，未だクラブを有しない都市

の調査を行ない，且つその結果を記録させて

おくべきである。もしクラブがその年度中に

結成されない場合は，その調査記録は，後継

地区ガバナーに引きつぎ一任すべきものとす

る。（国によっては小都市の経済的性格を考

慮して，この人ロ数を更に多くしてもよい｡）

　合衆国，カナダ及びバーミュダ（USCB）に

於けるロータリーの存在しない都市に対して

は，人ロ数に拘らず，結成の仕事に着手する

前に，この種の調査がガバナーによって行な

われ且つ承認されていなければならない。

　新クラブの結成に際してはその以前にガバ

ナーがその土地を訪問して，果してクラブを

維持出来るかどうかを確かめることが望ま

しい。その都市の人口が５千人以下の時は特

にそうである。このような訪問に余り費用と

時間がかかりすぎる場合には，その地方の事

情をよく心得ている，1,2の信頼の出来るロ

一タリアンから勧告や調査，報告等を徴して

それによってクラブ結成の斡旋に当ってもよ

ろしい。

特別代表（IS:t）ecialRepresentatives）

　あらゆる機会を利用して新しく立派なクラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

ロータリーの拡大

ブを結成しようとつとめるのはガバナー全部

の義務であり，又この仕事を援助するのはあ

らゆるクラブ及び総てのロータリアンの義務

でもある。

　地区ガバナーが自ら新クラブ結成の仕事を

指導出来ない場合には，近隣のクラプから

か，なるべく提唱クラブから十分事情を心得

ている会員１名がガバナーの「特別代表」に

任命して新クラブ結成の任に当らせる。

　このガバナーの代表は勿論ロータリーの理

想に精通していなぐてはならないし，この理

想を説明することができ，自己のロータリー

ヘの熱情を他人に伝える力がなくてはならな

い。又ロータリー・クラブの組織と機能につ

いて，実際に役立つ十分な知識を特つことも

必要であるし，この仕事をなすのに必要な時

間を献げることもできる人でなくてはならな

い。

　特別代表は，クラブの結成に到るまでの細

目に就いてガバナーを代表して事を行なう権

限を有している。時には,（常にとは限らない

が）最後の創立総会に代って出席するようガ

バナーから要請されることもある。できる限

り，加盟認証状（Charter）はガバナーが自ら

伝達すべきである。

　ガバナーは退任に際しては，次期ガバナー

に対し彼が任命した特別代表のリストを引渡

すべきである。これらの代表は新ガバナーが

就任後30日以内にその任命を更新しない限

り自動的にその任を終わることになってい

る。

　ロータリーの用語に於て，特別代表“Spe-

cial Representative” とは，スポンサー･ク

ラブの会員であって仮クラブの結成に当って

ガバナーの代表者になるものを意味する。

地区ガバナーの拡大補助者

　　　(Governorﾀs Extension Aide)

　地区ガバナーの拡大補助者という用語は，

クラブ結成の仕事に経験があり，特別代表が
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　ロータリー・クラブの区域限界は，行政上

又は自然の境界と同様，かかる境界が設定さ

れ，現存通りの街路又は道路によって決定さ

れる。仮クラブが，現存クラブから譲渡され

る区域に結成されようとするときは，事務局

（1）この“Locanty”「地方」という言葉には，市，区，

　町，村等の種々の名称で呼ばれているものがすべて含ま

　れている。又，大都市の各部分，或は二つ以上の小さい

　町村の隣接したものも含まれている。米国に於ては

　“Community”（社会，都市町村）という言葉がクラブ

　の区域を示す場合に使用されるがその場合はLocality

　と同意義である。しかし，Localityという言葉が，地

　理的な領域と位置とを示す意味を含むのに対して，

　Community　は共通の利害を有する人々のグループを

　意味する。これらの用語は，他の似寄りの用語の場合と

　同じく，屡々相互に置換えて用いられている。
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援助なくしては任された地域のクラブの結成

を完成することが出来ないように思われる場

合，及びガバナーが必要な援助を与えること

ができない場合に，近ぐの特別代表に援助を

与えるよう，ガバナーから任命された者を意

味する。特殊な場合には，この「補助者」だ

けでクラブを結成した方がよいと思われるこ

ともあり得る。

　しかし，クラブが結成されつつある都市の

各々に対して異なった「補助者」を任命せよ

というのではないし，又補助者が任命された

からといって，ガバナーが自己の地区の全部

又は一部に於て，その拡大に関する責任を移

譲してしまうというわけのものでもない。

　拡大補助者の必要且つ適度の実費はガバナ

ーの申請によって国際ロータリーによって支

払われる｡1）

スポンサー・クラプ（Sponsor Clubs）

　特別代表の属するクラブが，新しいクラブ

のスポンサー・クラブとなって次の如き責任

をとるのが普通である。　　　　　　　■　　　　｡｡

　（1）特別代表を助けて新しいクラブの結成

を成功に導くよう計画を立てる。（2）新クラ

ブの初期のプログラムを計画する。（3）ロー

タリ，運動のツ単位として新クラブが発展し

て行くようこれを指導する。

　提唱:クラブを選定するに当っては，可能な

限り，新ロータリー・クラプ結成のための提

唱クラブとして指定しうる適正資格を有し;

効果的なロータリー・クラブの機能を発揮

し，少なくとも，新クラブ結成のために必要

な会員数を有し，国際ロータリーに対して何

等未決済の負債がなく，ロータリー奉仕の完

全なプログラムを実行しているロータリー・

クラブか否かを確かめることに注意が払われ

なければならない。

1）ガバナーが，新しいクラブの結成及び認証状の伝達等

　に関して合衆国通貨50ドル以上の経費をつかい又はつ

　かうよう許す前に，ガバナーは資金があるかどうかを確

　かめるためにR.I.事務局と相談すること。（理40－41）

仮クラブ（ProvisionaI Club）

　国際ロータリーの加盟員としての正式な申

込書が，国際ロータリー中央事務局によって

受理され且つ確認された，少くとも20人の会

員より成る結成集団は，それが国際ロータリ

ーの加盟クラブに認められるまでぱ仮ロー

タリー・クラブ”と呼ばれている。

根本的特色

　　　（Fundamental Characteristics）

　仮クラブはその結成の時に於て，必ずロー

タリーの根本的な特色を有していなければな

らない。（「ロータリーの根本的特色」146頁

参照｡）

標準クラブ定款

　　　(Standard Club Constitution)

　仮クラブは標準クラブ定款及びそれに調和

する細則を採用しなければならない。

クラブの名称（Name of Club）

仮クラブは，それぞれ，名称にその所在地

を表わす名を付け，これを定款の中に入れな

ければならないが，この名称は予め国際ロー

タリーの承認を得なければならない。一旦承

認を得た上は，国際ロータリー及びクラブ双

方の同意がなければこれを変更することはで

きない。

毎週の会合（Weekly Meetings）

　仮クラブは標準クラブ定款の規定に従い毎

週定期的に会合を開くようにしなければなら

ない。標準クラブ定款にクラブの例会を毎週

開くように定めた主な理由の一つは，ロータ

リーの親睦と友情が，もし２週間に１度の例

会で十分に進められるものであるなら，毎週

例会を開けば更に高度の結果が得られる筈だ

という点にある。１年間に26回仲間のロー

タリアンと接触する機会を得るだけでは，年

－82－

に52回彼等に接する程には彼等を知り，ロー

タリーを体得し，国際ロータリーの目的を推

進すると共に，各クラブが関心を有する社会

奉仕を進めて行くことはできないであろう。

しかも，年に52回例会を関いたとしても,会

員の時間を不当に費すというもめでもないの

である。このことは実際の経験によって既に

証明されている。

　前述の点が真実であることを認めて，1922

年度大会は，爾後各クラブが採用すべきもの

ときめた標準クラブ定款の中に，各クラブは

毎週１回例会を開くよう規定した条項を入れ

ることにした。

　クラブ結成の仕事或はその監督を委任され

ている国際ロータリーの全代表は，もしクラ

ブが毎週１回例会を関くことに同意しない場

合は，国際ロータリーに加盟することはでき

ないのであるということを心得ておくべきで

ある。

創立会員（Charter Membership）

　35名を最大限とし，少くとも20名の創立

会員から成る，満足すべき名簿を提出しなけ

ればならない。但し，人口10万以上の都市

に於ては最大限50名迄許される｡1

　国際ロータリーに加盟して後も，なお発展

の余地を残しておくように，職業分類の全部

を創立会員で充してしまうことは望ましくな

い。

　仮クラブの創立会員の内に「アディショナ

ル正会員」または「シニア・アクチブ会員」

が含まれていても，「正会員」の数が少くと

も20名あれば差支えない。

　創立会員は，職業上の関心という観点から

見て,づ多種多様であることが大切である。故

に新クラブ結成のときは，できる限り，関連

のある一群の職業分類中の或る一つの，はっ

1）特別の場合には，加盟承認委員会はその自由裁量に於

　て創立会員が20名以下のクラブの加盟を承認すること

　がある。（理｡48－49）　∧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

ロータリーの拡大

きりした業種だけを充填することが望まし

い。特別の場合には，これらの，はっきりし

た2－3の分類を充填することも必要になる

かもしれない。

　創立会員名簿にはクラブ区域限界内居住に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜㎜㎜㎜Ｊ

基づく会 も載っていることであろう。し

かしながら，創立会 の少くとも50パーセ

ントはクラブの区域内に事業

することが 励されている。

を有する者と

　或る職業分類に２人の入会候補者がある場

合は，他の条件がすべて対等であれば，グラ

ブの平均年齢を引下げるため，若い方を選ぶ

べきである。

　年長者又は隠退した人が多い地域に関し

て，事情の正当であることを認めた場合，理

事会はその裁量で25名の最小限の創立会員

申，シニア・アクチブ会員が12名以下のク

ラブの国際ロータリー加盟を承認することが

出来る。国際ロータリー加盟が承認された

時，そのクラブの創立会員であるシニア・ア

クチブ会員は，同時に他の如何なるクラブの

正会員，シニア・アクチブ又はバスト・サー

ビス会員資格も保持することは出来ない。

　新クラブの国際ロータリーヘの加盟を承認

するに当り国際ロータリー理事会は，現存の

クラブに見られる違反逸脱行為や又は誤解の

為に止むを得ず認めている特別な妥協の前例

を顧慮することなく，クラブ内の会員資格に

関する規定を厳守しなければならないし，又

厳守するであろう。もし地区ガバナーやその

特別代表がそのように努力しない場合には，

創立会員の何名かが会員資格の規定に従わな

いで選ばれているという理由で，クラブの加

盟が拒否されたり，延引されたりするような

困った事態が生ずるであろう。

　クラブの加盟申込書の一部として国際ロー

タリー理事会に提出された会員一覧表は，ク

ラブの完全な創立会員名簿とみなされる。加

盟に関して国際ロータリー理事会の決定が下

されない間は，この名簿に載っている以外に

83－



新しく会員を入会させることはできない。

入会金及び会費（Fees and Dues）

　合衆国及びカナダに在るクラブで，少くと

もS20の入会金，S25の年会費を徴集しない

クラブは理事会としてその加盟をみとめな

い。他の国々に於ては，地区ガバナーが，合

衆国及びカナダの新クラブに対して理事会が

決定した金額とそれぞれ同等の購買力のある

金額を新クラブの入会金及び年会費とすべき

である6

加盟金（Charter Fee）

　仮クラブから国際ロータリーヘの加盟申込

書には旧｡00（米国通貨）の加盟金を添えねば

ならない。

加盟認証状(Club Charter)

クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た時には，国際ロータリー会長，事務総長及

び地区ガバナーの署名のある加盟認証状

(Charter)が中央事務局から各クラプヘ発行

される。この加盟認証状は大切に保存しなけ

ればならない。なるべく額に入れてクラブの

本部か例会場或は幹事の事務所の目につき易

い処に掲げておくのがよい。

　理事会によって国際ロータリーに加盟を許

された日からクラブは国際ロータリー内の公

式の構成単位クラブとなるのであって，これ

は認証状が伝達された日とは関係がない。

スポンサークラプ（Sponsor Clubs）

　国際ロータリー加盟後の初めの数ヵ月間は

新クラブに援助を与えることが非常に重要だ

とされているのでスポンサー・クラブは少な

くとも一年間は，新クラブを援助するよう勧

告されている。

新クラブのプログラム

　　　　　（Programs for New Clubs）

　地区ガバナー，或は他のクラブ結成の任に

あたる者は，新クラブの最初の８週間乃至10

週間の例会のプログラムを隣接のクラブを通

して或はその他の方法によって，出来るだけ

用意してやる責任がある。といっても，それ

でスポンサー・クラブとして絶えず新クラブ

の世話をしなければならない責任を免ぜられ

たわけではない。このことは特に，ロータリ

ーが設立途上の国々のクラブに適用されるも

のである。（新クラブ結成方針声明書了）

大都市にアディショナル・クラブ

　　(AdditionaI Clubs in Large Cities)

　既にロータリー・クラブのある大都市に更

にクラブを結成することに関して国際ロータ

リー理事会は次のような決議を採択した。即

ち：

　国際ロータリー細則に，もし市，区，又は

他の自治体地域がその行政区域内に１又はい

くつかの，明確に限界を定め得る区域を有

し，その各々に少なくとも新クラブを組織す

るために必要とされる最小限の職業分類歌が

ある場合には，それらの区域の各々から一つ

ずつのアディショナル・クラブを加盟会員に

することができる。但し，かかるアディショ

ナル・クラブを組織しようとする区域をその

クラブ区域の一部としているクラブが，目論

まれているアディショナル・クラブの結成を

承認し，新クラブに与えられようとする区域

を譲渡することが前提であるとの規定があ

り，更に，　　　　●　　　ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

　国際ロータリー細則には，その区域限界内

にアディショナル・クラブを一つ又はいくつ

か結成することを承認するクラブは，その事

業，その経営任務又は専門職業としての活動

－84－
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が全市，全区或はその他の自治体全区域に亘

っている会員を，それらのアディショナル・

クラブの区域限界内から入会させる権利を保

留することができる｡゛この規定はこれらのア

ディショナル・クラブを拘束するものとす

る，という規定があり，更に又，

　国際ロータリー理事会は，既存の大きなク

ラブの区域内に含まれている地方にクラブを

結成することは，ロータリーの利益の為に極

めて良いことであるとの意見を持っているが

故に，

　国際ロータリー理事会は，必要以上に広汎

であるか或いは不明確な区域を有するクラブ

は，すべからくその区域の一部を譲渡して，

ロータリーの会員となる特典をその地域社会

の更に多くの人に享有させるようにすべきで

あることを決議する。更に，

　国際ロータリー事務総長はこの決議に対し

関係各クラブの注意を喚起すべきであること

を茲に決議する。（理48→19，58－59）

　理事会は，ロータリー界の変動する人口分

有が必ず大都市中心部に集中する結果になる

ことを認識し，既存クラブから譲渡された区

域内の地域にクラブを結成するのが賢明であ

ることは，新たに結成されたクラブの成功，

活動力により明らかにされ又それに応じて，

既存クラブの活気ある発展，ひいてはﾛ･一タ

リー全体の増強をもたらす事により立証され

ると考えている。

　そこで理事会は，既存クラブの区域にある

地方にクラブを結成するのがロータリーに取

って最も有利であるということに決定し，地

区ガバナーに対し，実行可能な場合には既存

クラブによる区域の譲渡のうえ斯様な区域に

アディショナル・クラブの結成を奨励するよ

う要請している。（理63－64）

　理事会は地区ガバナーに対し，大都市のロ

ータリー・クラブから譲渡された区域でのク

ラブ結成を奨励するよう，又この既存クラ

ブ，市町計画家，技師又は同種の職員と，地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

ロータリーの拡大

区ガバナー又はその代表者との間に，新クラ

ブ結成のために２又はそれ以上の地域に市を

分割することができるか否かを決定するため

の予備的な計画検討会議を準備するよう，か

かるクラブに提案すること及び，かかる会議

に関連して，且つ又討議を促進するために，

地区ガバナー又はその代表者は

イ。他の都市のクラブが作った区域譲渡計

　゛画を，この会議に提供すること;

　ロ。引続いて，何年かの間に，更に区域を

　　譲渡する計画をもっている他の都市の最

　　初のクラブの発展状況を示す数字を引用

　　すること

を，すすめている。

　地区ガバナー又はその代表とクラブとの間

において，上記の事を実行するについての交

渉が妥結に至らないときは，理事会は，理事

会又は理事会のために行動している会長が，

経験ある元理事又はその他の元役員を任命し

て両当事者と交渉せしめることに同意してい

る。（理67－68）　　　　　　　　　づ

　理事会は又，ロータリー・クラブがただ一

つしかない大都市のロータリー・クラブに

は，区域譲渡計画があるべきであると信じて

おり，且つそのために理事会は，かかるクラ

ブが国際ロータリーの役員に，その区域内の

地域の譲渡方式を作る目的で，相談するこ

と，そして次に漸進的且つ継続的に，アディ

ショナル・クラブ結成用の区域を譲渡するこ

と，及びかかるクラブの注意が，理事会の漸

進的区域譲渡方式に関する政策に向けられる

よう，勧奨している。（理67－68）

　　（都市境界変更がロータリー・クラブ区域

に及ぼす影響については186頁参照）

　理事会は既存クラブが不必要に地域限界を

拡大することを好ましくないと思っている。

（理62－63）

　区域の譲渡及びその場所へのクラブ結成

は，クラブ結成に関する国際ロータリーの規

則の条項と理事会の方針声明書の規定とに注
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　意深く且つ良心的に従って行なわれなければ

　ならない。（理59－60）

　　その市の主要な商業又は取引の中心から離

　れて市の行政区域内に２又はそれ以上の「商

　業上の中心」があり，その何れの中心も強力

　且つ活動的なiゴータリー・クラブに必要な多

　種多様の会員を持ち得ない時は，かかる中心

　２ヵ所又はそれ以上を含む譲渡地域に，１ク

　ラブを結成することができる。これらの中心

　は合併されれば，国際ロータリー細則第１条

　第１節（ﾛ）項に規定されている地域を形成する

　ものである。

　　国際ロータリー細則第１条第１節の規定の

　下に所在市の行政圏外の区域を割譲するクラ

　ブは，その事業のその経営任務又は専門職業

　活動の範囲が全市，区，又はその他の自治体

　全域にわたる会員をその割譲した区域から入

　会させる権利を保留するごとが出来る。（理

　59－60，64－65; 66－67）

　　理事会は，現存のクラブが区域を放棄する

　ことによって，大都市にアディショナル・ロ

　ータリー・クラブを結成することの利点を強

　調し続けることに決定し，かつこのために。

一つ以上の区域に明確に区分することがで

　き，又その各区域が，新クラブ結成に必要な

　最小限度の職業分類を持っている場合は，左

　様な区域を含んでいると思われ又は含んでい

　るかも知れない市,区,又は他の自治体地域に

　あるクラブに対し理事会は，「かかるクラブ

　は積極的な措置をもってかかる区域の範囲を

　決定し，適当な場合には，ロータリー・クラ

　ブ結成の手続を始めるよう奨励さるべきこ

　と」という理事会の希望に留意するよう要求

　している。（理65－66）

仮ロータリー・クラブの結成

　(Organizing Provisional Rotary Clubs)

　もともと他のクラプから譲渡された区域内

に所在するクラブによって更に譲渡された区

域に仮クラブを結成するに当っては，スポン

サー・クラブ又は地区ガバナーは元のクラグ

から新クラブ結成承詔書を受取ること，そし

て斯様な承詔書は新クラブの中込書類に添付

することが望ましい。

他のサービス・クラブのある地域社会

(Communities with other ServiceClubs)

　或る地域社会にロータリー・クラブを結成

せんとする試みがうまく行かない場合の主要

な原因として，既にその地にサービス・クラ

ブがあるという事実が挙げられる例が少くな

い。然し地域社会に既にサービス・クラブが

存在するということは，その地域社会がロー

タリー・クラブを保持出来ないということを

決定する要素とはならない。（理45－46）

クラブ加盟承認委員会

　(Admission of Clubs Committee)

　国際ロータリー理事会はその理事の内２名

を，理事会に代ってクラブの国際ロータリー

ヘの加盟承認の任に当たる，加盟承認委員に

任命する。欧州内に居住する理事１名は，欧

州，北アフリカ及び東地中海地域のクラブ加

盟承認を理事会に代って担当し，他の１名の

理事は英本国及びアイルランドを除く残余の

地域を担当する。しかし，英本国及びアイル

ランドのクラブの加盟に関してはグレート・

ブリテン及びアイルランド内・国際ロータリ

ーが国際ロータリーに代って行なうことにな

っている。

　ロータリー・クラブの存在しない国又は地

理的地域へのロータリーの拡大に明白な承認

を与えること，及び戦争のためにさきにその

加盟を取り消されたクラブを国際ロータリー

－86－
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に再加盟させることに関しては，国際ロータ

リー理事会は特に国際ロータリー会長にその

任務を委嘱している。

クラブ加盟承認委員会の権限と任務

　(Terms of Reference for Admission

　　　　　　　of Clubs Committee)

　本委員会の委員は仮クラブから提出された

国際ロータリー加盟申込を一定の方針及び手

続に従って審査し，承認を与えるか与えない

かのいずれかを決定する。

　クラブの加盟申込に対し委員が２名共賛成

の場合は，事務総長はこの決定を理事会の決

定として公表し，理事会は次回の会合に於て

これを批准する。クラブ加盟承認委員会が，

申込不承認を決定する場合は，クラブ加盟承

認委員会の権限と任務に従って事務総長はこ

の旨の報告を受け，本件を国際ロータリー会

長に移し，その指示を求めるものとする。

　委員の内１名がクラブの加盟中込に関し決

定を与えることができない場合は，事務総長

は問題を会長の手に移し，その指示を仰ぐ。

　仮クラブの定款が標準クラブ定款に合致し

ない場合は，国際ロータリーヘの加盟は本委

員会に於て決定せず，国際ロータリー細則第

１条第２節(ﾆ)項の規定により，理事会の決定

に委ねられる。但し，逸脱事項が或る地域に

対する理事会の既定方

　　　　　　　一
と一致する は，

本委員にかかる中込を承認する権限が与えら

れている。（理70－71）

　クラブ結成について商い基準を維持し，よ

りよきロータリアンをつくるという方針を厳

格に守るよう強調すべきである。　このため

に，理事会は本委員会に対し，加盟中込を審

査する際には創立会員の職業分類を十分批判

的に調査するよう警告している。（理47－

48，48－49，65－66）

一

ロータリーの拡大

国際ロータリーヘの加盟

　(Admission to Membership in R.I.)

　加盟中込の書類が正しく出来ているかどう

かを調べるのは地区ガバナー（地区ガバナー

が結成式に出席しない時は特別代表）の責任

である。

　国際ロータリー理事会は国際大会即ち全ロ

ータリー・クラブに対して，加盟を許された

各クラブが基本的な加盟条件を全部充してい

るかどうかを注意する責任がある。従って理

事会は何処までもこれらの条件の厳守を主張

しなければならない。

　クラブが加盟を承認されると直ちに事務総

長から地区ガバナーに対し通知が送られ，更

に地区ガバナーからクラブに対し国際ロータ

リーに加盟を認められた旨を通告することに

なっている。

　加盟申込書が事務総長の手を経て理事会に

提出されるのと同様，加盟認証状（Charter）

も事務総長の手を経て地区ガバナーに送付さ

れるのである。地区ガバナーがこの加盟認証

状に署名した後，地区ガバナー若しくはその

特別代表から加盟祝賀の特別会合に於てクラ

ブに伝達されるのである。

　英本国及びアイルランドのクラブに対する

加盟認証状は，グレート・ブリテン及びアイ

ルランド内・国際ロータリーに送付され，そ

の会長及び事務長が署名した上各クラブに伝

達されることになっている。

　クラブに対して発行される加盟認証状は，

理事会が国際ロータリーの公式用語として認

めている英語を以て書かれることになってい

る。（理53－54）

　国際ロータリーに加盟を認められた時にク

ラブに加盟認証番号（Charter Number）を

与える方式は1951年７月１日を以て中止せ

られた。（理50－51）
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　新クラブが地区ガバナーの居住地から遠距

離の処にある場合には，加盟認証状伝違式を

彼の公式訪問と同じ時に行なうとか，或は特

別代表若しくはスポンサー・クラブの他の会

員が地区ガバナーの代理をつとめることによ

って，国際ロータリーの資金を節約するよう

留意しなければならない。（理35－36）

国際協議会と拡大

(Extension at lnternationaIAssembly)

　新クラブ結成の問題を，それについて十分

知識があり又熱意を有する者が国際協議会

（lnternationa1 Assembly）のプログラムに

上程することは重要なことである。上程に際

して，地区内の新クラブ結成を促進するため

にガバナーの利用し得る様々な手段,例えば，

-

地区拡大委員会，特別代表，地区ガバナー拡

大補助者などの任命を特に強調すべきであ

る。なおこの外に，国際協議会に於て中央事

務局と地区ガバナーとが個々に接触して各地

区に於けるロータリー拡大の可能性を論ずる

ようにすべきである。（理45－46，50－51）

新クラブヘの激励

　　(Encouragement to New Clubs)

　新クラブが国際ロータリーに加入した際に

は近隣のクラブ及び地区内にいる国際ロータ

リーの元役員に対しこの旨通知し，もしかか

る元役員及び近隣クラブ会員が訪問するなら

ば，新クラブヘの激励になることを示唆すべ

きである。（理35－36）
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財　政　問　題

(Financial Matters)

　国際ロータリー定款及び細則は，理事会が

国際ロータリーの事務及び財政を管理し，且

つ毎会計年度の予算を決定しなければならな

いことを規定している。

財務委員会（Finance Committee）

　細則は又，会長によって任命さるべき財務

委員会について規定している。この委員会は

理事会に対し年間予算を提出し，国際ロータ

リー財政に関する総てを管理し，且つ理事会

に対し之れが処理について進言する。

　財務委員会への委任事項は，国際ロータリ

ー細則に定められてある。（第14条第10節）

　国際ロータリーの財政問題に間する如何な

る決定も，正規機関を通してのみなさるべき

ものであり,そして非公式の財務取り極めは，

財務委員会による再検討に付し且つ後に必要

に応じて理事会に助言しなければならない。

（理46－47）

　財政に関することで理事会に提出すべき総

ての事柄は，理事会によって最後の決定が行

なわれる前に，それの審議と，そして理事会

に対し勧告させるためこれを財務委員会に付

託しなければならない。（理46－47）

国際ロータリー資金の投資

　　(lnvestment of Funds of R.I.)

　理事会は，国際ロータリー資金の投資及び

再投資に関する方針及び手続を次のようにな

すべきことを決定した。

投資の方針（lnvestment POlicy）

（1）理事会は随

で，一般

金

全校

タ 当座の目的に不 な金

のために別にしておくべき

を明示するものとする。斯く明示された

金は，一般資金投 のために以前に購入され

ていた証券の売却による収益で，理事会によ

って２般
一
い金額は

用として別にしておかれな

まぬことと了解されている。原抑

として，国際ロータリー

資は，国

金の投資及び

ロータリーが法人化され且つその

された事務所の所在

るものと る。

（2）目的：

〃

一般 金においては，

において行なわれ

大の安全性のもとで

最大の収益をあげること。年々の収入

財産評価 を 当に重視する。

国際ロータリー本部建築物

いてi 修復引当金の

にわたる均
〃
すること。

に

建引当金にお

に合致した，長

のとれた投資明細表を 成維持

（3）会長が任命する，３名の財務委員より

成る小委

て，

会は，国際ロータリーを代表し

証券の売買及び

による収益の

投 顧問

投

又は有価証

を行なう を有する。

理委員）は上記第２項に述べた

　　　　　　　　　　　　一

目的を遂行する責任

原ロータリーを代表

ことに関し，投資小

を負う。投 顧問は，国

際ロータリーを代表して投資物件を売買する

ことに関し，投資小委員会の休今中に，機岫

な取引を行なうことが国際ロータリーにとっ

　　　　　　　　　　　　　㎜●㎜●㎜㎜㎜㎜㎜

て最も有 と判断した場

小委員会の

は何時でも，

承認なしに

は

な取引を

行なうことができる。但し，この場合投

問は，斯様な処置が

　　　　　　　●●･=Ｊ
られた理由を む

顧

細
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な報告を，
一
員会に[卯

国際ロータリーを通じて

されるよう，

小

ちに国際ロータリ

一へ提出しなければならない。国際ロータリ

一の投

務委

物 する総ての 引は直ちに財

会及び会長に報告され，委 会によっ

て次の理事会に報告されなl ればならない。

(理　56－57，　57－58，　59－60，　61－62，　62-“-

63; 65－66; 69－70）

国際ロータリーの会計年度

　　　　　　　(Fiscal Year of R.I.)

　国際ロータリーの会計年度は７月１日に始

まり６月30日に終る。人頭分担金及び購読料

金の集金は，７月１日より12月31日迄と１

月１日より６月30日の二半期に分かれてい

る。

国際ロータリーの歳入

　　　　　　　　(Revenue of R｡I.)

　国際ロータリーの歳入の重要財源は，加盟

クラプよりの人頭分担金，国際大会登録料，

新クラブよりの加盟料金，機関雑誌の購読料

及び広告料，並に投資に対する利益金等であ

る。

人頭分担金（Per Capita Dues）

　各クラブは国際ロータリーに，そのクラブ

の各正会員，シニア・アクチブ及びバスト・

サービス会員１人当り年額８ドルの分担金

を，毎年７月１日及び１月１日に，当日の会

員数に基づいて分納する。

　細則は理事会が正当と認める人頭分担金の

一部を何れのクラブに対しても返しうること

を規定している。

　細則は又，如何なる国の通貨でも，その国

のロータリー・クラブが国際ロータリーに対

するその負担を果たすに，自国通貨を過剰に

支払わなければならない程度に下落した場合

には，理事会は，その国のクラブよりの支払

額を調節することができることを規定してい

る。

　新加盟クラプ：支払期直前の５月15日又

はそれ以前に新たに加盟したクラブに限り，

７月１日における会員数を証明し，その日付

で人頭分担金を支払うよう要求されている。

同様，支払期直前の11月15日又はそれ以前

に加盟した新クラブに限り１月１日における

会員数を証明し，その日付で人頭分担金の支

払を要求されている。

　払戻又は比例割当：半期に入ってから後に

退会した会員に対する人頭分担金について

は，クラブは国際ロータリーから払戻を受け

ることはできない。一方クラブは，半期間に

入会した新会員に対しては，比例割当人頭分

担金を支払う必要はない。クラブ及び国際ロ

ータリーの会計年度は同様，即ち７月１日よ

り６月30日であるため，時としてクラブは

（クラブがその会費を徴収しない前に）７月１

日及び１月１日に支払うべき人頭分担金及び

ロータリアン誌購読料を早期に立て替え払い

し，後に至りその期間の会費を支払わないで

死亡，退会或は会員資格を喪失した会員の国

際ロータリーに対する人頭分担金及び購読料

を支払っていたということを発見することが

ある。斯様な場合，理事会は国際ロータリー

事務総長にその事情に応じて必要な調節をな

し払戻をなす権限を与えている。

ロータリアン誌の購読

　　(Subseriptions to The Rotarian)

　ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮの購読料は，合衆国，

カナダ，キューバ，及びその他最低郵便料金
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を採用している国においては，合衆国貨幣で

年２ドル50セントその他の総ての国におい

ては合衆国貨幣で３ドルである。

　合衆国及びカナダにおける各クラブではそ

の各正会員，シニア・アクチブ及びバスト・

サービス会員はＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮの有料

購読者となるべきことを，会員籍取得の条件

にすることが要求されている。（国際ロータ

リー細則第19条，第２節）

レビスタ・ロータリアの購読

　(Subscriptions to Revista Rotaria)

　雑誌のスペイン語版，レピスタ・ロータリ

アの購読は自由である。レピスタ・ロータリ　　　　　　一一
アの購読料は合衆国通貨で年額３ドル75セン

トである。

国際ロータリーの経費

　　　　　　　　(Expenses of R.I.)

　理事会：理事は，国際大会，国際協議会，

指定せられた地区大会，定例及び臨時理事会

及びその執行委員会，事務局への公式訪問，

及び理事会が承認した特別の旅行，並に国際

ロータリーに請求すべき事務所費及び事務員

の費用等の諸経費は報償せられる。

　理事会は次の決定をした。即ち，

　（ｨ）毎年「国際ロータリー会長ノミニー」

が１名の場合には，次年度の理事として，最

後の理事会，国際協議会及び国際大会に出席

するに要する彼の経費は国際ロータリーによ

って支払われる;

　（ﾛ）２人以上の会長ノミニーがある年に

は，次年度の理事として，暫定理事会及び国

際大会に出席するに要した経費は毎年国際ロ

ータリーによって支払われる;

　㈲　国際ロータリーは，総ての理事ノミニ

財　政　問　題

一及び無競争理事候補者が最終理事会，国際

協議会並に国際大会に出席するのに必要な経

費を支払う。すべての理事ノミニー並に無競

争理事候補者は最終理事会へ出席するよう奨

励されている;

　㈲　国際大会前に，地帯，地理的集団乃至

地域からの理事ノミ二－が判明しない場合，

斯様な地帯，地理的集団，乃至地域より選出

された理事が次年度理事の暫定理事会及び国

際大会へ出席するのに要した経費は，国際ロ

ータリーによって支払われる。（理60－61;

63－64）

　委員会：国際ロータリーの各委員長は委員

会の業務遂行上必要な事務諸経費，及び，事

前に理事会の承認を得た場合，国際大会並に

国際協議会への出席に要する個人的経費を報

償される;又，理事会が承認した特別旅行或

は年度中の委員会の業務遂行に関して理事会

から出された指示中に含まれた特別旅行の費

用，及び委員会の会合準備並びに出席に要す

る費用で理事会の承認を得た場合は報償され

る。

　委員会の委員は，理事会の承認を得れば，

委員会の会合へ出席するのに要する経費及び

委員会の業務遂行上必要とする事務費を報償

せられる。

　国際ロータリー理事会又は会長が特にその

出席を要求し且つその費用を承認しない限

り，たとえ招待せられたとしても，国際ロー

タリーの委員が他の組織の会合に出席するた

めの費用を支払うことは，国際ロータリーの

方針に反する。（理44－45）

　地区ガバナー：各ガバナーにはその任期の

初めに，任務を遂行する経費を賄うために，

理事会で承認された予算が交付される。例え

ば，クラブ訪問，地区協議会及び地区大会出

席等に要する旅費，月信発送，事務費，文房

具，郵税，電信電話等の費用である。事務費

は地区内クラブ数に基づいて見積られる。

　旅費の見積は，地区内クラブ数，旅行距離
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及び経費に基づいて行なわれる。国際ロータ

リーは単にその地区内の旅行に要するガバナ

ーの個人的経費のみを支払う。ガバナー・ノ

ミニーとして国際協議会に出席する経費を除

いては，国際ロータリーはガバナーの所管地

区以外の旅行費は一切支払わない。

　地区ガバナーが第２期に指名せられた場合

国際協議会に２度目の出席は差し支えない

が，２度目の協議会への出席費用は国際ロー

タリーによって支払われない。（理55－56，

57－58）

　理事会は次の方針を採択した。

　（ｨ）ガバナーに対する予算割当は，全クラ

ブに公平且つ十分の貢献の出来るような割合

の予定表に基づいて行なわれなければならな

い。従って,理事会は予算を採択し,割当を行

なうに当っては，各種活動の相対関係に基づ

いて経費を分配する。理事会は，斯様な分配

め基礎は各地区内において年々大なる変化を

なすべきではないとの意見を堅持している。

というめは，激烈なる変化はこれ等の活動の

均衡を破るものであるからである。

　（ロド国際ロータリーによって支払われるガ

バナーめ経費は，ガバナーの予算割当の総額

を超えてはならないということが必須条件と

されている。若し不慮の事情の為，追加費用

を要する場合には，斯様な経費を必要とする

以前に，理事会の承認を得るため追加割当請

求を提出しなければならない。（理41－42）

　国際協議会：国際ロータリーの経費で協議

会に出席するよう国際ロータリー理事会によ

って承認された人は旅費及びホテルの費用を

報償される。

　国際協議会は，国際ロータリー運営上最も

重要な国際的会合である。そして1948年に

初めて提案されたように２ヵ所以上の地域別

協議会に分けるよりも寧ろ常に単一協議会と

して関催し十分に力を入れる必要がある。猶

協議会は国際大会都市近接地というよりも，

寧ろガバナー・ノミニーの数及びその居住地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

の見地から便利で経済的な場所に開かれなけ

ればならない。

　理事会は次のことを決定した：

　情状酌量の存在する場合に（不可避的旅行

の遅延，病気その他）会長が一般規定に対し

て除外例を承認した場合以外，参加者その他

国際協議会に列席するものの経費支出は全期

間出席する基礎の下においてのみ承認されて

いる。（理53－54）

　同一役に２度目に指名された被指名役員

は，その役名において２度目の国際協議会に

出席することが出来るが，その人の出席費用

は国際ロータリーによっては１回分より以外

には支出されない。（理55－56，57－58）

　理事会は，原則として，又，実行可能な限

り，地区ガバナー・ノミニーが，国際ロータ

リー資金が預託されている国から，国際協議

会に出席する場合の費用は，すべて，かかる

資金から，国際ロータリーによって，支給さ

れることに同意する。（理67－68）

　他の経費は，協議会において職務を命ぜら

れた事務局職員，翻訳係，接待，印刷及びそ

の他の雑費を含む。

　国際大会：この費用は，国際口－タリーの

費用で国際大会に出席するよう国際ロータリ

ー理事会によって承認された人達の旅行費及

びホテル費等と共に，国際大会に必要な総て

の運営及び歓待費等を含む。

　同一役に２度目に指名された如何なる被指

名役員も，その被指名役員としての出席費用

は１回の国際大会の分よりも多く国際ロータ

リーによって支払を受けることはできない。

　新クラブ結成：この経費は，新クラブ結成

に関係してのガバナー又は拡大補助者の旅行

費を含む。

　新クラブ結成における特別代表の費用は除

外例的な場合，即ちガバナーが予め国際ロー

タリーの事務総長又は会長から斯様な支払の

許可を得た場合においてのみ支払われるもの

である。（理37－38）
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　理事会は次の件を決定した：

　ガバナーが新クラブ結成及びチャーター伝

達に関して合衆国貨幣50ドル以上の経費を

かけ又は経費をかけんとする以前に，ガバナ

ーは，その経費がえられるかどうかを事務総

長に相談する。斯様な場合，国際ロータリー

事務総長が“新クラブ結成のため地区ガバナ

ーその他の旅費”に対する割当の中からの資

金の利用度を決定する責任を有することが定

められている。斯様な決定をするに当り，事

務総長は，その使用期間にその割当から流用

しなければならない総てのありうる要求を考

慮に入れなければならない。（理40－41）

　前記事項は,新クラブ前成に関連して50ド

ルの経費が許されているということを規定し

ない。若し50ドル又はその一部が,新クラブ

創立に用いられなかったとしても，その金額

は，ガバナーがその他の経費に充当すること

は出来ない。

　ョーロッパ大陸，北アフリカ及び東地中海

地域における特別代表の経費支弁承認をする

ことについては，理事会は，事務総長をして

彼に代りその名においてその任に当る者にそ

の地域の事務次長を指名する権限を与えてい

る。（理37－38）

　会長：会長事務費及び旅行費は，若し自分

の市に事務所があればその事務所の借料，文

房具，消耗品，郵税，電信電話料，必要な秘

書及び事務員費，並に別段の規定のない会長

の旅費を賄うものである。

　国際ロータリー会長として順序良く且つ満

足に退職するに必要且つ適当な経費は報償せ

られる。（理60－61）

　被選会長：会長としての職務につく準備に

要する必要で適当な経費は毎年会長ノミ二一

に報償される。（理60－61）

　地区又は地域大会に於ける国際ロータリー

会長代理：実行可能な限り，理事会の一員又

は他の国際ローダリー会長代理が，各地区及

び地域大会に出席するよう指名され，その旅

財　政　問　題

費は国際ロータリーによって支払われる。若

しその人が夫人を同伴する場合には，夫人の

費用も国際ロータリーによって支払われる。

　地区大会出席中の会長代理並に同夫人の宿

泊費及び大会出席諸経費は，地区大会の負担

とすることが望ましく又，期待されている。

　現及び元役員の訪問：この費用は，国際ロ

ータリーの要求によって，クラブを訪問し，

話をする現及び元役員（及び特別の場合他の

有資格ロータリアン）の旅費を含む。これは

ガバナー以外の国際ロータリーの役員又は代

表の訪問をめったに受けることのない多数の

クラブに対して有用な奉仕である。

　事務局：アメリカ合衆国イリノイ州エバン

ストン及びスイス国チューリッヒにある事務

局費用は，職員の給料，エバンストンにおけ

る国際ロータリー中央事務局の建築物管理，

及びチューリッヒにおける事務所借室料，文

房具，用品，郵税，速達料，電信電話，謄写

料，印刷料，無料配布小冊子類，家具類及び

設備品の償却及び修繕，保険及び税金,監査，

雑費その他を含む。

　ロータリアン誌及びレビスタ・ロータリア：

ロータリアン誌及びレビスタ・ロータリアの

費用は，職員の給料，文房具，用品その他，

原稿｡在庫用紙，印刷，郵税及びその他雑誌

発行に普通必要な経費を含む。

監査報告の配布

　(Distribution of Auditor's RQport)

　理事会により承認された前会計年度の経理

状況について，監査人の報告を要約したもの

はこれを印刷に付し，年々各クラプ幹事宛，

現及び元国際ロータリー役員及び委員等，国

際ロータリ。・ニュース発行名簿にある人々

に配布すべきもの'とする。(理49－SO)
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国際ロータリー資金の支出

　　　(Expenditures of R.I. Funds)

　一般手続：以下は，国際ロータリーの資金

支出に関する一般手続の簡単な要綱である：

理事会は，支出責任者であるガバナー及び

その他の人によって支出せらるべき予算配布

（又は債券）を可決する責任を特つ。斯様な予

算割当は国際ロータリーによる年間予算編成

を通じて作られる。この予算には，来たるべ

き年度の総ての見積経費が盛られる。理事会

が予算を承認したときには，それぞれの予算

割当が決定されるのである。予算の各費目は

「その必要と思われる部分」を基礎とし，そ

れに対して配布せられるものであると了解せ

られている。換言すれば，各項目は最大限度

と七て配布したもので，若し誰かがその最大

限以下の支出で仕事を遂行するならば，それ

だけ国際ロータリーの資金が節約されること

になる。

　一方（これこそ明確に諒解されなけれぱな

らないことであるが）如何なる目的であって

も，配布された予算割当以上の支出は予め理

事会の承認なしでは行なってはならない。

　支払役員である事務総長及び財務長にとっ

て又会長及び理事会にとっても，斯様な支出

に対して何等の予算割当も現存していない場

合に，支払要求をされると当惑するものであ

る。

　若し支払行為者が常に支出を既定予算割当

内に留めるようにし，追加支出は，もしそれ

が認められている場合，予め追加予算を提出

して理事会の承認を得る迄は支出をしないよ

うにすれば，支出当事者も理事会も当惑する

ことはない。

　或予算が特定目的のために作られている場

合には，例えばガバナー・ノミ二－の国際協

議会出席の経費の如きは，予め理事会の承認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

なしでは他の第三者に譲渡してはならない。

支出報告（Expense Statements）

　理事，ガバナーその他は，彼等の支出を書

きつけておいて，月末にその簡単な報告書を

事務総長に提出することによって国際ロータ

リーの資金の中から支払を受ける。

　国際ロータリーの用務に従事する時の国際

ロータリー役員及委員の経費支払は，その費

用が国際ロータリーできめられた範囲を相当

超過している場合には，国際ロータリー会長

及び事務総長の承認をえなければならない。

この際「相当の変更」の判断は事務総長の決

定による。（理51－52）

国際ロータリー旅費

　　　　(R.I. Travel Expenditures)

　国際ロータリー理事会が，国際ロータリー

における旅行費の説明として1965－1966 年

に採択し，その後改正した方針は次の如くで

ある。

　　　　　　　一　般　方　針

　　　　，　（General Policy）

　国際ロータリーの用件で旅行する時の，国

際ロータリーの役員，委員会委員等々の旅費

を支弁することは，国際ロータリーの方針で

ある。国際ロータリーの費用で旅行する人

は，適度に心地よい旅行をし，かつ個人的用

事の時開にも不自由せずに，あらゆる方法で

国際ロータリー資金節約に助力するものと期

待されている。

　単に，個人輸送の実費のみが報償されるこ

とになっている。従って，下記の表に規定さ
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れた料金より少ない費用で旅行する場合に

は，規定最高額ではなく，その旅行に要した

少ない料金しか報償されないのである。

弁　償　経　費

　　　　　(Reimbursable Expenses)

　　　輸　　送

(Transportation)

イ。飛行機。次の条件付きで，利用した等級

の運賃が支給される。

　１等以外の航空サービスが行なわれていな

い所での二地点間の旅行，又は，如何なる部

分を取って見ても二時間以上の継続運行とな

る旅行に対しては，１等運賃が認められる。

もし途中での宿泊寄港がなければ，航空機の

寄港又は乗換えがあっても，運行は継続して

いるとみなされる。

　二時間未満の運行については，１等だけし

かない場合を除き，１等より安い等級の運賃

が承認される。

ロ。船。最短コースの1等航空料金を最高限

度として，輸送実費並びに雑費が弁償され

る。交通費，ホテル代，食費，及び途中雑費

に対する弁償額合計は１等航空料金を超えな

いものとする。斯様なホテル代，食費並びに

途中雑費は飛行機旅行の場合の如く運賃の中

に台まれるものである。但し経費総額が上記

最高額を超過しない場合，船中経費は１日当

り未貨４ドル，乃至１航海に対して米貨30

ドルの何れか多い方が弁償される。

ハ。鉄道。鉄道旅行は最短距離の１等料金，

或は寝台車の個室の如き普通寝台車の基準で

弁償される。
一

=● バス。バス旅行の場合は支払われた運賃

実費が弁償される。　　　　　　　　　　　∧

ホ。自動車。合衆国内の場合は，ガレージ使

用料を含め,∇自動車旅行に伴うすべての経費

財　政　問　題

を賄うものとして，１哩当り10セントの基

準で弁償される。最短距離の旅行の適当なホ

テル代，食費，雑費が弁償される。

　他　の　経　費

(Other Expenses)

　合理的な値段の一流ホテル室代実費。

　適当額の食費並びに雑費。

　旅券料金実費,払戻しのきかない入国税等。

　もし，国際ロータリーが国際協議会或は国

際大会のために，特別輸送を準備する場合，

理事会特別決議によって，斯様な特別輸送機

関利用者に対し輸送実費の基準で弁償するも

のとする。

途中及び会議出席中の日数

　(Time En Route and

Attendance at Meetings)

　すべての旅行は，途中並びに目的地におい

て要する適当で最少の日数で然も公務を満足

に遂行することを基準として見積られ且つ弁

償されるべきものとする。但し，本人が招か

れた一つ又はそれ以上の会議の全会合に参加

した場合に限る。

　　弁　　償

(Reimbursement)

　普通，上記の弁償経費予定額を指針として

用い，国際ロータリーは本人の署名した経費

計算書を受理次第，その個人に支弁する。

　個人が国際協議会及び国際大会出席以外の

ロータリー用務で旅行するために前渡旅費を

請求する場合，事務総長は上記予定額を指針

として計算した経費の概算を前渡しする権限

を与えられている。斯様な前渡金は，旅行完

了直後本人から提出される経費計算書により

証明されるべきものである。　………

－95.－
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　個人が国際協議会及び／或は国際大会への

前渡旅費を請求する場合，事務総長は前渡支

払の権限を与えられている。但し，

　（ｲ）予め個人から，選んだ旅行方法と等級

　　の書いてある予想旅費の証明書を受取る

　　こと;

　（ﾛ）事務総長は予想旅費が上記予定額に規

　　定された最高額を超えざることを確認

　　し，且つその費用が一般料金と符合して

　　いることを確かめること;

　事務総長は，この予想費に，それぞれ必要

で適当な額を概算の上，ホテル代，食費，及

び要求があれば雑費を加えなければならな

い。

　これらの事情のもとに前渡金が渡された場

合には，経費計算報告の提出は要求されない

ものとする。

　この基本声明に規定された金額を超える如

何なる経費も各個人の責任とする。

　理事会は副会長及び理事がロータリー用務

で旅行する費用について，国際ロータリーに

よる支払の方針を次の如く定めた。

　1.年間予算には次の場合に生ずる適当で

　　必要な理事の経費が割当てられる。

　　(ｲ)在任期間に開催せられる国際大会及

　　　び国際協議会への出席。

　　(ﾛ)定例及び臨時理事会及び理事会の委

　　　員会への出席。

　　㈲　必要な国際ロータリー本部公式訪

　　　問。

　(注：国際協議会及び又は国際大会のみへの旅行のため，

　夫人同伴の個人が，そのために，前述の予定額より低い

　輸送料金で旅行したこと，そしてその規定の最高予定額

　との差額或はそれに最も近い相当額を夫人の旅費に充当

　するため規定の最高予定額の弁償を希望する旨明示すれ

　ぼその規定額が弁償される。但しその弁償旅費はその個

　人と夫人との合計分として実際に支払われた金額を超え

　てはならない。又前渡支弁の場合，斯様な個人は予めこ

　の規定適用の意向を事務総長に証明しなけれぼならな

　い。何れの場合でも，地区ガバナー・ノミニーは，この

　手配に基づく彼の旅行計画が，就任直前に所属地区協議

　会並びに大会へ出席するのを妨げなかったか，或いは妨

　げなｗものであることを証明しなけれぼならない｡)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

（ﾆ）ロータリー用務の下に特別に認めら

　れた旅行。

（ﾎ）指定せられた地区大会又は地域大会

ロータリーの方針ではない。但し，奉仕活動

に関連して，諸外国のロータリー・クラブの

協同活動に関し理事が明確に規定する場合は

例外である。（理47－48，58－59，65－66）

保険（lnsurance）

　理事会は，自動車旅行に関連する不慮の責

任保険について次の如き決定をした。

　理事会は，国際ロータリー各役員，理事，

ガバナー，委員，職員等で自動車を運転する

ものは適当な金額の賠償責任保険及び財産損

害保険ならびに，火災，盗難その他の損失に

対する保険を良い保険会社と契約しているも

のと考え且つ予期している。

　理事会は又，各役員が生命及び傷害保険，

火災，盗難，衝突その他の原因による自動車

の損失に対する保険を個人でかけていなけれ

ばならないという意見を記録にとめている。

国際ロータリーは斯様な損害には役員に対し

報償しない。

　理事会は，国際ロータリーの役員は，事務

総長を除いては，国際ロータリーの雇人では

ないということに一致している。彼等は国際

ロータリーの目的のために旅行している間も

その事故に対して国際ロータリーによって個

人的な保険をかけられてはいないし，また，

国際ロータリーは彼等が族行保険に支払った

保険料に対して報償もしない。国際ロータリ

ーは如何なる間接的負担にも責任を持たな

い。然しながら，地区ガバナー及び他の国際

ロータリー役員は，彼等自身の費用におい

て，斯様な事故のために保険をかけることを

欲するであろう。（理39→10，45－46，59－

60）

財　政　問　題

団体旅行用貸切飛行機（Chartered Air

　　　TI’ansportfor Group Travel）

　国際ロータリーを直接乃至間接に拘束する

か又は関与させることになる契約を結ぶこと

は地区ガバナーの越権行為である。殊に，

地区ガバナーは，貸切飛行機旅行の手配に関

し，国際ロータリーからその契約に署名する

か又は国際ロータリーを拘束したり，又は国

際ロータリーの代理行為者となる権限を与え

られていない。（理65－66）

支出に対する承認

　　　(Authority for Expenditures)

　請求せられた支払が，国際ロータリー理事

会によって正式に決められた予算割当を超え

ず，且つ斯様な割当を行なうに当って理事会

決定の指示書乃至意向の範囲内にあることに

ついて事務総長及び(又は)会計監査官が満足

しない限りそれに支払をしないこと及び確か

に支払われていないことを財務長に証明する

ことは，国際ロータリー資金の支出役員たる

国際ロータリー事務総長及び(゛又は)会計監査

官の義務であり且つ責任である。又，事務局

の事務総長及び(又は)会計監査官は斯様な支

払が，その請求された支払をなすための予算

を割当てるに当っての理事会指示書或は意向

の範囲内にあると考える旨を証明でき且つ証

明するのでなければ，事務総長並びに財務長

は国際ロータリー資金を支出することは厳重

に禁じられている。如何なる支払要求でも事

務総長がこれを証明することができない場合

には，その事情を理事会に報告して承認又は

否認を求めなければならない。(理31－32，

51－52)

　理事会が斯様な目的のために必要な予算処

－97－

　　　出席に夫人を伴う旅行。

　　（へ）自己の見解で必要と認めるクラブ訪

　　　問及び他のロータリー職務上の訪問。

　　　但しその費用は年間理事１人につき

　　　400ドルを超えることは出来ない。

　2.上記（ﾆ）項にいう特別に認められた旅行

は，理事会に代って会長又は事務総長によっ

て，国際ロータリーの利益のためと，それに

対する予算処置のとられた資金の範囲内にお

いて要求せられたものでなければならない。

　3.理事は，特別の規定が作られない限り

上記に規定せられたもの以外，如何なる経費

の負担も国際ロータリーにかけてはならな

い。

　4.以上は，理事の旅費の国際ロータリー

による支払に間し，これと異なるこれまでの

如何なる理事会決定にも代り且つ以前の決定

を無効にするものである。（理40－41，42－

43）

　上記の方針はその実行と効力において継続

すべきものである。国際ロータリーの費用で

旅行するものの旅費概算を作成し提出するに

当っては，中央事務局は理事会において決定

した旅行基本方針に従って計算しなければな

らない。（理42－43）

旅行のための国際ロータリー資金

　(R.I. Funds for Travel Purposes)

　　　如何なる国にある国際ロータリー資金も公

　　式に聞かれた会合に，国際ロータリーの費用

　　で旅行するロータリアンに対して報償するた

　・めに,これを利用して差し支えない｡如何なる

　　国における国際ロータリー資金も，その人が

　　ロータリアンであろうとあるまいと，通貨両

　　替その他の為にこれを提供することは，国際

96－



置を取るか或は取ったものでない限り，如何

なる活動に対しても理事会が支払を承認して

はならない。（理31－32）

国際ロータリー活動以外への国際ロー

タリー資金の寄付(Contributions of R｡I.

　Funds for Other Than R.I. Activities)

　国際ロータリーの資金はその加盟クラブに

より，それ自体の目的のために提供せられた

ものである。故に他の団体の活動に対して寄

付することはできない。同時に国際ロータリ

ーは，その加盟クラブを通して，各自ロータ

リアンが個人的にその地域社会における有用

な奉仕活動に参加し支持することを奨励す

る｡(国際ロータリーと他の回体に関する方針

文書14←147頁参照　理54－55)
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国　際　奉　仕

(lnternational Service)

　国際間の友誼にみちた，正しく且つ平和的

な関係を推進し維持するためには，少くとも

次の二つの力が必要である。

　（ｲ）関係当事者の権利を定め，人間関係に

常に起こる意見の相違を調整する法律的な制

度。この力は勿論政府によって且つ政府の間

に発達させなければならないものである。

　（ﾛ）すべての国民に対する，国際的な理解

と善意の重要性を正しく認識した広い見聞に

基づいた世論。

　ごの理解と友誼を，ロータリー会員相互の

開及び一般の人々の間に推進することが，ロ

ータリーに於ける国際奉仕の特に行なうべき

仕事である。（理51一石2）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

常に国際ロータリーの既定方針に従い，いや

しくも平租の獲得及び維持を妨げ，誤解を招

き，又は悪意を生ずる原因となるような，如

何なる行動，発言，通信又は出版物も厳重に

避けて，世界中の国民に対する理解と好意の

増進を奨励且つ育成するため努力するよう勧

告されている。

方針概要（Outline ofPOlicy）

　理事会は下記方針を採択した：

｢国際奉仕に於ける国際ロータリーの方針｣

　狙　い：

　ロータリーに於ける国際奉仕の狙いは，第

４の綱領に明らかな通り，

　｢奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業

人の世界的親交によって，国際間の理解と親

善と平和を推進する｣

　ことを鼓吹し且つ育成するにある。

　ロータリーの奉仕の理想が，最もよく表現

されているのは，個人の自由，思想，言論，

集会の自由，信仰の自由，迫害と侵略からの

解放，及び，欠乏と恐怖からの解放が認めら

れているところに於てである。

　自由，正義，真理，誓言の神聖及び人権の

尊重はロータリー主義に固有のものであり，

又国際間の平和及び秩序の維持，更に人類の

進歩にとって不可欠のものである。

　個々の会員の責任：

　各ロータリアンは，奉仕の第４部門に固有

の理想の達成に個人的に寄与するごとが期待

されている。

　ロータリアンは，自己の国家に対し忠誠且

つ献身的な国民たるべく，自らの日常生活，

及びその職業活動を処置することが期待され

ている。　レ

　各ロータリアンは，個人として何処に働く

にせよ広い見聞に基づいた世論を作り出すこ

とに協力しなければならない。かくの如き世

論は，国際間の理解と親善の促進に関する政

府の政策に当然影響を及ぼすものとなろう。

　世界精神を抱くロータリー会員として：

　（ｲ）彼はせまい愛国主義を越え，国際間の

理解と親善と平和の促進に対する責任を分担

していることを自覚する。

　（ﾛ）彼は国家的乃至人種的優越感によって

行動する傾向に反対する。

　㈲　彼は他の国民と共に協調するための一

致点を求め，且つ開拓する。　　　，　犬

　（=≠）彼は個人の自由を保持するため，法と

－99－



秩序の規定を守り，以て，思想，言論，集会

の自由，迫害と侵略からの解放，及び，欠乏

と恐怖からの解放を楽しむことができるよう

にする。

　困　彼は，何処かの貧困は全部の繁栄を阻

害することを認識し，世界中の国民の生活水

準を改善する運動を支持する。

　（ぺ）彼は，人類に対する正義の原則は，根

本であり，又世界中に行なわれなければなら

ないことを認識して／その原則を支持する。

　（ﾄ）彼は国家間の平和を推進することに常

に努力を傾け，この理想のためには，個人的

犠牲を払う覚悟をする。

　（ﾁ）彼は，国際間の親善への一歩として，

他人の信仰を理解するという精神を力説，実

行し，それによって，より豊かな，より充実

した生活が確保されるような，道徳的精神的

な基本水準の存在することを認識する。

　ロータリークラブの責任：

　ロータリー・クラブは，政府や世界問題或

は国際間の政策に影響を与えるような団体的

な行動をとってはならない。‾むしろ，個々の

会員に対して，これらの問題についての知識

を与えるようにつとめ，それによって，会員

が啓発された建設的な心構えを育成するよう

にすべきである。　　　二

　ロータリー・クラプでは，討論会を問催し

て，公共の問題を論じ，それによって，第４

部門に示された奉仕を育成することができ

る。もし論争点のある場合には，双方の主張

が十分に発表されることが肝要である。

　ロータリー・クラブに於て，国際的問題が

論ぜられている場合，論者は他の国の国民を

攻撃するようなことは，避けるように注意さ

れなければならない。又会合に於て表明され

た個々Iの論者の意見に対しては,ロータリー･

クラブは必ずしも責任をとるとは脹らないこ

とを明らかにしておかなければならない。

　ロータリ，｡ニクラブは，国際問題に関係を

持つ特殊な計画に間する如何なる決議をも採

択してはならない。或る国のクラブから他の

国のクラブ，国民或は政府に対して，何かの

行動を執ることを要望してはならないし，

又，或る特定国際問題の解決に間する計画案

や意見書を配布してはならない。

　それぞれロータリー・クラブを有する国家

間の関係が緊迫している場合には，関係国及

び他の国々のクラブは，最大の注意を払わな

ければならない。然らざれば，如何なる行動

もかえって悪意や誤解を増す恐れがある。

　国際ロータリーの地位：

　国際ロータリーは，多数の国に存在する幾

多の見解をもつクラブから成り立っている。

故に，政治問題に問しては，国際ロータリー

は何等団体的行動をとったり意見を述べたり

はしない。（理51－52，53－54）

世界事件（World Afrairs）

理事会(1961－62)は次の声明を採択した：

　　　　世界事件と国際ロータリー

(Rotary lnternational in World Afrairs)･

　国際ロータリーは，世界に広がっているそ

の加盟クラブを通して，国家間の平和の基礎

として人類の間に国際理解と親善を奨励且つ

育成する。ﾛ･柵タリ＝の奉仕の理想と国際理

解を増進せんとする献身的な誓約は，破壊的

な反対勢力が狛猟を極めている現代に於て，

絶対に，必要かくべからざる力となるもので

ある。　　　　　　　　　　　　　　入

口，タリーの理想に固有なものは個人の品

位と自由である。故に，その理想を永続強化

することは個人個人のロータリアンに義務と

してかかっている。,ロータリーの効果は制度

によるものでもなければ，団体として意志表
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示をするこどによるものでもない。それは。

常に各ロータリー・クラブの各会員が，ロー

タリーの存在のため，そして自由社会，正

義，真実，約束の神聖，及び人権尊重を守る

ため，必要な原則を進展させるよう，個人的

な,強烈でそして建設的な行動をとるという，

手段のみにより達成せられる。

　加盟クラブの会員である職業指導者中に潜

んでいる，効果的行動への偉大なる潜勢力を

認識して，国際ロータリーは，各ロータリア

ンが，自国の忠実なる奉仕的国民として，彼

の影響力を発揮し，全人類の安寧の基盤とな

る，自由と真実と正義の原則を保全し且つ強

化する様，彼の力を行使し，そしてその組織

を，国際理解の達成に一層有効な道具たらし

める方法として，奉仕の理想を，個人が実行

する様，呼びかける。

　国際ロータリフはその平和と正義の原則へ

の執着を再確認し，全ロータリアンが，出来

ることならば，武力によらず寧ろ平和的交渉

によって国際上の難問題を解決する上に，彼

等の影響力を行使するよう勧奨する。

原子力使用に関する提案（Proposals

　Regarding use of Nuclear Energy）

　理事会は，平和目的のための原子力利用よ

り生ずる人類への利益及びそのための原子力

の絶えざる発達の重要性を認めるものであ

る。然しながら，ロ¬タリー・クラブが斯様

なことにおいて政府を動かすため協同動作に

加わるとか，特定の国際問題の解決のための

行動又は計画に対する提訴を発起することな

どは国際奉仕に関する国際ロータリーの既定

方針と一致しないものである。（理61－62）

国　際　奉　仕

国際連合（United Nations）

　国際ロータリーは，国際連合憲章の規定や

国際連合の決議及び法規に対して是認も否認

もしないが，ロータリアンが世界平和の促進

を目ざす国際連合の活動に精通することを奨

励する。　　｡1　＼　　　　　　　　　　　･｡

　事務総長は，世界平和の促進に資する国際

連合の憲章及び活動の研究に関連するプログ

ラム資料及びその他の援助について，クラブ

の注意を喚起するよう命ぜられている。

　国際連合及びその専門機関の会合に出席す

る国際ロータリーのオブザーバーの報告は常

にこれを公表するものとする。

　ロータリー会員にして，国際連合或はその

専門機関のいずれかに関して，申し出をなさ

んとする場合には，必ず自国政府の正規の手

続によってつくられだ機構を通じて行なうべ

きである。（理51－52，52－53，53－54，55

－56）

国際連合に関する国際ロータリーの

出版物

　(R.I. Publications re united Nations)

　理事会は，国際連合の初期に於ては，国際

連合及びその専門機関の事業及び業績に関し

て情報を伝播する必要が大いにあったこと，

並に，この必要を充すために，理事会が，

“From Here on”「此処から」“ln the

Minds　of　Men”「人々の心に」“The

World at Work” 「活動する世界」及び月

刊“Report on U.N. by Rotary lnter-

nationa1”「国連に関する国際ロータリー報

告」等の国際連合に関する出版物を国際ロ≒

タリーが出版し頒布することを承認したこと

を，確認する。

　理事会は，上記の出版物は有用な目的に資
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する処が多かったが，現在では国際連合自体

がその施設を通じてこのような情報の伝播を

行なっており，又，国際連合に関する情報も

広く入手できる状況にあると考えている。

　従って，理事会は，数カ国語阪による｢国

連に関する国際ロータリー報告｣の出版は遅

くも1952年６月30日には停止すること，及

び，国連に関する国際ロータリーの他の出版

物(｢此処から｣,｢人々の心に｣,｢活動する世

界｣等々)の現在の在庫品が尽きた場合には，

これ以上阪を重ねないことに決定した。(理

51－52)

国連旗の掲揚

　(Display of united Nations Flag)

　ロータリー・クラブのある国が必ずしも全

部国際連合の加盟国であるとは限らない事を

考え，ロータリー・クラブがロータリー旗及

び国旗を掲げる場合，或は必要によって外国

の旗を掲げる場合と同じく，国際連合旗の掲

揚は，ロータリー・クラブその他の自発的な

措置に任すべきである。（理50－51）

国の法律，習慣に対する批判

　(Criticismof Laws and Customs

　　　　　　　　　　of a Clountry)

　理事会は次の如き方針の声明書を採択し

た。

ロータリー会員の間に，理解と親善を促進

するに当って，或る国に於て非合法とされて

いることが他の国に於ては合法である場合が

多数あること，又，或る国に於て慣習となっ

ていることが他の国に於てはそうでない場合

もあることを，認めなければならない。従っ

て世界各国のロータリー会員は，或る国のロ

一タリー会員が，他の国の法律・慣習を批判

することは気をつけてこれを避けるべきであ

り，且つ又，或る国のロータリー会員が，他

の国の法律，慣習に干渉するが如き如何なる

行為もこれを慎しむべきであるということを

認識しなければならない。（理32－33）

ロータリー会員とその国家との関係

(A Rotarian's Relation to His Country)

　ロータリー会員とその国家に対する関係に

ついてのロータリーの立場は，決議43－14

144頁に明らかにされている。

世界社会奉仕

　　　(World Community Service)

　世界社会奉仕は，ロータリー・クラブが世

界社会の他の部分に在るロータリー・クラブ

やロータリー地区から，その社会奉仕計画に

ついての援助を受けるプログラムである。

理事会は，各地区ガバ

の継 を

-が， の任期

定しかつ職務上の委員として

期地区ガバナーを加えた，以下の委任事項を

遂行する地区世 匹

ことを推奨している。

一一－

地区世界社会奉

仕委員会を設置する

会の 務は次の通り

とする：
-

イ）地区内のすべての1::1－タワー・クラグ

に，世 社会 の目的のために海 の

ロータリー・クラブと提携するよう奨励

すること;

ロ）地区内 クラブとの定期的接触及び地

区集会並に都市連合会等を通じて，世界
-
社会奉仕プログラム（小企業相談所を含

む）に対する理解の増進をはかり参加を

推進すること;

ハ）海外の地域社会からの世界社会奉仕の

ｰ･－－－‥--－-

援助を受けるに価する地元の必要事項を

決めるよう地区内のクラブを激励するこ
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地区内のクタプから

仕計画を

された世界社

査し，その結 を地区が

バナー及び事務局内の世界社会奉仕計画

資料調整室に報告すること；

世 社会 活動のために

地区内の援助資源を

クラブを

へ）世

し

励すること;

社会奉仕の目標と

可能な

すよう地区内

とを地区

のすべての適当な伝達機関－ロータリー

との関係の有無を問わずーに

と;
-

るこ

ト）地区レベルの世界社会奉仕計画を実施

　すること;

チ

理

地区内の世界社会奉仕活動の

り，定期的に地区ガバ 一及び事務

すること。（理6←69）

会は，特定の世界社会奉仕

を取
一

隔へ

に関連

して地区又はクラブが行なう財政的その

協力及び 助の

の

は，かかる要請を１ヵ所

又は特定数の地区又はクラブに止め，一様に

配布するものとして無差別にクラブヘ出さな

いならば，大会決議29－12によって定めら

れている財政援助の懇請の限界(139頁参照)

の範囲内に止まらないものとすることを承

している。（理66－67）

理事会は以下の事項を承認している：
1）

その

ロータリー・クラブに対し，

を通じて，世

板物

社会奉仕の目的の

ために海外のロータリー・クラブと

するよう強調すること;

携

2）クラブに対し，クラブ独自の力では負

　担し得ないような大規模の計画への参加

　を容易にするために，計画を分析し必要

を細分するよう 励すること;

3）援助を受ける地区及びクラブは援助提

供クラブ乃至地区に，その

報告書を送付すべきこと;

4）地区世

助に関する

社会奉仕委員会が果す役割の

重要性を蜜昆彊謂まること;

5）委

国際奉仕

理

会のメンバーの任期の継続性及び

あらゆるレベルにおける世界社会奉仕活

　　　屯k･■動の継続性が重要なことを絶えず強調す

ること。（理68－69）

会は，組 わせ地区及びクラブ・プロ

グラムによる接触から生まれたクラブ対クラ

ブ間の友好関係がもたらす利益と永続的価値

を，国際ロータリー出版物その他を通じてク

　　　　　　　　　　ーラブに対し強調すべきことに同意している。

(理66－67)

小企業相談所（Sma11 Business Clinics）

　開発途上国のロータリアンは，その国の小

企業家の運営能率向上を助けるため，小企業

相談所を設ける。他国からロータリアンの顧

問が来て，数週間，相談所の事業開始を手伝

う。

　国際的基礎において国際ロータリーのでき

る職業奉仕活動として，国際ロータリーが小

企業相談所を，新しい開発途上国の必要な地

域に設けることに，理事会は賛意を表してい

る。かかる地域に於て，小企業に従事し又は

従事せんとする人々の利益のために，ロータ

リーの奉仕の原則に基調し，小企業の能率且

つ成功的運営について教示指導を提供しよう

とする計画に協力する意思のあることを表明

するロータリー・クラブが，その地域にあ

るか否かによって，決定されるものである。

(理61－62)

　理事会は，小企業相談所計画は継続さるべ

きものであり，且つ，ロータリー・クラプ会

員のもつ事業経験を，地元の小企業競争者に

分け与えるために，ロータリー・クラブが，

その地域社会内の部外者の援助なしに，小企

業相談所を試験的に設立するととが実際上で

きるように努力しなければならないという点

について，同意している。
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ロータリー海外奉仕篤志家プログラム

　　　　(Rotaryvolunteers Abroad)

　1966－1967年に，理事会は，社会，保健，

教育，技術，実業並に専門職業の分野で致命

的な必要があり，又とない奉仕の機会を提供

している，自国以外の国で奉仕するために，

時間と努力とを進んで捧げんと欲し又捧げる

ことのできる有能有資格のロータリアンの篤

志的な奉仕を活用するプログラムを考えた。

理事会は，世界の数多くの地域に，退職した

と否とを問わず，その時間，努力，更に又い

くらかの個人的な創意をも，自国以外の国，

特に開発途上国での個人的な奉仕に進んで捧

げようと欲し，又捧げることのできる，有資

格のロータリアンがいることを信じ‥ていた。

　更に本問題を研究して理事会は，1967二68

年に，教育，保健，実業,づ農業，社会並に農

村開発の分野における多種多様の計画のため

に，中年並に退職したロータリアンの中から

得らるべき厖大な予備能力を活用する計画の

実行案及び手続を，原則的に承認した。この

計画はロータリー海外奉仕篤志家プログラム

として知られており，これによってローダリ

アンは，通常低開発国の人々に，その実業人

又は専門職業人としての経歴から得た熟達や

達成を，分け与えることができた○

　1967－68及び1968－69両年度において，理

事会が原則的に承認した計画並に手続に基づ

く､試験的企画制度の下に、多くの.ロータリー

志家プログラ.ムの企画が認可，

施された。試験的企画の には， プログラ

ムによるものど類似する活釘に従事している

ロータリー以外の団体の企画にロータリアン

の熟達した技能が役立つと思われる場合，そ

の団体
-
た。同

の連携の企画も むことが

時に，篤志家ロータリアンは

の企画へ 加

され
一
体の

るよう奨励されるべきこ

とが決定された。

試験的なロータリー海外奉仕篤志家プログ

ラム完了後，1968－69年度理

並に成果を検討した結果，国

よる本プログラムの企画の推

選 を

会はその運営

ロータワーに

並に篤志家の

止することにより本プログラムを修

正することを 定した。 時に又，ロータリ

アンは従来通り他団体提唱の下に 施される

團に 発的に参加するよう奨励されるべき

こ.と，及び， 団体の 用に

志家ロータリアンの承諾を条

するため，篤

として，彼の

氏名を他団体へ通知することを決定した。

世界的な必要

理事会は，

イ）現在世

項 World Needs）

には，ロータリー・クラブ及

び個人ロータリアンにとって援助しがい

があり，且つ，国際ロータリーから に

強調されるまでもなく，注意を払う価値

のある，世界的飢餓を含む

項が することを認め;

種の必

□ ロータリー・クラブ及び個人ロータリ

アンに，世 的飢餓を む 種の必要事

項に関する情報の提供とこれらの， 事

をロータリー・クラブ・プログラムモ

の を通じて充たさんとする活動に参加

するようにとの勧告とを引き続き行な

ことを 定した。（理68－69）

同一職業分類を保持する人々との世界

的交歓･.(World Contacts with Men in

l　　　　　　　　Same Classification)

　理事会は，ロータリアン全部に対して，理

解と感化の社会を創り，国際的協力をすすめ

るために，世界中の国々の，同一の職業分類

を保持する職業人の国際的交歓を促進する･よ

う奨励する。（理46－47）
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　世界理解週間

＼　　（World understanding Week）

　理事会は，毎年９月15日を含む週を「世

界理解週間」として設定し，この特別の週に

クラブは，世界平和に重要な理解と親善を特

に強調したクラブのプログラムその他の活動

を提供するよう勧告している。（理57こ58）

　地区及びクラブ水準における国際学生交換

　　（lnternational Student Exchange at

　　　　　　:Districtand Club Level）

　理事会は，ロータリー財団大学院課程奨学

金計画は，地区及びクラブ水準における国際

学生交換計画によって補足さるべきものであ

るという，ロータリー・クラブ或は地区によ

り財政を賄われている国際学生交換計画を調

査する特別委員会の勧告に同意している。か

かる補足的努力は，ロータリー財団に対する

継続的財政援助の用意ができてから後におい

てのみ行なわるべきものである。その上で，

ロータリー会員は，地区及びクラブの計画を

考案し，推進し，又それに参加すべきであ

る。事務総長は，地区及びクラブ水準におけ

る国際学生交換に関する現在の計画について・

の情報を，全クラブ及び地区に伝達し，それ

によって，彼等自身の国際学生交換を推進す

るよう，クラブ及び地区に奨励することを要

請されている。事務総長の伝達する情報にお

いては，次のことに注意を払わなければなら

ない。即ち，クラブ及び地区水準における国

際学生交換計画を確実に成功させるために

は，クラブ及び地区が，ガバナー事務所及び

中央事務局より人手出来る情報及び経験を利

用することが出来るように，前記諸計画は，

地区ガバナーの指導，事務総長の助言の下に

のみ着手さるべきものである。（理51－52）

　多くのクラブが推進する国際学生交換計画

は，大学院の学生を対象とするロータリー財

朋奨学全計画と区別するため，大学生を対象

国　際　奉　仕

とするように奨励されている。理事会は，地

区及びクラブ水準における前記交換学生計画

の推進を援助する目的で，地区ガバナーが，

地区内より３名のロータリアンを任命して，

地区委員会を構成し，内１名を委員長に任命

することを提唱した。委員会に継続性を持た

せるために，初年度の運営に当ってば，それ

ぞれ１年，２年，３年と任期別にした委員を

任命しなければならない。以後引続き毎年，

自動的に生ずる欠員を補充するため委員１名

を任命し，かつ委員長は，ガバナーの指名す

るところとなる。（理53－54; 56－57）

　国際学生交換計画の大学水準における学生

の選考に当っては，クラブ及び地区で，最終

学年の大学生活を同級生と共にする機会を，

学生に与えるため，最終学年の前学年に進学

する学生に優先権を与えるよう示唆されてい

る。（理57－58）

青少年の国際的交換

　(lnternationalExchange of Youth)

理事会は，ロータリー学 交換プログラム

を国際ロータリーの活動として設定すべきで

はないこと 決定している。 理68－69，69

－70）-
　理事会（1930－31年度以降）は，青少年の

国際的交換に関し大要次の如く意見が一致し

た。　　　　　　　　　　　　　　　　。，

青少年の国際的交換

青少年が望ましい

－105－

16歳乃至19歳の

は原則として承認され

ている。このような交換はもし正しい条件の

もとで完全に行なわれるならば，ロータリー

の世界を通じて，国際的な理解と親善を促進

するのに役立つ立派な活動として推奨される

であろう。

　職業に関係ある青少年の国際的交換を集団

的に行なうことは，これを大規模に行なうこ

とのできる他の機関があるから，国際ロータ



リ，の扱う範囲には入らない。

　その目的の全部又は一部を青少年の国際的

交換の促進においている現存団体がある場合

には，ロータリーの最善の援助は個々のロー

タリアン，特に大学等に於て「教育」という

職業分類を保持するロータリアンが斯様な団

体に支持を与えることである。

　このような事業を行なう団体がない場合に

は，交換に関するあらゆる取り決めは，地区

ガバナーの監督の下にクラブによって行なわ

るべきである。

　理事会は，国際理解を増進する機会とし

て，青少年の交換を増進することを考慮し

て，地区ガバナーが可能な場合地区青少年交

換係又は青少年交換委員会を任命し，年度の

始めにこれら係又は委員長の住所氏名を事務

総長に提出するよう奨励されている。事務総

長は，青少年交換係又は地区交換委員長全員

並に１つの国の２つ以上の地区又は全地区に

奉仕している全青少年交換係並に青少年交換

委員長の一覧表を年々出版する。そして地区

ガバナー並に同一覧表中に含まれている人々

に送付される。（理64－65）

　報酬を受ける労働の問題が含まれる場合に

は，各国の労働雇傭規則の関係上，ロータリ

ーが職業青少年の国際交換を行なうことは，

個々のロータリアンが，青少年の国際的交換

のこの部面を担当するのに相応しい機構をも

った団体に援助を与えて行く以外は実行不可

能である。

　国際ロータリーは，学生或はロータリアン

の子女に対して資格証明書或は紹介状の類を

発行することはしない。ごのような資格証明

書及び紹介状は，国際ロータリーの用務で旅

行する人々にのみ発行するのが国際ロータリ

ーの方針である。

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域の全

ガバナーは，次に述べる青少年交換計画に活

発に参加するよう奨められている。

　（1）ロータリアンが自己の子供或は他の青

少年をして交換計画に参加させたいと考える

場合は，地区ガバナーの定める期日までに申

込書を地区ガバナーに送付する。申込書には

身体検査書を添付する。

（2）地区ガバナー

－106－

理

或はガバナーの任命

ラム

全員への参考指針として次の声明書を

た：

本声明

し

はロータリー の青少年交換

を含む交換プログラム全部を対象とする

ものである。＊印を付した項目は中等学

校生徒を１学年度間派遣するプログラム校生徒を１学年度間派遣するプログ

にのみ適用されるものである。関係

者相互の同意があれば，責任事項の分担

は本書に明示されている;

よい。

りでな ても

1.交換青少年の慎重な人選が最も重要

なことである。 補 は申請書を提

し日つクラブ・レペル及び，もし可能

ならば，地区レペルの個人面接を4

選考手続に従わなければならない。

生徒とし（参加ロータリー・ク ブ

む

び地区間相互の同意があればこれと異

なる年令層でもよい)，学業成績は中

以上，なるべくならク

の１の
〃
い。

の

スの上位３分

であることが望まし

間

４

までの期間の，受入れ

虫

lコ
び

が満足す
ｰ
保険に加

できる１

－107 －

国　際　奉　仕

すべてに対する保険証券は，交換開始

前にホスト・ロータリー・クラブ乃至

地区に 送され

ならない。

されていなければ

5.交換青少年は，両親並に参加ロータ

６

リー・クラブ乃至地区の同意を得ずし

て，受入れロータリー・クラブが所在

する地域の周辺外を旅行してはならな

い。

-

交換青少年は交 中 前車を

　有乃至運転してはならない。

7.派遣ロータリー・クラブ乃至地区は

　交換青少年の選考を慎重に行ない且つ

　本人並に両親の適応指導に当らなけれ

＊8

＊9

ばならない。又交換青少年が受入れロ

ータリー・クラブ乃至地区に受入れら

れるよう取り計らわねばならない。

入れロータリー・クラブ乃至地区

は交換青少年各１名毎にホスト家庭を

１個所乃至数個所慎重に選

費全額を負担し，適切な学

ムを準備し，顧問ロータリ

し，教育

習プログラ
一
アンを任命

し，そして適応指導プログラムを実施

し且つその後も接触を続けて交換青４

年をホスト地域社会になじませるよう

にしなければならない。

入れクラブ乃至地区

協約により両

或は，相互

又は派遣クラブ乃至地

区）は，関係当事者開で協議

適 の毎月の小

ばならない。

は，小
-
ある。

給

銭を

定した

給しなけれ

のない場合に

銭にその食費を加

しなければならない。

すべきで

を

し

い

年の両親は出発地より受

タ

且

入れ地においで

を加入させ，適切な

＊2.交換青少年は，海外に滞在する年の

　　始めに年令15－1S歳までの中等学校

する委員会（望ましいが強制ではない）

会は国際青少年交換プロ

　は，他の関係地区のガバナー又は委員会に連

　絡する。

　　（3）連絡を受けたガバナー（或は委員会）

　は，自地区の中込者リストを調べ，最初のガ

　バナー（或は委員会）と共に交換すべき青少

　年の組合せをきめる。

　　（4）各地区ガバナーは，国際ロータリー欧

　州事務総長に対し，青少年交換について連絡

　すべき自地区の委員会所在地を通告する。次

　に，欧州事務次長は，全委員会の所在地一覧

　表をＣＥＮＡＥＭ地域の各ガバナー及びR.I.

　B.I.事務局長に送付するものとする。

　（5）個々のクラブが，密接な関係にある偉

　のクラブと直接交換を行なってもよい。しか

　しこの場合は各クラブは取り決めた交換に関

　しその地区ガバナーに対し必ず通告しなけ

　ればならない。（理51－52，52－53,54－55）

　　欧州大陸，北アフリカ及び東地中海以外の

j也域における地区も同様の青少年交換計画を

　採用することが推奨せられている。

　　理事会は，青少年交換に活発に参加してい

　る地区の地区ガバナーに対し，地区青少年交

　換委員会及び地区のクラブに，青少年交換プ

　ログラムに参加する青少年は16歳以上とす

　ること;及び青少年交換の協定に当っては以

　前に青少年交換プログラムに参加しなかった

　国に若人を送るのに努力することを示唆する

　よう強調する。（理60－G1）

ロータリー提唱の国際青少年交換プロ

グラム（Rotary Sponsored lnternational

Youth Exchange Programs）

＊3.交換期間は１学年度間とするが，そ

の学年度直前又は直後の休暇の全知

又は一部分を追加延長してもよい。

　交換青少年の両親はその子女を，

国出発より

ロータリー・クラブ乃至地

る金額の健康，

入させなければならない。責任保険

は，ホスト・ロータリアン又はその家

族各員，派遣並に受入れロータリー・

クラブ及び／又は地区と国際ロータリ

－，その代行機関とその職員を，如何

なる財政上の義務又は責任からも保護

し且つそれを保証するものでなければ

ならない。ホスト・ロータリー・クラ

ブ又は地区の満足する，

社又は数社の保険会社発行の上記事項

10.ホスト家庭は部屋と食事を

人の両親に代ってその

つ監

11.交換青

れ地に至る途中及び

有効な保険に

衣料を準備し，そして，相互協約によ
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り何れかの 加ロータリー・クラブ

至地区が提供しない限り， 入れ地域

までの往復旅費を負担しなければなら

ない。

12.交換青少年は派遣及び受入れロータ

リー・クラブ

ラム

至地区の定めたプログ

定すべてに従う旨の承

出し;常時自分自身，

リーの

を

及びロータ

となるよう行勤し;交換期

中はホスト家庭並に受入れロ，タリ

－・クラブ乃至地区の監 と指導を

け;両親と受入れ”－タワー・クラブ

乃至地区の同意した日時，ルートで

国七なければならない。

!3.参加ロータリー・クラブ乃至地区

は，上記規定と矛盾せず且つ青少年交

換プログラム運営上必要或は便利と考

えるその他の規定を

きる｡’（理69－70）

することがで

ロータリーと関係のある青少年の海

旅行（lnternational Travel by Rotary
一
　　　　　Connected Youth）

何れのロータリー・クラブも， 旅行の

あらゆる面にわたって事前に慎重な計画がた

てられていない限り，海外旅行プログラムに

基づく青少年派遣を援助或はこれに協力すべ

きではない。特に，旅行する青少年のために

身分証明書，紹介状，援助依頼状その他彼を

他国のロータリー・クラブに紹介したりその

身 を証明する書類等は，彼に対する

至歓待に関し事前に双

助乃

のロータリー・クラ

ブ間で完全な協約がとりきめられていない限

り，これらの書

ない。

を準備し携行させではなら

何れのロータリー・クラブも，たとえ旅行

する青少年の故国のロータリー・クラブがそ

の旅行を後援していることを証明又は主張し

た 合といえども，事前に当 少年を援助

乃至歓待することをはっきりと承諾していな

い限り，他国よりの青少年を援助或は歓待す

る義務はない。援助を与える場合にしても，

どのように援助するかを決定することは受入

れロータリー・クラブの特権である。（理69

－70）

一

教育機関に於ける国際奉仕

　(lnternational Service in Educational

　　　　　　　　　lnstitutions)

　理事会（1930－31年度及び以降）は，教育

機関に於ける国際奉仕にりいて大要次の如く

決定した。

　ロータリー・クラプ及びロータリアンは，

学校及び大学に在学する学生が国際間の理解

と親善を促進するため教育機関を利用するよ

う，彼等を援助することを奨励されて｡いる。

　このことを実行するには，次のような方法

がある。　　　　　　　。･

，一他国からの学生が在籍する大学の教務

，担当者に，世界各地における国民及び国情

　の理解改善に焦点をおいた，全教科課程，

白学生活動及び地域社会のプログラムをつく

　るよう奨励する。

　一学生に自国はもとより他国の言語・歴

尚史・政治学及び経済学を研究するこ_とを奨

＜励する。

‥一一他国からの著名な訪問者であって，地

　元の教育機関で教えている言語の一つを母

　国語とする者を講演，教室会議，或は学生

　との会談に利用すること。

一海外に留学すると思われるロータリア

ンの子女を援助すること。及び，

地元の学校に在学している他国からの

地元の教育機関で勉強している見習生

Ｉ

　アメリカ合衆国の小学校の低学年にスペイ

ン語を教えるという案が，それぞれの土地の

事情によってよいと思われるかどうか考慮す

るよう，同国のロータリー・クラブに示唆が

与えられている。

　これらの活動に従事するロータリー・クラ

ブ及びロータリアンは，地区ガバナーの指導

のもとにこれを行なうべきである。

　研究集団（Study Groups）

　緊迫を示している国々の国民間及びその他

の国々の人々の間の事情及び関係を改善する

ことについての問題を検討し且つその機会を

求め，且つ更にお互いの知識を広める目的を

以て，ロータリアンと他の人々との会合が研

究集団として奨励されている。（理57－58）

国家間の連合会

　　　　　(lntercountry Meetings)

　国家間連合会は，ロータリアン誌，国際ロ

ータリー・ニュース及び地区及び地域の刊行

物に成功した連合会の例を発表することによ

って，奨励さるべきである。このような会合

を行なうにあたっては，十分の注意が必要で

あり，且つ，必ず関係地区ガバナーの承認を

得て行なわなければならない。（理32－33）

　理事会は，国家間の理解と親善を進めよう

とする如何なる示唆にも共鳴するものであ

り，且つ，韓国との間のクラブ及び地区連合

会が益々多く開かれるようになって来たのを

喜んで注目している。理事会は，熟慮の上の

方針として，他国との間のクラブ及び地区の

連合会が出来るだけ頻繁に開かれることが望

ましいと考えており，それが結局は，国際地

区の設定にまで進むことを望んでいる。（理

45－4S）

　理事会は，知己と友情を深めるための，激

励的性質の会合に出席するロータリアンは，

国　際　奉　仕

彼等のクラブ或は彼等の地区内のクラブを公

式に代表しているものではなく，又，彼等の

国のローjタリアンを代表しているのでもな

い。従って，このような感激的会合に出席し

た人々によって採択された決議は，国際ロー

タリー理事会によって，たまたま出席した口

一タリアンの所属国のクラブ，地区或はロー

タリアンの意志表示とは看傲されないもので

あることを，指摘している。（理48－49）

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ・東地中

海地域のガバナーに対し，彼等の地区内で２

ヵ国以上に亘るロータリーの会合を開く場合

には，通貨の外国持出し禁止によって生ずる

困難解消の一方法として，又，会合の開かれ

る地区のロータリアンと，他の国からの来会

者との間に，永遠の友情をつくり上げるた

め，他国からの来会者を，会合開催都市の口

－タリアンの自宅に宿泊せしめるよう，考慮

すべきことを示唆している。勿論，どの国の

通貨に開する規則にも違反しないよう常に注

意を払うべきことは当然である｡（理48－49）

地域社会，国家及び世 の一般福祉はロー

タリアンにとって関心事である。そしてごの

ような福祉にかかわる公共問題の功罪は，t「

－タリアンが自己の意見をまとめる上の啓蒙

手段として，クラブ会合における公正且つ理

知的研究及び討議の対象として適切な課題と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
いうべきである。

しかしながら，･国家間連

性質を

会では，政治的

った世界問題又は国際政策に関して

　　　　　　　　　　　　　　　一

乃至見解を 択したり配布してはなら

い。又これに関して団体

らない。

た特

動を起こしてはな

家間連合会は，政治的性

の国際 の解

を つ

のために,クラブ,国

民，政府に対して嘆願してはならない。又，

状，

家開運

説，提案を
〃
会は，公邸

してはならない。国

に対する如何なる国際的

集会においてもかかる候 の長所又は短所

を討議してはならない。（理69－70）
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学生を，クラブの例会に招待し，例会のプ

ログラムに参与せしめる。そして

及び研習生を含む学生，特に新開発国から

の人達をロータリアンの家庭に招待する。



国家間の訪問（lntercountry visits）

　　1.ロータリアンの集団によって，国家間

　訪問の計画を立てたならば，関係各ガバナー

　に相談し，ガバナーは又相互に相談して，お

　互いに受入れることができるか或はその旅行

　が妥当かどうかを協議するものとする。

　　2.このような旅行がたとえガバナーの間

　で妥当であると意見が一致した場合であって

　も，この旅行は国際ロータリー又はその役員

　が責任をとる如何なる意味の公式な旅行と看

　傲されることはなく，又，訪問する方もされ

　る方も，明確にそのように指示，或は了解さ

　れているのでなければ，その属する地区或は

　国家を代表することを意味しない。

　　3.国家間訪問旅行の価値が認められてい

　ることを考慮して，ガバナーは卒先これを推

　奨してもよく，又，そのために，２国家以上

　にわたる委員会或はその他のロータリアンの

　集団に援助を求めてもよい。（理35－36）

　　外国訪問旅行は大いに望ましいことであ

　る。ロータリアンは,可能な時にはいつでも，

　旅行の機会を利用すべきであり，又，これに

　関連して，地区ガバナーを通じて或は国際ロ

　ータリー中央事務局の援助を得て，旅行のコ

，－スに当たるクラブと連絡を取り，訪問する

　よう努力すべきである。（理41－42）

国際共同委員会

　　　　(lntercountry Committees)

　国際共同委員会は，いくつかの国家のクラ

ブとロータリアンとの間の接触を確立する助

けになっている。別々の国のクラブの間でお

互いに訪問しあったり又講演者を交換したり

することを奨励する仕事が，この委員会の活

動であるといってよいであろう。（理35－36）

　理事会は，異なる国々の人々の聞の理解と

友情を促進するという点に於て，ロータリー

世界の他の地域同様に欧州・北アフリカ・東

地中海地域に於ける国際共同委員会の重要性

を認め，且つその継続と発展を奨めている。

　未だこの種の委員会をもたぬ隣接地区或

は，道徳的文化的又は物質的関心を同じくす

る地区のガバナーに対し，早く設置するよう

勧奨されている。但し，国際共同委員会は，

国際ロータリーからの財政的援助なしに活動

すべきものと了解されている。しかし，理事

会はこれらの委員会の設置及び活動は，ロー

タリー・クラブ及びロータリー地区の独自の

活動であると考える;従って，この委員会に

関する財政上の責任は関係クラブ又は地区で

負担するものとする。（理37－38，50－51，

52－53，53－54，57－58）

　理事会は国際共同委員会が運営されている

地区のガバナーに対し，斯様な委員会を組織

するに当って，国際共同委員会の委員は連続

３年を超えて留任せざるものという規定を設

けるよう示唆している。（理58－59）

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域のガ

バナーは，その地区内のクラブの多くが他国

のクラブとの接触を保持するために現に行な

っている良き事業を更に継続し且つ促進し，

各クラブに奨励するよう要請されている。理

事会は，このような接触を結ぶに当って各ク

ラブは，同じ位の大きさで同じ程度の産業文

化をもつ町のクラブを相手に選ぶべきであ

り，又，重複を避けるために，選んだ相手に

通告する前に，地区ガバナーに相談すべきで

あることを示唆している。このような接触か

ら，できるだけ良い結果を生ずるようにする

ため，関係両クラブの全会員或は一部の会員

が，実際に相会するよう精々努力を払うべき

である。

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ及び東地

中海地域所属のクラブで既にこのような他国

のクラブとの交歓を行なっているクラブを推
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貢し，そしてすべての国のクラブも同様な活

動に考慮を払うことを奨めている。（理48－

49）

　1960午の国際大会は次の決議を採択した：

　第51回年次国際大会に参集した国際ロー

タリーは，隣接国家間に理解と親善を進展せ

しめるため，特に国境に近接して両側にある

ロータリー・クラブの連合会及び，他の活動

及び接触に関連して，国際共同委員会の活動

を増進すべきことを決議する。（国際大会決

議60－43）‥

　理事会は地区ガバナーに次のことを示唆し

ている。

　イ）国際共同委員会の存在する処或は設置

すべく提案せられている処では，関係してい

る国又は１団の近接地区の地区ガバナーは，

自国と近接国間の国際共同委員会の活動を監

督し且つ推進する上に，且つまた自国のクラ

ブと他の国のクラブ間の接触を準備する上の

援助者として有資格ロータリアン１名の任命

を考慮すること;及び斯様なロータリアンの

任命に当っては，斯様な国際共同委員会の仕

事に継続性を保証するため，３年以上６年以

内の任期を与えることを考慮すること。

　ロ）実行できる場合には，非常に離れてい

る国家間に国際共同委員会を設立し，クラプ

間に連絡をつけるよう考慮を払うべきであ

る。且つ斯様な国際共同委員会の委員ぱパ

ートナー”国への訪問を考えているロータリ

アン中から指名さるべきであること。

　ハ）国際共同委員会の設立された国又は１

団の近接地区における各々の地区大会におい

ては，年間の委員会活動に就いて委員長の報

告がなされ，その報告は地区の経費を以て出

版し地区の全クラブ及び中央事務局に送付す

ること。

　ニ）国際共同委員会は関係地区ガバナー

(複数)の諮問機関の，

るものとする。

格においてのみ行勤す

理60－61; 69－70）

J

の地区は地区 を じて支出される

国　際　奉　仕

人頭割寄付によって国際共同委員会資金を準

備する方法を取っている。

かかる をつくるということはもっぱら

関係地区の問題であり，かかる 金の分担は

的に行なわるべきもので人頭分担税の形

において 人ロータリアン或はクラブに強

できないものであり，且つロータリーにおけ

る会員の費用は最小限度に止めるべきことに

なっている。以上の理由から，理事会は，ロ

－タワーの適切な運営と

会 金が必要と思われる場

展に国際共同委員
一
合の望ましい手続

として次のことを推奨している：

有

国際共同委員会委員長及び／又は選任の

資格ロータリアンは当該委員会又は有資

格ロータリアンの担当業務に必要な経費を

調査研究し，予算を作成し，それを所 地

区のガバナー及び資金委員会又は関係地区

ガバナーのグループに提出する。国際共同

委員会
-
ための

金又は選任有資格ロータリアンの

全に対する分担の要請は，関係地

区ガバナー全員の承諾を得た

なわるべきである。

有

に

格ロータリアンはその任期中，

り

金

管理者となり，監査ずみの計算書並に活動

報告を関係地区ガバナー及びその後任

提 すべきである。

理事会は国際共同委員会

る地区ガバナーに対し･本

会の財産であって，

に

金に関与してい

金は国際共同委

定ロータリアンの個

人的財産ではない旨を明記した銀 金とし

て保管することによって，当該ロータワアン

の死去の際などに委員会を保護することを考
一
憲するよう示唆している。ぐ理‥68－69）

国境善隣会議

　(lnternationaI Borderline Meetings)

　理事会は，ロータリー・クラブ並びにその

他のものが，国境線会議を関いて，平和協議

会を催し，自国と隣接の国々の市民の間に理

解ある態度と善隣関係を推進する活動を開始
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するように奨励している。（理64一一65）

国際ロータリーの他団体への参加

　(R.I. Participation in Other

　　　　　　　　　　　　organizations)

　国際ロータリーは，そのクラブの活動が屡

屡他の組織の活動に似ていることを認める。

然しながら，国際ロータリーの方針は，他の

組織の有用な活動に関心を持ちこれを認める

ものであるが，如何にその事が立派なもので

あってもその事にそのまま，国際ロータリー

は一致して積極的に参与したり裏書すること

はしない。特に次のようなことは国際ロータ

リー又はその加盟クラブの範囲内でないとい

うことが決定されている。

　（1）他の組織の会員になること。

　（2）仮令オブザーバーの形であっても他の

　　　組織の活動に共同的に参与すること。

　（3）他の組織にクラブ又はロータリアンの

　一覧表を提供し文献を配布すること。

（4）他の組織の計画又は活動を裏書するこ

　　と。（国際ロータリーと他の団体に関

　　する方針の声明書146－147頁参照）

世界各国に対する文献

(Literature Re various Countries)

　世界の各国に関する歴史的或は技術的知識

を載せた小冊子或はパンフレットの類を編集

することは，国際ロータリーのなすべきこと

ではない。というのは，このような知識は，

既に他の権威ある筋から発行されているし，

大抵の国に関する適切な説明は図書館でわか

るからである。国際ロータリーは各国に於け

るロータリー活動，或は，ロータリー活動の

遂行に必要であってしかも他では入手できな

い情報の蒐集，編纂，配布に当ることに限定

すべきである。（理34－35，59－60）
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国際大会における立法

(Legislation at Convention)

規定審議会は，国際ロータリーの立法機

である。その会議は，各偶数年に，理事会の

決定により，国際大会開催前の時期に国際大

会開催地またはその付近で開かれる。

定 議会の行なった決定は，国際ロータ

リー細則の

票:決に従う

によって行なわれるクラブの

を除いては，すべて

の決定とされる。（

９条，第８

際大会

ロータリー細則，

よび(ﾄ)項参照)

規則制定（Enactments）

　国際ロータリー定款及び細則並に標準クラ

ブ定款の規定改正は規則制定という形をと

る。規則制定を提案し得るものは，クラブ，

地区大会,理事会又はグレート･ブリテン及び

アイルランド内国際ロータリーの大会，規定

審議会及び国際ロータリー理事会である。

　国際ロータリー定款もしくは細則，又は標

準クラブ定款を改正しようとする如何なる提

案も，規定審議会が開催されるロータリー年

度の８月１日までに事務総長に送達されてい

なければならない。事務総長は，その写しを

規定審議会が開かれるロータリー年度の11月

１日までに各クラブの幹事に郵送し，そして

正式に提案されたすべての改正案を審議会に

直接回付すべきものとする。（国際ロータリ

ー定款及び細則並に標準クラブ定款）

　国際ロータリー定款及び細則並に標準クラ

ブ定款の条項に照らし，規定審議会が開催さ

れるロータリー年度の８月:1日後に事務総長

によって受理された（その改正案を事務総長

に送付したことを８月１日前に郵便,電報,無

電又は電話で通知した場合でも）国際ロータ

リー定款及び細則並に標準クラブ定款の改正

案については，理事会は,これを,国際ロータ

リー定款及び細則並に標準クラブ定款の規定

に従って正当に提出されたものでなく，した

がって事務総長は次の規定審議会への移牒

も，その審議会の審議に付するために行なう

国際ロータリー加盟クラブヘの移牒もしては

ならないものと認める。

　正当に提出された改正案の文書は，その提

案が審議される規定審議会の開催されるロー

タリー年度の８月１日またはその前に国際ロ

ータリー中央事務局の事務総長の手許に届い

ていなければならない。（理54－55）

　種々の提案や書類の特定の日付に開し国際

ロータリーの規則文書で用いられている「事

務総長に提出」「事務総長に送達」その他の類

似の文言は，発送者は，提案なり書類が明示

された日付までに事務総長によって受理せら

れその手許にあることとなるように時期と方

法を考えて発送しなければならないという意

味に解することとなっている。（理63－64）

決議（Resolutions）

　単に意見を表明し，或は国際ロータリー定

款及び細則または標準クラブ定款を改正する

ことなしに方針又は手続を設定又は廃止する

ためにする規定審議会又は国際大会の決定

は，決議という形で行なわれる。

　決議案を提案し得るものは，クラプ，地区

大会，グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーの理事会又は大会，規定審
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議会及び国 ロータリー理事会である。

決議案は，すべて，規定

ロータリー年

って，事

の４

議会が開かれる

１日までに，文書をも

長に送達されなければならな

　　　　　　　　　一

い。ただし，規定

一理事会提案の

会期が

の決定に

会または国際ロータリ

議案については，審

わるまでは，これを受理し，審

ることができる。

緊急立法（Emergency Legislation）

会の

　国際ロータリー細則（第６条，第２節）は，

理事会全員の投票の３分の２の多数をもって

表明された理事会の意見により緊急事態が存

在するとされた場合には，

　（1）国際ロータリーの定款を改正しない制

定案又は決議案は国際ロータリー細則第21

条第３節又は標準クラブ定款第14条第３節

に定められた方法によることなく，奇数年の

国際大会において票決することができる。但

し時日の許す限り，前記規定に定められてい

る手続に従うものとする。

　（2）国際ロータリーの定款を改正しない制

定案で偶数年の国際大会当時又はそれ以前で

はあるが規定の期日後に受理された議案は，

国際ロータリー細則第21条第３節又は標準

クラブ定款第14条第３節に定められた方法に

よることなく，偶数年の前記国際大会におい

て票決することができる。ただし，このよう

　　　　　　　　　　　　　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜　㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

な非 制定案は，時日の

の国際大会における

の を

す り，前記

定審議会に提出してそ

めなければならない。

　（3）偶数年の国際大会で受理された決議案

は，国際ロータリー細則第９条に定められた

方法によることなく，その国際大会において

票決することができる。但し時日の許す限

り，このような非常事態決議案は，ii

際大会における規定

記の国

会に提出してその決

定を求めなければならない。

非常事態下において， 定 会または国

会が，この規定に基づき処理された制定

案または決議案を採択する

票する
ｰ
する。

の３分の２の

は， し投

成票によることを

定審議会が開かれ

１

１

¶

４

１

１

４

１

ｔ

１

る前の１月１日までに，中央事務局において

事務総長に受理されるようにしなければなら

ない。

立法案を検討するための地区会合

　（District Meetings to Study Proposed

　　　　　　　　　　　　　Legislation）

　理事会は各地区ガバナーに対し,1）国際ロ

－タワー 大会で されるべき立法案を

理論的に理解させ,2)規定審議会への地区内

クラブの
〃
ブの見解

立法年

に立法案の
〃
する地区の
〃
地区内各ク

条項に対

ブの代表を

るクラ

し

に関する地区の総意をまとめるため

て地 を開催 ることを奨励 る。

　理事会は，規定審議会への地区代表及び国

際大会へのクラブ代議員(該当者がいる場合)

や国際大 に

な

が審議

対 る地区 のち地区内クラブの

加し，且つ立法案吽

ず審議会及び国際大会における討議をも考慮

の上で，各自の最善の判断に従って投票でき

るということは国際ロータリーにとって最大

（該当者がいる場合）が

によって ，立法案に対する賛成乃至反対

を束縛されるべきではないとい
　　　　　　　　　ｰ一一･j

になるものと信ずる

票の

=規定審
〃
代議員

の地区代 会のクラブ
〃
拘束力ある

に国際大

故は理 は

うことに意見の一致を見た。（理69－70）

され

る。 議 は，提

催され，349名内外の を･もって

国際ロータリー細則の第９条により，規

議会は各偶数年に国際大会の一部として

規定審議会（Council on Legislatiびn）

される立法

定

のすべてを

審議しこれに関する決定を行なう。

　理事会は，地区が，その地区のクラブの代

表として規定審議会の任務を行なわしめるた

めに，有資格者のうちから，最も適格で経験

の豊かなロータリアンを選抜することが望ま

しいと考える。（理67－68）

国際大会における立法

規定審議会の手続規則（Rules of

　Procedure for Council on Legislation）

　国際ロータリー細則第９条第８節(ｲ)項は，

規定審議会はその都度，審議を進める上に必

要と考える規則を採用するものとする。但

し，かかる規則は本細則の他のすべての規定

と調和するものでなければならない。

　1970年の国際大会で，規定審議会は，審議

を進める上の手続規則として，国際ロータリ

ー理事会が，国際ロータリーの諸会合に関連

して使用するよう推奨している規則を，審議

会にも適用されうるものとして採用した。

(167－173頁理事会により勧告された規定

審議会の運営手続規則参照)

　議　事　録（Record of Proceedings）

　審議会議事の逐語的記録は，中央事務局に

参考用図書としてファイルに保存されていて

ロータリアンは誰でもそれを調べたり読んだ

りすることができる。ロータリアン又はロー

タリー・クラブが規定審議会の議事録の逐語

的記録の一部又は全部の写しを必要とする場

合には，事務総長は，事務局内での写真複写

の１頁当りの作成費単価で計算した実費で写

本を希望するロータリアン又はロータリー・

クラブヘ提供する。（理56－57，62－63）

立法案提出の方法

　　(Method of Proposing Legislatioll)

　立法案はすべて国際ロータリー定款及び細

則ならびに標準クラブ定款の規定に合致した

ものでなければならない。又，現存の定款の

規定または以前に採択された決議による規定
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｢立法案集｣

　(Booklet of Proposed Legislation)

　理事会は，制定案及び決議案を載せた小冊

子を一部ずつ，各加盟クラブの幹事，国際ロ

ータリー全役員及び全委員，その他「R.I.ニ

ュース」受領者の全部に対し，配布すること

を承認した。各クラブ及び地区大会も中込め

ば入手できるし，また規定審議会においても

使用できることになっている。（理38－39）

　事務総長は，提出立法案の小冊子を英語で

出版し全クラブヘ一部ずつ配布すること及び

英語以外の国語を使用するクラブには，もし

出来れば他の国語版の概要を一緒に配布する

ことができる。（理63－64）

　理事会は，制定案または決議案に関して提

案者その他から提出される付帯説明書につい

て，立法案集に載せる背景事情に関する記事

作成に役立つ資料としてこれを受け入れる

が，必ずしもそのままを同冊子に掲載すると

は限らないとすることに意見の一致をみた。

（理53－54，56－57，60－61）

　加盟クラブおよび規定審議会代表者が提出

された立法案について十分に知悉するように

するため，定款および細則委員会が提出され

た立法案文書中に不穏当とみとめられるもの

を発見した場合には，提案者に対し，規定審

議会に提案しようとする改正の意図について

事務総長に報告するように依頼し，よってそ

の意図を審議会の開かれる前に予め加盟クラ

ブに発表できるように措置する。　この報告

は，加盟クラブヘの発表の関係上少くとも当

該規定制定案を審議する
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で なお効 を するものと重複してはなら

ない。

　クラブが規定審議会に立法案を提出しよう

とする場合には次の手続に従うこと：案件は

先ずクラブ例会で理事会からクラブに提出さ

れなければならない。その制定案または決議

案がクラブで採択されたら，その案が何月何

日の例会において正式に採択されたものであ

るということを証明するクラブ会長及び幹事

の署名した書翰を添えて国際ロータリー事務

総長に送付する。この証明書に，立法案を提

出するに至った事情についてその理由や事実

をくわしく述べ，注意深く作成された説明書

がついていれば大いに役立つであろう。

　地区大会に於て爪塵釧彭たに制定案または

決議案を提出することに意見が一致した場合

には，ガバナー及び地区大会幹事が国際ロー

タリーに対して行なう地区大会公式報告の中

にこれを含めて報告するようにしなければな

らない｡。

　R｡I.細則第９条は，すべての制定案が，事

務総長によって審議会に回付さるぺきこと，

但し国際ロータリー理事会は，全提出制定案

の本文を点検し，定款及び細則委員会の勧告

に基づき，それらの提出制定案の本文の中に

何等かの不適法の箇所があればこれを提案者

に通告しなければならないことを規定してい

る。

　国際ロータリー細則(第９条)は又，国際ロ

ータリー理事会は，全提出決議案の本文を点

検して，理事会が国際ロータリーの基本計画

の枠内にありと決定した決議会を審議会に回

付するよう事務総長に指令しなければならな

い。理事会が，定款及び細則委員会の勧告に

基づいて，提出決議案が国際ロータリーの基

本計画の枠内にないと決定した場合は，提案

者は審議会の開会に先立ってその旨通告され

なければならない。そしてその提出決議案

は，審議会の審議に回付されないものとす
　　ｰ-
る。但しその案の提出者が，その決議案を審

議会において審議することについて，審議会

メンバーの３分の２の同意を得ている場合は

この限りでない。

　理事会は，会長及び国際ロータリー事務総

長に，理事会に代り，国際ロータリー細則に

規定せられた前掲の手続に従って，すべての

立法案を点検する権限を与えている。（理51

－52）

　制定案または決議票の提案者は，規定審議

会の審議に付するため提出される議案の本文
－
について適切な書式と内容を備えたものを整

える義務がある。理事会は，細則の規定に基

づき，国際ロータリーの定款・細則委員会か

らの勧告があったときは，提案者にその制定

案本文の不適法な箇所について通告し，提案

者が必要且つ望ましいと考えるような方法で

その制定案本文の不適法な箇所を調整するこ

とについて助言をすることができる。然し，

理事会，定款・細則委員会，及び事務総長は

何れも，理事会以外から提案された立法案の

本文又はその修正を提案者に代って起草する

権限をもっていない。（理65－66）

様式（Form）

　立法案は次のような様式で提出する習慣に

なっている。

　　　制定･案

（簡潔に提案の目的を書く）

提案者

第

第

回年次国際大会において国際ロー

(定款，細則等改正

節の という字句を削除し
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11

１

４

１

Ｘ

；

ｉ

１
１

Ｘ

　　　　　　　決　議　案

（簡潔に提案の目的を書く）

提案者

第___回年次国際大会において国際ロー

タリーは次の如く決議する。

　(以下決議案文)*

理事会に対する建議案

　(Memorialto Board)

　クラブまたは（地区）大会は，制定案また
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
は決議言句飢Ｕ二聖代りに，案件に関し書面

を理事会に提出し，これについて適当と認め

られる措置を理事会に任せることとする方法

によることができる。

1910年から1942年に至る国際大会

決議の状態（Status of Convention

　　　　　Resolutions，1910－1942）

　クリーブランド国際大会に於ける決議の成

文化:1925年現在に於て，1910年から1924

郊に至る間に国際大会で採択された決議は敷

石に及んでいた。

　1925年（クリーブランド）国際大会は決議

:25－17を採択したが,その中で前記の決議の

内から約25を挙げて，それらを「国際ロータ

リー定款及び細則の基本的な規則を解釈し且

つ補足するものとして完全に効力を有する」

とすると同時に，その他の187の決議につい

てはすべてその目的を果たし，もはや国際ロ

ータリーの役員またはクラブに対して拘束力

を有しないものとする旨宣言した。

　ダラス国際大会に於ける決議の成文化:

1929年，ダラス国際大会は決議29－12を採

択し，クリーブランド国際大会の決議25－17

で有効なものとして列挙された約25の決議の

原文を廃止し，これらの決議を規定として編

国際大会における立法

集したものをもってこれに代えた。

国際大会決議の審査

　(Survey of Convention Resolutions)

　1941年，デンバー国際大会は次の決議を採

択して,理事会が随時,国際大会決議のうち特

定のものにつきその効力を失ったものとする

決定を行なうことができるようにした｡即ち，

　｢第32回国際大会に参集の国際ロータリー

は以下の通り決議する。国際ロータリー理事

会に，国際大会で採択せられ現に有効な決議

の中で，いずれが儀礼的もしくは一時的なも

のと考えられるか，いずれが後に制定された

ものによっておきかえられて，もはやその効

力をみとめる必要がなくなったと見られる

か，またはその決議が採択せられた国際大会

の議事録以外の手続要覧その他の国際ロータ

リーの出版物に発表する必要のないものであ

るかについての判定を随時行なう権限を認め

ること。この場合において，前記のような決

議に関する理事会の決定は，会長または事務

総長により，この決定の行なわれた年度の終

末に於ける国際大会に関する報告書で，加盟

クラブに了知させるものとする｡｣(デンバー

国際大会決議，41－8)

　1941－42年度理事会は，前記の決議41－8

に基づいて国際大会で立法された規定の審査

を行なった上,事務総長に対し,事務総長年次

報告に次の条項を加えることによって，1942

年(トロント)国際大会に於て理事会の決定事

項につきクラブに注意を促すよう要請した。

　理事会(41－42)は，1941年デンバー国際大

会の決議41－8に従い，現に効力を有する決

議のうち，いずれが儀礼的または一時的なも

のと考えられるか，いずれが後に制定された

ものによっておきかえられ，もはやその効力

をみとめる必要のないものであるか，または

その決議が採択せられた国際大会の議事録以
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タリーは，

にかかわる規定名を掲げる)，第_条，

第＿____節の規定９　　　　　＿_･Ｊを第__＿条，

次の字句を挿入することによって改正す

ることを提案する。（新本文挿入）*

*注意：制定案及び決議案にはその提案の背景及び目的

の説明書を添えるべきである。



鄙 ，

外の手続要覧その他の国際ロータリーの出版

物に発表する必要のないものであるかを判定

するために国際大会決議の審査を行なった。

　この現に効力を有する決議についての審査

を行なった結果,理事会は,これらの決議のう

ち約25は,まだその実施が完了していないも

の，または国際ロータリー定款及び細則また

は標準クラブ定款に定められている国際ロー

タリーの基本的な規則を解釈補足する方法ま

たは手続に関する規定を設けたものであり，

従って引続きその効力を有するものとするこ

とを決定した。理事会は，事務総長に，これ

らの決議の本文を手続要覧（パンフレット35

号）に掲載して，加盟クラブに知らせるよう

に指示した。

　審査した決議の中若干は国際ロータリーの

定款の改正を是認，又はR.I.B.I.の定款の改

正を承認しているので有効である。しかし理

事会は，それらの決議はそれが採択された国

際大会の議事録以外には発表する必要はない

と決定した。

　審査中の残余の決議は約50あるが，いず

れも，儀礼的な或は一時的な決議であるか，

若しくは採択後の立法によって十分に実行さ

れているか或はおきかえられている決議であ

ることが理事会で発見された。従って，理事

会は，これらの決議が既に目的を達成してお

り，もはや有効であるとは考えられず，従っ

て，それらの決議は採択された国際大会の議

事録以外には発表する必要がないものと決定

した。

　国際大会決議審査の全文は，この審査で研

究した決議全部の番号と共に，1942年６月

の国際ロータリー理事会の記録及び手続要覧

（1942年10月発行のもの）に載っている。

　理事会（1945－46）は，「国際ロータリー

役員及び中央事務局のロータリー・クラブに

対する事務奉仕についての説明を採択した」

決議42－16は一時的な性質のものであり，

且つ既にその目的を達成したものであると決

定し，従って決議42－16はもはや有効でな

い旨を宣言した。

　理事会（1951－52）は，決議40－15「世界紛

争渦中のロータリー」及び決議42－28「世界

戦争中のロータリー」は国際ロータリーの如

何なる出版物にも発表する必要がないという

ことに意見が一致した。そして，一時的なも

のを除き，これらの決議の主旨を含み且つ肯

定する国際奉仕における国際ロータリーの方

針を採用した。決議40－15及び42－28はこ

れを決議した年の大会報告に全文が載ってい

る。（理55－56）（国際奉仕における国際ロー

タリーの方針99頁参照）
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ロータリー・クラブの会員身分

(Membership in Rotary Clubs)

　標準クラブ定款（第５条）には会員の種類

は，正会員，シニア･アクチブ会員，バスト・

サービス会員及び名誉会員の４種類とする旨

規定されている。

　会員身分及びその持続，会員選考委員会及

び会員増強委員会の任務，会員選考の方法等

についてはクラブ定款及び細則にその規定が

見られるであろう。

　理事会は事務総長に対し，各クラブが国際

|=1－タリー定款及び標準クラブ定款に示され

ている会員身分及び職業分類の必要条件を充

していない人を入会させることについて，屡

屡警告を発するよう要請している。

二重会員（Dual Membership）

　何人も。同時にいくつかのクラブにおい

て，正会員，シニア・アクチブ会員，又はバ

スト・サービス会員の籍を持つことは許され

ない。（国際ロータリー細則第３条,第５節）

会員身分は個人のもので会社のもので

はない（Membership lndividual－Not

　　　　　　　　　　　　　　　Firm）

　ロータリーの会員身分はあくまで個人個人

のものと考えられるべきであって，個々の会

員が代表している共同企業体（Partnership）

又は法人（Corporation）のものではない。

（ダラス大会決議，29－12，第３条第１節）

会員の事業場又は住居はクラブの区域

内になければならない（Business or

Residence Must Be ゛VyithinTerritorial

　　　　　　　　　　　　　　Limits）

　クラブの各正会員は，クラブ区域限界内に

事業場をもつか，又は，居住して，そのクラ

ブで分類される職業に，自ら親しく且つ現実

にたずさわっているものとする。（ロータリ

ー・クラブ定款第５条，第２節）

　ロータリー・クラブが事業場乃至は住居を

基準とする正会員に関する標準クラブ定

規定を実施する場

の

の参 並に指針として，

理 は，クラブが正会員候補者を審査する

に当って他の条件がすべて同等である場合に

は，クラブで分類される予定の職業にクラブ

区域 内で自ら親しく且つ現実にたずさわ

っており，且つ又その事業場をクラブの区域

限界内に持つ候補者を優先させるべきことど

するとの公式見解を記録する。（理68－69）

ロータリー・クラブの正会

て述べられる「

身分に関連し

薬湯」とは，正会員又は推

薦されている正会員候補者が通常彼の実業又

　　　　　　　　　　　　　　　　　……-一一

は専門職業活動をなし， を果たす所を指

すものと了解されている。（理61－62

理事会は，ロータリー・クラブの正会員の

格条件に関する定 則中に用いられてい

る「住 という語及び所属クラブの区域限

内或はその周 地域内に居住するロータリ

アンという語句は，その個人の主たる居住地

を
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アディショナル・クラブの会員

　（Memberゆip in‘‘Additional”Rotary

　　　　　　　　　　　　　　　Clubs）

　国際ロータリー細則第１条第１節の規定に

従い，或るクラブがアディショナル・クラブ

結成を草認するためその所在する車行政区域

の一部を放棄し，そしてその元のクラブがア

ディショナル･クラブの区域内からその事業，

経営任務又は専門職業としての活動が全市，

全区又はその他の自治体全区域にわたる者を

会員として入会せしめる権利を保留し且つ行

使する事情の下においては,アディショナル･

クラブも，その事業，経営任務又は専門職業

としての活動が全市，全区又はその他の自治

体全域にわたる者も含めて，アディショナ

ル・クラブの区域内に事業場又は住居を有す

る如何なる有資格者をも，適当な職業分類の

下に,その会員に選ぶことができる｡斯様な場

合には両クラブとも国際ロータリー細則第３

条第５節の規定に十分注意して，同一人が２

グラブ以上の正会員，シニア・アクチブ会

員，又はバスト・サービス会員にならないよ

うにしなくてはならない。（理59－60）

　アディショナル・クラブで５年以上正会員

であった者は，そのクラブの区域限界内にそ

の事業場又は住居を持たなくなった場合で

も，彼の新しい事業場又は住居がクラブの存

する市の行

の身分を
一

域内にあれば，その

することができる。

会

他の団体の会員

　(Membership in other organizations)

　ロータリー・クラブ会員は他のサービス’。

クラブに入会して，その関心と精力を分散す

ることは遠慮すべきである。（ダラス国際大

会決議，29－12，第３条第４節）

　ロータリー・クラブにおける会員の責任を

果たすためには，ロータリアンは他の奉仕ク

ラブ又は同種の団体の会員となってはならな

い。（理60－61）

　ロータリアンが他の奉仕クラブ又は類似団

体の会員となることに関するダラス国際大会

決議及びそれ以前の国際大会決議，及びロー

タリー・クラブ理事会が十分な理由ありと認

めた時は，理事会はその会員の身分を終結せ

しめることができるという標準クラブ定款の

規定に考慮を払う時，ロータリー・クラブ理

事会は，所属クラブ会員が他の奉仕クラブ又

は類似団体においても引き続き会員であった

ために，所属ロータリー・クラブに対する義

務を果たさなかったと理事会が判断した場合

それは，その会員の身分を終結せしめるに十

分の理由と看倣すことができる。（理60－61）

外交官及び領事（Diplomatic and

　　　　Consular Representatives）

　外国政府代表者の仕事が比較的重要な地方

に於ては，外交官及び領事等を名誉会員とし

て入会せしめるこどによってクラプ内にその

業務を十分に代表させるのがよい。（理42－

43）

公職者の会員身分（Membership of

　　　　　　Public omice Holders）

特定期間，公職に選挙又は任命されたクラ

ブの正会員は，その在任中，かかる選挙又は

任命の直前に，彼がそのクラブで特っていた

職業分類の下に引き続き正会員身分を保持す

ることができる。（国際ロータリー細則第３

条第８節）
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名工（Skilled Craftsmen）

　標準クラブ定款の枠内に於て，そこに規定

された条件に合致する技術のすぐれた名工を

ロータリー・クラブに入会させる規定は出来

ているのである。従って，その技術以外の点

に於て入会の資格を十分有する名工をクラブ

に入会させるために，この規定を修正する必

要はない。（理45－46）

「移籍会員」（“Transferred Members’7）

　ロータリー・クラブの会員がその会員身分

を或るロータリー・クラブから他のロータリ

ー・クラブに移籍できるという規定は何処に

もない。

　一つの都市から他の都市に移転する会員

が，ただ移転したという事実だけによって，

移転先の都市のクラブの会員たり得るという

所謂「移籍会員」という会員身分を確立する

ことは，各クラブの会員選挙に関する自主性

を冒すものであり，又職業分類による会員身

分の原則に反して，職業分類が二重になる結

果を来たす場合が多い。理事会は職業分類の

重複を生ずるようなロータリー・クラブにお

ける如何なる会員身分規定にも賛成しない。

（理38－39，61－62）

　国際ロータリー細則並に標準クラブ定款に

は，ロータリー・クラブはその職業分類を保

持している会員の承諾を条件として，曾てい

ずれかのロータリー・クラブの正会員であっ

た者で，その現実にたずさわっている事業の

場所がそのクラブの区域阻界内にあり且つ他

の会員たるべき資格条件が備わっている者を

アディショナル正会員に選ぶことができる。

但し斯く選ばれた如何なる会員も彼が元所属

クラブにおいて分類されていた職業分類下で

会　員　身　分

そのクラブ区域限界内にて現実に職業活動に

従事しなくなったという唯一の理由により退

会したのでなければならないと規定してい

る。然しこれは「移籍会員身分」を規定する

ものではないのであって，この規定によるア

ディショナル正会員の選挙はあぐまでも彼を

選挙し得るクラブの意志によるものである。

　クラブの区域限界外へ移転する正会員に対

しては，移転先の地域社会にあるロータリー

・クラブを訪問し，そのクラブの人々と知合

いとなるために，クラブ理事会の承認によ

り，１ヵ年を超えない期間の特別賜暇が与え

られる。但し同一の職業分類の下に現実に活

動し，出席その執ロータリー会員としてのす

べての義務を守り続けることが条件である。

会員身分の終結は，許可された賜暇期間の終

了後初めて発効するものとする。（ロータリ

ー・クラブ定款第８条第２節（ｨ））

　地域社会に元ロータリアンが移転して来て

おり，かつ彼が標準クラブ定款第５条第５節

（ﾛ）項の規定又はその他により会員に選挙され

得る有資格者であることを当該地域のクラブ

が知ることができるよう，各クラブの役員

は，適当と思われる場合，判明している元会

員の移転先の地域社会のクラブヘ斯様な元会

員に関する情報を提供するよう奨励されてい

る。（理65－66）

国籍別のグループからの会員

　(Membership for Men of various

　　　　　　　　　　　Nationalities)

　理事会は，国籍の違った人々のグループ

(外国で生まれた者又はその子孫)が存在する

都市のクラブが，その都市内のそれらの人々

を同化する手段として，これらのグループか

らロータリアンたる資格を十分に備えている

人々を入会させるよう考慮を払う方がよいと

の示唆をしている。この目的とする処は，彼

等をクラブに入会している国籍の異なる人々
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とより親しくさせ，且つ彼等がその所属グル

ープの他の人々に対しても有益な影響を与え

てその交際範囲をグループ内に限定せず，そ

の住んでいる国の不可欠な国民ということを

自覚させるためである。

　このことを行なうための手段はロータリー

・クラブの会員資格に関する規定の中に既に

含まれているから，特別な規定を設ける必要

はない。只都市内に住む国籍を異にする人々

から会員を求めることが望ましいという点に

クラブの注意を向けたというのが理事会の考

えである。（理44－45）

名誉会員（Honorary Membership）

　各クラブは名誉会員の資格をロータリーの

理想推進に著しい功績のあった人だけに限

り，これを濫用しないようにすべきである。

名誉会員の地位はロータリー・クラブが与え

得る最高の栄誉であり，従って特別な場合に

のみ与えられるべきものである。もし名誉会

員を勝手にどんどんつくるようなことがある

と，ロータリーの会員選考の規定を如何に完

全に守ろうとしても意味のないものになろ

う。（理52－53）

ロータリー財団学友に対する会員身分

　(Membership for Rotary Foundation

　　　　　　　　FellowshipAlumni)

　職業分類による会員身分の基本原則の範囲

内において√元ロータリー財団奨学生が適当

な時期に彼の職業上の基礎の下にロータリ

ー・クラブの会員としての資格が生ずること

は十分期待できることである。然しながら，

ロータリー財団学友のために斯様な名の下に

特種の会員制度とか職業分類を設定すること

はロータリーの職業分類の原則と一致しない

が故に望ましくない。（理58－59; 61－62;

66－67）

　ロータリー財団奨学生を奨学生たるの故を

以て名誉会員に推薦せんとすることは甚だ望

ましくない。（理52－53; 58－59）

同一のクラブで同時に正会員及び名誉

会員になること（Active and Honorary

　　　　Membership in Same Club）

　同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を

兼ねることは，他の正会員や名誉会員の権

利,特典,責任を決定するに当ってクラブ内に

常に混乱を引き起こす因になる｡しかし,標準

クラブ定款，又は国際ロータリー細則のいず

れにも，同一のクラブで同時に正会員と名誉

会員を兼ねてはならないという規定はない。

けれども，その細則の意図する処はこのよう

な二重会員となってはならないことを明らか

に示しているように思われるのである。（理

38－39）

名誉会員の特典

　(Privilegesof Honorary Membership)

　クラブ会員に有望な候補者を推薦する特典

を名誉会員が特つことは，国際ロータリー定

款の規定の精神に悼るものと考えられている

ので，その特典を名誉会員に与えることは許

されない。そして各ロータリ，・クラブは，

有望な会員候補者の推薦はクラブで立派な資

格を特つ正会員，シニア・アクチブ会員又は

バスト・サービス会員によってのみなしうる

という規定を設けるように，その細則を改正

するよう示唆されている。（理GO－61）
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シニア・アクチブ会員

　　(Senior Active Membership)

　理事会(1954－55)並に1964年国際大会の

決定を説明している次の声明書は国際ロータ

リー細則及び標準クラブ定款のシニア・アク

チブ会員身分に関する規定をクラブが適用す

るに際し参考となり且つ手引となるものであ

る。

1.シニア・アクチブ会員身分に関する国際

　　ロータリー細則及び標準クラブ定款の規

　　定は標準クラブ定款を採用したクラブに

　　対して強制的なものである。然しなが

　　ら，標準クラブ定款の下に運営されてい

　　ないクラブに対しては強制的ではないが

　　それらのクラブもこの規定を採用するこ

　　とが期待されている。

2.若し正会員(職業分類をもつ)がシニア・

　　アクチブ会員になった場合には，その人

　　のアディショナル正会員は自動的に正会

　　員となり得ないのみならずそのアディシ

　　ョナル正会員の身分も終結する。但しク

　　ラブがその人を直ちに入会せしめること

　　を選ぶならば勿論その人は直ちに正会員

　　となる。

3.若しアディショナル正会員が正会員にな'ヽ

　　った場合(その人の元の正会員がシニ

　　ア・アクチブ会員になった後で)にはそ

　　の人のアディショナル正会員として同一

　　企業体から他の人を推薦する権利を有す

　　る。

4.アディショナル正会員はシニア・アクチ

　　ブ会員になれる。斯様な場合，元の正会

　　員はそのまま正会員として職業分類を継

　　続保持して行くものであり，クラブは仙ﾚ

　　の資格ある者を同一職業分類のアディシ

　　・ョナル正会員に選ぶことが出来る。

5.シニア・アクチブ会員身分の条件の中に

６

７

会　員　身　分

示された「15以上」「10以上」又は「5

以上」の年数は連続的であることを要し

ない。

シニア・アクチブ会員がその職業から引

退したということはその人のシニア・ア

クチブ会員の身分に何等影響しない。

正会員がシニア・アクチブ会員となり，

その後他のクラブ正会員の保持している

職業分類と同一職業に変ったとしても，

その人は，規定上，シニア・アクチブ会

員としてクラブにおける会員身分を持続

できる。

8.シニア・アクチブ会員に選ばれるには，

　　ロータリーフクラブの元会員は曾てシニ

　　ア・アクチブ会員であったか，或はその

　　人が会員でなくなった時に既に国際ロー

　　タリー細則又は標準クラブ定款に定めら

　　れた規定によってシニア・アクチブ会員

　　身分を持っておらなければならない。

9.　自動的に，或は自分自身の希望によって

　　シニア･アクチブ会員になった人は,出席

　　条件その他の会員としての義務を果たす

　　限り，何処に住居を持つに至ってもシニ

　　ア・アクチブ会員になったクラブにおい

　　てその会員身分を続けることができる。

　　（本声明書了）

　シニア・アクチブ会員の制度を利用するこ

とに関連したクラブ活動を活発にするため，

地区ガバナーは次の諸事項を行なうよう奨励

されている。

　（1）国際協議会（lnternationalAssembly）

に於て得たシニア・アクチブ会員制度に関す

る研究討論会での情報の概要を地区ガバナー

月信（Monthly Letters）に公表する。

　（2）この議題を地区協議会（District As-

sembly）に提起して，シニア・アクチブ会員

制度に関する定款の規定をなお一層利用する

ことによってクラブが享受し得る利益につい

て説明する。

　（3）正会員がシニア・アクチブ会員やパス
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1ヽ・サービス会員になったために空席となっ

た職業分類を充たすことによって，地区内の

クラブが如何にその会員を増加することが出

来たかについての情報を，年間を通じて地区

ガバナーの月信に発表する。

　（4）地区ガバナーの公式訪問に際してクラ

ブ協議会（Club Assembly）にこの議題を提

起する。（理50－51）

シニア・アクチブ及びバスト・サービ

ス会員のバッジと職業分類

　　(Classincation on Badge of Senior

　Active or Past Service Member)

　理事会はシニア・アクチブ及びバスト・サ

ービス両会員のバッジには，「シニア・アク

チブ」又は「バスト・サービス」の文字の下

化，括弧で囲んだ（前職業分類　　　　）と

いう欄を設け，その会員がシニア・アクチブ

又はバスト・サービス会員になる直前まで，

保持していた職業分類を書きこむようにし，

更にこの職業分類をクラブ会員名簿やその他

氏名・職業分類を必要とするクラブ記録類に

書き入れておくよう示唆を与えている。（理

45－46）

英本国及びアイルランドに於ける前役

員とシニア・アクチブ会員（Senior

　Active Membership of Past omce始

　　in Great Britainand lreland）

　理事会は，:R.I.B.I.理事会がシニア・アク

チブ会員に関する国際ロータリー細則第３条

第３節の規定の語句に対して下した解釈

役員及び英本国及びアイルランドの地区ガバ

ナーであって1938年７月より後に退職した

者も意味することに同意する。（理41－42）犬

　国際ロータリーでの過去の役職に言及する

ときは常に，地区ガバナーとしての元の奉仕

という言葉には，グレート・ブリテン及びア

イルランドにおける国際ロータリー代表とし

ての，元の奉仕も含まれると解さるものとす

る。（理66－67）

再建されたクラブに於けるシニア・ア

クチブ及びバスト・サービス会員身分

　　(SeniorActive and Past Service

　Membership in Re-EstablishedClubs)

　理事会はシニア・アクチブ及びバスト・サ

ービス両会員身分に関する定款の規定を変更

する機能を有しないことを認める。然し乍ら

戦争のため国際ロータリーヘの加盟が取り消

されたクラブが遭遇する困難に対する緊急の

措置として，これらのクラブが再建された場

合，もし希望があれば，そのクラブが国際ロ

ータリーに加盟していなかった期間をもシニ

ア・アクチブ及びバスト・サービス両会員身

分を定める際に加算することを考慮してもよ

い。（理45－46）

会員数の最小限

　(Minimum Number of Members)

　理事会は以下の如き方針を確立している：

　ロータリー年度の最初の月に於てロータリ

ー・クラブが会員数20名未満と報告した場

合には，地区ガバナーは同クラブと連絡して

会員数減少の理由を試し，再興について如何

なる手段が講ぜられているかをたしかめるも

のとする。

　地区ガバナーは，その調査の結果を国際ロ

ータリー会長に報告し，且つ会員数の問題の

解決に対して，如何なる援助をクラブに与え

たかを簡単に述べるものとする。(理53－54，

62－63)

クラブの内部的拡大

　　(Extension Within the Club)

　国際ロータリー事務総長及び役員はクラブ

の内部的拡大の重要性に重点を置くよう，特

に次の諸点を強調するよう要請されている:

　（1）会員選考及び職業分類両委員会のメン

バーはその任期に継続性をもたせる事が望ま

しいこと;　　　　　　　　　づ

　（2）クラブ所在都市において有用であり，

且つクラブ内に代表されるべき職業の調査を

屡々行ない，これと関連して最新の充填及び

未充填職業分類表（Record of Filled and

unnlled Classincations）を永続的に作成，

維持すること;

　（3）空席の職業分類（Unnlled Classlnea-

tion）をクラブに発表する場合は，それらを

全部記載したリストにせず，数個ずつ発表す

るようにすること。（理39－40）

　理事会は，あらゆる活動分野におけるより

効果的な奉仕を目標とする，特別の

育成強化 圃を

続的会

し積極的に実行するた

めの基礎として，最新の

し且つ

業分 を作成整

用することをロータリー・クラブ

に奨励し続けるべきであると
69－70）

-

した。

クラブ会員の増強

　(Club Membership Development)

理事会は

1）地区ガバナーに以下の

地区会 強 会の

理

務を担当する

置を奨める：

イ）グラブの会員増強委員会特に会員数

会　員　身　分

が減少しつつあるか或は殆ど又は全く増加

していないグラブの会
に協

-
活動すること；

地区の会員増S

増強委 会と直接

の進展に関する情報

をあらゆる地区集会並にロータリー地域研

会に提供し，又 められた場

の集会やクラブにおいて会

プログラムを する責任を

ハ）地区会員増強

はそれら

増強に関する

うこと

会の目標達成に

切と考えられるその他の活 をなすこと;

2）地区ガバナーに，会員増強のための諸

活動に関連して分区代理をより

するよう，そして

に関する

に笑
-
　３

果的に利用

したならば，会

区代理の任務と

めるよう奨励する;
-
　クラブ幹事に会j

増強

の範囲を明

減少の原 について

の情報を地区ガバナー並に地区会員増強委員

会に提供することを

地区ガバナー及び地区会

する。そして次に，

増強委員会にクラ

ブの会員減少防止の援助策を講ぜしめる;
４

で１名の

の

行可能な会 強 法として，「5名

土計画として知られている次

圃を強調する：

クラブ会長はクラプ会員を５名ずつめ
グループに分ける;各グループの構成は，

-一一一一　-一一

できれば，新令 １名，古参会

元会長，現又は元理事，

名とする; グループ毎に

幹事を決める。
　　　　－
　司会者と幹事の指名

司会者は 宅又は

１名，

会委員長 １

し司会者と

できるだけ

が選んだ

く各

の場所で会

合を開くこと。各グループはその会 で

イ）そめロータリー年度内に，なるべく

前半６ヵ月間に１名の新会員を確 するた

プログラムや計画に関するアイディ

表しその具体策を考案することレ又
　　　　一一一一一一

を

祉を助長するよ

ることをグループヶ

－125 －

即ち，「……現に国際ロータリーの役員であ

るか或は曾て役員であった……クラブの正会

員は，自分の意思によって，そのクラブのシ

ニア・アクチブ会員になることができる」と

いう条項は，英本国及びアイルランド地方に

関しては，R.I.B.I.理事会の選挙権を有する

－124 －

めに;

~　ロ）

アを

クラブの健全性と成長と

うなクラブの管理及び活動面に関する提案

●-醵㎜-㎜㎜-●-●●●醵醵■●■㎜醵醵●●--醵㎜

乃至建設的



強

のメンバーに奨励する。そしてそれらの

案や勧告はすべて，クラブ理事会へ提 の

ため，各グループ幹事が正式な書式にまと

めるべきである。

カ

クラブ会員 強 会 又はクラブ会長

る総司会者）は全グループ並に全

体プログラムを監督し且つ以下の事項を見

が

ける責任を つべきものとする：

イ）司会者と幹事の指名後速やかに会合

かれているか;

ロ）プログラムが推進されており，且つ

グループからの

に達しているか;

ZE

が会長及び理事

ハ）各グループは適格な候補者を

ているか

薦し

5）地区ガバナーに対し，クラブに会員増

を設け且つそれを積極的に活動させ

ること，そしてクラブ会 増強委員会による

会員候補者推薦ということは

人の新会員推薦

い点をクラブに

6）居

して，会 個

の責任を解除するものではな

説することを勧奨する;

地に基づくロータリー・クタプ正

会員身分の規定は，国際ロータリー出版物を

通じ又地区協議会や地区大会のプログラムに

おいて続けて発表されるべきこと，及びクラ

ブがこの会員増強方法を理事会の推奨する範

囲内で利用するのを援助すべきことを決定す

る;

の利

を通じて会員に情報

するよう激励するこ

請する。（理69－70）

格な候 を入会させ且つ退

を

減らすための手段として，理事会はクラブに

次のことを奨励する

1）内

に 用

部的拡大のために現行

ること;

定を十二

2）クラブの社会 活動を にその地域

社会の必要に させ且つ奉仕を更に一層有

意義なものとすることに絶え

と;I
-
　3）個々の会

努力するこ

を効果的に参加させるよう

なそして会員の関心を引きつけるようなクラ

ブ活動を行なうこと。

更に理
-
1）各

は，

クラブが会 増強におけるそれぞれ

のタイプを調べ，満足すべき成果をあげてい

るか否かを検討し，それから健全な成長をな

しとげるための方法を講ずることの必要性を

強調する;
-

2）より健全な成長のために

特殊クラブに対し地区ガバナーその

が必要な
ｰ
他の人々

が努力すべきこと，そしてそれは陳腐な言葉

の勧告などではなく， がふえない の原

の排除にまともに取組むことを要請する;

3）ロータリー・クラブに，「貴地域社会

への移 ロータリアンに関する通知

一一一一-

書式（6464－J

アンの

の

という

用を，又，元ロータリ

先めロータリー・クラブには，そ

のような元ロータリアンと 極的に し彼

の関心や新しい地域社会のロータリー・クラ

ブ会員としての彼の適

勧奨する。（理69－70

を評価することを

均衡のとれた会員組織

　　　　　　(Balanced Membership)

　実業又は専門職業の分類が片寄らないよ

う，そして同時に地域社会の実業及び専門職

業の実態を代表するように良く均衡のとれた

会員組織を維持しようと努力する場合，実業

又は専門職業の職業分韻致が一つ又は限定さ

－126－

れている地域社会のクラブは，関連している

職業分類の同一グループ内の別々の職業分類

に入会せしむべき，アディショナル正会員を

含む正会員数の限度を決定するのに困難を感

ずることがある。然し乍ら，その事情は多種

多様であることを考えるならば，斯様な事情

にあるクラブによって採用されるべき制限の

範囲は，当該クラブによって決定されなけれ

ばならないもので，一般に適用できるような

最大限度は国際ロータリー理事会で設定する

ことは出来ないし又すべきではない。（理59

－60）

　各ロータリー・クラブは，標準クラブ定款

に規定された職業分類並に会員選考の原則に

従って可能な限り，クラブの所在地域社会に

あるすべての認められた実業，専門職業又は

団体の各代表者を会員に持つべきである。

　各ロータリー・クラブは毎年所在地域の職

業分類調査を行ない，それによって実業及び

専門職業の真の，広範囲な横断面を表わす均

衡のとれた会員組織をつくるための確実な基

礎となる充填，未充填職業分類表を作成しな

ければならない。（理62－63）

　理事会は，
　一

イ シニア・アクチプ会 タ アディショナ

ル正会員，住居に基づく正会員，及

又は住居を

ふ

こz:g

のロータリー地域へ移動する正

に められる１ヵ年を超えない

別賜暇等に関する

間の特

がローφリー・クラブ

の発展に大いに寄与することを認め，地区ガ

バナーに対し，それらの規定のより活発な利

用を強調奨励することを勧奨し，そして国際

ロータリーの出版物中に 様のことを強調

励しているものがあることを

ロ）地区ガバ －に対し，新会

入会前後のロータリー

に強調し続けるべきことを

ﾉ゛ヽ

る;

に対する

の重要性をクラブ

地区ガバナーに対し，

クラブが，その

する;

ロータリー・

域限界内に住む な実業

人又は専門職業人によって充填され得るよ

な職業分

会　員　身　分

をも併記した充堆朱充填職業表を

作成整備すること，及びクラブにおいて

された職業 を発表するのにク

放

ブが定期

的にこの表を利用することを絶えず強調する

よう勧奨する;

二）地区ガバナーに対し，ロータリー･ダク

ラブに若い会員を迎えることの重要

ず力説し，特にアディショナル正会

性を絶え

定を

フルに利用するよう全ロータリアンを督励す

ることを勧奨する。 理68－69）

理事会は地区ガバナーに次の２項の実行を

奨励する;
-

1）地区 会を設置し，地区におけるロ

－タワー・クラブ会員

こと；

強の 進に当らせる

ブ内に，その地域社会の

2）クラブに対し入会前後のロータリー教

に情報の重要性を強調すること。（理68

－69）
-
　ロータリー・ク

実業及び専門職業活動が適切に代表されるよ

うにするため，理事会は，いずれのロータリ

一・クラブも，その会員組織において，クラ

ブの区域限界内に事業場を有する会員の数又
一一

はその割合を十分に取るよう努力すべきこと

を決定する。各ロータリー･,クラブは，居住

地に基づく正会員数は総数の50パーセント

を超えないものとする規定を採用することを

勧告されている。（理68－69）

クラプ内に代表的会員（Representative

　　　　.Membership Within Clubs）

　各ロータリー・クラブはその所在する地域

社会の職業活動の真の横断面でなければなら

ない。そのためには，各地域社会においてロ

ータリーの綱領が達成されるように全ロータ

リー・クラブがその潜在的能力を十分ば活用

するよう益々努力すべきである。（理60－61）

－127－

7）会員の増加と若い熱心な会員を獲得す

る方法としてアディショナル正会丿

用を最も強調することを決定する;

8）地区ガバナーに対し，ロータリー・ク

ラブ情報委員会が例会，炉辺会合，フォーラ

ムにおいて又クラブ

を伝えることに更に

とを要請する;

9）地区ガバナーに対し，最高の増加

示したクラブを適切に表彰することを考慮す

　　㎜㎜■･■㎜㎜㎜㎜■■㎜･㎜

るよう
ｰ
　より



アディショナル正会員

　　　(AdditionalActive Members)

　アディショナル正会員に関する規定はロー

タリーのあらゆる分野を通じて強調されなけ

ればならない。各クラブはこの規定を利用し

て，より多くの人々をロータリーに引き入れ

ロータリーの特典を享受せしめると共に会員

数の増加につとめるべきである。各クラブは

又，アディショナル正会員の身分は正会員の

それと同一であること，及びかかる身分を有

する者のみが正会員にせよアディショナル正

会員にせよ，ロータリーに入会を考慮される

のであるということに留意しなければならな

い。（理52－53）

　ロータリー・クラブは，他の地域社会へ移

転するロータリアンにその会員身分を持続せ

しめ，かくて，所属クラブ地域外へ移転のた

に会員身分を喪失するロータリアンの数を少

なくする一つの方法として，標準クラブ定款

第５条第５節（口）項の規定によりアディショナ

ル正会員を選挙できることに留意すべきであ

る。（理65－66）

　国際ロータリーの細則第３条第２節（ﾛ）及び

標準ロータリー・クラブ定款第５条第５節（ﾛ）

の「アディショナル正会員」に関する規定に

ついては，理事会は，この場合「いずれかの

ロータリー・クラブ」，「曾て属していたク

ラブ」と言っているのは，会員候補者が元正

会員であったところのクラブを含め，あらゆ

るロータリー・クラブを意味するものと解し

ている。（理66－67）

会員候補者のクラブ例会への招待

　(lnviting Prospective Member to

　　　　　　　　　　Club Meetings)

クラブが入会予定者を，入会中込カードに

署名する前に，クラブ例会に数回招待する習

慣を採用することに対して理事会は賛意を表

している。（理49－50）

新会員の入会式

　　　(lnduction of New Members)

　（ｲ）事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員のクラブ入会式を，それぞれ独特の威厳

あるやり方を考案して行なうよう示唆を与え

るべきであると指示されている。

　（ﾛ）基準となる統一的な入会式が準備され

たり，クラブに示唆されることはない。

　㈲　事務泌長は絶えず各クラブに対し，新

会員を直ちに一つ以上の委員に任命して，そ

の委員長が彼を同化させる責任を特つという

方法を，クラブに示唆するよう指示されてい

る。

　（ﾆ=）事務総長は，地区ガバナーが更にロー

タリー教育を盛んにすることの必要を強調

し，且つこの問題に関して利用し得る資料が

中央事務局から入手出来ることを各クラブに

注意するよう絶えず示唆すべきである。

　（ﾎ）地区ガバナーは，地区内から１クラブ

を選んで地区協議会に際して10分間,クラブ

例会に於ける新会員の威厳ある入会式を実演

させるようにすべきである。

　（へ）事務総長は，もしガバナーから依頼が

あった場合には，指針として，1，2の入会

式のやり方を送付しなければならない。（理

44－45）

名を呼び合う習慣

　　　　（First:Name（;ustom）

　ロータリー会員が仲間の会員に姓ではな

く、名（nrst name）で呼びかけるのは単な

る習慣である。ｸ､ラブがこの習慣を採用する

－128 －

かどうかは自由である。或る場合にはこの習

慣がそのクラブの存在する国の人し々の一般の

習慣と一致しないこともあり‘得る。

　1931－32年度理事会は国際ロータリーの

公式出版物にはニック・ネームを使わないこ

とに同意した。

婦人は会員資格がない

　(Women Not Eligibleto Membership)

　国際ロータリー定款（第４条第３節）は，

「ロータリー・クラブは以下水項に定める資

格条件を備える男子によって構成されるもの

とし……」及び「彼等は善良な成年男子であ

　　　　　　　　　　　ｰって，職業上良い世評を受けている者」とは

っきり述べている。

　国際ロータリー細則第３条第６節は，「ク

ラブの区域限界内に居住しているか，もしく

は曾て居住したことのある男子で，其処にお

いて，或は他の処においてロータリーの理想

推進に著しい功績のある男子をそのクラブの

会　員　身　分

の中心にアディショナル・ロータリー・クラ

ブを結成することはロータリー・クラブが若

い人々を確保する一方法として奨励されてい

る。（理49－50）

不本意の元ロータリアン

　　　(lnvoluntary Past Rotarians)

　定款にも細則にもかくの如き事態処理する

規定がないのであるから，不本意の元ロータ

リアンの団体を，国際ロータリーと何等かの

関係のある団体として認めることは理事会と

して明らかに不可能なことである。特に，実

際にも存在せず，又国際ロータリー定款及び

細則がそのように変更せられるまでは，存在

する筈もない国際ロータリーとの関係を示す

ような名称の使用をある団体に許すこと，或

はこれを奨励することは，理事会として不可

能なことである。（理24－25，49－50，62－

63）

元ロータリアンのグループ

　　(Groups of Former Rotarians)

　理事会は，元ロータリアンの団体を組織す

ることを奨励する基本として，その創設に関

する次の声明書を採択した：

　　元ロータリアン・グループの組織化

　　　(Organization of Groups of

　　　　　　Former Rotarians)

　知己を広め，友好を厚くし，他人への奉仕

に対する個人の積極的関心を増進する目的で

結成される元ロータリアン・グループに対し

ては好感を持つものである。以下の手続に基

づいて結成され，活動する限り，斯様なグル

ープの創設に対し，何んら異議はない。

　1.元ロータリアン・グループの組織化の
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名誉会員に選挙することができる｡」

若い人に入会の機会を与えること

(Providing Membership for Y6ung Men)

　各クラブはあらゆる努力を傾けて若い人を

会員とすべきである。特にアディショナル正

会員の規定を利用し，又，正会員がシニア・

アクチブ会員となったため空席となった職業

分類を若い人で補充することが望ましい。

（理42－43）

　地区ガバナーは,若い人々をロータリー･ク

ラブに引き入れるための手段としてアディシ

ョナル正会員及びシニア・アクチブ会員の規

定を大いに利用するよう各クラブに強調する

ことを要請されている。（理49－50,50－51）

　大都会の中め明確に限界を定め得る商工業
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首唱は，関心を持つ元ロータリアンによって

企図されるべきものとする。

　2.元ロータリアン・グループは，その会

員の適性資格を確認する方法を決定し，かつ

その会員にロータリーの現会員または，口¬

タリアンの経歴の全然ない者を含めないこ

と。

　3.元ロータリアン・グループは，以下の

条件の限度内に於てグループが決定せる方法

に基づきグループを結成し運営すべきものと

する。

　イ）元ロータリアン・グループの会員は，

　　個人的に又グループとして「元ロータリ

　　アン」または「バスト・ロータリアン」

　　として証明の出来ること。

　ロ）元ロータリアン・グループは，その名

　　称乃至出版物に，「ロータリー」，「ロータ

　　リー・クラブ」，「ロータリアン」（前項

　　「イ」の場合を除いて）又は「国際ロータ

　　リー」という語を使用せざること。また

　　斯様なグループまたは会員個人は，ロー

　　タリーの徽章またはその変形乃至その他

　　の類似の徽章を使用せざること。

　ハ）元ロータリアン・グループは，国際口

　　―タリーの加盟クラブであるとか，如何

　　なる意味に於ても公式的に，国際ロータ

　　リーの一部であるどか，国際ロータリー

　　から承認されているとかを直接，間接に

　　暗示してはならないこと。

　二）元ロータリアン・グループの目的は，

　　会員相互間に知己と親睦を広め，各会員

　　に奉仕活動に参加する機会を与えること

　　にあるものとし，グループのプログラム

　　及び活動は，斯様な目的と一致させるこ

　　と。

　ホ）元ロータリアン・グループは，政治問

　　題に関し或は国際ロータリー乃至加盟ク

　　ラブの結成，管理，機能に関し団体とし

　　て公的言動をなさざること。

　ブヘ）元ロータリアン・グループは，如何な

　　る問題についてもロータリー・クラブ乃

　　至ロータリアンに回章する権利は有せ

　　ず,かつ斯様な行動は慎むべきものとす。

　ト）本来，元ロータリアン・グループの会

　　員は，ロータリー・クラブの会合或は国

　　際ロータリーの会合に出席する権利を持

　　たないし，又そうでなくても当然，国際

　　ロータリー又はその役員，ロータリー・

　　クラブ乃至その役員又は国際ロータリー

　　公式名簿を含め国際ロータリーの出版物

　　にも接する手段を持っていない。

　チ）何れの元ロータリアン・グループに対

　　しても国際ロータリーによる財政的援助

　　は提供さるべきではなく，また斯様なグ

　　ループは国際ロータリー又はその加盟ク

　　ラブに対し，財政的援助を求むべきもの

　　ではない。

　リ）元ロータリアン・グループの会合は，

　　ロータリアンの出席成績の基準とはなら

　　ない。

　元ロータリアンたちは，前記の手続並に

条件に従い，グループを結成するよう奨励さ

れている。但し斯かる奨励は，そのグループ

の提唱又は公式承認を成立させるものでない

ことと了解すべきである。（理64－65）

不本意ながらクラブが解散した後の会

員の地位（Status of Rotarians FOIlow-

ing lnvoluntary Dissolution of Clubs）

　理事会は，不本意ながら解散したロータリ

ー・クラブの会員のその後の地位に関し，次

の如き措置を講じている。

　自国から避難して来たロータリアンを新た

に実業或は専門職業に従事しようとする都市

にあるロータリー・クラブの会員に選ぶこと

ができるし，又選ばれた例が屡々ある。尤も

それは定款に従ってクラブ自身が決定するこ

とであると理事会は指示している。

　ロータリアンである処から生ずる深い友好
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と奉仕の機会を楽しむためにロータリーは会

合するのであるが，そのクラブ所在都市の生

活に同化することが出来るのでなければロー

タリーに入っても無益であるように思われ

る。理事会はこの問題を提起させることにな

った動機を理解すると共にこれに対し深い同

情を感ずるものであり，自分の落度でもない

のに真に不本意ながら一時的にロータリーの

友好を奪われた人々の心の中に，ロータリー

は依然として残っていると考えるのである

が，自分の良く知っている都市以外の都市の

クラブで形式的に会員の地位を与えられるこ

とによって，失ったロータリーの友好が償わ

れるとも考えられない。のみならず理事会

は，彼等のロータリーとの正常な関係が復活

したときに元ロータリアンに面倒な事態が生

じた実例を知っているのである｡(理39－40)

クラブ例会への学生招待

　(Students as Rotary Club Guests)

　各クラブは大学その他の学校の学生に関心

を持ち，学生達がロータリーの理想や原理を

よく鍛っているかどうか確めることを奨励さ

れている。理事会は，各クラブが，その昼食

会に学生をお客として招く計画に同感であ

り，クラブがこのようなお客を招くことを奨

励したいのであるが，学生は，学生としては

ロータリー・クラブの会員にはなり得ないの

である。ロータリー・クラブは定款細則に明

示された種類の会員しか持てないからであ

る。（理26－27）

会員カード（Membership Cards）

1910年，国際ロータリー創設集会に於て

会　員　身　分

ロータリアンに対して会員カードを発行する

準備を行なう権限が理事会に与えられた。

　理事会（1912－13）は一定形式のカードを採

用し，これを全クラブが使用することを薦め

た。このカードが会員証明票として知られて

いるものである。

　入会の一つの条件としてロータリー財団へ

の寄付をうたったり又は斯様な条件を暗示す

る言辞を入会申込カードに書き入れてはなら

ない。理事会は，国際ロータリー財団に寄付

することを入会条件とする規定を設けること

及びその条件をロータリー会員証明カードに

表記するようクラブ細則を改正することは，

これを阻止する。（理56－57）

　ロータリアンが個人的に知られていないク

ラブを訪問する際には必ずこの会員カードを

提示して自己を紹介しなければならないこと

になっている。（ダラス大会決議29－12）

ロータリー会員でない者に対する証明

書その他の発行

　(Credentials，etc. for Non-Rotarians)

国際ロータリーのためにロータリーの用事

で旅行する者以外に，信用証明書，身分証明

書，或は紹介状を発行することは国際ロータ

リーの方針に反するものである。国際ロータ

リーはこの方針に従って，学生，或は旅行す

るロータリアンの子弟に紹介状を発行して，

個々のロータリアンやクラブの役員に対し身

分証明又は紹介の役にたてることはしない。

(理37－38)

　ロータリー・クラブは原則として自己のク

ラブの会員以外の者に対して信用証明書，身

分証明書或は紹介状を発行すべきではないど

理事会は信じている。ロータリー会員はすべ

てそのクラブに属するが故にその会員証明カ

ードを所持しているものである｡(理41－穏)
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名称及び‘･徽章

(Name and Emblem)

　Rotaryという名称は，最初のクラブに於

て，その会合を会員の事業所で交互（in ro-

tation）に開いた処から始ったのである。この

言葉は国際ロータリー（Rotary lnter-

national）という名称や「彼はロータリーに

於ける最年長者である」という文章に於ける

ように名詞としてロータリーの全組織を示す

のに使用されることが最も多い。又，「ロー

タリーのおかげで彼は立派な市民になった」

という文章に於ける場合の如く，ロータリー

の理想や原理を意味している場合もあろう。

Rotarian　という言葉は，名詞としてロータ

リアンのことを言うか或は「ロータリアン誌」

という名称に使われるだけである。如何なる

ロータリー・クラブも，個々のクラブとして

も，又集団としても，それらが国際ロータリ

ーの定款に従って設立されていることを示す

処のロータリーという名称以外の名前を付け

てはならないし，又，ロータリーという名称

以外の名前の下に活勤してはならない。尤も

各地区は国際ロータリー（Rotary lnter-

national）の名称を用い，それによってロー

タリーの理想，原理及び目的の普遍性を示す

ことになっている｡∧

徽　　牽（The Emblem）

　1905年か或はそれより少し後にシカゴ・ク

ラブによって考案され採用されたロータリー

の最初の徽章は車の輪の形を現わしていた。

他のクラブが結成されるに従ってこの徽章も

段々と修正され，時に歯車が使用されたこと

もあった。そして，1912年の大会に於てこの

歯車を現わす徽章が採用されたのである。

　1919－20年度国際ロータリー理事会は，

1912年に採用された徽章の説明が明確を欠

くという議論が多いのを認め，２名のロータ

リアンが提出した図案を受け入れ，更にこの

徽章を使用する場合には，そこに記された文

字を変更してはならないし，又その他一切の

変更を加えてはならない旨を規定した6この

理事会の決定は1921年の大会に於て確認さ

れている。

　1922年の大会に於て採択された国際ロー

タリー細則改正条文には次のように規定され

ている。即ち「国際ロータリーの目的と綱領

の達成を助長するため，理事会はすべての口

一タリアンの専用とその利益のために，国際

ロータリーの徽章，襟章及びその他の標章を

制定し，且つ之を保護する」

　しかし，1922年の国際ロータリー定款及び

細則の改正条文の採択以来，この細則に規定

された徽章の採用に関しては理事会は何等の･

措置も講じていないことが指摘せられた。そ

こで，国際ロータリー理事会（1923－24）は

国際ロータリーの公式徽章の記述を採用し

た。そしてこれは1929年の大会に於て採択

された大会決議29－12によって確認された。

　国際大会で確認された徽章の公式記述は次

の通りである。

　国際ロータリーの公式徽章は，６本の幅と

24の輪歯及び一つの視穴のある歯車である。

１個の輪歯が各幅の中心線上にあり，幅と幅

との中開には３個の輪歯がある。歯車は次表

に示す寸法の比例で造られている。‘‘Rotary

lnternational”の二つの文字は輪縁のくぼ

んだ処にある。輪を縁で立てて見ると，
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“Rotary"の文字は上部の窪みに輪歯５個分

の長さに現われ，“lnternational"の文字は

下部の窪みに輪歯約９個半の長さに見える。

両側にこの二つの窪みの間に位して文字のな

い窪みがある。これら四つの窪みの内，どの二

つの間隔も下記比例に従って２単位であり，

又，窪みと内外の輪線との間隔は1/2単位で

ある。幅は先細で断面は楕円形である。輪が

“Rotary"の文字を上にして立っている時は，

向い合った二つの幅の中心線は輪の縦の直径

を形造り，回転最高所に達した模穴を両断す

ることになる。輪歯の両側面は外側に精々ふ

くれている。従って輪歯と輪歯の間の空間は

略々機械的に正確である。正確な設計の比例

は次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位

　　全体の直径●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　61

　　中心から輪歯の基部まで…………26

　　輪縁の幅(内端)から輪歯の基部ま

で 8 1/2

こしきの直径………………………12

車由の直径●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●７

幅

　輪縁と合する点に於ける幅………５

　軸の中心における幅…………………７

模穴の垂直断面

　幅‥¨¨‥¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨'¨¨
13/

4

　深さ

輪歯

7/8

‘　　　基部の幅……………………………4 1/4

　　　先端の幅…………7………………2 1/4

4　　j白iざ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨゜゜¨¨41/2

　　文字

窪みの幅¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨51/2

　　　文字の高さ…………･………………４

輪を一層奉仕の象徴たらしめるため上の記

述に模穴が加えられたことに注意すべきであ

る。その上，幅の位置も定められている。こ

のロータリー輪の記述の変更は，既に発行し

た許可書には影響しないことになっている。

１ 名称及び徽章

然し，許可書は出来るだけ速かに横穴を入れ

るよう変更しなければならない。襟ボタンの

場合は小型であるた訪横穴をこの中に入れる

必要はないことと了解されている。

　ロータリーの色は徽章の中に次のように取

り入れられなければならない。即ち輪全体と

して全色でなければならないが，輪縁の四つ

の窪みの部分は濃紺青色とする。窪みの

“Rotary”どlnternational”の文字は金

色で表わし，中心と横穴は空白のまま残して

おくものである。（ダラス国際大会決議29－

12）

役員バッジの使用及び徽章の変更は認

められない（Omcers’ Badges and

Modincation of Emblem Not Approvel）

　ロータリアンがそのロータリーに於ける役

員としての地位を示すために独特のバッジ，

宝石或はリボンなどを使用することは，国際

ロータリー職業人の会にはふさわしくないと

理事会は信ずる。故に斯様な徽章は地方的習

慣として用いる国以外においてはその使用を

否認する。但しロータリーの国際大会や地区

大公等で使用される簡素な一時的な名札或は

リボン等はこの中に含まれないものである。

　又，国際ロータリー理事会では（ロータリ

ー徽章の製作者を含めて）関係者全員に対七，

徽章を使用する国際ロータリーの全構成単位

は如何なる場合にもこの徽章に何等変更を加

えずして使用するよう強調している。

　更に国際ロータリー理事会では，各ロータ

リー・クラブ及び製作者が，当分これを佩用

する権利のある人々に対するロータリーの襟

章の配布及び保持を十分慎重に行なうよう要

望している。（理28－29，55－56）
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名称及び徽章の保護

　(Protectionof Name and Emblem)

　Rotaryという文字は如何なる辞書にもあ

る文字であるから国際ロータリーといえども

この文字を独占して使用するわけには行かな

い。しかし，国際ロータリーがこの文字に新

しい意味を与えたことは一般に認められてい

るのであるから，もしRotaryという文字が

他の人々に使われて彼等が国際ロータリーに

関係しているような印象を与える恐れのある

場合は断乎これを止めさせなければならな

い。

　1919年米国特許局は「ロータリー・シャツ

製造会社」と称する一会社がロータリーの名

称と徽章を自己の商標として登録せんとした

ことに対して国際ロータリーの行なった異議

を正当と認めている。

　又，1928年に，同じく米国特許局は,アイ

ルランドのベルファストにあるGallaherな

る会社が或る種の煙草製品の商標としてロー

タリーという言葉を米国内に登録せんとした

ことに対して提起した国際ロータリーの異議

を正当と認めている。又，テキサス州ヒュー

ストンのTheo.Keller会社が1913年に取

得し,Gallaher会社がその譲渡を求めた煙草

製品に対するロータリーという商標の登録を

抹殺することを求めた国際ロータリーの請願

も同じく米国特許局によって正当と認められ

たのである。

　英国及びアイルランドのクラブも，国際ロ

ータリーがRotaryという文字に特別の関心

を特っており，もし誰かがRotaryという文

字を含んだ商標を登録せんとした場合には特

に配慮して国際ロータリーに異議を唱える機

会を与えてくれるよう英国の特許局に了解を

求めている。

　1954年にロータリーの徽章は，米国特許局

の登記原簿に奉仕団体のマークとして登録さ

れた。又米国においては，商標並に集団的会

員制度のマークとしても登録されている。ロ

ータリーという名称も米国特許局の登記原簿

に登録された。斯様な登録により最近国際ロ

ータリーは他の者がロータリーの徽章を使用

出来ないようにすることに成功しており，又

ロータリーと無間孫の者がロータリーの名称

を使用し，ロータリーと関係があるように見

せたり，思わせたりして社会を混乱させるよ

うな場合にはロータリーの名称を使用させぬ

ようにすることが可能になった。

　1962年，登録によりロータリー・クラブ

所在国におけるロータリーの名称並びに徽章

の特許権侵害及び誤用を防止する'目的のプロ

グラムが始められた。このプログラムの最終

目標は，それ等の国が，現在アメリカにおい

て国際ロータリーが保護されているのと同様

の保護を得ることである。努力が成功して名

称，及び徽章が登録された国もあり，登録方

法が手間取ってはいるが登録申請ずみ又は申

語中の国もある。

　この登録プログラムがその目的を達した時

には，ロータリー・クラブ並びにロータリア

ンによるロータリーの名称及び徽章の専用並

びに利益を守るため国際ロータリーは，世界

で有利な立場に立つことになる。

　同様に，ロータリー・クラブがインターア

クト・クラブ並にローターアクト・クラブを

提唱した諸国においては，インターアクトの

名称並に徽章及び゜－ターアクトの 称 び

徽章を侵害や誤用から守り，これをロータリ

ー・クラブ，インターアクト・クラブ，ロー

ターアクト・クラブ並にこれらクラブの会員

の用に供するために，インターアクトの名称

及び徽章並にローター

　　　　　　　■㎜㎜㎜■㎜㎜■■㎜J
クトの名称及び徽章

を登録しようとする計画が，始められてい

る。
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徽章の使用認可

　　(Authorizationto use Emblem)

　国際ロータリーに対しロータリーの徽章を

付した物品(たとえば，襟章，バッジ，装飾，

道路標識など)の製造販売を出願する個人や

商社は多数に上っている。 1919－20年度国際

ロータリー理事会では次のような意見に一致

した。即ち，令名ある個人或は会社から正式

の申出に接した場合，国際ロータリー事務総

長は自己の判断に基づいて，国際ロータリー

としては申出の徽章の使用が，若し適当と思

われた場合異議はないが，万一それがロータ

リーの徽章を営利化せんとするものであると

思われた場合にはその使用を断乎拒絶すると

共に，このような徽章の誤用には強く反対で

ある旨を明らかにした。

　許可証は或る規定と条件を守ることに同意

した商社又は個人に交付された。

　理事会(1961－62)は，全ロータリアンの専

用と利益のため国際ロータリーの徽章を維持

保存すべき責任にかんがみ，徽章の法的地位

並にその正確な複製及び許可された使用の持

続ということに更に努力せんとして，ロータ

リーの徽章を製造，販売及び使用する商社及

び個人の認可に間する免許料及び使用手続の

設定に同意した。

　理事会は，承諾並びに許可の書式を含む免

許料及び使用手続を作成し，以てロータリー

の徽章又はロータリーの徽章をつけた品物の

製造，販売及び使用を商社及び個人に国際ロ

ータリーが許可し，その商社及び個人に，そ

の使用に対する免許料としてロータリー徽章

商品の年間販売総額の免許料及び年次使用料

を国際ロータリーに支払わせるようにするた

め，事務総長にその権限を与え且つ指示し

た。

　ロータリー徽章の製造，販売又は使用を認

名称及び徽章

可するための免許料及び使用料手続の設定に

伴い，国際ロータリーによってこれまで発行

されていた総ての許可証は，それについての

条文に従い取り消された･　，

　ロータリー徽章を製造，販売又は使用する

免許状交付を中込まんとするには，関係商社

又は個人は次の規定及び条件に同意しなけれ

ばならない:

　（1）ロータリー徽章のすべてのダイス型，

　　圧断機，カットその他の型は，茲に添付

　　してある写し及び証拠書類“Ａ”に示さ

　　れている，ロータリーで承認され且つ採

　　用された記述に全く合致しなければなら

　　ない。ロータリーの徽章は如何なる方法

　　においても不完全なものにしてはならな

　　いし，また無関係の標章と一緒に使用し

　　てはならない。ロータリー徽章の襟章の

　　中心に宝石及び／又は役職又は会員の種

　　類を嵌め込んであるものは,ロータリー･

　　クラブの会員の使用のみに，そして免許

　　された製品として，免許契約書に特別に

　承認され且つ目録に載せられた時にの

　　み，製造され且つ／又は販売され，そし

　　てロータリー徽章型を歪めるとか，その

　　本質的尊厳を落すことのないように遣ら

　　るべきである。ロータリー徽章の斯様な

　　襟章の製造及び／又は販売は，此の規定

　　及び条件に従ってこれを遵守すべきもの

　　である。

　（2）二つ以上の色で印刷される場合の徽章

　　は，ロータリーの公式色即ち濃紺青及び

　　黄金色のみで印刷することができる。

　（3）徽章は他の如何なる徽章又は名称と組

　　み合わせて製造したり使用されてはなら

　　ない。

　（4=）免許されたマークは（免許されたマー

　　クの使用ができるロータリー及びロータ

　　リーの加盟クラブを除き）如何なる方法

　　においても如何なる人，商社，又は企業

　　体の商用便箇又は商用名刺に印刷され又
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　　は使用されてはならない。

　（5）徽章はその商標として如何なる人，商

　　社又は企業体によっても使用されてはな

　　らないし，又“ロータリー”又ぱロー

　　タリアン”という言葉は，その製造又は

　　販売する商品の商用名又は商標として或

　　はその記述に，如何なる人，商社又は企

　　業体によっても用いられてはならない。

　,（6）免許されたマークは，ロータリーの考

　　えで，不道徳，誤魔化し又は不面目なも

　　のからなり又は含んでいるとか，人間，

　　公共団体，信仰又は国家の象徴の名誉を

　　傷つけ文は誤解させるもの，或は彼等を

　　侮辱又は悪評に導くような如何なる製品

　　にも或はそのようなものと一緒に使用さ

　　れてはならない。

　（7）ロータリーは上記規定及び条件を変更

　　し，改訂し，削除し又は追加する権利を

　　,保有する。そして被免許者は時々行なわ

　　るりき変更，改訂，削除又は追加された

　　通りの規定及び条件に従うことに同意す

　　る。

　（8）被免許者は，免許されたマークの使用

　　はロータリー，ロータリー・クラプ，ロ

　　７タリ7･・クラプ会員及びロータリーの

　　他の被免許者のみに認可されたものであ

　　るということを認知する。被免許者は，

　　認可されていない如何なる人，商社又は

　　企業にも免許された製品を意識して販売

　　しないことを約束する。（理61¬62）

　会社又は個人も，インターアクト及び／又

はローターアクトの名称及び徽章を製造し，

販売し，又は使用する免許を申請することが

できる。かかる免許は，ロータリーの名称及

び徽章の使用免許に対する一つの追加として

免許されるものである。ロータリー徽章の免

許公認された使用に関する規則や条件は，イ

ンターアクトやローターアクトの名称及び徽

章の使用にも適用される。

名称及び徽章の正しい使用及び不正な

る使用（Proper and lmproper uses of

　　　　　　　Name and Emblem）

　クラブの各会員はロータリアンとして知ら

れ，国際ロータリーの徽章，バッジ又はその

他の記章を佩用する権利を与えられるものと

する。（国際ロータリー定款第11条）

　国際ロータリー並にクラブの名，徽章その

他の記章を，クラブ又はクラブの会員が商品

の商標又は特別銘柄として使用し或はその他

商業上の目的のために使用することは一切で

きない。これらの名，徽章又はその他の記章

を他の名称又は徽章と組み合わせて使用する

ことは国際ロータリーの承認しないところで

ある。（国際ロータリー細則第17条第２節）

　国際ロータリーの如何なる役員も国際ロー

タリー理事会の承諾なしに，如何なる他の団

体における彼の公式地位又は会員との関連に

おいて彼のロータリーの役職名の印刷を許し

てはならない。

　ロータリーの徽章の正しい使用とはどうい

うことであるかという問題については既に多

くの議論がなされている。ダラス大会の決議

29－12はこの問題に関する特別な規定を次

の如く示している。

　次の物にロータリーの徽章を使用すること

が認められている：

　（ｲ）国際ロータリーもしくはその加盟クラ

　　ブの使用するすべての用紙又は印刷物。

　（ﾛ）公式のロータリー旗。

　㈲　ロータリー国際大会その他のすべての

　　ロータリー公式行事に用いる徽章，旗，

　　装飾並びに印刷物，国際ロータリー及び

　　加盟クラブの備品並びに造作物。

　㈲　加盟クラブの道標。

　團　ロータリアン及びロータリーに関係の

　　ある婦人の着用する襟章。
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　次の如き場合は誤用である：

　（ｲ）商品の商標或は特別の品質を表示する

　　ための使用。

　（ﾛ）他の徽章或は名称と組み合わせて使用

　　する場合。

　㈲　ロータリアン個人の商業用便箇或は名

　　刺に使用する場合。

　（ﾆ）その他商売の為に使用する場合。

　次の如き徽章の使用は認められてはいない

が許され得るであろう：

　ロータリアン及びその家族の個人的に使用

する物品及び彼等の差し出す季節の挨拶状に

使用する場合。

　次の如き使用は阻止する：

　ロータリアンの事務所の戸や窓に使用する

場合。（ダラス国際大会決議29－12）

　理事会は，国際ロータリー細則の規定にあ

る通り，ロータリーの徽章は全ロータリアン

の専用と利益のために維持，

を認めるが

ッジその他

に，

存されること

生かロータリー徽章をバ

の記章類に使用することは

ない。 理68－69

仮ロータリー・クラプ

　　　犬（Provisional Rotary Clubs）

し

　少くとも会員20名より成りその正式の国

際ロータリー加盟申込書が，国際ロータリー

中央事務局で受領され且つ確認された組織集

団は，正式に加盟を承認されるまで仮ロータ

リー・クラブ(Provisiona1 Rotary Club)と

呼ばれる。クラブは国際ロータリーに加盟し

て初めてロータリー・クラブになるのである

から，仮クラブの会員はクラブが正式に国際

ロータリーに加盟されるまではロータリーの

徽章を使用する資格を有しないのである｡(理

35－36，48－49，62－63 ; 64－65)

名称及び徽章

団体による公認されない名称の使用

(Unauthorized use of Name by Groups)

　仮ロータリー･クラブに関する場合を除き，

如何なる団体もロータリー・クラブであると

か乃至ロータリー・クラブ或は国際ロータリ

ーの関連団体たる状態を表わすような方法を

以て，ロータリーという文字を使用すること

は公認されておらず，従って許されないもの

とする。このようなロータリーという文字の

公認されない使用を防止するため，国際ロー

タリー理事会は事務総長に対し実際的で可能

な手段を講ずるよう指示している。（理47－

48; 62－63）

　定款及び細則又は年次国際大会或は国際口

一タリー理事会の決議によって認められたも

のでなければ，“尽otary Club”，“Rotary

lnternational”,“Rotary”或ぼ“Rotarian”

等の文字の使用は禁止され七いる。従って総

ての加盟クラブ及び個夕のロータリアンは皆

この規定に従わなければならない。

　加盟クラブは地域的出版物の名称の一部と

しでRotarian”という言葉の使用を遠慮す

べきである。（ダラス国際大会決議29－12）

　理事会は，何らかの理由で各自の所属クラ

ブ会合に出席したり参加することが不可能な

会員連が，友好とロータリーの接触を保つた

めに組織された種々のグループに加わりたい

と思う気持は理解出来るし同情はするが，斯

様なグループがグループ名儀で，或はその他

直接間接にロータリー・クラブであるか国際

ロータリーの支部と見られる又は思わせるよ

うな方法で「ロータリー」或は「ロータリア

ン」という言葉を使用することは認められぬ

ものと言明している。（理62－63）

　単一のクラブ又は一団のクラブの活動の名

に連結しての「ロータリー」という言葉の使

用は，その事業が直接斯様なクラブ又は一団
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のクラブに関連すべきもので，国際ロータリ

ーに直接にも間接にも関係させてはならな

い。「ロータリー」という言葉の使用は,ロー

タリー・クラブ又は一団のロータリー・クラ

ブの完全なる管理下にない活動の名前に関連

させたり，或は又その会員にロータリアンで

ない人々又は団体を含む如何なる団体の名称

に関連させることも許されない｡（理60－61）

公式 好グループ

(lnformaI Fellowship Groups)

　理事会は，ロータリアン連が，既定のロー

タリーの方針に反しない諸活動により知己を

広め交友を深める目的で，グループとして交

わるよう有意義な娯楽的,趣味的,または職業

的諸活動に相互に関心を持ち分かちあうよう

奨励している。但しロータリーの名称及び徽

章は，このようなグループの，多少とも既定

の方針に反する諸活動に関連して使用されな

いこと，かつ何れのグループの運営並びに経

費も自己負担とすべきものであると了解する

こと。（理65－66 ; 67－68）

　理事会は。

　イ）ロータリアンの各種レクリエーショツ

同好会グループの活 は友情と知己を

ことにおいて又ロータリーの

奉仕，社会奉仕及び国際J

な貢献をなすものと考え;

める

中のクラブ

仕の各部面に

ロ）地区ガバナーに対し，地区内クラブ

相互の各種友好運動の組織化，及び他地区の

類似の運動並にそれに関連しての国際友好運

勤との接触に責任を持つ，委員長１名と最少

３名の委員より成る地区レクリエーション

活動委員会の設置を推奨する。（理68－69）

ロータリーの色（Rotary Colors）

ある。（ダラス大会決議29－!2）

ロータリー旗（Rotary Flag）

　ロータリーの公式旗は，白地でその中心に

組織の公式徽章を飾ったものである。

　輪全体は金色，縁の窪んだ四つの部分は濃

紺青でなければならない。窪みの“Rotary”

及び“lnternational”の文字は金色，心中と

模穴は白色である。

　クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは，

大きな青文字で輪の上部に“Rotary Club”

の文字を又，輪の下部に都市，州，省或は国

家の名称を記入することができる。（ダラス

国際大会決議29－12）

建築関係に名称の使用

　(Use of Name in Building ventures)

　直接間接に国際ロータリーがかかり合いに

ならないよう，如何なるロータリアンの集団

或はロータリー・クラブの集団又は国際ロー

タリーの如何なる地区も，家屋或はその他の

建物の建設或は購入に当って，それと関連し

て「国際ロータリー」の名称を使用すべきで

はないと国際ロータリー理事会は決定してい

る。更に，国際ロータリー理事会は，このよ

うな事業のために会員に割り当てて資金を集

めることには賛成できない。（理44－45）

ロータリーの営利化

　　　　(Commercializing Rotary)

　ロータリアン同僚の間の取引関係に関する

ロータリーの方針は次の如くである。即ち，

ロータリアンはその仲間の会員から彼が取引

国際ノロータリーの色は濃紺青及び黄金色で　　関係を有している他の実業家に対する場合よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－138－
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りも多くの利便を期待してはならないし，ま

してこれを要求するようなことがあってはな

らない。寧ろ逢かに少いものを期待すべきで

ある。

　ロータリアンが，取引関係にある他の事業

家には普通与えないような特典を仲間のロー

タリアンに（ロータリアンであるという理由

だけで）与えるのは，競争業者に対するロー

タリアンの責任に反することであるし，又，

ロータリーの職業奉仕の原則にそむくことで

ある。真の友人というものはお互いに何物を

も要求するものではないし，利益の為に友人

間の信頼を濫用することはロータリーの精神

から遠く遊離したものである。

　彼がロータリーでかちえた友情の当然の結

果として，ロータリアンが新しく商売を獲得

し又は商売が殖えたような場合は，これはロ

ータリーの内外を問わず，何処にでも起こり

得る普通の発展と考えてよいのであり，ロー

タリー会員たるものの信条に何等違反するも

のではない。（理33－34）

ロータリー・クラブと配布

　　　(CircularizingRotary Clubs)

　国際ロータリー理事会の方針は，如何なる

団体にも国際ロータリー加盟クラブに対して

広告を配布する権利を認めない｡(理24－25)

　その所在地のロータリー・クラブに代表が

出ている米国のある印刷会社で，国際ロータ

リー前会長が同市のクラブで行なった講演を

基にして，ロータリーの教育的パンフレット

をつくり，販売の目的を以て世界中のクラブ

に配布した｡R.I.B.I.はこれにつき,国際ロー

タリー理事会に対し正式の苦情を中立てた。

依って理事会では次のような決定を採択し

た。

　(ｲ)理解と親善の見地から，英国及びアイ

ルランドのロータリー・クラブに対して何か

啼

名称及び徽章

出版物を送る場合には，予めR.LB.1.理事会

の承認を得べきである。

　（ﾛ）当印刷会社は，他国のロータリアンに

対してファースト・ネイムで呼びかけた書面

を出すべきではなかった。

　㈲営利を目的とする商社は，手紙に

「Yours Rotarily」と記してはならない。

　（ﾆ）国際ロータリー或はロータリー・クラ

ブ以外の処から発行されているパンフレット

に，国際ロータリーの徽章を付することは適

当ではない。

　（ﾎ）公式名簿の「序説」には，国際ロータ

リーの公式名簿は，全ロータリアンヘの情報

として毎年出版せられている。ロータリアン

はこれを商用の郵送名簿として用いてはなら

ないし，同様の目的のために他人に使用させ

てもいけない。

　従って，ロータリアンが自己の商売関係に

於て，ロータリーの役員名簿を利用すること

は正しい用い方ではない。（理29－30）

　この広告配布の問題に関しては，国際９－

タリー理事会に於て次のような方針を声明し

ている。

　国際ロータリー公式名簿にせよ，地区或は

クラブの会員名簿にせよ，ロータリアン或は

クラブ又は地区等が，これらを広告配布のた

めに使用してはならないということが通則々

なっている。

　しかし，国際大会の決定或は国際ロータリ

ー理事会の勧告によって定められる限界内に

於て，営利に関係のない事柄に限り，他のロ

ータリー・クラブに配布することは許されて

いる。

　大会の決定によって定められた限界につい

ては，1929年ダラス大会に於て採択された

決議29－12の第２条第２節及び第３節にの

せてある。（理36－37）

　決議29－12，第２条，第２及び第３節は次

のように規定している。　　　　　　　　･。

　第２節　如何なる事項に関しても，他のロ
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一タリー・クラブの協力を得んとする加盟ク

ラブは，先ずそれぞれの地区ガバナーに対し

て，その目的と計画を提出し，その承認を得

なければならない。

　第３節　如何なる加盟クラブも，先ず国際

ロータリー理事会の承認を受けるまでは，他

のロータリー・クラブ或は個々のロータリア

ンに財政的援助を求めてはならない。

ロータリー・クラブ及びロータリアン

の名簿（Lists of Rotary Clubs and

　　　　　　　　　　　　Rotarians）

　国際ロータリー事務総長は，商業上の目的

にせよ他の目的にせよ，如何なる職業分類の

会員の名簿も，理事会の承認を得ることなし

に他に提供しないものとする。（理20－21）

　国際ロータリーの保管するロータリアンの

名簿に関して，国際ロータリー理事会では次

のように意見が一致している。

　各クラブは，その会員名簿を中央事務局に

託しているが，その理由は，第１にクラブ会

員総数に関する半期報告を確認するため，第

２に「ロータリアン誌」発送用名簿として，

第３に，住所氏名を確めるため或は会員変更

の調査等事務的必要のためであって，これ以

外の目的に使うためではない。

　中央事務局は，クラブ会員名簿を，そのク

ラブの承諾なしにクラブ以外のものに渡す権

利は持っていない。

　クラブ会員の名簿を入手したいと思うもの

は，そのクラブ自身から入手するか，或はク

ラプから，中央事務局に対し会員名簿を他へ

提供する権限を承認した書面を，先ず手に入

れなければならない。

　地区ガバナーが，国際ロータリー事務総長

にその地区内の全会員の名簿を請求した場合

は，事務総長はこれを与える。但し，地区内

の全クラブがこのことについて同意したとい

うことを，ガバナーは保証しなければならな

い。（理37－38）

　クラブ名簿或はクラブ役員又は委員の名簿

は，ロータリー以外の機関に渡されることは

ない。但し，政府機関より非常緊急の合法的

要請がある場合，或は国際ロータリー理事会

又は執行委員会の同意がある場合はこの限り

でない。（理40－41）

　他の団体に対してクラブ又はロータリアン

の名簿を提供したり，或はロータリー文献を

配布することは，国際ロータリー又はその加

盟クラブの仕事の範囲内にあるとは考えられ

ていない。（理54－55，国際ロータリーと他

の団体についての方針声明146－147頁）

　クラブ幹事が，所属クラブの会員名簿を商

売上の目的の為に提供することは慣例に反す

ることであり，又，クラブ会員名簿を会員以

外に頒布することに対して幹事がクラブ理事

会の承認を得るようにするのは，確かに賢明

な予防措置である。

職業分類に基づく婦人クラブ

　　(Women's ClassificationClubs)

　婦人の為のロータリー・クラブの問題は，

ロータリーの初期から既に理事会の問題とな

っている。国際ロータリー理事会(1914－15)

では，婦人の実業人及び専門職業人から或る

職業分類によるクラブに対してロータリーの

名称を付けることを禁止することに決定した

が，もしこのような婦人クラブが他の名称を

付けることにすれば，彼等がロータリーの精

神を以て運営することには何等異存はないと

している。

　定款はロータリー・クラブが男子を以て構

成されることを明らかに規定している。これ

まで種々の婦人の団体が，婦人ロータリー・

クラブとしてロータリーから承認を得ようと

したが成功しなかった。これについてロータ

リーの意向は次の如きものであると考えられ
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る。即ち，ロータリーとしては，婦人の実業

人及び専門職業人が多数ある都市に於て職業

分類による婦人クラブを結成することに対し

ては好意を持ち，これと友好的に協力しなが

ら種泌の援助を惜しまないのであるが，ロー

タリーという名称をこれらのクラブに付けた

り，或はこれ等のクラブを国際ロータリーに

加盟させたり，又は，国際大会やその他の管

理機構に参加させることを欲しないのであ

る。（理23－24）

婦人の補助団体

　　　　(Women's Auxiliary units)

　国際ロータリー理事会（1918－19）は,「ロ

ータリー」又は「ロータリアン」という文字

を使用する婦人補助団体を有するクラブがあ

るという情報に対し，このような組織をつく

るに当って「ロータリー」又は「ロータリア

ン」の文字を用いることを好ましくないとす

ると共に，ロータリー・クラブはこのような

団体が「ロータリー」という名称或は「ロー

タリアン」という文字を使用することを阻止

すべきことを決定した。

　1934－35年度及び1946－47年度国際口

―タリー理事会は次のような決定をしてい

る。

　理事会は1918－19年度に採択した決定を

ここにくりかえし，役員及び加盟クラブに対

し，ロータリーという名称を付けている婦人

団体にはその使用を止めるよう，又現在結成

中の婦人団体にはロータリーなる文字を入れ

た名称を採用しないよう説得することに努め

ることを要望する。ロータリアンの婦人親族

を以てクラブを結成することが望ましいか否

かについては理事会は何等の決定も行なわな

いが，もしこれ等の婦人団体がロータリーと

いう名称を使用しないならば，関係者全部の

最大の利益となるであろうことを信ずるもの

名称及び徽章

である。（理34－35，46－47）

　理事会はロータリー・クラブの婦人補助ク

ラブは正当に承認されないものとすることに

意見が一致した。（理49－50）

　理事会は，世界の各地にある婦人団体が，

その名称にロータリーという文字を使用して

いる場合にも，又いない場合にもロータリー

に関係があるような印象を与えている事実に

考慮を払っている。これまでロータリー会員

の婦人親族がロータリー・クラブ及びロータ

リアンの社会奉仕及びその他の奉仕活動に於

て，個人的にも又団体としても，大いに協力

されたことについて，理事会は大いに感謝し

且つ賞讃すると共に，今後とも引続き協力を

歓迎するものである。然し乍ら，国際ロータ

リーの定款にはロータリー・クラブは男子の

実業人及び専門職業人を以て構成するとあ

り，ロータリー・クラブの補助たる婦人クラ

ブ或はロータリアンの婦人親族を以て結成す

る同種のクラブに関しては，何等の規定もな

いという事実に注意せねばならぬ。従って理

事会はこのような婦人団体に対して公式の承

認を与えているかも知れない国際ロータリー

役員，加盟クラブ等に対し，彼らは国際ロー

タリー定款の規定の枠内で行動していないこ

と，故にかかる承認はこれを取消すべきであ

ることを勧告するものである。（理50－51，

51－52）

　理事会は，婦人があらゆる種類の公共福祉

活動に益々熱心に しつつある事実を認め

るものであり，ロータリアンの婦人親族が

その目標中にロータリー活動の支援及びロー

タワーの理想推進を掲げんとして，団体を組

織することには賛意を表する。しかしなが

ら,これは,決して，ロータリアンの婦人親族

の団体比関してなされた理事会の以前の決定

を覆すことを意味するものではない。（理69

－70； 70－71

　理事会は，ロータリアンの夫人がクラプ，

地区及び国際水準においてその主人のロータ
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リー活動に参与することによってなしつつあ

る著しい貢献を考慮し，“超我の奉仕”とい

うロータリー原則の精神を例証するのに大な

る援助となったことに対して，その夫人方に

1940－50年同様再び感謝の意を表する。

　然しながら，1949－50年同様，理事会は国

際ロータリーの既定方針に従わない行動に対

する苦情を受けた事実に基づき理事会の関心

を繰り返す必要のあることに気付いている。

それ故に理事会は，国際ロータリーはロータ

リアンの夫人がその主人のロータリー活動に

協力することを高く評価し且つ奨励するも，

その定款の規定及びその伝統の両面からし

て，国際ロータリーはロータリアンの親族で

あろうとあるまいと，それらの如何なるグル

ープ又は団体もそれ自体の目的のためにロー

タリーの名称，ロータリーの徽章，ロータリ

ーの公式名簿，又は如何なる公式のロータリ

ーの集りをも利用することを承認することは

できないということをロータリアン及びその

親族が覚えておかれるよう切望する。（理49

－50，61－62）

青少年クラブ及び同種の団体による名

称徽章の使用

　（Use of Name and Emblem by

　　Boys Clubs and Similar Groups）

　多くのロータリー・クラブが青少年クラブ

に関心を持っており，中には直接ロータリ

ー・クラブが後援しているものもあること，

又，このようなクラブの名称には後援クラブ

との関係を示すために「ロータリー」或は

「ロータリアン」の文字が入っている場合も

あること，更に又，これらのクラブの中には

ロータリーと関係のあることを示すような徽

章や標章を使用したがっているものもあると

いうことを理事会は承知している。すべての

ロータリー会員たるものは，ロータリーの模

範を見習おうとしている如何なる団体に対し

ても同情あふれる援助と激励を与えるべきで

ある。しかしながら，この種の団体の目的が

如何に立派なものであっても，国際ロータリ

ーはこれらの団体がロータリーの名称と徽章

を使用することを許すわけにはいかない。ロ

ータリーの名称と徽章はロータリー会員が自

分達のためにのみ使用するものであるからで

ある。斯様な態度を取ることによって理事会

は，ロータリー・クラブの模範を見習おうと

努力しているこの種の団体を，落胆せしめよ

うというつもりはなく，それら団体によっ

て，ロータリーの名称や徽章を侵害しない適

当な名称や徽章が考案され得ると信じるもの

である。（理39－40）

　ロータリーは個々のロータリー・クラブ

に，正当な青少年活動を活発に支持すること

を推奨し，且つ引き続き援助することを勧奨

するものである。

　しかしながら,ロータリーは,如何なる青少

年団体をも国際ロータリーの正当な下部組織

とは認めないし，又そのようなクラブ又は団

体に関連して「ロータリー」又は「ロータリ

アン」という文字の使用も又ロータリーの徽

章或は，これに類似の徽章の使用をも認めな

い。（理49－50）

ロータリーの標語（Rotary Mottoes）

　1950年のデトロイト大会に於て次の如き

決議が採択された。

　「超我の奉仕」“Service Above Self” とか

「最もよく奉仕する者，最も多く報いられる」

“He Pronts Most Who Serves Best” と

いう言葉は，40年の間ロータリーの根本的

な奉仕の理想を効果的に表現しているモット

ーとして国際ロータリーに依って広く又常に

用いられて来た;

　その結果，これらの言葉はロータリーの原

則と綱領の一部として公衆及びロータリアン
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の心にはっきりと印象づけられて来た;

　ロータリーはその職業奉仕活動に於て，

一一それが物質的報酬であろうと又，精神的

及び感情的な健全性や満足感であろうと

名称及び徽章

　1950年のデトロイト大会は更に別の決議

（50－14）に於て，ラテン語を以てロータリ

ーのモットーを創作する案が採択され，最も

よい案を51年のアトランティック・シティ

ー大会に提出することになった。（決議50－

14の全文については1950年大会議事録136

頁を参照）

　或るラテン語の語句をロータリーの唯一の

公式のモットーとするため提出された決議案

（51－15）は，1951年アトランティック・シ

ティー大会に於て，「更に研究を重ねるため

撤回と看倣される」ことになった。国際ロー

タリー理事会（1951－52）は，1951年大会の

決定に従い，更に研究を重ねた結果，ラテン

語でロータリーのモットーをつくることに関

してはこれ以上の措置を講じないことに決定

した。

奉仕は報酬の基本であるという根本的な真理

を教えて来た。

　これらの言葉は40年間も使われて来たた

め事実上モットーとなっているが，国際ロー

タリーは正式にこれらをモットーとして採用

したことはなかった。従って

　第41同大会は，「超我の奉仕」及び「最も

良く奉仕する者，最も多く報いられる」の語

句を，ロータリーの出版物その他に於て使用

出来るロータリーのモットーとして指定する

ことを決議する。（デトロイト大会決議50－

11，アトランティック・シティー大会の規則

制定51－9と訂正）
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国家への奉仕

(National Service)

ロータリアンと国家の関係

　(Rotarian's Relation to His Country)

　第34回国際ロータリー年次国際大会は，

決議29－13を廃止して次の事項を茲に決議

する：

　国際ロータリーは，思想，言論及び集会の

自由，信仰の自由及び迫害からの解放に対す

る個人の自由に賛成の意を宣言している。

　国際ロータリーは，各ロータリアンはその

属する教会又は宗教社会の忠実な信者であ

り，その宗教の教義をその行動によって身を

以て例証することを期待する。

　更に，国際ロータリーは，各ロータリアン

がその日常の個人生活，及び職業上の活動に

おいて，自国に忠実であり且つ奉仕的市民で

あるように努めることを期待する。（セント

ルイス国際大会決議43－14）

国事に関する方針の声明書

(Statement of Policy in National Afrairs)

　時々，国際ロータリー役員は，国際ロータ

リー又は特定国におけるロータリー・クラブ

は，経済上又はその他の困難の解決に関する

政府又は国家的計画，或は他の政府又は国家

的計画の進展を保証したり又は激励し支持す

べきではないかという要請に接する；そして

　国際ロータリーは，国際的組織であり，そ

の役員は世界を通じての運動の奉仕者であっ

て，その運動の国家別の奉仕者ではない；そ

して

　各ロータリー・クラブは，その会員の啓蒙

について考慮すべき事柄は，クラブ自身で決

定しなければならないということが，ロータ

リー組織における基本的管理規則の一つであ

る;そして

　政府又は国家の計画を係証し又は奨励する

ことは，これに直接関係のある国の人以外の

ロータリアンには受け入れ難いことがあり得

る。或は同国人であっても，勧告された政策

に対して良心的に賛成出来ない立場にある口

一タリアンを当惑せしむることもあり得る；

依って，

　第25回国際ロータリー年次大会は,何時た

りとも斯様な要請が国際ロータリーの役員に

よって受け取られた場合には，その要請をし

た当局に，国際ロータリーの方針の説明とし

て本決議の写しを１部送り，関係国のクラブ

に対し本件に対して行なった決定の報告及び

その理由を通告し，特に一般方針声明として

上記の序文，及び斯様な事柄に対する個々の

ロータリー・クラブの方針が規定されている

標準クラブ定款第９条第１節，第２節及び第

　　　　　　　　　　　　　　　一３節にクラブの注意を喚起することを茲に決
一
議する。（デトロイト国際大会決議34－16）

国家的問題に際しての団体行動

(Corporate Action in National Afrairs)

　クラブの注意が，地域社会，国家及び国骸

問題に関する標準クラブ定款の規定(第９条)
-
に対して喚起されている。そして論争のある

問題の討論は，両方の意見が十分に発表され

－144－

るならば，クラブが係争中の公共問題に対し

て団体行動を慎しむ限り，この原則の侵害に

はならないことが指摘されている。（理41－

42）

　ロータリー・クラプ及びロータリアンは，

その国の新帰化人の教育に対し積極的かつ継

続的な一様な個人的関心を持つこと,そして，

若し未だ斯様な教育施設のない場合は，国又

は地方政府の教育機関にその施設を設けるこ

とを要請することが勧奨されている。（理48

－49）

国家有事中のロータリー活動

　(Rotary Activities During a National

　　　　　　　　　　　　　Emergency)

　如何なる国においても国家有事の際に，モ

国家への奉仕

の国のロータリー・クラブが他国のクラブと

平常通りの接触を保つことが不可能となる

か，或は不得策の場合には，その国籍を持つ

現ガバナー又はガバナース，及び又は全バス

ト・ガバナースは，ロータリアンは常にその

国の忠良なる愛国者であることが第一の義務

であるということを認識して，国家有事の期

間ロータリーをその国内に保持するために可

能性あり得策であると考える方策を取る義務

を有するものとする。（理37－38）

－145－



ロータリニの計画

(Program of Ro毎ry)

　ロータリーの計画は，国際ロータリー定款

第３条及び標準クラブ定款第３条に述べられ

ている綱領の中に示されている。即ち：

　ロータリーの綱領は有益な事業の基礎とし

て奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，特に

次の各項を鼓吹育成するにある：

　第１　奉仕の機会として知り合いを拡める

こと;

　第２　実業及び専門職業の道徳的水準を高

めること;あらゆる有用な職業は尊重される

べきであると言う認識を深めること;そして

ロータリアン各自が職業を通じて社会に奉仕

するためにその職業を品位あらしめること;

　第３　ロータリアンすべてがその個人生

活，職業生活及び社会生活に常に奉仕の理想

を適用すること;

　第４　奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

ロータリーの基本的特色

(Fundamental(:;haracteristics of Rotary)

　国際ロータリー理事会（1962－63）はロー

タリーの基本的特色について次のような声明

を採択した：

　１．　ロータリーは奉仕の理想に基づき世界

　　中の人々の間の理解，親善及び平和的関

　　係の発展，鼓吹及び育成に関係している

　　のである。

　2.ロータリーは，個人に重点をおく奉仕

　　の理想を個人的並びに集団的に実行する

　　目的のため，ロータリー・クラブ組織下

３

４

５

６

に結ばれた実業人及び専門職業人の世界

的友好団体である。

　ロータリー・クラブはその会員を，各

個人の実業又は専門職業活動の本質及び

その事業場の所在地に応じて職業分類に

基づいて選ぶものである。

　クラブ例会への出席は会員身分を継続

するために設けられた最小限度の義務と

して必要である。かくして相互間の知己

と，友好関係が深められ永続的友情への

第一歩となるであろう。

　ロータリー・クラブは会員に，個人的

及び実業或は専門職業活動に於ける高き

道徳的水準の認識を深め且つ実証したい

という希望を助長する機会を提供する。

　ロータリアンの宗教的及び政治的信念

は彼等自身の問題であると考えられてい

る。ロータリアンは彼の信仰する宗教に

誠実で，彼の祖国に忠誠であるべきこと

が期待されている。

ロータリーと他の団体

　(Rotary and Other organizations)

　次に示すものは，国際ロータリーと他の団

体とに関して理事会によって採択された方針

声明書である：

　国際ロータリーは，総てが当然尊重されな

ければならない異なっている政治，経済，社

会並びに宗数的見解を持つ多数の国家及び地

理的地域にあるロータリー・クラブの連合体

である。

　その定款に規定された国際ロータリーの目
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的は，世界中のロータリーを奨励，推進，拡

大且つ監督し，そして国際ロータリーの活動

を調整し且つそれを一般的に指導するにあ

る。

　従って，国際ロータリーは広範な奉仕計画

を持ち且つ各クラブの活動を通じてこの計画

遂行のため，その精力と資力を提供する。 ，

　国際ロータリーは，クラブの活動が他の団

体と類似していることを認識する。然しなが

ら，国際ロータリーの方針は他の団体の有用

な活動に関心を持ちこれを受け入れるもので

はあるが，如何にその活動が立派なものであ

っても国際ロータリーそのものとしてその活

動に参与し又はそれを確認することはしな

い。特に，次のようなことは国際ロータリー

又はその加盟クラブの活動範囲内にあると考

えられていない。

　1.他の団体の会員となること。

　2.単にオブザーバーとしての代表をおく

　　ることをみとめる場合は別として，他の

　　団体の活動に団体として参加すること。

　3.　他の団体に，クラブ又はロータリアン

　　の名簿を提供したり，又，他の団体のた

　　めに文献を配布すること。

　4.他の団体の計画又は活動を賛助するこ

　　と。

　国際ロータリーの基金は，その加盟クラブ

によって，それ自体の目的に制限して提供さ

れたものである。従って，他の団体の活動に

寄付する訳にはいかない。同時に，国際ロー

タリーはその加盟クラブを通じて，個人とし

ての各ロータリアンが有用な地域社会の奉仕

活動を支持し且つ個人的に参与することを奨

励している。（理54－55）

　　国際ロータリーの如何なる役員も，国際口

　―タリー理事会の承認なしに，他の団体にお

犬ける彼の公式地位又は会員資格と関連して，

　彼のロータリーの役職名の使用を許してはな

　らない。（ダラズ国際大会決議29÷12）

ロータリーの計画

地域的ロータリー研究会

　　　(Regional Rotary lnstitutes)

理事会は，ロータリーの 團を 進する一

つの方法として，すべてのゾーン及び地域に

おいて，国際ロータリーの現役員，元役員お

よび次期役員のための地域的ロータリー研究

会を催すことに賛成であり，よって，次のよ

うな 会の開催および運営に開する手続を

原則的に承認した：

理事会は，

1）国際ロータリーの会長，理事会および

事務総長の決定と主導によって始められ

もしくは進められる国際ロータリーの活

の目 および計画において，これを達

成しようとするためには，

－の現役員，

練で

際ロータリ

および次期役員の老

情に通じた支援と協力が必要であ

ることを認め，そして，このような支

援，協力および理解を

地域的ロータリー

る上において，

究会は， 且つ有

用な媒体の役をつとめるものであると信

ずる;

2）研究会は 地域におけるロータ！ -

の方針，計画に関する事項;国際ロータ

リー理事会ならびに地域の地区ガバナー

およびクラブによって提起された問題;

地域における国際ロータリーの綱領，原

則の実践;当該地域内のロータリーの

大についての見通しについて自由な形で

論議を行なうために， 際ロータリーの

現役員，元役員および次期役員を招集す

ることを目的として開催されることに同

　意する；

3）種々の国際ロータリー地域またはソー

　　　　　　　●㎜●麗●●●㎜■麗麗㎜㎜

ンに居住している理事は，その地域の地

区ガバ －と協議して，１または２以上

の地域的ロータリー 会を催す必要に
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ついて判定し,その必要のある場合は,会

　　　　　　　　　　　　　　　　一一

長が理事会に代って行なう承認を得て，

これを招集することができる，とするこ
　　　　　　　　　　　　　　　　一一
これを招巣す;

とに同意する;

4）米国内のゾーンで開催されるロータリ

－の地域会 は，当該ゾーン内にある総

　　　　　　　　　　一

ての地区から参加

前で行な

を招請するという

ものとすることに同意する;

5）参加すべき人が長途の旅行をしなけれ

ぱならないとか，言語上の困難があると

いうような理 で，１回のみの開催をも

ってしては情報収集や について所期

の効果を収めることができないであろう

と見られるような地域やゾーンに対して

は，国際ロータリーー会長は，なるべく多

くの国際ロータリーの現役員，元 お

よび次期役 の参加を得るために２回以

上に亙って地域的ロータリー研究会衆開

催 ることを認めることができる，とす

ることに同意する;
一一

6）国際ロータリー会長は，いずれかの地

域またはソーンにおいて１または２以上

　　　　　　　　　　　　　　　　■㎜㎜㎜㎜J

の地域的ロータリー研究会を開くことを

承認するに際し，その地域またはソーン

において開かれるすべての研究会につい　　　　　　　　　　　　　　　‥‥一一
て，これをその 域またはゾーンの理事

によって招集さるべきものとするか，あ

るいはこれをその地域またはソーンの元

理事（元理事によることができない場

は，これと別な 格の国際ロータリー元

員）によって招集さるべきものとする

かを決定するものとし，後者の は，

その地域またはソーンに居住する理事

　　　　　　　　　　　　一一

が，会長の を得て， 記元理事に対

し，研究会を招集し主宰することを

するものとする，ことに同意する;

7）関係地域またはソーン内に

は，地域的ロータリー

請

居住する理

会の議題お

よびプログラムにつきその責任

催の時 および場所の

者となる
一
細に関す

る決定を含掴

進については，

たはソーンの|

たはその

ふふ

^ヱズこZZ の準備および

その任務を，その地域ま

ロータリーの元理

の国際ロータリーの元

ま一
に

することができる，とすることに同

　意する;

8）地域的ロータリー研究会の開催
　　　　　　　　　　　　　･･■■■･㎜㎜㎜一

は，それぞれの研

者

会に関し非公式の報

告書を会長および事務総長に提

　　　　　　　　　　　　一一一一
するも

のとし，理事会の理事はその回付を受け

るものとする，ことに同意する。（理68;

　－69）

　-　理事会は，地域的ロータリー研究会の日程

を作成する責任のある人々にロータリーの広

報活動とその重要性に関する問題を，これに

加えるよう考慮することをすすめる。

－68）

(理67

都市連合及びクラブ・ゼネラル・フォ

ーラム

　(lntercity and Club General Forums》

　ロータリー情報及び教育に備える手段とし

て，都市連合，ゼネラル・フォーラムは実際

的で且つ有効な手段である。そしてロータリ

ー・クラブはその集団の中心地に全会員を楷

き，経験ある司会ロータリアン，普通国際ロ

ータリー現役員又は旧役員，と共に午後か夜

にロータリーの一般性格や計画等について併

究討議するフォーラムを開催することが奨賠

されている。

　理事会は，ロータリー情報を広める手段と

して，出来る丈多くのロータリー世界の上地，

に，都市連合一般討論会を開き，国際ロータ

リー会長によって選ばれた有資格指導者によ

って司会されることに同意した｡(理49－50)

　国際ロータリー会長指名のリーダーによる，

完全なプログラムを実施するに足るだけの出，

店者教が期待できないような場合には，地区

ガバナ¬は，都市連合，ゼネラル・フォーテ
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ムを夜か，午後と夜の集会にして，国際ロー

タリーに費用をかけずにリーダーをその地区

又は近隣地区から求めて行なうよう奨励され

ている。（理57－58）

　理事会は又，ガバナーの公式訪問の際及び

ロータリー年度を通じ他の適当な時期に催す

クラブ討論会によって，ガバナーによるクラ

ブ単位のロータリー情報の普及強化を行なう

べきこどに同意した。（理49－50）

　理事会は，クラブ会長が，ロータリー計画

の特定の部面に責任をもち又は関心をもつク

ラブの委員長その他のクラブ会員に，如何な

る資料を直送すべきかを決定する権限を有す

ることを認めている。

　しかしながら，クラブ会長が，直接に接触

することに同意している場合は，事務総長は

当該クラブの委員長その他のクラブ会員に，

直接資料を送付することができる。（理4←

47）

意義ある業績賞

　(Signincant Achievement Award)

ロータリーの計画

　　一タリー・クラブの中で最もすぐれた計

　　画を創始した二つのクラブに授与される

　　ものとする。

2.　各奇数年の９月１日までに３名の委員か

　　らなる審査委員会が，本計画に参加する

　　各地区の地区ガバナーによって設けられ

　　るものとする。直前地区ガバナーがこの

　　委員会の委員長に任命さるべきことが示

　　唆されている。地区内クラブからの応募

　　書をすべて受理し審査し「意義ある業績

　　賞」基準に最もよく合致した一つの計画

　　を選定することは，審査委員会の責任で

　　ある。

3.ロータリー・クラブからの「意義ある業

　　績賞」応募書並に説明資料は，各奇数年

　　の11月１日までに地区審査委員会の手

　　許に届けられなければならない。

4.　地区審査委員会は，審査し，これを地区

　　ガバナーに提出し，ガバナーはこれに署

　　名して国際ロータリー事務総長に，偶数

　　年の１月１日までに届くよう，送付する

　　ものとする。前記の書類には，クラブか

　　ら提出された応募書並に説明資料と共に

　　「意義ある業績賞」受賞候補に指定ざれ

　　たロータリー・クラブ名を含むものとす

　　る。かかる応募書並に説明資料は，すべ

　　て，国際ロータリーの所有物となるもの

　　とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.

　理事会は，196←67年に，すぐれたロー

タリー・クラブ計画を認めてこれを表彰する

プログラムが下の基準に基づいて樹立され実

施されることに同意した:　　　　　　　　　　6.

1.　各偶数年に，国際ロータリー理事会は

　　「意義ある業績賞」を設け，各地区内で，

　　前記偶数年の直前２ヵ年間に，この表彰

　　計画のため設けられている基準に照して

　　最もすぐれた計画を創始した一つのクラ

　　ブに，これを授与するものとする。同様

　　な賞が，同じ期間に世界中の無地区の口　　7｡
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各無地区クラブは「意義ある業績賞」応

募書を提出することができる。応募書類

は各奇数年の11月１目までに事務総長

の手許に届けられなければならない。

国際ロータリー会長が任命した３名以内

のロータリアンからなる委員会が，無地

区クラブからの応募書を審査し，本計画

のために設けられた基準に照して最もす

ぐれた二つの計画を選定し，これを各偶

数年の１月１日までに事務総長に送付す

るものとする。

理事会は，地区審査委員会並に無地区ク
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ラブのために設けられた審査委員会から

の「意義ある業績賞」受賞候補者の推薦

を受理し，「意義ある業績賞」を受くべき

ロータリー・クラブを決定するものとす

る。

木賃は賞状又は飾板より成り，地区ガバ

ナーを通じて各地区の受賞クラブヘ，又

国際ロータリー会長から無地区の受賞ク

ラブヘ伝達されるものとする。

クラブが共同で行なう計画，または地区

として行なう計画は，木表彰プログラム

に応募することができない。

10.「意義ある業績貢」の審査委員会は,下記

　　の基準に照らして，すべての応募を評価

　　し，最優秀クラブ計画を決定するものと

　　する：

　イ。ロータリー綱領の１以上の部面を実現

　　　する助けとなるもの。

　ロゾロータリー・クラブ，地域社会,国家，

　　　又は世界における重要な必要事項の解

　　　決の助けとなるもの。

　ハ。ロータリー・クラブ会員の大部分が，

　　　直接参加する必要のある計画。

　ニ。計画が良く樹立され，成功裡に継続さ

れ又は完成されるという合理的な保証

犬　　がなされていること。

　本計画による第１回の授賞は，1967－68年

に理事会が受理した推薦者に基づいて，1968

年に往な左右庖2

　理事会は，1967－68年度に「意義ある業
　　　　　　　　　　　一
績賞」計画の一部として，クラブが国際理解

につくしたすぐれた貢献を認める計画も樹立

さるべきであり，この計画は「意義ある業績

賞」計画のために設けられた基準に基づき，

下の追加規定によって実施さるべきことに同

意した。

　1.　各偶数年における「意義ある業績賞」

計画において，理事会は一つの国際奉仕プロ

グラムを指定し，国際理解へのすぐれた貢献

に対して賞を与えてこれを表彰するものとす

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀

　2.「意義ある業績賞」を受賞したクラブ

計画の中から，理事会の指定したプログラム

に関連したもので国際理解に最もすぐれた貢

献をしたと判定される三つの国際奉仕計画を

選び，各計画に夫々1,000弗の賞金が国際ロ

ータリーより授与されるものとする。但しこ

の賞金は表彰された計画の目的を促進するた

めに使用することを条件とする。

　3.追加賞1,000弗を受くる３計画は，

「意義ある業績賞」決定に当って理事会に代っ

て行動するよう任命された委員会によって選

ばれ，又授賞されるものとする。

　4.国際理解へのすぐれた貢献に対して受

賞した計画は特にカラー・スライド・プログ

ラムに編集され，クラブの購入，上映に，特

に世界理解週間に関連して上映するよう，提

供されるものとする。

　理事会は，この国際理解へのすぐれた貢献

に対する表彰計画による第１回の授賞は，

1969－1970年度に「意義ある業績賞」計画と

して提出された計画に基づいて，1970年に行

なわれることに同意した。
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国際ロータリーの出版物

（Publications of R.I｡）

出版物委員会（Publications Committee）

　国際ロータリー細則（第14条）は，出版

物委員会を国際ロータリーの常任委員会とし

て規定している。この委員会の任務は機関雑

誌も含め，国際ロータリーのすべての出版物

に関し国際ロータリー理事会に勧告をするこ

とである。

機関雑誌（Omcia1 Magazine）

国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の機関雑誌である月刊雑誌を刊行する。雑誌

は，理事会の認める言語版数だけ刊行するこ

とができる｡現在は２種類が発行されている。

即ち基木版である英語のＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ

及びスペイン語版のＲＥＶＩＳＴＡ ＲＯＴＡＲＩＡ

がそれである。

編集方針　　　　，

　理事会は次の方針を採択した：

　　　　　　　雑誌編集方針

　雑誌は，各ロータリアンにロータリーの綱

領及び奉仕の理想を注入することを推進し且

つ努めなければならない。その国際的性格を

強調しつつロータリーの定めた計画を支持し

発展せしめなければならない。斯様な方針

は，大会及び理事会の決定事項を反映し，且

つ四つのテストに合わせたものでなければな

らない。雑誌が斯様な記事を載せるにあたっ

ては，ロータリアンをして奉仕の総ての部門

における活動を改善せしめ，ロータリアン以

外の人をしてロータリーの綱領及びその理想

を一層良く理解せしめるような扱い方をしな

ければならない。

広告方針

　理事会は次の方針を採択した：

　　雑誌の広告方針

I.　一般方針

　　雑誌は，優良な商品と奉仕で令名のある

　広告主から高級な広告を積極的に勧誘しな

　ければならない。

　　広告文は，雑誌の編集方針に合致するも

　のでなければならない。すなわち：

　　雑誌は，各ロータリアンにロータリーの

　　綱領及び奉仕の理想を注入することを推

　　進し且つ努めなければならない。その国

　　際的性格を強調しつつロータリーの定め

　　た計画を支持し，発展せしめなければな

　　らない。斯様な方針は，大会及び理事会

　　の決定事項を反映し，且つ四つのテスト

　　に合わせたものでなければならない。雑

　　誌は，斯様な記事を載せるに当っては，

　　ロータリアンをして奉仕の総ての部門に

　　おける活動を改善せしめ，ロータリアン

　　以外の人をしてロータリーの綱領及びそ

　　の理想を一層良く理解せしめるような扱

　　い方をしなければならない。

　　注意深い判断を広告をとる上に払い，雑

　誌の購読者であり同時にその持主である口

　―タリアンから，広告が道義に反し品位を

　害するものであるとか，広告が実物と違っ

　たものであるというような苦情がでても仕

　方がないようなものがのらないようにすべ

　きである。

　　ロータリアンが夫々の実業及び専門職業
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　　上の利益のために互いに競争するのは止

　　むを得ぬことと認めるが，斯様な競争か

　　ら正当な広告を拒否するようなことがあ

　　ってはならないものとする。

II.　広告受入れの基準

　　販売される物品又は役務の価格は正当に

　表示され，且つ国，州等の許可規定に反し

　ていないこと。

　　価格を特定のものについて或は総体的に

　他と比較してはならないこと。

　　製品，役務，広告文，さし絵は，名声あ

　る雑誌に期待される趣味の良さ，美的感覚

　という点で受け入れられるものでなければ

　ならない。

　　団体又は集団の広告は，国際ロータリー

　の確定したプログラムに貢献するものであ

　るかどうかを基準にして考慮されること。

　商品又は役務の広告を受け入れるか否かの

　問題は，信用ある実業或は専門職業団体又

　は信用調査機関との協議により決定すべき

　こと。

III.　無料広告

　　国際ロータリー以外の無料広告の依頼

　は，これを謝絶しなければならない。

ＩＶ．　ロータリー徽章の使用，ロータリー加

　盟，ロータリー・クラブ用品

　　ロータリー徽章使用に関する国際ロータ

　リーの一般規定は又広告にも適用せられ

　る。広告の中に広告主がロータリーに加盟

　しておるというようなことを書く事を許し

　てはならない。

　　ロータリー・クラブ用品の取扱業者の広

ヽ告を受ける場合には販売製品が許可製造業

　者によって製造せられるものであることを

　確かめなければならない。製造業者の広告

　の場合には，業者が国際ロータリーの与え

　た免許の下に製造しているか否かを確かめ

　なければならない。(理53－54，59－60，

　62－63)

　　理事会(1962－63)は次のような広告受入

れの指針を採択した：

　ある条件付きで受入れられる広告

　貯蓄融資組合（国が保証している場合）

　保険（ペスツ保険年鑑で相当なランキング

　にあるもの）

　受入れ難い広告

　雑誌は次のような広告を受けてはならな

　い：

　酒類

　薬品（令名のある製薬会社の信用獲得を目

　的とした広告を除く）

　婦人下着類

　創業段階にある企業への投資又は相場の予

　想に関する広告を出す金融機関

　賭博

　束物類

　安物の札入れ

　星占家，易断者及び手相鑑定者

　書道家

　好ましくない性に関する書籍

　言語障害者の非公認学校及び類似の団体

　宗教団体

　政治団体

　ﾀﾞ商取引き上の交渉を欲する他国のロータリ

　アンの仲介者になることを申し出るロータ

　リー・クラブ又はロータリアン

　資金調達の目的のための商品販売

ロータリアン誌上での広告

　　(Advertising in The Rotarian)

　理事会(1967－68)は，下の如ぐ合意した：

広告の勧誘，掲載に当っては，国際ロータリ

ーは，所定の方針に添うよう，慎重に判断し

て来たし，又判断するものである。

　国際ロータリーは，誌上に掲載された広告

主，商品又は営利的申し出を保証したことな

く，又，保証するものではない。

　国際ロータリーは，雑誌の広告欄をもって
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提供された商品や役務に関して，金銭上の責

任又は義務を引き受けたことなく，又，引き

受けるものでばない。

レビスタ・ロータリアの顧問

　　　(Advisers of Revista Rotaria)

　会長は，ロータリー・クラブの存在するス

ペイン語を話す国及びポルトガル語を話す国

の各々に在住するロータリアン１人を指名

し，その在住国においてレビスタ・ロータリ

アの編集者と接触を保ち且つレビスタ・ロー

タリアの運営に対して通信により助言する職

務に当たらしめる権限を与えられている6そ

の様に指名されたロータリアンはレビスタ・

ロータリアの顧問として知られ，且つ会長の

要求によってガバナーにより推薦されたもの

の中から選ばれる。その人達の任期は１年間

とするが，２年間その職務に当たるよう指名

せられることもある。（理55－56）

雑誌への読者の関心

　理事会は事務総長に対し，実際的と思われ

る方法によってガバナー，クラブ役員及びそ

の他のものに，次の如き提議について注意を

払わしめるよう要求している：

　（ｲ）新会員がクラブに入会した時に，ロー

タリーにおける雑誌の持つ役割を説明して雑

誌を与え，毎月これを熱心に読むよう奨励す

ること。

’（ﾛ）各幹事は雑誌が到着した後の最初の例

会にこれを演卓又は演壇の上におくこと。

　㈲　各ロータリー年度の初め，又は，その

後出来るだけ早く，クラブ会長は，各月雑誌

到着後最初の例会において，３分乃至５分間

雑誌の論評をする処の“評論家”として12人

を指名すること。

　（ﾆ）雑誌記事を出来るだけプログラムに取

り入りれること。

　團　クラブに町及び学校図書館，クラブ読

国際ロータリーの出版物

書室，陸軍基地，軍艦その他へ寄贈するため

に購読するよう推奨すること。

　（へ）クラブは，名誉会員及びそれぞれの地

域社会におけるロータリアン以外の有名な人

のために雑誌を購入し，以て前者にはロータ

リーと接触を保つように，又後者にはロータ

リーについて一層良く知って貰うようにする

こと。

　（ﾄ）総てのクラブ，殊にアメリカ合衆国，

カナダ及びバーミュダのクラブは，国際奉仕

の企画としてレビスタ・ロータリアを購入し

これをイペロ・アメリカのガバナーその他か

ら推薦されたイベロ・アメリカにおけるロー

タリアン以外の各有名人に送ることを考慮す

べきこと。（理43－44）

　雑誌に一層国際性を持たせ，且つ世界的に

一層喜ばれるものとするために，理事会は合

衆国以外からの記事を歓迎し，且つ一般的な

雑誌改善に対する意見を懇請する。（理53－

54）

μ

理事会は 地区ガバナーに,国際ロータリー

の公式に発行する出版 の の増加と

な場合その

を勧める

購読数の増加を

(理68－69

ること

地区プログラムと雑誌

　理事会は，総ての地区大会及び協議会のプ

ログラムの中に雑誌に関する事項を適当に入

れることの重要性とこれに必要な資料を雑誌

は喜んで提供するという事実に注意をよんで

いる。（理34－35）

　理事会は，ガバナーに対し，地区協議会及

び地区大会のプログラムの中にクラブ雑誌委

員会の仕事に間する発表をする機会を作るよ

う，そして地区大会でクラブ雑誌委員会委員

のための部会を設けることを勧奨する。（理

44一一45）

ロータリーの雑誌週間

　毎年１月最後の全週間が「貝－タワーの雑

誌週間」に指定され，クラブはその週間中雑

誌に関するプログラムを発表することを要求

－153－



されている。斯様なプログラムの作成に有用

な資料は中央事務局雑誌部から提供され

る。

雑誌に概要を掲載すること

　理事会は，国際ロータリー発行の雑誌に使

われている言語以外の言語でその概要を国際

1=7－タワーの公式出版物に掲載することは先

ずないと考えるが，地域的出版物を出してい

る地区においては，それに「ロータリアン」

誌及び「レビスタ・ロータリア」の記事を転

載又は概要を掲載することを考慮するよう勧

める。（理63－64）

国際ロータリー・ ニュース

(Ｒ．Ｉ．ＮＥＷＳ)

　国際ロータリー・ニュースは，国際ロータ

リー中央事務局から各クラブ会長及び幹事宛

に毎月発送せられる印刷した通信文である。

本通信の目的は，クラブ役員に対し公式通信

その他一般的にまた時期的に関心をよぶニュ

ースを伝えるにある。

　各クラブの会長及び幹事に１部宛発送され

ている。 40 名以上の会員を有するクラブは

40名を越える20名毎に１部の追加が貰える。

クラブはその無料追加の分の郵送を受くべき

会員を知らせるものとする。

　事務総長は，クラブ会長又は幹事から要求

があれば，無料で国際ロータリー・ニュース

を，クラブ会長又は幹事の指定するクラブの

主要委員会の委員長に発送する権限が与えら

れている。（理44－45）

　国際ロータリー・ニュースは総ての国際ロ

ータリー役員及び委員に送られている。なお

多くの元国際ロータリ一役員及び委員長にも

送られている。斯様な部数はクラブ割当の中

には含まれていない。

　国際ロータリー・二立一スは一般的に配布

するよう企てられたものではない。クラブの

会員個人が購読を欲するならば，その購読料

は年２弗である。

　国際ロータリー・ニュースは，英語,仏語，

独語，日本語，ポルトガル語，スペイン語及

びスウェーデン語で出版されている。

名簿（Directories）

　各ロータリー年度の始めに国際ロータリー

は，全クラブ，その会長及び幹事の姓名及び

住所，例会場及び例会曜日及び時間，国際ロ

ータリー役員及び委員の姓名及び住所の一覧

表，その他名簿に一般的な事項を載せた公式

名簿を発行する。

　この名簿は，クラブ役員，国際ロータリー

役員及び委員の使用及び旅行する時のロータ

リアンの便宜に供するために印刷されたもの

である。この名簿はロータリアンでない人に

配布するためのものではない。ロータリアン

がこれを営業に利用することは不穏当であ

る。

　新版が出るたびに各クラブの会長及び幹事

宛各１部宛無料で発送される。 40名以上の会

員を有するクラブに対しては，40名を越す

20名毎に１部の追加部数が送られる。

　公式名簿には版権が設定されている。

　旅行するロータリアンのため，公式名簿の

一部として，ロータリアンによって所有又は

経営されているホテル，或はロータリー・ク

ラブの例会場又は事務所のあるホテルの案内

広告を載せている。又，ロータリーの徽章の

ついた商品を購入するような場合のクラブ幹

事その他のための案内として,この名簿には，

ロータリーやインクーアクトの名称や徽章入

りの物品の製造又は販売を国際ロータリーに

よって特に認められた会社の一覧表も載せら

れている。

　欧州大陸，北アフリカ及び東部地中海にお

けるロータリー・クラブの名簿が，チューリ
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ッヒ事務局で発行され，その地域のクラブに

提供されている。

　グレート・ブリテン及びアイルランドの国

際ロータリーがその地域のクラブのために，

当該地域にあるロータリー・クラブの名簿を

発行する習慣になっている。

　地区又は地域で，その地区又は地域内の口

一タリアン名簿を欲すれば印刷して差し支え

ないが,その経費は,国際ロータリーの費用以

外でまかなわなければならない。（理55－56）

　如何なる地区，地域又はクラブも，ロータ

リー名簿を発行するにあたっては，その名簿

の中に必ずロータリアン以外の人に配布する

ものでない事，又営業用の発送先名簿として

使用してはならないことを，明記しなければ

ならない。（理35－36）

パンフレット（Pamphlets）

　職業奉仕及び社会奉仕活動，会員身分及び

職業分類の問題等の一定の題目に関する色々

なパンフレットが国際ロータリーによって発

行されている。その全部の目録については，

国際ロータリー事務局から入手出来るすべて

の出版物，用紙類，提供品等の価額が掲載さ

れているパンフレット19，「カタログ」及び

ペーパー100，「ロータリー出版物」を参照

のこと。

＼理事会又は国際大会の決定によって特に承

認せられたパンフレットの出版を除き，事務

総長は，新規のパンフレットを何時，如何な

る国語で出版すべきか，又，現在ある出版物

を何時廃刊すべきかを決定する権限を有す

る。（理37－38）

国際ロータリーの出版物

国際ロータリーの出版認可表示のある

出版物（Pamphlets Bearing lmprimatur

　　　　　　　　　　　　of R.I.）

　国際ロータリー出版認可を表示した総ての

パンフレットは，国際ロータリー理事会によ

づて承認せられたものか，或は斯様な承認を

なす権限を与えられ且つ指定せられた人によ

って,承認せられたものでなければならない。

(理27－28)

公式言語（Omcial Language）

　理事会は英語を国際ロータリーの公式言語

として認定する。（理53－54）

ロータリー文献の翻訳

　(TI‘anslationof Rotary Literature)

　第37回年次国際大会に於て国際ロータリ

ーは，英語で印刷された国際ロータリーの出

版物を，国際ロータリー理事会がみとめた実

情の許す限り速かに英語以外の言語で人手す

ることができるようにすることを決議した。

(アトランティックシティー国際大会決議邨

－21(ｨ))

　経費の許す限り出来るだけ早く，多くの口

―タリー文献をクラブの所在する国の国語で

ロータリー・クラブが入手できるようにすべ

きである。(理54－55)

　国際ロータリーが英語で出版したパンフレ

ットを他の言語に翻訳する場合｡若しそれに

同一の表題をつけて同一のパンフレットにし

ようとする場合は，英語版全文の翻訳が載せ

られていなければならない。全文の翻訳でな

い場合は，或るパンフレットの植草であるこ

と或はそれがある限定された目的のために印
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刷されたということを明示しなければならな

い。（理27二28）

　出来うる限り，ロータリー出版物の各国語

版は，すべてその内容及び体裁において同じ

であるべきである。地区又は地区群内のクラ

ブに一層役立つようにするために，本文を修

正することが必要であり且つ望ましい場合に

は，事務総長は，斯様な変更が行なわれる以

前に，その変更される本文の全文を英語で記

述したものに承認を与える権限を有する。

　ロータリー出版物の各国語版は，そのそれ

ぞれに用いられている国語を使用しているク

ラブに無料で配布される。（理57－58）

　事務総長は，ロータリーの書類並に文献の

翻訳に関し，理事会の承認を必要とする翻訳

であることおよびその翻訳が正確であること

が確かめられた場合は，理事会に代り，それ

を承認する権限を有する。（理29－30）

　色々な国におけるすぐれたロータリアンの

奉仕を国際ロータリーの負担なしでロータリ

ー文献の翻訳に利用出来る場合には，そうし

なければならない。（理34－35）

　理事会に鴻欠のことに意見が一致した。

　1.ロータリーの綱領の完全なる理解がク

ラブ活動の真の基礎である。

　2.ロータリーの綱領を英語から翻訳する

に当っては単に直訳でなくその精神を表現し

なければならない。斯様な翻訳をする場合に

は，つけ加えるとか削るとかすることによっ

て英語で表現された綱領の真の意味を変える

ことのないよう，最大の注意を払わなければ

ならない。

　3.　総てのロータリー文献の英語以外の言

語への翻訳は国際ロータリー理事会の承認を

得なければならないという決定方針を再確認

する。

　4.　総て翻訳をする人は，理事会の決裁に

付するためガバナーを通して国際ロータリー

理事会にその翻訳を送付するよう要求されて

いる。　　　　　　　　　　∧

　5.理事会は，英語を話さない国のガバナ

ーが，ロータリーの綱領を翻訳したものを各

々の属する地区のクラブに提供することを望

んでいる。（理35－36，57－58）

　理事会は，ロータリーの文献をクラブが勝

手に翻訳したりそれを改作したりするような

ことをさせないこと，及びロータリー文献を

英語以外の国語に翻訳するごとは国際ロータ

リーの監督と管理の下に行なわれなければな

らないことを決定した。ロータリー文献の翻

訳及び印刷は事務総長の直接管理の下に行な

われ，且つロータリー文献のクラブヘの配布

は中央事務局で行なわれるものとする。（理

57－58）

版権のある出版物

　　　　(Copyrighting Publications)

　ロータリアン誌，レピスタ・ロータリア，

公式名簿，奉仕の冒険，国際大会議事録等の

出版物は，その内容が営業又は広告の目的に

使用されるようなことから国際ロータリーを

擁護するため版権が取得してある。版権の取

ってある出版物には，その旨記載されてい

る。複製する場合には事前に国際ロータリー

の特別の許可をえなければならない。然し，

版権のない沢山のパンフレットが国際ロータ

リーによって出版されている。これらは単に

国際ロータリーと表示するだけで，その一部

又は全文を再印刷して差し支えない。

国際ロータリーの出版方針

　　　　(Publishing Policy of R.I.）

　理事会は次の様な国際ロータリーの出版方

針を定めた：

　１．国際ロータリーは，アメリカ合衆国，

イリノイ州の法律に基づき利益を目的とする
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一般書籍出版及び販売業務に従事することを

禁じられている非営利法人として設立された

法人組織である。

　　2.　国際ロータリーは，書籍出版及び販売

　の大きな投機的分野に入るのに十分の剰余資

　金を所有しているが，決してこの競争場裡に

　入る冒険を承認したことはない。

　　3.国際ロータリーは，ロータリーの効果

　的管理と，その教訓目的の宣伝に必要な出版

　物を，（手続要覧に定められた処に従い）無料

　又は見積実費を以て発行し且つ配布すること

　を続けなければならないが，ロータリー運動

　に実際に関係のない又はその管理に重要でな

　い書籍又は資料を出版することは絶対に避け

　なければならない。

　　4.　理事会は，ロータリー財団の設立が成

　功し，十分に機能を果し得るようになれば，

　ロータリー財団管理委員会は，ロータリー運

　動の目的を推進するのに望ましい潜在力を提

　供すると思われるような特別な出版物で，し

　かも手続要覧の規定及び上記決定による条件

　からいって本章で述べられた出版物の範囲外

づこあるものを印刷，配布する費用を賄う特別

国際ロータリーの出版物

補助金を随時支出することが出来ることに気

付くであろうとの理事会の見解を記録してお

くものである。（理39－40）

国際主義を強調する国際ロータリー文

献（R.I. Literature to Emphasize

　　　　　　　　　lnternationalism）

　根本的には，総ての国際ロータリーの指令

及びその文献は，国家主義よりも国際主義の

精神を強調しなければならない，そしてロー

タリーの一般原則に限られなければならな

ぃ。（理4い46）

国際ロータリーによる他団体の文献配

布（Distribution by R.I. of Literature

　　　　　　of other organizations）

　一般的方針として，その加盟クラブに対し

て国際ロータリーは他の団体の文献を，配布

してはならないことになっている。（理45－

46）

－157 －



(Public Relations)

　クラブ及びガバナーの手引として，理事会

(1961－62)は次の方針声明を採用した：

国際ロータリー広報

(Rotary lnternationaI Public Relations)

　国際ロータリーの継続的成長と発展に健全

なる広報の重要性を認識して，理事会はロー

タリーの広報プログラムの目標を次のように

定めた：

　１．加盟クラブ及び個人ロータリアンが口

　　一タリーの綱領を効果的に遂行しうるよ

　　うな好環境を造り且つ維持すること;

　2.社会，加盟クラブ，及び個人ロータリ

　　アンヘロータリーの綱領及びロータリー

　　の広範な奉仕プログラムを解明するこ

　　と;

　3.社会，加盟クラブ及び個人ロータリア

　　ンにロータリーのプログラムについて知

　　らせること;　　　　　　。，

　４．加盟クラブ及び個人ロータリアンの活

　　勤で望ましいものを適時に報告するこ

　　と;

　5.これらの目標達成に役立つあらゆる通

　　信網を利用すること。

　社会がロータリーの目的及びプログラムを

理解し且つ受け入れるようにするために，国

際ロータリーは，雑誌，新聞，ラジオ，テレ

ビジョン，フィルム，その他機関雑誌，その

元及び現役員,その加盟クラブ,及び個人ロー

タリアンを通じてその広報を維持し続ける。

　理事会は加盟クラブの広報委員会が，単に

積極的宣伝の発表ばかりでなく，到る処のロ

－タリー・クラブ，国際ロータリー及び社会

とめ健全且つ有意義な通信部門をクラブ内に

創り，維持することを含む広範囲な責任を持

つよう勧告する。

　理事会は，効果的広報プログラムの第一要

素は加盟クラブ及び個人ロータリアンによる

立派な行為であることを認める。理事会は，

斯様なプログラムは(1)ロータリー奉仕を強

化し，良いクラブ企画を奨励し，必要に応じ

て地域社会救援に乗り出し，そして加盟クラ

ブ及び個人ロータリアンが最善の機能を発揮

できる雰囲気を提供するような活動を含め

(2)加盟クラブ及び個人ロータリアンと社会

との関係を解明且つ改善し，(3)真実，正直，

誠実及び良趣味に基盤をおき，そして(4)ロ

ータリーの真の姿を高揚し且つ伝えるべきで

あることを力説している。

　それ故にどこまでもロータリー・クラブの

広報目標は次のようになすべきである：

　１．ロータリアン個人として又クラブとし

　　ての集団が地域社会に与えたすべての印

　　象の総合的効果がロータリー広報の基礎

　　になるということを念頭に，クラブ並び

　　にロータリアンの広報意識を発展させる

　　こと;

　2.個人的な又職業上の接触においてロー

　　タリーの目標と業績を一層知らせる機会

　　を追求するよう各ロータリアンに奨励す

　　ること;

　3.新聞編集者並びにラジオ，テレビ放送

　　局の支配人及び他の通信機関と友好関係

　　を維持すること;

　4.国内並びに国際通信のほか，ロータリ

　　ーに関し即ちロータリーの歴史，綱領，
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５

規模一特にクラブのプログラム及び活動

について社会に知らせることに重点をお

いた統一のとれた広報プログラムを発案

し，実行すること;

　都市連合会，地区大会及び協議会，地

域大会，国際協議会及び大会，ロータリ

ー財団教育補助金，ロータリー創立記念

式，地区ガバナーの公式訪問，及びロー

タリーの世界的プログラムを示す他の行

事を含む，ロータリー奉仕の色々な部門

に関しての地域社会の理解を増進するた

めにあらゆる機会を利用すること。

広報によってロータリーに人々の注意

を引くこと（Attracting men to RO

through Public Relations）

理事会は，

1）世 のロータリー・クラブに対し，

現在その数を増加しつつある，実業及び専門

職業分野で責任ある地位を占める若人のロー

タリーヘの関心を深めさせる手段，方法を見

出すよう激励し;

2）ロータリー・クラブに，ロータリーの

綱領をよりよく伝え且つ表現する，適切なロ

ータリー・クラブ例会プログラムを発表する

ための方法を講ずるよう強く要望し;

3）世 中のロータリー・クラブに対し，

広報の効果を一段と高める方法として，より

明確に広報に焦点を合わせた活動を採用する

ことを考慮するよう提案する。（理69－70）

ロータリーと報道機関

　　　　(Rotary and News Media)

ロータリーの綱領が一層良く知られるよう

広 報

にするためには，ロータリーと報道機関との

間に密接な関係の存在することが大切であ

る。そのため，クラブは，ロータリーにとっ

て有利な広報を確保するために次の事項を含

め種々の方法を考慮するよう激励されてい

る:

　（1）地元新聞社，専門職業誌並びに業界

誌，及びラジオ，テレビ放送局の所有主，支

配人及び編集者をクラブ会員に選挙するこ

と;

　（2）ロータリーの綱領に関する情報を広め

るためにラジオ，テレビを含めてあらゆる伝

達機関を利用すること;

　（3）各クラブで，毎年１回地方新聞人のた

め，文出来得れば，クラブの区域外の新聞代

表者のために会合を関いて，ロータリーの組

織及び綱領について詳細に説明すること。

地区広 委員

(District Public Relati(μ1sCommittee

理事会は地区ガバナーに対し，地区広報

員会の設置を考慮することを提案している。

(理68－69)
〃　　　　　　　　　　　　　■　■

協議会プログラムに関する一般情報

　(Publiclnformation on Assembly

　　　　　　　　　　　　　Program)

　国際協議会又は地区協議会の計画をたてる

に当っては，ロータリーに関する情報を一般

社会に知らせるのに役立つ事柄を含ましめる

点について十分の注意を払わなければならな

い。（理37－38）
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地　　域 大　　会

(Regiona1 Conferences)

　地域大会は国際ロータリー細則第18条第

５節に規定されている如く，国際ロータリー

理事会によって開催される。

　理事会は地域大会開催を考慮するに際し，

将来の指針として，次のように決定してい

る：

　理事会は，国際ロータリー細則に規定され

ている如く，適当な条件のもとに，知己を広

め，理解を増進し，意見を交換するため討論

会の役を果すという目的のために，地域大会

を開催することを決定した。一般方針とし

て，地域大会はどの地域においても，５年に

１回をこえて開催しないものとし，かつ国際

大会開催地となりそうな場所からは概して遠

隔の地域のロータリアンに大した費用を負担

せずに，国際ロータリーの会合に出席する機

会を与えるために開催されるべきである。

　理事会は，地域大会の開催地を選定する際

に次の諸点を考慮に入れるべきことを決定し

た：

１．「主要な出席地域」内に少なくとも１万

　名のロータリアンが居住していなければ

　　ならない一一その地域とは，ロータリア

　　ンが大した費用を負担せずに大会開催地

　　まで旅行することが出来，従って最多数

　　の出席者が期待され，かつ，大抵の場合

　　実際に出席する地域を言うのである。

2.「主要な出席地域」内に居住するロータ

　　リアンは，国際大会へ大した費用を負担

　　せずに旅行する機会がこれまでにあった

　　か，または数年のうちにあると期待され

　　るものであってはならない。

3.　然も，最小限２千名のロータリアンの出

席が期待できること。

　理事会は，当該都市が国際ロータリーヘ何

等の負担をかけることなく，大会の本会議に

相応しい，適当な，便利な公会堂並びにその

他の会議のために同様な会議場を準備するよ

う期待している。如何なる都市のロータリ

ー・クラブも国際ロータリーが使用する会議

場の室代またはその他の経費を負担すべきも

のではなく，地域社会としての都市がかかる

設備を服備するか，または市当局，或は商業

会議所，旅行協会，または事業家やホテル業

者等の類似の団体が，かかる集会場のために

必要な場合，資金を準備すべきであると考え

られている。この決定は，会議場の室代また

は，緊急の場合必要な他の経費を，国際ロー

タリーが支払うことを承諾するのを妨げるも

のではない。

　地域大会開催を承認するに当って，理事会

は，国際ロータリー年次大会に開し現在行な

われているのと同二･の方法で，かかる大会の

立案，開催を援助するために，必要と思われ

る費用の割当を行なうことになっている。

（理65－66; 69－70）

　理事会は，地域大会が有益な目的を果たし

得ることを認める一方，同大会を必ずしも毎

年開催するには及ばぬこと，又，如何なる年

においても開催の当否決定は，地域大会の地

域内からの開催要求の有無，国際ロータリー

の他の諸活動との関係における同大会の適

否，並びに大会開催に開する諸事情に基づい

て行なうことに意見が一致している。（理65

－66; 66－67）
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地域大会指針

Re

理

onaI Conference Guidelines）

会は 下の事項を決定した：

1）地域大会 偏に関連する国際ロータリ

－の正 費は，大会における登録者100名

毎に1,000ドルを超えないものとし，如

る場合も１回の地域大会の経費総額は25

ドルを

な

000

えざるものとすることを国際ロータ

リーの方針とする;

2）地域大会の予算案は，承認を

地域大

とする：

るため

員会より理事会へ提出されるもの

3）原則として，地域大会は1972年より，

以下の順

する：

により２年毎に開催されるものと

イ）アジア

ロ）カリブ洵匹一一メキシコ湾

ハ）太平洋

二）南アメリカ

ホ ＥＮＡＥＭ

し，国 と地域大会とが同年に同地域

で開催されることのないよう，理事会は

で この順序を変更するこ･とができる。

69－70）
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地域大会組織の手続規則

　(Rules of Procedure for organizing

　　　　　　　RegionalConferences)

　理事会は，地域大会の組織に関して次の如

き手続規則を採択し，執行委員会並びに会

長，または会長に対し，理事会に代って，こ

れらの手続が理事会に委ねた責任を遂行する

権限を与えると共に，更に執行委員会に対

し，必要ある場合には，既定の手続規則を変

更する全権限をも委任している。

地　域　大　会

イ。組織（Organization）

　国際ロータリー理事会は，随時，大会を開

催すべき都市及び日時について決定を行な

い，大会開催の通知を発し，地域大会委員会

を殷殷し，且つその委員長を指名する。

　国際ロータリー会長は，大会の委員長（司

会者）となる。

　国際ロータリー事務総長は，地域大会及び

地域大会委員会の事務局長となるものである

が，中央事務局の１員を指名してその任務を

代行させてもよい。

　地域大会に出席のロータリー会員は，立法

機関を構成しない。従って彼等は，国際ロー

タリーまたはロータリー・クラブを束縛する

ような決議を行なうことは出来ない。

　理事会は，地域大会の開催期日より少なく

とも１ヵ年前に大会開催の通知を発すること

になっている。

地域大会委員会

　(Regional Conference Committee)

　地域大会委員を任命するに当っては，理事

会は，地城内に含まれる各国の特異性を考慮

に入れるであろう。大会委員会は，国際ロー

タリー理事会に対し，他の誰にも委嘱されて

いない，大会の総ての部面に関し責任を負う

ものであり，大会の特別方針を定め，大会の

プログラムを起草して理事会の承認を受ける

ものとする。大会委員会は，本会議，部会，

余興等を含む承認ずみのプログラムの細目の

実施，並びに他の誰にも委嘱されていないそ

の他すべての事項に対する責任を特つものと

する。

　主催クラブの実行委員会として知られてい

るクラブ地元準備委員会の監督管理の責任

は，大会委員会が負うものとする。
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国際ロータリー事務総長

　　　　　(GeneraI Secretary， R.I.)

　国際ロータリー事務総長は，広報，財務，

集会場の選定と設備，出席の促進，登録，主

催クラブとの協力等運営上のあらゆる任務に

対し第一の責任を負うものである。事務総長

は，運営上の多くの任務を遂行するに当っ

て，主催クラブの協力を要請する。又，プロ

グラム及びその関連事項に関して，大会委員

会に協力し，大会の運営については，理事会

に対し，第一の責任を負うものである。

国際ロータリー地域大会幹事

　　　　（Conference Managel7， R.1.）

　国際ロータリー地域大会幹事は，事務総長

の代理人であって，事務総長が第一の責任を

持つ運営上の多くの業務を代行する。彼は，

大会委員会をその任務の全般に互って援助

し，かつ国際ロータリー大会委員会，国際口

―タリー事務総長と主催クラブ間の連絡係を

勤める。その上，彼は，主催クラブを援助し

て歓待計画の作成に尽力し，地域大会プログ

ラムを起草する責任がある。

主催クラブ（Host Club）

　主催クラブは，来訪ロータリアン並びに来

賓を歓待する責任がある。歓待計画はすべて

国際ロータリー大会委員会の承認を受けなけ

ればならない。

　主催クラブは，主催クラブ実行委員会とし

て知られている地元準備委員会を任命するも

のとする。この委員会は，主催クラブに代っ

て，歓迎計画を立案し，必要な地元小委員

会，例えば，ホテル，余興，登録，歓迎，輸

送，婦人，装飾，出版物，宣伝，友情の家，

情報，大会報道等の小委員会を任命しそれら

を調整する。

　主催クラブは，国際ロータリー事務総長と

協力して，事務総長が第一の責任を負ってい

る運営業務の多くを遂行する。

大会委員長の任務

　(Duties of Chairman of Conference)

　大会を開会且つ主宰し，大会事務局長と共

同して大会議事録の正確なことを証明するの

が大会委員長の任務である。

地域大会事務局長の任務

　(Duties of Secretary of Conference)

　大会議事の記録をとり，大会委員長と共同

してその正確なことを証明し，大会の進行に

関しあらゆる点に於て委員長を助けるのが，

大会事務局長の任務である。事務局長は又，

地域大会委員会の事務長として，同委員会の

議事録をとり，又同委員会の要請する通信の

処理に当たるものとする。

ロ．主催クラプよりの大会招致

　　　(lnvitation from Host Club)

　地域大会招致の希望を有するクラブは，希

望する大会の開催予定期日の少なくとも24ヵ

月以前に，事務総長の手許まで大会の招待状

を提出しなければならない。この招待状にク

ラブが添付する説明書に含まるべき事項は次

の通りである：

　１．　地域大会開催予定の会場並びに収容能

力，但し国際ロータリーまたは如何なるロー

タリー・クラブヘも負担をかけずに使用でき

るか否かに開する情報を付記のこと。

　2.　利用し得べき一級及び二級ホテルの室

数及びその宿泊料の限界。

　3.地域大会開催の希望月に開する推薦

状，但し推薦の理由を付記すること。地域大

会が，10月乃至11月に開催されることを，

国際ロータリーは望むのである。
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ハ。プログラム（Program）

　地域大会委員会は，大会プログラムを立案

してつくり上げ，理事会の承認を求める。プ

ログラムはむしろロータリーの基本的な原

理，方針及び手続を完全に提示するものを含

むと共に地域に特有な問題の検討をも含まれ

なければならない。但し，極度に論争を生む

ような問題を公開の席で論ずるが如き愚は避

けるべきであるが，異なった意見を有する人

々が，ロータリー精神で話し合う機会は必ず

しも避ける必要はない。

ニ。宜　伝（Publicity）

　国際ロータリヽ¬事務総長は，結局に於て多

数の出席者を確保するためにあらゆる努力を

傾けるよう，ロータリーの種々なる出版物及

び彼が案出しうるその他の手段を以て，地域

大会に対し注意をひくべく努力しなければな

らない。地域内にある国の地区ガバナーに対

しては，大会出席への関心を喚起するよう激

励しなければならない。地域大会委員会は，

大会を適当に宣伝するために必要と思われる

あらゆる手段をとることが出来る。但し，こ

れは大会に認められた予算内に於て行なわれ

なければならない。

　大会にはどの地方からのロータリアンでも

歓迎されるのであるが，地域外のクラブから

の出席を確保するための努力は，特に払う必

要はない。

ホ。大会公式用語（Omcial Languages）

　地域大会委員会は，地域大会の公式用語を

如何なる言語にするかを理事会に推薦すべき

ものとする。

地　域　大　会

へ。費　用（Expenses）

　理事会は，登録費の全額を決定し，国際ロ

ータリー資金からの必要な支出を割当て，大

会予算を決定する。国際ロータリー事務総長

は，大会予算の作成及びその監督に関して理

事会に対し第一の責任者である。

ト。接　待（Entertainment）

　接待の催しは簡素にし費用も多くかから

ず，又公けのプログラムと衝突しないように

すべきである。（理65－66）

地域大会の参加者（Participants in

　　　　　a Regional Conference）

　細則の規定によれば，国際ロータリー理事

会は，地域大会に会員が参加すべきクラブを

指定することになっている。この点に関する

理事会の決定は次の通りである：

　明確に地域を決定するのは国際口二タリー

の方針ではないj尤も地域大会に参加すべき

であると考えられるクラブを包括的に指示す

ることが実行されている。例えば，太平洋を

囲む諸国のクラブは太平洋地域大会に参加す

るものと考えられ;カリブ海及びメキシコ湾

に臨むクラブはメキシコ湾・カリブ海地域大

会に参加するものと考えられる。同様に，南

米のロータリー・クラブは南米の地域大会に

参加するものと考えられる。国によっては，

そのクラブが明らかに一つ以上の地域大会に

参加するものもあるであろう。例えば，南米

の太平洋沿岸のクラブは，太平洋及び南米の

両地域大会に参加できるし，中米のクラブは

メキシコのカリブ湾地域大会及び太平洋地域

大会の両者に参加できるわけである。（理35

－36）
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地域大会（Regional Conferences）

　今まで4こ開催された地域大会は次の通りで

ある。

　　　　　　　　　　　開催時期　登録者数

　太平洋地域

ホノノレル，ハワイ………1926年５月

東京，日本･･･････････●･･････1928年10月

シドニー，豪州…………1930年３月

ホノルル，ハワイ………1932年６月

　欧州，北アフリカ及東地中海地域

ハーグ，オランダ………1030年９月

ロザンヌ，スイス………1933年８月

ベニス，イタリー………1935年９月

4
3
3
涵
涵

ストックホルム。

　　スウェーデン………1938年９月

オステンド，ベルギー…1954年９月

カンヌ，フランス………1959年９月

アムステルダム，

1,513
-
1,576

2,264

-

オランダ……………1965年10月　2,421

　　　　　　　　　　　　　　　　　-

ローマ，イタリー………1970.年11

　南アメリカ

バルパライソ，チリ……1936年３月　　331

　　　　　　　　　　　　　　　-サンチァゴ･チリ………1960年11月　1,655

モンテビデオ，

　　ウルガイ……………1969年12月　2,667

　メキシコ地域のカリブ湾

ハバナ，キューバ………1937年３月　　500

l j

１

Ｃ

４

↓

ｆ

と

ｔ

救　　済 事　　業

(Relief Wol‘k)

戦災者の救済

　(Relief for War-Afrected Persons)

　ハバナにおける国際大会は，戦災ロータリ

アン及び家族救済基金の設定及び配布の件を

規定する決議（40－17）を採択した。ハバナ立

法は後にセントルイス国際大会の決議（43－

16）で改訂された。

　シカゴにおける国際大会は，ハバナ及びセ

ントルイス立法を廃止し，戦災ロータリアン

救済のための寄付に関する規定を明確にし，

救済基金をロータリー財団管理委員会によっ

て管理配分するよう，ロータリー財団に繰人

れることを規定した次の決議（44－9A）を採

択した：

　第35回国際年次大会に集まった国際ロー

タリーは，1940年（ハバナ）国際大会で採択さ

れた決議40－17,及び1943年（セントルイ

ス）国際大会において採択された決議（43－

16）は1944年６月30日限り之れを廃止し，

且つ

　1.理事会の判断において，国際ロータリ

ーは，世界のロータリー・クラブ及びロータ

リアンに対し，世界の何れの地にある戦災ロ

一タリアン及びその家族の慰籍及び復興のた

めの寄付を要望しうること。

　2.斯様な総ての寄付は，一般の救済団体

に対して通常行なう寄贈に代るものとしてで

はなく，それに加えてロータリーの友愛精神

の下に行なう別口の自発的な寄付という建前

で懇請すること。

　3.過去及び今後斯様な目的のため行なわ

れる総ての贈与及び寄付は，ロータリー財団

の基金の一部となし，財団の管理委員会によ

って国際ロータリー定款第10条及び細則第20

条と財団の信託宣言にもとづき之れを保管，

管理し，且つ配分せられなければならない。

元金及びその利子は寄付行為の用途及び目的

のために管理且つ配分されなければならない

こと。

　4.　国際ロータリーの理事会は，これま懲

にその責務はすべて正当に遂行されたものと

して現在ある総ての救済基金を，今後は之れ

をロータリー財団に移譲する権限が与えられ

且つ指示されていること。

等を決議する。（シカゴ国際大会決議44－

9A）

　1950年７月に,戦災ロータリアン救済とし

て特に明記せられた資金の金残額は支出済と

なった。その後ロータリー財団管理委員会及

び国際ロータリー理事会は，随時，使用出来

るロータリー財団め基金，又はその得た収入

から，戦災者救済のため，緊急必要にせまら

れている場合に支出することを承認した。然

しながら，食糧及び衣類に対する要求は，一

般にロータリー・クラブの国際奉仕計画とし

て，クラブによって引き継がれた。

　理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

ロータリー財団により与えられる救済は，

1965年１月１日現在救済を受けている戦災

者に対し，管理委員会が必要ありと認める期

間，継続すべきであるが，1965年１月１日

より後救済者名簿には１名も追加せざること

に意見が一致した。
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335

マとラ，フィリピン……1935年２月　　娶9

ウェリントン，

　　ニュージーランド…1937年３月　　312
サンオン，ポルトリコ…1966年11月　1,66Q

　　　　　　　　　　　　　-　中央アジア

ペナン，海峡植民地…….1938年４月　　170
　　　　　　　　　　　　　-
　アジア

デリ‾ﾀ印度……………1958年11月　2,913

シドニー，豪州…………1956年11月　1,940

763

-

700

1,514

-
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災害救済（Disaster Relief）

　災害救済事業をなす機関が普通存在してい

るので，災害時に特別のロータリー救済資金

を募集することは国際ロータリーの習慣にな

っていない。赤十字又は他の信用ある団体が

この事態に応ずべく努力しておる場合には，

ロータリアンは斯様な団体の懇請に気前良く

且つ迅速に答えるよう要望されている。斯様

な団体のない場合とか，ロータリー・クラブ

及びロータリアンが罹災地のロータリー・ク

ラブに直接に寄付金を送りたい場合には，斯

様な寄付金は，そのクラブが受領する立場に

あり且つ斯様な寄付を喜んで受取る意志があ

れば直接送付しても良い。（理59－60）

　理事会（1964－65）は国際ロータリーの一

つの活動としての災害救助資金，或は国際ロ

ータリーによって管理される災害救助資金を

設定しないことに同意した。

人道主義援助及び設備に関する方針

　(Policy Re Humanitarian Aid and

　　　　　　　　　　　　　Equipment)

　理事会は，国際赤十字社の指導の下にロー

タリー・クラブ又はロータリー地区が，罹災

地のクラブに食糧その他の資材を集め，且つ

これを送付する事業を主催するよう，奨励す

ることが出来うるような計画に対して国際ロ

ータリーの承認を求めたある地区大会の提案

を検討して次の如き手続をとった：

　理事会は，衣料，食糧その他の必需品の供

給によって，苦難にあえいでいる人々を救済

するという如何なる提案にも同情する。然し

ながら，理事会は，この事は関係諸国政府が

研究している事柄であり，且つ彼等が最も迅

速にそれら苦難民の救済に乗り出すことと考

えるが故に国際ロータリーの介入は却って当

事国の努力や援助を複雑化し，救済を支援す

るというよりも寧ろ遅延せしめる結果となる

恐れがありうるので，斯様なことは不適当で

あると認める。又,理事会は,ロータリー・ク

ラブは自主的であり，事情によって斯様な場

合に適当な処置が出来ることを指摘する。理

事会は，一般救済政策が世界を通じてとられ

た場合には，斯様な事態におかれたロータリ

ー・クラブは，政府によって公式にとられた

ことに補足的な援助をなす機会を見出すこと

を確信している。（理41－42）

　国際ロータリーは，人道主義援助をなす色

色な運動に寄付するよう，沢山の要求を受け

ている。理事会は人道主義援助をなす種々な

る運動を発起する沢山の団体が存在しておる

ことを認める。この理由と沢山の斯様な運動

が次から次へと出来つつあるため，理事会は

国際ロータリーそれ自体が斯様な運動と提携

すべきではないと信ずる。理事会は，ロータ

リー・クラブは自治的であるからこの種の事

柄に関する処理は，そのクラブの欲する処に

よって行勤し得る点を指摘し，且つ理事会は

ロータリアンが個人として最善をつくすこと

を信ずるものである。（理42→13）

ゝ
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会議運営手続規則

(Rules of Procedure)

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の諸会合に使用するため，次の運営手続を推

奨している。この手続(1)は，国際ロータリー

の定款文書の諸条項を補足することを意図す

るもので，元来立法案の各項目を審議，決定

する規定審議会の諸会合並びに国際大会に関

連して使用することを主眼とするものであ

る。然し乍らこの手続は，問題が討議せら

れ，且つ議決される国際ロータリーの他の会

合に於ても使用することができる。

会議運営手続規則

　（Parliamentary Rules of Procedure）

　国際ロータリーの会合の会議運営手続規則

は，次の通りである。

　1.会議に上程された如何なる問題でも，

議事に入るには，代議員が，会議がある種の

議決をするか，成はある種の見解を表明する

ことを提案する動議を提出するのである。動

議は，代議員が起立し，議長から発言を求め

て，自己及び所属クラブ（または地区）の確

認表明後に，「議長,私は……の動議を提出し

ます｡」と発言する。他の代議員から動議に

対する「賛成」の発言が行なわれる。賛成者は

起立して，議長の承認を得て，自己及び所属

クラブ（または地区）を確認表明して，「議

（1）これらの手続規定に於て，「代議員」という用語は，そ

　れが用･いられる場合に応じて，国際大会におけるクラブ

　代表の選挙人，規定審議会における地区代表議員および

　その他の議員，ならびにこの規定が用いられるその他の

　国際ロータリーの会合に於ける正式に権限を与えられた

　代議員のことをいうものとする。また「会議」という用

　語も，場合に応じて，国際大会，規定審議会またはその

　他の国際ロータリーの諸会合を指すものとする。

長，私は動議に賛成します｡｣と発言する。

会議の代議員席から直ちに賛成者の発言のな

い場合は，議長は賛成の発言を要求できる。

　2.　動議に開する討論は，議長が動議の提

出があった旨発表するまでは，開始されな

い。

　代議員は，議長の承認を得て，自己並びに

所属クラブ(または地区)を確認表明して後，

初めて発言できる。本動議の提出者には，議

題に開し冒頭討論の特権が与えられるものと

し，論旨の発表に５分間，応答に３分間の時

間が与えられる。

　討論の際，各代議員は，同日に同一問題に

開し，２回までの発言権が認められている。

但し，会議へ申請し許可を得た場合は例外と

する。また，その問題に開しまだ発言してい

ない代議員が，発言を求める場合は，２回目

の発言をすることは許されない。如何なる代

議員も日程，または出席投票代議員の過半数

の投票により別に定めた場合を除き，発言は

１回に５分間以内とする。

　討論をする特権は，会議の代議員でなくと

も，もし討議中の議案の提案者の指名代表者

であれば，如何なるロータリアンにも許可さ

れる。かかる特権は，当該議案に関係ある範

囲を限り，認められるものとする。この規定

中に定められている制限時間は，提案者の代

表者にも適用されるものとする。

　3.主たる動議，又は本動議とは，会議の

議決に付された原提案のことをいう。かかる

動議が提起され，賛成され，議長から報告さ

れた時には，その動議の処置が講ぜられるま

では，会議は勝手に他の件の審議に移ること

ができない。但し動議の討議または討箇中で
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案に関する本動議お

　　　　　　　　一

　4）会議が，急に中止出来ない議事を続

　　行申;

　この動議は，日時と場所の明確な点で不

　適当な場合には，討論又は修正の対象と

　はならない。この動議の成立には過半数

　の投票が必要である。

　休会に対して，確定した日時と場所とを

　表明した動議が提出された時は，同動議

　は討論及び修正の対象となる。同動議の

　成立には，過半数の投票が必要である。

（ﾛ）休憩：この動議は，議事日程の間に，

　例えば食事のための時間をとるとか，ま

　たは当日の日程の終了に際し，次の会議

　を間くまで休むこととする場合に用いら

　れる。この動議については討論を行なわ

　ない。動議の成立には過半数の投票を必

　要とする。

（ﾊ）議事手続に関する問題：この動議は，

　議長の裁定または国際ロータリーの会議

　運営手続上の違反に注意を喚起するか，

　または抗議するために使用される。この

　動議には「賛成者」を必要としない。動

　議の形式は，「議長，議事手続に関する

　問題があります｡」となる。議長は，「そ

　の問題点を発表願います｡」と答える。

　この代議員が，その議事手続上の問題を

　陳述し終わると議長は次の様に答える:

　1）「貴下の議事手続上の問題はよく解

　　りました｡」

　2）「貴下の議事手続上の問題はよく解

　　りません｡」

　もし代議員の中に納得の出来ないものが

　あれば，彼は，異議を申し立てることが

　できる。すると議長は会議に呼びかけ

　て,「議長の裁定は支持されるべきか｡」と

っ尋ねる。本件は討論の対象となる。議長

　は席をはずすことなぐ，討論を行なって

　よい。本件は，他の動議と同様に投票採

　決される。過半数賛成或は賛否同数の投

　票の場合は，議長の裁定を支持すること
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　になる。議長の裁定取り消しには過半数

　の反対投票を必要とする。

（ﾆ）審議の保留：将来「審議再開」の動議

　が，提出される時に取り上げられるよう

　な形で，討議中の議題の審議を保留する

　ための動議である。この動議は，討論も

　修正も行なわれない。動議の成立には過

　半数の投票が必要である。

卵）審議の再開：先に審議を保留していた

　問題を討議のため取り上げる動議。この

　動議は，問題が保留された後，他の問題

　が会議により朧決された後でなければ，

　提出することが出来ない。この動議には

　討論も修正もない。この動議の成立に

　は，過半数の投票が必要である。

（へ）討論の打ち切り：審議中の問題に問す

　る討論打ち切りの動議。本動議は討論し

　ない。動議の形式は，「議長，私は討論打

　ち切りの動議を提出します｡」となる。

　すると議長は，「討論を打ち切り,採決を

　行なうこととしますか｡」と諮る。もし

　本件が３分の２の投票を得て採択され

　ると，討議中の議題は，直ちに投票に付

　されなければならない。

（ﾄ）討議の延期：提出された議題を将来の

　ある確定した時期まで延期するための動

　議。この動議は，議長発言中以外は何時

　たりとも提出することが出来る。そして

　討論の対象にもなる。この動議の成立に’

　は，過半数の投票が必要である。

㈲　委員会付託：本動議原案にその修正の

　問題が生じた場合または問題点を更に慎

　重に研究することが賢明の場合に，十分

　検討するためその本動議原案を委員会に

　付託するための動議。この動議は討論も

　修正も出来る。この動議の成立には，過

　半数の投票が必要である。委員会は，会

　議に報告をしなければならない。

（ﾘ）修正：動議原案の用語を修正するため

　に「挿入」又は「追加」又は「削除」成

会議運営手続規則

　は「削除して挿入」または「置き換え」を

　行なう場合の動議。

　修正のための動議そのものは，修正する

　ことが出来るが，修正の再修正は，行な

　うことが出来ない。

　「置き換え」は一項全部か，または制定

　案或は決議案全部に対してのみ適用する

　ものとする。

　修正さるべき問題と密接な関係のないも

　の;又単に原案が否定の形で表わしてい

　るものと同じ意味を肯定の形で表わすも

　の;或は会議が当該会期中先に決議した

　問題と同一内容のもの;内容を変更せず

　に修正の形式のみを他の形式に変えたも

　の;或は又動議の形式を差し替えただけ

　のもの;制定案から「制定す」と言う語

　を，決議案から「決議す」と言う語を削

　除するもの;会議に何等合理的な提案と

　ならない語句を削除または挿入するも

　の;又は取るに足らないもの，または不

　合理なもの，以上のような修正はいずれ

　も之を行なうことが出来ない。

　修正案の修正は，本動議の原案のみなら

　ず，修正の主題とも密接な関係がなけれ

　ばならない。修正に便乗して無関係の新

　しい別な問題を持ち込んではならない。

（ﾇ）修正案の票決：提案に対し修正案が提

　出されたときは，その修正案を最初に投

　票に付する。修正案に対する修正案が提

　出されたときは，先ずその修正案に対す

　る修正案を投票に付してから，提案に対

　する修正案膏投票に付する。次に提案に

　ついて，原提案の通りとか，修正案の通

　りとか，その内容に応じた形の票決を行

　なう。

㈲　再審議：一旦成立した動議を再審議す

　るための動議は，当該会議の定例会議中

　に提出されなければならない。代議員は

　いずれもこの動議を提出することができ

　る。その動議に問する発言の許可は，動
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も，その主たる動議に優先する議事運営に関

する動議を提出することはできる。従って，

会議は他の如何なる決議にも先んじてその動

議を処理しなければならない。

4.制定案または

よびこれに対する議決は次の様式の何れかに

よること：

　（ｲ）採択する（原提案通り）;

　（ﾛ）修正の通り採択する（原案修正の経緯

　　を詳述する）;

　㈲　撤回されたものとみなす;

　（==）提案者によって撤回されたものとみな

　　す;

　（ﾎ）撤回されたものとし，検討（または再

　　検討）のため，または会議の決定による

　　特定の指示を付して，国際ロータリー理

　　事会に付託する;

　（へ）否決する。

　5.　規定審議会または国際大会において，

審議に付せられる議案が制定案または決議案

であって，その提案者が，当該制定案または

決議案に関し修正を提議すべき意向のあるこ

とを，その修正案の本文を添付した書面をも

って，事務総長に通知し，そして事務総長

が，会議招集前，代議員のために前記の意向

および修正案の本文を発表したときは，いず

れの代議員も，制定案または決議案を前記提

議の通りに修正した形のものによって審議す

ることとする動議を提出することができる。

すなわち，先ず当初に提案された形のままの

制定案または決議案を審議すべき動議を提出

することを要しない。

　6.優先して提出できる議事運営に関する

動議およびその議決所要票数は，次の通りと

する:

　G）休会：この動議は，いつでも提起でき

　　る。但し，次の場合は例外とする。

　　1）議長の発言中;

　　2）投票が行なわれている最中;

　　3）かかる動議の否決された直後;
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さを疑う場合，彼は異議の申立てをすること

は出来ないが，「賛否分離投票による採決」を

要求すべきである。

　8.この採決の要求は，案件に対する賛否

が問われた時以後いつでも，発言の許しを得

ないで，行なうことができる。たとえ賛否の

結果が報告され，また他の代議員に発言が許

されてからでも差支えない。ただし，この場

合，前記採決が発声または挙手によって行な

われたものであることおよびこの採決の要求

を他の動議が提出される前に行なうことを要

する。この採決には動議の賛成者を娶せず，

また討論も修正も別な動議を付帯させること

もできない。

　この採決が要求されると直ちに議長は再び

採決を行なうが，この場合は，賛成者の起立

を求めてこれを数え，次いでこれが着席して

から，反対者を起立させてこれを数える方法

による。

　9.　動議は，たとえ修正が行なわれた場合

でも，その採決が始まる以前ならば，何時に

ても提出者自ら撤回することが出来る。撤回

には賛成者を必要としない。討論をする要も

なく，修正することも出来ない。

　10.会議が，案件を委員会に付託すること

を望まない場合，または，その案件が，会議

の審議を煩わすのに十分理解されていない場

合，または何か他の理由でその問題を会議の

規則に従ってもっと自由に討議することが望

ましい場合，会議は，正当に提出され，賛成

され，過半数の得票により成立した動議に基

づいて，「全員委員会」に移行することがで

きる。

　「全員委員会」に移行の動議が成立すると，

議長は，直ちに会議の他の１名の代議員に議

長席につくことを求めた上，自らは会議の代

議員席申の自己の席に着く。

　提出される動議は，「修正する」或は「採択

する」および委員会を「閉会し，報告する」

のみである。
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　議長の裁定に対しては異議の申立てができ

るがそれは直ちに票決されなければならな

い。各代議員は，異議中立に関して１回だけ

発言することが出来る。

　「全員委員会」に移行する前に，会議は，

委員会における討論を，会議の決定したもの

に限定するか，又は一定の時間で打ち切るべ

きか，或はその両者とするかを投票によって

決めることが出来る。もし何等の制限も設け

られていない場合は，代議員は誰でも会議に

おいて，許される限り何回でも発言し，又そ

の都度許されている時間だけ発言することが

できる。然し，ある議題に関し発言を希望し

ながらまだ発言していない代議員がいる場合

は，第２回目の発言は出来ない。

　討論が，会議の定めた一定の時間をもって

打ち切られてしまうと，「全員委員会」は,全

員一致の同意があっても時間を延長する権限

を持っていない。

　「全員委員会」は，案件を他の委員会に付

託することが出来ないし，当該委員会に付託

された原案の本文を変えることも出来ない。

　委員会が，付託された案件の審議を終える

か，または委員会が散会を望むか，討議の制

限を会議に望む場合は，議事の結果を明細に

記録して，「委員会を閉会し，報告をする」

と言う動議を提出する。この動議は，討論も

修正もすることは出来ない。

　この動議が採択されると，議長は議長席に

着き，「全員委員会」の委員長は,代議員席の

自己の席に戻る。次に委員会の委員長は次の

ように述べる。「全員委員会は（ここで制定

案，決議案その他の議案名を挙げる）につい

て審議を遂げました。そしてそれについて修

正意見を付したもの（または，付さないもの）

を報告するよう私に命じました｡」ただし,こ

れは委員会が結論を得た場合のことである。

委員会が結論に遂することができなかった場

合には，委員会の委員長は次のように述べ

る。「全員委員会は，（ここで制定案，決議案

会議運営手続規則

その他の議案名を挙げる）について審議を遂

げました。そして，遂に結論に遂することが

できなかったことを報告するよう私に命じま

した｡」

　修正意見を付さない報告が行なわれた場合

は，議長は，直ちに「全員委員会」の報告の

通り発表する。

　修正意見を付した報告の場合は，その修正

について討論および修正を行なうことができ

る。そして議事運営に関する動議の「修正」

動議と同じ方法で票決を行なう。

　修正の処理が終わると，議長は案件をその

処理された現在の形のもので発表する。事務

局長は，「全員委員会」の議事を会議の議事

録に記載しないが，後日の会議の用に備える

ためその覚書を保存しなければならない。

規定審議会（Council on Legislation）

規定審 会は， ロータリーの立法機関

　　議に賛成の者２名及び反対の者２名を限

　　り与えらるべきものとし，その直後に投

　　票に付されるべきものとする。各発言者

　　の意見陳述には５分間が認められるもの

　　とする。動議の成立には，３分の２の投

　　票が必要である。

　7.　議長の如何なる裁定に対しても，異議

の申立てをすることが出来る。但し他の異議

申立てが未決定の場合には，この限りではな

い。異議申立ては裁定のあった際にのみ提言

することが出来る。この異議申立ては他の代

議員の発言申であっても，提言することが出

来る。もし討論または何か別なことで妨げら

れると，もはや異議申立ては出来なくなる。

特典の問題に間する異議中立てには優先でき

ない。異議申立ては討論の対象にはなるが，

修正は出来ない。

　議長は，異議申立てに関する問題の際は，

議席のままで裁定の理由を述べることが出来

る。理由の説明には３分間が与えられるもの

とする。如何なる代議員も１回しか発言する

ことを許されない。ただし討論の終りに臨ん

で裁定に対する反論に答える議長の場合は例

外とする。各代議員は，異議申立てに関して

発言するために３分間が与えられている。そ

して議長が，裁定に対する反論に答えようと

する場合は，その目的のために５分間が与え

られる。問題は，議長の次の様な言葉を以

て，会議に上程される：「議長の裁定は支持

されるべきか｡」そして問題に対して投票が

要求される。

　議長の裁定を無効にするには，過半数の投

票が必要である。もし投票が賛否同数の場合

には，議長は支持される。もし議長が会議の

代議員である場合は,議長は,議長または司会

者の決定は過半数の投票によって覆えされな

い限り有効であると言う原則に基づいて賛否

同数にするため自ら投票することが出来る。

　投票の結果の発表を以て，議長の裁定とす

ることはできない。もし代議員が発表の正確

をなすものと七，各偶数年に，国際大会の一

部として開かれる。審議会は，国際ロータリ

ー理事会の定めるところにより，国際大会に

先立ち，国際大会の開催地またはその付近に

おいて開かれる。国際ロータリー諸規則の規

定に従って，事務総長は，正規の手続を経て

提出された各制定案を審議会に回付ずる。事

務総長はまた，理事会の指示に従って，正規

の手続を経て提出され，国際ロータリー理事

会が検討して，国際ロータリー基本計画の枠

内にありと決定した各決議案を審議会に回付

する。

　審議会は，回付された各制定案及び決議案

並びにこれらに関連して提出された修正案の

審議および決定を行なう。審議会の決定はす

なわち国 会の 定であって，これを左右

することのできるのは，提出議案のそれぞれ

について審議会の下した決定に対し，クラブ

が，国際ロータリー細則の規定に従って行な
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成または反対の投票のみである。

議会をその一部とする国際大会におい

て,･審議会の議長は，審議会が回付を受けて

処理した提出議案のそれぞれに対して審議会

の下した決定について簡単な報告を提出す

る。その後に，審議会の決定に関する報告書

が，事務総長から全クラブに送られるが，こ

の報告書には，各クラブが，提出議案のそれ

ぞれについて審議会の行なった決定に対する

賛成または反対の投票を記載できるようにし

た投票用紙が添付されている。

　議事進行の手続-一審議会を開く場合，議

事手続の第１は，定足数を充たす出席の確認

について，審議会の資格審査委員会が事前に

行なう報告である。定足数は審議会議員の３

分の１を以て成立する。各投票議員は，投票

に付された各議題毎に単に一票を投ずる権利

を有する。

　議事手続の第２は，定足数の出席が確定さ

れた後，審議会の審議に付するため正規の手

続を以て提出された制定案及び決議案を，事

務総長が審議会に回付することである。

　議事手続の第３は，審議会の留意を要する

事項を審議すべき順位について勧告をしてい

る委員会の報告を受理してこれを検討し，審

議の順位および審議会の留意を要する若干の

事項の審議日程を取り決めることである。

　議事進行の手続の第４は，後に規定する手

続に従って審議会の起草委員会委員を選定す

ることである。

　議事手続の第５は，事務総長より審議会へ

回付された制定案及び決議案を審議すること

である。かかる審議は，審議会が予め決定し

た順位に従って行ない，この順位は，一旦採

択されると，多数決によるのほか変更するこ

とができないものとする。

　議事手続の最後は，審議会の資格審査委員

会から最終報告を受けることである。

　運営一一信任状が確認された後正式に議席

を与えられた審議会の議員は，全会期中議員

であり，議員はその代理を任命する権利を有

しない。

　国際ロータリー細則の規定に従い，会長

は， 定審議会の開かれるロータリー年

初期に，審 の

の

を

長および３名の特別議員

命する。審議会の開かれる前に，会長は

更に所属地区を有しないクラブの代

を指名する。

１名

　審議会の朧事は，記録するものとする。

　審議会は，審議会をその一部とする国際大

会の閉会の時まで随時休会し，再開すること

が出来る。

議会に起草委員会を けるものとし，

草委員会は，その委員長となる国 ロータリ

一定款・細則委員会委員長，３名の審議会特

別議員および役職に基づく委員である審議会

議長で構成する。

　起草委員会は次の任務を行なう。

（1）審議会から課せられた制定

直しを行ない 制定

の
り

文又はその修正案

にある矛盾をただすために必

切な修正案の起草を

会で報告すること。

且つ

ない，これを

（2）審議会の報告を作成すること。

国際大会（Convention）

議

　国際ロータリー細則の規定により，各委員

会の報告，国際大会宛の通達，制定案および

決議案ならびにこれらに対する修正案，国際

ロータリーの会議運営手続により討論できな

いとされているものを除くすべての動議は，

国際大会の会議において討議することができ

る。ただし，国際大会が，３分の２の多数を

もって，討論を用いないでこれらを処理する

ことを決定した場合はこの限りでない。

　一且成立した動議を再審議する動議を国際

大会に提出する場合には，成立した動議を議

決した同じ日の大会の定例会議においてこれ
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を行なわなければならない。

　国際大会において，国際ローダリー定款の

規定に関する改正案またはそれを含む改正案

を投票に付する場合において，これを採択す

るには３分の２の投票を要する。

用語の定義（Dennition of Terms）

　前記の会議運営手続中に使用されている一

定の用語は，次の如く定義される。

　｢出席投票議員｣一一一-一賛成または反対の投票

　　をする議員。投票を棄権する議員は，出

　　席投票議員とされない。

｢過半数投票｣

　半数以上。

出席投票議員の投票数の

出席投票議員の投票・

－173 －

会議運営手続規則

る動議以外のあらゆる他

る。会議に関する特典の

議に優先す

は，会議の

代議員各個人の特典に関する質疑に優先

する｡個人的特典の質疑は,会議の代議員

としての特典に関するものでなければな

らない。特典に問する質疑とは次の如き

質問である：会議の構成に関するもの;

会議場の暖房，採光，換気等および騒音

その他の妨害からまもることなどのよう

な議員のための好適な環境保持に関する

もの;会議の役員または代議員の行状に

問するもの;代議員の秩序を乱す行為そ

の他の非行に対する懲戒処分に問するも

の;傍聴者または訪問者の行為に関する

もの;公表された報告書または議事録の

正確性に関するもの。

｢会議｣ 国際大会，規定審議会，その他｢3分の２の投票｣

　数の３分の2． 　の国際ロータリーの会議。

｢代議員｣一国際大会におけるクラブ代表

　の選挙人，規定審議会における地区代表

　議員およびその他の議員ならびにその他

　の国際ロータリー会議における正式に権

　限を与えられた代議員。

　　　　　　(運営手続了)

｢日程｣－一一規定審議会乃至国際大会が，審

　議会或は国際大会に提出された議案の審

　議時間又は討論の制限に間し，過半数の

　投票により採択した議事順序。

｢特典に関する質疑｣---一会議または会議代

　議員の権利並びに特典に間する質疑。特

典に関する質疑は，休憩或は休会に間す



青少年への奉仕

(Service to Youth)

牟続方法（Method of Procedure）

　青少年への奉仕がクラブの活動となってい

る処では，ガバナーはその地区内各クラブに

その地域社会における青少年が何を必要と

し，どういう奉仕の機会があるかということ

を確認する最も有効な方法として全域にわた

る調査を行なうことを示唆するよう強調され

ている。それによって計画をたて，そして斯

様な調査によって明らかにされた活動や計画

の実行に地域社会の色々な団体の協力をうる

ことができるのである。（理4=O－41）

　クラブは，青少年に奉仕する団体の幹部を

会員に入れるよう努力することを奨励されて

いる。但し，一つの集団が優勢を占めるとい

うことのないように心掛け会員組織が均衡を

良く保つよう注意すること。（理51－52）

　ガバナーが欲するならば，その地区委員会

に（67頁参照）青少年への奉仕を促進するた

めに委員１名を追加指名しても良い。（理44

－45，47－48）

青少年への奉仕の目標

　(Objectivesof Serviee to Youth)

　理事会は，クラブヘの示唆として次のよう

な目標を定めた：

　１．成長しつつある青年に影響を及ぼして

いる都市及び農村の事情並に要因に関する実

際的知識の把握並に理解。

　2.青少年に対する（ｲ）健康，（ﾛ）円満なる

教育，㈲精神的資質の向上，（===こ）職業の賢明

なる選択及び，（ﾎ）十分な職業予備教育の重要

性を認識すること。

　3.ロータリー・クラブ及びロータリアン

は青少年に関する活動の最適任者であり又そ

の活動を通して最大の奉仕が出来るので，そ

の活動を奨励すること。

　4.社会人としての権利はその地域社会に

対する個人的責任の自覚を通じてのみ保持す

ることができるものである。自覚させること

によって青少年に良い市民たるべきことを激

励すること。

　5.青少年が世界事情を一層理解するよ

う，又自国人ばかりでなく他国人にも正しい

態度を取るよう育成，指導すること。

　6.（ｨ）ロータリアンと青少年の個人的接触

と，（ﾛ）他国の青少年との直接及び間接の接触

をもたらす手段方法の増進を計ること。（理

40－41，4y48，48－49）

青少年への奉仕計画

　　　(Service to Youth Progra,m)

　理事会（1939－40）は均衡のとれた青少年

への奉仕計画の一般的要綱を示唆している：

　理事会は，ロータリーの存在する総ての国

にロータリー・クラブの青少年奉仕計画を実

行する同一の機会が存在しているとは考えな

い。理事会は，ロータリー・クラブのある総

ての国において一般的にあてはまる或る根本

的な関連性と援助事項がいくつかあることを

信ずる。故に，理事会は，次に示す均衡のと

れた青少年への奉仕計画の一般的要綱中に口
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一タリー・クラブが実行できるような有益な

活動を見出すことが出来るのではないかと考

えている。

　1.父親と息子間に有益な関係を増進する

活動。

　2.青少年に影響を及ぼしている地域社会

状態の調査を行ない，その結果として次の如

き現存団体との協力。

　　（ｲ）学校

　　（ﾛ）裁判所

　　㈲　仮出獄事務を取り扱う事務所

　　（ﾆ）ボーイ・スカウト

　　（ﾎ）ボーイス・クラブ

　　（へ）野営場

　　（ﾄ）運動場

　3.ロータリー・クラブに特別に適するも

のを次のものから一つか二つ選択してこれを

推進すること。

　　（ｲ）青少年の声を聴く会

　　（ﾛ）青少年への奉仕大会

　　㈲　青少年の後援者となること

　　（==）学費貸与資金及び奨学資金

　ロータリー・クラブは，少年犯罪防止又は

その地方におけるその時々の問題の解決に当

って現存団体と協力してそれぞれの地域社会

において青少年への奉仕特別計画を採用する

よう奨励されている。或は又，青少年への奉

仕の分野において目的遂行の活動を新たに関

’始し且つこれを強力に推進することが奨励さ

れている。少年少女週間を多くの有用な青少

年活動の一つとしてロータリー・クラブが取

　り上げることを示唆している。（理53－54）

　理事会は，

クラブとロータリアン

のことを強調する。

いる青少年対

犯罪予防
〃
る必要事
〃
仕事に個

に対して次

なわち現に行なわれて

事業一一-たとえば

娯楽施設，公民教育の

JI
L_

け
ー
る

面におけ

的に参加することが益々重要とな

を軽減し問題を解決しようと

り つあること，そして，現に前記のよ な

あるとい ことである。 理68－69）

および，青少年を対象とするロータリー計画

にとっては，個々のロータリアンが個人でこ

れに参加することが絶対に必要な前提要件で

とい範

出版物の中で ｢各ロータリアンは青少年の桜

が絶えず強調されるべきこと，

年への 仕に関するすべての国際ロータリー

次のように決定する。すなわち，青

て，その問
〃
ること。

に対処すべき方

に関するものを調べあげること，そし

人の会合を催して，当該丿

策を必要としている問題，

域社会が対
一
時に青少年

2）地元で に青少年について

る限りの措置を講ずること;

当な るためできの利用を確保

った場合には，適

させること，調査の

設備の無いことが分

果前記のような

ための地元の調査にクラブ会

える適当な集会場の 無を確かめる

1）青少年の娯楽活動および教養活動に

とを勧告する。

□ 各ロータリー・クラブに対して次のこ

　　　　　　　　　　　　　　　一一

分野で行なわれているものを強化する方が同

じようなものを別に始めるよりも良策である

ことが既に実証済だということである;

青少年への奉仕

青少年研究会（Youth Seminars）

しい

を 加

をたて

　理事会は，ロータリーの青少年への奉仕プ

ログラム強化の一方法として，国際ロータリ

ーの提唱又は参加を求めず，ロータリー地区

或はクラブ提唱の下に青少年研究会を開催す

る等の活動を奨励している。（理65－66）
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青年功績賞

理

Youth Merit Awards

は，青年が奉仕，信頼性および指導

力において特に優秀であることを実証した場

合，

績

これを表彰する一つの方法として青年功

を授与するよう，ロータリー・クラブに

めることに同意する。（理69-＝70）

“各ロータリアンは青少年の模範”と

いう標語ﾊﾞβlogan“Every Rotarian an

　　　　　　　Example to Youth”）

　“各ロータリアンは青少年の模範?’という

標語を，国際ロータリーが発行する青少年へ

の奉仕に関する出版物に用いなければならな

い。（理49－50）

青少年への奉仕団体とロータリー・ク

ラブの関係（Rotary Club’s Relationship

to Service to Youth organizations）

　青少年への奉仕団体ならびに活動と，ロー

タリー・クラブとの正しい関係についての下

記の一般的声明は国際ロータリー理事会

(1920一21)が採択した声明に基づくものであ

る：

　１．　一般規定。青少年への奉仕に於てロー

タリー・クラブの持つ最大の機会：第1，青

少年に対する地域社会の義務及び責任につい

て地域社会が自覚するよう指導すること;第

2，地域社会の青少年の必要とするものを発

見すること;第3，それら必要なものが関係

当局及び代行機関によって完全に満たされて

いるかどうかということに注意することであ

る。

　2.　接触の方法。クラブの青少年奉仕委員

会は，現存する総ての青少年への奉仕団体と

協議し，彼等の事業を調整し重複を避けるこ

とに出来るだけの援助をしなければならな

い。若しそれらの団体と協力するための特別

小委員会を設けることが望ましい場合にはそ

れを設置しなければならない。

　クラブは，諮問委員会の組織設定のため社

会的運動を開始することもできる。普通諮問

委員会は青少年の福祉問題に関心を特つ市の

全団体の長から成り，地域社会の青少年への

奉仕事業に対する情報交換所の役割をなすの

である。

　斯様な団体は普逓次のような目標を特って

いる：

　（ｲ）青少年への奉仕に関心を特つ総ての地

域社会団体を共通目的において激励し且つ団

結させること。

　（ﾛ）現在の青少年の一般的状況を説明し，

そして総ての既存団体が如何にこれらの事態

に対処しつつあるかを調査すること。

　㈲　青少年への奉仕事業を職業とする人並

びに有志の人の数を増加し且つこの事業にた

ずさわる人々の大会及び講習会の如きものを

奨励して一層大なる能事を増進すること。

　（ﾆ=）青少年に影響する思慮ある有用な立法

を推進し，青少年に害を及ぼすような立法を

阻止すること。

　團　例証するかその他適当な広報により既

設団体のなしつつあることを知らしめて青少

年へのより大きな関心を湧き上がらせ，依っ

て総ての団体に対する適当な支援をより多く

得るようにすること。

　㈲　意見交換所の役割を果すこと。

　（･ﾄ）事業の重複を避け二重の努力を避ける

こと。

　3.　財政的援助。クラブが協力せんとする

団体が財政的援助を必要とする場合に望まし

い方法としては，関心をもつ団体の協力を得

て斯様な団体に対する一般社会の支援を得る

ための運動を組織することである。斯様にし

て総てがその団体及び事業に興味を持つよう
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になる。運動の成昌を期するために同様な能

力をゐつ他の市民に期待されていると同じく

ロータリアンは個人として寄付するのであ

る。

　4，新事業発足。現存する団体がまだ手を

つけでいない事業を発足する必要のある場合

には前述に類似した方法が取られるべきであ

る。但し，青少年の福祉のために必要欠くべ

からざる場合を除き，現存する青少年奉仕団

体とは別個に組織すべきではない。

　5;　新要求に対処。クラブは，上記の如き

団体の必要に対処しながら，臨機に他の方面

にも援助の手を延ばす自由を保持しなければ

ならない。

　6.　非常事態における緊急救助。疑いなく

価値ある団体の場合に，或は地域社会全般に

亙って，応急の救助の要を認めた場合に，ク

ラブは他団体の決定に関係なく適当に援助す

ることができる。

　７．　１クラブが全面又は主要支持。クラブ

は永久的責任を負わないようきびしく注意さ

れている。然しながらクラブは十分研究の

後，新規の永久的な事業又は既存事業に全面

的又は主要責任を負うことを決定したなら

ば，基本金寄付又は他の適当な方法によって

斯様な事業の永久的支援の処置をとらなけれ

ばならない。

インターアクト・クラプ

　　　　　　　　　(lnteract Clubs)

　理事会（1961－62）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青少年クラブを結成且つ後援する

ことのできる計画を採択した。その計画はイ

ンターアクト（lnteract）と呼ばれる。

　インターアクト・クラブは大学課程へ進学

直前の1－4学年に在学中の学生より或る。

クラブは奉仕と国際理解に貢献する世界的友

好精神で相共に働く機会を若人に与える目的

　 　 ・ a ㎜ - = = ･ ■ J j ･
・
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のために組織されている。

　クラブは次の目標を持っている。即ち，建

設的指導力及び個人的誠実を認め且つ育成す

ること；他人に対する思いやりと他人のため

役立つことを奨励且つ実行すること；家庭と

家族の重要性について認識すること；各個人

の価値を認識することにより他人の権利を尊

重すること；個人的成功，地域社会の改善，

及び団体的業績の基盤として，個人的責任の

受諾を強調すること；社会への奉仕の機会と

してすべての有用な職業の尊厳と価値を認識

すること；地域社会，国家及び世界情勢に関

する知識と理解を深めるための機会を提供す

ること；及びすべての国の人々に対して国際

理解と親善とを増進する個人及び団体活動の

道を関くこと。

　理事会は，その計画が次の規定に従って実

行せらるべきことを決定した：

１．　ロータリー・クラブは全く任意的立場に

　於て参与する機会が与えられること。

2.　会員選択の方法は次の点に基盤をおくこ

　と。

　ａ）質問書によって，国際事情を含む関心

　　事の範囲と多様性を判断すること

　ｂ）性格

　ｃ）学力，及び

　ｄ）潜在的指導力。

　如何なる意味においても,インターアクト・

クラブを提唱ロータリー・クラブ又は国際ロ

ータリーの一部又は法的加盟団体と考えては

ならない。インターアクト・クラブ会員は

「ジュニア・ロータリアン」と呼ばれたり看

傲されぬものであり，ロータリー徽章を使用

したり佩用することも出来ない。ロータリー

徽章とは異なったインターアクト・クラブ会

員専用の徽章が別にある。

　1962－63年度において,理事会はインター

アクト・プログラムがロータリー・クラブ並

にロータリアンに受入れられ，同プログラム

に対する関心が彼等の間に深められているこ
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とを知って満足し，且つ世界中のロータリ

ー・クラブにこの活動を促進するため一層努

力することを決定した。

　理事会（1965－66）は，国際ロータリー地

区内に於けるインターアクト・クラブの結成

並びにインターアクト・プログラムの管理に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

先に採択した声明を一部改正し，次の如き声

明を採択した：

　１．インターアクト計画は，国際ロータリ

ーが推進し，かつ創設したもので，国際ロー

タリーの活動の一つである。定款の諸規定の

制定並びに実施，結成上の必要条件，手続の

基準，インターアクトの名称及び徽章の保護

並びに保存に関する権限は，国際ロータリ，

に帰属するものとする。

　2.　インターアクト・クラブは，ロータリ

ー・クラブ提唱の下に大学課程直前の４学年

の何れかに在学する学生により構成される組

織体である。その目的は，奉仕と国際間の理

解に貢献するため，世界的友好を以て共に活

動する機会を青年男女に与えることにある。

　3.　インターアクト・プログラムは本来青

男子めみを対 とする

たのである。それは

民となるための

変りはない

のとして 圃され

の養成並に良

に重点をお

もし地元の

ことに依然

下で提唱ロータ

リー・クラブに青年女子のみまたは男女混合

のインター

ると

クト・クラ

えられる場合は，

ブの設立が至当であ

提唱ロータリー・ク

ラブの自　裁量によるものとする。提唱ロー

タワー・クｆ
〃
した場合は，

ブが男女混

少な

の会 組織を決定

とも半数は青年男子たる

ことを要す。

　4.インターアクト・クラブは，一つのロ

ータリー・クラブまたは数クラブによって結

成され，後援され，かつ指導監督される。そ

して国際ロータリーの証明と承認を得て設立

される。その他の方法を以てしては，創立す

ることも，維持することも出来ない。クラブ

の存続は，提唱ロータリー・クラブの不断の

後援と国際ロータリーが継続して承認を与え

るか否かにかかっている。

　5.国際ロータリーが設定した枠内で，提

唱ロータリー・クラブは，インターアクト・

クラブを結成し，その後指導と助言を与える

責任を有し，かつインターアクト・クラブの

全活動，方針並びにプログラムを完全に統制

し，かつ指導監督する。

　6.インターアクト・クラブが学校関係で

ある場合，提唱ロータリー・クラブは，その

クラブに対しては，当該学校当局制定の全学

生組織並びに課外活動に関するものと同一規

定並びに方針に従うべきものであることを了

解の上，学校当局の完全な協力のもとに，当

該インターアクト・クラブを統制し，指導監

督するものとする。

　7.インターアクト･クラブの総ての活動，

計画及びプログラムは，常に国際ロータリー

の方針に調和して行なわるべきものとする。

従って，インターアクト・クラブに対するロ

ータリー・クラブの絶えざる後援と国際ロー

タリーの継続的承認は，それを条件とするも

のである。

　8.標準インターアクト・クラブ定款は，

国際ロータリーによって規定されるものであ

り，且つ国際ロータリー理事会によってのみ

改正されるべきである。クラブ結成並びに認

証の前提条件として,各インターアクト･クラ

ブは,標準インターアクト･クラブ定款を採択

し爾後国際ロータリー理事会により行なわれ

る全改正条項を自動的に採用せねばならぬ。

　9.各インターアクト・クラブは標準イン

ターアクト・クラブ定款及び国際ロータリー

が設定した方針とに矛盾しない細則を採択せ

ねばならぬ。斯様な細則は，提唱ロータリ

ー・クラブの承認を得なければならない。

10.インターアクト・クラブは，会員が選

出される居住地域または学校の所在地がその

所管区域内にあるロータリー・クラブにより
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提唱されるべきものとする。但し提唱ロータ

リー･クラブの所管区域外にインターアクト･

クラブ結成許可の文書を国際ロータリー理事

会より受理した場合はこの限りでない。

　11.インターアクト・クラブは，次の条件

の下では，二つ以上のロータリー・クラブが

共同して結成し，かつ後援することができ

る：

　イ）地区ガバナーは，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータリー・クラブ並びにイ

　　ンターアクト・プログラムに対する最大

　　の利益が共同提唱によりもたらされるこ

　　とを文書により表明し，承認を与えなけ

　　ればならない。

　ロ）推薦されるインターアクト・クラブの

　　会員は，各提唱ロータリー・クラブ所管

　　区域内より各々相当数選出されなければ

　　ならない。

　ハ）個々のロータリー・クラブの提唱によ

　　り，個々にインターアクト・クラブを組

　　織するということが，当該学校または地

　　域社会に本質的には単一の学生団体であ

　　るべきものに人為的分離体を創ることに

　　なるか，またはそのような結果を招来す

　　るような情況でなければならない。

　ニ）合同インターアクト委員会は，各提唱

　　ロータリー・クラブの有能な代表者を以

　　て構成されなければならない。

　12.インターアクト・クラブ各会員は，入

会を認められると同時に，インターアクト・

クラブの定款並びに細則の規定を承認遵守す

ることに同意したものとする。

　13.インターアクト・クラブ会員資格は，

国際ロータリーより提唱ロータリー・クラブ

を通じてインターアクト・クラブヘ支給され

るインターアクト会員証により立証されるも

のとする。

　14.インターアクト・プログラムに使用，

または適用されるインターアクトの名称及び

徽章は，国際ロータリーの所有に属し，かつ

青少年への奉仕

正式に設立されたインターアクト・クラブ並

びにその適正資格ある会員は勿論，インター

アクト・プログラムに参加する者が専用する

ために保有さるものとする。

　15.インターアクト・クラブ会員は，イン

ターアクト・クラブ会員資格存続中，適正な

品位ある方法で，インターアクトの名称及び

徽章を使用並びに表示する資格を与えられて

いる。インターアクト・クラブ会員資格終結

の際，またはインターアクト・クラブ解散の

場合には，かかる資格は失われるものとす

る。

　16.インターアクト・クラブは，（ｨ）その

定款に従って管理しない場合，及びその他の

理由により，提唱ロータリー・クラブの同

意，承認，合意の有無に不拘，国際ロータリ

ーにより，（ﾛ）提唱ロータリー・クラブによ

り，または㈲インターアクト・クラブ自身

の決定により，解散することになる。

　17.インターアクト・クラブ解散により，

クラブ並びに会員は，集団的にも個人的にも

名称並に徽章に関する一切の権利及び特典を

喪失するものとする。

　18.国際ロータリーの方針として，理事会

は，国際ロータリー以外の如何なる個人また

は団体が，営利または他の目的のためにイン

ターアクト・クラブを一般に利用する権利を

認めない。

　19.国際ロータリーの方針として，少女ク

ラブの結成および提唱はインターアクト・ク

ラブの本来の機能乃至適切な活動とは認め得

ない。

20.　地区ガバナーは，インターアクト・プ

ログラムを公表し，新しいインターアクト・

クラブの結成を促進し，管轄地区内のインタ

ーアクト･プログラムを管理するに際し,彼の

補佐役として地区内各地のロータリアンから

構成される地区インターアクト委員会を任命

するよう要請されている。地区インターアク

ﾄ委員会を任命することが可能であり，かつ

－179－



実行出来る場合は，

任することにより，

規定すべきである。

１名乃至数名の委員を再

委員の継続性を保つよう

21.　クラブレベル以上のインターアクトの

組織体と会合：

　イ）もしも，国際ロータリーの１地区内

　　に，五つまたはそれ以上のインターアク

　　ト・クラブがある場合，それらのクラブ

　　は，会員中よりインターアクト・ガバナ

　　ーを選定することが出来る。選挙の方法

，は，地区インターアクト委員会によって

　　決定されるものとする。インターアク

　　ト・ガバナーの職務は，地区単位の会合

　　の準備に当って，地区インターアクト委

　　員会を援助し，助言を与え，又可能の場

　　合かかる会合を司会し，特に地区内イン

　　ターアクト・プログラムを拡大充実する

　　ことに関して地区の全インターアクト・

　　クラブに助言し，激励，感銘を与え，そ

　　してインターアクトを世界的な規模のも

　　のとし又国際理解のためのこのプログラ

　　ムの実行能力と業績とに注意を集中せし

　　めるよう助力することである。

　ロ）国際ロータリーの地区内において，相

　　互に便利な土地に二つまたはそれ以上の

　　インターアクト・クラブが存在する場合

　　には，友情を深め，意見を交換し，感銘

　　を分かち合い,地区内のインターアクト･

　　プログラムを強化，拡大，充実させるた

　め，地区インターアクト委員会の１名乃

　　至数名の委員の助言と指導と出席のもと

　　に，各クラブ代表者の会合を開催するよ

　　う奨励されている。距離の関係が許せ

　　ば，１名乃至数名の地区インターアクト

，委員の出席指導のもとに，かかる会合

　を，地区単位で，開催できるであろう。

゛ノＸ 可 な場合，２以上の地区，特に２以

上の国の地区からのインターアクト｡'ク

ラブ会員との会合が奨励されている。こ

ﾚのような会合は，ホスト地区のインター

アクト委員会の委員１名乃至数名の出席

指導の下に行なわれるべきものとする。

ニ）地区単位のインターアクト会合の目的

　　は，学校及び地域社会に対する奉仕に関

　　してインターアクト・クラブを激励し，

　　啓発し，感銘を与えるため，及び国際理

　　解のためにインターアクトが世界的に発

　　揮し得る能力と業績とに注意を集中せし

　　めるためである。

　ホ）国際ロータリーは，地区インターアク

　　トの会合またはインターアクト・ガバナ

　　ーの経費を，負担しないものとする。か

　　かる会合の経費は最小限度に止め，参加

　　者が負担出来る範囲のものとする。

　22.　インターアクト・プログラムの経費資

金の調達：

　イ）国際ロータリーは，インターアクト・

　　ガバナー又はインターアクト・クラブの

　　会合，またはインターアクト・クラブ集

　　団会合に要する費用は,一切負担しない。

　ロ）インターアクト・クラブまたはインタ

　　ーアクト・クラブの集団の会合を開催す

　　るに必要な費用は，最小限度に止めるべ

　　きであり，然もその会合は，有意義なプ

　　ログラムを織り込んだ効果的なものでな

　　ければならない。

　ハ）インターアクト・クラブのプログラム

　　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　　とは，インターアクト・クラブの責任で

　　ある。

　ニ）インターアクト・クラブを後援してい

　　るロータリー・クラブは，そのインター

　　アクト・クラブに対し，臨時または付随

　　的の財政的援助以外の寄付を行なうべき

　　ものではない。

　ホ）インターアクト・クラブは，広くロー

　　タリー･クラブ又は他のインターアクト･

　　クラブに対し財政的援助を懇請すべきで

　　はない。

　へ）インターアクト・クラブは，何等有意
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　義な返報をなさずして，その地域社会内

　の個人，事業所または団体に財政的援助

　を懇請すべきではない。

　ト）インターアクト・クラブ会員の会費ま

　たは割当会は，名目上の金額に止め，然

　もそのクラブの管理に要する経費にのみ

　充当すべきものである。総て，インター

　アクト・クラブが実行する活動並びに計

　圃に要する資金は，会費または割当会と

　は別個に，クラブが調達すべきものであ

　る。

チ）インターアクト・クラブ会員をクラブ

　並びに地区大会プログラムに参加するよ

　う招待するロータリー・クラブ及び地区

　大会は，起こり得る法律上又は道義上の

　義務と責任に対しクラブ乃至地区大会を

　保護するために十分な旅行傷害及び責任

　保険に加人すべきである。

　　　　　　（方針声明了）

理事会は，

イ）地区水準におけるインターアクトの組

織体を，インターアクトに関する方針声明の

第21項(ｲ)に規定されているものに限ることと

定める；
一

口）実行できるところでは，インターアク

ト年次大会をロータリー地区内で開くよう勧

　　　　　　　　㎜■■㎜■■■㎜㎜■㎜

告する;

ノ｀ゝ

地区内におけるインターアクト の

すべての面についてその調整をはかるため，

ロータリー地区委員会と当該地区内のインタ

ーアクト・クラブとの連絡に当たることをも

って，インターアクト・ガバナーの主

とすることと定める。

任務

ニ）国際水準で行なうインターアクト計画

については，地区水準のインターアクトの組

織体によって た知識と経験をもってするイ

ンターアクトの効

促進を

タ 祉およびその拡大の

め，その監督と指導の責任を国際ロ

－タワー中央

める。

務局において

理68－69

うべきことと
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青少年への奉仕

ローターアクト・クラブ

　　　　　　　　　(Rotaract Clubs)

　理事会（1967－68）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青年のためのクラブを結成且つ後

援することのできる計画を採択した。その計

画はローターアクトと呼ばれる。

ローターアクト・クラブは，これを提唱す

るロータリー・クラブの区域内またはロータ

－アクト・クラブの存しないその隣接区域内

に

－

25

－

S四

住，就 または している17才から

25才までの青年によって構成する。ロータ

クト・クラブのある近隣区域からも，双

方の提唱ロータリー・クラブの明示の承

得て，会 を 拳することができる。男女混

の会員組織の場合は，男子会員はいかなる

合でも半数未満であってはならないものと

する。年齢制限の上限は，大学課程在学中の

には適用しない。

　ローターアクトの目的は，あらゆる職業に

おいて高い道徳的水準を受諾し尊重するよう

奨励し，地域社会に対する奉仕を通じて指導

力と善良なる市民精神を育成し，かつ国際理

解と平和とを促進することにある。

理事会は本計画が次の規定に従って実行さ

れるべきことに同意した：

１．　如何なる地域社会においてもインターア

　　クト・クラブ会員とローターアクト・ク

　　ラブ会員の年齢は重複せざること；

2.ローターアクト・クラブ年度はロータリ

　　ー・クラブ年度又は暦年度の何れかと一

　　致させること；

3.ローターアクト・クラブ会員資格は会員

　　が25歳になった時のクラブ年度を以て

　　終結するものとする；

4.ローターアクト・クラブ会員組織の継続

　　性を確保するため，年齢別の会員数が常

　　に均衡を保つようにできうる限り努める
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　　こと;

5.毎年ロータリー・クラブのローターアク

　　ト委員会委且を１名又はそれ以上再任す

　　ることにより，委員の継続性を係つよう

　　規定することが重要である。

如何なる意味においても，ローターアク

ト・クラブは提唱ロータリー・クラブ又は国

際ロータリーの一部又は合法的加盟クラブと

考えてはならない。ローターアクト・クラブ

会員は「ジュニア・ロータリアン」と呼ばれ

たり看倣されぬものであり，又ロータリー徽

章を使用したり佩用してはならない。ロータ

リーこ一一徽章とは異なった，ローターアクト・ク

ラブ会員専用の徽章が別にある。

　理事会（1967－68）は，国際ロータリー地

区内におけるローターアクト・クラブの結成

並びにローターアクト・プログラムの管理に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

次の如き声明後に一部改正を採択した：

１．ローターアクト計画は，国際ロータリー

が推進し，かつ創設したもので，国際ロータ

リーの活動の一つである。定款の諸規定の制

定ならびに実施，結成上の必要条件，手続の

基準，ローターアクトの名称および徽章の保

護ならびに保存に関する権限は，国際ロータ

リーに帰属するものとする。

2･　。ローターアクト・クラブはロータリー・

クラブ提唱の下に17歳より25歳1までの青

年により構成される組織体である。その目的

は，あらゆる職業において高い道徳的水準を

受諾し尊重するよう奨励し，地域社会に対す

る奉仕を通じて指導力と善良な市民精神とを

育成し，かつ，国際理解と平和とを促進する

ことにある。その目標とするところは，（1）建

設的指導力と個人的誠実性とを育成し，（2）他

人に対し思いやりがあり，かつ力となるよう

奨励，実践し，（3）家庭と家族の重要さを深く

認識し，かつ国家への忠誠心を植え付け，（4）

１　標準ロークーアタト・クラブ定款は,年齢制限の上限は

‘･大学生には適用されぬものと規定している。

Ｓ Ｊ ４ ｙ ｒ Ｊ ￥ ｈ ･７

各個人の価値を認識することにより，他人の

権利を尊重し，(5)個人的成功，地域社会の改

善ならびに団体的業績の基盤として，個人的

責任の受諾を強調し，(6)社会奉仕の機会とし

て，すべての有用な職業の尊厳と価値とを認

識し，(7)地域社会，国家ならびに世界情勢に

開する知識と理解とを深める機会を提供し，

(8)すべての国の人々に対して国際理解と親善

とを増進する個人的ならびに団体的活動の道

を開拓し，(9)職業上の知識ならびに責任感を

育成することにある。

3.ローターアクト・クラブは，一つのロー

タリー・クラブまたは数クラブによって結成

され，後援され，かつ指導監督され，国際ロ

ータリーの認証と承認を得て設立される。そ

の他の方法を以てしては，創立することも，

維持することも出来ない。クラブの存続は，

提唱ロータリ，゛･クラブの不断の後援と国際

ロータリーが継続して承認を与えるか否かに

かかっている。

4.国際ロータリーが設定した枠内で，提唱

ロータリー・クラブは，ローターアクト・ク

ラブを結成し，その後指導と助言を与える責

任を有し，かつローターアクト・クラブの全

活動，方針ならびにプログラムを完全に統制

し，かつ指導監督するものとする。

5.ローターアクト・クラブが大学を結成基

盤とする場合，提唱ロータリー・クラブは，

そのクラブに対しては，当該大学*当局制定

のすべての学生組織ならびに課外活動に開す

る規定ならびに方針と同一のものに従うべき

ものであることを了解の上，大学当局の完全

な協力のもとに，当該ローターアクト・クラ

ブを統制し，指導監督するものとする。

6.ローターアクト・クラブのすべての活

動，計画およびプログラムは，常に国際ロー

タリーの方針に調和して行なわれるべきもの

とする。従ってローターアクト・クラブに対

＊本方針声明書で使用される大学なる言葉はすべての最高

　教育機関を含む。
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するロータリー・クラブの絶えざる後援と国

際ロータリーの継続的承認は，それを条件と

するものである。

7.　標準ローターアクト・クラブ定款は，国

際ロータリーによって規定されるものであ

り，かつ国際ロータリー理事会によってのみ

改正されるべきである。クラブ結成ならびに

認証の必要条件として，各ローターアクト・

クラブは，標準ローターアクト・クラブ定款

を採択し，雨後国際ロータリー理事会の採択

する改正条項のすべてを自動的に採用せねば

ならない。

8.各ローターアクト・クラブは，標準ロー

ターアクト・クラブ定款および国際ロータリ

ーが設定した方針とに矛盾しない細則を採択

せねばならない。かような細則は，提唱ロー

タリー・クラブの承認を得なければならな

い。

9.　ローターアクドクラブは･会員が選出さ，

れる居住地，就職地または大学がその区域限

界内にあるロータリー・クラブにより提唱さ

れるべきものとする。且し，国際ロータリー

理事会が提唱ロータリー・クラブの区域限界

外にローターアクト・クラブの結成を認める

旨を文書を以て許可した場合はこの限りでな

い。

10.　ローターアクト・クラブは，次の条件下

に２以上のロータリー・クラブが共同して結

成し，かつ後援することができる：

　（ｲ）地区ガバナーは，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータリー・クラブならびに

　　ローターアクト・プログラムに対する最

　　大の利益が共同提唱によりもたらされる

　　ことを文書により表明し，承認を与えな

　　ければならない。

　（ﾛ）推薦されるローターアクト・クラブの

　　会員は各提唱ロータリー・クラブの区域

　　限界内より各々相当数選出されなければ

　　ならない。

　（ﾊ）個々のロータリー・クラブの提唱によ

青少年への奉仕

　　り，個々にローターアクト・クラブを結

　　成することが，当該地域社会あるいは大

　　学内に本質的には単一の青年団体である

　　べきローターアクトを，人為的に分離し

　　て創ることになるか，またはそのような

　　結果を招来するような情況の場合に限

　　る。

　岡　各提唱ロータリー・クラブの有能な代

　　表者を以て合同ローターアクト委員会が

　　構成されなければならない。

11.ローターアクト・クラブの各会員は，入

会を認められると同時にローターアクト・ク

ラブの定款ならびに細則の規定を承認遵守す

ることに同意したものとする。

12.ローターアクト・クラブの会員資格は，

国際ロータリーより提唱ロータリー・クラブ

を通じてローターアクト・クラブヘ支給され

るローターアクト会員証により立証されるも

のとする。

13.ローターアクト・プログラムに使用，ま

たは適用されるローターアクトの名称および

徽章は，国際｡ロータリーの所有に属し，正式

に設立されたローターアクト・クラブならび

にその適正資格ある会員は勿論，ローターア

クト・プログラムに参加する者の専用のため

に保存されるべきものとする。

14.ローターアクト・クラブ会員は，ロータ

ーアクト・クラブ会員資格存続中，適正な品

位ある方法で，ローターアクト(?)名称および

徽章を使用ならびに表示する資格を与えられ

ている。ローターアクト・クラブ会員資格終

結の際，またはローターアクト・クラブ解散

の場合には，かかる資格は失われるものとす

る。

15.ローターアクト・クラブは(ｨ)その定款に

従って運営されない場合，或はその他の理由

により，提唱ロータリー・クラブの同意，承

認，合意の有無に不拘，国際ロータリーによ

り(口)提唱ロータリー・ク∂ブにより，または

㈲ローターアクト・クラブ自身の決定によ
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り，解散することになる。

16.ローターアクト・クラブの解散により，

クラブならびに会員は，集団的にも個人的に

も名称ならびに徽章に関する一切の権利およ

び特典を喪失するものとする。

17.国際ロータリーの方針として，理事会

は，国際ロータリー以外の如何なる個人また

は団体に対しても，営利または他の目的のた

めにローターアクト・クラブを一般に利用す

る権利を認めない。

18.地区ガバナーは，地区内にローターアク

ト・プログラムを公表し，新ローターアク

ト･クラブの結成を促進し，ローターアクト･

プログラムを管理するに際し，その補佐役と

して地区内各地のロータリアンによって構成

される地区ローターアクト委員会を任命する

よう要請されている。地区ローターアクト委

員会の任命に際しそれが可能であり，かつ実

行出来る場合は，１名乃至数名の委員を再任

することにより，委員の継続性を保つよう規

定すべきである。

19.クラブ･レペル以上のローターアクト･ク

ラブの会合：

（ｲ）もしも，国際ロータリーの１地区内

-

に，５以上のローターアクト・クラブが

ある場合，それらのクラブは，会員中

よりローターアクト・ガバナーを選挙す

ることができる。選挙の方法は，地区ロ

ーターアクト委員会によって決定される

ものとする。ローターアクト・ガバナー

の職務は，地区単位の会合の準備に当っ

て，地区ローターアクト委員会を援助

し，助言を与え，また可能の場合かかる

会合を司会し，特に地区内のローターア

クト・プログラムを拡大，充実すること

に関して地区内のローターアクト・クラ

ブに助言し，激励，感銘を与え，そして

ローターアクトを世界的な規模のものと

しまた国際理解のためのこのプログラム

の実行能力と業績とに注意を集中せしめ

秦

るよう助 することである。

（ﾛ）国際ロータリーの地区内において，相

　互に便利な土地に存在する二つまたは三

　つ以上のローターアクト･クラブは,友情

　を深め，意見を交換し，感銘を分かち合

　い，地区内のローターアクト・プログラ

　ムを強化，拡大，充実させるため，地区

　ローターアクト委員会の１名乃至数名の

　委員の助言と指導と出席のもとに，各ク

　ラブ代表者の会合を開催するよう奨励さ

　れている。距離の関係が許せば，地区口

　―ターアクト委員会の指導のもとに同委

　員会の委員１名乃至数名同席の上，かか

　る会合を地区単位で，開催することもで

　きるであろう。

（ﾊ）可能な ２以上の地区， に２以

上の国の地区のローターアクト・クラブ

会 との会合も奨励されている。このよ

うな会合は，ホスト地区のローターアク

ト委員会の委員１名乃至数名の出席指導

の下に行なわれるべきものとする。

　岡　地区単位のローターアクト・クラブ会

　　合の目的は職業奉仕および社会奉仕に関

　　してローターアクト・クラブを激励し，

　　啓発し感銘を与えるため，および国際理

　　解のためにローターアクトが世界的に発

　　揮し得る潜在能力と業績とに注意を集中

　　せしめるためである。

　（ﾎ）国際ロータリーは，地区ローターアク

　ー　　ト・クラブの会合の経費を，負担しない

　　ものとする。かかる会合の経費は，最小

　　限度に止め，参加者が負担出来る範囲の

　　ものとする。

20.ローターアクト・プログラムの経費のた

めの資金調達：

　（ｨ）国際ロータリーはローターアクト・ク

　　ラブの会合，またはローターアクト・ク

　　ラブの集団会合に要する費用は一切負担

　　しない。

　（ﾛ）ローターアクト・クラブまたはロータ
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　一アクト・クラブの集団の会合を開値す

　るのに必要な経費は，最小限度に止める

　べきであり，しかもその会合は，有意義

　なプログラムを織り込んだ効果的なもの

　でなければならない。

㈲　ローターアクト・クラブのプログラム

　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　とは，ローターアクト・クラブの責任で

　ある。

（ﾆ）ローターアクト・クラブを後援してい

　るロータリー・クラブは，そのローター

　アクト・クラブに対し，臨時または付随

　的の財政的援助以外の寄付を行なうべき

　ものではない。

（ﾎ）ローターアクト・クラブは，広くロー

　タリー・クラブまたは他のローターアク

　ト・クラブに対し財政的援助を懇請すべ

　きではない。

（へ）ローターアクト・クラブは，何か価値

　ある返報をなさずして，その地域社会内

　の個人，業界または団体に財政的援助を

　懇請すべきではない。

（ﾄ）ローターアクト・クラプ会員の会費ま

　たは賦課金は名目上の金額に止め，しか

　もそのクラブの管理に要する経費にのみ

　充当すべきものである。ローターアク

　ト・クラブが実行する活動ならびに計画

　に要する資金は，会費または賦課金とは

青少年への奉仕

　別個に，クラブが調達すべきものであ

　る。

(ﾁ)ローターアクト・クラブ会員をクラブ

　ならびに地区大会のプログラムに参加す

　るよう招待するロータリー・クラブおよ

　び地区大会は，起こり得る法律上または

　道義上の義務と責任に対しクラブ乃至地

　区大会を保護するために十分な旅行傷害

　および責任保険に加入すべきである。

　　　　　　(方針声明了)

理事会は，暫く，ローターアクト計画が世

的にどれ位進歩を見せるかについて に充

分な見極めがつくまで，地区レペルにおける

ローターアクトの組織体をローターアクトに

関する

ものに

針声明の第19項に規定されている

ることと定める。（理68－69）

青少年活動週間

　　　　　(Youth ActivitiesWeek)

理事会は，毎年10月15日を含む週間に，

少年活動週間が設けられ，これが，専らイ

ンターアクト，ローターアクトおよび青少年

交換を含むすべてのロータリー後援の青少年

活動のために充てられるべきことと定める。

(理68－69，69－70
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区　　域 限　　界

(Territorial Limits)

名称又は区域限界の変更手続

　(Procedure for Changing Name or

　　　　　　　　　Territorial Limits)

　ロータリー・クラブが国際ロータリーに加

盟を承認された時には，クラブ定款として標

準クラブ定款を採用する。そうすることによ

って，特定クラブに関する事項として標準ク

ラブ定款の本文中空欄になっている第１条

(名称)及び第２条(区域の限界)は国際ロータ

リー理事会の承認を侯ってクラブによって書

き込まれる。これら２ヵ条に関するその後の

変更も同様に国際ロータリー理事会の承認を

得なければならない。

　クラブの名称又は区域限界変更に関する手

続は，クラブ定款第14条第４節に次の如く

規定されている：

　第ｔ節　本定款の第１条(名称)及び第２条

(区域限界)は，本クラブの例会においていつ

でも，投票する出席会員の過半数の賛成投票

によって改正することができる。但し当該改

正案の通告がこれを議する例会の少なくとも

10日前に各会員に郵送されなければならな

い。そして更に，かかる改正は国際ロータリ

ー理事会に提出してその承認を求めなければ

ならない。その承認があって初めてその改正

は効力を発するものとする。

区域の定義（Dennition of Territory）

參

　各ロータリー・クラブは或る一定の地方に

結成せられ且つ存在しなければならない。

　国際ロータリーは，そこに十分の職業人が

実際に社会に奉仕しており，それらの人々の

事務所とか職場とか居住所がお互いに隣接し

ており，ロータリー･クラブとしての機能を発

揮することが出来る適当な範囲の区域を，斯

様な地方として認めることができる。斯様な

地方にクラブを結成するに当って，国際ロー

タリーは，クラブ定款にその区域を書き入れ

るべき地方の地理的限界を指定しなければな

らない。そしてその後斯様な区域は，国際ロ

ータリー及びクラブ相互の同意による以外変

更してはならない。国際ロータリーの同意を

得て，クラブはアディショナル・クラブ結成

のためその区域の一部を譲渡することが出来

る。

　仮ロータリー・クラブは，その名称として

その地方を現わすような言葉を採用すべきで

あり，国際ロータリーの承認を条件としてそ

の選ばれた名称をその定款に書き入れ，そし

て一旦その承認をえた以上は国際ロータリー

とクラブ相互の同意がなければ変更してはな

らない。（理38－39）

　理事会は，クラブの区域限界が地方の自治

体の限界と同－であり，その自治体の限界が

その後拡張された場合，それによってクラブ

の区域が自動的に拡張されることはなく，国

際ロータリーの定款中のロータリー・クラブ

の区域限界改正に関する規定に従ってクラブ

が所定の措置を講じない限りクラブの区域は

従前通りとする。（理67－68）

　クラブ結成に従事する人の手引として，理

事会は次の如き解釈文を採択した:
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採択した：

　（ｲ）ロータリー・クラブの区域限界は，ク

　ラブ定款に特別に定義されている通りと

　し，クラブが正会員を選挙できる区域はそ

　のように特別に定義されている地域のみを

　含むものである：

　（ﾛ）従って，あるクラブに関し，その所在

　する地域社会がクラブの区域限界に直属す

　る農村地域にとって主要な金融，取引，輸

　送の中心地である場合にその地域はクラブ

　の区域限界に含まれるというこれまでの取

　決めはもはや無効であ,る；その結果クラブ

　の正会員に選挙される者は，クラブ定款に

　特別に定義されている区域内に事業所又は

　居住所を持っていなければならない；

　㈲　先の取決めに基づき選ばれたロータリ

　ー・クラブの正会員はその会員資格を持続

　することができるが，持別に定義されたク

　ラブ区域外に事業所並びに居住所の両者を

　有する者を新会員として入会させることは

　できない；

　（ﾆ）もしクラブの区域がクラブが所在する

　市，町，乃至その他の自治地域名でのみ表

　わされている場合，クラブの区域限界はク

　ラブ所在地の市，町，乃至その他の自治地

　域の限界と同一とする；

　（ﾎ）もしクラブの区域が持別に定義された

区　域　限　界

ﾄ表わされている場合，その

　ま二つ以上の市，町及びその

う一部と，近接した，関連の

　ごない区域で，疑いもなく農

　5牙ブ所在地が当該近接区域の

　匯引及び輸送の中心地である

　IEr実である区域とを含むこと

尹が，クラブ定款に特別に定

ｙラブの区域を，近接してい

K域にまで拡大すべきものと

ンラブは，クラブ定款の規定

り定義によって斯様な地域を

　クラブの区域眼界に含めるよう定款を改正

　し，承諾を得るため同改正案を国際ロータ

　リー理事会へ提出するよう適切な手続を取

　らなければならない;

　（ﾄ）承諾を得るために理事会へ提出され

　る，クラブ定款の区域限界関係規定改正に

　関するクラブ決議の通知書には，改正理由

　書を添付しなければならない。又，クラブ

　が相互に非常に近接している場合には，近

　隣クラブとの協議並びに区域改正案に関し

　てそれらクラブの区域限界調査の結果，当

　該クラブは改正によって他クラブと区域限

　界に関する衝突は起こらぬと信ずる旨の確

　詔書も添えなければならない。（理64－65）

　理事会は，ロータリー・クラブの区域限界

に関する文書中の「近接地域」とは，ロータ

リー・クラブの結成並びに運営を成功させる

のに当然必要と考えられる一定のロータリー

の地方と実際に接触を持つか或は直接地続き

になっている地域を指すのであり，かつそこ

の住民が斯様なロータリーの地方を，彼らが

興味ある地域社会を作るために行なう社会，

市民，及び事業上の諸種の活動並びに奉仕の

ための場として最重要視している場合とする

ことに同意している。（理6←67）

－187 －



区域の放棄（Relinquishing Territory）

　クラブの区域が無限であるとか，必要以上

に広いというような場合には，ロータリーの

理想と原理を他の地域社会に規則正しく且つ

組織的な方法で進めて行かれるようにするた

め，クラブはその区域を調整又は縮小するよ

う考慮することが要求されている。事務総長

は,国際ロータリー理事会のこの要求を,クラ

ブ区域の調整又は縮小が現在のクラブ会員の

地位に影響しないという諒解の下に，関係ク

ラブに注意するよう指示されている。（理39

→10）（「大都市にアディショナル・クラブ」

　－　頁参照）
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ロータリー財団

(The Rotary Foundation)

　国際ロータリーの定款（第10条）及び細則

（第20条）に規定されているロータリー財団

は，国際ロータリー理事会並びにロータリー

財団管理委員会の採択せる下記の信託宣言の

条件のもとに，アメリカ合衆国イリノイ州で

,組織せられた信託財産である。

信託の宣言（Declaration of Trust）

　ロータリー財団管理委員会委員長は，理事

会（1931－32）に対し大要次の如き報告を行

なった：

　現在ロータリー財団の法律的地位は，細則

第20条の規定により定められている。財団

を法人化する問題に関してはかなりの考慮が

加えられた。財団管理委員長Klumph及び

管理委員Chapinは，シカゴのロータリアン

Holdenと協力し，法律的見地から法人のす

べての利点を与えると共に若干の不利な点を

避けることができると考えられる一種の信託

宣言を起草した。財団管理委員会により完成

され，国際ロータリー理事会の同意を得たこ

の宣言は，財団の永続性を保証する効力を有

するであろう。従って，財団管理委員会は，

理事会がこの信託宣言に同意し，国際ロータ

リーの役員に国際ロータリーに代って宣言案

に署名することを委任するよう要請するもの

である。

　理事会（1931－32）は，次の如き財団の信

託宣言に同意し財団管理委員会が同宣言を実

施することを承認した。

　1931年11月12日，U.S.A.の一州，イリノ

イ州の法人である国際ロータリーと，ロータ

リー財団管理委員Arch C. Klumph, Rufus

F.　Chapin，Charles Rhodes，Harry H.

Rogers及びCharles A.Manderならびに

その後任者との間に作成締結せられた本信託

宣言は，次のことを証言する。

　国際ロータリー細則第20条には次の如く

規定されている：

　（注：信託宣言には細則第20条第１節より

第10節に至る全文が掲げてある。　268－271

頁参照）

　且つ上述の管理委員会は，上掲細則第20条

第１節及び第２節により指名され正式に任命

されたものであり，又国際ロータリーの代表

として全権を有する国際ロータリー理事会の

正当な権限と指示の下に，第20条の規定に

従い信託の宣言を行なうものであるが故に，

ここに次の如く宣言する。

　第１：前記ロータリー財団の管理委員会に

よって受取られ且つ保管せられた総ての財産

は，贈与，遺贈遺言又は遺贈の条件によって

別段の定めあるものを除き，その基本財産及

び（又は）それよりの収入を単一信託とし，

国際ロータリー理事会の承認，決定又は設定

する国際ロータリーの博愛，慈善，教育又は

教性の目的，綱領1），運動又は施設のため，

そして単にそれにのみ支出するために受取ら

れ且つ信託財産として保管されるものとす

る。主要資産として保管された総ての資産は

厳に，その用語の法律上の意味における慈善

的使用にのみ保管されるものとする，という

ことが明白に宣言されている。

1）1951年（アトランテツク・シティー）国際大会はロー

　クリーの「綱領」を複数（Objects）から単数（Object）

　に変更した。
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　第２：上述の管理委員会の権限は，上記の

細則に規定せられてある如くその改正に従う

ことを条件として，上記細則に定める通りと

する。しかしながら改正或は改正の権限は，

如何なる場合も，前述の如く受理した資金及

び財産はすべて慈善的使用にのみ保管される

ものとするとの本信託宣言をそこなうものと

考えられたり了解されてはならないというこ

とをここに明らかに宣言する。

　第３：本宣言は，贈与，遺贈遺言又は遺贈

の条件によって別段の定めある場合を除き，

信託財産と，条件の有無を問わず，現在又は

今後受理されるべき，生命保険から入る金資

金を含むすべての資金に適用されうる権限と

に適用され且つそれらを管理するものとす

る。

　以上の証明として財団管理委員会は，前記

日付を以てここに署名調印をなし，且つその

の承認の証として国際ロータリー理事会によ

って与えられた権限により同様のことを行な

い，国際ロータリーに代って正式に委任され

た役員の手によりここに国際ロータリー印を

捺印する。

財団資金支出の目的

　(Purposes for Which Funds of the

　　FoundatiollShaII Be Expended)

　国際口７タリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，財団の資金を支出する目的に

関し，次の如き決議を採択した。

　国際ロータリー細則第20条第１節は,次の

如く規定している：

　ロータリー財団の金財産に対する権利はｎ

名の管理委員及びその後継者に帰属するもの

とする。これらの管理委員は，本細則によっ

て，或は贈与，遺贈遺言，又は遺贈の条件に

よって別段の定めある場合を除き，これを保

管し，投資し，運用し，管理し，そして，理

事会の承認を得てその元金又はそれより生ず

る収入を，単一信託として，国際ロータリー

の目的又はロータリーの綱領，もしくは国際

ロータリによって発起され或は承認された，

博愛，慈善，教育，又はその他の慈善的目的，

目標，運動，又は制度の推進のために消費す

るものとする。

　そして1931年11月12日,国際ロータリー

理事会及びロータリー財団管理委員会によっ

て実施された｢信託宣言｣は次の通り規定し

ている：

　　第１：前記のロータリー財団の管理委員

　会により受取られ且つ保管せられたすべて

　の財産は，条件付贈与，不動産贈与又は遺

　贈を除き，その基本財産及び(又は)それよ

　りの収入を，単一信託として国際ロータリ

　ー理事会の承認，決定又は設定する国際口

　一タリーの博愛，慈善，教育又は教惶の目

　的，綱領1)，運動又は施設のためそして単

　にそれにのみ支出するために受取られ且つ

　信託財産として保管されるものとする。主

　要資産として保管された総ての資産は厳

　に，その用語の法律上の意味における慈善

　的使用にのみ保管されるものとするという

　ことが明白に宣言されている。

　　第２：上述の管理委員会の権限は，上記

　の細則に規定される如くその改正に従うこ

　とを条件として，上記細則に定める通りと

　する。しかしながら改正或は改正の権限

　は，如何なる場合も，前述の如く受理した

　資金及び財産はすべて慈善的使用にのみ保

　管されるものとするとの本信託宣言をそこ

　なうものと考えられたり了解されてはなら

　ないということをここに明らかに宣言す

　る。

　　第３：本宣言は，贈与，遺贈遺言又は遺

　贈の条件によって別段の定めある場合を除

　き，信託財産と，条件の有無を問わず，現

1）1951年（アトランテック・シティー）国際大会はロー

　クリーの「綱領」を複数「Ob」ects）から単数（Object）

　に変更した。
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　在又は今後受理されるべき，生命保険から

　入る金資金を含むすべての資金に適用され

　うる権限とに適用され且つそれらを管理す

　るものとする。

　且つ又，国際ロータリー理事会及びロータ

リー財団管理委員会は，以上の諸規定が，個

人及び団体による慈善その他の寄付，及び所

得税を免除されるべき団体に関するU.S.A.

国内歳入条例の諸規定に該当するものと解釈

していることを記録することはのぞましいこ

とであるが故に，

　ロータリー財団の基本財産或は収入からの

支出は，管理に要する費用を除き，絶対に，

慈善，科学，文学，教育或はその他U.S.A.

国内歳入条例，第23(o)，2，23(q),2及び

101(6)の各項に含まれる目的に使用されるべ

きこと，又，ロータリー財団の基本財産たる

と収入たるとを問わず，その如何なる部分と

雖も個人的利益のために使用しないこと，

又･口アタリー財団の活動の相当な部分が宣

伝その他立法に影響を与えようとする試みに

向けられてはならないこと，及び最後に，ロ

ータリー財団の解散の暁には，その基本財産

及びそれより生ずる収入は，本決議の条件に

従って支出されるものとすることをここに決

議する。(理44－45，財団管理委44－45)

所得税申告に対する寄付金額の控除

　(Deductibility of Contributions on

　　　　　　　lncome Tax Returns)

　国によっては所得税申告を行なう場合ロー

タリー財団への寄付金は控除されている。ク

ラブ並びに各個人は夫々の国に於て斯様な寄

付金が所得税の課税金額から控除されるかど

うかを所在地の関係当局に確かめるべきであ

る。

　次に掲げるものは，国際ロータリーが受理

した1948年９月22日付合衆国財務省国内歳

入局長の書翰の抜草である：

ロータリー財団

　本官は，貴財団が専ら慈善的，教育的目的

のために組織されていることを証明せる提出

証拠書類に基づき，国内歳入法第101節(6)の

規定並びに先の歳入諸条令の該当規定によ

り，貴財団は連邦所得税を免除されるものと

判定する。

　貴財団に対する寄付は，修正国内歳入法第

23節(o)，(q),の各項に規定された方法及び

範囲内において，かつ先の歳入諸条令の該当

規定により，寄付者の純課税所得額から控除

される。

　貴財団に提供される遺贈，遺産，不動産の

遺贈又は財産譲渡証書は，国内歳入法第812

節，(d)項並びに第861節(a)項(3)に規定され

た方法と範囲内において，且つ／又は先の歳

入諸条令の該当規定により，故人の課税財産

額より控除される。貴財団への贈与財産は，

国内歳入法第1004(a)(2)(B)並びに1004(b)の

(2)及び(3)並びに／又は先の歳入諸条令の該当

規定により，課税贈与額より控除される。

　カナダにおいては，寄付者が所得税法第27

節(1)(a)の規定に従い且つその範囲内におい

て課税所得額を計算する際，もし正規の領収

書により立証されるならば，寄付金を控除額

として申告することができる。

ロータリー財団の基本財産からの支出

　(Expenditures From the Corpus of

　　　　　　TheRotary Foundation)

　1968年国際大会はロータリー財団基本財

産よりの支出を規定する，次の決議を採択し

た：

第59回年次国際大会において国際ロータリ

ーは，1970年７月１日より２ヵ年間に，年額

200万ドルを超えざる範囲において，国際ロ

ータリー理事会並びに過半数のロータリー財

団管理委員の承認を条件として，ロータリー

財団の目的推進のため同財団の基本金より支

出し得ることを決議する。（メキシコシティ
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一大会決議68－60）

　1970年国際大会はロータリー財団の基本

財 よりの

を採択した：

第61

出の継続を規定する，次の

司年次国

議

会において,国際ロータ

リーは1972年７月１日より２ヵ年 に，年額

250万ドルを超えざる範囲において国際ロー

タリー理 会並に過半数のロータリー財団

理委員の承認を条件として，ロータリー財団

の目的推進のため同財団の基本金より支出し

得ることを決議す

70－64）

○
アトランタ 会決議

財団の目的

　(The objective of the Foundation)

　先に発表されたロータリー財団の目的は，

財団管理委員会（1964－65）により次の如く

改正され，かつ理事会（1965－66）により承

認された：

　ロータリー財団の目的は，博愛，慈善，教

育的性質の，確実で且つ効果的な企画によっ

て各国の国民間に理解と友好関係を増進する

ことにある。　　　　　　　　　　　　　　｀

財団管理委員の任命

　　　　(Appointment of Trustees)

　国際ロータリー細則（第20条）は，理事会

の承認を得て，会長が11名の委員を任命す

るものとし，そのうち6名は元国際ロータリ

ー会長，３名は財団が支援する活動分野の経

験者，残る２名は財務畑の経験者とすべきこ

とを規定している。

　財団管理委員会は毎年，管理委員１名を次

年度の委員長に選定する。委員長が欠員とな

った場合，残余の任期を務める委員長も同管

理委員会が選定する。

　元国際ローダリー会長である６名の管理委

員の任期は６年とする；その他の委員の任期

は２年である。各管理委員とも再任され得

る。欠員は，理事会の承認を得て，国際ロー

タリー会長が補充する。

財団管理委員が構成する委員会

　　　(Committees of the Trustees)

　財団の運営方針は，財団管理委員会は投票

により，管理委員がメンバーとして任命され

るべき委員会乃至小委員会を決定し，夫々任

務を設定することと規定している。委員長が

委員及び小委員をも任命するものとし，それ

らの義務は財団管理委員会により規定された

通りとする。

　財団管理委員が構成する委員会は次の如く

設定された：

実行委員会：５名の管理委員で組織され，そ

の委任事項は以下の通りである:

1）財団管理委員会に代って，資金調達並び

に既存の諸活動と投資有価証券の査定と評価

に開するすべての問題を処理しﾀﾞ又,ロータリ

ー財団の目的に添う活動に対し授与される補

助金受領者の選定に当る。但しその活動は斯

様な補助金授与基準に合致するものでかつ１

口の金額は米貨5,000ドル乃至その相当額を

超えてはならない。

2）新規活動の開始並びに推進に開し財団管

理委員会に勧告する。

3）財団管理委員会の方針が既に設定されて

いる場合又は緊急事態が生じた場合，実行乃

至管理に開する事項を決定する。

4）財団管理委員会により既に割当が計上さ

れている支出に開し，必要ある場合，決定す

ること。

5）財団管理委員会が留意すべき事柄を調査

し，それについて財団管理委員会に勧告する

こと。

－192 一一

ゝ ，

6）諸委員会よりの報告を検討し，必要ある

場合本委任事項第３の規定に従って，その報

告の内容について処置を講ずること。

7）実行委員会のすべての決定は次回の財団

管理委員会の会合において報告さるべきこ

と。

8）管理費として5､000ドルを

を割当てること。

えない金

財務並びに投資委員会。：３名の管理委員によ

り構成され，年間予算及び投資を含む財務関

係事項に関し財団管理委員会又は実行委員会

に勧告する責任を持つ。

財団プログラム委員会：３名の管理委員で組

織され，下記の任務を遂行する：

委員会は

1）大学院課程奨学金，大学課程奨学金，専

門的訓練補助金及び研究グループ交換補助金

受領者を選考し，かつ財団管理委員会に代っ

て，既に財団管理委員会によって認可されて

いるその他の補助金を承認し，授与する;

2）既に方針が設定されているか或は緊急事

発生の に，教育補助金プログラムの

営に関する事項について を下すこと，及

び，研究グループ交換プログラム担当の委員

会が止むを得ない事情と判断した場合，

ログラムに関する事項について決定をｰ

と;

同プ

すこ

ロータリー財団

ロータリー財団管理委員会の責任は：

イ）財団の資金を受取り，運用し且つ保管

　　する;

ロ）財団の目標，目的，管理に関する情報

　　を作成し普及する;

ハ）財団へ寄付がなされるような独特の方

　　法を案出する;

ニ）財団の目的を達成するための資金と管

　　　理経費に必要な資金を割当てる;

　ホ）使用できるすべての収入と割当会を活

　　　用するために財団の活動を創始し発展

　　　させる;

　へ）現在実施している財団の諸活動を評

　　　価，検討する;

　ト）財団の資金募集め方法，手段を案出す

　　　る;

　チ）財団管理委員会により設定された手続

　　　に従い，ロータリー財団が支持する諸

　　　活動において各種補助金を受領する適

　　　格な個人，及び慈善乃至教育団体を選

　　　定することである。

　国際ロータリー理事会の責任は，財団管理

委員会が支出を割当てたプログラムを監督し

斯様なプログラムに関する資料を準備し，頒

布することである。（理，管理委63－64，

65－66）

ロータリー財団管理に関する規定

(Rules and Regulations for Administ-

　rationof The Rotary Foundation)

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，ロータリー財団の管理に開す

る次の諸規定を承認した：

　　　　　　年　次　総　会

　1.財団管理委員会の年次総会はロータリ

ー年度の第４半期中に開催さるべきものと

し，その時期と場所は管理委員会が決定する

ものとする。如何なる議事の決裁にも，その

時現在資格を有する現職委員の過半数を必要
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3）ロータリー財団の各種プログラムに関し

て委員会自体の見解と勧告事項を財団管理委

員会に報告する。

財団管理委員会及び理事会とロータリ

ー財団との関係

　(Relationship of Trustees and Board

　　　　to The Rotary Foundation)

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は,゛管理委員会及び国際ロータリ

ー理事会とロータリー財団との関係について

次のような方針声明を承認した：



　とする。但し，斯様な会場へ出席する管理委

　員が過半数に達しない場合は会議を将来に延

･期することができる。委員長欠席の場合は，

出席している委員により臨時委員長を互選す

る。必要な場合或は希望する場合は，ロータ

リー財団管理委員と国際ロータリー理事の合

同会議を上記年次総会の会期中に開くことが

できる。

　　　　　　　その他の会合

　2.上記の外，管理委員長が随時招集する

管理委員の会合，或は委員会又は小委員会が

ある。財団管理委員会の会合は，過半数の委

員に依って，文書で他の委員に会合の時期，

場所を通知し，招集することが出来る。

　　　　　　　事務長の任命

　3.管理委員会は，年次総会において，こ

　の会合の直後の１月１日に始まる暦年度の財

　団事務長を任命する。国際ロータリー理事会

　及び財団管理委員会が別に定める場合を除

　き，財団事務長は，国際ロータリー理事会に

　よって選ばれた同一暦年度の国際ロータリー

　事務総長と同一人たるものとする。事務長は

　事務次長を指名することができる。事務次長

　は，事務長がその職務を執行しえない場合

　に，事務長に代って事務をとることができる

　が，事務長の地位に空席を生じた場合，その

　地位を自動的に継承するものではない。事務

　長は又，ロータリー財団のすべての銀行勘定

　に影響を及ぼす，小切手，銀行手形，約束手

　形，為替手形及び指示書に署名する１名乃至

　それ以上の一般管理部次長を指名することが

　できる。

　　　　　　　会計の任命

　4.管理委員会は，年次総会に於て，この

会合の直後の１月１日から始まる暦年度の財

団会計を任命する。国際ロータリー理事会及

び財団管理委員会が別に定める場合を除き，

国際ロータリー財務長が財団会計係になるも

のとする。会計の報酬は年１ドルとする。財

団管理委員会は財団の副会計２名を任命すべ

きである。国際ロータリー理事会及びロータ

リー財団の管理委員会によって別な決定が行

なわれない限り，中央事務局に最も近くに居

る２名の国際ロータリー副財務長が，財団の

副会計になるべきである。何かの理由で会計

がその職務に当ることのできない場合に，ど

ちらかの副会計がその会計に代って職務を執

行することができるが，会計の地位に空席を

生じた場合に自動的にその地位につくもので

はない。

　　　　　　　　欠　　　員

　5.管理委員会は，事務長，会計或は副会

計に欠員を生じた場合には，本規定第３節及

び第４節の規定に従い，資格あるロータリー

会員を選ぶことによって，残余の任期を充す

ことができる。

　　　　　　　郵便による投票

　6.管理委員会は休会中，郵便，電信，無

線電報又は電話による投票で議事を処理する

権限を有する。決定には金管理委員の過半数

を必要とする。財団事務長は問題が現在の方

針内にある場合は郵便による投票用紙を送付

する権限を持つが，問題が現在の方針外に関

する場合には，その問題を郵便による投票に

忖すか又は次回の管理委員会まで保留するか

の決定権は管理委員長にあるものとする。

　　　　　　　会　計　年　度

　7.財団の会計年度は国際ロータリーの会

計年度と同一とする。

　　　　　　　収入及び支出

　8.事務長は毎年管理委員会に対し，次会

計年度に於ける財団の予想収入，財団資金か

らの当該年度の支出状況（基本財産及び収入

の両方を含めて），及び次会計年度に予想さ

れる支出要求についての情報を提出するもの

とする。

　　　　　　　管理費予算

　9.管理委員会は，その会計年度の管理費

予算を採択する。予算案は，財団事務長によ

り各委員に提出される。
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　　　　　　　理事会への報告

　10.管理委員会は，財団の支出状況と，財

団の目的を推進するため利用し得る金額を定

期的に国際ロータリー理事会に通知するもの

とする。

　　　　　　　保　　証　　金

　11.管理委員会は，財団の諸活動関係者に

対する保証金の必要性の有無及び金額を決定

し，斯様な保証金の費用を財団管理費に織り

込むものとする。

　　　　　　会計監査人の任命

　12.管理委員会は，毎年財団の会計監査人

として，国際ロータリーの会計監査を委嘱し

ている同一会計事務所を指定するものとす

る。財団の会計監査に要する費用は財団管理

費から支払うものとする。

　　　　　　会計監査報告の公表

　13.管理委員会は毎年，国際ロータリー理

事会が国際ロータリー資金の会計報告を公表

するのと同一の時に，同様の方法で，その会

計監査人の報告を公表するものとする。

　　　　　　事務長の財務報告

　14.財団事務長は，定期的に財務報告を管

理委員会に,'又，その写しを国際ロータリー

の各理事に送付するものとする。

　　　　　　　投資する権限

　15.管理委員会は管理委員会委員長又は管

理委員会の財務並びに投資委員会委員長のい

ずれかに，次の権限を特別に委任する。即ち

管理委員会が休会中，委員会が随時決定した

方針に従って，財団の収入から有価証券に投

資する金額を決定すること;上記証券をロー

タリー財団名儀から受取り名儀人に書き換え

ることを決定することを含む証券の保管方

法;及び数名の投資顧問の中の１名の勧告に

より何れの有価証券を買入れ何れの有価証券

を売却すべきかを決定する権限を委任する。

続いて事務長又は副事務長，及び会計又は副

会計は資金をそのように投資し且つ，有価証

券を売却する権限が与えられ，そして事務長

ロータリー財団

又は副事務長はその取引を直ちに管理委員会

に報告すべきものとする。投資顧問の中の誰

か１名が，ロータリー財団を代表して投資有
-
価証券の買入れ並びに／又は売却を行なう件

に関し，管理委員会の休会中機敏な処置を取

ることがロータリー財団に最も有利と判断し

た場合は何時でも，上記の手続に従う必要は

ない。そして投資顧問は，事務長又は副事務

長の承認を得て，斯様な処置を取ることがで

きる。但し，当該顧問はその理由をも含めた

　　　　　一斯様な処置に関する完全な報告を，ロータリ

ー財団事務長からロータリー財団管理委員会

へ回付されるよう，速やかに事務長宛提出し

なければならない。

　　　投資物件に対する銀行サービス

　16.管理委員会は，委員長及び事務長が，

世界の銀行のうち，財団の資金が寄託されて

いるか又は有価証券が保管されている銀行に

おいて，もし財団の投資物件に関し得策と思

われる業務が行なわれている場合それに関す

る取極めを行なうことに同意する。

　　　　　銀　行　勘　定

　17.管理委員会は，委員長及び事務長に対

し，常に，国際ロータリーがその資金に問し

行なっているのと同様の一般的協定に従っ

て／世界各国の銀行に必要な口座を問く権限

を与える。

　　　　現金の引出及び預金の移動

　18.管理委員会は，下記の職員に，ロータ

リー財団のすべての銀行勘定に影響を及ぼ

す，小切手，銀行手形，約束手形，為替手形

及び指示書に署名する権限を与える：

　　　　　　　事務長

　　　　　　　　又は

　　　　　　　副事務長

　　　　　　　　又は

その目的のために事務長より指名された一般

管理部次長

　　　　　　　並びに

　　　　　　　会　計
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　　　　　　　　又は

　　　　　　　　副会計

　　　　　　情報の伝達

　19.管理委員長及び事務長は，管理委員会

に代って，財団の基本金が常に増加しつづけ

るよう又寄付者が財団の計画と業績について

知ることができるようにする目的を以て，財

団に関する情報を，国際ロータリー加盟クラ

ブ，国際ロータリーの現及び元役員その他に

伝達する権限を与えられている。

　　　　　　委員会の任命

　20.管理委員長は管理委員の活動を進める

ために必要な委員会又は小委員会を任命する

ものとする。

　　　　　　規定の改正

　21.財団管理委員会は，必要で時宜を得た

改正を行なうために，随時これらの諸規定を

検討し，改正を要する場合は，事後承認を得

るためこれを理事会に送達しなければならな

い。（理事及び財団管理委48－49，49－50，

54－55，56－57，58－59，60－61，63－64;

管理委64－65;理及び管理委65－66; 66－

67; 67－68）

ロータリー財団の諸活動

(Activities of The Rotary Foundation)

　国際ロータリー理事会並びに管理委員会

は，ロータリー財団の目標達成に確実且つ効

果的な企画として下記の活動を承認した：

　　　　　　　大学院課程奨学金

　教育補助金

↓

大学課程疸学会

　　　　　　　専門的訓練

　　研究グループ交換

　　特別補助金

且つ 細な説

育補助金プログラム及び

ログラムに対する

数ｶ

並に申請用紙は，教

グループ交換プ

請書類提

に地区ガバナーに

締切期日の

己布される。クラ

ブは，これら の入手可能の

後に，地区ガバナー又は文

り，希望部数入手できる。

一一-

があった
ｰ
医務所よ

教育補助金一大学院課程奨学金，大学課程奨

学会,＿専門的訓練（EducationaI Awards-

Graduate Fellowshi

Scholarshi
タ

Under

Technica1 Traini

raduate

教育補助金の目的は，青年男女を

育機関で勉 させることによって，相

国民間の理解と 好関係の増進に

国の教

異なる
一
するこ

とにある。補助金受領者は非公式の「親善使

節」として行

くして，

するよう期待されており，

領者は研究年

と留学国の国民 の理解

及び帰国

進に寄与する機

会を与えられているわけである。

や

これらのプログラムの目的は，優秀な学生

l支工の海外研究を通じて国際理解に寄与す

ることにあるのであって，参加者に学位，証

書又は 証明書を 得させるためではな

い。しかし乍ら，もし白眉及び／又は受入れ

国の教育機関の当 者たちの 議によって，

相当前から，研究プログラムが入念に準備さ

れるならば，少くとも部分的な履習 位を取

得できる者もあろう。

これら３ のプログラムの性

類似しており，主な違いは

育

ある ○

及び

質及び目的は

者の年令と教

究プログラムの水準と性格に

　　　資格（（1ualmcdo０

一般的（General）
　　　　-

青年男女共に申請

一財 教育補助金候補

を有する。ロータリ

は優秀な学生乃至技

工であると同時に 常に立派な「 節」

の可能性を持つ者でなければならない。これ

ら二つの重要な資格条件を兼ね備えていない

者は不適 である。
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特に，候 者は学業又は専門的技能の分野

において高水準を して た者で，且つロ

一タワー財団補助金受領者として自己の学謀

又は専門的技能において顕著な成果を挙げ筏

る可能性を示すものでなければならない｡又，

自国と受入れ国の

的なかけ

民 の友情と理解の効果

として奉仕できるように，

易い外向的な性 と，異なる文化を

しみ

つ国民

の態度及び生活様式に対する好意的関心と，

自己の考えを即座に効果的に伝える能力を

っていなければならない。そして，自国の

史，文化，地理，時事問題についても十分

知識を持っていなければならない。

候

ない：

者は次の諸条

な

に

力，

実さを実

時において，

当しなければなら

熱意，適応

すること。

円

及び指定され

るものであること。

(Graduate Fellowshi

年

の７

に

１日現在，

開始前に，学士号又はそれ

aより
一

｀４

ハ。未婚であること。

大学奨学生の資格

(Under

ロータリー財団

uate Scholarshi

大学課程奨学金の候補 は次の

該当しなければならない。

イ。補助金の授与発表

郷
-

と。

の７月１日

）

条件に

専

在，

が18－24歳までのものであるこ

選

士 又はそれと同 のものを取

(TechnicaI Trai

までの

の

）

であること。

Selection Procedures

の

そ

地

読者が

唱す

は，クラブ提唱の
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ロ．奨学金年度開始までに，大学レベルの

課程を２年乃至それ以上修了している

が，

していないこと。

ハ。未婚であること。

　　　　　　　　　－

専門的訓練研修生の資格

的訓練補助金の候補者は次の諸条件に

当しなければならない：

イ．補助金の授与発表後の７月１日現在，

年齢が21－35

ロ．補助金申請前に，少くとも２ヵ年

の専門分野で常勤制のもとに雇用された

か或は従事したことのある者。

ロータリー財団大学院課程奨学金又は大学

課程奨学金に対する申請は，申

のあるロータリー地区のロータリー・クラ

ブ，もしくは，その申請時において

在学中の大学の所在するロータリー地区のロ

－タワー・クラブを通じて，行なわなければ

ならない。

専門的訓練補助金に対する申請は，申詐

本籍地のある地区のロータリー・クラブ，

又は，申請者の雇用されている職場のある地

区のロータリー・クラブを通じて，行なわな

ければならない。

ロータリー・クラブは申請者を２名

ることができる。地区

大

イ．指導性，独

目的の

ロ．中

た教育機関で用いられている言語が英，

仏，独，伊又はスペイン語の場合，その

言語に熟達していなければならない。そ

の他の言語の場合は申請時において熟達

しているには及ばないが，定期の学年度

開始前に，それを学ぶことを心がけ且つ

学び

ハ。他国iこおけるきびしい１ヵ年の研究と

　旅行に心身共に堪えうること。

院奨学生の資格

大学院課程奨学金の候補者は次の

当しなければならない：

イ．補助金の授与発表穏

年齢20－28歳までの者であること。

ロ．奨

と同等のものを取得していること。学士

号を取得していない申請者は，学士号相

当の資格を有し，大学院における研究資

格を有することを証明する学校当万

の証明書を提出しなければならなむ



申請者中より，大学院課程奨学金，大学課程

奨学金乃至専門的

１名と補欠候補者

の中何れかの候補 を

１名を選 することができ

る。尚補欠は第１候補者と同種の補助金の候

補 でなくてもよい。

地区の １候補

るのは教育補助

面

小

に 欠候補者を選考す

会の責任である。
ラプ・レベルにおいて不可欠と

　　　　　　　　　　　　㎜■㎜■㎜■Ｊ

えられているが，地区レペルでも

強く

恚９

は更

なうよう

されている。距離の関係で地区レベ

に

人面 が不可能な場

細な個

となろう。

-

候

情報を入手

の選考は，経

に関係なく，全くその

るものである。

タ 地区小委員
-
ることが必

状態，人種又l

格によって決5

会

宗教

され

補助金受領者の最終選考はロータリー財団

理委員会の

ついては，ロー

該候補
一
ないう

に補

任である。地区の選考結果に

タワー財団管理委員会より当

会が授与されることが確定し

ちは，公式発表は一切行なってはなら

　　　　　　　　　　　　　　　一一

ない。９月初句に

知が

委

ロータリー事務

ことになっている。

院課

会の選考結果の通

長より発送される

金，大学課程奨 金及び専

門的訓練補助金候補者選考の締切期日予定表

は次の通り：

提唱ロータリー・クラブが 書並びに

補足書類受理締切日………………3月15日

地区ガバナーがクラプ確認 候補 の

申請書類一式受理締切日…………4月１日

務総長が地区

区にも

補助金受
-
のための

認済候補者及び

さない候補

選考

の

理委員会の会

務総長による

何れの地

請書類一式受理

●●●●●●●●●8月下

の発表 び

授与通矢口……………………………9月上旬

顧 ロータリアン

Rotarian Counselors

教育補助金受領者が留学予定の地区のガバ

ナー，及び受領者が留学する予定の大学又は

専門的訓練機関が所在する都市にある，地区

に所属しないロータリー・クラブは，留学す

る旨の通知受理後なるべく早く，受領者１名

毎に顧問ロータリアン各１名を任命するよう

要請されている。

問ロータリアンとして望ましい

は次の通り：

格条件

一仕事に必要な時間と精力を喜んで

し，かつ奨学生と容易に近づきになれ

る者;
-

－－-一地域社会に多くの知人を持ち，

求め得られる者;

学究生活に関係を

を

っているか又は理

解者であること，但し必ずしも教育の

専門家でなくてもよい;

青少年に関心を持つ者。

延期（Pos
ｍｅｎｔ

有効なもので，許可のない阻

したり或は次年度へ延長する

金によ を始める

には，補助金は兵役義務

まで延

な個人的条件を弓 き

Ａｌｕｍｎｉ

励されている。

され得る。但

き してい

を

ｆ

ｆ

ｊ

Ｊ

Ti

４

｝

‐
’
J
‘
4
t
‘
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研究グループ交換

　　　　　(Group Study Exchange)

　ロータリー財団研究グループ交換は次の三

つの目的のために計画された教育的プログラ

ムである：

　イ）優秀な青年実業人並に専門職業人に，

　　関係国内において計画準備された研究討

　　論プログラムに参加することによって，

　　他の国とその国民並に諸施設とを研究す

　　る機会を与えるため;

　ロ）善意の人々が，友好的雰囲気のもとに

　　相会し，語り合い，生活を共にして，相

　　互の問題や抱負を理解するようになり，

　　かくして個人的接触を永続する友情へと

　　成熟させることにより国際理解を増進す

　　るため;

　ハ）研究グループのチームのために教育的

　　プログラムを作成し，又彼等を歓待する

　　ことによって√ロータリアンを，特殊な，

　　実際的且つ有意義な国際奉仕計画に参加

　　させるため。

　これは組み合わせ地区間で研究グループを

交換するプログラムjである。各グループは，

プログラム参加申請の時の年齢25－35歳ま

での，十分に資格のある６名1）の青年実業人

又は専門職業人で構成され，「研究グループ

交換」地区ガバナー代表が加わる。これら全

員は特定の一地区出身者とする。組み合わせ

地区の一方が斯様なグループをある年に最低

１ヵ月最高２ヵ月の範囲内で，派遣，受入れ

両地区間で明確に定めた任意の期間相手地区

に派遣し，その翌年は相手地区のグループを

受け入れることになる。

　補助金はチーム構成員と地区ガバナー代表

のための出発地点と所定の到着地点間往復遅

1）1971－73両年度分補助金よりグループの人員は５名

　とする。

ロータリー財団

賃を賄えるものでジェット機２等往復料金を

超えぬ金額である。ホスト地区滞在中のグル

ープの食費，宿泊費並に旅費は受け入れ側の

地元ロータリアンが準備する。

　「青年実業人乃至専門職業人」という言葉

は，研究グループ交換のチームヘ参加申請を

なす前に，常勤制のもとに少くとも２年間，

一般に認められた実業又は専門職業に雇傭さ

れたことのある男子を意味するのである。参

加申請者は居住している国の市民で，立候補

を確認する地区にある自己の専門分野の職業

に雇傭されていなければならない。

　補助金を受ける資格を取得するためには，

地区は，地区大会もしくは地区協議会におけ

る決議によって，或は郵便投票によって，地

区内クラブの３分の２が，本プログラム参加

申請を承諾し且つ支持することを表明し，且

つ要請された場合は訪問チームのホストにな

ることに同意したことを証明しなければなら

ない。

　　　　　　　　選　　　考

　クラブ水準においては，クラブはその地域

社会よりの候補者全員と面接して，その中か

ら２名以内を選考する選考パネルを任命す

る。候補者を決定するに先立ち，クラブは候

補者たちの雇傭主又は事業仲間にプログラム

のことに関して話し合い，彼等の協力を得て

おくべきである。

　クラブ水準で選考された青年たちの中から

研究チームを最終的に選考するのは「研究グ

ループ交換」地区小委員会又は同委員会によ

り選定された特別パネルの責任である。可能

な場合は必ず個人面接を行なうよう推奨され

ている。

　地区は希望する組み合わせ地区を申し出る

ことができる。然し最終的にはロータリー財

団管理委員会が決定する。管理委員会はま

た，何れの地区が最初にホストになるかを表

示する。

　記入ずみの申請書は，基本的研究計画を同

－199－

教育補助金はそれが授与された特定の学年

度に対してのみ

り，それを延

ことはできない。

兵役義務のため

ことができない場

終了後の学年度開始

し，受領者が最高制限年齢の条件を除くその

他の必

る場合に限る。

　　　　　学

学友（元補助金受領者）の居住地に所在す

るロータリー・クラブは，斯様な元受領

時々クラブ例会に招待するよう示唆されてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…一

る。地区ガバナーは学友を地区大会へ招待す

るよ

－198 －



封の上，毎年４月１日までに国際ロータリー

ヘ返送されなければならない。派遣と受け入

れの相互交換は補助金授与発表直後の２ヵ年

間に完了されねばならない。補助金は毎年４

月乃至５月に財団管理委員会により授与され

国際協議会において発表される。

　研究グループ交換地区小委員会は研究グル

-プ 換地区ガバナー代表立候補者

り申請書を受理し，その申から最適格

定し，承

k:)よ

一

を選

を得るためその氏名を地区ガバ

一へ提出するものとする。

　地区ガバナー代表は管理役員であって，研

究グループ交換チームの１員ではない。ロー

タリー及びロータリーと無関係の聴衆に対す

る非公式な挨拶乃至接触の際は，地区ガバナ

ー代表よりは柾しろチーム員たちが注目の的

になるようにすべきである。

　　　　　　　受け入れ地区

　財団管理委員会は，研究グループ交換プロ

グラムの管理に関する指針として，次の声明

を採択した：

　　ホスト地区とは研究グループ受け入れ地

　　区のことである。大体において，研究グ

　　ループは到着一出発までの間ホスト地

　　区の責任下にある。研究計画に他の地区

〉　が関与する場合といえども，ホスト地区

　　は，研究計画の立案，旅程の作成，関係

　　地区内の輸送機関の提供，グループの歓

　　待及び諸活動の計画準備とできうる限り

　　の家庭歓待の手配を引き受ける責任があ

　　る。熱意ある有能な地区小委員会が不可

　　欠である。

特別補助金-ロータリー財団の目的

に添うj 動への 金

(SpeciaI Grants－Grants for Activities

m Keepm with the Ob

Rotary Foundation）

ective　of　The

　ロータリー財団管理委員会（1965－66）は，

次の声明を承認した：

　　管理委員会は，前記諸活動の他に更に，

　　ロータリー財団により支持されるべき新

　　計画に対し考慮を払うことによって国際

　　理解を増進する種々の方法を検討中であ

　　り，斯様な活動に対するロータリー地

　　区，ロータリー・クラブ及びロータリア

　　ンよりの提案や推薦案，及び経済的援助

　　の要請を歓迎するものである。

　　ロータリー財団の目的推進に貢献する計

　　画の展開及びその試みへの奨励策とし

　　て，管理委員会は次に示す基準に合致す

　　る提案並に推薦案に対し考慮を払うもの

　　である：

1）異なる国々の国民間の理解と友

係の推進に貢献すること。

2）教育的もしくは慈善的性

あること。

関

のもので

3）相当数のロータリアンが積極的に参

するものであること。

4）経費の一部が提唱ロータリー・クラ

ブ又は地区によって負担されること。

5）不動産投資を含まないこと。

6）ロータリー財団或は国際ロータリー

に対し，補助金支給以外の

ないこと。

財団

任を負わせ

会は，特別補助金プログラム

に関する限り青少年の参加する企画に重点

がおかれるべきこと，又，ロータリー・ク

ラブ並に地区は青少年関係の企画に対して

特別補助金の申請を行なうよう奨励される

－200－
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べきことを決定する。

校レベルの青で

理 貝合は中等学

年交換プログラム及びイン

ターアクト又はローターアクト・グラブが

参加するプログラムに補助金を授与するこ

とに関心を有するものである。

管理委 命は又･ポール・ﾉ｀リス遺産より

の条件付の指定 金を使用する青少年

に対しても本補助金の支給を承認してい

る。この場合受領者は，他の方法では経費

を賄い得ない男子とする。

　　　　　　　　　　一一　補助金はロータリー・クラブ，ロータリ

　ー地区，ロータリアン，血縁又は婚姻に

　よるロータリアンの扶養家族，或は親族

　には授与されない。又補助金授与によっ

　てロータリー地区，ロータリー・クラ

　ブ，ロータリアン，血縁又は婚姻による

　ロータリアンの扶養家族又は親族，即ち

　ロータリアンの実子，継子，孫，兄弟姉

　妹並びに，もしあれば，その配偶者にな

　んらかの物質的利益が生ずる場合にも授

　与されない。

財団補助金受領無資格者

　(lneligibility for Foundation Awards)

　ロータリー財団管理委員会(1966－67)は，

ロータリアン，その扶養家族及び親族を財団

袖助金受領無資格者となす決定の説明として

次の声明を採択した：

　　ロータリー財団の目的は博愛，慈善，教

　育的或はその他の教性的性質の確実且つ効

　果的な企画を促進することにより，異なる

　国々の国民間に理解と友好関係を増進する

　にある。

　　ロータリー財団は信託財産であって，そ

　の条件のもとに慈善乃至教育的性質の企画

　に対してのみ財団の資金を支出することが

　できる。ロータリー財団の資金は多くの国

　に保管されており，それらの国々にはこの

ロータリー財団

資金使用に際して適用される法律及び規則

がある。ロータリー財団はそれらの法律並

に規則を遵守し，課せられた拘束に従って

支出しなければならない。管理委員会はロ

ータリー財団の授与する補助金に含まれる

法律上及びその他の面を考慮して，ロータ

リー財団の支持するプログラムに基づぐ補

助金は，奉仕の理想を例証し，且つ財団の

地位を保護するために，ロータリー・クラ

ブ，ロータリー地区，ロータリアン，血縁

又は婚姻によるロータリアンの扶養家族乃

至親族には一切授与されないものとするこ

とに同意した。ここに親族とは，実子，継

子，孫，兄弟姉妹並に，もしあれば，その

配偶者を指すのである。

　本方針設定は次の二つの理由に依る：

　イ）奉仕の理想を例証するため。

　ロ）財団の地位を保護するため。

　たとえ或る固においてはロータリアン乃

至その親族に補助金を授与することによっ

て財団の地位が脅かされる危険はないと

しても，奉仕の理想が，「財団への寄付者

は，直接にも間接にも，財団プログラムか

らの受益者となってはならない」という方

針によって，最もよく例証されるというこ

とは，勣かない事実である。ロータリーの

モットーである「超我の奉仕」は，ロータ

リアンでもロータリアンの親族でもない，

資格のある人々に対しての，利他的奉仕に

基づく慈善的且つ教育的プログラムを通じ

て最もよく例証されるのである。

財団に対する資金の募集

　　(RaisingFunds for Foundation)

　1936－37年度に於て理事会は,国際ロータ

リーがロータリー財団のために200万ドルを

集めるよう努力すべきことに同意し，1938年

には，国際大会に於て次の決議が採択され
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　「第29回大会に於て国際ロータリーは，１

ヵ年前に創始され，今やその事業を始めんと

するロータリー財団の一部として，200万ド

ルの資金を集める運動が承認保証せられ，国

際ロータリーの金役員及び金加盟クラブはこ

の運動が完全な成功を収めるよう協力すべき

ことを決議する｡」（サンフランシスコ大会

決議38－31）

　理事会（1939－40）は，国際ロータリーがロ

ータリー財団のために資金を集むべきことを

再確認し，そのために特別委員を任命するこ

とを承認した。理事会（1946－47）は，ロー

タリー財団に対して継続的な援助を与えるこ

と及び1938年度大会（サンフランシスコ）の

指図には従わねばならないことに同意した。

従って，理事会は，ロータリー財団のための

200万ドルの資金募集を目標とする運動を起

したのである。その目標が1948－49年度に

達成されてからは，今後のロータリー財団育

成のための援助はロータリー・クラプ，個人

ロータリアン及びその他の人々からの自発的

寄付に依存することとした。

　理事会並びに管理委員会（196←65）は，

ロータリー財団の資金の最大限度に関しては

制限をおかないということに意見が一致し

た。

　地区ガバナーは，国際ロータリーの役員と

して管轄地区にロータリー財団を推進する直

接の責任者であるということを忘れてはなら

ない。そして財団の目的と目標とがよりよく

知られ，理解されるようになり，かつ斯様な

目標の達成に際して，ロータリアン及び他の

人々の関心が刺戟されるようにするために，

地区ガバナーはロータリー財団を絶えず推進

することの必要性を忘れてはならない。

財団への寄付

　　　(Contributions to Foundation)

　ロータリー財団が自発的寄付の基礎の上に

発展して来た事実にかんがみ，財団への寄付

を会員資格の条件とするとか或はそのような

意味のことを入会申込書に書き入れてはなら

ない。ロータリー財団に寄付することを会員

資格の条件とするようロータリー・クラブの

細則を改正したり，ロータリー会員カードに

斯様なことを書き入れることは認められてい

ない。（理64－65）

　理事会並に財団管理委員会（1964－65）は，

ロータリー財団の目標は，金クラブを「100％

ロータリー財団クラブ」に，そして金ロータ

リアンをロータリー財団への寄付者にすると

いうことに意見が一致した。

　地区ガバナーは地区ロータリー財団委員

会，地区協議会及びクラブ訪問などの正規の

径路を通じて，ロータリー・クラブ並びに口

－タリアンによるロータリー財団への継続的

寄付の重要性を強調するよう示唆されてい

る。

　以下の提案は，自発的寄付割によってロー

タリー財団の資金を増加する様々の方法の例

として，地区ガバナー並びにロータリー・ク

ラブの注意を喚起するものである:

1）ロータリアン及びロータリアンでない人

に多額の寄付を個人的に懇請する;

2）新クラブに対して，「100％9－タリー

財団クラブ」になる機会を直ちに与える;

3）既にクラブが「100％ロータリー財団ク

ラブ」の地位をかち得ていても，尚，斯様な

クラブが「200％，300％等のロータリー財団

クラブ」となる機会を与える;

4）クラブが「100％，200％等の呼称資格を

得ている場合でも，更に会員1名当り年額い

くらという寄付を希望することもあろう。あ

－202－

るクラブでは毎年１名１ドルの寄付を行なっ

ている;

5）新会員が入会した時に，ロータリー財団

へ寄付する機会を与える;

6）ロータリー財団に対する年次寄付の一つ

の方法として直前年度に入会した新会員１名

毎に10ドル又はその相当額,他の会員が１人

当り１ドル宛寄付する慣例を採用することを

クラブに示唆する。かくしてそのクラブは

「ロータリー財団の友」となるのである;

7）各ロータリアンに夫々の誕生日に一定の

寄付を行なう機会を与える;

8）地区内にロータリー財団補助金受領者がい

る場合には，その好機を最大限に利用するよ

うクラブを激励する;

9）クラブの不用資金をロータリー財団に流

用する。

遺贈（Bequests）

　遺言状に財団への遺産贈与の希望を記載す

る場合，寄付者はその受益人として「米国，

イリノイ州，エバンストンに本部をおく，教

育的，博愛的，及び慈善的目的の非営利団体

である国際ロータリーのロータリー財団管理

委員会」と指定するもの･とする。

パーセンテージ順位

　　　　　　(Percentage Standings)

　クラブの累積醵出金が，毎年12月の会員

数報告を基にして会員１人当り10ドルに相

当するクラブは「100％ロータリー財団クラ

ブ」と認められる。

　会員数報告は，各クラブ幹事より地区ガバ

ナーに提出された12月の「出席報告」用紙

に記載されている12月最終例会日現在の会

員数を表示するということに留意しなければ

ロータリー財団

ならない。パーセンテージ順位は，国際ロー

タリー宛のクラブ半期報告或は寄付を行なっ

た「当時」の会員数に基づくものではない。

　12月の会員数は，その直後のロータリー

年度中，パーセンテージ順位の基準として使

用される。もしクラブの寄付累計額が，既に

或はその年度中のある時に,湯煎驚尿,J?｡?1
の会員数に10ドルを乗じた額に相当する場

I:.;..,:Z.　・　..1　'･･･.'....'.･.:..　./･,.:　　j･，　　っ4‘:j･‘り論一一･一挙

合，そのクラブはコ狸溺↓クラブと認められ

る．

　会員１人当り10ドルの倍数に相当する金

額を寄付するクラブは｢200％ロータリー財団

クラブ｣;｢300％ロータリー財団クラブ｣等

等と認められる．

　地区内の全クラブが｢100％｣クラブであれ

ば，その地区は｢100％ロータリー財団地

区｣と認められる．もし全クラブが200％に

なれば，その地区は｢200％｣地区というよう

に100％の倍数パーセンテージ地区と認めら

れる．

寄付の表彰

　　(Recognition of Contributions)

　j??匿

.

駆位を菖ぬられ訟むえ

,

Zi;;

,

は諏超庭

が贈呈刻禄.

.

それ以上の100％の倍数パー

センテージ順位は，最初に贈られた証明書に

はりつけられるようになっているステッカー

によって証明される．　　　　　　　‥

　直前のロータリー年度に入会した新会員１

名毎に最低10ドル又はその相当額
,

他の会員

１人当り１ドル又はその相当額を毎年寄付す

るという慣例を採用し
，

それに基づいて寄付

をなし
，かつ斯様な寄付を毎年財団に行なう

ことを計画しているクラブに対しては｢ロー

タリー財団の友｣証書が贈呈される．

　｢サステーニング・コントリピューター｣の

　.･.“.　一.･　･““･　.　　　I　　　　・“･･“　･.･･･　　. ･･ ･.y･　.･一一.一一-　,.･.-』･ﾊg一一7.11　,･-..S･ .･“･｀j･･.ヽ‥　･-･　　　　　　　　　　　　　　　　'・　　･｀･･. ･:.･.･･1･-　････■.■･■!･』.･･･1.1j,,･‥-･.･'‥』

地位に到達したことを認めたポケット型カー

ドは，１ヵ年以内に100ドルを寄付した個人
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　　　の委員を以て構成する．各委員は次

　　　のプログラムの何れか一つの特別責

　　　任者となる:

　　　　　　J節約朧朧

　　　　　　大学院課程奨学金

　　　　　　..　.‥._.‘･･Q･.･-':?゛4‘I.-･･]､.'･.･-j.･S...･j.1-Wかl･;e.'一一.'!･･!｀.一一s･‥｀･.
　　　　　　-ri･‘r.j'』･』'･.･･･　　　　　・

　　　　　　大学課程奨学金;

　　　　　　･･､･.･.7｡･､や11･III.‥‥‥‥‥‥:‾'.l'?‥‥‥‥‥‥-.･.I:‘'..･･'.'1｀j.一、

3)研究グループ交換一委員長及砥祗

　　　小唄２名の委員を以て構成する;

4)財団学友一委員長及び旦生胆玉藍

　　　の委員を以て構成する;

　　尚，必要に応じて財団プログラムの他の

　　部面を担当する小委員会を追加するこ

　　と。斯様な小委員会は夫々委員長及び最

　　小唄２名の委員を以て構成すること。

ロ。各地区ガバナーに対し，可能な場合地区

　　ロータリー財団委員会の各種小委員会の

　　委員中に小委員会の担当する活動分野に

　　おける経験者を最小限１名含めるよう示

　　唆すること。

ハ。地区ロータリー財団委員会の責任事項は

　　下記の通りとする:

　　1）地区ガバナーを助けてロータリー財

　　　　団の目的及び活動の推進に当るこ

　　　　と;

　　2）財団に対する継続的財政支援を奨励

　　　　すること;

　　3）国際ロータリー中央事務局と財団の

　　　　活動を支持する地区内ロータリー・

　　　　クラブ間の連絡係となること;

　　4）「ロータリー財団週間」への地区内

　　　　クラブの積極的且つ効果的参加を推

　　　　進すること;

　　5）地区内の各種のロータリー財団小委

　　　　貝合の仕事を調整すること。

二。ロータリー財団推進小委員会の責任事項

　　は下記の通りとする:

　　1）ロータリー財団の目的並びにプログ

　　　　ラムに関する知識を普及し且つ関心

　　　　を増大するために，ロータリー財団

　　　　のための強力な広報運動を創案，指

ロータリー財団

　　　　導すること;

　　2）ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　増大を奨励すること;

　　3）ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　募金方法を考案すること。

ホ。財団教育補助金小委員会の責任事項は下

　　記の通りとする（プログラム別責任者を

　　活用すること）:

　　1）大学院課程並びに大学課程奨学金

　　　　イ）大学院課程並びに大学課程奨学

　　　　　　金プログラムの発表に際し地区

　　　　　　ガバナーを援助すること;

　　　　ロ）地区内のすべての単科大学及び

　　　　　　総合大学の学生部の担当職員に

　　　　　　２種の奨学金について知らせ且

　　　　　　つこれらのプログラムを学生に

　　　　　　発表する際協力してもらうた

　　　　　　め，それら職員と接触するこ

　　　　　　と;

　　　　ハ）ロータリー年度を通して，立派

　　　　　　な適格申請者を探すようロータ

　　　　　　リー・クラブを激励すること;

　　　　ニ）両極の奨学金の地区候補者を選

　　　　考すること;

　　ホ）奨学生が海外で有意義な１年を

　　　　過ごすのに必要な適応指導を行

　　　　なうこと;

2）専門的訓練

　　イ）専門的訓練プログラムの発表に

　　　　当り地区ガバナーを援助するこ

　　　　と;

　　ロ）地区内のすべての専門的訓練機

　　　　関の学生部担当職員に本プログ

　　　　ラムを説明し且つ学生にプログ

　　　　ラムを発表する際協力してもら

　　　　うため，それら職員と接触する

　　　　こと;

　　ハ）ロータリー年度を過して，立派
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　　な適格申請者を探すようロータ

　　リー・クラブを激励すること;

ニ）申請書を処理し，面接し，本補

　　　　　　前金の地区候補者を選考するこ

　　　　　　と;

　　　　ホ）補助金受領者をできうる限りの

　　　　　　方法で援助し，有意義な１年を

　　　　　　過ごすのに必要な適応指導を行

　　　　　　なうこと。

へ。研究グループ交換小委員会の責任事項は

　　下記の通りとする:

　　1）研究グループ交換プログラムの目的

　　　　及び実施方法の発表に当り地区ガバ

　　　　ナーを援助すること;

　　2）地区間の金ロータリー・クラブの積

　　　　極的参加を確保し且つそれらクラブ

　　　　に交換に際してのクラブの責任事項

　　　　を知らせること;

　　3）ロータリー年度を過して，研究グル

　　　　ープ交換チームの立派な適格候補者

　　　　を探すようロータリー・クラブを激

　　　　励すること;

　　4）申請書を処理し，面接し，地区の研

　　　　究グループ交換チームのメンバーを

　　　　選考すること;

　　5）選考されたメンバーが海外で有意義

　　　　な経験を得るのに必要な適応指導を

　　　　行なうこと;

　　6）組合わせ地区との接触を維持するに

　　　　当り地区ガバナーを助けること;

　　7）相手地区の研究グループ交換チーム

　　　　を受け入れるのに必要な準備をなす

　　　　こと。

ト。財団学友小委員会の責任事項は下記の通

　　りとする:

　　1）現在,地区に居住している元奨学生，

　　　　訓練研修生及び研究グループ交換チ

　　　　ームのメンバーの名簿を入手し整備

　　　　すること;

　　2）ロータリー・クラブ，地区及び地元

　　　　の諸会合でプログラムを発表する

　　　　際，これらの元補助金受領者の参加

　　　　を奨励すること;

　　3）クラブ例会，地元の集会，地区の諸

　　　　行事への参加予定を立てるに当り，

　　　　元補助金受領者とロータリー・クラ

　　　　ブ間の連絡係となること。（理68－

　　　　69）
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職　　業 奉　　仕

(vocational Service)

　vocation（職業）という言葉は社会人の

「一定の義務，稼業，実業，専門職業，或は

職務」を指すものである。ロータリーは，職

業奉仕という言葉を使用するに当って，

Service（奉仕）という文字をその一番広い

意味で使っており，単に実業或は専門職業の

取引によってなされた業務或は売られた商品

を指すのみでなく，相手の必要と境遇に対し

て正当な考慮を払うと共に常に他人に対し思

いやりの心を以て当ることをも指しているの

である。

　職業奉仕はロータリーの綱領に於て次のよ

うな言葉を以て強調されている：

　実業及び専門職業の道徳的水準を高めるこ

と;あらゆる有用な職業は尊重されるべきで

あると言う認識を深めること;そしてロータ

リアン各自が職業を通じて社会に奉仕するた

めにその職業を品位あらしめること;を鼓吹

育成する。

　別の表現を以てすれば，職業奉仕は，職業

の世界に於て，奉仕の理想を推進することを

目的とするものである。即ち，職業奉仕は。

　　個々のロータリアンが，その職業関係の

　すべてに於てー-一使用人，競争業者，顧客

　及び仕入先との関係において高い徳義的水

　準を適用し，且つ。

　ロータリアン各自がこの水準を，自分と職

　業を同じくする他のすべての人々の間に推

　進することを意味するのである。

｢業務を通じての奉仕｣

　　　　(ServiceThrough Business)

　理事会（1942－43）は，国際ロータリーが

これまでクラブ及びロータリアンに対し，額

に入れたりその他の方法で使用するようにと

“Service Through Business”「業務を通じ

ての奉仕」という宣言文を提案して来たこ

と，又それが明らかに歓迎されていたことを

認めた。故に理事会は次の如き声明の承認を

公式に記録した。

　　　　　業務を通じての奉仕

　ロータリー会員として，私の目的とする所

は：

　自己の職業を，物質的な利益を得る手段で

あると共に，社会に対する奉仕に於て自身を

表現する機会であると考えること。

　高い水準を受入れ且つ之れを推進し，そし

ていかがわしい習慣を排除することによっ

て，自己の職業の品位と価値とを維持するこ

と。

　自己の職業に於ける成功は，これが社会に

対する奉仕の結果としてかち得られた時に，

立派な大望として評価すること。然し不当な

便宜，権利の濫用或は背信行為によって生ず

る利益率名誉はこれを受けないこと。

　健全な取引は，当事者全部に満足をもたら

すやり方によって行なわれぬばならないこと

を認め，且つ，自己の職業に於て，義務又は

責任の厳密な限界以上に奉仕することを特権

と考えること。（理42－43）
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「四つのテスト」（The Four-Way Test）

　ロータリー計画の職業奉仕部面推進の一方

法として，理事会はクラブに「四つのテスト」

ヘの注意を喚起する。（「四つのテスト使用許

可」に関する全文208－209頁参照）

四つのテスト複製を管理する方針

　(Policy Governing Reproduction of

　　　　　　　　The Four-Way Test)

１

２

３

　四つのテストの総ての複製は版権文とそ

の言葉づかいにおいて同様でなければなら

ないと共に次の事項即ち「1946年国際ロー

タリー版権所有（Copyright,1946,Rotary

lnternational）を付記しなければならな

い。

　複製の唯一の目的は人間関係における商

い道徳水準の発展と維持でなければならな

い。

　複製は，国際ロータリーの特別許可なく

して販売用又は販売物の一部としてはなら

ない。

4.複製は，販売又は利益を増す目的をもつ

　如何なる広告の主要部分としてもならな

　い。然しながら，若し商社，団体又は公共

　機関の人間関係の総てを「四つのテスト」

　の線に沿って誠意を以て当ることを説明す

　るためならば，書簡箇又は文献の一部に入

　れても良い。

5.上述の条件さえ守られるならば，個人又

　は事業体の普通の名刺の裏又は封筒に複製

　を印刷して差支えない。

6.個人，商社，団体又は公共機関は，国際

　ロータリーで発行している「四つのテス

　ト」のフォールダー，ポスター，その他に

　自己の名を刷り込んでも良い。

共機関は，その価値に批判の余地がなく，

且つその広告が既定方針の下に国際ロータ

リー機関誌に受入れられるような有用な職

業に従事していなければならない。

四つのテスト使用許可

　(Permit to use The Four-Way Test)

　商品その他広く一般に配布せんとするもの

に四つのテストを複製することを欲する商社

又は個人に，次の方法によって許可書が発行

されている。

（1）総ての四つのテストの複製は版権文と同

　一語辞であらねばならない。そして

　“Copyright，1946，Rotary　lnterna-

　tional ” という語辞を書き加えなければな

　らない。正しい複製の型は次の如し：

　　　　　　　四つのテスト

　　　　　言行はこれに照してから

　　　1.真実かどうか。

　　　2.みんなに公平か。

　　　3.　好意と友情を深めるか。

　　　4.　みんなのためになるかどうか。

　　　　版権，1946年，国際ロータリー

（2）複製の唯一の目的は人間関係における高

　い道徳水準を発展せしめ且つこれを維持す

　るためでなければならない。

（3）複製は，販売や利益を増すための広告の

　主要部分としてはならない。然しながら，

　商社，団体又は公共機関の人間関係の総て

　を「四つのテスト」の線に沿って誠意を以

　て当ることを説明するためならば書簡箇又

　は文献の一部に入れても良い。

（4）複製は，上述の条件さえ守られるなら

　ば，個人又は事業体の普通の名刺の裏又は

　封筒に印刷して差支えない。

（5）個人，商社，団体又は公共機関は，彼等

　自身の名を国際ロータリーの発行する四つ

　のテストのフォリレダー，ポスター，その他7.複製せんとする個人，商社，団体又は公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－208－
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　に刷り込んでも良い。

（6）国際ロータリーの徽章使用に対して，国

　際ロータリーから特別の許可がない限り，

　四つのテスト複製の際ロータリーの徽章を

　入れてはならない。

（7）此の許可書は茲に特別に掲げたものに限

　り適用することができる。

（8）此の許可書は個人的なもので他に譲渡は

　できない。

（9）此の許可書の発行は,ロータリー･クラブ

　もロータリアンにそれを回章する権利を与

　えていない。国際ロータリーは如何なる組

　織にも斯様な行為をなす権利を承話しな

　い。

卯）国際ロータリーは，前項規定及び条件を

　改正し又は追加する権利を保有する，而し

　て前記……Fま前記の規定及び条件を守り，

　且つ出来得る限り速かにすべての新規定に

　従うか又は茲に特記した品目に「四つのテ

　スト」全文を使用する権利を喪失すること

　を承諾する。

卯　国際ロータリーは，文書を以て60日以

　前に通知することによって何時でも許可を

　取消すことが出来る。然しながら斯様な取

　消は前記……が此の取消書を受取った時の

　在庫品を販売又は使用する権利を失わしめ

　るものではない。（理55－56）

　国際ロータリーが版権を所有する四つのテ

ストは，如何なる｡意味においても「規則」と

して取扱われてはならない。（理55－56）

職業連絡会議

　　(Business Relations Conference)

職　業　奉　仕

業連絡会議が計画された場合には，地区ガバ

ナー連は国際職業連絡会議の開催を考慮する

ことが奨められている。（理58－59）

雇主一使用人関係

　(Employer－Employee Relations)

　円満な雇主一使用人関係を促進する目的

で，理事会はクラブに対し次の事を示唆して

いる。

イ）一国から他国へ大勢の労働者が移動する

　結果言語の障壁及び文化的社会的背景の相

　違から起り得る困難を克服するのに役立つ

　手段として，他国の文化，経済，地理的情

　勢に関するプログラムを各クラびがその例

　会で準備しその地域の他のグループの会合

　においてそのプログラムを奨励する;

ロ）その地域に新たに移って来た人が新しい

　環境になれるよう援助するため市民相談所

　を創設するとか或は支持する方法を講ずる

　ことを考究する;

ハ）適格な候補者が得られる場合，クラブは

　「労働団体」という職業分類のもとにその

　候補者を会員に選挙する;

ニ）クラブは随時，労使に関連した特別講演

　会や討論会に，要望があれば，労使双方の

　団体の代表者を招待する;

ホ）国家や地方自治体の政策は同業組合並び

　に労働組合双方の指導者の折衝と協定にど

　れ程依存しているか，そして必然的にクラ

　ブ会員は同業組合で指導的役割を果たすこ

　とに努力して労使間の問題における方針の

　確立に影響を与え得る機会を持っていると

　いうことを考慮するようクラブ会員の注意

　地区ガバナーは，その年度内に地区で職業　　　を喚起すること。（理63－64）

連絡会議を開催することの可能性と必要性に

ついて，地区内の他のロータリアンと共に考

慮し且つ話し合うことが奨められている。

　他の国にある地区に隣接している地区で職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－209－
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職業上の正しい服務の水準

　(Standards of Correct Business and

　　　　　Professional Practice)

　ロータリーは，各種職業の同業組合が正し

い服務水準の規範を採用し，之れが維持を推

進することに積極的関心を有している。各種

職業の同業組合が採用した規範には，国際ロ

ータリーの示唆した基本構想に則ってつくら

れたものが沢山ある。

　ロータリアンは，事業上正しい服務の水準

を設定し，且つこれを維持するに当って，そ

の指導者として実行し，努力するのに特に有

利な機会に恵まれている。（理35－36）

　ロータリr一及びロータリアンが，職業上正

しい服務習慣を支持するために行なう活動に

関しては,盛んに宣伝を行なうべきであり,又

ロータリアンをして職業奉仕のこの部面に個

人として積極的に参加させるため，職業の正

しい服務水準を伸展させる継続的活動の機会

について，ガバナー及びクラブ役員の注意を

喚起すべきである。（理35－36）

　すべてのロータリー会員は各自の職業上の

組合とか協会に加入して競争業者関係の改善

に努力するよう奨励せられている。（理38－

39）

　国際ロータリー事務総長は，加盟クラブに

対して示唆するプログラム試案中に，ロータ

リー会員が同業組合に参加することに関する

問題を加えるよう要請されている。（理51－

52）

職業指導（vocational Guidanee）

　若人の職業選択を援助する活動はクラブの

職業奉仕委員会の活動の一つである。クラブ

は，青少年委員会の協力の下に，若人の職業

選択を援助する活動を進めるため，職業奉仕

委員会の下に“職業情報”小委員会を任命す

るよう示唆されている。（理55－56）

地方的な企画（Local Projects）

　ロータリー・クラブは，夫々地方の事情に

関係した問題，例えばオートメーション，都

会化，人口の爆発的増加その他類似の問題を

研究し，その解決のための企画を引受ける又

は支持することを考慮するよう奨励されてい

る。（理63－64）

　理事会はクラブに対し，イ）小企業相談所

プログラムを地元で実施すること，ロ）個々

のロータリアンが職業奉仕の実践状態を検討

し反省する一つの方法としてけ「職業デー」

のプログラムを予定することを考慮するよう

提案している。（小企業相談所プログラムに

ついては103頁参照）。（理69－70）

道徳律（Code of Ethics）

　1915年の(サンフランシスコ)国際大会は，

あらゆる業種の事業家のためのロータリー道

徳律を採択した。この本文については種々の

批判があること，及び本道徳律がロータリー

の文書として全世界を通しての有用性に関し

意見の一致を欠くため，国際ロータリーは本

道徳律の頒布を中止した。

　理事会(1927－28)は，道徳律の言葉づかい

を改善することができるという，当時の目標

と目的委員会の意見に同意し，改訂に関する

委員会を任命した。理事会(1928－29)は，道

徳律よりもロータリーの綱領に重きをおく方

がよいということに意見が一致した。理事会

(1931－32)は，道徳律を｢手続要覧｣に掲載

する方針は続けるが，特にこれを頒布したり

一般に宣伝することはしないということを決

定した。

－210－
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　理事会(1951－52)は，ロータリー道徳律の

出版を中止することに決定した。然し，1915

年国際大会で採択せられた道徳律は，国際ロ

ータリー事務総長に中込めば，この裏面の事

職　業　奉　仕

情に関する説明書をも含めて支給するという

了解の下に入手出来ることを決定した。（理

51－52）

－211－
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国際ロータリー定款（改訳）

　　　　　　　第１条

　　　　　名称及び性格

　本組織体の名称は国際ロータリーと

する。国際ロータリーは全世界のロー

タリー・クラブの連合体である。

　　　　　　　第２条

的

　国際ロータリーの目的は：

　（ｲ）全世界に亘って，ロータリーを

奨励し，助長し，拡大し，そして管理

すること;

　（ﾛ）国際ロータリーの活動を調整

し，全般的にこれを指導すること。

　　　　　　　第３条

綱 領

　ロータリーの綱領は有益な事業の基

礎として奉仕の理想を鼓吹し，これを

育成し，特に次の各項を鼓吹育成する

ことにある：

　第一八奉仕の機会として知り合いを

拡めること;

　第二　実業及び専門職業の道徳的水

準を高めること;あらゆる有用な職業

は尊重されるべきであるという認識を

深めること;そしてロータリアン各自

が職業を通じて社会に奉仕するために

その職業を品位あらしめること;

　第三　ロータリアンすべてがその個

人生活，職業生活及び社会生活に常に

奉仕の理想を適用すること;

　第四　奉仕の理想に結ばれた実業人

と専門職業人の世界的親交によって国

際間の理解と親善と平和を推進するこ

と｡;　　ン

　　　　　　　第４条

　　　　　　会　　　員

　第１節　構成　国際ロータリーの会

員は本定款及び細則に定められた義務

をたゆまず遂行するロータリー・クラ

ブによって構成されるものとする。

　第２節　所在　細則に別段の定めの

ある場合の外,１市，１行政区又は１市

政区域かﾚら一つのロータリー・クラブ

を加盟させるものとする。

　*第３節　クラブの構成（ｨ）ロータ

リー・クラブは以下本項に定める資格

条件を備える男子によって構成される

ものとし，如何なるクラブもその正会

員の資格条件が次に示す所に該当して

いなければ，国際ロータリーの会員た

る資格を認められない：

　善良な成人男子であって，･職業上良

い世評を受けている者，そして

　（1）有益な一般に認められた実業又

は専門職業の持主，共同経営者（パー

トナー），法人役員,又は支配人である

か;

　　　　　　　又は

　（2）有益な一般に認められた実業又

:は専門職業において，裁量の権限ある

管理職の重要な地位にあるか;

　．　　　　Ｉ．　　　　　又は

にＪ）有益な一般に認められた実業又

－4215 －

＊1970年（アトランタ）大会において改正。



国際ロータリー定款

は専門職業の地方代理店又は支店を管

理権を以て担当する地方代理人又は支

店代理人又は支店代表者を勤めている

か;

　以上いずれの場合も，彼がクラブに

おいて分類される職業に，自ら親しく

且つ現実にたずさわっており，そして

その事業場又はその住居がそのクラブ

の区域限界内にあることを要する。

　他の１クラブ又は数クラブが譲渡し
　　　　　　　　　　　　　　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜
た区域内に結成されたクラ

以上正会員であった者は，

の区域限界内にその

持たなくなった

事業場又は

の

身分を

ブで ５年

そのクラプ

又は住居を

でも，彼の新しい

がクラブの存在する

区域内にあれば その正

持することができる。

の

　（ﾛ）新聞及び宗教の職業分類を除

き，そして，細則に定められているア

ディショナル正会員の規定を除き，各

職業分類毎に１名より多くの正会員が

あってはならない。

　（ﾊ）国際ロータリー細則は，ロータ

リー・クラブの中に正会員の外にシニ

ア･アクチブ会員，バスト･サービス会

員，及び名誉会員と呼ばれる会員種類

を置く規定を股けることができる。そ

して国際ロータリー細則はその各々に

対する資格条件を定めるものとする。

　第４節　定款及び細則の承認　国際

ロータリー加盟認証を与えられ，これ

を受理したロータリー・クラブは，す

べて，それによって国際ロータリーの

本定款及び細則並にその改正規定を受

諾し，承認し，そして，法律に反しな

い限り，万事これによって拘束され，

それらの規定を忠実に遵守することを

承諾するものとする。　づ

　　　　　　　第５条

　　　　　　理　事　会

　第１節　構成　理事会は国際ロータ

リーの管理主体であってその人員は

14名＊とする。国際ロータリー会長は

理事会の１員であって，その議長とな

るものとする。国際ロータリーの会長

エレクトは理事会の１員となるもの

とする。 12名の理事は細則の規定に

従って指名され選挙さるべきものとす

る。

　第２節　権限　理事会は本定款及び

細則の定めに従って国際ロータリーの

業務並に資金の支配と管理を行なうも

のとする。かかる支配と管理を執行す

るに当って理事会は，細則の規定によ

って定められた予算に従って，１会計

年度中にその経常収入，及び国際ロー

タリーの目的達成のために必要な額を

一般剰余金から支出することができ

る。理事会は，剰余金からの支出を必

要とした特別事情について次の国際大

会に報告しなければならない。理事会

は如何なる場合にも，その時点におけ

る国際ロータリーの正味資産を超える

負債を生ぜしめてはならない。

　第３節　幹事　国際ロータリーの事

務総長は理事会の幹事をつとめるもの

とする。彼は理事会の議事について投

票権を持たないものとする。

　　　　　　　第６条

　　　　　役

第１節名称 国際ロータリーの役

＊1970年国際大会において，1972年７月１日までに

実施の予定で，国際ロータリー定款，第５条　第１節

を，理事会の人員を17名一会長，会長エレクトおよ

ぴ16名の理事－とすること陀:改正。
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員は会長，第1.副会長，第２副会長，

第３副会長,その他の理事，事務総長，

財務長,地区ガバナー，及びグレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの会長，直前会長，副会長及び

名誉会計とする。

　第２節　選挙の方法　国際ロータリ

ーの役員は細則の定めるところに従っ

て指名され，選挙されるものとする。

　　　　　　　第７条

　　　　　　管　　　理

　第１節　グレート･ブリテン,アイル

ランド，チャンネル諸島,及びアイル･

オブ・マンに所在するクラブは，国際

ロータリーの管理上の１単位区域を形

成するものとし，これを“グレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリー”の名を以て呼ぶものとする。

　第２節　クラブの管理は理事会の総

括的管理の下にあるものとし，次に示

す直接管理の諸形式の中いずれかの形

式を併せ用いるものとする。これら直

接管理の諸形式は常に本定款及び細則

の規定に適合するものでなければなら

ない。

　（ｲ）理事会によるクラブの直接管

理。

　（口）所定地区のガバナーによるクラ

ブの直接管理。

　㈲　地区ガバナーの管理に加えて，

理事会が適切と考え且つ国際大会によ

って承認された方法を以てする，地理

的に隣接する二つ以上の地区から成る

地域内のクラブの管理。

　回　管理上の単位区域たる，グレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリーによる，グレート・ブリテ

ン，アイルランド，チャンネル諸島及

びアイル・オブ・マンにあるロータリ

ー・クラブの直接管理。グレート・ブ

リテン及びアイルランド内国際ロータ

リーの権限，目的及び職務は，国際ロ

ータリー大会によって承認されたグレ

ート・ブリテン及びアイルランド内国

際ロータリーの定款の条項及び国際ロ

ータリーの定款及び細則に定められて

いる所に従うものとする。

　　　　　　　第８条

　　　　　　国際大会

　第１節　時期及び場所　国際ロータ

リーの大会は毎年５月又は６月に，理

事会の決定する時と場所において開催

さるべきものとする。但し十分な理由

があれば理事会はこれを変更すること

ができる。

　第２節　特別国際大会　非常事態発

生の場合，会長は理事会総員過半数の

同意の下に特別国際大会を召集するこ

とができる。

　第３節　代表（ｲ）すべて国際大会

においては，各クラブは少くとも１人

の代議員を以てクラブを代表させる権

利を特つ。名誉会員を除き会員数が50

名を超えるクラブは，50名を超える

部分の50名又はその過半数の端数毎

に１名の追加代議員を以て代表させる

権利を特つ。この目的のために，代議

権は，国際大会の開催される月から遡

って第３ヵ月目の最終例会日現在にお

けるそのクラブの会員数を基礎として

決定されるものとする。クラブはその

クラブの特つ２以上の投票を行使する

権限を１名の代議員にゆだねることが

できる。
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　（口）各クラブは，国際ロータリーの

大会に代議員たるそのクラブの会員又

は委任状による代理者を送り，大会の

決定に付せられた各提案に対して投票

する義務を負う。

　第４節　特別代議員　国際ロータリ

ー各役員及び各前会長で現在も正会

員，シニア・アクチブ，又はバスト・

サービス会員としてクラブ籍を有する

者は特別代議員とする。

　第５節　選挙人及び投票　正当な信

任状を特つ代議員，委任状保持者，及

び特別代議員が国際大会の選挙体を構

成し，これを選挙人と称する。投票は

細則の定める所に従って行なわれるも

のとする。

　*第６節　規定審議会　各偶数年に国

大会の一部として規定審議会を開催

する。 議会は 国際ロータリーの立

機関をなすものとし

事会の決定する

その会議を理

大会 に先立

つ時期および国際大会開催地またはそ

の付近の場所において=

　審議会は，正規の手

なう。

によって

出されたすべての制定案および決議案

　審議会の議員及び議事手続は細則に

規定するものとする。

心.
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第９条

　　　費

　各クラブは半年毎に，細則に定める

人頭分担金を，国際ロータリーに納付

するものとする。

　　　　　　　第10条

　　　　　ロータリー財団

　細則又は国際ロータリー大会の決議

によって課せられることあるべき制約

を条件として，国際ロータリー理事会

又はロータリー財団管理委員会は，同

理事会又は同管理委員会が適切と考え

る条件の下に，如何なる贈与，不動産

遺贈又は金銭或は財産又はそれより生

ずる収入の遺贈をも，それが無条件譲

渡であると，はたまた寄贈者又は遺言

者の指定することあるべき使途又は委

託の条件つきであるとを問わず，これ

を受理することができる。すべてこの

ような贈与，不動産遺贈又は遺贈は，

理事会が国際ロータリーの大会決議に

よって与えられた権限によって随時そ

の目的のために取りのけて置く国際ロ

ータリーの剰余資金とともに，ロータ

リー財団として知られる資金を構成し

その一部となるものとする。

　　　　　　第11条

　　　　会員の名称と徽章

　クラブの各会員はロータリアンとし

て知られ，国際ロータリＴの徽章，バ

ッジ又はその他の記章を佩用する権利

を与えられるものとする。

第12条

国際ロータリー定款

　　　　　　細　　　則

　国際ロータリーの管理のための追加

規定を取り入れる，本定款と背馳しな

い細則は，国際ロータリーの大会によ

って採択されなければならない。その

細則は国際ロータリーの大会によって

改正することができるものとする。

　　　　　　第13条

　　　　　改　　　正

*第１節　時期　この定款の改正は，

偶数年に，国際大会の一部として開催

される規定審議会において出席しかつ

投票を行なうものの３分の２の賛成票

によってのみ行なうことができる。但

し，この定款の改正案に関する審議会

の決定に同意を与えることに反対する

クラブの票が所定の数まで投ぜられた

ため,国際ロータリニ細則第９条,第８

賛成票によって行なう。

　第２節　提案者　本定款の改正はク

ラブ，地区大会，グレート・ブリテン

及びアイルランド内国際ロータリーの

最高審議会又は大会，規定審議会，又

は理事会によってのみ提案されること

ができる。

　*第３節　手続　木定款を改正しよう

とする提案はすべて，規定審議会の開

かれるロータリー年度の８月１日以前

に事務総長の手許に提出されなければ

ならない。

　国際ロータリーの事務総長は，規定

審議会が開催されるロータリー年度の

11月１日までにその改正案の写しを

各クラブの幹事に郵送しなければなら

ない。

　事務総長は，適正に提案された改正

案を全部，直接規定審議会に移牒しな

ければならない。

　規定審議会は，正規の手続によって

提出された 改正案およびこれに

対して提出されたすべての修正案を審

議し，これに対する決定な行なうもの

とする。

注:改正された条項には下線が付してあります。
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節(卜順の規定に従い国際大会の決定に

付する場合は，この定款の改正は，奇

数年に開催される国際大会において，

当該改正案が提出された時に出席し，

かつ票決を行なう投票人の３分の２の

＊1970年国際大会（アトランタ）において改正。
の審議および決定に当るものとし，そ

の決定は，国際ロータリー細則の規定

によるクラブの投票に従う場合を除

すべて国際大会の決定としての効

－218－

力を有する。制定案または決議

する審議会の決定に同意を与え

に反対するクラブの票が所定の

に

する審議会の決定に同意を与えること

投ぜられた

決議案は，

合は

次期の

票人の
ｰ
する。

まで

当該制定案または

際大会において投

なう決定に付せられるも,のと

＊1970年国際大会（アトランク）において改正。
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　　　　　　　第１条　
｀二

　　国際ロータリーの加盟会員

　第１節　加盟承認（ｨ）国際ロータ

リーの会員に加盟承認を求める申請書

は理事会に対してなさるべきものとす

る。申請書には米貨100弗又はその相

当額のクラブ所在国通貨を添えなけれ

ばならない。理事会はかかる申請を承

認又は拒否する権限を持つ。申請が承

認された日を以て加盟会員となるもの

とする。

　（ﾛ）もし市，区，又は他の自治体地

域がその行政区域内に１又はいくつか

の，明確に限界を定め得る区域があっ

て，その各々に少くとも新クラブを組

織するために必要とされる最小限の職

業分類数がある場合には，それらの区

域の各々から一つずつのアディショナ

ル・クラブを加盟会員にすることがで

きる。但し，かかるアディショナル・

クラブを組織しようとする区域をその

クラブの区域の一部としているクラブ

が,目論まれているアディショナル･ク

ラブの結成を承認し，新クラブに与え

られようとする区域を放棄することが

前提である。かかる承認及び放棄は，

少くとも会合前10日用の予告がそのク

ラブの全会員に郵送された後聞かれた

既存クラブの例会において，出席会員

の投票数の過半数の賛成票がなければ

成立しないものとする。

　㈲　その区域限界内にアディショナ

ル・クラブを一つ又はいくつか結成す

ることを承認するクラブは,その事業，

その経営任務，又は専門職としての活

動が全市，全区或はその他の自治体全

区域に亘っている会員を，それらのア

ディショナル・クラブの区域限界内か

ら入会させる権利を保留することがで

きる。この規定はこれらのアディショ

ナル・クラブを拘束するものとする。

　第２節　標準クラブ定款（ｨ）国際

ロータリーによって採択され，随時改

正された標準クラブ定款は，1922年６

月６日より後に加盟承認されたクラブ

はすべてこれを採択しなければならな

い。

　（ﾛ）標準クラブ定款は，本細則の改

正について規定されている所と同様の

方法によって改正することができる。

かかる改正は，自動的に標準クラブ定

款を採択している各クラブの定款の一

部となるものとする。

　（ﾊﾞ）1922年６月６日より前に加盟承

認されたクラブは，標準クラブ定款及

びその改正に順応させるため以外に

は，そのクラブ定款を変更してはなら

ない。

　㈲　異常の状況下において,或は国，

州，又は省等の法律及び慣習に従うた

めに必要な場合，理事会は随時その会

合において出席理事の３分の２の多数

決を以て，標準クラブ定款及びその改

正と合致しないクラブ定款の規定を，

国際ロータリー定款及び細則に背反し

ない限り，承認することができる。
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　　　　　　　第２条

　　　　　　加盟の終結

　第１節　不支払　会費又は国際ロー

タリーに対するその他の財政上の債務

の支払を怠るクラブの加盟は，理事会

によって終結させることができる。

　第２節　懲戒　理事会は，理由があ

れば聴聞を行なった後全理事会の多数

決を以てクラブを懲戒し，停止処分に

付し，または全会一致をもってクラブ

を除名することができる。但し，罪状

を記した写し及びそれに対する聴間の

時と場所の通告が，かかる聴間の少く

とも30日前に，そのクラブの会長及

び幹事に郵送されていなければならな

い。かかるクラブは，かかる聴間の場

合,,常に弁護人によって代表される権

利を認められるものとする。理事会の

決定は本細則第4条第2節に定めるとこ

ろに従って国際大会に訴えることがで

きる外は最終である。

　第３節　説会　どのクラブでも，国

際ロータリーに対する財政上及びその

他の義務を完済している限り，加盟を

脱会することができる。理事会が受理

した時を以てその脱退は即時効力を発

生し，そのクラブの加盟認証状は事務

総長に返還されなければならない。

　第４節　機能の不履行　もし，理由

の如何を問わずクラブが解体し，正規

の例会開催を怠り，もしくはそのほか

の点で機能の遂行を怠った場合は，理

事会はそのクラブの加盟を終結させる

ことができる。

　第５節　再結成　もし，加盟を終結

されたクラブが再び結成されるか，又

は同じ地域に新クラブが結成された場

合，理事会は，その再結成されたクラ

ブ又は新クラブに対して加盟承認を与

えるに当って，入会金の支払を要求す

るか否か，或は以前のクラブが国際ロ

ータリーに支払うべき負債の支払を要

求するか否か，を決定する裁量権を特

つものとする。

　第６節　引渡し　国際ロータリーに

おける会員籍の終結とともに，元クラ

ブは国際ロータリーの財産に対して何

等の権利をも特たず，また持ってはな

らないものとする｡しかしながら,会員

籍に在る期間中はクラブは国際ロータ

リーの名,徽章,及びその他の記章を使

用する権利を与えられている。この特

権はそのクラブの加盟会員籍が終結す

ると同時に消滅するものとする。かか

るクラブの加盟認証状を回収する処置

を取ることは事務総長の義務とする。

　　　　　　　第３条

　　　　　クラブの会員身分

　第１節　正会員（ｨ）国際ロータリー

定款第4条第3節に定められた資格条件

を有する者はロータリー・クラブの正

会員に選ばれることができる。

　（ﾛ）各正会員の職業分類は，彼の所

属する商社，会社，又は団体の，主た

るそして世間の認める業務活動を示す

ものでなければならない。又，もし彼

が個人として実業又は専門職に従事し

ている場合には，その職業分類は彼自

身の主たるそして世間の認める実業又

は専門職活動を示すものでなければな

らない。

　第２節　アディショナル正会員

　（ｨ）クラブの正会員は誰でも，その

代表する事業又は団体から，更にもう
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1人を正会員に推薦することができ,ク

ラブはこれを正会員に選挙することが

できる。この場合，その職業分類は推

薦者のそれと同一の職業分類とする。

かかるアディショナル正会員の資格条

件は，国際ロータリー定款第4条第3節

に正会員の資格条件として定めてある

ものと同一である。かかるアディショ

ナル正会員は，唯一つの点を除き，す

べての点において正会員である。唯一

の相違点は，本節前段の規定の下に選

挙されたアディショナル正会員の会員

身分は，その推薦者の正会員身分終結

とともに，或はその推薦者がシニア・

アクチブ会員になった場合に，自動的

に終結するという点である。

　（ﾛ）クラブは，その職業分類の保侍

者の承諾を条件として，そのクラブの

区域限界内に自分が現実に従事してい

る事業所を侍っており，その他の会員

となるための資格条件をも備えてい

る，曾てどこかのロータリー・クラブ

の正会員であった者を，そのクラブの

アディショナル正会員に選挙すること

ができる。但しその場合，次の各項の

条件に適合することを要する:

　（1）一つの職業分類から，本節本項

に基いて選挙されるアディショナル正

会員は，如何なる場合にも１名を超え

てはならない。

　（2）本節水項に基いて選挙される会

員は，その会員が以前のクラブの会員

籍を失った理由が，そのクラブで与え

られていた職業分類の職業にそのクラ

ブの区域限界内で現実に従事しなくな

ったということ以外の理由であっては

ならない。

　（3）本節本項に基いて選挙される会

員は，その職業分類が空席となった時

にその会員籍を失うものとする。但し

その職業分類が再び充填された時は再

びアディショナル正会員に選挙される

ことができる。（但し，この場合，そ

の職業分類の保侍者が本節（ｨ）項に基い

てアディジョナル正会員を推薦する権

利はそこなわれないものとする｡）

　*第３節　シニア・アクチブ会員（ｨ）

次の各項のいずれかに該当する正会員

は，自分の自由意思で，書面を以て幹

事に通告することによってシニア・ア

クチブ会員になることができる:

（1）現在クラブの正会員であって，こ

　　れまでに１つ又はいくつかのクラ

　　ブにおいて通算15年以上正会員

　　であった者，又は

（2）現在60才以上で，一つ又はいく

　　つかのクラブで通算10年以上正

　　会員であった者，又は

（3）現在国際ロータリーの役員である

　　か，曾て国際ロータリーの役員で

　　あった者。

　　　尚曾てクラブの正会員であった

　　クラブのバスト･サービス会員で，

　　正会員でなくなった時点において

　　上に示されたシニア・アクチブ会

　　員たる資格条件を備えていた者も

　　また同様に自分の意思でシニア・

　　アクチブ会員になることができ

　　る。

　（ﾛ）65才以上のクラブ正会員でこ

れまでに一つ又はいくつかのクラブに

おいて通算５年以上正会員であった者

は自動的にシニア・アクチブ会員とな

るものとする。

　㈲　現在の所属クラブ及び又は他の
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クラブで通算15年以上正会員及びバ

スト・サービス会員であったバスト・

サービス会員は誰でも，自動的に，シ

ニア･アクチブ会員となるものとする。

　（ﾆ）どのクラブでもその自由裁量に

よって，以前どこかのクラブの正会員

であった者で正会員でなくなった時点

においてシニア・アクチブ会員になれ

る資格のあった者を，そのクラブのシ

ニア・アクチブ会員に選挙することが

できる。但し，その元会員がそのクラ

ブの区域限界内又はその周辺に居住し

ていることを必要とする。

　（ﾎ）シニア・アクチブ会員は次の2

点を除き,正会員の持つあらゆる権利，

特典及び責任を持つものとする。

　（1）シニア・アクチブ会員は実業又

は専門職の職業分類を代表する者と考

えられてはいない。そして

　（2）シニア・アクチブ会員はアディ

ショナル正会員を推薦する権利を持た

ないものとする。

　クラブは，このようなシニア・アク

チブ会員が従事している実業又は専門

職の職業分類の下に有資格者を入会さ

せることができる。

　（へ）選挙されたシニア・アクチブ会

員の会員籍は，もしも彼がシニア・ア

クチブ会員として在籍するクラブの区

域限界内もしくはその周辺に居住しな

くなったならばその時を以て自動的に

終結するものとする。この規定は，自

動的に,或は自分自身の選択によって，

シニア・アクチブ会員になった者には

適用されない。

　第４節　バスト・サービス（ｨ）ク

（ラブの元正会員で，その実業又は専門

職の現職から隠退したために正会員の
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籍を失った者が一つ又は幾つかのクラ

ブで通算５年以上正会員であった場合

は,彼が正会員籍を特っていたクラブ，

又は他のどのクラブにおいても，バス

ト・サービス会員に選挙されることが

できる。このような元会員は,バスト・

サニビス会員としての他のすべての資

格条件を備えている限り，その正会員

籍終結の時点,又はその後いつでも,バ

スト・サービス会員に選ばれることが

できる。もし実業又は専門職からの隠

退が，彼がクラブの会員でなくなった

後に起った場合には，彼はバスト・サ

ービス会員に選挙されることはできな

い。バスト･サービス会員は,曾て彼が

正会員であったクラブの会員に選挙さ

れた場合を除き，入会金の支払を要す

るものとする。前述除外例の場合は，

二度目の入会金の支払を要しないもの

とする。バスト・サービス会員は，彼

がバスト・サービス会員籍を特つクラ

ブの区域限界内，又はその周辺に居住

していなければならず，爾後も引続き

そこに居住しなければならない。但し

彼が曾て正会員であったクラブのバス

ト・サービス会員に選挙される場合は

この限りではない。後者の場合は，彼

が正会員籍を失なった時に居住してい

た場所に居住していても差支えない。

　(ﾛ)バスト･サービス会員は,実業又

は専門職の職業分類を代表するもので

はないということ及びシニア・アクチ

ブ会員になる選択権を行使することは

できないということ(但し本条第3節(ｲ)

に規定されている場合を除く)の2点を

除き，正会員の特つすべての権利，特

典及び責任を有するものとする。

第５節　二重会員　何人も，同時に

国際ロータリー細則

いくつかのクラブにおいて正会員，シ　　　とができる。

ニア･アクチブ会員又はバスト･サービ

ス会員の籍を特つことは許されない。　　　　　　　　　　　第４条

　第６節　名誉会員　クラブの区域限　　　　　　　　理　事　会

界内に居住しているか，もしくは曽て　　　　第１節　任務　国際ロータリーの理

居住したことのある男子で，そこにお　　　事会は，国際ロータリーの目的推進，

いて，或は他の所においてロータリー　　　ロータリーの綱領達成，ロータリーの

の理想推進に著しい功績のある男子を　　　基本要綱の研究と教導，ロータリーの

そのクラブの名誉会員に選挙すること　　　理想，倫理，及びロータリー組織の独

ができる。　　　　　　　　　　　　　　　　特の特長の保全，並びにロータリーを

　名誉会員は，彼が会員であるクラブ　　　全世界に亘って拡大する目的のために

以外にはいかなるクラブにおいても何　　　必要なあらゆる方策を講じる任務を特

等の権利又は特典を認められないもの　　　つものとする。

とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２節　権限　理事会は国際ロータ

　第７節　宗教及び新聞　クラブは，　　　リーの管理主体をなすものとし，その

定款及び細則に定められた他の資格条　　　決定は定時又は臨時の国際大会に提訴

件を備えている限り，二つ以上の宗派　　　する以外にこれを覆すことはできない

から，そしてクラブの区域限界内で発　　　ものとする。かかる提訴は，当該国際

行される二つ以上の新間から，それぞ　　　大会の開会に先立つ少くとも30日前

れ代表者をこれらの職業分類の下に正　　　に，国際ロータリーの事務総長に提出

会員として入会させることができる。　　　　されなければならない。

　第８節　公職　一定の期間を限って　　　　第３節　統御と管理　理事会は，国

公職に選挙又は任命された者は，その　　　際ロータリーの役員及び委員会の全部

公職の職業分類の下にクラブの正会員　　　に対して総括的統御と管理を執行し，

となることはできないものとする。こ　　　理由があれば,聴聞を行なったうえで，

れは，学校，大学，又は他の教育施設　　　全理事会員の投票の３分の２によって

に職又は役を特つ者には適用されない　　　役員又は委員を罷免することができ

ものとする。　　　　　　　　　　　　　　　る。但し,その役員又は委員に対して，

　クラブの正会員で一定の任期を以て　　　かかる聴間の行なわれる時と場所を明

公職に選挙又は任命された者は，その　　　示した予告を，聴間の行なわれる少く

在任中，かかる選挙又は任命の直前に　　　とも60日以前に，直接本人に，もしく

彼がそのクラブで特っていた職業分類　　　は書留郵便を以て通達されなければな

の下に引続き正会員籍を保持すること　　　らない。かかる聴聞において当該本人

ができる。　　　　　　　　　　　　　　　　は弁護人に代理させることができる。

　第９節　ロータリーの被雇傭者　ク　　　　第４節　会合（ｨ）理事会は理事会

ラブは，そのクラブの会員で国際ロー　　　が決定する時及び場所において会合す

タリーと雇傭関係に入る者の会員籍を　　　るか，もしくは会長の召集によって会

その雇傭関係の続くご限り持続させるこ　　　合するものとする。会合の予告は，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　－227－
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れを必要なしとして免除された場合を

除き,会合口の少くとも30口前に事務

総長によって全理事に対して通達され

なければならない。各会計年度毎に少

くとも２回理事会を開かなければなら

ない。

　(ﾛ)次の会計年度に理事会のメンバ

ーとなる者の暫定会合は年次国際大会

の終了直後，次年度会長の定める時と

場所において開催されなければならな

い。　７月１口以後のいずれかの口

に，定足数を充たす理事の出席する理

事会において，もしくは本条第５節に

述べられている通信方法の中のいずれ

かによって，理事の過半数がかかる暫

定会合において行なわれた決定を承認

した時は，かかる会合及びその会合に

おいてなされた決定は，あたかもかか

'る暫定会合がその口に行なわれたと同

様の効力を認められるものとする。

　㈲　いかなる理事会の会合において

も，定款又は細則によってより多くの

投票を必要とされる場合を除き，理事

会員５名を以てすべての事項を処理す

るための定足数とする。

　第５節　通信による投票　理事会

は，現実に会合することなしに，会長

によって，もしくは会長の承認の下に

理事会員に通達された事項について，

郵便，電信，無線電報又は電話を以て

投票することによって議事を処理する

ことができる。投票は，その口までに

理事の過半数が投票を了していること

を条件として,｀通達の日付後30口を

経過した時を以て総切られたものと見

なすものとする。又，もし理事の過半

数が賛成票を投じた時もしくは反対票

を投じた時は，前述の期間前いつでも

投票は締切られたものと見なすものと

する。

　第６節　執行委員会　理事会は，３

名を下らない，そ七て５名を超えない

数の理事を以て構成される執行委員会

を任命することができる。理事会はこ

の委員会に，理事会の会合と会合の中

間期間中，既に国際ロータリーの方針

が確立されている執行又は管理の性格

を持つ事柄について，理事会に代って

決定を行なう権利を行使する権限を委

任することができる。執行委員会は，

理事会によって定められ，本節の規定

に背馳しない職務規定の下にその機能

を行なうものとする。

　第７節　決定権限　理事会は，定款

及び細則の規定の意味する範囲内にお

いて，如何なる事柄がその範囲と性格

上国際的事項であり，何が同様に国家

的であり,何がそのいずれでもないか，

ということを決定しこれを宣明する権

限を持つものとする。但しクラブはぞ

れについて国際大会に提訴する権限を

有するものとする。かかる提訴は，当

該国際大会の開会に先立つ少くとも30

日前に事務総長のもとに提出されなけ

ればならない。それに間する討論は国

際大会の議事規則によ｡･って制限を受

け，国際大会の決定は最終とする。

　*第８節　欠員（ｲ）理事に選挙され

た時期と任期の第１年目を終る時との

間に，何等かの理由で理

じた場合は，そ句理事を

ン，地理的集団又は地域

に欠員が生

内の

したソー
一

クラブは

欠員となった理事の残存任期をつとめ

る後任の理事ノミニーを選出してこれ

を理 による選挙に するものと

＊1970年（アトランタ）大会において改正。
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た当該ソーン

地理的集

が理事ノミ二－の選 に当っ

て従うことになっている手続に従って

行なうべきものとする。手続の具体的

細は会 が定めるところによる。

　このような選出が本細則の定める指

名委員会の方法によって行なわれる場

合に，もしもその欠員の生じた年度を

任期とするソーン，地理的集団又は地

域における理事指 が成立して

いたならば，その委員会は，その任務

のほかに，欠員理事の残存任期を任期

とする理事ノミニーの選出に関連する

務を なうものと る。

もしこのような指名委員会が成立し

ていない場合は 空 となった理 の

選出に関連して任務を行なった指名委

員会が，その空席を埋めその残存任期

を勤める理事ノミニーの

任 を なわしめる

に

的のために

して

会

長によって再任命されるものとする。

　本節上述の規定に従って空席を埋

め，残存任期を勤める理事ノミ二－の

選 が ったならば そのノミニーを

理事とする選挙は理事会によって行な

われるものとし,会丿

次の理事会において

の 定に従って，

もしくは に

よる投票によってこれを行なうものと

する。
-

（ﾛ）理

　一
の如何を問わ 理 の

が，その理事の就任第１年度終了の時

とその任期満了の時との間に生じた場

合は，残余の理事が，会長の決定に従

って， の理 において もしくは

通信による投票によって，欠員の生じ

地理的集団又は地域か

ら，残存任期中空席を埋める理事を選

挙するものとする。

㈲　上述の規定を適用し難いような

測の場合が った は 会 が取る

べき手続を決定するものとする。

　　　　　　　第５条

　　　　役

第１節選挙（ｲ） 会長及び理事

は，以下に定める規定に従って年次国

際大会において選挙されるものとす

る。

　（ﾛ）理事会は毎年，次の７月１日に

始まる１年間を任期とする財務長を任

命するものとする。

　㈲　次期理事会は，その暫定会合に

おいて,モのメンバーの中から第1,第

２及び第3副会長をそれぞれ1名ずつ選

挙するもめとする。

　（ﾆ）次期理事会は，事務総長の任期

が終了する暦年に，その暫定理事会会

合において，翌年１月１日より向う５

ヵ年を超えない任期を勤める事務総長

を選挙しなければならない。

　*第２節　資格条件（ｲ）国際ロータ

リーの各役員は,クラブの瑕疵なき*正

会員,シニア・アクチブ会員,又はバス

ト･サービス会員でなければならない。

（＊注。推奨クラブ細則第11条第１節

　（2）の注参照）

（ﾛ）国際ロータリー会長候補者は，

かかる候 として推薦される以前に

ロータリーの理事を勤めたことの

ある者でなければならない。

　㈲　国際ロータリーの理

は，かかる候補者として推Jj

候

される以
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に国際ロータリ

めたことのある

い。
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－の地区ガバナーを

者でなければならな

選挙しなければならない。

　第５節　報酬　事務総長及び財務長

以外の金役員は無報酬で勤めるものと

する。理事会は事務総長の報酬額を定

めなければならない。財務長は年額ｉ

弗を支給されるものとする。

　第６節　任務（ｲ）会長はすべての

国際大会及びすべての理事会の会合に

おいて議長となるものとする。最高執

行者として，会長は国際ロータリーの

仕事及び活動を監督し，その職に付随

するその他の任務を執行するものとす

る。

　（ﾛ）会長エレクトは，理事会のメン

バーとして身分に伴う任務及び権限を

持つのみである。しかしながら会長又

は理事会はこれにその他の任務を与え

ることがでぎる。

　㈲　事務総長は，会長の監督及び理

事会の統率の下に実務を執行する国際

ロータリーの常務役員である。事務総

長は，国際ロータリーに代って，彼の

署名を要するあらゆる書類に署名し，

会計記帳を司り，理事会によって指示

された方法で資金を受納しこれを預金

し，そして年次報告を理事会に対して

行なわなければならない。その報告

は，理事会によって承認された上で年

次国際大会に提出されなければならな

い。事務総長は，理事会の要求する金

額と保証人を，忠実な任務遂行の保証

として提供しなければならない。

　（≒）財務長は，理事会の指示する方

法に従って資金を払い出すほか，理事

会によって代行を委任されることある

べき，財務長の職に付随するその他の

任務を執り行なうものとする。財務長

は，理事会が要求することあるべき報
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告を理事会に対して行ない，国際大会

に対して報告を行なわなければならな

い。財務長は，理事会の要求する全額

と保証人を忠実な任務遂行の保証とし

て提供しなければならない。

　　　　　　＊第６条

　　　　　　立法手続

　第１節　提案　国際ロータリーの定

款又は細則，もしくは標準クラブ定款

を改正しようとする提案は，これを制

定案と称するものとする。これらの規

　一則のいずれをも改正しようとするもの

でない国際大会の決定を目的とする提

案は，これを決議案と称するものとす
　　　　　　　　ーる。

き

ー

本細則に別段の定めある場合を除

，制定案は，国際ロータリー定款第

13条，国際ロータリー細則第９条及び

第21条，及び標準クラブ定款第14条

に定められている方法によって提案さ

れ，審議決定されなければならない。

　決議案は，クラブ，地区大会，グレ

－ト・ブリテン及び イルランド内

ロータリー理事会又は大会

こZ]ぐ

定

及び理事会によって提出される

ことができる。

　決議案は，その提案が審議され採決

される時に出席している規定審議会代

議員の投ずる有効投票の少くとも過半

数の賛成票によって採択することがで

きる。
-
　決3 案はすべて 定

るロータリー年度の４

義会の開かれ
-

１日までに，

書面を以て事務総長に交付されること

を要する。但し，規定審議会又は理事
　　　　　　　　　　　　　　　　－

会の提出する決議案は の 会記至

＊1970年（アトランク）大会において改正。

るまで受理し採決することができる。

　本細則に別段の定めある場合を除

決議案は本細則第９条に規定する

方法によって提案し採決すべきものと

する。
-
　第２節　非常事態（ｲ）もしも全理

事会員の3分の2の多数によって表明さ

れた理事会の意見として非常事態が存

在するならば。

　（1）国際ロータリーの定款を改正し

ようとするものでない制定案，又は決

議案は,本細則第21条３節又は標準ク

ラブ定款第14条第３節に定められて

いる方法によって処理することなし

に，奇数年の国際大会において投票に

付せられることができる。但し，時間

的に可能な限り，これらの規定に定め

られている手続は踏まれなければなら

ない。

（2）国際ロータリーの定款を改正し

ようとするものでない制定案について

は，偶数年の国際大会中もしくはそれ

より前に所定の日限より遅れて受理さ

れたものは,本細則第21条第３節又は

標準クラブ定款第14条第３節に定めら

れている方法によって処理することな

しに，前記偶数年の国際大会で投票に

付せられることができる。但し時間が

許せば，このような非常事態制定案も

当該大会におl

て,その処理に

る 定 会に提

さなければな

し

ない。

　（3）偶数年の国際大会において受理

された決議案は，本細則第９条に定め

られている方法によって処理すること

なしに，その国際大会において投票に

付することができる･。但し，時間的に

可能ならば，このような非常事態決議

案も当該大会における規定審議会に提

－231－

　第３節　任期（ｲ）会長を除き，国

際大会において選挙される各役員の任

期は，その選挙された国際大会が終了

した直後の７月１日に始まるものとす

る。但し，異例の事情のもとにおいて

は，理事会は，或る地区ガバナーの任

期が，７月１日以後であってその年の

10月１日以前の日に始まるものと定

めることができる。理事を除き，すべ

ての役員は１ヵ年，又はその後継者が

選挙されそしてその有資格を認定され

るまで在任するものとする。定款又は

本細則に定めのない限り，理事はすべ

て２ヵ年，又はその後継者が選挙され

そしてその有資格を認定されるまで在

任するものとする。

　（ﾛ）国際大会において選挙された会

長の任期は，その選挙された年の次の

暦年の７月１日に始まるものとする。

但しその選挙された国際大会が終了し

た直後の７月１日より，会長エレクト

として理事会のメンバーとなるものと

するが，副会長に選ばれることはでき

ないものとする。

第４節　欠員（ｲ）会長が欠員とな

った場合は，副会長がその階級の順序

に従って会長の地位につくものとす

る。

　（ﾛ）会長エレクトに欠員ある場合

は,本細則第10条第２節㈱に定められ

たところに従ってその欠員を補填する

ものとする。

　㈲　財務長又は事務総長に欠員ある

場合は，理事会はその残存任期を任期

とする後継者をロータリアンの中から



l
l
l
i
S
S
‐
I
I
I

I
I
I

　
Ｉ
″
－
ｊ
、
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
一
一
Ｉ
Ｉ
゛
’
一
゛
″
ゝ
、
“
　
　
゛
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　

Ｊ
ｒ
　
　
　
Ｊ
『
　
Ｉ
Ｉ
　
　
　
　
’
ｆ
　
－
　
Ｉ
　
Ｉ
　
　
　
ｓ
　
Ｉ
一
一
一
♂
♂
　
　
　
　
’
ｊ
　
　
ｒ
　
　
　
　

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
゛
　
　
！
　
　
゛
　
　
　
　
　
　
｀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
　
ｒ
『
ｒ
ｒ
１
Ｉ
ゝ
ｖ
￥
』
″
！
、
ａ
ｊ
、
1
'
l
j
'
1
‐
i
I
I
I
I
‐

i
"
l
i
l
l
“
l
＆
~
“
1
1
;
I
L
I
S
'
“
一
I

I
I
I
I
I
I
"
I
I
I
'
I
Z
l
l
I
I
‐
I
'
I
"
'
I
I
I
‐
1
1
1
1
‐
l
g
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
1
1
1
M
I
S
I
I

.
1
‐
‐
.
1
1
‐
.
“
.
“
.
1
!
1
1

.
1
1
1
'
l
i
･
d
‐
.
‐
~
I
I
.
1
'
‐
Z
‐
s
S
l
s
1
1
1
1
1
1
1
d
1
1
‐
i
s
一
“
s
l
‐
1
1
&
s
‐
l
s
‐
‐
.
1
.
1
s
‐
s
l
s
l
i
‐
‐
‐
s
M
=
s
l
一
Ｉ
　
　
　
　
Ｉ
I
I
l
j
l
l

l
l
l
.
1
1
‐
I
'
I
I
I
J
s
s
s
s
‐
“
~
‐
1
1
J
.
1
“
ｒ
ｊ
Ｉ
Ｉ
４
』
－
Ｉ
Ｉ
？
－
ｌ
ｒ
Ｊ
ｊ
゛
“
ｊ
－
Ｌ
ｙ
－
゛
１
１
Ｉ
Ｉ
』
゛
゛
’
Ｊ
゛
』
゛
゛
’
－
　
゛
－
　
』
゛
－
－
　
－
゛
゛
―
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
゛
゛
ｒ
I
I
I
I
l
~
S
I
I
I

I

I
I
“
l
s
s
i
a
、
・
Ｉ
Ｉ
ア
一
Ｉ
！
ｆ
Ｉ
ｓ
ｘ
！
、
ｊ
＆

　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ａ

　
g
r
h
t
ｔ
ｐ
:
/
/
w
w
w
.
s
.
６
.
n
e
t
j
p
l
~
M
l
s
g
z
4
F
i
g
i
w
r
.
I
.
I
‐
I
I
I
I
‐
I
I
.

I
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
I
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
I
I
　
　
I
　
　
I
　
I
　
I
I
　
I
　
I
I
　
I
I
I
I
I
I
1
1
1
＝
=
1
1
1
1
1
1
“
l
s
“
l

s
“

l
s
1
1
1
s
l
l
s
s
s
s
j
l
l
＝
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s
s

s
s
a
1
1
1
.
1
1
1
1
1
j
l
l
‐
l
j
‐
I
I
I
‐
‐
I
‐
1
‐
I
I
‐
'
‐
j
l
l
l
l
‐
'
‐
I
‐
S
‐
I
I
~
a
l
‐
1
‐
1
1
'
‐
'
S
'
1
‐
1
‐
S
“
“
S
I
‐
¥
I
I
J
l
s
l
■
４
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
！
―
。
Ｉ
Ｉ
ｒ
、
I
'
l
l
a
~
l
~
I
l
s
l
s
s
l
“
s
&
I
‐
‐
'
‐
'
I

'
l
l
、
&
W
.
‐
'
I
I
J
.
l

s
l
s
9
‐
1
1
1
1
‐
‐
l
~
l
d
~
I
.
d
j

l
＆
I
I
l
d
‐
I
―
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
″
『
Ｉ
Ｉ
・
■
４
１
－
、
『
ｌ
ｒ
I
I
l
i
s
s
l
l
l
I
I
、
Ｉ
ぜ
″
ｊ
－
ｊ
－
ｊ
　
ｊ
』
ゝ
　
ｒ
　
　
Ｓ
ｉ
ｓ
ｌ
Ｉ
　
　
ｊ
　
ｌ
￥
一
　
ｒ
　
Ｉ
　
ｓ
ｉ
　
ｒ
Ｉ
ｊ
ｊ
ｉ
　
　
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
♂
ｓ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ

　
ｔ

…

…
一
、
’
、

ｌ
ｒ
Ｌ

―
ｔ
ｌ
ｔ
Ｉ
、
ｗ
ｆ
ｌ
・
ｌ
ｌ
ｌ
‐
”
’
１
１
’

　
S
&
a
l
S
a
&
S
a
S
l
b
“
s
l
&
a
S
d
d
‐
S
l
i
a
s
‐
j
‐
'
s
l
j
‐
s
l
.
.
s
‐
d
s
a
.
‐
‐
i
s

a
‐

i
l
l
l
1
1
1
“
d
j
l
.
.
s

‐
.‐
.
a
‐
s
l
‐
b
=
‐
‐
‐
‐
.
‐
l
i
‐
‐
‐
i
i
s
s

‐
‐
‐
‐
‐
l
　
s
.
‐
‐
s
.
‐
.
.
s
‐

.

.
I
I
I

I
I
I

I
I
l
j
＆
‐
J
.
1
‐
‐
1
1
‐
1
‐
‐
.
I
　
‐
‐
‐
‐
　
.
.
.
‐
‐
I
.
1
1

1
‐
.
‐
a
‐
I
‐
‐
.
‐
‐
I
I
‐
‐
‐
I
I
‐
.
I
.
‐
‐
1
.
.
.
.
‐
‐
.
.
.
‐
.
.
‐
‐
‐
.
‐
I
‐
.
‐
.
.
‐
.
'
‐
I

l
a
‐
I
‐
I
‐
I

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

6
l
d
‐
‐
‐
l
j
'
I
I
‐
1
‐
"
1
1
‐
1

1
1
J

I
I
I
I
'
1
1
1
6
j
“
s
l
l
s
l
l
＆
“
s
l
s
“
s

s
s
l
l
.
1
‐
‐
9
1
“
=
1
‾
‐
1
.
1
1
1
‐
‐
‐
1
a
“
!
i
.
j
1
.
1
'
I
!
i
一
s
s
r

l
i
z
‐
9
=
S
q

‐
i
一
Ｉ
Ｉ
ｔ
－
Ｉ
Ｌ
・
Ｉ
ｊ
、
ａ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
―
ｇ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
」
ｒ
１
７
ｓ
Ｃ
ｒ
Ｉ
ｓ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
♂
Ｉ
“
=
4
~
～
s
“
"

2
r
　
2
j
～
￥
“
1

1
.
“
.
~
＆
‾
s
2
.
1
ｒ
　
　
Ｉ
　
Ｉ
ｒ
‐
‐
‐
“
‐
l
s
‐
.
‐
.
l
l
.
i
‐
a
’
‐
.
4
s
“
.
1
‐
.
’
a
‐
1
.
d
l
l
‐
I
.
J
6
1
1
1
‐
.
.
.
‐
S
.
1
.
1
.
＆
＆
.
J

　
　
　
４
ｉ
亀
Ｉ
ｙ
４
ｓ
ｌ
Ｉ
』
ｊ
ｔ
ｌ
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
l
l
.
.

.

.
I
‐
d
l
d
l
’
j
J
I
l
j
’
.
j
l
ｌ
d
j
l
s
.
s

‐
.‐
.
i
‐
s
l
‐
i
=
‐
‐
‐
‐
.
‐
I
l
s
s
s
J
j
&
1

1
1
“
“
I
I
　
l
s
1
1
1
s
l
s

s
l
l
s

l

s
l

l

s
s

s
1
1
1
6
1
a

s
1
1
“
l
s
s
s
s
s
s
l
1
1

1
1
　
s

s
s
“
I
l
s
l
l
l
s
s
s
a
l
l
l
l
s
1
1
1
1
1
1
“
I
I

‐
.
1
1
1
1
1
s
s
s
s
l
=
s
s

s

l
s
s

“

1
“
s
l
l
　
　
　
ｌ
ｌ
ｊ
　
　
　
　
　
Ｊ
ｊ
　
　
　
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
・
　
ｉ
吃
４
　
ｒ
ぶ
７
！
Ｍ

『
６
ｙ
″
１
り
ｖ
ｙ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｉ
參
享
ｉ
！
ｉ

♂ｉ
゛
ｙ
？
４
ｓ
？
ｓ
ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｓ
』
ｙ
ｙ
Ｉ
ぶ
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
１

して その処理に

ない。
-

　（ﾛ）非常事

さな1

下にこれらの

国際ロータリー細則

ればなら

定に基

いて規定審議会又は国際大会によって

処理される制定案又は決議案が採択さ

れるためには，出席者の投票の中３分

の２の賛成票を必要とする。

　　　　　　　第７条

　　　　　　国際大会

　第１節　時期及び場所　定款第８条

第１節の規定に従って,理事会は毎年，

その会合の時点を含む会計年度終了後

54ヵ月目がら始まる暦年に開催すべ

き国際大会の時及び場所を決定するこ

とができる。そしてその国際大会の開

催のためにあらゆる準備手配を行なう

権限を有するものとする。

　第２節　召集　国際大会の少くとも

６ヵ月前に会長は年次大会に対する公

式の召集を発令し,犬事務総長はこれを

各クラブに郵送しなければならない。

　臨時国際大会に対する召集状は開催

日の少くとも60日前に発令され,郵送

されなければならない。

　第３節　国際大会の役員　国際大会

の役員は，国際ロータリーの会長，副

会長,事務総長及び財務長,並びに会長

によって任命される会場監督とする。

　第４節　代議員（ｲ）資格条件。各

代議員及びその補欠者は，委任状によ

る代議員を除き，彼が代表するクラブ

の正会員，シニア・アクチブ会員，又

はバスト・サービス会員でなければな

らない。

　（ﾛ）補欠者。クラブは，その代議員

を選ぶ際，各代議員に対して補欠者を

1名選ぶことができる。その補欠者は，

自分を補欠者としている正代議員が欠

席した場合にのみ投票する権利を持つ

ものとする。但し，適正な信任状を持

つ補欠者は補欠者に欠席された同じク

ラブの代議員ならどの代議員のために

も代役を勤めることができる。補欠者

が代議員として勤める場合は，大会に

提出された各案件に対して１票を投ず

ることができる。

　補欠者が代議員の代わりを勤める場

合は，代議員の団長はその変更を信缶

状委員会に報告しなければならない。

そして代議員に対するこのような補欠

者の代替が行なわれたならば，その補

欠者はその大会が終了するまで引続き

代議員として勤めるものとする。この

一般規則は，大会開催地のクラブの代

議員に関しては，信任状委員会が一つ･

又はいくつかの本会議1こ限って代議員

に対する補欠者の代行を許すように手

心を加えても差支えない。但しこれ，

は，その代議員がその大会の運営に関

与していてそのために大会の或る本会

議に出席することが不可能であるとい

う場合にのみ限定さるべきものであ

る。なお，このような代替は信任状委

員会に適法に報告され同委員会によっ･

て認められることが前提である。

　㈲　委任状による代理者。クラグ

は，欠席するクラブ代議員の委任状に

よる代理者として次に掲げる者を指定

することができる。

　（1）そのクラブの正会員，シニ,ア・

アクチブ会員，又はバスト・サービス。

会員。

　　　　　　　又は

　（2）もしもクラブの会員が国際大会

に出席していない場合は，同じ地区内
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の他のクラブの正会員，シニア・アク

チブ会員,又はバスト･サービス会員。

但し，地区に属さないクラブは，出席

していないそのクラブ自身の代議員の

代わりに，どこに所在するクラブであ

ろうとも，その正会員，シニア・アク

チブ会員，又はバスト・サービス会員

を委任状による代理者に指定すること

ができる。

　このような委任状による代理者は，

本条第５節に規定する証明書を提出す

ることによって，彼の有する他のあら

ゆる投票権に加えて，その代理する欠

席代議員に代って投票する権利を取得

するものとする。

　第５節　信任状　各代議員及びその

補欠者の資格は，そのクラブの会長又

は幹事の署名した証明書によって証明

されるものとする。委任状による代理

者の資格は，彼に代理を委任した代議

員を送らないクラブの会長及び幹事の

署名する証明書によって証明されるも

のとする。代議員，補欠者，及び委任

状による代理者が国際大会において，

これらの資格のもとに行動するために

は，その国際大会において，それらの

証明書がすべて信任状委員会に提出さ

れなければならない。

　第６節　特別代議員　国際ロータリ

ーの各役員又は理事，及び現在も正会

員，シニア・アクチブ会員，又はバス

ト・サービス会員としてクラブ籍を有

する国際ロータリーの各元会長は，特

別代議員とし，国際大会において投票

に付せられた各案件に対して一票を投

ずる権利を有するものとする。

　第７節　登録料　国際大会に出席す

る16才以上の者は,すべて登録して理

事会の定める登録料を支払わなければ

ならない。代議員又は委任状による代

理者は，その登録料が支払われるまで

は国際大会において投票する権利は生

じないものとする。

　第８節　定足数　全クラブ数の４分

の１を代表する代議員及び委任状によ

る代理者を以て国際大会のあらゆる会

議における定足数とする。但し開会劈

頭の本会議は定足数を要しないものと

する。

　第９節　信任状委員会　各国際大会

において，又は，それに先立って，会

長は，会長の決定する５名以上の数の

委員から或る信任状に開する委員会を

任命しなければならない。

　　　　　　　第８条

　　　　国際大会の手続規則

　*第１節　国際大会め手続規則は次の

通りである：

　（ｨ）プログラム　国際大会委員会が

報告し，理事会によって承認され，そ

して国際大会が採択したプログラムが

会期中の全日程となるものとするレプ

ログラムについての変更は，出席代議

員及び委任状による代理者の投票数の

３分の２を以て随時行なうことができ

る。

　（口）討論一題目　委員会の報告，国

際大会に対して行なわれた通信，制定

案及び決議案，及びこれらに対するす
ー　　　　－
べての修正案，及び議事慣行上“非討

論事項”,として知られているもの以外

のあらゆる動議は，３分の２の票を以

て国際大会が討論を省略して処理する

ことを議決しない限り，国際大会の議
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場において討論することができる。

　㈲　討論一制限　討論において，各

ロータリアンは，同一日に同一案件に

ついて２回を限り発言することができ

る。但し異議の中立についてはこの限

りでない。しかし，その案件に関して

まだ１回も発言していないロータリア

ンで発言を求める者がある限り，第２

回目の発言は許されない。国際大会に

おいてロータリアンの発言は１回５分

を超えてはならない。但し，日程に定

められているか，又は過半数の票によ

って認められた場合はこの限りでな

い。

　（ﾆ）投票手続　国際大会における投

票は，役員の指名又は選挙について本

細則に別段の定めある場合及び次に示

す場合を除き,口頭によるものとする。

　（1）選挙人が要求するか，もしくは

議長が指回した場合は，投票は起立投

票によるものとし，起立する各選挙人

を一票に数えるものとする。

　（2）国際ロータリーの方針を左右す

るような制定案又は決議案，もしくは

　　　　　　ー　　　　－そのような制定案又は決議案に対する

　　　　　　　ー　　　　－修正案については，次に示す各号の状

態の中めいずれかが存在する時は，投

票は投票用紙記入によって行なうもの

とする。

　（イ，イ）理事会の多数意見が，そ

の問題の重要性を認めてこの投票方式

による必要を予め宣言した場合，又は

出席している選挙人の過半数が宣言し

た場合。

　（ロ，ロ）会長又は司会する議長が

口頭投票又は起立投票を観察した結

果，その裁量によって，投票用紙によ

る投票が望ましいと宣言した場合。

　（ハ，ハ）選挙人が，その名前と所

属クラブを明らかにした上で，投票用

紙による投票を要求し，且つ，上述の

条件のいずれによっても投票用紙によ

る投票を必要とする状態にはないこと

を告げられ，その要求が当然なもので

あるか否かについての議長の意見を聞

かされて後もなおその要求を主張し，

更にその主張が,20以上の異なったク

ラブに属する少くとも20名の他の選

挙人－その人達は，名前と所属クラブ

を名のる機会を与えられてその身分を

明らかにして，その要求の共同主張者

となるーによって支持された場合。

　（ﾎ）投票手続（続）会長又は議長

は，実際に数を数えることを要しない

で起立投票の結果を宣言する権限を持

つものとする。そして実数を数える要

求が遅滞なく行なわれ，中出での機会

を与えられて20名に達する他の選挙

人が，その要求に同調しない限り，そ

の宣言は最終決定とする。

　制定案又は決議案又はそれに対する

　　　　　　　　ー修正案についての投票用紙による投票

の命令には，当該制定案又は決議案及
　　　　　　　　　　　　　　　一
びそれに関する未決定の修正案全部が

含まれるものとする。投票用紙は，制

定案又は決議案及びそれに対する未決

　　　　　　一定の修正案を最終的に処理できるよう

に，必要な場合には複数案件を含め

て，構成され述べられていなければな

らない･。

　投票用紙による投票及び役員の指名

並びに選挙については，選挙人はその

保持する代議員証明書及び委任状代理

権の数だけの票を投ずるものとする。

但し特別代議員はに特別代議員として

の資格においては，唯国際大会全体に
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対して提出された案件についてのみ投

票することができる。

　（へ）代議員一座席　信任状委員会に

正規の手続きに従って立証された代議

員数に等しい数の座席がこれら代議員

の専用のために確保さるべきものとす

る。

　第２節　特別協議会　国際大会にお

いては，その都度，ロータリー・クラ

ブの結成されている１国又は数ヵ国の

グループからのロータリアンが集まっ

て，特別協議会を開催することができ

る｡理事会又は国際大会は,いずれの国

国のロータリアンがこのような特別協

議会を開催すべきかを随時決定して大

会委員会にその旨指示しなければなら

ない。この協議会においては，特に関

係諸国に属する問題を協議するものと

する。会長は協議会の招集者を指名

し,できるだけ大会手続に近い規則を，

その協議会運営のために公布しなけれ

ばならない。協議会は開会直後，その

議長及び幹事を選挙しなければならな

い。

　　　　　　　第９条

　　　　　　規定審議会

*第１節　構成　審議会は次の各項に

示す者によって構成される。

　(ｲ)本条第４節(ｲ)及び(ﾛ)に定めると

ころに従ってクラブが選挙した，各地

区所属クラブの代表者１名。この代表

者は国際ロータリーの現又は元役員，

もしくは次期地区ガバナーでなければ

ならない。各代表者は，彼が代表する

地区内のクラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員，又はバスト・サービス会

員でなければならない。

　（ﾛ）最近の元会長５名。

　㈲　後述の規定によって，会長が任

命する審議会の議長。

　（ﾆ）会長によって指若される，地区

に属さないクラブの代表者１名以内。

　（ﾎ）後述の規定によって，会長が指

名する特別議員３名。

　（へ）会長,その他の理事会メンバー，

事務総長及び定款及び細則委員会の委

員長。但しいずれも投票権を有しない

ものとする。

　（ﾄ）国又は地域単位の会長。但し投

票権を有しないものとする。

　（ﾁ）国際ロータリーの事務総長とし

て10年以上の期間つとめた元事務総

長及び国際ロータリーの元会長全員。

但し，以上のうち最近５名の元会長を

除き他はいずれも投票権を有しないも

のとする。

　各審議会メンバーはクラブの正会

員，シニア・アクチブ会員，又はバス

ト･サービス会員でなければならない。

*第２節　役員　議長及び審議会幹

は審議会の役員である。事務総長は審

議会の となる。しかし事務総長は

会長の承認を てその代りをつとめる
幹事を別に任命することができる。

　　　　　　　　　　　　　……一一

第３節　議長及び特別議員の任命

会長は，規定審議会が開かれることに

なっているロータリー年度の始めに

議会議長と 審議会の特別議員３名

ばならない。議長と特

事務総長によって全ク

を任命しなければならない。議長と特

　　　　　　　　　　･㎜･■■･■･㎜　･㎜

別議員の名は

ラブに対して発表されなければならな

い。議長は，提案された制定案が事務

総長によって発表されたならば直ちに

各特別議員に対して一定の制定案を分
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を得た候補者を補欠議員とし，正規の

議員がつとめを果たし得ない場合にの

みその任につくものとする。正規の議

員及びその補欠議員（補欠議員が選挙

されている場合）がいずれもそのつ

とめを果たし得ない場合は，地区ガバ

ナーは，本条第１節の規定による資格

条件を備えた，その地区内のクラブの

他の会員を審議会における地区代表議

員に指名することができる。

　もし地区の技指名者が１名しかなか

ったならば，投票に付することを要し

ないものとし，地区ガバナーはその技

指名者を審議会における代表者として

宣言するものとする。

　（ﾛ）郵便投票による指名　事情がそ

れを必要とする場合は，理事会は審議

会における地区代表議員又は補欠議員

を郵便投票によって選ぶ権限をその地

区に与えることができる。その場合地

区ガバナーは，その地区からの審議会

メンバー指名に対する公式要請書を作

成してこれをその地区内各クラブの幹

事に洩れなく郵送させなければならな

い。指名はすべて書面比より，そのク

ラブの会長及び幹事によって署名され

ることを要する。これらの指名書は地

区ガバナーの定める期日までに地区ガ

バナーの手に届くことを要する。地区

ガバナーは，提出された有資格技指名

者をアルファペット順に掲げた投票用

紙を準備させこれを各クラブに郵送さ

せなければならない。そして地区ガバ

ナーは郵便投票を管理しなければなら

ない。各クラブは，その選出の行なわ

れる月の前月末日現在の会員数に基

く，名誉会員を除く会員数各25名毎

又はその過半数の端数に対して，１票

国際ロータリー細則

の投票権を与えられるものとする。但

し，各クラブは少くとも１票の投票権

を与えられるものとする。もしも地区

ガバナーが希望する場合は，本項に規

定する郵便投票手続を実施する目的の

ために委員会を任命することができ

る。この場合は地区ガバナーの任務と

して本項に規定した諸任務は，この委

員会が地区ガバナーに代って執り行な

うものとする。

*第５節　通知

内クラブを代表する

議会において地区

及び補欠

の選挙が終り次第地区ガバナーは直ち

にそれらの人達の名を事務総長に報告

しなければならない。
審議会の少くとも30日前に事務総

　　　　　　　　　　　　　■■■■㎜■－

長はその時までに報告を受けている審

議会議員の名を発表しなければならな

い。それと同時に，審議会開催の時と

場所を知らせる通知を各審議会議員に

郵送しなければならない。

　第６節　信任状　審議会の会合に先

立って，会長は信任状委員会を任命し

なければならない。信任状委員会は，

審議会の開かれる前に，審議会会合の

場所において会合して，信任状を審査

し，これを査証しなければならない。

信任状は審議会のメンバーたる証拠と

して委員会に提出することを要する。

委員会の決定はいかなる場合でも，審

議会が審理することができる。

　*第７節　定足数　投票権を持つ審議

会メンバーの３分の１を以て定足数と

する。投票権を持つ各メンバーは投票

に忖せられた各案件につき唯１票を投

ずる権利を有するものとする。

*第８節　手続（ｲ）本節㈲項の規

＊1970年（アトランク）大会において改正。

定に従って，審議会はその都度，審議

を進める上に必要と考える規則を採用

するものとする。但し，かかる規則は

本細則の他のすべての規定と調和する

ものでなければならない。審議会の会

合に先立って，会長は委員会を任命し

て，審議会の議事規則及び審議会の審

議に付せらるべき案件の審議順序を立

案して審議会に提供させなければなら

ない。

　（ﾛ）審議会に起草委員会を設けなけ

ればならない。この起草委員会は国際

ロー リー定 細則委員会

長とし，そのほか３人の

長を委

議会

議員及び役職に基く委員として審議会

議長を含む合計５名より或る。

員会は次の任務を行なうものと
(1)

会によって課せられた制定

特別
-

議会
-

草委
-
る。

案文の練り直しを行ない，制定案又は

その修正案中にある矛盾をただすため

昆妾

い，

　(2)

い，これを審議会に報告すること。

且つ適切な修正案の起草を行な

議会の報告を作成すること。

　㈲　事務総長は，提出された制定案

をすべて審議会に回付しなければなら

ない。但し，理事会は全提出制定案の

本文を点検し，定款及び細則委員会の

勧告に基き，それらの提出制定案の本

文の中に何等かの不適法の箇所があれ

ばこれを提案者に通告しなければなら

ない。

　（ﾆ）理事会は，全提出決議案の本文

を点検して，理事会が国際ロータリー

の基本計画の枠内にありと決定した決

議案を審議会に回付するよう事務総長

に指令しなければならない｡理事会が，

定款及び細則委員会の勧告に基いて，

提出決議案が国際ロータリーの基本計
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担させなければならない。各特別議員

は，それぞれこれらの割当てられた制

定案の全部を研究して，制定案の各項

目に就いてその目的，背景，及びその

項目の採否に関する意見を審議会に進

言することができるよう用意する義務

を負うものとする。

*第４節　地区代表議員の選挙(ｲ)
　　　　　　　　　　　　　　　　－
本節(ﾛ)項に定める場合を除き，審議会

において各地区（グレート・ブリテン

及びアイルランド以外の）のクラブを

代表する議員及び補欠議員は，規定審

議会の開かれるロータリー年度の前の

ロータリー年度のその地区の年次大会

において選挙されるものとする｡(グレ

ート・ブリテン及びアイルランドにお

いては，規定審議会で地区を代表する

議員は，審議会の開かれるロータリー

年度の前のロータリー年度の10月１日

より後に開かれる地区審議会の会合に

おいて選挙されるものとする｡）

　地区内のクラブは，審議会のメンバ

ーとして，そのクラブの有資格会員

（当選の上は,その任務をつとめる用意

がある旨意思表示をしていることを前

提条件とする）を指名するこ,とができ

る。指名を行なうクラブは，会長及び

幹事の署名のある文書を以て，地区ガ

バナーに対してその指名を証明し，地

区大会においてクラブの投票に付する

よう要請しなければならない。地区大

会に出席する各選挙人は，審議会にお

いて地区を代表する代表者の選挙に一

票を投ずる権利を与えられるものとす

る。

　最高票数を得た候補者をその地区か

らの審議会議員とする。第２位の票数

＊1970年（アトランタ）大会において改正。

－236－
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画の枠内にないと決定した場合は，提

案者は審議会の開会に先立ってその旨

通告されなければならない。そしてそ

の提出決議案は，審議会の審議に回付

されないものとする。但しその案の提

出者が，その決議案を審議会において

審議することについて，審議会メンバ

－の３分の２のμi

この限りでない。

意を得ている場合は

（ﾎ）審議会は，正規に提案された各

制定案及び決

修
ｌ

を

及びそれらに対する

議してその採決を

ればならない。

(へ) 議会の議長は

である国際大会に

なわな

会の母体

が審議して

処理した制定案及び決議案の全部につ

いて審議会の決定を知らせるための簡

単な報告を提出しなければならない。

審議会議長は､､審議会終了後10日以

に 議会の決定に関する詳細な報告

を事務総長に提出しなければならな
い。

S¬

事務総長は 議会直 の８月31日

までに，各クラブの幹事に対して審議
会が審議し決定した制定案及び決

一一一一
案

全部について審議会の行なった決定の

報告を送達しなければならない。その

報告には，各制定案及び決議案につい

て審議会が行なった決定を承認するか

かを示すクラブの投票を記入する投

(ﾄ)

紙を添付しなけ

　クラブ会長の

ればならない。

あるクラブの
投票は

，
事務総長が審議会決定の報告

　　　　　　㎜㎜㎜■■㎜■■㎜㎜■㎜■

を郵送した日付から120日以内に事務

隠長の手に届くように提出されなけれ

ばならない。投票に当って，各クラブ

は，過去最近の７月１日現在における

当該クラブ会員数に基き，会員数（名

－238－

誉会員を除く｡） 50名又はその過

数の端数毎に１票を投ずる権利を与え

られるものとする。

くとも１票の投票ｷﾞ

とする。

もし上 120日

但し各クラブは少

を与えられるもの

過した

て，もしくはそれ以前に

時点におい
ｰ

全クラブが

国際ロータリー細則

制定案又は決議案について審議会の

なった決定に対してクラブが異議中

立ての投票をする場合に関して定めた

上述の場合を除き 制定案及び決議

案についての審議会の決定は，審議会

の開催されたロータリー年度の次のロ

－タリー年度の１月１日に効力を発生

するものとする。本結

節に定める場合を除き

則第11条第４

制定案又は決

るものとする。なお，上述最後の地域

所在のクラブは１地域を構成し,1地域

と呼ばれるものとする。

　各委員はそれぞれその選出されるソ

ーン又は地域内クラブの正会員，シニ

ア・アクチブ会員又はバスト・サービ

ス会員でなければならない。

　会長，会長エレクト，及び曾て会長

であったことのある者は，いずれも会

長指名委員会の委員となる資格はない

ものとする。既に一度会長指名委員会

の委員をつとめたことのある有資格ロ

ータリアンは，同委員会の委員となる

資格があるものとする。但し，以前同

委員会の委員をつとめて以来少くと

もヤカ年を経過していなければならな

い。この委員会の各委員は国際ロータ

リーの元理事でなければならない。

　本節にいうソーンとは，理事会が理

事選出のために米国，バーミュダ及び

ポルトリコ地域内に設定したゾーンを

指すものとする。

　２月１日から15日までの間に，事

務総長は米国内各ソーンの各クラブの

幹事及び各地理的地域内の各クラブの

幹事に対して，そのクラブの所在する

ゾーン又は地理的地域内のクラブの会

員である抜道資格ある元理事の名をア

ルファペット順に記したリストを郵送

しなければならない。このリストは，

２月１日現在事務総長事務所の原簿に

ある元理事の記録から取材して作成さ

るべきものとする。

　事務総長が各クラブに郵送するリス

トには，次の事項が記載されなければ

ならない。

ロータリアンの名前

一一彼の保持する会員種類
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国際大会において行使し得る投

合計総票数の10パーセント以上の票

議

を占めるクラブが，制定案又は決

案についての審議会の決定に対して

議ある旨を示した投票を事務総長に

提出した場合は，

案についての審議

生しないものとし

定案又は決議案を

した場合は，その制定案又は決議

の決定は効力を発

事務総長はその制

の国際大会に回付

して,本細則第８条の規定に従って,ク

ラブの投票代議員の再審議と最終決定

に付さなければならない。上述の120

日経過した時点において事務総長が受

順していない票はすべて，各制定案及

び決議凍
-
する票と

についての審議会決定を承認

なし

えられるものと

そのような票として

る。

　事務総長は，制定案及び決議案につ

いて審議会の行なった決定に対してク

ラブが行なった投票を正規に受け取っ

たならば，それらの投票をすべて検査

し,その票数を数えなければならない。

審議会開催後の２月１日までに事務総

長は全クラブに対して 各制定案及び

議案についての国際大会の決定は，モ

の制定案又は決議案が国際大会によっ

て採決されたその大会直後の７月１日

に発効するものとする。

　　　　　　第10条

　　　　　指名と選挙

　第１節　会長の指名　会長の指名

は，会長指名委員会，クラブ，もしく

は両者によって，ここに定める方法に

従って行なわれるものとする。この委

員会の委員又は理事会のメンバーは，

委員会によって会長に指名される資格

はないものとする。

　第２節　会長指名委員会（ｨ）構

成。会長指名委員会は11名の委員に

よって構成されるものとし，その中５

名は米国，バーミュダ及びポルトリコ

所在のクラブ会員の中から選ばれ，５

名は次の各地域内クラブの会員から各

１名ずつ選ばれる。カナダ;グレート・

ブリテン及びアイルランド;欧州大

陸，北アフリカ及び東部地中海地域;

南米，中米，メキシコ及びアンティル

諸島（ポルトリコを除く）を含むラテ

ンｉアメリカ;豪州，ニュージーラン

ド及び南アフリカ；そして１名はアジ

ア及び上述地域のいずれにも属さない

地域所在のクラブの会員中から選ばれ

決 案についての審議会決定に関して

行なった投票の結果を通告しなければ

ならない。そして，その際，次の国際

大会において出席クラブ代表者によっ

て再審議され採決さるべき制定案又は

決議案があればそれについてクラブに

通告しな1 ればならない。
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国際ロータリー細則

　一彼が会員として所属するクラブ

　　　の名称

　－一枝がつとめたことのある国際ロ

　　　ータワー役職及び国際委員会。

　　　並に在任年度。

　次の国際大会における会長指名委員

会委員選挙に候補者を推薦しようとす

るクラブは，その例会において採択さ

れた当該候補者指名の決議を，４月１

日までに事務総長の手許に提出すれば

よい。このような決議は，推薦された

ロータリアンが就任を受諾する意思が

あり且つその任につくことが可能であ

ることを，クラブが書面によって確認

した後でなければ事務総長に送っては

ならない。

　もし，上述の４月１日に事務総長が

それまでに受取った候補者の名前が，

どのソーン又は地理的地域からでも，

唯１名であった場合は,そのあと10日

以内に会長はその候補者を当該ソーン

又は地理的地域からの指名委員会委員

として宣言するものとする。もし，そ

の４月１日に事務総長がどのソーン又

は地理的地域からでも２名以上の候補

者名を受取っていた場合は，それらの

候補者名は全部次の国際大会において

当該ゾーン又は地理的地域内のクラブ

からの選挙人による票決に付せられな

ければならない。（グレート･ブリテン

及びアイルランドの場合は，次のグレ

ート・ブリテン及びアイルランドにお

ける国際ロータリーの年次大会におい

て｡）そして各選挙人はその所属する

ソーン又は地理的地域からの委員１名

を選挙するための１票を役ずる権利を

与えられるものとする。会長指名委員

会委員の選挙は無記名投票によるもの

とし，候補者数が2名を超える場合は，

単一移譲式投票の方法によるものとす

る。ゾーン又は地理的地域の候補者の

得票が，もし必要ある場合は第２選択

以下全選択票を加算した後，投票の過

半数に達する場合，彼は会長指名委員

会の委員と宣言されるものとする。そ

のソーン又は地理的地域の候補者中，

もし必要ある場合は第２選択以下全選

択票を加算した後，第２番目の得票数

を得た者が会長指名委員会の補欠委員

と宣言されるものとする。補欠委員

は，彼がその補欠として選ばれた当の

委員が，その任務に当ることが出来な

い場合にのみ，その任務を補欠代行す

るものとする。いずれかのゾーン又は

地理的地域において，得票数を同じく

する最高得票数が生じた場合は，会長

は国際大会の会期中に時と場所を指定

して指名委員会委員選出のための再投

票を行なわしめるものとする。ゾーン

又は地理的地域が会長指名委員会の委

員の指名又は選挙をしなかった場合，

もしくは理由の如何を問わずゾーン又

は地理的地域からの委員に欠員を生じ

た場合は，当該ゾーン又は地理的地域

から出た最も新しい元理事の有資格者

が，そのゾーン又は地理的地域からの

会長指名委員会の委員となるものとす

る。

　この委員会は，毎年７月31日以前

に成立しなければならない。そしてそ

の任期は次の国際大会の終了までとす

る。補欠委員が委員会委員を代行した

場合は，その補欠委員は委員会の残存

任期中その役をつとめるものとする。

　上述に規定するように委員会委員と

なる資格を有する者は，委員会に列せ
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られることを受諾又は拒絶する選択権

を持つものとする。

　委員及び補欠委員について定めた上

述の規定に定められていない空席の場

合は，理事会がその空席を埋める委員

を任命するものとし，このような委員

は，なるべくその空席の生じたソーン

又は地理的地域と同じソーン又は地理

的地域所在のクラブから任命さるべき

ものとする。

　（ﾛ）手続　事務総長は上述の規定に

従って選定された委員会委員の氏名を

理事会及びクラブに通告しなければな

らない。

　委員会はその会合に際して委員の中

から委員長を選挙しなければならな

い。

　事務総長は，もし希望するクラブが

あるならば，クラブの持つ会長指名に

ついての提案を委員会の考慮のために

提出するよう，勧誘する告知状を，委

員会の名において，発行し，或は発行

せしめなければならない。考慮にとり

入れるためには，このような提案は毎

年12月31日以前に中央事務局の指名

委員会に届くことを要する。その提案

は，理事会の定めた様式に記して指名

委員会に提出されなければならない。

事務総長はこの様式を，次に掲げる諸

条件を考慮して充分の余裕ある時期

に，各クラブに郵送しなければならな

い：各クラブがその指名提案を考慮し

決定するために30日間の期間を持ち得

るようにすること，この期間経過後，

その提案を所定の様式に記して，毎年

12月31日以前に事務総長事務所内の指

名委員会に到達するよう発送するに充

分な日数があること。

　㈲　委員会による指名　委員会は毎

年１月31日以前，理事会の定める時

と場所において会合するものとする。

この会合において委員会は，求め得る

最も有能な人物の指名を実現する責任

があることに留意して，会長の職につ

くべき被指名者を選ばなければならな

い。

　委員会の委員９名を以て定足数とす

る。委員会のすべての議事の処理は多

数決によるものとする。但し，委員会

としての会長被指名者の選定について

は，委員会委員の中少くとも７名の投

票がその被指名者を支持する票である

ことを必要とする。

　もし，何かの理由で委員の会合で選

ばれた会長ノミニーが就任できない場

合は，委員会は，郵便投票又は電信に

よるか或は委員会の緊急会合において

別の会長ノミニーを選ばなければなら

ない。このような不測の事態に対処す

るための詳しい手続は委員会がその１

月会合において決定するものとする。

委員会があらかじめ準備しなかったよ

うな不測の事態が起った場合は，委員

会が会長ノミニーを選ぶについて取る

べき手続は理事会がこれを決定するも

のとする。

　（ﾆ）委員会の報告　クラブ宛の委員

会報告は,委員会の会合後10日以内に

委員長が事務総長に対して証明さるべ

きものとする。事務総長はこの報告を

受領して後10日以内にその写しを各ク

ラブに郵送しなければならない。

　（ﾎ）クラブによる指名　指名委員会

によって行なわれる指名のぽかに，ど

のクラブも，その例会において採択ざ

れた会長候補者指名の決議を３月15日
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以前に事務総長に提出することによっ

て，次の国際大会における会長選挙に

候補者として推薦さるべきノミニーを

選ぶことができる。　もしその３月15

日までに事務総長がそのような指名を

どのクラブからも受け取っていなかっ

た場合は，会長は委員会の指名したノ

ミニーを会長ノミニーと宣言するもの

とする。もし,その３月15日までにそ

のような指名がどこかのクラブから受

取られており，且つその指名がその直

後の３月25日まで引続き有効である

ならば，事務総長は全クラブに対して

かかる会長ノミニー全部の名前と資格

を通告して，会長ノミニー全員が次の

国際大会において投票に付せらるべき

旨を通告しなければならない。もし

も，その直後の３月25日に,どのクラ

ブからの指名も有効でなくなっている

場合は，会長は委員会の選んだノミ

ニーを会長ノミニーとして宣言するも

のとする。

　（へ）会長エレクトの空位　会長エレ

クトが選挙された時からその次の国際

大会までの間に会長エレクトの席が空

位になった場合は,会長指名委員会は，

他の任務に加えて，空位になった会長

エレクトが会長として就任すべかりし

ロータリー年度に会長をつとめる会長

ノミニーを選ばなければならない。こ

のような選出は，出来るだけ早く，緊

急委員会を開いてこれを行なうか，も

しくは正規の日程による委員会会合に

おいて行なわなければならない。もし

このような会合が実行不能の場合は，

郵便又は電信を以て投票することによ

って議事を処理することができる。

　このような空位が生じた際に，もし
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指名委員会が既に本節㈲項に従って会

長ノミニーを選出しており，且つ本節

(ﾆ)項に従って事務総長に対してこれを

証明している場合は，委員会はその裁

量によって，その既選出のノミニーの

承諾を得た上で，そのノミニーを次の

７月１日に始まる年度の会長のノミ

ニーとして指名することができる。こ

のような場合には，指名委員会は，も

う１名の会長ノミニーを選出して次の

国際大会における選挙に付さなければ

ならない。この会長ノミニーは，彼が

選挙された年の次の暦年の７月１日に

会長の任につくものとする。

　会長エレクトの席に生じた空位を補

填するための指名手続は会長によって

決定されるべきものとし，その手続に

は，委員会の報告が各クラブに伝達さ

れてクラブによる指名を促すべきこ

とを定める規定が含まれることを要す

る。このような規定は，時間的に可能

な限り，本節(ﾆ)項及び(ﾎ)項と調和する

ものでなければならない。もしも空位

発生の時期が国際大会にせまり過ぎて

いて，大会に先立って委員会の報告を

全クラブに郵送してクラブによる指名

を促すために適当な時間的余裕がない

場合は，事務総長は可能な範囲内で委

員会報告の予告を与えるものとし，国

際大会の議場におけるクラブ代表者に

よる指名が許容されるものとする。

　会長エレクトが就任する筈であった

７月１日の直前の国際大会の終了後，

その７月１日までの間に会長エレクト

の位置に空位が発生した場合は，その

７月１日に会長の位置が空位になって

いたものと看倣して，その空位は本細

則第５条第４節に従って補填さるべき

国際ロータリー細則

ものとする。

　上述によって規定されていない不測

の事態が起った場合は，会長が取るべ

き手続を決定するものとする。

　（ﾄ）国際大会への指名の提出　事務

総長は，会長指名委員会によって正式

に指名された，次の暦年７月１日に始

まる年度を任期とする会長の被指名者

の名前及びクラブによって正規に指名

された同様の会長ノミニーの名前を，

選挙のため国際大会に提出しなければ

ならない。

　会長エレクト空位の場合において

も，これを適用できる場合ならば，事

務総長は，会長指名委員会によって正

式に指名された，当該大会直後の７月

１日に始まる年度を任期とする会長の

被指名者の名前及びクラブによって正

規に指名された同様の会長ノミニーの

名前を，選挙のために国際大会に提出

しなければならない。前述（へ）項に規定

するように，事情がこれを必要とする

場合は，国際大会の議場におけるクラ

ブ代表者によって指名を行なうことが

できる。

　　　　　理事の指名

　*第３節　理事の指名（ｲ）理事の指

名は，次に規定するように,ゾーン，

地理的集団又は地域によってこれを行

なう：

　理事ノミニーの選出（グレート・ブ

リテン及びアイルランドからの理事ノ

ミニーを除く）は，当該ゾーン，地理

的集団又は地域内のクラブの選挙人に

よる国際大会における投票によって行

なうか，又は，当該ソーン，地理的集

＊1970年（アトランク）大会において改正。

団又は地域内のクラブによる郵便投票

によって行なうか，もしくは，指名委

員会手続によって行なうか，或は理事

会によって行なうか，いずれかの方法

によるものとする。どの方法によるか

については，当該ゾーン，地理的集団

又は地域内のクラブの決定するところ

に従うものとする。

　各ソーン，地理的集団又は地域は，

理事会が準備する郵便投票によって，

当該ゾーン，地理的集団又は地域から

の理事ノミニーを選出する手続,即ち，

国際大会における投票によるか，その

ソーン，地理的集団又は地域内のクラ

ブの郵便投票によるか，指名委員会に

よるか，或は，理事会によって理事選

出が行なわれるソーン，地理的集団又

は地域の場合にあっては,そのソーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミ,7･

－の選出を引続き同じ方法によって行

なうかどうか,を決定するものとする･。

このような郵便投票はまた，ゾーン，

地理的集団又は地域が後述岡項に定め

る指名委員会手続を採用すると決定し

た場合における指名委員会手続に関連

して理事候補に対する投票の方法をも

決定しなければならない。

　このように決定された手続の変更

は／そのソーン，地理的集団又は地域

内の地区の少くとも３分の１の訴願が

ある場合にのみこれを企てることがで

きる。ゾーン，地理的集団又は地域内

の地区の少くとも３分の１の訴願があ

る場合は，当該ソーン，地理的集団又

は地域内のクラブの選挙人は，理事会

の準備する郵便投票において，再び当

該ゾーン，地理的集団又は地域からの

理事選出の方法，即ち，国際大会にお
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ける投票によるか，クラブの郵便投票

によるか，指名委員会手続によるか，

もしくは，理事ノミニーが理事会によ

って選出されることになっているゾー

ン，地理的集団又は地域にあっては，

そのソーン，地理的集団又は地域から

の理事ノミニー選出を引続きそのよう

な方法によって行なうかどうか，を決

定しなければならない。

　訴願しようと欲する地区は，地区大

会において，もしぐは必要な場合は郵

便投票によって，地区内クラブの過半

数によって採択された決議を事務総長

のもとに提出することによってこれを

行なうことができる。このような決議

は，関係ゾーン，地理的集団又は地域

からの理事ノミニー選出の方法の変更

を審議することを希望されている年度

の１月１日以前に，事務総長のもとに

提出されることを要する。もし前述の

１月１日までに事務総長が,ソーン，地

理的集団又は地域内の地区の少くとも

３分の１からこのような訴願を受取っ

たならば,事務総長は10日以内に当該

ソーン，地理的集団又は地域内の全ク

ラブに対してこのような訴願について

通告しなければならない，そして理事

会によって準備された郵便投票を開始

しなければならない。事務総長が当該

１月１日までに受領した訴願が，ソー

ン，地理的集団又は地域内の地区数の

３分の１に達しない場合は，提出され

たこれらの訴願はその効力を失ったも

のとされ，訴願を行なっている地区は

その旨通告を受けるものとする。

　ソーン，地理的集団又は地域内のク

ラブが，そのゾーン，地理的集団又は

地域からの理事ノミニーの選出は，国

際大会における投票によるべきことを

決定した場合は，その投票は後述(ﾛ)項

に定める通りに施行さるべきものとす

る。

　ソーン，地理的集団又は地域内のク

ラブが，そのソーン，地理的集団又は

地域からの理事ノミニーの選出は，郵

便投票によるべきことを決定した場合

は，その投票は後述㈲項に定める手続

に従って施行さるべきものとする。

　ソーン，地理的集団又は地域内のク

ラブが，そのソーン，地理的集団又は

地域からの理事ノミニーの選出は，指

名委員会手続によるべきことを決定し

た場合は，その選出は後述(ﾆ)項に定め

る手続に従うべきものとする。

　理事ノミニーの選出が理事会によっ

て行われるソーン，地理的集団又は地

域内のクラブが，そのソーン，地理的

集団又は地域からの理事ノミニーの選

出を引続き同じ方法によるべきことを

決定した場合は，そのような選出の手

続は理事会によって決定さるべきもの

とする。

　(1)米国及びバーミュダ　米国及び

バーミュダからの理事ノミニー選出は

ソーン別に行なわるべきものとする。

米国及びバーミュダからの理事候補者

推薦の目的のため，及びその柿本細則

に定められた特定の目的のために１か

ら５までの番号をつけた，五つのソー

ンを設けるものとする。各ソーンは，

米国及びバーミュダの，相隣接する国

際ロータリー地区の集団内のクラブか

ら成り立つべきものとし,各ソーンは，

それぞれのソーン内のクラブの選挙人

数がほぼ等しくなるように形成されな

ければならない。
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　理事会は，米国及びバーミュダ内の

　　　　　　　㎜I　■　　㎜各ソーンを構成する相隣接する地区の

リストを決定しなけ｡ればならない。毎

年５月又は６月中に理事会はこの地区

のリストを米国及びバーミ｡ュダ内の全

クラブに公表しなければならない。理

事会によって上述のように決定され公

表されたソーンは次の会計年度の国際

大会において選挙される国際ロータl

リー理事の指名のために効力を持つも。

のとする。各奇数年毎にソーン1，

ソーン２及びソーン３はそれぞれ１名

の理事を指名する･ものとする。各偶数

年毎にソーン４及びソーン５はそれぞ・

れ１名の理事を指名するものとする。

　(2)カナダ　カナダからの理事の選

出は集団別によるものとし，理事候補

推薦の目的のために限ってカナダ内ク

ラブを三つの集団に分かつものとす

る。　　　　　　　　　　。･

　理事会は，カナダ内各集団を構成す

るクラブのリストを決定しなければな

らない。各奇数年毎に,５月又は６月中

に理事会はこのクラブのリストをカナ

ダ内の全クラブに対して公表しなけれ

ばならない。そしてカナダからの理事

ノミニーを推薦するロテーションの順

序を指定しなければならない。上述の

ように決定された集団は，次の会計年

度の国際大会において選挙される国際

ロータリー理事の指名のために効力を

　　　　■　　　　　　　　　　　　ｊ　　　　　●　　－　　　-･持つものとする。各偶数年度毎にカナ

ダ内のクラブは１名の理事を指名する

ものとする。

　(3)グレート・プリテン及びアイル

ランド　各奇数年毎に，グレート・プ

リテン及びアイルランド内国際ロータ″

リー大会において，グレート'･ブリテ

ン及びアイルランド内のクラブの会員

中から１名の理事が指名さるべきもの

とする。このノミニーの名は，グレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリーの幹事によって事務総長に

証明されなければならない。このよう

なノミニーが選挙される資格を喪失し

た場合は,グレート･ブリテン及びアイ

ルランド内のクラブからの選挙人は，

国際大会においてそのために開かれた

会合で，当該地理的集団からの理事ノ

ミ｡ニーを選出するものとする。

　（4）ヨーロッパ大陸，北アフリカ及

び東地中海地域。欧州大陸，北アフリ

力及び 地中海地域からの理事ノミニ1

－の選出は，ソーン別による。この地

域内のクラブから理事候補を推薦する

目的だけのために，１から５までの五

つのソーンを股ける。

行可能な限り柑隣1

ゾーンは，実

する国際ロータ

リーの地区の一団に属する

内クラブから或るものとし

に理事会の決定する地区に

その地域

そのほか
ｰ
さないク

ラブ（“non-districted clubs”）を含む

ものとする。

理事会はこの地域内の各ソーンを構

する地区及び地区に属さないクラブ

のリストを決定しなければならない。

５月又は６月に，理事会はこのり

を地域内の全クラブに発表しなけ

ならない。理事会によってこのよ

ストを地域内の全クラブに発表しなけ

ればならない。理事会によってこのよ

うに決定され発表されたソーンは，次

の会計年度の国際大会において選挙ざ

れる国際ロータリー理事の指名のため

に効力を有するものとする。

毎年１名の理

の会員の中から

事がこの地域内クラブ

指名されるものとし，

その指名は番号順の回裡持ちで各ｿﾞこ=
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　（5）アジア　各奇数年毎に１名の理

事がアジアのクラブの会員中から指名

さるべきものとする。

　（6）イベロ・アメリカ　イベロ・ア

メリカからの理事ノミニーの選出は，

ソーンによるものとする。イペロ・ア

メリカは南米，中米，メキシコ，及び

ポルトリコを除く南西諸島を含むもの

とする。

　イベロ・アメリカ内のクラブからの

理事候補者を推薦する目的のために限

って，イベロ・アメリカを１から３ま

での番号をつけた，三つのソーンに分

けるものとする。各ソーンは，実行可

能な限り，相隣接する国際ロータリー

の地区の一団に する,ラテ ン･アメ！

カ内のクラプから成るものとし，その

　(7)豪州，ニュージーランド，南ア

フリカ及び他Ｑ]地域のいずれにも含ま

れない所。一豪州，ニュージーランド，

南アフリカ，及び

も含まれない所に

のいずれの地域に

在するクラブから

の理事ノミ二－の選出はソーンによる

ものとする。この地域内のクラブから

理事候補者を推薦する目的だけのため

に，１から３までの三つのソーンを設

けるものとする。各ソーンは，実行可

能な限り，相隣接する国際ロータリー

の地区の一団に属する，その地域内の

クラブから或るものとし，そのほかに

理事会の決定する，地区に属さないク

ラブを含むものとする。

理事会は，この地域内の各ソーンを

成する地区及び地区に属さないクラ

ブのリストを決定しなければならな
い。毎奇数年度の５月又は６月に，理

事会はこのリストを地域内の全クラプ

に発表しなければならない。理事会に

よってこのように決定され発表された

ソーンは，次の偶数年度の国際大会に
　　　　　　　　　　　‥一一一一一一一一一一

おいて選挙される国際ロータリー理事

の指名のために効力を有するものとす

る。－
　各偶数年度毎に１名の理事がこの地

域内のクラブの会員の中から指名され

るものとし，その指名は次の順序の回

り持ちで各ソーン毎に行なわれるもの

とする ソーン1，ソーン2，ゾーン3．

国際ロータリー細則

理事候補者推薦の目的のために公式プ

ログラムに示してある時及び場所にお

いて会合しなければならない。

　自分の属するソーン，地理的集団又

は地域内のクラブを代表する選挙人

は,定款及び本細則の規定に従って,理

事候補者として自分のゾーン，地理的

集団又は地域内のクラブの正会員，シ

ニア･アクチブ会員又はバスト･サービ

ス会員の名を推薦することができる。

もしも，そのゾーン，地理的集団又は

地域内の１区域が理事会によって理事

どして指名する候補者推薦の目的のた

めに指定されたならば，そのソーン，

地理的集団又は地域からの候補者は，

その指定された区域内のクラブの正会

員，シニア･アクチブ会員又はバスト・

サービス会員であることを要する。

　次の国際大会においてソーン，地理

的集団又は地域からの理事候補者を推

薦しようとするクラブは，４月１日以

前-一一但し国際ロータリー会長指名委

員会がその指名した会長ノミニーを発

表する以前であってはならない

ば，そのクラブの例会において採択し

たクラブが推薦しようとする候補者指

名のクラブ決議を事務総長に提出する

ことによって候補者推薦の意図を表明

しなければならない。もしも，その４

月１日に事務総長が,どのソーン,地理

的集団又は地域からでも，唯１名の候

補者名しか受取っていない場合は，モ

の日から10日以内に会長はその候補

者がそのソーン，地理的集団又は地域

からの理事ノミニーたるべきことを宣

言するものとする。

　もしも，上述の４月１日に事務総長

がどのソーン，地理的集団又は地域か

らでも２名以上の候補者の名を受取っ

た場合は，当該ゾーン，地理的集団又

は地域内のクラブからの選挙人は国際

大会において会合して，当該ゾーン，

地理的集団又は地域からの候補者を，

正規の手続によって，候補者推薦の意

思表示を事務総長に提出したクラブに

よってその名が提示されている候補者

の中から推薦しなければならない。

　もしも，ソーン，地理的集団又は地

域からも，候補者を推薦しようとする

クラブの意思表示提出によって裏づけ

された候補者の推薦がなかった場合

はレモのソーン，地理的集団又は地域

内のクラブの選挙人達は，国際大会会

期中に会合して候補者を推薦しなけれ

ばならない。

　理事候補者推薦に用いらるべき様式

は次に示す様式に限るものとする：
//

は

ロータリー・クラブの

のロータリアン

＿を理事候補者として推薦する｡″

　各推薦に対してセコンドする者は２

名までしか発言を許されないものと

し，それに用いる様式は次の様式に限

るものとする：

-

//

は

ロータリー・クラブの

を理事候補者として推薦す

るロ,－タリアン

ドする｡″

の提案をセコン

　ソーン，地理的集団又は地域からの

選挙人によって推薦された１名又は数

名の候補者の名は，それら選挙の会合

の議長によって事務総長に証明されな

ければならない。もしもソーン，地理

的集団又は地域内のクラブからの選挙

人の推薦する候補者が唯１名しかなか

った場合は，その候補者が自勤的にそ
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ほかに理事会の決定する，地区に

ないクラブを むものとする。

さ

ソー

ンは，各ソーン内クラブから出る選挙

人の数がほぼ同じになるよ

れるものとする。

に 成さ

　理事会は，ラテン・アメリカ内の各

ゾーンを構成する地区及び地区に属さ

ないクラブのリストを決定しなければ

ならない。各奇数年毎に５月又は６月

中に理事会は上述の地区のリストをイ

ペロ・アメリカ内の全クラブに発表し

なければならない。理事会によって上

述のように決定され発表されたソーン

は，次の偶数年の国際大会において選

挙される国際ロータリー理事の指名の

ために効力を持つものとする。

　各偶数年毎に，１名の理事がイベロ・

アメリカ内のクラブの会員中からドソ

ーン別番号順のロテーションによって

指名さるべきものとする。

（ﾛ）国際大会における理事ノミニー

の選出。本節の規定に従って,ソーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニ

ーの選出が国際大会における投票によ

ってなされる場合は，当該各ゾーン，

地理的集団又は地域内のクラブを代表

する選挙人は，国際大会の会期中に，
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のソネン,∧地理的集団又は地域のノミ

二－となるものとし，当該選挙人会合

の議長によってその旨事務総長に証咀

されなければならない。

　もしも，ソーン，地理的集団又は地

域内のクラブからの選挙人が２名以上

の理事候補者を推薦した場合には，モ

のソーン，地理的集団又は地域内のク

ラブからの選挙人はそれらの候補者に)

ついて投票しなければなら'ない。そし

てもしそれら候補者の数が３名以上の

場合は，そめ投票は単一移譲式投票の

方法によらなければならない。当該ゾ

ーン，地理的集団又は地域からの理事

候補者の中，必要な場合は第２選択以

下の選択票を算入した後,そめソーン，

地理的集団又は地域内で投ぜられた票

の過半数を得た理事候補者が，指名さ

れたと宣言さるべきものとする○/　　∠

　㈲　郵便投票による理事ノミニーの

選出‥本節の規定によって,ソーン,地

理的集団又は地域からの理事ノミニー

の選出が郵便投票によって行なわれる

場合は，その手続は次の通りとする,:

　会長は，投票用紙の準備を監督七，

クラブの行なった投票を受理し，これ

を数える投票準備委員会を任命するも

のとする。この委員会は,郵便投票によ

って理事ノミニーの選出が行なわれる

ソーン，地理的集団又は地域め投票に

関しでそめ任務を行なうものとする。

∧ソーン，地理的集団又は地域内のク
ラブは，定款及び本細則の規定に従っ

て理事候補者として当該ソーン，地理

的集団又は地域内のクラブの正会員，

シニア･アクチブ会員又はバスト･サー

ビス会員の名を推薦することﾚができ。

る。も＼し，理事会がそのソーン，地理

的集団又は地域内の１区域を理事ノミ

ニー推薦の目的のために指定した場合

は，当該ソーン，地理的集団又は地域

からの候補者は，その指定された区域

内のクラプめ正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はバスト・サービス会員であ

ることを要する。

　自分の所属するソーン，地理的集団

又は地域から理事ノミニー候補者を推

薦したいと思うクラブは,そのソーン，

地理的集団又は地域から理事が選挙さ

れる国際大会の前の年の12月15日又

はそれ以前に，そのクラブの例会で採

択されたその候補者推薦の決議を，事

務総長に提出しなければならない。そ

の決議には，任務につく意思がありそ

の用意があるという被推薦ロータリア

ンの書面による意思表示と，理事会に

よって定められた様式に記された特定

の経歴資料及び最近の写真を添付する

ことを要する。

　もし上述の12月15日に事務総長が

ソーン，地理的集団又は地域から唯１

名の候補者の名前しか受け取っていな

かった場合は,その日から10日以内に

会長はその候補者を,そのソーン,地理

的集団又は地域からの理事ノミニーと

宣言するものとする。もしもソーン，

地理的集団又は地域から候補者が１名

も推薦されなかった場合は，理事会が

そのソーシ，地理的集団又は地域から

の理事ノミニーを任命するものとす

る。　　　。･　　　　　　　　　　　　　　　＝

／もし上述の12月15日に事務総長が，

ソーン,ﾉ地理的集団又は地域から２名

以上の候補者の名を受取っていた場合

は，投票準備委員会は投票用紙
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の様式の投票用紙，及び，各候補者に

関する履歴書を準備するものとする。

その履歴書は記載項目が一様で，理事

会によって定められた様式に記入して

提供を受けた資料に基いて作られたも

のでなければならない。このような履

歴書は各個人各様の刷り物の代りに発

表されるものである。　　　　　　十

　投票準備委員会は，投票用紙に写真

と履歴書を添えて，次の12月31日ま

でに，当該ソーン，地理的集団｀及び地

域内の各クラブ宛に郵送させるように

手配しなければならない。この投票用

紙は，投票を記入して２月15日まで

に中央事務局内の投票準備委員会に必

着するよう返送されなければならない

旨の指図とともに郵送されなければな

らない。

　各クラブは,少くとも１票を投ずる

権利を有するものとする。直前の７月

１日現在の会員数に基き，名誉会員を

除く会員数50名を超えるクラブは,50

名を超える毎50名又はその過半数に

つき追加票１票の権利を有するものと

する。　　　　　　　　　　　　　＞

　２月20日までに，投票準備委員会

は，会長の召集によって会長の決定す

る時と場所において会合して，投票用

紙を審査し，これを数え，そしてその

投票の結果の報告を，その後５日以内

に事務総長に対して証明しなければな

らない。　　　　　　　　　　　　　　　：

　自分の属するソーン，地理的集団又

は地域内で投じられた票一必要な場

合には第２選択票及び第３以下の選択

票をすべて算入した上でｰの過半数

を得jた理事候補者がノミニーとして宣

言されるものとする。　　　　　　ノ

　会長は３月１日までに，このような

郵便投票によって選出された理事ノミ

ニーの名を発表しなければならない。

，最高得票が同点で，再度の郵便投票

を必要とする場合は，投票準備委員会

は投票用紙の準備を監督して，理事ノ

ミニー選出のための第一次郵便投票で

最高得票を得た候補者達の写真と履歴

書を添付した投票用紙を，３月１日ま

でに当該ソ÷ン，地理的集団又は地域

内の各クラブに郵送さぞるよう手配し

なければならない。このような投票用

紙は,投票を記入して，次の４月15日

までに中央事務局内の投票準備委員会

に必着するよう返送されなければなら

ない旨の指図とともに郵送されなけれ

ばならない。投票準備委員会は，４月

20日までに,会長の召集の下に,会長の

決定する時と場所において会合して，

投票を審査し，これを数えて，その投

票の結果の報告を，その後５日以内に

事務総長に対して証明しなければなら

ない。会長は,４月30日までに当該ソ

ーン，地理的集団又は地域内の全クラ

ブに対して，次の国際大会で選挙さる

べき，そめソニン，地理的集団又は地

域からの理事ノミ二－を通告しなけれ

ばならない･。

回国　指名委員会手続による理事ノミ

こ一の選出　本節の規定に従って，ソ

ーン，地理的集団又は地域からの理事

候補者の選出が指名委員会手続による

べき時は，指名委員会が構成さるべき

もIのとし,T次のように行なわるべきも

めとする：　　　　　………　゛

フ理事ノ乞ニー¬指名委員会は５名の委

員を以て成り立つものとする。各委員

は，当該ソーン，地理的集団又は地域
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単一移譲式投票を適用し得る場合はそ
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内の正会員，シニア・アクチブ会員又

はバスト･サービス会員であるバスト・

ガバナーでなければならない。委員は

１年の任期を以て選挙されるものとす

る6会長，会長エレクト，及び元会長

はいずれもごの指名委員会の委員とな

る資格を認められていないものとす

る。理事も元理事も，理事指名委員会

　指名委員会委員は，ゾーン，地理的

集団又は地域のクラブによって，郵便

投票を以て選挙されるものとする。自

分のゾーン，地理的集団又は地域から

の理事指名委員会委員候補者を推薦し

ようとするクラブは，当該理事が国際

大会で選挙される会計年度の前の会計

年度12月31日までに，そのクラブの

例会で採択された，その候補者指名の

クラブ決議（クラブ幹事によって正し

く証明されている）を事務総長の許に

提出することによってこれを行なうこ

とができる。この決議には，推薦され

たロータリアンが任務につく意思があ

り，就任が可能という，本人の書面に

よる意思表示，理事会が定めた様式に

記入した特定の経歴資料及び最近の写

真を添付することを要する。

　事務総長は，理事会の決定した指名

委員会委員の配分に従って12月31日

現在の関係クラブから受け取った候補

者名を全部記した５枚の投票用紙一一一一

もし，単一移譲式が適用される場合に

はその方式による を準備して３月

国際ロータリー細則

も１票を投ずる権利を有するものとす

る。会長は少くとも３名の理事会員

から或る投票管理委員会を任命するも

のとし，その中の１名又は何名かは当

該ソーン，地理的集団及び地域から出

ている理事でなければならない。但し

これらの理事が任務遂行不能又は資格

喪失の場合はこの限りでない。

　クラブの投票を表示した投票用紙

は，中央事務局内の投票管理委員会宛

に送られることを要し，次の４月15

日までに同委員会に到達しなければな

らない。投票管理委員会は，６月１日

までに投票用紙を審査し，これを数え

て，投票の結果を事務総長に通告しな

ければならない。

　投票の結果を決定するについては，

投票管理委員会は，理事会が定めた指

名委員会委員の配分を実現するための

５枚の投票用紙を各別に数えなければ

ならない。そうして，各別の投票にお

ける最高得票候補者が委員会委員と宣

言されるものとする。２番目に多い得

票数を得た候補者がその同じ投票で選

ばれた補欠委員と宣言されるものとす

る。補欠委員は，彼がその補欠として

選挙された当の委員がその任務をつと

めることができない場合にのみ任務に

つくものとする。

ソーン 地理的

る区域が理事指名

なかった場合，又は

又は地域内の或

会委員を選挙し

何等かの理由で

の理事指名委員会委員となるものとす

る。前述の規定によって委員会委員と

なる資格ある者は，委員会に列するこ

とを承諾又は拒否する選択権を与えら

れるものとする。委員及び補欠委員に

する 述の

会委員欠員の

の欠

定を適用し得ない

場合は，理事会が

を埋めるための委員を

ものとする。この場 の

の生じたソーン 地理的

そ

任命する
ｰ
は，欠員

団又は地域

内の区域と同じ区域内のクラブから優

的に さるべきものとする6

　ソーン，地理的集団又は地域から理

事が指名される会計年度の前の会計年

度の６月１日までに，理事会は委員会

委員の中から指名委員会の召集者を指

名しなければならない。そして次の10

月１日から15日までの間に委員会の

会合を開くべき場所を指定しなければ

ならない。委員会はその会合の際委員

の１名をぞの議長に選ばなければなら

ない。

　７月15日までに，事務総長は当該

ソーン，地理的集団又は地域のクラブ

に指名委員会の構成について報告しな

ければならない。そして，委員会の名

を以て,そのソーン,地理的集団又は地

域内のクラブに対して，もし欲するな

らばそのソーン，地理的集団又は地域

からの理事指名に関してクラブとして

の提案を委員会の考慮のために提供す

ることを勧誘する通知を発し或は発せ

しめるよう手配しなければならない。

この提案は，理事会が定める様式によ

って指名委員会に提出されなければな

らない。そして，その提案はこれを提

供するクラブが適切と考える提案され

た候補者のロータリーその他の活動に

-･251 -

の となることはできない。この委

員を２回つとめたロータリアンは，そ

の後更に同委員をつとめることはでき

ない。各委員はそれぞれ１票の投票権

を有するものとする。　。

　この委員会の委員候補者を推薦する

目的のためにﾀﾞ理事会は，ソーン，地

理的集団又は地域が理事ノミニーを選

出すべき会計年度の前の会計年度の第

１回会合において，当該ソーン，地理

的集団又は地域の中に五つの区域をき

めてこれを指定しなければならない。

理事会によって決定されるこれらの区

域は，ソーン，地理的集団又は地域か

ら選ばれる委員が，数年間の期間を通

して，ほぼ均等にそれらソーン，地理

的集団又は地域内の各部分に配分され

るように，ソーン，地理的集団又は地

域内のクラブ数をおおよそ５等分にす

るために,毎年変更することができる。

このようにして指定された各区域内の

クラブは，１名の委員を選挙するもの

とする。

　このような年度の９月15日までに，

事務総長はそのソーン，地理的集団又

は地域内のクラブに，理事会によって

定められた指名委員会委員の配分を通

告し，以下定められているような委員

会委員候補者推薦の方法についてクラ

ブに通告しなければならない。

－250－

１日までにこれを関係各クラブに郵送

させるよう手配しなければならない。

各投票用紙には，それに記された各候

補者の写真と履歴書が添付されなけれ

ばならない。そしてその履歴書は記載

項目が画一で，理事会が定めた様式に

記入して提供された資料に基いて作ら

れたものとし，各個人各様の刷り物の

代りに発表されるものである。

　投票については，各クラブは１月末

日現在のクラブの会員数に基き，その

会員(但し名誉会員を除く)数50名又は

その過半数毎に１票を投ずる権利を持

つものとする｡。但し各クラブは少くと

委員会委員に欠員を生じた場合は，当

該ソーン，地理的

から出た指名

も新しい

が

団の中の当該区域

会の元委員の中，最

有資格元

に欠けるか又は就

又はもし彼

を拒絶した

場合はその補欠委員が，当該区域から
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佃際ロータす４細則

関する，あらゆjる参考資料及び最近の

写真を含まなければならない。理事会

が定める様式は提案を送致すべき召集

者の宛名を含まなければならない。

このような提案を考慮して貰うため=に

は,その提案が９月15日までに召集者

の名宛先に到達することを要する。

　委員会は,次の10月中，理事会によ

って定められる時と場所において会合

するものとす･る。委員４名の出席を定

足数とする。すべて議事は過半数の票

によって決する。但し，委員会の理事

ノミニー選出に限り，少くとも４名の

委員がそめノミ土一に賛成票を投ずる

ことが必要である○

　委員会による理事ノミニーの選出

は，当該ソーン，地理的集団又は地域

内のクラブの会員の中から，或は当該

ソーン，地理的集団又は地域内のクラ

ブが行なった提案の中から，もしくは

その他の方法によって行なわれる。も

しも,ソーン,地理的集団もしくは地域

の１区域が理事会によって理事指名候

補者推薦の目的のた･めに指定されたな

らば,＼選出される理事ノミニーは，当

該区域内クラブの正会員，シニア・ア
･クチブ会員又はバスト・サービス会員

であることを要する。指名委員会の委

員又は補欠委員は，どちらも委員会に

よって理事に指名される資格を認めら

れていない。委員会は，求め得る最も

有能な人の指名を実現する責任を常に

自覚していなければならない。　　く

………ソーン，地理的集団又は地域からめ

理事選出に関する委員会の報告は,△委

員会会合後10日以内に事務総長に提

出しなければならない。 11月1:日ま/吻

宍に√事務総長はソーン,=こ地理的集団文

は地域内の全クラブに指名委員会の選

出を通告しなければならない。ノ　パ

　もしも何等かの理由によっ七委員会

の会合において選出された理事ノミニ

¬が任につくことができない場合は，

委員会は郵便投票又は電信又は委員会

の緊急会合のいずれかによって理事ノ

ミ｡ニーをもう１名選出しなければなら

ない。このような緊急の場合に対処す

　　　　　　　　　　　　　　　　　a　　　　●Fる具体的手続は，10月の同委員会会

合によって決定されるものとする。本

委員会によって規定されていないよう

な緊急事態が発生した場合は，理事会

は委員会が理事ノミニー選出に際して

取るべき手続を決定しなければならな

い。

　指名委員会が行なった選定に加え

て，そのソーン，地理的丿

内のクラブは,そのゾーン

団又は地域

地理的集団

国際ロこ･タリ４細則

　もしも上述の12月15日に，その

ソーン，地理的集団又は地域内のどの

クラブからもそのような推薦を事務総

長が受取っていなかったならば，会長

は12月31日までに，指名委員会が選

んだノミニーをそのゾーン，地理的集

団又は地域からの理事ノミニーとして

宣言するものとする。　もしもその12

月15日に，そのゾネン，地理的集団

又は地域内のどこかのクラブからその

ような推薦を事務総長が受取っていた

ならば，クラブ推薦の候補者（単数又

は複数）及び指名委員会が選定した候

補者の中から理事ノミニーを選び出す

方法は，本節（ｲ）項の規定に基いてあら

かじめそのソーン，地理的集団又は地

域内のクラブが決定したところに従っ

て，郵便投票もしくは国際大会におけ

る投票によらなければならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地

域が，クラブ推薦の候補者及び指名委

員会が選定した者の中から理事ノミ土

－を選ぶ方法を郵便投票によると決定

していた場合は，その投票は本節㈲項

に従って行なわれなければならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地

域が，クラブ推薦の候補者及び指名委

員会が選定した者の中から理事ノミニ

ーを選ぶ方法を国際大会における投票

によると決定していた場合は，事務総

長は12月31日までに当該ゾーン，地

理的集団又は地域内のクラブにそれら

候補者の名を全部通告しなければなら

ない。そして√そのソーン，地理的集

団及び地域内クラブの選挙人達は，こ

れらの候補者を対象に投票を行なわな

ければならない。そして，候補者がj3

名以上ある場合はその投票は単一移譲

－253－

式投票によるものとする。自分の属す

るゾーン，地理的集団又は地域内の投

票数の中，必要な場合は第２選択以下

の選択票をも計算に入れた上で，過半

数を得たそのゾーン，地理的集団又は

地域の理事候補者が指名されたものと

して宣言されるものとする。

　（ﾎ）国際大会へのノミニー名の提出

事務総長は，国際大会における選挙の

ために，それぞれ所属ゾーン，地理的

集団又は地域によって，正規の手続に

よって理事の役に指名されたノミニー

の名及び，任期満了直前の理事会によ

って正規の手続を経て理事の投に指名

されたノミニーがもしあればそれをも

合わせて，国際大会に提出しなければ

ならない。　　＼

　第４節　グレート・ブリテン及びア

イルランド内国際ロータリーの会長，

副会長，名誉会計の指名　グレード・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの会長，副会長及び名誉会計の

ノミニーは，グレート・ブリテン及び

アイルランド内国際ロータリーの細則

に従って選ばれ，推薦され，そして指

名されるものとする。

　第５節　国際大会への他のノミニー

名の提出　事務総長はまた，正規の手

続によって地区ガバナーの投に指名さ

れたことの証明を受けたノミニーの名

及び，正規の手続によってグレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの会長，副会長及び名誉会計の

役に指名されたことの証明を受けたノ

ミニーの名をも，選挙のために国際大

会に提出しなければならない。

　　　　　選挙人と準備

は地域からの理事候補者として，既

に指名委員会に対して正規に提案済の

者を推薦することができる。但しその

ためには，そのクラブの例会において

されたにその候補者指名のクラブ
決議を12月15日までに事務総長に提

’出することを要する。この決議には，

任務につく意思があり，その用意があ

ﾉるという被推薦ロータリアンの書面に

よる意思表示，経歴資料（理事会が定

ﾚめる様式のもの）及び最近の写真の添

付を必要とする。もしも，理事に指名

Jさるべき候補者推薦の目的のために。

そのソーン，地理的集団又は地域の中

の一区域を，理事会が指定した場合

1は，各候補者はそのように指定された

:区域内にあるクラブの正会員,シニア･

アクチブ会員又はバスト・サービス会

員

｡

であることを要する。

→252－
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国際-ロータリー細則

　第６節　選挙人　正規め信任状を有

する代議員,委任状による代理者,及び

特別代議員が国際大会の選挙体を構成

するものとし,これらを選挙人と称す。

　第７節　投票準備委員会（ｲ）国際

大会の都度会長は選挙人の中から投票

準備委員会を任命しなければならな

い。この委員会は，その国際大会にお

けるすべての投票の準備を司るものと

する。この委員会は，会長の定める５

名以上の数の選挙人から或るものとす

る。

　（口）本細則の定める定足数の出席あ

る国際大会の最初の本会議において，

会長は役員の指名及び選挙を行なう指

定の場所,日,及び時間について選挙人

の注意を促さなければならない。

　（ﾊ）投票準備委員会は,投票準備,投

票用紙の印刷と配布，及び投票用紙の

計算を担当するものとする。投祭場を

開く前に事務総長は，信任状委員会の

報告によって示された選挙人名簿を準

備委員会に提供しなければならない。

　（≒）投票準備委員会は，投票の結果

を遅滞なく大会に報告しなければなら

ない。その報告は委員会の過半数によ

って署名されなければならない。委員

会委員長は全投票用紙を保管しなけれ

ばならない。委員会の報告が採用され

た後，委員会委員長は全投票用紙を破

棄しなければならない。但し大会が別

段の指図を行なった場合はその限りで

ない。

　　　　　　選　　　挙

　第８節　役員の選挙（ｲ）各選挙人

はそれぞれ，次に示す通りの投票権を

有する：会長に対して１票;毎年選ば
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れる各瑞事に対七そ各ﾚt藁;ごj･各地慌毎?｡"･'･

に１名のガバナーに対して１票;及び

グレート・プリテン及びアイルラン‘ド

内国際ロータリーの会長，副会長及び

名誉会計に対して各１票。

　(ﾛ)これらの役員の選挙は無記名投

票によるものとし，３名以上の候補者

がある場合は投票は単一移譲式投票の

方法によるものとする。但し，一つの

役に対してノミニーが唯１名の場合

は，選挙人はロ頭による投票によっ

て，事務総長をしてそのノミニーに対

する選挙人の統一投票を行なわしめる

ことができる。

　㈲　前述各役職毎に投ぜられた票の

中，必要な場合には第２選択以下全選

択投票をも計算に入れた後，過半数の

票を得たノミニーがそれぞれ当該役職

の当選者と宣言されるものとする。

　第９節　本条に述べられているすべ

ての役職に対する候補者又はノミニー

は，すべて瑕疵なき,クラブの正会員，

シニア●アクチブ会員，又はバスト●。

サービス会員でなければならない。

　第10節　本条の目的に関する限

り，米国とは，ポルトリコを含み，南

西諸島とはポルトリコを含まないもの

と解せらるべきものとする。

　　　　　　　第U.条

　　　　　管理上の集団

　第１節　編成された地区において，

クラブが地区ガバナーの直接監督の下

に管理される場合は，理事会は理事会

が必要且つ得策と考える委員会，審議

会又はその他のガバナー補佐を認可す

ることができる。

第２節　地理的に隣接する２以上の

国際ロータリー細則

地区から成る区域内のクラブについ

て，地区ガバナーの管理のほかに，他

の管理の方法を理事会が追加設定する

場合は，理事会は，そのような管理を

設定するに当って，関係地区内クラブ

の同意の下に理事会が適切と考え且つ

国際大会の承認を得た，それに関する

手続規則を定めなければならない。

　　　　　　　第12条

　　　　　管理上の単位

　第１節　グレート・ブリテン及びア

イルランド内国際ロータリーの加盟ク

ラブから成る国際ロータリーの地域単

位を組織し，これを国際ロータリーの

１管理単位として，国際大会によって

承認されたグレート・ブリテン及びア

イルランド内国際ロータリーの定款に

定められたようにその機能を行なうも

のとする。この地域単位はまた，グレ

ート・ブリテン及びアイルランド内に

おいて，国際ロータリー理事会に代っ

て，クラブ加盟承認委員会及び国際ロ

ータリー地区編成委員会としての役を

つとめ,更に本細則の規定に従い,且つ

又理事会の委嘱によって国際ロータリ

ーの財務事項を処理するものとする。

第２節　この地域単位の定款は，常

に国際ロータリー定款・細則の精神及

び規定に合致しなければならない。国

際ロータリーの定款･細則とグレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの定款・細則には，国際ロータ

リーの大会によって承認された，地域

単位の域内管理に関する特定の規定を

含まなければならない。そして地域単

位の域内管理は，この特定の規定に従

って，この特定の規定の認める範囲内

で執り行なわるべきものとする。

　第３節　地域単位がその権能，目的

及び機能を遂行するについての域内管

理を規定する，グレート・ブリテン及

びアイルランド内国際ロータリー定款

の規定は，国際ロータリーの大会の承

認を得たグレート・ブリテン及びアイ

ルランド内国際ロータリーの年次大会

の決定によってのみ改正することがで

きる。域内管理に関する事項を除き，

国際ロータリーが国際ロータリー定款

又は細則を改正した時は，グレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの定款及び細則を国際ロータリ

ー定款及び細則と一致させるために必

要な関連的改正は，グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内国際ロータリー

の定款及び細則について，事実上自動

的に行なわれるものとする。

　地域単位の定款又は国際ロータリー

の定款及び細則と矛盾しない地域単位

細則の変更は，そのような場合につい

て定める地域単位定款に従って，地域

単位がこれを行なうことができる。

　　　　　　　第13条

　　　　　　地　　　区

　第１節　創設　管理をより効果的に

する目的のために，理事会はクラブの

所在する地域を地区に分割する権限を

有する。会長は随時，理事会の指示に

従い，地区の一覧表をそれら地区の各

境界とともに公表するものとする。但

し，関係地区内クラブの過半数の反対

ある場合は地区の変更又は追加を行な

ってはならない。

　第２節　地区協議会　ロータリー教

育とロータリー情報を供与し;地区の
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活動を統合する目的のために，地区内

全クラブの次期会長と次期幹事，次期

地区ガバナー及びそ･の他理事会の指定

する者の協議会を，毎年４月,ﾆ5月又

は６月中に各地区のガバナーが定める

時と場所において開催するものとす

る。特別の事情があれば理事会は，（ｲ）

ここに定める時期以外の時期比地区協

議会を開催することを認可することが

できる。（ﾛ）このような協議会の開催を

やめることができる。

*第３節　地区大会（ｲ）時と場所丿毎

年地区ガバナーと地区内クラブ過半数

の合意によって定められる時及び場所

において，地区内ロータリアン大会を

開催するものとする。但し開催の時期

は，地区協議会，国際協議会，規定審

　　　　　　　　　　　　一議会又は国際大会の時期と同じであっj

－・ノミニーが地区に

，国際ロータリー事務

明されたならば，'その

－・ノミ二－と地区内

勧告は,定款及び本細則と一致し,t7－

タリーの精神と本質とに同調するもの

でなければならない。各地区大会は,∇

理事会によってその大会の審議に付せ

られたあらゆる事柄を取り上げなけれ

ばならない。そしてそれに対して決議

を採択することができる。

　(=)地区大会幹事　ホズト・クラブの

会長と相談の上，地区ガバナーは大会

幹事を任命しなければならない。大会

幹事の任務は大会の計画を策定し，大

会記録の作成について地区ガバナーに

協力するにある。

　團地区大会報告　地区大会終了後

80日以内に地区ガバナー又は議長代

行者，及び大会幹事は，その各々の署

名ある書面を以て，大会記録の報告を

行なわなければならない。そしてこの

報告書は３部を事務総長に，１部をそ

の地区の各クラブ幹事に送らなければ

ならない。

第４節(ｲ)地区大会の投票　自分の

地区の年次大会に出席する，地区内ク

ラブの*瑕疵なき正会員，シニア・ア

　　　　ークチブ会員，又はバスト・サービス会

員は誰でも，地区ガバナー・ノミニー

の選出，地区ガバナー指名委員会の構

成と任務，及び規定審議会の地区代表

者の選挙以外の，大会における投票に

付せられたすべての事項に対して投票

する権利を有するものとする。選挙人

は大会に提出されたいかなる事柄に対

しても投票を要求する権利を有するも

Jのとする。その場合，投票は選挙人の

みに限定される｡ﾚ　＜

＊瑕疵なき会員（“amember in good standing ”）

とは会費等の滞納のない会員をいう。
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　(ﾛ)選挙人　地区内(?)各クラアは，地

区大会の開催される月の最終日現在の

そのクラブの会員数に基づく，名誉会

員を除く会員数25名,又はその過半数

毎に１名の選挙人を選び，それを証明

し，そしてこれをその地区の年次大会

に送るものとする。但し地区内各クラ

ブは，少なくとも１名の選挙人を送る

権利を有する。各選挙人は，そのクラ

ブの正会員，シニア・アクチブ会員,△

又はバスト・サービス会員でなければ

ならない。そして，もし地区大会に出

席していれば，地区ガバナー・ノミニ

ーの選出，地区ガバナー指名委員会の

構成とその任務の決定，及び規定審議

会の地区代表者選挙において１票を投

ずる権利を有するものとする。

　(刈委任状による代理者　事情がこれ

を必要とする場合は，所属地区の大会

が開催される国と異なる国に所在する

クラブは，国際ロータリー会長の承諾

を得て，そのクラブの欠席選挙人の委

任状による代理者として｡，自分のクラ。

ブの正会員，シニア・アクチブ会員，

又はバスト・サービス会員，もしくは

クラブの所在する地区の他のクラブの･。

正会員，シニア・アクチブ会員又はバ

スト・サービス会員を指定することが

できる。そして，当該クラブの会長及

び幹事によってその代理が証明された

ならば，その委任状による代理者は√

既に持っている投票権のほかに，彼が

代表する欠席選挙人のための委任選挙

権を有するものとする。

　*第５節　地区ガバナー(ｨ)ノミニー1

の選出　本節他の項に規定する場合を

除き，地区ガバナーに対するノ゛ﾐΞ･一一

゛1970年（アトランタ）大会jにおいて改座。

の選出は，当該ノミニーが地区ガバナ

ーに選挙される国際大会の直前２ヵ年

以内に開かれる地区大会において，そ

の地区が行なうものとする。その方が

都合がよければ，翌年ガバナーを勤め

るノミニーと，翌｡々;年ガバナーを勤め

るノミニーを，同じ地区大会において

選出して差支えない。

(ﾛ)資格条件　各地区ガバナーは。

(1)彼が指名を受ける地区内のクラ

ブの瑕疵なき正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はバスト・サービス会員であ

ることを要する。

　(2)会員規定の厳格な適用に照らし

て，完全に会員資格を有する者でなけ

ればならない，そして彼の職業分類の

正当性は疑問の余地ないものでなけれ

ばならない。

　ﾆ(3)彼が地区ガバナー・ノミ二－の

候補者として推薦される年の前の会計

年度の最終日において，国際ロータリ

←に対して負債残高を持たない，瑕疵

なき，義務機能を果たしているロータ

リー・クラブの有資格会員でなければ

ならない。

(4)指名を受ける時点において一つ

又は幾つかのロータリー・クラブで通

算５年以上会員であった者でなければ

ならない。　ノ　　　　　　　　･｡

　(5)‥クラブの会長又は幹事を勤めた

ことのある者でなければならない。

　(6)ここに規定する地区ガバナーの

任務と責任を果たす意思があり，身体

的にもその他の意味においてもこれを

果たすことができる者でなければなら

　　･･　�　　　　　■　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●

ない。　レ

………(7)ガがナTTに選挙される直前の国宍

際協議会に全期間を通して出席jし，国
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てはならない。理事会は(1)二つ以上の

地区が連合して関係地区の区域内で合

同大会を開く＼ことを認可することがで

きる;ﾆ或は(2)例外的な場合に，当該地

区の区域外で地区大会を開くことを認

可することができる。　　　　　　＼

(ﾛ)地区ガバ

よって選出され

総長にこれを証

ガバナー・ノミニーが，ガバナーを務

める年度めそめ地区の大会はあらがじ

め計画することができ，その開催地

は，そのガバ

クラブのその時点における会長め過j

数との合意によって決定することがで

きる。　　　　　　　二　　　　　　………;
一

回地区大会の機能　地区大会はそ･め

地区内の重要な事柄について勧告を採

択することができる。但しこのような

＊1970年（アトランタ）大会陀:おいて改正。



　
　
―
－
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
♂
－
－
Ｉ
Ｉ
　
一
♂
ｊ
ペ
ー
♂

：
４
７
７
Ｒ
'
~
９
宇
３
ヤ
恥
‐
ｌ
．
ｒ
‐
ざ
ｌ
．
４
１
べ
…
…
む
’
・
、
｝
ａ
’
ヽ
‐
’
、
″
。
”
１
コ
剛
Ｉ
ｊ
．
。
『
ｊ
ｇ
４
．
’
こ
『
。
’
Ｊ
こ
勺
示
。
『
？
ぷ
…
…
…
…
べ
ａ
・

Ｊ
〃
『
、
り
か
。
。
、
ｉ
’
以

国際ロータリー細則

際協議会直後の７月１日までに自分の

地区に戻らなければならない。

　地区ガバナーのノミニーとして資格

条件を認められるためには，その職に

指名された候補者は，本細則に定めら

れている地区ガバナーの資格条件，任

務及び責任を詳らかにした上で，事務

総長の手を通して国際ロータリーに対

して細則に列記された地区ガバナーの

資格条件，任務及び責任を的確に理解

していること及び彼が地区ガバナーと

して資格条件を備えており，ガバナー

の任務と責任を引受け，これを忠実に

果たす意思があり，それができる状態

にある旨の声明書に署名して提出しな

ければならない。

　前述の資格条件に欠け，規定の要求

する所に欠ける地区ガバナー・ノミニ

ーの指名は拒否さるべきものとし，事

務総長はこれを選挙のため国際大会に

提出することはしないものとする。

　もし，前述の規定の通り地区ガバナ

－・ノミニーから署名ある声明書を受

理したにも拘わらず そのノミニーが

た上で 理 会は３分の２の票を以て

そのノミニーの指名を拒否するか

は一時

もし

止を解除するものとする。

或

定のいずれかに基い

て地区ガバナー・ノミニーの指名が拒

否された場合は，事務総長は関係地区

の地区ガバナーにその拒否とその理由

を通告しなければならない。そして地

区ガバナーはこれを当該ノミニーに通

告ﾌしなければならない。そこで時間が

許すならばその地区は本細則の規定に

従って地区ガバナーが指導する地区大

会において，もしくは郵便投票によっ

て，地区ガバナーのノミニーをもう一

名選ばなければならない。地区が，受

け容れ得る且つ資格条件の備わった地

区ガバナー・ノミニーを選出すること

ができなかった場合は，ノミニーは本

節㈹項の規定に従って選出さるべきも

のとする。

　㈲　任務　地区ガバナーは理事会の

全般的統御と監督の下に職務を行な

う，その地区における国際ロータリー

の役員である。担当地区のクラブに対

する直接監督の責任を果たすについて

地区ガバナーは国際ロータリーの綱領

を推進する特別の任務を課せられてお

り，身を以て次の諸項を行なわなけれ

ばならない。

　（1）担当地区の新クラブ結成を指導

監督すること。

　（2）担当地区内既存クラブの強化助

成。

　（3）担当地区内クラブ相互間の友好

関係及びクラブと国際ロータリー間の

友好関係の増進。

　（4）担当地区の地区大会と地区協議

会を計画し，軌道に乗せ，これらの会

国際ロータリー細則

合を主宰すること。

　（5）出来るだけ年度の始めに担当地

区内全クラブを公式訪問すること。

　（6）担当地区内各クラブの会長及び

幹事に対して月信を発行すること。

　（7）会長又は理事会の要請があれば

遅滞なく国際ロータリーに報告を提出

すること。

　（8）後任ガバナーに対して，地区内

クラブの状況について詳細な情報を提

供し，併せてクラブ強化策の勧告案を

提供すること。

　（9）代々相伝の地区記録を後継者に

引継ぐこと。

　卯）地区における福原ロータリー役

員として，当然彼の責任に帰属する他

の任務を遂行すること。

　しかしながら，グレート・ブリテン

及びアイルランドにおいては，地区ガ

バナーの任務は理事会の指図の下に，

そしてグレート・ブリテン及びアイル

ランド内国際ロータリーの定款及び細

則と一致する，この地域の伝統的慣行

に従って執行さるべきものとする。彼

もまた会長又は理事会の要請あれば遅

滞なく国際ロータリーに報告を提出し

なければならない。そして地区におけ

る国際ロータリー役員として，当然彼

の責任に帰属する他の任務を遂行しな

ければならない。

　（==）委員会　地区大会の第一本会議

において，地区ガバナー，又は議長代

行者は，地区ガバナー指名のための選

挙をとり行なう場所，日及び時間を指

示しなければならない。そして投票用

紙を準備してこれを支給し，投票場の

段取りをし，その他投票を司るために

３名から或る委員会を任命しなければ

ならない。候補者が１名しかなかった

場合は，指名は拍手又は発声を以て決

することができる。

　（ﾎ）指名の投票　地区ガバナー指名

の提案は，地区内クラブからの選挙人

によって大会の議席から行なうものと

する。投票場は大会の定める時間中開

いておかなければならない。候補者が

３名以上ある場合は,投票は,地区ガバ

ナーの定めるところに従い，連続投票

方式又は単一移譲式投票方式による。

　投票数の中，過半数を得た候補者が

その地区の地区ガバナーに指名された

ものと宣言されるものとし，彼の指名

は地区ガバナー又は議長代行者及びそ

の大会の幹事によって国際ロータリー

事務総長に対して証明されるものとす

る。

　連続投票方式が用いられる場合，も

し投票め結果過半数の票を獲得した者

がない時は，最も少い得票者をふる

い落として更に大会の定むる時に次の

投票を行ない，これを候補者中の誰か

が過半数を得るまで繰り返すものとす

る。

　単一移譲式投票方式が用いられる場

合，必要に応じて第２選択票以下すべ

ての選択票を加算して過半数得票の候

補者を決定するものとする。

　㈲　地区ガバナー指名委員会　地区

は，その地区の地区大会において，出

席選挙人の投票の過半数によって，そ

の地区のガバナー・ノミニーの選出を

ガバナー指名委員会によって行なうと

定めることができる。ガバナー指名委

員会は，ガバナー・ノミ二－として最

適の就任可能者を探し出してこれを推

薦する任務を課せられるものとする。
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本細則に定める任務と責任を充分に果

たすことができないであろうと 理事

会が信ずる理爵があれば，理事会はそ

の指名を一時停止することができる。

このような一時停止が行なわれたなら

ば，地区ガバナーとそのノミニーにそ

の旨通告しなければならない。そしての旨通告しなけ

そのノミニーは

務総長を して

地区ガバナー及び事

，地区ガバナーとし

ての

遂

任務と責任を取り，忠実にこれを

することができることについての

再度の申立てを理事会に提出する機会

を与えられるものとする。かかる 立

てを含め，すべての関連事情を審議し
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地区指名委員会の構成とその職務規定

は，その地区の地区大会において出席

クラブ選挙人の投票の過半数を以て採

択された決議の中に定められていると

ころによって決定されるものとする。

但しその職務規定は本項の規定と矛盾

するものであってはならない。　　　ノ

　地区ガバナーは，地区ガバナー・ノ’

ﾐ｡ニーの候補者として指名委員会の考1

慮に入れてほしい示唆を持つクラブは

指名委員会に対してその旨提案するよ

う呼びかける告知書を作成するか，も

しくは指名委員会の名を以て作成させ

るか，しなければならない。考慮の対

象として受け入れられるためには，そ

の提案は地区ガバナーの定める期限ま

でに指名委員会に到達することを要す

る。このような地区ガバナーの告知書

は，提案を送るべき宛先を含まなけれ

ばならない。提案は，クラブの例会に

おいて採択され，クラブ幹事によってj

適法に証明された，被提案候補者指名

のクラブ決議の形式を以て提出されな

ければならない。

　ガバナー指名委員会がその選択を行

なうに当っては，その選択の範囲は地

区内クラブによって提案された氏名に

限定されるものではない。

　地区指名委員会によって行なわれた

指名に拘わらず,地区内クラブは,地区

ガバナーの定める期限-この期限

は，ガバナー・ノミ二－に対するガバ

ナー指名委員会の選択決定の告知発表

前であってはならIない までに，ク･

ラブの例会において採択ざれた，当該

候補者指名のクラブ決議を地区ガバナ

ー'に提出することによって，地区ガバ

ナー候補者を推薦することができる。

　もし，定められた期限までにそのよ

うな指名を地区内のどのクラブからも

ガバナーが受け取らなかぅたならば，

地区ガバナーは地区指名委員会の選ん

だ候補者を地区ガバナー・ノミニーと

宣言するものとし，それより15日間以

内に地区内全クラブにその旨通達しな

ければならない。

　もし，定められた期限までにそのよ

うな指名を地区内のどのクラブからか

ガバナーが受け取っており，そしてそ

の指名がその期限当日ヽを含み期限当日

から15日の期間が満了するまで有効

である場合は，地区ガバナーはそれら

の各候補者の氏名とその資格条件を地

区内の全クラブに通達七，地区ガバ

ナー･ノミニーの候補者全員について，

次の地区大会において投票が行なわれ

る旨を通達しなければならない。

　もし，上述15日経過した時に，地区

内クラブからの指名が全部効力を失っ

ていたならば，地区ガバナーは地区指

名委員会の選んだ候補者lを地区ガバナ

ー・ノミ二－と宣言し,それより15日

以内にこの旨地区内全クラブに通達し

なければならない。

＼もし何等かの理由によっべて，地区大

会の時に有効な指名が一つも残ってい

なかったならば，地区ガバナーの地位

に対する指名の提案は大会の議席か‥

ら，諭区内ｸ＼ラブの選挙人によって行

なわるべきものとする。　犬

　地区ガバナーは，地区ガバナー・ノ

ミ｡ニーの氏名を，彼がノミニーと宣言

された後10 日以内に，事務総長に対

して証明しなければならない。　。。　　　　■

（ﾄ）郵便投票による指名　事情がそ

れを必要とする場合は，理事会は地区
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がその地区ガバナー・ノミニーを郵便

投票によって選ぶことを認可すること

ができる。この場合，その郵便投票は

次のように行なわなければならない。

　地区ガバナーは，もし指名委員会の

ある場合は指名委員会，及び地区内各

クラブの幹事に対して，地区ガバナー

指名の公式要請を作成し，これを郵送

させなければならない。すべて指名は

書面を以てすることを要し，クラブの

会長及び幹事又は，地区指名委員会の

場合はその委員長によって署名されな

ければならない。その書面は，地区ガ

バナーの定める期限までに地区ガバナ

ーに入手されることを要する。但しそ

の期限は公式要請作成の日より20日

以上経過した後の日付でなければなら

ない。もしも候補者が１名のみの場合

は投票を要しないものとし，地区ガバ

ナーはその候補者を地区ガバナー・ノ

ミ二－と宣言するものとする。

　候補者が３名以上ある場合は，投票

は単一移譲式投票方式によるものとす

る。

　もし候補者が２名以上あったなら

ば，地区ガバナーは，地区指名委員会

がある場合は同委員会が選んだ候補者

名を記し，そして期限内にクラブから

ガバナーが受取った候補者の氏名をア

ルファペット順に列記した投票用紙を

準備し，各クラブに対して１枚ずつ郵

送しなければならない。その際，その

投票用紙にはクラブの投票を記入した

上，地区ガバナーの定める期限までに

ガバナーの手に届くよう返送すること

を要する旨の指図を添付すべきものと

する。但しガバナーの定める上述の期

限は，ガバナーが各クラブに投票用紙

を発送した日から15日以上30日以内

の間に定めることを要する。

　各クラブは，選出の行なわれる月の

前の月の最終日現在におけるクラブの

会員数を基礎として，会員数（名誉会

員を除く）25名又はその過半数毎に１

票を投ずる権利を有するものとする。

　投票の過半数を得た候補者が，その

地区のガバナー・ノミニーと宣言され

るものとする。連続投票方式が用いら

れる場合，もしも投票の結果過半数の

票を得た候補者がなかったならば，最

少投票数の候補者をふるい落として，

地区ガバナーの定める時に更に郵便投

票を行ない，候補者の中の誰かが過半

数を得るまでこれを繰り返すものと

する。単一移譲式投票方式が用いられ

る場合は，過半数を獲得する候補者を

決定するために必要に応じて，第２選

択票以下の選択票を加算するものとす

る。

　ノミ二－の氏名は地区ガバナーによ

って事務総長に証明されなければなら

ない。そして地区ガバナーは直ちにそ

の候補者にその指名を通告しなければ

ならない。

　㈲　特別選挙　地区が地区ガノぐナ

ー･ノミニーの選出を怠った場合,もし

くは地区ガバナー・ノミニーが選挙さ

れる資格を喪失した場合，そして国際

大会における役員の年次選挙に先だっ

て，その地区が別のノミニーを選出し

なかった場合は，理事会は理事の過半

数の票を以て本細則に基づく資格条件

を備えたロータリアンを地区ガバナー

に選挙するものとする。

　（ﾘ）解任　事情によっては，或は会

長が充分な理由ありと考える場合は，
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会長は次に示す通り，地区ガバナーを

その職から解任することができる：

　もしも９月30日になって,地区ガバ

ナーがその就任最初の３ヵ月間にその

任務と責任を忠実に遂行しなかったと

会長が信ずる充分な理由がある時に

は，会長は当該地区ガバナーにその旨

通告しなければならない。そして，も

しもその直後の12月31日までにその

ガバナーがその任務と責任を果たすと

確約し，会長にそれを納得されない限

り，会長は事情を考慮した上でその地

区ガバナーをその職から解任すること

ができる。

　（ﾇ）地区ガバナー欠員　何等かの理

由で地区ガバナーの地位に欠員を生じ

た場合は，理事会は過半数の票を以て

本細則に基づく資格条件を備えたロー

タリアンを，欠員の残存任期中その空

席を埋め，その地位に伴う任務を行な

い権威と特権を行使させるために選挙

する権限を有するものとする。但し，

会長は，理事会によってその欠員が補

填されるまで資格条件を備えたロータ

リアンを，ガバナーの任務を行ない，

ガバナーの持つすべての権限と特権を

行使する代理地区ガバナーとして任命

することができる。

　地区ガバナーが一時的にその任務を

執り行なうことができない場合は，会

長は資格条件を備えたロータリアンを

代理地区ガバナーに任命して，地区ガ

バナーが任務を執り行ない得ない期間

中，その任務を行ない，その職に付随

するあらゆる権限と特権を行使させる

ことができる。

　地区ガバナーが年次国際大会におい

て選挙された後地区外に在って就任す

る時に地区に戻ることができない場合

は，その直前のガバナーが，現在の地

区ガバナーが地区に帰って来るまで，

引続きその地区ガバナーの職務を執り

行なうものとする。

　㈲　国際大会への提出　事務総長は

毎年国際大会に対して，その大会終了

直後の会計年度に地区ガバナーを勤め

るものとして指名されたことを事務総

長に証明されている，資格条件を備え

た地区ガバナー・ノミニーの氏名を選

挙のために提出しなければならない。

　　　　　　　第14条

　　　　　　委　員　会

第１節　常任委員会　会長は次に掲

げる常任委員会の委員を任命しなけれ

ばならない：

　　定款・細則委員会

　　国際大会委員会

　　地区編成委員会

　　財務委員会

　　企画委員会

　　広報委員会

　　出版物委員会

但し会長は，その在任年度の次のロー

タリー年度に開催される国際大会の委

員を任命するものとする。

　常任委員会は，任命された年度の７

月１日にその機能を開始するものとす

る。

　第２節　特別委員会　会長は，彼自

身又は理事会が必要と認める特別委員

会を任命することができる。特定の目

的を達成するまでの任期を以て任命さ

れる特別委員会をアド・ホック委員会

と呼ぶものとする。アド・ホック委員

会以外の特別委員会の任期は，その委
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員会が任命されたロータリー年度末を

もって終了するものとする。アド・ホ

ック委員会の任期は，その委員会が任

命された特定の目的が達成された時，

又は理事会がこれを解任した時に終了

する恚のとする。

　第３節　委員長及び欠員　会長は各

委員会の委員長を指名するものとし，

委員会に生じた欠員を補充する権限を

特つ。

　第４節　諮問委員会（ｲ）理事会

は，地区ガバナーが諮問の目的を以て

地区委員会を設定する権限を認めるこ

とができる。

　（ﾛ）理事会は，一国の全クラブから

或る集団が，その国の国策の諸問題を

研究する諮問委員会を形成して，それ

らのクラブの公共奉仕活動のプログラ

ムを理事会に提出してその承認を求む

る権限を認めることができる。

　㈲　理事会は，２カ国以上の国々か

ら或る地域内のクラブの代表者を以て

構成する諮問委員会を設けて，当該地

域内のロータリーの方針及び手続上の

問題を研究させ，理事会に対して進言

させることができる。

　第５節　職権によって委員会につら

なる委員　会長は，会長指名委員会を

除くすべての国際ロータリー委員会の

職権上の委員とする。委員会の職権上

の委員はすべて委員の特つ特権を有す

るものとする。

　第６節　任期　何人も２ヵ年を超え

て国際ロータリーの同一委員会の委員

を勤めることは許されない。但し本細

則，地域又はその他の委員会の手続規

則，もしくは委員会を創設する国際大

会の特別決定によって別段の定めある

場合はこの限りでない。或る委員会に

既に２ヵ年勤めた者は，再びその同じ

委員会に任命される資格を持たないも

のとする。本節の規定は，職権上の委

員及びアド・ホック委員会の委員には

適用されない。

　第７節　定款及び細則委員会　この

委員会は３名の委員から成り，毎年１

名を３年の任期を以て任命するものと

する。国際ロータリーの基本諸規定に

関するあらゆる事柄について，理事会

に助言するのがこの委員会の任務であ

る。

・第８節　国際大会委員会　各国際大

会の大会委員は５名の委員から或るも

のとする。国際大会委員会は，任命を

受けた国際大会の実施についての準備

を行なう責任を有するものとする。こ

こにいう準備とは，本細則又は理事会

によって役員又は他の委員会に特定し

て委任されていない，当該国際大会に

関連するあらゆる事項を含むものとす

る。

　各国際大会委員会は，その大会のす

べての勘定が締切られてその最終報告

が理事会によって受理されるまで，そ

の任を勤めるものとする。

　第９節　地区編成委員会　この委員

会は３名の委員から成り，毎年１名の

委員を理事の中から３年の任期を以て

任命するものとする。

　この委員会は,新しい地区を創設し，

既存の地区の境界を調整するについで

理事会及び会長を助けるものとする。

　第10節　財務委員会　この委員会

は５名の委員から成り，その中１名を

１年の任期を以て，他の４名の中２名

ずつを毎年２年の任期を以て，それぞ
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れ任命するものとする。

　この委員会の任務は次の通りとす
る

●
・

　（1）国際ロータリーの予算を，一般

管理に関する部門と各版種の雑誌部門

とに分けて，それぞれ策定しこれを推

挙すること;

　（2）国際ロータリーの資金の受託者

を推薦すること;

　（3）会計帳簿及び国際ロータリーが

用いる会計方式の監督;

　（4）国際ロータリーの財政に関連す

るあらゆる事項について理事会に進言

すること。

　第11節　企画委員会（ｲ）この委員

会は，６名の委員から成り,毎年２名ず

つ３年の任期を以て任命するものとす

る。

　（ﾛ）企画委員会の任務は次の通りと

する:

　（1）ロータリーのプログラム，基本

方針，及びこれらを実施する範囲を絶

えず検討すること;

　（2）理事会から付託されるあらゆる

事項を研究してこれを理事会に報告す

ること;

　（3）時の勤きに関心を払い，ロータ

リーが如何にその機能を発揮している

かを評価すること。

　第12節　広報委員会　この委員会は

3名の委員から成るものとし,毎年１名

の委員を３年の任期を以て任命するも

のとする。

　国際ロータリーの広報プログラムに

関して理事会に進言するのが広報委員

会の任務である。

　第13節　出版物委員会　この委員会

は，出版と諸種出版物の頒布とに経験

のある５名の委員から或る。３名の委

員は毎年１名ずつ３年の任期を以て任

命され，２名の委員は毎年１年の任期

を以て任命されるものとする。

　機関雑誌を含む国際ロータリーの出

版物全部に関して理事会に進言するの

が出版物委員会の任務である。

　第14節　委員の資格条件　委員会の

委員長及び各委員は，クラブの正会

員，シニア・アクチブ会員，又はバス

ト･サービス会員でなければならない。

　第15節　委員会の幹事　本細則によ

って又は国際大会の特別決定によって

又は委員会を創設するに当って理事会

によって異なる規定が定められていな

い限り，事務総長がすべての委員会の

幹事となる。事務総長は彼を代行する

幹事を指名するととができる。

　第16節　定足数　本細則によって又

は国際大会の特別決定によって又は委

員会創設に際して理事会によって，こ

れと異なる規定が定められていない限

り，委員会委員の過半数を以てその委

員会のあらゆる会合における定足数と

する。

　第17節　通信による議事の処理　委

員会は議事の処理を，理事会の定める

手続規則に従って，郵便，電信，ラジ

オグラム又は電話によって処理するこ

とができる。但し，本細則又は国際大

会又は理事会の特別決定によってこれ

と異なる定めのある場合はこの限りで

ない。

　第18節　権限　会長指名委員会の決

定を除き，すべての委員会決定は理事

会の承認によって初めて効力を生ずる

ものとする。
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　　　　　　第15条

　　　　　　財務事項

　第１節　財政年度　国際ロータリー

の財政年度は７月１日に始まり６月

30日に終わるものとする。

　第２節　クラブ報告　毎年７月１日

及び１月１日に各クラブはこれらの日

におけるそのクラブの会員数を理事会

に証明しなければならない。この証明

書はクラブ会長とクラブ幹事によって

署名されて事務総長に送致されなけれ

ばならない。

　第３節　会費（ｨ）各クラブ（グレ

ート・ブリテン及びアイルランド内の

クラブを含む）は，そのクラブの正会

員，シニア・アクチブ会員，及びバス

ト・サービス会員の各々につき半ヵ牟

４弗（糾｡00）ずつの割で，人頭分担金

（会費）を国際ロータリーに対して支払

わなければならない。

　（ﾛ）理事会は，会費の中の適正と思

われる部分をクラブに返還することが

できる。

　㈲　グレート・ブリテン及びアイル

ランド内のクラブは，国際ロータリー

の代行者としての，グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内国際ロータリー

として知られる地域単位の手を通して

その人頭分担金を国際ロータリーに支

払わなければならない｡毎年グレート・

ブリテン及びアイルランド内のクラブ

から国際ロータリーに支払われる人頭

分担金の中，国際ロータリーによって

保有さるべき部分の総額は，国際ロー

タリーが年間グレート・ブリテン及び

アイルランド内のクラブのために支出

する金額の半分を下ってはならないも
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のとする。そ七てその残りの部分は，

グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーに配分され，保有さ

るべきものとする。

　半年毎にグレート・ブリテン及びア

イルランド内クラブによって支払われ

る人頭分担金の中国際ロータリーによ

って保有さるべき額は，３年毎に，過

去３ヵ年間の国際ロータリーがグレー

ト・ブリテン及びアイルランド内のク

ラブのために支出した額の１ヵ年当り

平均額に基づいて理事会が決定するも

のとする。この額には，全世界に亘っ

てロータリーのプログラムを推進する

ために国際ロータリーが支出する一般

管理費用に対するグレート・ブリテン

及びアイノレランド内クラブの比例的分

担額を含むものとする。上述の１ヵ年

当り平均額は，もしその額が50セン

トの倍数に相当しない場合は，端数を

切り上げて,一つ上の50セントの倍数

に調整するものとする。

　（ﾆ）もしも或る国の通貨の平価が切

下げられて，その国のクラブが，国際

ロータリーに対する債務を支弁するた

めに，甚だしく巨額の自国通貨を支払

わなければならなくなった場合は，理

事会はその国のクラブが支払うべき金

額を調整することができる。

　第４節　支払時期（ｲ）毎年７月１

日及び１月１日を会費支払期日とし，

本条第３節に定められた基準に基づい

て支払わるべきものとする。会費は米

国通貨を以て国際ロータリーに支払わ

るべきものとする。しかしながら，米

国通貨を以て会費を支払うことが不可

能であるか，実際的でない場合は，理

事会は，他の通貨による支払を認可す
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ることができる。理事会はまた，非常

事態のためそうすることが適切である

場合は，会費支払時期の繰り延べを許こ

容することができる。

　（ﾛ）クラブは，加盟が承認された日

付後の半期まで会費支払の義務を課せ

られないものとする。

　第５節　予算　毎年理事会は，次の

会計年度に対する収支予算を採択しな

ければならない。もし必要があれば理

事会は予算を修正することができる。

　第６節　監査　理事会は，毎年，又

はもっと頻繁に，免許を持つ会計士，

公認会計士又は計理士，もしくは監査

の行なわれる国，州又は県において一

般にその権威を認められている監査人

による国際ロータリーの会計帳簿の監

査を手配しこれを実施させなければな

らない。事務総長及び財務長は理事会

の要求があればいつでも帳簿類と伝票

類を提出しなければならない。

　　　　　　第16条

　　　　　・道　徳　律

　従来採択されているロータリーの道

徳律は，本細則の改正についてここに

定められている方法による以外には，

変更又は修正されないものとする。

　　　　　　第17条

　　　　　　名称と徽章

　第１節　保全　国際ロータリーの目

的と綱領を達成するために，理事会は

国際ロータリーの徽章その他の記章をｉ

専ら全ロータリアンのみの使用とその

利益のために確保し保全するものとす

る。

　第２節　使用の制限　国際ロータリ

一並びにクラブの名，徽章その他の記

章を，クラブ又はクラブの会員が商品

の商標又は特別銘柄とし七使用し或は

その他商業上の目的のために使用する

ことは一切できない｡これらの名,徽章

又はその他の記章を他の名称又は徽章

と組み合わせて使用することは国際ロ

ータリーの承認しないところである。

　　　　　　第18条

　　　その他の管理上の事項

　第１節　出席報告　各クラブは，各

月の最終例会後直ちに，そのクラブの

例会における月次出席報告を，地区ガ

バナーがおる場合には地区ガバナー

に，その他の場合には事務総長に提出

しなければならない。

　第２節　ロータリー・クラブの各正

会員，シニア・アクチブ会員，及びバ

スト・サービス会員は，いつでも他の

ロータリー・クラブの例会に出席する

特典を持ち，且つそのような出席を奨

励されるものとする。

　第３節　国際協議会（ｲ）時と場所

協議のため及び次年度の国際ロータリ

ーの仕事と活動について協力的に計画

する目的のために，毎年国際協議会を

開催するものとする。理事会は国際協

議会の会合する時と場所を決定するも

のとし，同協議会プログラム決定の責

に任ずるものとする。

　（ﾛ）構成　国際協議会は次の通り構

成されるものとする：会長，他の理

事，会長ノミニー，理事ノミニー，事

務総長，財務長，地区ガバナー¬・ノミ

　WW●㎜
W- タ グレート・ブリテン及びアイル

ランド内国際ロータリーの役員ノミニ

ー，国際ロータリー各委員会委員長，
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及びその他会長の指定する者。

　（ﾊ）特別,又は局地的,協議会　非常

事態又は特別の事情に対応するため

に，理事会は二つ又はそれ以上のこの

ような協議会もしくは局地的協議会

を，理事会が定める時及び場所におい

て開催するよう手配することができ

る。

　第４節　元会長審議会（ｲ）構成

クラブの正会員，シニア・アクチブ会

員又はバスト・ナービス会員の籍を有

する元会長を以て構成される元会長審

議会を設けるものとする。（以下本節

においては単に「審議会」と呼ぶ）

　会長は職権上，本審議会のメンバー

となるものとし，その会議に出席し，

議事に参加する特典を有するものとす

る。しかしながら，議事に開する投票

権は特たないものとする。　　　十

　（ﾛ）役員　直前会長の前の元会長を

審議会の議長とし，更にその前の元会

長をその副議長とする。事務総長は審

議会の幹事となる。しかし彼は審議会

のメンバーではない。

　（ハレ任務　審議会のメンバーは，会

長又は理事会から審議会に付託される

事項を通信によって考察するものと

し，これについて理事会に進言し勧告

を行なうことができる。

　（ﾆ）会合　会長又は理事会が審議会

の合同考察及び一致した進言が望まﾌし

いと考える場合は，会長又は理事会は

審議会の会合を召集することができ

る。審議会は，国際大会において，そ

の大会に出席している審議会メンバー

の非公式会合を行なうものとする。

　会長又は理事会によって会合が召集

される場合は，審議会の会合に対する

議事日程を作らなければならない。そ

の議事日程には，会長又は理事会が審

議会の審議とその勧告を求めて審議会

に付託した案件を含むものとする。

　（ﾎ）報告　会長又は理事会によって

召集された審議会の会合の後，審議会

議長は理事会に対して報告を行なわな

ければならない。この報告は，理事会

が公表の目的を以てその全部又は一部

分を解放しない限り発表してはならな

い。

　第５節　国際ロータリーの地域大会

理事会は，理事会の定める時と場所に

おいて，国際ロータリゞ一地域大会とし

て知られるクラブ会員の大会を召集す

ることができる。

　理事会は，地域大会に参加する会員

の所属クラブを指定するものとする。

理事会は如何にその大会を召集する

か，その組織及び運営をどうするか，

及びその手続規則を含むその他の詳細

について定めなければならない。

　この地域大会の目的は，相互の知り

合いと理解を増進し，意見を交換し

ロータリーの綱領に関連する問題を話

し合う機会を提供するために，ロータ

リー・クラブの在る地域内のクラブ会

員を参集させるにある。

　地域大会の目的に合致する範囲内

で，地域大会は理事会に対する勧告と

して決議を採択することができる。

　第６節　議事規則　定款又は本細

則，又は国際ロータリーによって採用

された特別議事規則によって特に定め

られている場合を除き，すべての議事

運営手続は「ロバートの議事規則」の

定める所に従うものとする。
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　　　　　　　第19条

　　　　　　機関雑誌

　第１節　権限　理事会は，国際ロー

タリーの機関誌たる月刊雑誌を自ら発

行するか,もしくは,その監督と支配の

下に発行させなければならない。機関

雑誌は，理事会が認可するいくつかの

異なった版で出版されるものとする。

その中基本的の版は英語で出版される

ものとし，これをザ・ロータリアンと

称する。機関雑誌の目的は，国際ロー

タリーの目的の推進とロータリーの綱

領の達成について理事会を助ける仲介

の役をつとめるにある。

　第２節　ロータリアン誌一一一購読（ｨ）

　米国及びカナダ内の各クラブは，そ

のクラブの正会員，シニア・アクチブ

会員及びバスト・サービス会員がすべ

て上述定期刊行物の有料購読者となる

こと，そして会員籍を保持する限り購

読を続けることを，会員籍取得の条件

としなければならない。かかる購読料

は，正規会費の一部分として，もしく

は正規会費の外に，各会員からクラブ

が徴収しなければならない。各クラブ

は購読料を特別購読料勘定としてその

帳簿に記帳しなければならない。そし

て購読者の代理人として，そのクラブ

会員の購読料を国際ロータリーに送金

ヽしなければならない。

　（ﾛ）ロータリアン誌の購読料は次の

通りとする。米国及びカナダ，及び

キューバモの他の最低郵便料金の適用

される諸国においては，一ヵ年につき

米貨２弗50セント（S｀2.50），その他の

諸国においては一ヵ年につき米貨３弗

　（S3.00）（又はそのクラブの所在する

国の通貨によるその相当額)｡但し理事

会は，雑誌購読代理店業者に対して商

業割引を行ない，公共図書館，病院，

教育，慈善その他の公共福祉施設及び

贈呈用並びに国際奉仕関係の購読に対

して特別購読料を許容することができ

る。

　機関雑誌の他の版に対する購読料は

理事会が決定するものとする。

　㈲　年度内の雑誌収入は，その一部

分といえども雑誌の発行及びその改善

以外の目的のために充当されてはなら

ない。支出を上回る収入剰余金は，年

度末に国際ロータリーの一般剰余金に

繰り入れられるものとする。

　　　　　　　第20条

　　　　　ロータリー財団

　第１節　ロータリー財団の金財産に

対する権利は11名の管理委員及びそ

の後継者に帰属するものとする。これ

らの管理委員は，本細則によって，或

は贈与，遺贈遺言，又は遺贈の条件に

よって別段の定めある場合を除き，こ

れを保管し，投資し，運用し，管理し，

そして，理事会の承認を得てその元金

又はそれより生ずる収入を，単一信託

として，国際ロータリーの目的又はロ

ータリーの綱領，もしくは国際ロータ

リーによって発起され或は承認され

た，博愛，慈善，教育，又はその他の

慈善的目的，目標，運動，又は制度の

推進のために消費するものとする。

　ロータリー財団の財産を管理するに

ついては，贈与，遺贈遺言又は遺贈の

条件によって特定の別段の定めある場

合を除き，管理委員会は次のことを行

なう権限を有する：これら財産の全部
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又は一部を，管理委員会が最善と考え

る価格及び条件で売却し，賃貸し，譲

渡し，もしくは交換すること；彼等が

必要又は適切と考える，そして法律上

許される，委任状の発行，代理権の賦

与，又は契約の締結を行なうこと;現

行の或は今後実施されることあるべ

き，信託基金の投資を制限する法律に

拘らず，投資の行なわれる国の法律が

許容する限り，管理委員会が信託基金

の投資として適当と考える貸付,証券，

又は不動産に投資し再投資すること；

管理委員会によって受入れられる金銭

又は財産が基本財産として扱わるべき

か収入として扱わるべきかを決定し，

支出又は損失を彼等が正当且つ公正と

考えるところに従って基本財産又は収

入から支弁すること；信託の実施に関

連して適当な代行者又は代理人を選び

これを雇傭すること

きる

これには，信

理委員の中６名は国際ロータリーの元

会長でなければならない。管理委員の

中３名はロータリー財団が活動を支援

している分野に経験を持つ者でなけれ

ばならず，そして２名は財務畑の経験

者でなければならない。国際ロータリ

ーの元会長である６名の管理委員の任

期は６年とする。残余の管理委員の任

期は２年とする。管理委員は再選を妨

げない。各管理委員はクラブの正会

員,シニア･アクチブ会員又はバスト・

サービス会員でなければならない。管

理委員がこれらの会員身分を喪失した

場合は，それによってその地位は空席

となるものとする。　　　ヽ

　理事会は,４分の３の票によって,管

理委員を正当且つ充分な理由に基づき

罷免する権限を有するものとする。但

し，このような決定を行なおうとする

理事会会合の時と場所を事前に全管理

委員に通知することを要する。又，か

かる理事会の会合において罷免を提案

さるべき管理委員は弁明の機会を与え

られなければならない。そして，その

罷免は，次に開かれる国際大会におい

て過半数の票によって承認されなけれ

ばならない。罷免はその時初めて効力

を発生するものとする。

　管理委員の死亡，辞任，罷免又は任

務遂行不能の場合は，会長は理事会の

承認を得て，残存任期をつとめる後継

者を任命するものとする。

　後継管理委員，又は如何なる理由に

もせよ任命又は創設された後継管理委

員は，すべての権限と行動の自由を有

し，本規定によって原管理委員に与え

られているところとあらゆる点におい

て同様の任務を課せられるものとす
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託会社（単数又は複数）の雇傭を含み

管理委員会はこれに対して，取消権留

保の条件で，信託財産の管理と投資に

ついて管理委員会が適切と考え且つ国

法が許容する権限を委任することがで

そして，それについての費用

及び報酬を支払うこと。管理委員会

は，代行者又は代理人の選択について

適切な注意を怠らない限り，これら代

行者又は代理人の怠慢，手ぬかり，又

は犯罪に対して責任を問われることは

ない。そして管理委員会は，管理委員

会自身の甚だしき怠慢又は故意の義務

不履行でない限り，如何なる損失や損

害に対しても責任を負わないものとす

る。

　第２節　管理委員は，理事会の承認

を得て会長が任命するものとする。管
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る。

　第３節　管理委員は，毎年その中の

１名を次年度の委員長に指名するもの

とし，委員長の死亡，辞任又は任務遂

行不能の場合は，その残存任期をつと

める委員長を指名するものとする。

　第４節　管理委員は無報酬でその任

をつとめるものとする。

　第５節　管理委員会は財団の目的と

財団の運営についての情報及び財団に

対する贈与と遺贈の様式を準備してこ

れを一般に頒布する責任を課せられて

いる。

　第６節　管理委員会は,』曽与者又は

遺言者によって特定的に定められた目

的のためにロータリー財団の財産から

生ずる収入又はロータリー財団の財産

の元金を支出する全権を有するものと

する。上述以外のロータリー財団の財

産から生ずる収入からの支出は，管理

上の必要経費を除き，すべて理事会又

は国際大会があらかじめその決議によ

って，そめために用意した場合に限り

行なうことができる。しかしながら，

このような支出は，たとえ理事会又は

国際大会の決議によって用意された場

合といえども，管理委員の過半数がこ

れを承認した後でなければ行なうこと

はできない。ロータリー財団の元金

は，贈与者又は遺贈者によって特定的

に指図されている場合を除き，国際大

会の決議によって認可され，財団管理

委員の過半数の同意の下に理事会の決

論によって承認された場合でなけれ

ば，その一部分といえども支出ﾌしては

ならない。

　第７節　管理委員会は，国際大会又

は理事会の決議によって賦与された特

別の権限に基づいて，贈与又は遺贈を

合法化するために，或はこれに対する

権利の喪失を防止するために，もしく

はロータリー財団の正しい，適切な管

理のために必要と考えられる場合は，

その決議によって指定されている，も

しくは，その決議が何等の指定をして

いない場合は管理委員会が適当と考え

る管轄と免許の形式の下に，ロータリ

ー財団を法人化するために，管理委員

会が必要又は得策と考えるあらゆる手

段を講ずることができる。このような

法人化が完了し，管理委員会法から人

へのすべての移譲が滞りなく行なわ

れた時に，ロータリー財団の金財産に

対する所有権はそれによって帰属せし

められるものとし，法人がすべての権

利権限，特典，及び免税権を取得し，

これを行使するものとし，また，それ

まで管理委員会に帰属していたすべて

の義務を履行するものとする。

　第８節　管理委員会の費用を含むす

べてのロータリー財団の管理上の必要

経費は，理事会が別段の定めをしない

限り，管理委員の過半数の承認を得た

時に財団の資金から支払われるものと

する。

　第９節　管理委員会は理事会の承認

を得て，財団管理のために彼等が必要

又は適当と考える規則や規定を採用す

ることができる。これらの規則や規定

は，違法であるか贈与者又は遺贈者が

特に明示した意思に反するか或は国際

ロータリーの定款及び細則と矛盾する

場合を除き，信託の規定条件となるも

のとする。

　第10節･管理委員は信託の忠実なる

履行に対し保証を提供するよう要求さ

－270－
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れることはないものとする。法律の規

定によって要求されるこのような保証

もこれを免除されるものとする。

　　　　　　　*第21条

　　　’　　改　　　正

　第１節

規定する

　時　木細則第６条第２節に

ﾄﾞ常事態の場合を除き，木綿
　　　　　　　　　　　　一

則は偶数年に開催される国際大会の一

部分である規定審議会によってのみ

正することができる。 し本細則を改

正しようとする制定案に対する審議会

の決定に異議を唱えるクラブの投票が

充分な票数に達した場合は，本細則第

９条第８節(ﾄ)項の規定によって大会の

決定を必要とするのであるが，その場

又は理事会によってのみ提案すること

ができる。

　第３節　手続　本細則を改正しよう

とする提案はすべて規定審議会の開か

れるロータリー年度の８月１日までに

事務総長に提出されなければならな

い。

　国際ロータリー事務総長はその提案

の写しを，規定審議会の題把住互ロー

タリー年度の11月１日までに各クラ

ブに郵送しなければならない。

　事務総長は，適法に提案された改正

案をすべて直接審議会に移牒しなけれ

ばならない。

　審議会は，これらの適法に提案され

た改正案及び中し出のあったその修正

案をそれぞれ審議し鐘汰しなければな

らない。

　第４節　財務事項の変更　会費とし

てクラブが支払う金額の変更を行なう

改正は，その改正の制定直後の１月１

日までは効力を発生しないものとす

－271－

本細則は，当該修正案が大会に提

される時に 席している選挙人の投票

の過半数を以て， 年の大会によっ
て改正することができる。

　　　　　　　　　　■■㎜■･■■■･㎜･㎜㎜

　第２節　提案者　本細則に対する改

正案は，クラブ，地区大会，グレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの理事会又は大会,規定審議会，

＊1970年（アトランタ）大会において改正。
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第１条

　　　　名

本会の名称はぶ

称

.＿.ロータリー・

クラブとする。（国際ロータリー加盟

会員）

　　　　　　第2.条

　　　　　区域限界

　第１節　本クラブの区域限界は次の

通りとする。
゛4

四 － － - ●

　第４　奉仕の理想に結ばれた実業人

と専門職業人の世界的親交によって国

際間の理解と親善と平和を推進するこ

と。

　第4条

会
ゐ、

ロ

　第１節　本クラブは毎週１回，細則

に定められた日及び時間に定例の会合

を開かなければならない。但し非常の

場合又は正当な理由ある場合は，本ク

ラブ理事会は例会を同じ週の他の日又

は定例日の他の時間，又は他の場所に

変更し，或は例会日が法定休日に当る

場合，もしくは本クラブ会長の死去又

は全地域社会に亘る流行病又は災害の

故を以て例会を取消すことができる。

　第２節　本クラブの役員を選挙する

ための年次総会は本クラブ細則の定め

る所に従い毎年３月31日もしくはそ

れ以前に開催されなければならない。

第５条

　　　　会

第１節種類 会員に四種類ある，

即ち正会員,シニア・アクチブ会員,バ

スト・サービス会員，及び名誉会員で

ある。

　*第２節　正会員　各正会員は善良な

成人男子であって，職業上良い世評を

受けている者でなければならない。そ

して更に次の各項のいずれかに該当す

ることを要する：

－275－

＊1970年（アトランタ）国際大会において改正。

　　　　　　　第３条

　　　　　　綱　　　領

　ロータリーの綱領は有益な事業の基

礎どして奉仕の理想を鼓吹し，これを

育成し，特に次の各項を鼓吹育成する

にある：

　第１　奉仕の機会として知り合いを

拡めること;

　第２　実業及び専門職業の道徳的水

準を高めること;あらゆる有用な職業

は尊重されるべきであると言う認識を

深めること;そしてロータリアン各自

が職業を通じて社会に奉仕するために

その職業を品位あらしめること;

　第３　ロータリアンすべてがその個

人生活，職業生活及び社会生活に常に

奉仕の理想を適用すること;

↑国際ロータリー細則は，1922年６月６日後に国際ロ

ークリーヘ加盟を承認されたロータリー・クラブはい

ずれもこの標準クラブ定款を採用しなければならない

と規定している。
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　(ｲ)有益な一般に認められた実業又

は専門職業の持主,共同経営者(パート

ナー),法人役員,又は支配人であるか;

(ﾛ)有益な一般に認められた実業又

は専門職業において，裁量の権限ある

管理職の重要な地位にあるか;

　㈲　有益な一般に認められた実業又

は専門職業の地方代理店又は支店を管

理権を以て担当する地方代理人又は支

店代理人又は支店代表者を勤めている

か;

　そして，以上いずれの場合も，彼が

本クラブにおいて分類される職業に，

自ら親しく且つ現実にたずさわってお

り，そしてその事業場又はその住居が

本クラブの区域限界内にあることを要

する。 し，他の１クラブ又は数クラ

プより譲渡された区域内に結成された

クラブの正会員に関し， 定款第８条

２節(ｲ)項にこれと異なる規定をして

いる場合を除く。

　第３節　職業分類（ｨ）本クラブの各

正会員はその職業に従って分類される

ものとする。

　（ﾛ）各正会員の職業分類は彼の所属

する商社,会社又は団体の主要,且つ一

般世間がそのように認めている事業活

動を示すものでなければならない｡又，

もし彼が独自に実業又は専門職業にた

ずさわっている場合ならば，その職業

分類は彼の主たる且つ一般世間がその

ように認めている職業活動を示すもの

でなければならない。

　㈲　修正　理事会は，もし事情がこ

れを必要とする場合は，その裁量によ

って在籍中の会員の職業分類を是正又

は修正することができる。かかる是正

又は修正の提案に就ては当該会員に対

して然るべき予告を与えなければなら

ない。そしてその会員はこれに対して

弁明の機会を与えられなければならな

い。

　第４節　制限　正会員は各職業分類

から１名ずつとする。但し本条第５節

及び第６節に定める新聞と宗教の両職

業分類及びアディショナル正会員はこ

の限りでない。

　第５節　アディショナル正会員（ｨ）

本クラブの正会員は誰でも自分の所属

する会社又は事業から自分と同じ職業

分類の下にもう１人を正会員に推薦す

ることができ，本クラブはそれを正会

員に選ぶことができる。このようなア

ディショナル正会員の資格条件は正会

員のそれと同じである。本節の上述の

規定によって選ばれたアディショナル

正会員の会員身分は彼を推薦した正会

員の正会員身分終結と同時に自動的に

終結するもので，この点を除けばアデ

ィショナル正会員はすべての点におい

て正会員である。

　（ﾛ）本クラブは，当該職業分類保侍

者の承諾を条件として，曾ていずれか

のロータリー・クラブの正会員であっ

た者で，その現実にたずさわっている

事業の場所が本クラブの区域限界内に

あり，且つ他の会員たるべき資格条件

が備わっている者をアディショナル正

会員に選ぶことができる。但し次に示

す諸条件にかなうことを要する:

　（1）いかなる場合でも，一つの職業

分類に就て本節，本項の下に選ばれる

アディショナル正会員の教は１人を超

えてはならない。そして

　（2）本節，本項の下に会員に選ばれ

るためには，曾て属していたクラブを
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退会した理由が，彼がそのクラブの区

域限界内で，そのクラブにおいて彼が

分類されていた職業分類の下に現実に

職業活動に従事しなくなったというこ

とでなければならない。そして

　(3)本節，本項の下に選ばれたアデ

ィショナル正会員は，その職業分類が

空席になった時には会員身分を失う。

但しその職業分類が再び充填された時

は彼は再度選ばれることができる｡(し

かし，この但し書規定は，その職業分

類保侍者が本節(ｨ)項に基いてアディシ

ョナル正会員を推薦する権利を侵すも

のではない｡)

　第６節　宗教及び新聞の職業分類

二つ以上の異なった宗派の各代表者及

び本クラブの区域限界内で発行されて

いる二つ以上の新聞の各代表者は同一

職業分類の下に正会員となる資格を認

められる。但しいずれもその他の資格

条件を備えていることを前提とする。

　第７節　公職者　一定の任期を限っ

て選挙又は任命によって公職に在る者

は，当該公職の職業分類の下で本クラ

ブの正会員となる資格がない。これは

学校，大学又はその他の教育施設に奉

職する者には適用されない。

　一定の任期を以て公職に選挙又は任

命された本クラブの正会員は，当該公

職在任中，その選挙又は任命される直

前に彼が本クラブにおいて代表してい

た職業分類の下に本クラブの会員たる

ことを続けることができる。

　第８節　地方優先　本クラブの区域

限界内に仕事の本拠を侍つ適当な，会

員たるにふさわしい人がいる場合は，

他所の会社の地方代理人又は支店代表

者に正会員になる資格を認めることは

できない。

　*第９節　シ平ア・アクチブ会員（ｨ）

次の各項のいずれかに該当する正会員

は，自分の自由意思で，書面を以て幹

事に通告することによってシニア・ア

クチブ会員になることができる:

　（1）本クラブ又は他のクラブにおい

て通算15年以上正会員であった者，

又は

　（2）現在60才以上で,一つ又はいく

つかのクラブで通算10年以上正会員

であった者，又は

　（3）現在国際ロータリーの役員であ

るか，曾て国際ロータリーの役員であ

った者。

　　　　尚曾て本クラブの正会員であ

　　　った本クラブのバスト・サービ

　　　ビス会員で，正会員でなくなっ

　　　た時点において上に示されたシ

　　　ニア・アクチブ会員たる資格条

　　　件を備えていた者もまた同様に

　　　自分の意思でシニア・アクチブ

　　　会員になることができる。

　（ﾛ）現在65才以上で,一つ又は幾つ

かのクラブにおいて通算５年以上正会

員であったクラブの正会員はすべて自

動的にシニア・アクチブ会員となるも

のとする。

（り）本クラ

クラブで通

ブ及び他のロータリー・

15年以上，正会員並に

バスト･サービス会員であったバスト・

サービス会員は 自動的に，シニア・

アク
ー

　(ﾆ)

ブ会員となるものとする。

本クラブは，本クラブの意思に

よって，曾てどこかのクラブの正会員

であった者で正会員でなくなった時点

においてシニア・アクチブ会員になれ
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る条件を備えていた者を本クラブのシ

ニア・アクチブ会員に選ぶことができ

る。但しその元会員は本クラブの区域

限界内又はその周辺の地域に居住して

いることを要する。

　（ﾎ）シニア・アクチブ会員は次に示

す２項を除きすべて正会員の持つ権

利，特典及び責任を持つものとする:

　（1）シニア・アクチブ会員は職業分

類を代表するものではない，そして

　（2）アディショナル正会員を推薦す

る権利を持たない。

　本クラブはシニア・アクチブ会員の

従事している職業の職業分類の下に有

資格者を入会させることができる。

　第10節　バスト・サービス会員（ｨ）

現職から隠退したために正会員身分を

喪失した曾てのロータリー・クラブ会

員は，本クラブのバスト・サービス会

員に選ばれることができる。但しその

ためには彼が一つ又は幾つかのクラブ

において通算５年以上正会員であった

ことを必要とする。このような元会員

はバスト・サービス会員たるべき他の

すべての資格条件を備えている限り，

彼が正会員でなくなった時以後いづで

もバスト・サービス会員に選ばれるこ

とができる。もし現職からの隠退がロ

ータリー・クラブの会員でなくなった

後に起ったとすれば，彼はバスト・

サービス会員になる資格を認められな

い。彼は本クラブの区域限界内又はそ

の周辺の地域に住んでいることが必要

であり，引続きそこに住むことが要求

される。但し本クラブの正会員であっ

た者の場合は，彼が本クラブの正会員

でなくなった時に住んでいた地域に住

んでいてもよいし，引続きその地域に

住み続けても差支えない。

　（ﾛ）バスト・サービス会員は次の各

項を除き,正会員の特つすべての権利，

特典及び責任を有するものとする:

　（1）バスト・サービス会員は職業分

類を代表するものではない，

　（2）バスト・サービス会員はその自

由意思によってシニア・アクチブ会員

となることはできない（但し，本条第

９節（ｲ）項に定むる場合はこの限りでな

い），

　（3）バスト・サービス会員はアディ

ショナル正会員を推薦する権利を有し

ない。

　第11節　名誉会員（ｨ）本クラブの

区域限界内に住んでいる，或は曾て住

んでいたことのある男子で，同地域又

は他の地域においてロータリーの理想

推進のために有力なる奉仕をした者は

本クラブの名誉会員に選ばれることが

できる。

　（ﾛ）名誉会員は入会金及び会費の納

入を免除されるが,投票権を特たない。

クラブの如何なる役職にも就くことが

できない。クラブの如何なる財産に対

しても何等の権利も有しない。職業分

類を代表しない。しかしクラブのあら

ゆる会合に出席することができ，その

他クラブのあらゆる特典を享有するこ

とができる。本クラブの名誉会員は他

のクラブにおける権利や特典には一切

あずからない。

　　　　　　　第６条

　　　　　役員及び理事

　第１節　本クラブの管理主体は木ク

ラブの細則の定めるところによって構

成される理事会とする。
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　第２節　別段の規定によってここに

特に定められた場合を除き，あらゆる

クラブの事項に関する理事会の決定は

最終であって，クラブに対して提訴す

る以外にはこれを覆す余地はない。理

事会は全役員及び全委員会に対して総

括的支配力を持つものとし，正当の理

由ある場合はそのいずれをも罷免する

ことができる。理事会はあらゆる役員

の決定及びあらゆる委員会の決定に対

する提訴の裁定者となるものとする。

理事会のいかなる決定についてもクラ

ブに対して提訴することができる。こ

のような提訴の場合，提訴の対象とな

った決定は理事会が指定した例会にお

いて，定足数の出席を得て，その出席

会員の投票の３分の２によってのみ覆

すことができるものとする。そして当

該例会の少くとも５日前に当該提訴の

予告が幹事により本クラブの全会員に

対して与えられなければならない。

　第３節　本クラブの役員は会長，１

名又は数名の副会長，幹事，会計，及

び会場監督とする。このうち，会長及

び副会長は全員理事でなければならな

い。また,幹事,会計及び会場監督は本

クラブ細則の定むるところに従って，

その全員又は一部が理事会のメンバー

であってもよいし，そうでなくてもよ

い。

　第４節　各役員は選挙された直後の

７月１日に就任し，選挙された任期中

又は後任者が選挙され且つ適格となる

まで在任するものとする。

　各役員及び各理事はいずれも本クラ

ブの無瑕疵の正会員（アディショナル

正会員を含む）,シニア･アクチブ会員，

又はバスト・サービス会員のいずれか

吻なければならない。

　　　　　　　｡j7条

　　　　　入会金及び会費

　第１節　本クラブの正会員,シニア･

アクチブ会員，及びバスト・サービス

会員はすべて入会金及び年会費とし

て，木クラブ細則の定める金額を納入

しなければならない。但し本クラブの

正会員からシニア・アクチブこ踊又は

バスト･サービス会員になる者は,２度

目の入会金の納入を要しないものとす

る。

　　　　　　　第８条

　　　　　会員身分の持続

　第１節　期間　会員身分は次に定め

るところによって終結しない限り，木

クラブの存続期間中持続するものとす

る。

*第２節　終結する場合（ｲ）正会員

が本クラブにおいて分類されている職

業分類の職業に自ら現実に従事するこ

とをやめ，又は本クラブの区域限界内

に事業場も住居も持たなくなるか，或

はその属していた事業関係を離脱する

か，いずれかの場合には，正会員身分

は自動的に終結する。但し次の場合は

この限りではない。即ち正会員が本ク

ラブの区域限界外に移転する場合，本

クラブ理事会の承認があれば，その移

転して行く先の市町村にあるロータリ

ー・クラブを訪問して知り合いになっ

て貰うために１ヵ年を超えない期間を

限って特別賜暇を与えて貰うことがで

きる。但しこの場合彼は引続き同じ職

業分類の職業に現実に従事しており且
＊1970年（アトランタ）≒国際大会において改正。
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つ引続き出席その他すべてのロータリ

ー会員たる条件を充たしていることが

前提である。彼の会員身分終結は許さ

れた賜暇期間終了後初めて発効するも

のとする。

　他の１クラブ又は数クラブが譲渡し

た区域内に結成されたクラブで，５年

以上正会 であった は，そのクラブ

の区域限界内にその事業場又は住

持たなくなった場合でも ，仮の新

の存在す
一
その正会

居を
←
しい

事業場又は住居がクラブの存在する市

身分を保
-

（ﾛ）（1）

することができる。

の行政区域内にあれば

本定款第５条第５節(ｲ)項の

の

規定‘比よって選ぱれたアディショナル

正会員の会員身分は，彼を推薦した正

会員の会員身分終結の時又は同正会員

が木クラブのシニア・アクチブ会員に

なった場合に自動的に終結する。もし

かかるアディショナル正会員が直ちに

本クラブの正会員に再び選ぱれた場合

は彼は２度目の入会金を納入すること

を要しない。

　(2)第５条第５節(ﾛ)項によって選ば

れたアディショナル正会員は，その職

業分類が空席となった時に会員でなく

なる。但しその職業分類が再び充填さ

れた時は再度選ばれることができる。

(しかし,この規定はその職業分類の保

持者が本定款第５条第５節(ｨ)項によっ

てアディショナル正会員を推薦する権

利を侵すものではない｡)

　㈲　選挙によってシニア・アクチプ

会員になった者の会員身分は，本クラ

ブの区域限界内又はその周辺の地域に

居住しなくなればその時自動的に終結

する。この規定は自動的に，或は自分

の意思でシニア・アクチブ会員になっ

ｆ ｔ ．

た者には適用されない。

　０　バスト・サービス会員の会員身

分はバスト・サービス会員が再び現実

に職業活動に復帰した場合又は彼が本

クラブの区域限界内又はその周辺の地

域に居住しなくなった場合，又は本定

款第５条第９節(ﾊ)項の によりシニ

ア・アクチブ会員となった場合は自動

的に終結する。これらのうち第２の場

合の規定は本クラブの正会員からバス

ト・サービス会員になった者には適用

されない。このような会員は彼が正会

員でなくなった当時居住していた地域

に引続き居住することができる。

　(ホ)名誉会員の会員身分は，彼が選

挙された日の直後の６月30日を以て

自動的に終結する。しかしながら，理

事会はその裁量により決議を以て，毎

年このような名誉会員身分を次年度に

継続することができる。このような名

誉会員身分は，たとえ選ばれた当人が

本クラブの区域限界内に居住しなくな

った後も継続するよう理事会が決定す

ることができる。

　第３節　再入会　正会員の会員身分

が前掲第２節の規定によって終結した

場合，彼は同じ職業分類又は別の職業

分類の下に新たに入会申込みをするこ

とができる。本定款第５条第５節(ｨ)項

の規定によって選ばれたアディショナ

ル正会員のこのような申込みは，他のヽ

いかなる申込みにも先立って，中込み

に示された職業分類の下に選考されな

ければならない。もし彼が会員に選ば

れた場合，彼は２度目の入会金を納め，

ることを要しない。

　第４節　終結一会費不払　所定の斯

限後30日以内に会費を納入しない会
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員に対しては，そのわかっている最新

の宛先に幹事が書面を以て催告しなけ

ればならない。催告の日付後10日以

内に会費が納入されなければ当該会員

の会員身分は自動的に終結する。

　このような元会員はその嘆願があり

且つクラブに対する彼のすべての負債

が完済されれば，理事会の裁量を以て

会員身分に復帰させることができる。

但し彼の以前の職業分類が既に充填さ

れている場合は如何なる元会員も疋会

員に復帰させることはできない。

　*第５節　終結一欠席（ｲ）連続４回

本クラブの例会に欠席した正会員，シ

ニア･アクチブ会員又はバスト･サービ

ス会員の会員身分は，本条の規定によ

る場合を除き，以下本項に定めるとこ

ろによって，その欠席を補填（メーク

アップ）するか又は理事会が正当且つ

充分な理由ありと認めて出席を免除し

ない限り，すべて自動的に終結する。

　本クラブの例会に欠席した会員は誰

でも，欠席した日の直前６日間のうち

のどの日か，欠席した当日又は欠席し

た日の直後６日間のうちどの日かに他

のどこかのロータリー・クラブ又は仮

ロータリー・クラブの例会に出席する

ことによってその欠席を補填して本ク

ラブにおける出席として完全に認めら

れることができる。但しこのような出

席の通知が訪問先クラブの幹事によっ

て本クラブに送られなければならない

が，当該会員が自らこれを報告しても

差支えない。

　本クラブの正会員,シニア･アクチブ

会員，又はバスト・サービス会員が他

クラブの例会に出席の目的を以てその

＊1970年（アトランク）国際大会において改正。
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クラブの例会定刻に定例会場に赴いた

時，当該クラブがその週の例会を休会

とし，繰り延べ，或はその時間又は場

所を変更していた場合には，当該会員

は，仮に当該例会が定例の日時及び場

所で聞かれたとしたら当然与えられた

であろうその週の本クラブ例会欠席補

填の効力が与えられるものとする。

但しそのような事情の説明が訪問先の

クラブ幹事から本クラブに送られなけ

ればならないが，当該会員が自らこれ

を報告しても差支えない。

　本クラブの正会員,シニア･アクチブ

会員，又はバスト・サービス会員で，

国際台－タワーの役員，又は国際ロー

タリーの委員会委員，又は地区ガバナ

ーの特別代表，又は国際ロータリーの

従業員として奉仕している者が，ロー

タリーの用務のため本クラブの例会に

欠席した場合は，当該用務に従事して

いる間に出席できなかった例会に出席

したと同様の効力を与えられるものと

する。但しそのような事情については

当該会員は本クラブに通告しなければ

ならない。

　国際ロータリー国際大会，国際協議

会，国際ロータリー元並に現役員のた

めのロータリー・インスティチウト，

ロータリー地域大会，国際ロータリー

委員会会合，ロータリー地区大会，ロ

ータリー地区協議会，国際ロータリー
理 会の指示のもとに開催される地区

会合，又は正式に公表されたロータリ

ー・クラブの都市連合会出席のため適

切な直行日程を以てする往復の途次本

クラブの例会に欠席した木クラブの正

会員，シニア・アクチブ会員，又はパ

ズト・サービス会員は，当該例会に出
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席したと同様の資格を認められる。但

しそのような事情について当該会員は

本クラブに通告しなければならない。

　本クラブの例会に欠席した正会員，

シニア･アクチブ会員，又はバスト･サ

ービス会員で，欠席した日の直前６日

間のうちのどの日か，欠席した当日，

又は欠席した日の直後６日間のうちの

どの日かに，国際ロータリー国際大

会，国際協議会，国際ロータリー元並

に現役員のためのロータリー・インス

ティチウト，ロータリー地域大会，国

際ロータリー委員会会合，ロータリー

地区大会，ロータリー地区協議会，国

　　　　　　　　　　　　　　　　一際ロータリー理事会の指示のもとに開

催される地区会合，又は正式に公表さ

れたロータリー・クラブの都市連合会

に出席した者は本クラブの当該例会に

出席したと同様の資格を認められる。

但しそのような出席を当該会員が本ク

ラブに通告しなければならない。

　（ﾛ）このあとに規定されているとこ

ろを除き，クラブ年度前半の６ヵ月間

又は後半の６ヵ月間における出席率が

60パーセントに達しない正会員，シニ

ア・アクチブ会員，又はバスト・サー

ビス会員の会員身分は，正当且つ充分

な理由によって理事会が許さない限り

自動的に終結する。

　㈲　長期に亘る健康不良又は傷害の

ために本節の規定に従うことが現実に

不可能なシニア・アクチブ会員又はバ

スト・サービス会員は，その状態の続

く限り，理事会に申請して出席に関す

る諸条件を充たすことを免除されるこ

とができる。そして彼の欠席は本クラ

ブの出席記録に算入されない。

　（==）一つ又はいくつかのロータリ
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－･クラブで，通算20年以上会員であ

って65才に達したシニア･アクごチブ会

員又はバスト・サービス会員は，出席

規定の適用を免除されたい希望を書面ﾆ

を以て幹事に通告することができる。

もし理事会によって承認されれば，そ

の会員の出席又は欠席は本クラブの出

席記録に算入されないものとする。

　第６節　他の原因による終結(ｲ)

会員は誰でも会員としての資格条件に

欠けるようになったならば，特にその

目的のために召集された理事会の会合

において理事会全員の３分の２を下ら

ない賛成投票によってその会員身分を

終結せしめることができる。

　(口)いかなる会員の会員身分も，理

事会が充分と認める理由があれば，特

にその目的のために召集された理事会

の会合において理事会全員の３分の２

を下らない賛成投票によって終結せし

めることができる。

　㈲　前項(ｲ)又は(ﾛ)のいずれの場合も

当該会員はかかる懸案案件について少

くとも10日間の予告を書面によって

与えられて理事会に対して書面による

答弁を提出する機会を与えられなけれ

ばならない。彼はまた理事会に出頭し

て自分の立場を陳弁する権利を持つも

のとする。かかる予告の通達は対人配

達便又は書留郵便によって，わかって

いる彼の最新の宛先あてに行なわなけ

ればならない。

　(ﾆ)会員身分を終結させる決定が行

なわれた場合，幹事は理事会決定後７

日以内にその理事会の決定を書面を以

て当該会員に通告しなければならな

い。当該会員はかかる通告の日付後

14日以内に，幹事に対して書面を以
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て,本クラブに提訴するか,或は本定款

第12条に定める仲裁に訴えるか，い

ずれかの意思のあることを通告するこ

とができる。彼が提訴する場合は提訴

を通告する書面を受理してから21日

以内に行なわれるべき本クラブの例会

において当該提訴の聴聞を行なうため

に理事会はその日取りを決定しなけれ

ばならない。このようなクラブ例会及

びその例会で行なう特別案件について

少くとも５日間の予告が書面を以て本

クラブの全会員宛に与えられなければ

ならない。そしてこのような提訴が審

議される例会には，本クラブ会員のみ

が出席を許される。

　困　本節の規定によって理事会が正

会員の会員身分を終結せしめた場合，

もし提訴があればこれに対する聴聞の

期限が切れて本クラブの決定又は仲戯

者の決定が発表されるまでは，本クラ

ブは当該会員の持っていた職業分類の

下に新しい会員を選挙してはならな

い。

　（へ）もしクラブに対する提訴も行な

われず，仲裁も要求されなかった場合

は，理事会の決定は最終決定となる。

もし提訴が行なわれた場合は，本クラ

ブの決定が最終決定となる。

　第７節　退会　いかなる会員も本ク

ラブからの退会中出では書面を以て行

ない（会長又は幹事宛）理事会によっ

て受理されなければならない。但し当

該会員の本クラブに対するすべての負

債が完済されていることを前提とす

る。

　第8･節　資産関与権－その放棄　い

かなる理由によるにせよ本クラブの会

員身分を終結した者はすべて，本クラ

ブに属するいかなる資金その他の財産

に対してもあらゆる関与権を喪失する

ものとする。

　　　　　　　第９条

地域社会，国

*第１節　地域社会

及び国際問題

，国家及び世蜀 の

一般福祉は本クラブの会員にとって関

尼 である。そしてこのよ な

かかわる公共問題の功罪は，会員

匹

自

が自己の意見をまとめる上の啓蒙手段

として，クラブ会合における公正且つ

理知的研究及び討議の対象として適切

な課題というべきである。しかしなが

ら，本クラブは如何なる係争中の公共

問題についても意見を表明してはなら

ない。　　　　　　　　　　　　　　　一

　第２節　本クラブは公職に対する如

何なる候補者も支持又は推薦してはな

らない。又本クラブは如何なるクラプ

会合においてもかかる候補者の長所又

は短所を討議してはならない。　。　　　．Ｉ

*第３節（ｲ）本クラブは，政治的匝

を持った世界問題又は国

して，

に関

議乃至見解を採択したり，配

有したりしてはならない。又これに関

して
ｰ

　(ﾛ)

勤を起してはならない。

本クラブは，政治的性質を持っ

た特定の国際 の解決のために ク

ラブ，国民，政府に対して嘆願しては

ならない。又書4

してはならない。

　第１節

アクチプ，

演説，提案を配布

　第10条

　公式出版物

本クラブの正会員,シニア･

又はバスト・サービス会員

＊1970年（アトランタ）国際大会において改正。
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たることを承諾することによって，当

該会員は自発的に国際ロータリーの月

刊出版物の購読者となる。彼の購読は

６ヵ月を１期として取扱われ，彼が本

クラブ会員である限り継続し，期の中

途で会員でなくなった場合はその期の

終りまで継続するものとする。

　第２節　購読料は，半年毎に前払い

として，各クラブによって各会員から

取立てられるものとする。幹事はかか

る購読予約数と取立てられた金額を特

別購読料勘定に記帳して，国際ロータ

リーに送金しなければならない。

　第３節　国際ロータリー理事会は，

米国及びカナダ以外のクラブの使用に

供するために本条を含まない標準クラ

ブ定款を規定することができる。

　　　　　　第11条

　綱領の受諾と定款・細則の遵守

　会員は入会金と会費を支払うことに

よって綱領の中に示されたロータリー

の原則を受諾し，本クラブの定款・細

則に従い，その規定を遵守し，これに

拘束されることを承諾するものとす

る。そしてこれらの条件の下において

のみ会員は本クラブの特典を受けるこ

とができる。いかなる会員も定款・細

則の印刷物を受取らなかったことを理

由として定款・細則の遵守を免れるこ

とはできない。

　　　　　　第12条

　　　　　　仲　　　裁

　会員身分の問題その他定款・細則の

違反に関連して，或は会員のクラブか

らの追放に関連して，或はその他何事

によらず，これらの場合のために規定
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されている手続によっては満足に解決

できない論争が，会員又は元会員と本

クラブ又は本クラブの役員又は理事会

との間に起った場合は，その係争問

題は仲裁によって解決さるべきものと

する。両当事者はそれぞれ１名の仲蔵

人を指定し，両仲蔵人は１名の裁定人

を指定しなければならない。裁定人又

は仲蔵人にはロータリー・クラブの会

員のみが指定されることができる。仲

裁人によって到達された決定，もしく

は，両仲蔵人が一致点に達し得なかっ

た場合は裁定人による決定が最終であ

って当事者すべてを拘束するものとす

る。

　　　　　　第13条

　　　　　細　　　則

　第１節　本クラブは，国際ロータリ

ーの定款・細則（及び,地域管理が認め

られている場合には，地域管理の手続

規則）及び本定款と矛盾しない細則を

採用しなければならない。細則は本ク

ラブの管理のために更に追加規定を設

けるものとする。同細則は，細則中に

定めるところに従って時々改正するこ

とができる。

　　　　　　第14条

　　　　　改　　　正

*第１節　時　本定款は，国際ロータ

リー細則第６条第２節に定められた非

常事態の 合，及び本条第４節に定め

　　　■㎜㎜㎜■

られた場合を除き，偶数年の国際大会

の一部として開かれる規定審議会の決

尼によってのみ改正することができ

る。但し，本定款を改正するための制

＊1970年（アトランタ）国際大会において改正。
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定案に関する審議会の決定に対し，国

際ロータリー細則第９条第８節(ﾄ)項に

められている

投票により

な のクラブ反対

国際大会による決定を要

るロータリー年度の11月１日までに

ー

各クラブの幹事宛に郵送しなければな

らない。

　国際ロータリーの事務総長は，適法

に提案された改正案を全部直接審議会

に回付しなければならない。

　審議会はかかる適法に提案された改

正案，その修正案が提出されていれば

それをも，一つ一つ審議して，これに

対する採否の決定を行なわなければな

らない。

　第４節　本定款の第１条（名称）及

び第２条（区域限界）は,本クラブの例

会においていつでも，投票する出席会

員の過半数の賛成投票によって改正す

ることができる。但し当該改正案の通

告がこれを議する例会の少くとも10

日前に各会員に郵送されなければなら

ない。そして更に，かかる改正は国際

ロータリー理事会に提出してその承認

を求めなければならない。その承認が

あって初めてその改正は効力を発する

ものとする。

求する意見が表明された場合，本定款

は奇数年の国際大会において，かかる

改正案が付議される国際大会における

出席選挙人の投票の過半数によってφ

改正案が付議される国際大会における

正することができる。

　第２節　提案者　木定款の改正は，

本条第４節に定める場合を除き，クラ

ブ，地区大会，R.I.B.I.の理事会又

は大会，規定審議会，又は国際ロータ

リー理事会のみが提案することができ

る。

　*第３節　手続　本定款を改正しよう

とする提案はすべて規定審議会の開か

れるロータリー年度の８月１日以前に

国際ロータリー事務総長の手許に提出

されなければならない。

　国際ロータリーの事務総長はその写

しを規定審議会並に国際大会が皿色艶

＊1970年（アトランタ）国際大会において改正．
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（注）：本細則は単に推奨されるに過ぎない。従ってロータリー・クラブは，クラブ定款又は国際ロータリー定款・細則

と矛盾しない限り，クラブ自身の事情に応じて変更することができる。もし疑問ある場合は，その変更案を国際ロータリ

ー事務総長に提出して国際ロークリー理事会の審議を乞わなけれぼならない。（本細則に案が示されているものに就ては，

クラブは案の中一つだけを採用すべきものとする。採用されなかった方の案は抹消されなければならない｡）

→

⇔皿四四㎜-Ｗ四

ロータリー・クラブ細則（改訳）

　　　　　　　第１条

　　　理事及び役員の選挙＊

　第１節　役員を選挙する会合の１ヵ

月前の例会において，議長は理事候補

者を指名することを求めなければなら

ない。出席会員は何名でも指名するこ

とができる。これらの指名は投票用紙

に記載されて年次総会において投票に

付せられなければならない。そして最

多投票数を獲得したＸ

を以て当選者とする。

名の候補者

案

　　　　　　　第１条　　案

　第１節　役員を選挙すべき会合の１ヵ月前の例

会において，その議長たる役員は会員に対して，会

長，副会長，幹事，会計及び｡-｡｡名の理事を指名す

ることを求めなけれぼならない。その指名は，クラ

ブの決定するところに従って指名委員会又は出席全

会員のいすヽれか一方又は双方によって行なうことが･

できる。もし指名委員会を設けるように決定された

ならぼ，かかる委員会はクラブの定めるところに従

って任命されなけれぼならない。適法に行なわれた

指名は各役職毎にアルファベット順に投票用紙に記

載されて年次総会において投票に付せらるべきもの･

とする。投票の過半数を獲得した，会長，副会長，

幹事及び会計がそれぞれ該当する役職に当選したも

のと宣言さるべきものとする。投票の過半数を得た

｡｡｡｡名の理事候補者が理事に当選したものと宣言さ

るべきものとする。

　第２節　選挙された役員及び理事に直前会長を加，

えて理事会を構成するものとする。選挙後選ぽれた

理事は１週間以内に会合してクラブ会員の中から会

場監督を勤める者を選任しなけれぼならない。

　第３節　理事会又はその他の役職に

生じた欠員は残りの理事会員の決定に

よって補填すべきものとする。

　第４節　任期未到の抜道役員又は枝

道理事の地位に生じた欠員は残りの枝

道理事会員の決定によって補填すべき

ものとする。

　　　　　　　第２条

　　　　　　理　事　会

　第１節　本クラブの管理主体は本細

則第１条第１節に基づいて選挙された

理事会とする。
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　第２節　選挙された理事は年次総会

後１週間以内に会合して，会長及び１

名又は数名の副会長を互選しなければ

ならない。その同じ会合において，選

挙された理事は幹事，会計，及び会場

監督を選挙しなければならない。そし

てその全部又はそのうちの何名かが理

事であってもよいし，そうでなくても

よい。しかしながら,理事でない場合，

幹事及び会計はその職に選ばれた時を

以て職務上の理事となる。その理事と

しての責任及び権限は理事会の決定す

るところによる。

(注｡次に掲げる二つの節は上掲二つの節の代りに採用

することのできる案として掲げたものである。採用しな

い方の二つの節を抹消すること｡)

゛役員及び理事の選挙手続については，理事会に継続

性を持たせるための規定を設けることができる。



ロータリー・クラブ細則

　(注。もし第１条の案が採用されている場合は，本条は

次に示す案を採用することを要する。採用されなかった

方の本節は抹消すること｡)

｀,，

案

　　　　　　　第２条　　案

　第１節　本クラブの管理主体は本クラブの会員

｡｡｡-名より成る理事会とする。即ち本細則第１条第

１節に基づいて選挙された｡---名の理事，会長，副

会長，幹事，会計及び直前会長である。

　　　　　　　第３条

　　　　　　役員の任務

　第１節　会長　本クラブの会合及び

理事会の会合において議長をつとめ，

ぞの他通常その職に付随する任務を行

なうことを以て会長の任務とする。

　第２節　副会長　会長不在の場合に

本クラブの会合及び理事会の会合にお

いて議長をつとめ，その他通常その職

に付随する任務を行なうことを以て副

会長の任務とする。

　第３節　幹事　幹事の任務は，会員

の記録を整理保管し，会合における出

席を記録しiクラプ，理事会及び委員

会の諸会合の通知を発送し，これらの

会合の議事録を作ってこれを保管し，

毎年１月１日及び７月！日現在を以て

国際li－タリー事務総長に対して行な

わなければならない半期会員報告，国

際ロータリー事務総長に対して行なう

べき会員異動報告，毎月の最終例会の

直後地区ガバナーに対して行なわなけ

ればならないクラプ例会の月次出席報

告，を含む諸種の義務報告を国際ロー

タリーに対して行ない，ロータリアン

誌の購読料を徴収してこれを国際ロー

タリーに送金し，その他通常その職に

付随する任務を行なうにある。

　第４節　会計　会計の任務は，すべ

ての資金を管理保管し，毎年１回及び
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その他理事会の要求ある毎にその説明

を行ない，そのほかその職に付随する

任務を行なうにある。その職を去るに

当っては会計はその保管するすべての

資金，計算帳簿，その他あらゆるクラ

ブ財産を，その後任者又は会長に引継

がなければならない。

　第５節　会場監督　会場監督の任務

は通常その職に付随する任務，及びそ

の他会長又は理事会によって定められ

る任務とする。

．６．

Ｚｇ

第4条
ゐ、

ロ

第１節　年次総会*本クラブの年次

総会は毎年

に開催さるべきものとする。そしてご

の年次総会において，次年度の理事の

選挙を行なわなければならない。

(注。もし第１条に案が採用されている場合は，次の案
を採用することを要する｡)

案

第１節

　第４条　　案　　，

年次総会*。本クラブの年次総会は毎年

一一一一一一一---一一一一一一一一一一-一一一一一-一一----一一一一一-一一一一一一一

に開催さるべきものとする。そしてこの年次総会に

おいて次年度の役員及び理事の選挙を行なわなけれ

ぼならない。

第２節　本クラブの毎週の例会はＸ

曜日Ｘ 時に開催するものとす、

ロータリー・クラブ細則

るべく通告されなければならない。

　第３節　会員総数の３分の１を以て

本クラブの年次総会及び例会の定足数

とする。

第４節　定例理事会は毎月＼､､．

　第７条へ

委員会ﾂﾞﾍﾟ

下に次の常任委員会を任命しなければ

ならない。

　　社会奉仕委員会

　　国際奉仕委員会

　　職業奉仕委員会

　（口）会長はまた，理事会の承認の下

に，社会奉仕，国際奉仕及び職業奉仕

について，必要と考える特定分野を担

当する委員会を任命するものとする。

　㈲　社会奉仕委員会，国際奉仕委員

会及び職業奉仕委員会は，それぞれ会

長が理事の中から任命する委員長及び

少くとも２名以上の他の委員から或る

ものとする。

**（ﾆ）会長は理事会の承認の下にクラ

ブ奉仕の中の特定分野を担当する次の

各委員会を任命するものとする。

　　出席委員会

　　親睦活動委員会

　　雑誌委員会

　　会員選考委員会

　　会員増強委員会

　　プログラム委員会

　　広報委員会

　次の委員会に毎年１名ずつの委員を

任命する･ものとする。

　　職業分類委員会

　　ロータリー情報委員会

　その他，会長はクラブ内の諸事項管

理のため必要と考える委員会を任命す

るものとする。

　團　クラブ諸委員会の任命につい

て,可能且つ実際的である限り，１名又

は数名の委員を再任するか又は１名又

は数名の委員を２ヵ年の任期を以て任

命することにより委員会に継続性を持

たせる規定を設くべきものとする。

に開催さるべきものとする。臨時理事

会は会長がその必要ありと認めた時又

は理事２名の要求ある時，会長によっ

て召集さるべきものとする。但しその

場合然るべき予告が行なわれなければ

ならない。

　第５節　理事総数の過半数を以て理

事会の定足数とする。

　　　　　　ヽ第５条　　▽

　入会金及び会費

　第１節　入会金はＮ____________＿＿と

し，入会承認に先んじ納入すべきもの

とする。

　第２節　会費は年額Ｎ＿＿_____＿_

とし，各半年毎の支払額の中１ドル25

セントは各会員のロータリアン誌の購

読料に充当するという諒解の下に，毎

年２回７月１日及び１月１日に納入す

べきものとする。

　第６条

　　　　　採決の方法

　本クラブの議事は，投票による役員

及び理事の選挙を除き，口頭による採

決を以て処理さるべきもめとする。

第１節（ｲ）会長は理事1必=9浪認の　　　　*;こo‾71゛床“’”‾タ9‾”゛“｀c゛
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る。

例会に関するあらゆる変更又は例会の

取消しはすべてクラブの会員全部に然

＊標準クラブ定款第４条第２節は，“本クラブの役員

を選挙するための年次総会は本クラブ細則の定めると

ころに従って毎年３月31日以前に開催されなけれぼ

ならない”と規定している。
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　いかなる委員も，木細則に別段の規

定ある場合を除き，連続２年を超えて

同一委員会の委員となることはできな

い。

　（へ）職業分類委員会及びロータリー

情報委員会は，各々３名の委員を以て

構成されるものとし，それぞれ毎年１

名の委員を３年の任期を以て任命する

ものとする。

　本規定に基く最初の任命は次の如く

行なうものとする:3名の委員を任命:

その中１名は１年，１名は２年,１名は

３年の任期を以て，それぞれ任命する。

　（ﾄ）雑誌委員会は，可能である限り

クラブ会報編集及び地元新聞又は広告

関係の会員を委員の中に含めなければ

ならない。

　（ﾁ）会長はまた，クラブ奉仕の諸活

動全部に対して責任を特つ理事を１名

任命しなければならない｡この理事は，

クラブ奉仕の各特定分野について任命

されたあらゆる委員会の仕事を監督，

調整する任務を特つものとする。

　（ﾘ）会長は，職務上すべての委員会

の委員となるものとし，その資格にお

いて委員会に付随するあらゆる特典を

特つものとする。

　（ﾇ）各委員会は本細則によって付託

された職務及び更にこれ批加えて会長

又は理事会が付託する事項を処理すべ

きものとする。理事会によって特別の

権限を与えられた場合を除き，これら

の委員会は，理事会に報告してその承

認を得るまでは行動してはならない。

　　　　　第８条

　　　　委員会の任務

第１節　社会奉仕委員会　この委員

会は，本クラブの会員がその地域社会

に対する諸責務を遂行する上に役立つ

指導と援助を与えるような方策を考案

しこれを実施するものとする。この委

員会の委員長は本クラブの社会奉仕活

動に責任を持ち，社会奉仕の諸特定分

野について任命されるあらゆる委員会

の仕事を監督しこれを調整するものと

する。

　第２節　国際奉仕委員会　この委員

会は，本クラブの会員が，国際奉仕に

関する事柄においてその諸責務を遂行

する上に役立つ指導と援助を与えるよ

うな方策を考案しこれを実施するもの

とする。この委員会の委員長は木クラ

ブの国際奉仕活動に責任を持ち，国際

奉仕の諸特定分野について任命される

あらゆる委員会の仕事を監督しこれを

調整するものとする。

　第３節　職業奉仕委員会　この委員

会は，本クラブの会員が，その職業関

係における諸責務を遂行し，各会員そ

れぞれの職業における慣行の一般水準

を引上げる上に役立つ指導と援助を与

えるような方策を考案しこれを実施す

るものとする。この委員会の委員長

は，本クラブの職業奉仕活動に責任を

持ち，職業奉仕の諸特定分野について

任命されるあらゆる委員会の仕事を監

督しこれを調整するものとする。

　*第４節（ｲ）出席委員会　この委員

会は，すべてのクラブ会員があらゆる
ロータリーの会合に出席すること

これには，地区大会，都市連合会，地

域大会及び国際大会への出席も含まれ

る を奨励する方法を考案するもの

＊1969－70年度国際ロータリー理事会叱よって改正

さる。　　　　　　　　　　　　　　　＼
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とする。この委員会は特に本クラブの

例会への出席と，本クラブの例会に出

席できない場合の他クラブ例会への出

席とを奨励し，全会員に出席規定を周

知せしめ，出席を良くするためのより

良き奨励策を講じ，そして出席不良の

原因となる諸事情を確かめてこれを除

去することにつとめるものとする。

　（ﾛ）職業分類委員会　この委員会

は，毎年できるだ1
く

遅くとも８

月31日以前にその地域社会の職業分

類調査を行なわなければならない。モ

の調査から,職業分類指針を用いて,充

填及び未充填職業分類表を作成しなけ

ればならない。必要の場合は本クラブ

の現会長の持っている職業分類を再検

討しなければならない。そして，あら

ゆる職業分類の問題について理事会と

協議しなければならない。

**（ﾊ）親睦活動委員会　この委員会

　　　　　一は,会員間の知り合いと友誼を増進し，

用意されたロータリーのレクリエーシ

ョン及び社交的諸活動への参加を会員

に奨励し，本クラブの一般目的の遂行

上会長又は理事会が課する任務を果た

すものとする。

　（ﾆ）雑誌委員会　この委員会は，ロ

ータリアン誌及び／又はレビスタ・ロ

ータリアに対する読者の関心を喚起

し;雑誌週間を主催し;クラブの例会

プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な

紹介を手配し;新会員の教化に雑誌を

利用することを奨励し;ロータリアン

でない講演者に雑誌を贈呈し;図書

館，病院，学校，その他の図書閲覧室

のために国際奉仕並にその他の特別購

読を取計らい;ニュース資料と写真を

雑誌編集者に送り；その他あらゆる方

法によって雑誌を本クラブ会員及びロ

ータリアン以外の人列こ役立てるもの

とする。

　(ﾎ)会員選考委員会　この委員会

は，会員に推薦されたすべての者を個

人的の面から検討して，その人格，職

業上及び社会的地位並びに一般的な適

格性を徹底的に調査しなければならな

い。そしてすべての中込に対する委員

会の決定を理事会に報告しなければな

らない。

　(へ)会員増強委員会　この委員会

は，絶えず本クラブの充填及び未充填

職業分類表を検討し，そして開放され

た職業分類を充填するために適当な人

物の氏名を理事会に推薦するよう積極

的につとめなければならない。

　(ﾄ)プログラム委員会　この委員会

は，本クラブの例会及び臨時の会合の

ためのプログラムを準備し，手配しな

ければならない。

　(ﾁ)広報委員会　この委員会は，(1)

広く一般世間に，ロータリー，その歴

史，綱領及び規模に間する情報を提供

し，そして(2)本クラブのために適切な

宣伝を行なう方策を考案しこれを実施

するものとする。

　(ﾘ)ロータリー情報委員会　この委

員会は，(1)会員候補者にロータリー・

クラブ会員の特典と責務に関する情報

を提供し，(2)会員，特に新入会員に，

会員の特典と責務に間する適切な理解

を与え，(3)会具にロータリー，その歴

史，綱領，規模，活動に関する情報を

提供し，(4)会員に国際ロータリーの管

理運営の動向についての情報を提供す

る方策を考案しこれを実施するものと

する。
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　　　　　　　賜　　　暇

　理事会に対し書面を以て，正当且つ

充分な理由を具して申請することによ

って，会員は一定期間を限り本クラブ

の例会出席義務を免除する賜暇が与え

られる。

(注:このような賜暇は会員身分の喪失を防ぐためのもの

である。しかし本クラブに対してその会員を出席同様に

見なすためのものではない。その会員が他のクラブの例

会に出席しない限り，出席を免除された会員は欠席と記

録されなければならない。但し標準クラブ定款第８条第

５節(ﾉヽ)又は(ニ)の規定に基いて認められた欠席は本ク

ラブの出席記録に算入されない｡)

　　　　　　　第10条

　　　　　　財　　　敢

　第１節　会計は本クラブの資金をす

べて理事会によって指定される銀行に

預金しなければならない。

　第２節　すべての勘定書は役員２名

の署名する伝票に基き，会計の署名す

る小切手を以てのみ支払わるべきもの

とする。本クラブのすべての会計事務

については毎年１回公認会計士又は他

の有資格者によって全面的な監査が行

なわれなければならない。

　第３節　資金を預り或はこれを取扱

う役員は，本クラブの資金の安全保管

のために理事会が要求することあるべ

き保証を提供しなければならない。保

証の費用は本クラブが負担するものと

する。

　第４節　本クラブの会計年度は７月

１日より６月30日に至る期間とし,会

費徴収の目的のためにこれを７月１日

より12月31日に至る期間及び１月１

日より６月30日に至る期間の２半期

に分けるものとする。国際ロータリー
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に対する人頭分担金と雑誌購読料の支

払は，毎年７月１日及び１月１日に，

それぞれ当日の本クラブ会員数に基い

て行なわるべきものとする。

(注:半期の途中に入会した会員の雑誌購読料は国際ロー

タリー事務局からの仕切状に基いて支払われるものとす

る｡)

　第５節　各会計年度の始めに理事会

はその年度の収支の予算を作成し，又

は作成せしめなければならない。その

予算は，理事会によって承認された

後，各費目毎に支出の限度となるもの

とする。但し，理事会の議決によって

別段の指示がなされた場合はこの限り

でない。

　　　　　　　第11条

　　　　　会員選挙の方法

　*第１節　正会員（アディショナル正

会員を含む）

　（1）理事会は時々職業分類委員会の

作成した充填及び未充填職業分類表を

検討し，もし未充填職業分類の中に推

薦のために開放すべきものがあればど

れを開放すべきかを決定し，どの職業

分類が推薦に対して開放されたかを会

員に通告しなければならない。

　（2）開放された職業分類を充填すべ

き正会員候補者の氏名が，会員増強委

員会又は瑕疵なき*正会員，シニア・

アクチブ会員，或はバスト・サービス

会員から推薦されたならば，その氏名

は所定の推薦カードに記入して幹事を

通して先ず理事会に提出されなければ

ならない。

（注:member in good standing はこの場合,会費

滞納などのない会員という意味である。これ把“瑕疵な

ぎという表現を用いた｡）

＊1969－70年度国際ロークリー理事会によって改正

さる。
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ロータリー・クラプ細則

　（3）次に理事会はこれを職業分類委

員会に回付する。同委員会は推薦され

た候補者の適格性を職業分類の見地か

ら検討して提案された職業分類の適正

又は不適正を決定し，その旨を付記し

て推薦カードを理事会に戻す。その職

　　　　　　　　　　　一業分類が適正と認められた場合，理事

会は次にこれを会員選考委員会に回

する。

　（4）推薦された候補者の人格，職業

上及び社会的地位，並に一般的適格性

について必要な調査を行なった後，会

員選考委員会は投票を行なわなければ

ならない。もし同委員会の投票で反

対投票が１票を超えない場合は推薦さ

れた候補者を入会適格と見なしその旨

理事会に勧告すべきものとする。次い

で会員選考委員会は委員会の行なった

決定を理事会に報告しなければならな

い。

　（5）次いで理事会は職業分類委員会

及び会員選考委員会の決定を検討し

て，委員会の決定を支持或は拒否し，

もしくはこれを両委員会に差し戻して

再検討せしむるものとする。

　もし職業分類及び会員選考両委員会

が新会員に推薦された候補者に対して

反対の報告をなし，理事会がこれを支

持した場合は，推薦者はその旨幹事に

よって通告されるものとする。

　（6）もし職業分類及び会員選考両委

員会が会員に推薦された候補者に対し

て賛成の報告をなし，理事会がこれを

支持した場合は，幹事は推薦者にその

旨通告するものとする。

　（7）推薦者は本クラブのロータリー

情報委員会の委員１名又は数名を同伴

して被推薦者に対してロータリー・ク

ラブ会員の特典と責務を充分に説明し

なければならない。そしてその被推薦

者から，その氏名を本クラブの金会員

に発表してもよろしいという承諾を白

頭又は書面を以て取り付けなければな

らない。

　（8）前項の承諾が被推薦者によって

与えられたならば幹事は，その氏名，

その所属する会社（又はその他の事業

体）,及びその推薦されている職業分類

を記した書面を以て，本クラブの各会

員に通告しなければならない。

　（9）前項の通告が発せられたならば

10日間の猶予期間を置き，その期間

中に，被推薦者の選挙に異議ある会員

は，異議中立の理由を付して書面を以

て理事会に通告しなければならない。

　（tO）前項の期間中に異議中立を受け

取らない場合は，被推薦者は会員資格

を認められたものとする。

　もしも異議が中立てられた場合は，

理事会は定例理事会又は臨時理事会に

おいてこれを審議し，その被推薦者に

ついて投票を行なわなければならな

い。もしも当該定例又は臨時理事会出

席理事の反対投票がＸ-___-___票を超えな

い時は，その被推薦者は会員資格を認

められたものとする。

　典　幹事は推薦者及び被推薦者に対

して，会員資格獲得の旨を通告し，被

推薦者が本クラブ会員となる中込をす

るよう要請するものとする。

　筒　被推薦者が所定の申込用紙に記

入し，これに署名して幹事に提出し，

会員としての責務を諒承しこれを受諾

することを表明し，併せて第５条に定

める入会金を納入した時，正式に会員

に選挙されたものと認められるものと
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ロータリー・クラプ細則

する。

　倆　所定の通り記入及び署名された

申込書及び入会金の納入を受理したな

らば，幹事は新たに選挙された会員に

対して会員身分証明書を発行するもの

とする。

　卸　幹事は新たに選挙された会員に

ついて新会員報告用紙に記入し，それ

を国際ロータリー事務総長に送達しな

ければならない。

　被推薦者が推薦を拒否された場合

は，その推薦者はその旨幹事によって

通告されるものとする。

　第２節　シニア・アクチブ，バスト

・サービス，及び名誉会員　これら３

種類の会員のいずれかに推薦された候

補者の氏名は書面を以て理事会に提出

されなければならない。そしてその選

挙は正会員の場合と同様の形式及び方

法を以て行なわるべきものとする。但

しこれら３種類の候補者推薦について

はいかなる定例又は臨時理事会におい

ても審議することができ，理事会はそ

の裁量によって本条第１節に定められ

ている段階の申，いずれの段階をも省

略して直ちに被推薦者についての投票

を行なうことができる。その定例又は

臨時理事会に出席する理事の投ずる反

対投票がＸ＿＿票を超えない場合は，

その被推薦者は正式に選挙されたもの

と認められるべきものとする｡但し,本

クラブの正会員で本クラブ定款に定め

られたシニア・アクチブ会員の資格条

件をすべて備えている者，又は本クラ

ブのバスト・サービス会員で，曾て本

クラブの正会員であり且つ本クラブの

正会員でなくなった時点において，本

クラブ定款に定められたシニア・アク

チブ会員の資格を備えていた者は，そ

の希望により書面を以て，その意思を

幹事に通告することによって本クラブ

のシニア・アクチブ会員となることが

できる。その場合，このようなシニア

・アクチブ会員については申込書も選

挙もこれを必要としない。

　第３節　元アディショナル正会員の

再選(1)国際ロータリー細則第３条

第２節(ｨ)の規定に基づいて本クラブの

アディショナル正会員に選挙され，そ

して本クラブ定款第８条第２節(ﾛ)(1)の

規定によってその会員身分が終結した

本クラブの元アディショナル正会員の

入会中込は理事会によって速やかに審

議され，そして同一又は他の職業分類

の下になされる他の如何なる中込又は

推薦にも優先して取り上げられなけれ

ばならない。

　(2)本クラブ定款第５条第５節(ﾛ)の

規定に基づいて選挙されたアディショ

ナル正会員の会員身分が，その職業分

類が空席となったために終結した場合

は，その職業分類が再び充填された時

枝は再び選挙されることができる｡(モ

の場合，その職業分類の保侍者が定款

第５条第５節(ｨ)の規定に基いてアディ

ショナル正会員を推薦する権利は侵害

されることはない｡)

　(3)理事会は，その裁量によって，

いかなる推薦をも職業分類委員会及び

会員選考委員会に付託することができ

る。そして理事会は，被推薦者の選挙

に異議のある会員をして異議の理由を

具して書面を以て理事会に通告せしむ

べき10日間の期間を設定することが

できる。理事会は，定例又は臨時理事

会においてｰ--一職業分類委員会，会員
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ロータリー・クラブ細則

選考委員会からの報告及び異議中立の

提出のいずれか若しくは全部がなされ

ている場合はこれを参酌して 入会

申込を投票に付するものとする。その

定例又は臨時理事会に出席する理事の

投ずる反対票が＼4__＿__票を超えない場

合は，その元アディショナル正会員は

正式に会員に選挙されたものと認めら

れるべきものとし，幹事によってその

旨通告さるべきものとする。申込が拒

否された場合は，幹事はその旨申込者

に通告すべきものとする。

(注:理事会の最終投票によって会員選挙を決するこの細

則の規定に代えて，クラブは正会員，シニア・アクチプ
会員，バスト・サービス会員又は名誉会員の選挙を，ク

ラブ例会におけるクラブ会員の最終投票によって決定す

る規定を採用することができる。但しこの場合，その例

会には定足数の出席を必要とし，出席会員の4分の３の

賛成投票を必要とすることを規定しなけれぼならない｡)

　　　　　　第12条

　　　　　決　　　議

　第１節　事の如何を問わず本クラブ

を拘束する決議又は提案は，理事会に

よって審議された後でなければ本クラ

ブによって審議されてはならない。も

しかかる決議又は提案がクラブの会合

で提起されたならば，討議に付するこ

となく理事会に付託しなければならな

い。

　　　　第13条

　　　　議事の順序

開会宣言

来訪ロータリアンの紹介

来信及び告示事項

委員会報告（もしあれば）

審議未終了議事

新規議事

スピーチその他のプログラム

閉会

　　　　　　第14条

　　　　　　改　　　正

　本細則は，定足数の出席する任意の

例会において，出席会員の３分の２の

賛成投票によって改正することができ

る。但しかかる改正案の予告は当該例

会の少くとも10目前に各会員に郵送

されていなければならない。クラブ定

款及び国際ロータリーの定款及び細則

と背馳する如き改正又は条項追加を本

細則に対して行なうことはできない。
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　　(Glossary)

ロータリー用語

Aeting District Governor一地区ガバナー

事務取扱一　地区ガバナーが空席になった場

合，新ガバナーが国際大会に於て又は国際口

―タリー理事会に依って選挙されるまで，そ

の事務を執行するために，国際ロータリー会

長が指名したもの。

Aetive　Member一正会員一　職業分類の

下にクラブ会員として選ばれ，国際ロータリ

ーの定款及び細則に定められた会員としての

総ての義務，責任，及び特典を有するクラブ

会員。

Additional Active Member－アディショ

ナル正会員－(1)クラブの正会員によりその

所属する事業所の同僚幹部の中より推薦さ

れ，推薦者と同一の職業分類の下にそのクラ

ブの会員として選挙された者，又は(2)曾てい

ずれかのロータリー・クラブの正会員であっ

た者で，そのクラブの区域限界内でクラブで

分類されていた職業に現実に従事しなくなっ

たために退会し，別のあるクラブによって，

そのクラブの当該職業分類保侍者の承諾を得

て同一職業分類の下に会員として選挙された

者｡クラブが(2)項によってアディショナル

正会員を選挙した場合，当該正会員は(1)項に

よってアディショナル正会員を推薦する権利

を失わない。アディショナル正会員は正会員

であり，正会員と同一の義務，責任及び特典

を有する。但し同一職業分類を保持する正会

員が正会員身分を失ったとき，又はクラブに

於ける当該職業分類が空席となった場合はそ

の会員身分を失う。

Administrative Adviser一管理顧問一会

長の指名により，国際ロータリー代表として

の名誉職の資格に於て，無地区クラブの集団

彙

に接触し，これを監督して国際ロータリー理

事会に助力するロータリアン。

Admission　Fe←入会金－　クラプ入会申

込者がクラブに支払う料金。料金の額は均一

でない。各クラブがその細則に規定する所に

よって異なる。

Advisers of Revista Rotaria－(153頁参

照)

Alternate(delegate)－(代議員)補欠者－

何れのクラブでも国際大会にその代議員を選

出するに当り，代議員各１名毎に補欠者１名

を選ぶことができる。この補欠者は当政代議

員不在の場合国際大会に於て投票する権利を

有する。

ANZAO－アンザオー　オーストラリア，ニ

ュージーランド，アフリカ(地中海に面する

諸国，諸地域を除く)及びその他の地方で他

の地域群(即ちＵＳＣＢ,ＳＡＣＡＭＡ,Ｇ．Ｂ．＆

Ｉ．ＣＥＮＡＥＭ又はアジア)に含まれない地

方を包含する地域群。

Attendance Report (Club)一出席報告(ク

ラブ)一　国際ロータリー細則に基き,各クラ

ブがその例会に於ける出席につき，地区ガバ

ナーに対し毎月提出すべき報告。クラブが地

区に所属しないときは国際ロータリー事務総

長に提出する。

Attendance Report (Governor)一出席報

告(ガバナー)一　所管地区内のクラブから受

取った月例出席報告の一覧表。ガバナーはそ

の写を国際口¬タリー事務総長に送付する。

Balanced Membership一均衡のとれた会員

構成一　職業的に片寄らないクラブの会員構

成。

Bd.一国際ロータリー理事会の略語一　この
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略語につづいて記す数字は年度を表わす。例

えばBd.44－45は1944－1945年度の理事

会の略語である。

Birthplaee of Rotary－ロータリーの発祥

地一　第一番目のロータリー・クラブが設立

された米国イリノイ州シカゴ市。

Board of Directors （Club）－クラブ理事

会－　クラブ細則の規定により構成されたク

ラブの管理主体。

Board of Directors （R.I.）一国際ロータリ

ー理事会－（8頁参照）

Boys and Girls Week一少年少女週間－

少年少女，“人つくり”運動及び少年少女の

福祉機関全般について，一般社会の関心を喚

起するための行事を計画すべき週間。

Brief Report of the Conventio享l一国際

大会略報一　国際大会終了後直ちに全加盟ク

ラブに送付される大会記録の要約。

ＣＥＮＡＥＭ－セナエムー　大陸ヨーロッパ，

北アフリカ及び東地中海地域の略語。

CentraI Omce （C.0.）一中央事務局―　米

国イリノイ州エバンズトンにある国際ロータ

リー中央事務局。　　　　　　　　　　レ

Certincate of Nomination of Disttict

Governor一地区ガバナー指名証明書－　ロ

一タリアンが地区内クラブに依り正式に地区

ガバナーの職に指名された事を証明する地区

ガバナー及び必要ある時は併せて地区大会幹

事に依り署名された証明書。

Charter Fe←加盟金一　国際ロータリーに

加盟を承認された各クラブが，国際ロータリ

ー細則により国際ロータリーに納付すべき料

金額，米貨100弗。

Charter Member一創立会員－　ロータリ

ー・クラブの創立会員，即ち国際ロータリ，

加盟前に選ばれた会員。

Classification一職業分類一　地域社会に貢

献する別個の且つ明確な実業又は専門職業活

動を表示する字句。用語としては，正会員の

所属する商社，会社又は団体の主要且つ一般

世間がそのように認めている活動を最も正確

に表示する字句である。

Classineation Roster一職業分類表一　地

域社会に於ける実業及び専門職業活動のすべ

てを含む一覧表で，クラブで既に充填されて

いるもの，未充填のものを区別したもの。

Club Assembly－クラブ協議会－　クラブ

の計画及び活動について協議する目的のた

め，クラブ役員，理事及び委員長全員の会

合。

Club Review Checklist－クラブ実態照合

表－　クラブ役員がクラブの実態を検討し，

又クラブの慣行及び動向についてガバナーと

協議する準備のため用意される照合表。

C.0.一中央事務局―米国イリノイ州エバン

ストンにある国際ロータリー中央事務局の略

語。

Commission　on　Rotary lnternational

Administration（C.R.I.A.）一国際ロータ

リー管理調査委員会－　1934年度（デトロイ

ト）大会に於て採択された決議に基き，1935

郊１月国際ロータリー理事会が依嘱した委員

会で，地方管理に影響を及ぼす現行の運営手

続を検討し，改正を提案し，更に或は,地方管

理の形態乃至は地域的或は国家単位の管理方

式について，検討し，委員会の最適と考える

代案を提案し，或は部分的変更を立案し，又

侭現行方式の再確認を求めることを目的とし

たもの。同委員会は1935年，1936年及び

1937年度国際大会に報告を提出し，1937年

度大会に於て正式に解嘱された。

Considered as Withdrawn一撤回と看傲す

一　規定審議会及び国際大会に於ける提出議

案の取扱に関連してロータリーで発連した議

事採決の方法。選挙体として採択に賛成出来

ないが，大会に於て否決と議事録に残したく

ないものぱ撤回と看傲される”。　この議決

法は，採決を延ばしその間に更に議題を研究

したい場合に時々用いられる。

Convention一国際大会－（49－58頁参照）
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Convention Proceedings Book一国際大

会報告書一　国際大会終了直後毎年国際ロー

タリーが印刷発行する写真入り大会報告書。

Conv. Res. （Convention Resolution）－

国際大会決議の略語。

Council of Past Presidents一元会長審議

会－（:1,2頁参照）

Councilon Legislation一規定審議会－

（8頁参照）　　　　･.

Countries and Geographicalμegions一

国及び地理的地域－　ロータリーの存在する

世界各地域に関連して用いられる慣用語。

C.R.I.A.一国際ロータリー管理調査委員会

の略語。

Delegat←代議員一　名誉会員を除き，各

クラブはその会員最初の50名まで１名，そ

れを超える50名毎又は26名以上の端数に

つき１名の代議員を何れの国際大会にも送る

権利を有する。

Delegate-at-Large一特別代議員一　国際ロ

ータリーの各役員及び現にクラブ正会員，シ

ニア・アクチブ会員又はバスト・サービス会

員の資格を有する国際ロータり一元会長は，

国際ロータリーの定款及び細則により国際大

会に於ける特別代議員と認められ，各議題に

つき一票の議決権を有する。

District一地区一　国際ロータリーの管理上

定められたクラブ群の所在する一定地域に与

えられた名称。

District Assembly一地区協議会－（13頁

参照）　　　　　＼　　　　　　　　　　｡　　･■　　　　l　kl

District Committee一地区委員会－（67頁

　参照）

District Conference一地区大会－（13頁

参照）　　　　　　　　づ

DistrictConference Report一地区大会報

告書一　地区大会決議事項，出席クラブ数，

ガバナー被指名者名その他を記載し，ガバナ

ー及び地区大会幹事より国際ロータリーに提

出さるべき報告書。

但五
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Distriet Funds一地区資金一　種々の目的

のため（主として地区大会開催費の全部又は

一部を賄うため多くの地区で設定している資

金｡）この資金に対する分担は地区によりそ

の額を異にするが，斯様な資金の設定につい

ては何ら特定の権限は与えられていないか

ら，分担は任意に行なわるべきであって，口

―タリアン個人又はクラブに対して課せらる

べき人頭分担金の如き性質のものであっては

ならない。

District Governor一地区ガバナー－（11頁

参照）

District Governor Ad lnterim一暫定地区

ガバナー一　国際大会で選挙されたガバナー

がその地区外にあって就任期までに帰着出来

ない場合にはその帰着までの期間，直前ガバ

ナーが暫定地区ガバナーとしてその職務を執

行する。

Dues and Fees一年会費及び入会金一　各

正会員，シニア・アクチブ会員及びバスト・

サービス会員はそのクラブの細則に定める入

会金及び年会費をクラブに支払う。その金額

は国際ロータリー加盟各クラブ間に於て一定

していない。

Elector一選挙人一　選挙人は正当に選ばれ

た代議員，委任状所持者及び特別代議員を言

い国際大会の選挙体を構成する。

Enaetment一規則制定一　国際ロータリー

の定款及び細則又は標準クラブ定款を改正す

る国際大会の立法。

ＥＮＡＥＭ－エナエムーヨーロッパ，北アフ

リカ及び東地中海地域の略語。

Exchange of Youth一青少年交換一　或る

程度実務の経験を有する青少年に他国で短期

間同一職種の体験を得る機会を，学生に対し

ては他国の学校で勉強する経験を，又休眼中

の青少年に他国を訪問滞在する機会を与える

ことを目的とする各国間相互の青少年交換。

Exeeutive Committee一執行委員会－（8頁

参照）
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Extension Aid←拡大補佐一　特別代表が

その割当てられた地域に於けるロータリー・

クラブの設立を単独で完遂出来ないと思わ

れ，又ガバナー自身必要な援助を供与出来な

い場合には，特別代表の近くに住むロータリ

アンでロータリー・クラプ設立に経験を有す

る者が特別代表を援助すべくガバナーから指

名される。これを拡大補佐といい，事情によ

っては自らクラブ設立に当ることを可とする

場合もある。

Extensiol［Within the Club－クラブの内

部拡大－　クラブの区域内で得られる適格な

職業分類代表者を洩れなく入会させてクラブ

会員数を増加すること。

Extension Work一拡大活動－　ロータリ

ーが存在しないところにロータリー・クラブ

を設立してロータリーを拡める活動。この活

動は，地区に於てはガバナーと事務局の協力

によって行なわれその他の地域に於ては特に

指名された代理者が事務局の協力を得て行な

うことを通例とする。

Founder of Rotary一ロータリー創始者一

1905年シカゴに最初のロータリー･クラブを

創立したポールP.ハリスを指す用語。　ポー

ルP.ハリスは1947年１月27日死去した。

Four Avenues of Rotary Servic←ロー

タリー奉仕の四大部門－　クラブ奉仕，職業

奉仕，社会奉仕，及び国際奉仕を指す用語。

G.B.＆I.－ジー・ピー・エンド・アイー　グ

レート・ブリテン及びアイルランドの略語。

General Council（R.I｡B.I.）－R.I.B｡I.審

議会－　グレート・ブリテン及びアイルラン

ド内国際ロータリーの管理機関で，R.I.B.I.

の役員（会長，直前会長，副会長，名誉会計

及び幹事）とグレート・ブリテン及びアイル

ランド内の地区に於ける地区ガバナーを以て

構成する。グレート・ブリテン及びアイルラ

ンド選出の国際ロータリー理事は職権上本審

議会の構成員である。

General omcers of R.I.一国際ロータリー

中央役員一国際ロータリーの会長，第1，第

2，及び第３副会長，その他の理事10名，枝

道会長，事務総長並に財務長。

GeneraI　Secretaryﾀs　Letter　to　R.I.

0mcials一国際ロータリー役員に対する事務

総長の書簡一　国際ロータリーの役員，委員

その他に対し，時に応じて国際ロータリー事

務総長が発送する書簡。経費の都合で謄写印

刷されてはいるが，上記役職に在る人々にと

って重要な情報が記載されており，各受取人

に対する私信と解すべきものである。

Governor's Monthly Letter－ガバナー月

信一　所管地区内の各クラブの会長及び幹事

に対して毎月ガバナーから発送される親書的

な公文書で特に関心を求むべき重要事項を記

載する。

Group Representatives一分区代理一　地

区内で予め区分された地域内のクラブの役員

に助力するため，経験あるロータリアンの中

からガバナーが指名する非公式代理。ガバナ

ーはその任務を何人にも委譲する権限を特た

ないのでこの代理は非公式で権限を特つもの

ではない。　　　　　　　　　　　　　し

“He Pronts Most Who Serves Best"－

“最もよく奉仕する者,最も多く報いられる"

ロータリーの文献その他に用いられる標語。

Honorary Member一名誉会員－(227頁

参照)

lbero America－イベロ・アメリカー　イ

ベロ・アメリカはョーロッパのイペリア半島

出身のスペイン人及びポルトガル人によって

開拓されたアメリカ大陸諸国を言う。国際口

一タリー理事会の構成については国際ロータ

リー細則は,イベロ・アメリカは南アメリカ，

中央アメリカ，メキシコ及び西印度諸島を含

むと規定している。(国際ローダリー理事候

補推薦に関してはポルトリコはイペロ・アメ

リカから除外されている6)

lntercountry Committe←国際共同委員

会一　夫々の所管ガバナーにより又はその承
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認を得て組織される，２ヵ国以上のロータリ

アン，ロータリー・クラブ又は地区により構

成される委員会で，関係国のクラブ及びロー

タリアン間の交友を奨励し，それによって各

国民の間に理解を増進し友好を促進すること

を目的とする。

lnternational Assembly一国際協議会－

(12頁参照)

lnternationaI Omeers一国際ロータリー・

役員の項参照。

Lapel Button一襟章一　ロータリー・クラ

ブの会員の襟章で，金地に紺のエナメルを以

て作られたロータリーの徽章。

Member Club一加盟クラブー　国際ロータ

リーに正式に加盟を認められたロータリー・

クラブ。

Membership Application Card一入会申

込カードー　会員として推薦された者が入会

中込の際用いるカード。

Membership ldentifieation C副･d一会員証

一　国際ロータリーが金クラブにその使用を

奨めている一定様式の小型会員証。国際ロー

タリー事務総長の複写印刷署名の他,会員名，

所属クラブ名，職業分類，納入した会費の期

限，クラブ幹事の署名及び当人の署名のため

の空欄が設けてある。

Membership ProposaI Card一会員推薦カ

一ドー　クラブ会員がクラブに会員を推薦す

るときに用いるカード。

Membership Report Card一会員報告カー

ドー　クラブ幹事が国際ロータリー事務総長

に対して，新会員，退会者及び会員の住所，

職業分類等の変更を報告する書式として，国

際ロータリーが供給する三様式のカード。

Memo　of　omciaI　visit　of　District

Governor－ガバナー公式訪問報告書－　ガ

バナーが所管地区の各クラブを公式訪問した

際に記入し，(クラブ計画及び目標の要約と

共に)，最寄りの国際ロータリー事務局に送

付する報告用紙。この報告は，国際ロータリ

但笠
μ□ 業

－に対し各クラブが如何にロータリーの計画

を実行しているかについて情報を提供し，且

つ国際ロータリーがクラブに対してサービス

する上の参考に供することを目的とする。

Non-Districted Club一無地区クラブ一

国際ロータリーの地区に属せず，国際ロータ

リー理事会の直轄下にあるクラブ。

Objeet of Rotary一ロータリーの綱領一

国際ロータリー定款第３条及び標準クラブ定

款第３条に規定するロータリーの綱領。（綱

領文は215頁参照）

Oecupational Book Shelf一職業参考書棚

一　ロータリー・クラブがその土地の公共図

書館や学校の図書館に会員各々の職業に関連

する参考書を寄付して設ける書棚。

Omeers，Club－クラプ役員－　クラブの役

員は会長，副会長１名又は数名，幹事，会計

及び会場監督である。

Omeers，R.I.一国際ロータリー役員一　国

際ロータリーの役員は，会長，第1，第２及

び第３副会長，その他の理事，事務総長，財

務長，地区ガバナー，グレート・ブリテン及

びアイルランド内国際ロータリーの会長，直

前会長，副会長並に名誉会計である。

OmeiaI Directory一公式名簿一（154頁

参照）

Past Service Member－バスト・サービス

会員（226頁参照）

Per Capita Dues一人頭分担金一　各クラ

ブが，国際ロータリーに対して，７月１日及

び１月１日現在の正会員，シニア・アクチブ

会員及びバスト・サービス会員在籍総数に応

じて，半年毎に支払う人頭分担金。

Provisional Rotary Club一仮ロータリー･

クラブー　20名以上の創立会員によって,国

際ロータリー加盟の正式中込がなされ，国際

ロータリー事務局によってその受領が確認さ

れてから，加盟承認に到るまでを仮ロータリ

ー・クラブという。

Purposes of Rotary lnternational一国
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際ロータリーの目的－（ｲ）全世界に亘って，

ロータリーを奨励し，助長し，拡大しそして

管理すること;（ﾛ）国際ロータリーの活動を調

整し，全般的にこれを指導すること。（国際

ロータリー定款第２条）

Region一地域一地域という用語は，境界

が不定又は限定されているクラプ集団を表示

するときに用いられる。

RegionaI　Conferenc←地域大会－（13

頁参照）

Regional Rotary lnstitut←地域的ロー

タリー研究会一　国際ロータリー理事会の承

認を得て，或る地域乃至ソーン在住の１名又

は数名の国際ロータリー理事が招集する会

合，これは，当該地域又はソーンにおけるロ

ータリーの方針並にプログラムに関する諸問

題の非公式討論と検討;国際ロータリー理事

会よりの提案事項の検討;当該地域又はソー

ンにおける国際ロータリーの綱領並に原理適

用の研究;及びロータ,リーの拡大の可能性研

究のため国際ロータリーの現在，元及び次期

役員を集めることを目的とする。

Registration Fee,Convention一登録料－

国際大会一　国際大会に出席を登録する満十

六歳以上の参加者が国際ロータリーに支払う

料金。登録料はその都度国際ロータリー理事

会が決定する。選挙人は登録料の支払を了え

るまで選挙権を与えられない。

R6solution一決議一規定審攘会又は国際

ロータリー大会の議決行為で,意見を表明し，

或は国際ロータリー定款細則或は標準クラプ

定款を改正することなしに,･方針或は手続を

設定又は廃止するもの。

Resolution34一決譜第34号一　国際ロー

タリーの社会奉仕に対する方針の声明で，

1923年（セントルイス）大会で決議第34号と

して採択され，その後の大会で改正されたも

の。（全文39→1=1頁参照）　　　　　　∧

:Revista Rotaria－レピスタ・ロータリアー

国際ロータリーのスペイン語版機関雑誌。

R.I.一国際ロータリーの略語。

R.I.B.I.－グレート・プリテン及びアイルラ

ンドに於ける国際ロータリーの略語。(15頁

参照)

R.I. News一国際ロータリー・ニュースー

(154頁参照)

Rotary－ロータリー－　ロータリーはロー

タリー・クラプ及びロータリアンによって構

成される組織，彼等を鼓舞する精神，彼等を

指導する原理実践及び慣例，そして彼等が達

成を期する目的及び綱領を示す言葉として用

いられる｡ﾀﾞ

Rotary Education一ロータリー教育－(ｲ)

亡i―タリーの綱領，原理に開し，又ロータリ

ーとその四大奉仕部門の発達過程を会員に周

知させること。(ﾛ)各ロータリアンにロータリ

ーの理想に対する個人的献身及び奉仕に開す

る責任と理解の念を喚起助長すること。

Rotary Foundation｡ぐThe－ロータリー財

団－(IS9; 218; 268 頁参照)･

Rotary　ケ　Foundation　　十Edueational

Awards－ li:I―タリー財団教育補助金－

(196頁参照)

RQ毎ry lnstitute for Presellt and Past

omiers of R.軍｡一国際ロータリー現在及び

元役員のロータリー研究会一　国際協議会と

場所と日時を向じくして別に開催され，ロー

タリーの企画及び管理上の問題を非公式にと

り上げる研究会。現及び元国際ロータリー役

員，委員及びJR.I.B.I.現及び元役員，及び

任期末の地区ガバナーで国際協議会に参加し

な,い者が招待される。

RQt4ry lnternational in Great Britain

＆，Ireland(R.I.B.I.)－グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内国際ロータリー－　グ

ムレート･･プリテン,プアイルランド，チャンネ

ル諸島及びマン島に於けるロータリー・クラ

プ連合会の呼称｡ｹﾞ(15!頁参照)

Rotayy＼Wbeel－ロータリーの歯車－　ロー

タリ･一の徽章にづき時と｡して用いられる呼
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称。

R.R.(Revista Rotaria)－(レビスタ・ロ

ータリア)の略語。

ＳＡＣＡＭＡ－サカマー　南米，中米，メキシ

コ及びアンチル諸島の略語。

Secretariat一事務局－(11頁参照)

Semiannua1 Report一半期報告一　毎年７

月１日及び１月１日現在を以て各クラブが国

際ロータリー理事会に対して行なう会員数の

報告。報告はクラブ会長及び幹事の署名を要

し，中央事務局所定の用紙を用いて，国際口

－タリー事務総長に送付する。この報告に基

き，クラブは国際ロータリーの人頭分担金を

支払う。

Senior Active Member－シニア・アクチ

ブ会員－(225頁参照)

‘‘Serviee Above Self"一超我の奉仕－　ロ

ータリーの文献その他で用いられるモット

Similar organizations一類似団体一　国

際ロータリーと類似した目的及び組織を特つ

奉仕クラブ。

SpeciaI Assemblies一特別協議会一　国際

大会に於て１ヵ国又は数ヵ国のロータリアン

が合同して開催するもので相互の理解と友愛

を深め，その国又は国々に特に関連した問題

を討議することを目的とする。

SpeciaI Representativ←特別代表－　ガ

バナーの指名により，ガバナーに代ってクラ

ブ結成の手続一切を行なうロータリアン。通

常，スポンサー・クラブの会員の中から指名

される。

Sponsor Club－スポンサー・クラブー　新

クラブの結成に際して助力し，結成後も国際

ロータリーの一員として連やかに成長するよ

う指導の責任を引受けたクラブ。新クラブの

結成に当りガバナーに協力する特別代表の所

属クラブがスポンサー・クラブになるのが普

通である。

Staf一職員一　国際ロータリーの事務総長

語 彙

の配下の職員で，国際ロータリーの活動を推

進するため国際ロータリーの中央役員，ガバ

ナー，国際ロータリーの委員会及び加盟クラ

ブに協力する。

Standard Club Constitution一標準クラブ

定款一　国際大会により採択された，1922年

６月６日後の金加盟クラブが採用すべきクラ

ブ定款。

Student ;Loan Funds一学生貸付資金－

学資不足のため上級学校に進学出来ない優秀

な青年男女のために，クラブが設定する貸付

資金。

Summary of Club Plans and objectives

－クラブ計画及び目標の要約一　地区ガバナ

ーの公式訪問に際してクラブが提出する概要

報告で，ガバナー及び国際ロータリー事務局

宛に当該年度に於けるクラブ計画及び目標を

簡潔に記載したもの。

Terms of Referenee一委任事項一　委員会

及び類似機構の権限及び任務の解説定義。

TerritoriaI Limits of a Rotary Club一ロ

ータリー・クラブの区域限界－　クラブ定款

に示された区域。クラブの正会員に選ばれる

ためには，その事業場又は住居がクラブの区

域内になければならない。

TerritoriaI Unit一地域別単位－　1922年

（ロスアンゼルス）大会で採択された加盟クラ

ブの管理方式。 1927年（オステンド）大会は

地域別単位による管理を廃止したが，当時既

存の地域別単位に関しては，その権利，特

典，権限，義務又は任務は全面的に効力を持

続すると確認した。（15頁参照）

The Four-Way Test一四つのテストー

（208頁参照）

The Rotarian一ロータリアン誌一　国原口

一タリーの公式機関雑誌の英語版。

USCB－ユー・エス・シー・ビー一　米国，

カナダ，バーミューダの略語。

visiting Rotarian Report Card－ビジタ

ー出席カードー　他クラブからの来訪ロータ
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リアンの出席をその所属クラブに通知し，有

効出席を確認するため，クラブ幹事が用いる

通知カード。

VocationaI Craft Assemblies一職業別協

議会一　通常国際大会又は地区大会に於て開

催され，それら大会に出席したロータリアン

が他地域からの同業者と意見を交換し，職業

奉仕問題を協議するための職業別集会。

Voting Delegate's Card一役累代議員カー

ドー　クラブ幹事がその投票代議員に対して

″
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／
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／
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彙

　
　
　
　
　
語

交付するカードで，国際大会に於ける信任状

委員会による確認を要する。このカードは保

侍者の投票権を立証する他，投票代議員とし

て大会に出席する資格を示すものである。

Zurich omce （略語Z.0.）－チューリッヒ

事務所－　スイス，チューリッヒにある中央

事務局の事務所。大陸ヨーロッパ，北アフリ

カ及び東地中海にあるクラブの他，その地方

在住のガバナー，国際ロータリー理事及び委

員のための事務を取扱う。
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嘩

１

１

１

索 引

参照頁中215－297頁までは全部国際ロータリー定款・

細則又はロータリー・クラブ定款・細則の規定である。

　　　　　　　　　　　ア

愛　称

アディショナル正会員

　シニア・アクチブ会員に変更

　創立会員

挙
格
選

選
資
再

　　　　　127

120,123,128

　　　　　123

　　　　　　83

224～225,276,294,299

123, 128, 224～225,276

　　　225, 277, 280,296

正会員がシニア・アクチプ会員になった場合の身

　　分　　　　　　　　　　　　　　　123, 225, 280

　終　結　　　　　　　　　225, 276～277,280, 299

アド・ホック委員会　　　　　　　　　　　38,262

　任　務　　　　　　　　　　　　　　　　　38,262

アメリカ合衆国

　カナダ及びアメリカ合衆国のクラプ，投票　　25

　財団寄付金の所得税より控除　　　　　　　191

　よりの理事　　　　　　　　　　　　　　　8,244

　R.I.理事ノミニー候補者選択手続

　　　　　　　　　　　　　　　243～244,245～254

　学校におけるスペイン語教育奨励

　R.I.会長指名委員会に代表～

　理事指名のためのソーン

アメリカ合衆国カナダ及英国以外の国

　R. I. 会長指名委員会に代表

亜細亜

　よりの理事

　R. I. 理事ノミニー候補者選択手続

　R.I.会長指名委員会に代表

R.I･，国際ロータリーの略語

R.I.B.I.の解釈

R.I.B.I.審議会

Ｒ．Ｉ．ＮＥＷＳ

ＲＲの解釈

安全増進

ＡＮＺＡＯ

　解　釈

　よりの理事

　R. I. 理事候補者選択手続

　R. I. 会長指名委員会に代表

Q
　
Q

０
３

2 4
3

１
　
２

239,240～241

8,244

243～244,245～254

　　　　　　　　239

　　　　　　　　304

　　　　　　15,304

　　　11,16,17,217

1
5

4
ｗ
一
4
3

　　　　　　　299

　　　　　　8,246

243～244,245～254

　　　　　　　239

理事指名のためのソーン

　　　　　　　　　　　イ

意義ある業績貢

色，ロータリー

　ロータリー徽章に使用

委員会，国際ロータリー

　　(各個委員会も併せ参照)

　アド・ホック

問
命
限

諮
任
権

　委員長

　統御及び監督

　職務上の委員

　経　費

　　他団体の会合にて

　会　合

　委員の資格

　定足数

　報　告

　　検討，執行委員会による

　委員候補者リストの要請

　理事会の検討

　幹　事

　規模及び機能

　特　別

　常　任

　　定款及び細則

　　国際大会

　　地区編成

　　財　務

　　企　画

　　出版物

　　広　報

　委員代理

　任　期

　通信による事務処理

　欠　員

　通信による投票

委員会，ロータリー・クラプ
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　　　　　i49～150

　　　133,135,138

　　　133,135,138

12,37,38,262～264

　　38,262

　　12,263

12,38,262

　　12,264

　　12,263

　　　　　227

　　　　　263

　　　91,94

一
ご
盲

3
8
１
盲

　　　　　12,38,262

　　　　　12,38,262

　　　　12,262,263

　　12,50,262,263

12, 59～61,262,263

　　12,89,262,263

　　　　12,262,264

　　　　12,262,264

　　　　12,262,264

　　　　　　　　　38

　　　　　　38,263

　　　　　　37,264

　　　　　　12,263

　　　　　　　　　37

　　35,36,291～293



　(各個委員会も併せ参照)

権　限

委員長

　国際ロータリー文献郵送

中央事務局との接触

管理，監督

任　務

職務上の委員

報　告

特　別

　出　席

　職業分類

　親睦活動

　雑誌

　会員選考　＼　　　　‥

　　継続性　　　　　‥

　会員増強

　プログラム

広

ロー

報
タ
リー情報

　常　任

　　社会奉仕

　　国際奉仕

　　職業奉仕

位置，クラブの

　　　292

　　　291

　　　149

　　　149

　　　279

292,293

　　　292

　　　292

　　　　　　　291,292

　　　　　　　291,293

　　　　　　　291,293

　　　　　291,293,294

　　　　　　　291,293

　　　　　　　　　125

36,125～126,291,293

　　　　　　　291,293

　　　　　158,291,293

　　　36,126,291,293

　　　　　　　　　291

　　　　　　　291,292

　　　　　　　291,292

　　　　　　　291,292

　80,84～86,215,223

　大都市にアディショナル・クラプ　　84～86,223

　「移籍会員」　　　　　　　　　　　　　　　　121

遺贈，ロータリー財団に　　　　　　203,218,268

ENAEM解釈　　　　　　　　　　　　　301

イベ゜゜アメリカ　　　　　’.’.　　　　　　　302

　よりの理事　　　　　　　　犬　　　　　　8,245

　よりの理事候補　　　　　　　　　　　　　246

　R.I.理事候補選択手続　　　243,244,246～254

R. I. 会長指名委員会に代表　　　　　　　　239

　理事指名のためのソーン　　　　　　　244～246

委任事項，解釈　　　　　　　　　　　　　　305

委任状による代理者

　国際大会　　　　　　　　　　　　7,52,218,232

　地区大会　　　　　　　　　　　　　　　257

一般役員，国際ロータリー，国際ロータリー理事

　会参照

インターアクト委員会

　地　区

インターアクト・クラブ

　徽　章

　ガバナー，選挙及任務

合
員

会
会

資 格

　　178～181

　　179～181

177～181,201

　134,178,179

　　　　　180

　　　179,180

　　　178,179

‥　178,179

名　称

結成方針

プログラム，経費

目　的

解　散

134,177,179

　　178～181

　　　　180

　　　　177

　　　　179

　　　　　　　　　　　工

英国ロータリー・クラブ協会

営利化，ロータリーの

ＳＡＣＡＭＡ解釈

襟章，ロータリー徽章

　　　　　　　　　　　オ

欧州大陸北アフリカ及び東部地中海地域

　略　字

　加盟，クラブの

　出席優勝牌

　より･の理事　　　　　　一　づ

　クラブの名簿

　青少年交換

　国際共同委員会

　国家間連合会

　新クラプ結成，費用

　15

138

305
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　R. I. 理事候補者選択手続　　　　24=3～245～254

　R. I. 会長指名委員会へ代表　　　　　　　　239

　理事指名のためのソーン　　　　　　　　　245

　｢オノラリー・フェロー｣ロータリー財団の　204

　　　　　　　　　　　力

会員選考委員会，ロータリー・クラプ　　291,293

会員身分，ロータリー・クラプ　119～131,275,279

　　(特定の会員の種類も併せ参照)

　正会員と名誉会員，同一クラブで　　　　　122

　入会金　　　　　　　　　　　　84,279,291,301

　会員の年齢　　　　　　　　　　　　　　83,129

　入会中込　　　　　　　　　　　　　　294～296

　均衡のとれた組織　　　　　　29,126～127,299

　支店代表者　　　　/　　　　　　　　215,276

　職業の代表　　　　　　　　づ　　　　　28,126

　ロータリアン同士の商売関係　　　　　　36,139

　カード

　　会員証明　　　　　　　　　　21,131,202,303

　　訪問会員による提示　　　　　　　　　21,131

　　推薦　　　　　　　　　　303

　創立会員　　　　　　　　　　　　30,83,300

クラブ区域内に事業場を有する会員数の割合は

　　50パーセント，を推奨

職業分類，大見出し職業分類参照

委員会
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80,83

291,293

　 ギ
／

　継　続

構　成

名　工

増強「5名で１名」計画

外交官

重
費
間
挙

二
会
期
選

公職保持者の被選資格

国際ロータリー従業員

拡　大

若い人に対する

　　　　　　　　　125

　215～216,275～278

　　　　　　　　　121

　　　　　　125～126

　　　　　　　　　120

　　　　119,122,226

84,279,291,299,301

　　　　　　　　－　279

　　　　　　294～297

　　　　　　　　227

　　　　　　　　227

　　　　　　　　125

　　　　　　　83,129

アディショナル・ロータリー・クラブにおいて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120

一つのクラブのみに

個人的で商社のものではない

類
暇
限
簿

種
賜
制
名

地元新聞社の代表

選挙方法

最少会員数

諸民族からの会員

無差別

特典

推薦カード

推薦

公職保侍者

身分

　　　　　　119,226

　　　　　　　　119

　　　　　　119,216

尚‥　　18～19

　　　　　　　　276

　　　　　　　　140

36,158,216,227,276

　　　　　　294～297

　　　124

　　　　　　　　121

　　　　　　121～122

　　　218,226,266,278,283

　　　　　　　　　　　　303

　　　　　293,294～297,303

　　　　　　　　　　120,227

119,127,215～216,275～276

ロータリー・クラブ区域限界内に事業場又は住

　　居

定足数

記録及び報告

再選挙

復　帰

報告書式

　　　　　　　　　　　119

　　　　　　　　　　　291

18,265,267,290,299,303

退会

責　任

ロータリー財団奨学金学友

半期報告　‥

不本意な元ロータリアンの地位

生
結
称
居

学
終
名
転

　婦人は無資格

会員証明票

265,290

280

280

303

283

284

122

305

129

131

280～283
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21,131,202,303

　　　　　　　　　　　　　　索　　　引

　訪問ロータリアンによる提出　　　　　　21,131

'会員増強委員会，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　36,125～126,291,293

会員名簿の使用，商用の目的で

海外，篤志家ロータリアン

海外奉仕篤志家，ロータリー

海外旅行

　ロータリー関係の青少年の

会議，解釈

会議運営手続規則

会計監査

　ロータリー・クラプ　　’

　国際ロータリー　　　　ニ

　　報　告

　ロータリー財団

会計事項

会計年度

　ロータリー・クラプ

　国際ロータリー

　ロータリー財団

会　合

　R.C.理事会

　R.I.理事会

　R. I. 委員会

　地　区

　　協議会

　　大　会

　　数地区合同

　　日　程

　　立法案検討のため

　国境善隣

－・クラブ

酒類飲用の可否

年次総会

出席，大見出し例会出席参照

取消し

２週間に１度

非公式の会合

都市連合会，出席成績

国家間

祈　翰

他の奉仕クラブと連合

変更通知

議事の順序　　　　　‥

場　所

プログラム

有望会員の出席

140,154

　　104

　　104

　　　　　108

　　　　　173

167～173,267

9
　
Q
　
c
n
Q

Ｑ
　
Ｑ
　
Ｑ
　
Ｑ

a
　
C
g
　
‾
　
　
H

264～266

　　294

90,264

　　194

33,35,289,291

　　　　　　　　227

　　　　　　　　37

　　　　72,255

13,72～75,256

　　　　　　75

　　　　75,256

　　　　74,115

　　　　　　111

　　82,275,290

19,34,275,290

　　18～19,290

　　　　　　35

　　　275,290

19,34,275,290

　　　　　　82

　　　　　　20

1
9
0
9
3
4　34,42

　　290

33,297

　　　34

　　　33

　　128
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　　船　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

　　学生，来賓として　　　　　　　　　　　　108

　　例会の取消し　　　　　　　　19,34,275,290

　　他の奉仕クラブと　　　　　　　　　　　34,41

外国政府代表者をクラブに　　　　　　　　　120

回章，クラブ又はロータリアンに　　　　139～140

改正（大見出し規則制定も併せ参照）

　Ｒ．Ｃ．細則　　　　　　　　　　　　46,284,297

　R. I. 細則　　　　　　　　　　45,113,219,270

　R. C. 定款　　　　　　　　　　45,113,223,285

　R.I.定款　　　　　　　　　　　　45,113,219

会場監督，国際ロータリー大会　　　　　　　232

会場監督，ロータリー‘・クラブ　　　279,289,290

会長，国際ロータリー

　理事会に代って行なう権限　　　　　　　　　38

　理事会議長　　　　　　　　　　　　　8,10,216

　地域大会の委員長　　　　　　　　　　　　161

　任　務　　　　　　　　　　　　‥　　　10,230

　選　挙　　　　　　　　　　10,217,229,239,254

　職務上の

　　諸委員会委員　　　　　　　　　　　　10,263

　　元会長審議会議員　　　　　　　　　　12,267

　経　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　93

　地理的選択　　　　　　　　　　　　　　　　10

　理事会会員　　　　　　　　　　　　　　　8,216

　指名（大見出し会長指名委員会を併せ参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　10,23,24,239

　クラブによる

　委員会による

任　期

　理事としての

　旅　行

　欠　員

会長指名委員会

　補欠委員

限
成
合

権
構
会

決定に対する外部の影響

手続

定足数

報告

任期

　　　　　10,23,24,239

　　　10,13,23,24,239

　　　　　　　　12,230

　　　　　　　　12,230

　　　　　　　　23

　　　　　　　　　　230

10,12,23～24,239～241

　　　　　　　　24,240

　　　　　　　　12,264

　　　　　23,239～241

　　　　　　　　24,241

　　　　　　　　　　24

　　　23～24,239～241

　　　　　　　　　　241

　　　　　　23～24,241

　　　　　　　　　　240

　　　　　　　　　　240

　　　　　　　240～241

　同点得票

　欠　員

会長エレクト，国際ロータリー

任　務

経　費

理事会会員

　　　230

　　91,93

8,216,230

　任　期

　欠　員

会長ノミニー，国際ロータリー

　経　費

会長，ロータリー・クラブ

　１年前に選出

　任　務

　次期，地区協議会出席

　委員会の職務上の委員

　指名及び選挙
―
格
期

資
任

会費，

会費，

　　　　12,230

　　　230,242

24,241～243
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　32～33,290

13,32,72,255

　　　　　　292

　　　　　　289

　　　　32,279

　　　　　　279

国際ロータリー，大見出し人頭分担金参照

ロータリー・クラブ　　84,223,279,291,301

収
低
払

徴
最
不

学　生

　バッジにロータリー徽章

　青少年の交換

　クラブ会合のお客

　紹介状

　貸費資金

2
9
0
Ｍ
ぶ
一
　

1
3
7105,106,107,301

　　　　　108,131

　　　　　106,131

　　　　　　　305

　ロータリー・クラブにおける資格

　国際間理解増進

拡大補助者

　経　費

　　　　　　131

　　　　　　105

79,81,88,302

　　　　82,92

学友，教育補助金受領者，クラブ及び，地区集会出

席

「各ロータリアンは青少年の模範」標語

貸切飛行機，団体旅行用

活動の同格部門３点

活動

　ロータリー地区提唱の

　ロータリー財団

カナダ

　より理事

　集団，理事指名のため

　R. I. 理事候補者選択手続

　R. I. 会長指名委員会に代表

カナダー合衆国クラブ，投票

ガバナー，大見出し地区ガバナー参照

過半数投票，解釈

加盟金

　再結成クラブ

加盟，国際ロータリーヘ

　加盟金

　再結成クラブ

加盟，クラブ
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86～87,224
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申　込

取消し

Ｉ

　引渡し

加盟クラブ，解釈

仮ロータリー・クラブ

　地方名

　結成

　徽章の使用

管理，国際ロータリー

　地域

　管理調査委員会

　地　区

　国又は地域別単位

　R.I.B.I.

　無地区クラブ

　中央事務局による事務
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82,137，

15～17,217,255

　　　　　　300

　　　　59～78

争

管理，ロータリー・クラブ大見出しクラプ，

　リーの管理の項参照

管理顧問
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費

解
任
経

管理事務

管理主体，国際ロータリー

管理上の集団

管理上の単位
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飢餓，世界的

企画委員会，国際ロータリー

機関雑誌，雑誌，国際ロータリー，参照

議事の順序，ロータリー・クラブ

徽

色
記
歴
変

章

，公式

述
史
更

使用許可書

保　護

放棄，終結クラブによる

使　用

　許　可

　バッジ

　少年クラブ

　　　　104

12,262,264

　　　33,297

132～143,266

　133,135,138

　　132～133

　　　　　132

　　　　　133

　　135～136

　　　　　134

　　　　　224

133,135～137,218,266

　　　　　　135～136

　　　　　　136～137

　　　　　　　　　142

ロータリアンの非公式な友好グループ

インターアクト・クラブ会員

138

177

襟　章

免許料

国際ロータリー役員

正しい，不正な

仮クラブ

制　限

ローターアクト・クラプ会員

使用料手続

索 引

　　　133

135～136

　　　133

136～137
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135～136

　商標　　　　　　　　　　　134

　婦人　　　　　　　　　　　136

「貴地域社会に移動するロータリアンに関する通

　知」用紙利用を強調　　　　　　　　　　　　126

規則制定　　　　　　113,116,231～232,237～238

　　(大見出し決議も併せ参照)

　非常事態

　提案の様式及び方法

　国際大会における投票

規定審議会

議　長

　任　命

　任　務

構　成

信任状

起草委員会

地区代表者の選挙

非常立法

特別代議員

　任　命

　任　務

メンバー

郵便投票による指名

役　員

議事進行の手続

議　事

定足数

議事録

報告，クラプヘ

報告，国際大会へ

会議運営手続規則

幹　事

時期及び場所

　会員への通知

　　　　　114,231

　　　　116～117

　　　　　　　　52

8,115, 171～172

　　　8,172,235

　　　　　　　235

　　　　235～236

　　　　　　　235

　　　　172,237

　　　　172,237

　　　　　　　236

　　　　114,231

　　　　　　　　　　　235

　　　　　　　　　　　236

　　　　　　　8.115,235

　　　　　　　　236～237

　　　　　　　　　　　235

　　　　　　　　　　　172

　　　　　　　　　115,172

　　　　　　　　　172,237

　　　　　　　　　115,172

　　　　　　　　　172,238

　　　･.　　　　　　　・　172,238

115,167～173,237～239

　　　　　　　　　　　235

　　　　　8,113,218,237

　　　　　　≒　　　　237

規定と条件，免許料及び使用料手続に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　135～136

祈祷，例会における　　　　　　　　　　　　　34

記念品，ロータリー・クラブ,大見出しバナー,ロー

　タリー・クラブ参照

規範，正しい服務水準の　　　　　　　　　　210

寄付，国際ロータリー資金よりの　　　　　　　98
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　地方的行事

　救助，戦災者

　災害時

救済事業

　寄　付

　財団の一目標として

　方　針　　　　　　　　　，

　災害時における

　戦災者

救済資金

休日，例会　犬

休会になった例会

教　育

　成　人

　国際理解推進に学校と協力

　職業参考書棚

　有望な新帰化人

　t･－タリー

教育補助金受領者，学友

　クラブ及び地区大会出席

教育補助金受領者

　のための顧問

教育補助金

　大学院課程奨学生のための

　専門的訓練のための

　大学課程奨学生のための

　の延期

　候補者選考手続

　　　　　　　42

　　　　　　165

　　　　165,166

　　　165～166

　　　165～166

　　　　　　165

,.犬　　　166

　　　　165,166

　　　　　　165

　　　　　　165

　　19,34,275

19,34,275,290

　　　　　　43

　　　　　　108

　　　　　　303

　　　　　　145

35,147,293,304

　　　　　　198

　目　的

　資　格

協議会，協議会名参照

業績貢，有意義な

競争，出席

　クラブ

　地　区

業　務

　ロータリアンに助言及援助，委員会

　カード，ロータリー徽章の使用

　解釈，職業分類目的に

　順　序

　　クラブ例会における

　　ロバート式議事規則

　　　　　198

159,196～198

　196,197,198

　196,197,198

　196,197,198

　　　　　198

　　197～198

　　　　　196

　　　196,197

149～150

18～21

20,71

　36

136

　27

　33

267

クラブ所在都市の行政区域内に住居を持つロータ

　リアン　　　　　　　　　　　　　　　　120,216

クラブの区域限界内に住居を持つロータリアン

　　……　　　　　　　　　　　　　　　　　119

関係，ロータリアン間の

職業連絡会議

水　準　　　　　づ

　36,139

　　209

207,210

文房具，ロータリー徽章の使用

｢業務を通じての奉仕｣

136

207

均衡のとれた会員組織，ロータリー・クラブにおけ

　る

銀行勘定

ﾌﾞ･　ロータリー・クラブ

国際ロータリー

　　旅行資金に利用

　レロータリー財団

29,126～127; 299
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　　　　　　　　　　　　　　80,186～188,223,305

　アディショナル・クラブ，区域内　　84～86,223

　変　更　　　　　　　　　　　　84～86,186,285

国

法律及び習慣の批判

　影響，クラプ定款への

　文　献

　忠　誠

　ロータリアンとの関係

国々の習慣及び法律

　批　判

　クラブ定款への影響

クラブ加盟承認委員会

クラブ幹事

　任　務　　　　　　　　づ．

被選者，地区協議会に出席

　指名及び選挙　　　　　　　　　づ

　資　格

　任　期

クラブ計画及び目標の要約

クラブの地方的集団

クラブ協議会，解釈

クラブの検討，ガバナー公式訪問に備え

クラブ奉仕活動

クラブ再結成

クラブ例会欠席　例会欠席参照

クラブ例会出席　例会出席参照

クラブ例会における祈祷

クラブ，インターアクト

クラブ，ローターアクト

クラプ，ロータリー

　活　動

　　国家有事中の

　　法人化

　　報　告

アディシ､ョナル・クラブ、

管　理
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181～185
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　47
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大都市に　84～86,223

32～36,217,254～255

中央事務局による管理事務

創立記念日遵奉，ロータリー

年次総会

資金募集

　富くじ

　9～10

　33,159

275,290

　　　43

　　　35

政治的性質の国際問題解決のための嘆願　　283

国際大会出席，会員の

会計監査

立法議案に対する投票

銀行預金

バナー

予　算

名称，変更

加盟認証状，加盟，クラブ参照

配布　　　　t･

職業分類，職業分類参照

社会奉仕活動

構　成

定款の権限，限界

団体行動

解散，会員の地位

戒
争

懲
論

青少年交換

拡大，クラブ内

機能の不履行

財政，財政ロータリー・クラブ参照

会計年度

7,52,217
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139

39～44,292

　　　7,215

　　　　　48

　39,100,144

　　130～131

　　　　224

　　　　284

105,106,301

　　125,302

　　　　224

募金，財政ロータリー・クラブ参照

管理主体

区分管理

聴　問

収　人

法人化

国際奉仕活動

位　置

　大都市における

294

　　289

67,302

　　279

279,291

　　　47

　　　99

　‥80,215

84,85,223

会合，大見出し会合のロータリークラブの項参照

会員身分，会員身分，ロータリー・クラブ参照

他団体に加入

採決の方法

最少会員数

新，大見出し新クラブ参照

無地区

　管　理

　監　暦

数

　国際ロータリー加盟の

　地区内の
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59,71

　　　　　　　　　　　索

役員，大見出し役員，ロータリー・

議事順序

引

クラブ参照

　　　33,297

支払，人頭分担金，大見出し人頭分担金参照

プログラム

仮の，大見出し仮ロータリー・クラブ参照

出版物

地域又は区分集団

青少年への奉仕諸団休との関係

再結成

報　告

　地区ガバナーに　　　‥

　国際ロータリーに

国際大会へ代表

内部に代表的会員

脱会，国際ロータリー加盟を

国際理解に関する責任

決　議

役員選択

青少年奉仕

講演者への謝礼

構　成

学生招待

計画及び目標の要約，報告

監　督

終結，国際ロータリー加盟

区域限界

　変更

　農　村

33

　　　137

　　　　9

176～177

　86,224

訪問，

　20,266,290,299

18,265,267,290,299
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　　　　‥　　224
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　　　　　　　　　305

　　8,11,63,217,254

　　　　　　　　　224

80,186～188,223,305

　　　　　　　　　85

　　　　　　　　　187

大見出しロータリー・クラブ訪問参照

　職業奉仕活動　　　∧

　投　票

クラブの区分監督

グループ，元ロータリアン

グループ別地区協議会

　　　207～211

25,218, 238,291

　　　　67,302

　　　129～130

　　　　75,266

グレート・ブリテン及びアイルランド，大見出し国

　際ロータリー，グレート・ブリテン及びアイルラ

　ンド内参照

　　　　　　　　　　　ケ

欠員，国際ロータリーの役職に

　理事会

　委員会

　地区ガバナー

　事務総長

　理事指名委員会

　会長指名委員会

　会　長

　会長エレクト

　財務長
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　財団管理委員会　　　　　　　　　　　　192,269

欠員，ロータリー・クラブ役職に　　　　　　289

決議，国際ロータリー大会（大見出し，規則制定を

　併せ参照）　　　　　　　　　113,231,237,304

　非常事態　　　　　　　　　　　　　　　114,231

　提案様式及び方法　　　　　　　　　　　　116

　現状，1910年より1942年に採用された決議117

　調　査　　　　　　　　　　　　　　　　　　117

　国際大会の投票　　　　　　　　　　　　　　52

決議　NO.23－34　　　　　　　　　　　　39,304

決議，ロータリー・クラブ　　，　　　　　　297

決議案，大見出し決議参照

決定に提訴

　ロータリー・クラブ理事会の　　　　　279,283

　国際ロータリー理事会の　　　　　224,227,228

研究会，青少年　　　　　　　　　　　　　　　175

研究会･地域的研究会及びロータリー研究会参照

研究グループ交換

言　語

　研究に学校と協力

　公式，国際ロータリー

199

　　108

87,155

　スペイン語教育，アメリカ合衆国の学校にて109

研究集団　　　　　　　　　　　　　　　　　　109

原子力使用に関する提案　　　　　　　　　　101

建築計画，ロータリーの名称使用　　　　　　138

　　　　　　　　　　　コ

語　彙　　　　　　　　　　　　　　　　299～306

講演者　　　　　　‥　　づ

　ロータリー・クラブにて，謝礼　，　　　　　33

　外国クラブとの交換　　　　　　　　　　　UO

　クラブにて後援された討論会　　　　　　　148

　学校へ提供，クラブにより　　　　　　　　108

交　換

　バナー　　　　　　　　　　　　　　　　　36

　講演者　　　　　　　　　　　　　　　　　　110

　青　年　　　　　　　　　　　　　　　　　　105

交歓の家　　　　　　　　　　　　　　　　　　51

交換レート　　　　　　　　　　　　　　　90,265

工業的活動，職業分類盈定のための，解釈　　　28

公共問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　283

公式言語，国際ロータリーの　　　　　　　87,155

公式名簿　　　　　　　　　　　　　　　　139,!54

　版　権　　　　　　　　　　　　　　　　　　154

　非ロータリアンヘの配布　　　　　　　　　155

　商　用　　　　　　　　　　　　　　　　139,155

　ホテル一覧表　　　　　　　　　　　　　　　154

功績貢，青年　　　　　　　　　　∧　　　　176

交通安全　　　　　　　　　　　　　　　　　43

合同インターアクト委員会

合同ローターアクト委員会

広　報

　　　179

　　　183

158～159

ロータリーに人々の注意を引くことによって159

委員会，R. C.　　　　　　　　　　　　　158

委員会，R.I.　　　　　　　　　　12,262,264

広報によってロータリーに人々の注意を引くこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159

候補者

　理事

　　選択手続

　地区ガバナー

　　指名委員会

　　郵便投票による指名

　会　長

　　指名委員会手続，選択のための

　　クラブによる指名

公務員

　会員被選資格

　候補者の支持

国際協議会

　ガバナー・ノミニーの出席

　　旅費の前渡

　構　成

　資料の配布

　経　費

　　前渡金，旅行のための

　位　置

　プログラム　　　　　　‥

　　ロータリー拡大問題を上程

　　ロータリーに関する広報の増進

　　責　任

　目　的

　時　期

243～254

259

260

23～24,239
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119,227,277

　　　　　　　　283
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国際交換

　バナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36

　講演者　　　　　　　　　　　　　　　　　110

　青少年　　　‥　　　　　　　　　　　　　　105

　　プログラム，1::!－タリー提唱の　　　　　106

国際学生交換

　クラブ・レベルでの　　　　　　　　　　　　　105

　地区レベル‘での　　　　　　　　　　　　　105

　委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　105

国際懇親宴会　　　　　　　　　　　　　　　　55

国際赤十字，協力　　　　　　　　　　　　　166

国際大会，国際ロータリー　　　7,49～58,217,232

　管理経費　　　　　　　　　　　　　　　50.,j51

・出　席　　　　　　　　　　　　　　　50,57～58

　　委　員　　　　　　　　　　　　　　　　　91
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理　事

ガバナー・ノミニー

　増　進

　統　計

バッジ，元役員用

投票準備委員会

簡単な報告

招　集

委員会
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任
報
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契　約

規定審議会，大見出し参照

信任状

　委員会

日　付

　過去の大会

討　論

代議員

　補欠者

　特別代議員

　委任状による代理者

　資　格

　定足数

　座　席

　投　票　　　　十

￥
　
C
Q
　
H

Q
　
Q
　
L
Q

　　　　　57～58

　　　　　　　　55
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　　　　　　　232

12,50,262,263

　　　　　50,263
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　　　　　49～50

　　　　　　52,233

　　　　　　52,233

　　7,49,217,232

　　　　　　57～58

　　　　　　　　233

7,52,217,232,301

　　　　52,232,299
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　選挙方法

　人頭分担金の支払

　推薦カード

　資　格

新帰化人，教育を強調

新クラプ

　スポンサー.Iクラブの援助

　職業分類の最低数

　出席競争参加

　人頭分担金

　　　　　　　　　　　124

　　　　　　　　　　28,30

　　　　　　　　　　　　30

　　　　　　　　227,277

　　　　　216,227,277

27,28,127,293,300

27,28,127，
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　35,293

　　128

　　294

　　　90

294,303

　　119

犬　145

　　84

　30,83

　　20

90,265

　結成の問題を国際協議会に上程

　プログラム

　結成方針

　訪　問

新クラブの結成，大見出しロータリー拡大参照

身休障害児童の救済事業

人頭分担金　　　　　　　　　　　90,218,265

　変　更

8
8
8
4

7 9
’
一
‥

１ １
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　支払期日

　下落，通貨の

　半期間に入会した会員に対して

　新クラブ

　不　払

　払戻又は比例割当

信任状，大見出し国際大会国際ロータリー，

　参照

一
一
二
ご
こ
二
ぷ
状

”
　
　
　
任

9
0
9
0
　
　
　
　
　
信

信任状委員会，大見出し国際大会国際ロータリー，

　信任状委員会参照

新聞代表　　　　　　　　　　36,159,216,227,277

　クラブと年次会合　　　　　　　　　　　　　159

新聞職業分類　　　　　　　　36,159,216,227,277

親睦活動委員会，ロータリー・クラブ　　291,293

　　　　　　　　　　　ス

スポンサークラブ　　　　　　　　　　　　　82,305

スペイン語教育，合衆国の学校における　　　109

正会員

　入会金

セ

119～120,215～216,224，

同一クラブ内で同時に名誉会員

支店代表者

職業分類

特
選
１

続
挙

クラブにおいてのみ

　制　限

　新聞代表

　公職保侍者

資　格

　再選挙

　再入会

　終　結

敢　治

成人無学者

275

　　　　　　　279

　　　　　　　122

　　　　215,276

　27,216,276

　　　　　　　279

　　　　　　　294

　　　　　　　119

　　　　216,276

　36,216,277

120,227,277

　　　　215,275

　　　　　　　280

　　　　　　　280

　　　　　　　279

144,210,283

青少年活動，大見出し青少年への奉仕参照

青少年活動週間

青少年研究会

青少年団体

　インターアクト・クラプ

　ローターアクト・クラプ

　ロータリー・クラブとの関係

青少年への奉仕

　少年少女週間

　クラブ　　　　　　　　　　　　　　　・

　地区委員会

　青少年交換
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１
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177～181

181～185

　　　176

174～185

　175,300

177～186

　　　105

105,106

団体役員をロータリー・クラブ会員として　174

　インターアクト・クラブ

　手続方法

　目　標

　団体，クラブの関係

　プログラム

　国際理解の増進

　ローターアクト・クラブ

　研究会

　学生，大見出し学生参照

制定案，大見出し規則制定参照

青年功績貢

政　府

　問題，ロータリーとの関係

　行政長官，ロータリーの後援者として

世界事件

世界社会奉仕

　｢世界戦争中のロータリー｣

世界的飢餓

世界的必要事項

　｢世界紛争渦中のロータリー｣

　｢世界理解週間｣

責任保険

赤十字

選挙権を有する役員，R.I.B.I.

177～181

　　　174

　　　174

　　　176

　　　174

　　　105

181～185

　　　175

176

100,142

　　　78

　　　100

　　　102

　　　118

　　　104

　　　104

　　　118

　　　105

　　　97

　　　166

　　　12

選挙準備委員会，大見出し投票準備委員会参照

選挙人

　国際大会における

　地区大会における

戦災者

　救　済

船上での会合，ロータリアンの

宣伝，大見出し広報参照

25,52,218,253

　　　　　　256

　　　　　　165

　　　　　　165

　　　　　　20

専門職業活動，職業分類設定のための，

専門的訓練補助金

　　　　　　　　　　ソ

相談所

　クラブ，大見出しフォーラム参照

　小企業

贈　与

　受理

　大会の際に会長代理ヘ

　ロータリー財団へ

創立会員

　シニア・アクチブ

ソング・リーダー

解釈　　27

　196,197

103,210

203,218,268

　　　　　75

203,218,268

　　　83,300
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大会，大会名を参照

大学院課程奨学金　　　　　　　　　196,197,198

大学課程奨学金　　　　　　　　　　196,197,198

代議員，解釈　　　　　　　　　　　　　173,301

代議員，大見出し国際大会，国際ロータリーの代議

　員の項参照

大都市にアディショナル・クラブ　　　　　84,223

　会　員　　　　　　　　　　　　　　　　　120

貸費資金，学生に　　　　　　　　　　　　　305

正しき服務の水準，職業上の　　　　　　　　210

脱　会

　国際ロータリーより　　　　　　　　　　　224

　クラプ会員の　　　　　　　　　　　　　　283

他の団体

　とロータリー

　　に関する方針　　　　　　　　　　　　　146

　会合ヘロータリアンの出席　　　　　　　　　20

　少年クラプ　　　　　　　　　　　　　　　　142

　新ロータリー・クラブ結成要因　　　　　　　86

　ロータリー・クラブとの連合会　　　　　34,42

　ロータリアンの入会　　　　　　　　　　　　120

　ロータリ･-・クラブの加入　　　　　　　　34,47

　国際ロータリーの加盟　　　　　　　　112,146

　国際ﾛ･－タリーの参与　　　　　　　　112,146

　婦人の団体　　　　　　　　　　　　　　　141

他の団体にクラブが加入　　　　　　　34,47,146

　社会奉仕会議に参加　　　　　　　　　　　　41

他団体の文献，クラブヘの配布　　　　　　　157

他団体への国際ロータリーの加盟　　　　112,146

他の奉仕クラブヘのロータリアンの入会　　　120

他の奉仕クラブの会合への出席を例会出席の成績と

　認める　　　　　　　　　　　　　　　　　20

単一移譲式投票　　　　　　　　　　　25,53,259

嘆願，国際問題解決のための，クラブによる　283

団体活動，職業分類設定のための，解釈　　　　28

団体行動　　　　　　　40,100,109,112,144,283

団体旅行，貸切飛行機　　　　　　　　　　　　97

　　　　　1　　■　　　　　　　I　　　　　　　　　　　チ

地　域

　解　釈

　名　簿

　「地域社会」用語解釈

地域社会の問題

地域組織

地域的ロータリー研究会

地域大会

　　　304

154～155
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　　　　147,304

13,160～164,267

　２年毎

　委員長

　委員会

　過去の大会開催日

　接　待

　経　費

　大会招致

　過去の大会開催地

　幹　事

　大会公式用語

　組　織

　参加者

　司会者

　プログラム

　宜　伝

　目　的

　運営手続

　開催地及び時間

地域単位

　R.I.B.I.

地域の

　諮問委員会

　クラプ集団

研究会

地方管理

地　区

　活動，ロータリー後援の

　管　理

　出席競争

　職業連絡会議

　委員会

問
大
政

諮
拡
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索 引

　　　161

161,162

　　　161

　　　164
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　　　164
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　　　　　　　12,263

　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　147,304

　　　15～17,217,255

59～78,255～264,301

　　　　　　　　　　176

　　　　　　59～78,255

　　　　　　　　　20,71

　　　　　　　　　　209

　インターアクト

　国際共同

　地区連合青少年

　会員増強

　指　名

　広　報

　レクリエーション活動　　………

　ローターアクト

　世界社会奉仕

　青少年交換　　　　　　　　　　ニ

名　簿

青少年の交換

資　金

　地区連合青少年委員会　　‥一

グレート・ブリテン及びアイルランド

-321-

67,263
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　地区連合会

　国家間に跨る

　集　会

　　立法案検討のため

　　数地区合同

　　日　程

　クラプ数

　地区数

　組　織

　　数地区合同

　出版物

　幹　事

　大きさ

　監　督

地区委員会

問
大
政

諮
拡
財

インターアクト

国際共同

地区連合青少年

会員増強

指
広
レ

名
報
リ

エーション活動

　ローターアクト

　世界社会奉仕

　青少年交換

地区ガバナー

’109

59,61

　　　74,115

　　　　　75

75,255～256

　　　59,61

　　　　　　8

6
9
6
9
7
8
6
9

5
9

9
。

　　59,61

8,217,255

6
3
7
9
7
7
7
9
1
0
7
7
2
5
5
9
5
9
3
8
8
4

２
　
　
　
　
　
　
１
　
１
　
　
　
　
１
　
２
　
１
　
１
　
１

７６

　　　　　102
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11,17,61～65

ロータリー事務によるクラプ例会欠席

事務取扱

暫　定

職務管理

管理補助者

管理事務，事務局による

自動車旅行

務
務
挙
費

事
任
選
経

　国際協議会出席

　支出報告

　旅行費

拡大補助者

　経　費

分区代理

名　誉

直前，クラブ訪問

次期，地区協議会出席

　　　19

262,299

　　301

　1･－‘66
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　　　　11,63,66,68,258

　　　　　　　11,62,256

　　　　65,68,91,94～97

　レ　　　　　　　65,92

　　　　　　　　　　　94

65,68,91,92,93,94～97

　　　　　　　82,88,302

　　　　　　　　　　82,92

　　　　　　　　　67,302

　　　　　　　　　　　78

　　　　　　　　　　　71

　　　　　尚　　　13,72

公式訪問報告書

マンスリー・レター

指　名

　郵便投票による

　証明書

　委員会

クラブ公式訪問

元
資
記
解
報

大見出し元役員，

格
録
任
告

　　　　　　　　　　　　303

　　　　63,65,71,259,302

　　　　　　　11,13,62,259

　　　　　　　　　　11,260

　　　　　　　　　　　　300

　　　　　　　　　　　　259

　　　　63,65,71,159,258

国際ロータリー参照

　　　　　　　　　　63,257

　　　　　　　　　　　　70

　　　　　　　　　　　　261

　　出　席

　　公式訪問報告書

　　半　期

　クラブの集団監督分区代理

　特別選挙　　　　　　　．

　特別代表

　身　分

　任　期

　活動の同格部門３点

　旅　費

　欠　員

　クラブ訪問

　　宜　伝

地区ガバナー公式訪問報告書

地区ガバナー事務取扱

地区ガバナー指名委員会

地区ガバナー指名証明書，

　｢地区ガバナー諮問委員会｣

　｢地区ガバナー諮問機関｣

地区ガバナー・ノミニー

　出　席

　　国際大会に

　　国際協議会に

　　　旅費の前渡

　選択の資格

地区協議会

　出　席

　　次期クラブ会長，幹事の

　　次期地区ガバナーの

　開催日

　接　待

　経　費

　　地区ガバナー

　　次期クラブ会長，幹事

　グループ

　司会者

　プログラム
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発　表

　新会員の入会式

　雑　誌

　シニア・アクチブ会員

ロータリーに関する一般情報の増進

執行委員会推奨の

　目　的

　日　程

　部分的

　　プログラム，執行委員会推奨の

　放棄，会合の

地区再編成，大見出し地区編成参照

地区集会の日程

地区大会　　　　　　　　　づ

　出　席

　　元教育補助金受領者

　　奨　励

　委員会

　開催日

　期　聞

　選挙人

待
示
用

接
展
費

地区ガバナー

会長代理

能
合
置

機
運
位

　地区の区域外

理事会に対する建議案

元役員会

会長代理

　経　費

　贈’1物

司会者

プログラム

　会長代理講演

　ガバナーによる管理

　発　表

　　国際大会立法

　雑　誌

　　執行委員会推奨の

委任状による代理者

目　的

報　告

採択決議

日　程

幹　事

　　　　　72

　　　　128

　　　　153

　　　　123

　　　　159

　　　　　22

13,72,255

　　75,256

　　75,266
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　73,256

13,72,73

　　　256

　　　117
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63,66，

　93

　75

258

7
3
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3

　　　74

　　153

　　　22

　　257

　　　13

256,301

　75,256

　73,256

　　256

　時期及び場所

　役　票

地区大会における会長代理

　経　費

地区の後援，活動

地区編成

　委員会

地区連合青少年委員会資金

「地方」用語解釈

索 引

13,72,73,256

5
6
7
4
9
3

　　　　　　　　76

　　　　　　59～61

12,59～61,262,263

　　　　　　　　77

80,186

中央事務局，大見出し事務局，国際ロータリー参照

仲裁　　　　　　　　　　　　284

忠実，国家及びその宗教に対するロータリアンの

　　　　　　　　　　　　　　　　144

チューリッヒ事務所

　｢超我の奉仕｣

調　査

　管理事務費

　職業分類

　　　　　　　306

39,143,201,305

　　　　10

27,28,125

　青少年のレクリエーション及び文化的活動のため

　　の地域社会の施設　　　　　　　　　　　　175

　国際大会決議　　　　　　　　　　　　　　　117

　ロータリーの拡大　　　　　　　　　　　　　81

　地域社会内の事業　　　　　　　　　　　　　125

聴　問

　理事会，国際ロータリー　　　　　　　224,227

　クラブ　　　　　　　　　　　　　　　282～283

　国際大会　　　　　　　　　　　　　　　224,227

直前ガバナー，クラプ訪問　　　　　　　　　　71

地理的集団

　理　事　　　　　　　　　　　24～25,243～246

　R. I. 会長指名委員会に代表　　　　　　　239

4　　　　　　　　　　ツ

図表，国際ロータリー組織　　　　　　　　　　６

　　　　　　　　　　　テ

定款，国際ロータリー

　受諾，承認，クラブによる　　　　　　　45,216

　改正（大見出し規則制定も併せ参照）45,113,216

　採択日　　　　　　　　　　　　　　　　　45

　クラブによる承認　　　　　　　　　　　43,216

　木　文　　　　　　　　　　　　　　　　215～219

定款及び細則，国際ロータリー　　　　12,262,263

定款及び細則,グレート・ブリテン及びアイルランド

　　　　　　　　　　　　　　　」.5～17,46

　改　正　　　　　　　　　　　　　　　16,17,118

定款，ロータリー・クラプ　　　　　45,275～285

　承諾，会員による　　　　　　　　　　　　284

　採択，標準　　　　　　　　　13,46,82,223,275

－323－



改正（大見出し規則制定を併せ参照）

　　　　　　　　　　　　　　　45,113,223,284

　変更，国の法律に従う

　権限の限界

　標　準

　　除外例

　本　文

定款に関する事項

定款の辞句解釈

提訴，決定に対する

　ロータリー・クラブ理事会の

　国際ロータリー理事会の

定足数

　理事会，ロータリー・クラブ

　理事会，国際ロータリー

　クラブ会員

　委員会，国際ロータリー

　国際大会

　規定審議会

　会長指名委員会

　｢撤回と見倣す｣，解釈

手続規則

　社会奉仕会議の

展示品

　地区大会において

同業組合，

投　資

同点得票

道徳律

投　票

　　　　　　　ト

参加に対する勧告

　　　　　45,223

　　　　　　　　48

13,46,82,223,275

　　　　　45,223

　　　　275～285

　　　　　45～48

　　　　　　　113

279,282,283

224,227,228

　　　　　　　291

　　　　　　　228

　　　　　　　291

　　　　　　　264

　　　　　　　233

　　　　172,237

　　　　　　　241

　　　　　　　300

167～173,233

　　　　　　　　41

74

　　　210

　89,195

240,249

210,266

逓信による　　　　　　　　　　　　　22,37,228

クラブ内　　　　　　　　　　　　25,217,238,291

カナダ及びアメリカ合衆国の両国の会員から成る

　クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25

国際大会，（大見出し国際大会，国際ロータリー

　の代議員の項も併せ参照）52,114,217,234,256

　地区大会

　方　法

　単一移譲式投票

投票準備委員会

投票代議員カード，解釈

道　標

登録委員会，大見出し国際大会，

　登録，委員会の項参照

　　　　　　　256

　　24,52,256,291

　　　　25,53,259

　　　　52,249,259

　　　　　　　306

　　　　　　44,136

国際ロータリーの

登録料，大見出し国際大会,国際ロータリーの登録，

　登録料の項参照

討論，国際大会　　　　　　　　　　　　172,233

特　色

　ロータリアンの

　ロータリーの

特典に関する質疑，解釈

特別委員会，国際ロータリー

　任　期

特別協議会

特別国際大会

特別代議員，規定審議会

特別代表

　　　　99～100

　　　　　　146

　　　　　　173

　　　12,38,262

　　　　38,262

55, 235, 266,305

　　　　　　217

　　　　　　235

　　　81,92,305

ロータリー用務に従事するためクラブ例会欠席

特別補助金

　ロータリー財団の目的に添う活動への

都市農村関係増進

図書館，職業参考書棚

都市連合

　ゼネラル・フォーラム

　会合，出席承認

　国際ロータリー会長及び理事の訪問
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4
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C
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１
　
2
0
4
3
3
0
　
１
１
２

特許権，大見出し規定と条件，免許料及び使用料手

　続に関する，参照

富籤類

取消し，ロータリー・クラプ例会

　　　　　　　　　　　ナ

名呼びの習慣

　　　　　　　　　　　－

ニ重会員

２週間に１度の例会　　　‥

日程，解釈

入会申込

　ロータリー・クラブに

　国際ロータリーに

任　期

　国際ロータリー委員会

　　会長指名委員会

　　特　別

　地区ガバナー

　ロータリー・クラブ役員

国際ロータリー役員

　財団管理委員会

　　　　　　　　　　　ネ

年次総会，クラブ

年次報告

　会計監査報告

　国際ロータリー役員

－324－

35,43

19,34

128

119,122,226

　　　　　82

　　　　　173

294,295

86,223

　　　　　　38,262

　　　　　　　　240

　　　　　　38,262

　　　12,63,230

　　　　　　33,279

11～12,63,230

　　　　　192,269

279,290

　93

230

　　　　　　　　　　　ノ

農村区域　　　　　　　　　　　　　　　　　　187

納付金，大見出しロータリー・クラブ入会金及びロ

　ータリー・クラブ会費参照

ノＸ

陪審員の職務，例会欠席の理由に

発祥地，ロータリーの

バスト・サービス会員

　入会金

　出席要求

　バッジに職業分類

　選挙方法

　再建クラブにおける

典
格
結

特
賞
終

旗

　ロータリーの

　国際連合の

バッジ

　襟　章

　国際大会における元役員

　徽章の使用

　　認可

　　役員（R.I.）

　　学生

　　制限事項

バーミューダ

　よりの理事

　R.I.理事ノミニー候補者選択手続

　　　　　　　20

　　　　　　300

　　　226,278

　　　226,278

　　　　　　281

　　　　　　124

226,278,296

　　　　　　124

　　　226,278

　　　226,278

　　　278,281

138

102

　133,303

　　　　55

136～137

　　　135

　　　133

　　　137

　　　266

8,244

R.I.会長指名委員会に代表

理事指名のためのゾーン

243～245,246～254

　　　　　　　　239

　　　　　　　　244

ハリス，ポール，Ｐ･，ロータリー創始者　　302

半期報告

半期会費支払

版　権

　｢奉仕の冒険｣　　，

　｢国際大会議事録｣

　｢国際ロータリー機関雑誌｣

　｢公式名簿｣

　｢レピスタ・ロータリア｣

　｢四つのテスト｣

版権所有出版物

パンフレット　　　　　　　‥

　国際ロータリー許可を有する

　配　布

70, 265, 290,305

　　90,265,296

　　　　156

　　55,156

　　　　156

　　　　156

　　　　156

　　　　208

　　55,156

　　　　155

　　　　155

12,155,156

国際主義強調

翻　訳

各国に関する

ヒ

索 引

　　157

　　155

10,U2

Ｂｄ．説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　299

非公式会合，ロータリアンの　　　　　　　　　20

非公式な友好グループ，ロータリアンの　　　138

避難者

　救済資金　　　　　　　　　　　　　　165～166

　不本意解散後の会員の地位　　　　　　　　130

標語，ロータリー　　　　39,142,176,201,302,305

　　　　　　　　　　　フ

プエルト・リコ

　よりの理事

　R. I. 会長指名委員会に代表

フォーラム

　クラブ

　都市連合

副会長

　ロータリー・クラブ

　国際ロータリー

　　選　挙

　　順番，欠員の場合

　　　会長の職に

婦　人

　ロータリー・クラブの補助団体

　職業分類クラブ

　ロータリーにおける会員資格

　ロータリー徽章の使用

　会長代理夫人の経費

部分的協議会

プログラム

　国際大会，国際ロータリー

　国際青少年交換，ロータリー提唱の

プログラム，クラブ

　事務局よりの材料

　新クラブ

　　「ロータリアン誌」の利用

プログラム委員会，クラブ

文献，ロータリー

254

　　8

239

36,148

　　148

279,281,282

　　　10,229

　　　10,229

　　　　　10

　　　　　230

国際ロータリーの出版認可表示のある

配布

国際主義強調

各国に関する　　　　、

翻訳　　　　‥1

分区代理

－325－

　　　　141

　　　　140

　　　　129

136～142

　　　　　93

　　75,266

　　49,233

　　　　105

　　33,293

148～150

　　291,293

151～157

　　　　155

12,154,157

　　　　157

　　10,112

　　　　155

　　67.302



　　　　　　　　　　　ホ

　「奉仕活動」ロータリアンの参加

奉仕，世界社会

奉仕の理想

褒　貢

　意義ある業績賞

　青年功績貢

法人印

法人化，クラブの

法人化，クラブ活動の

方針声明，ロータリーと他の団体

訪問ロータリアン報告カード，解釈

法律，国々の

　批　判

　クラブ定款に及ぼす影響

募金，大見出し資金募集活動，

保　険

　自動車

　　　▽　　41

　　　　　　102

39,99,146,275

149

176

一
。
こ
こ
こ
茲

　　　　　　　　　　　102

　　　　　　　　　45,223

クラブによる参照

　責　任

　旅　行

保証金

　財団職員

　財団管理委員

　事務総長及び財務長，国際ロータリー

　役員，ロータリー・クラブ

補助金，財団

７
　
７
　
７

Ｑ
　
Ｑ
　
Ｑ

　　　195

　　　270

230,231

　　　294

教　育

　大学院課程奨学金

　専門的訓練

　大学課程奨学金

　延　期

　候補者選考手続

　目　的

　資　格

159,196･ヽ498

　　　　　　196

　　　　　　196

　　　　　　196

　　　　　　198

　　　　　　197

　　　　　　196

196～197

　　　199

　　　201

　　　200

　　研究グループ交換

　　無資格者

　　特別補助金

補助金，ロータリー財団の目的に添う活動への

補助団体，婦人の

ホテル一覧表

｢ポール・zリス準フェロー｣

｢ポール・ハリス・フェロー｣

200

141

154

204

204

本部，開眼ロータリー，大見出し事務局，国際ロー

　タリー参照

無学，成人

無地区クラブ

ム

　　43

8,303

の集団，管理

規定審議会代表者

監　督

４
　
（
ｘ
）
　
４

１
　
　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
只
）

　　　　　　　　　　　メ

名称，国際ロータリー　　　　　　　　　132,138

名称，グレート・ブリテン及びアイルランドにおけ

　る国際ロータリー

名称，ロータリアン

　使　用

　　元ロータリアンによる

　　クラブ出版物名として

名称，ロータリー

史
護
用

歴
保
使

　　　　　　16

　　　132,218

　　　135,218

　　　　　129

　　　　　137

132～143,304

　　　　　132

　　　　　134

少年クラブ

建築関係

元ロータリアンによる

ロータリアンの非公式な友好グループ

正，不正な

仮ロータリー・クラブ

使用制限

商標

公認されない

142

138

129

3
8
3
6
3
7
6
6

H
　
H
　
I
‐
N
N

134,266

137,266

婦人の補助団体及び職業分類クラブ　140～141

名称，ロータリー・クラブ

　変　更

　脱　会

名簿，大見出し公式名簿参照

名誉会員

　同時に正会員，同一クラブ内

　期　間

　選挙方法

　外国政府代表者のための

　ロータリー財団学友に対する

典
格
所

特
資
住

　ロータリー財団奨学生のための

　終　結

名誉地区ガパナー

メモリアル・コントリピューター

　　　　　　　　　　　モ

元会長審議会

元会長，国際ロータリー

　ロータリー財団管理委員として

　審議会
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82,132,275

　　186,285

　　　　224

120,122,227,278

　　　　　　　122

　　　　　　　280

　　227,278,296

　　　　　　　120

　　　　　　　122

　　122,227,278

　　　　　227,278

　　　　　227,278

　　　　　　　122

Ｏ
　
（
ｘ
）
　
４

（
ｘ
）
　
７
　
０

２
　
　
　
　
９
一
・

12,267

192,269

　12,267

４

　構成員，規定審議会　　　　　　　　　　8,235

元役員，国際ロー=-タリー

　バッジ，国際大会　　　　　　　　　　　　　55

　会　合

　　国際大会における　　　　　　　　　　　　55

　　地区大会における　　　　　　　　　　　　74

　国際大会における予約席　　　　　　　　　　55

　奉仕の利用　　　　　　　　　　　　　　　　69

　クラブ訪問　　　　　　　　　　　　　　　71,88

　　費　用　　　　　　　　　　　　　　　　34,93

元ロータリアン，不本意解散後　　　　　　　129

　地　位　　　　　　　　　　　　　　　　　　129

元ロータリアンのグループ　　　　　　　　　129

　「最もよく奉仕する者，最も多く報いられる」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,142,302

ヤ

役員，国際ロータリー

　ロータリー事務上クラブ例会欠席

　理事会に代って行なう権限

　バッジ

　候補者に関する宣伝

　報　酬

　統御と管理

10,216.229,303
９
　
２
　
３
　
５
　
０
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２
　
３
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Ｘ
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理事，大見出し理事会，国際ロータリー参照

地区ガバナー，

務
挙
費

任
選
経

大見出し地区ガバナー参照

　　　　　　　　　　　　227,230

　　　　　　　　52,217,229,254

　　　　　　　　　88～95,96～97

指名，大見出し指名，国際ロータリー役員参照

昇任順序

会長づ(大見出し会長，国際ロータリー参照)

10

格
免
告

資
罷
報

保証金

任　期

名　称

　他団体に関連しての

ロータリー徽章の使用

欠　員

　　　　229,254

　　　　　　227

10,11,148,230

　　　　230,231

11～12,63,230

　　　　　　216

　　26,136,145

　　　　　　133

　　　　　　230

クラブ訪問，大見出しロータリー・クラブ訪問参

　照

役員，ロータリー・クラブ

　バッジ

　任　務

　選　挙

　次期会長，地区協議会に出席

　会　合

　278,289,303

　　　　　133

　　　　　290

　　　　　289

13,32,72,255

　　　　34,289

名
格
選
択

指
資
再
選

保証金

任　期

欠　員

索

雇主一使用人関係

　　　　　　　　　　　ユ

“Yours Rotarily” 字句の使用

ＵＳＣＢ，解釈

友好グループ，非公式の

優賞牌，クラブ例会出席

郵送名簿

　ロータリアンの

　公式名簿の使用

郵便投票

　国際ロータリー理事会

　クラブによる理事ノミニー選択方法

　執行委員会

　立法，クラブによる

　指　名

　　理事会

　　規定審議会

　　地区ガバナー

　ロータリー財団管理委員会

有望会員，クラブ例会に招待

輸送委員会，大見出し国際大会，

　輸送委員会参照

引

289ヽ

279

ａ
　
３

３
　
３

　　29↓

33,279

　　289

　　209

139

305

138

　20

　　　140

139,15↓

　22,244

　24～25

　　　　221

238～239

247～249･

　　　　236

　　　　260

　　　　194

　　　　12＆

国際ロータリーの

　　　　　　　　　　　ヨ

予算，国際ロータリー　　　　　　　　89,264,266･

　作成，財務委員会による　　　　　　　　89,264

予算，ロータリー・クラブ　　　　　　　　　294

　「四つのテスト」　　　　　　　　　　　　151,208

ヨーロッパ，北アフリカ及び東地中海地域　　301

　クラブ名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　154

　国際共同委員会　　　　　　　　　　　　　　110｡

　　　　　　　　　　　ラ

ラテン・アメリカ，大見出しイベμ・アメリカ参照

ラテン語，ロータリー標語　　　　　　　　143;

　　　　　　　　　　　リ‥

理事，大見出し理事会参照

理事指名委員会　　　　　　　24,25～26,249～253

　　　　　　　　　　　　　　●　I　　　“･　構成　　　　　　　　　　　　　　249･

　会合　　　　　　　　　　　　251

－327－



決定に対する外部の影響

手　続

定足数

報　告

任　期

　同点得票

　欠　員

理事指名のためのソーン

　ＡＮＺＡＯ

　バーミューダ

　ＣＥＮＡＥＭ

　イベロ・アメリカ

　アメリカ合衆国

理事会，国際ロータリー

　提訴，決定に対し

　郵便投票

長
酬
成

議
報
構

統御と

決定

任　務

　　　26

249～253

　　　252

　　　252

　　　249

ｍ
ご
Ｉ
　
2
4
6
惚
こ
こ
Ｉ

管理

９

8,22～26,216,227,300

　　　　　224,227,228

　　　　　　　　22,244

　　　　　　　8,10,216

　　　　　　　　　　230

　　　　　　　　　3,216

　　　　　　8,216,227

　　　　　　　　　　22

　　　　　　8,216,227

理事エレクト，暫定理事会にて

選挙

執行委員会

経費

　ノミニー

　支出報告

聴聞会

決定権限

会　合

建議案

指　名

　国際大会において

　郵便投票

　指名委員会手続

　ソーン

　ノミニー，選択方法

権　限

　委　任

立法案に関する方針

資　格

定足数

ロータリー財団との関係

幹　事

任　期

委員会に関する検討

旅　費

旅　行

　　　　　10,228

　　8,11,229,254

　　　　8,22,228

　　　　　　　　91

　　　　　　　　91

　　　　　　　　94

　　　　　224,227

　　　　　　　228

　　　　　　　227

　　　　　　　117

24～25,243～253

　　　　246～247

　　　　　24,248

　　　　　　　249

　　　　　24～25

24～25,26,243～253

　　　　216,227,228

　　　　　　　　8,22

　　　　　　　　　23

　　　　　　229,254

　　　　　　　　　228

　　　　　　　　　193

　　　　　　　　　216

　　11,12,228～229

８
　
１

３
９
2
3

　欠　員

投票，通信による

　夫人の経費

理事会，ロータリー・クラブ

　提訴，決定に対し

　選　挙

　　採決の方法

　職務上の理事会員

問
合
名

聴
会
指

定足数

任　期

欠　員

　　　n,228

　22,228,229

　　　　93,96

278,289,300

『
こ
⊇

　　　　　289

　　　279,281

34,35,289,291

理事会に対する建議案

立法（大見出し規定審議会，規則制定，

　参照）

　クラブの投票

　「撤回と見倣す」

　非常事態

　提　出

　　小冊子

　　提出の様式と方法

　　理事会の方針

　　地区大会における発表

立法案巣

立法案提出方法

立法案提出様式

立法機関，国際ロータリーの

立法手続

旅行，貸切飛行機，団体用

　　　　　289

　　　　　291

　　　33,279

　　　　　,289

　　　　　117

決議も併せ

　113～118

　238～239

　　　　　300

　　114,231

　　　　　　　n4

116～117,218,231

2
3
7
4
1
4

　　　116～117

　　　　　　116

7,113,171,218

　　　　　　231

　　　　　　97

旅行，海外，ロータリー関係の青少年による

旅行，国際ロータリー会長及び理事の

旅費

　航　空

　自動車

ス
針
道

バ
方
鉄

国際ロータリー資金

特別代表，ＣＥＮＡＥＭ

船

銀行預金の使用

８
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５
　
５
　
５
　
４
　
５
　
６
　
３
　
５
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０
２
　
　
　
９
９
９
９
９
９
９
９
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１

　　　　　　　　　　　ル

類似団体，解釈，大見出し他の団体も併せ参照305

　　　　　　　　　　　レ

例会欠席　　　　　　　　　　　　　18～21,294

－328－

州議会への強制的出席のため

陪審員の職務

賜　暇

病気又は傷害による

例会出席

　欠　席

０
　
０

２
　
２

　　　　　　　　　　21,294

　　　　　　　　　　　　282

18～21,281～282,292,299

　州議会への強制的出席のため

　陪審員の職務等のため

訪問ロータリアンの

競　争

非公式の会合，出席不承認

賜　暇

他クラブにて補填

席
告

欠
報

　60％規定

例会の取消し

例会における酒類飲用の可否

　「レビスタ・ロータリア」

字
間
費

略
顧
経

　予約購読

連合地区大会

連合奉仕クラブ会合

　　　　　　　　　　　　口

60パーセント出席規定
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